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令和２年第４回沖縄県議会（定例会）会期日程

会期29日間　自 令和２年６月30日
至 令和２年７月28日

月  日 曜日 日             程 備       考

１ ６月30日 火 本 会 議

（正副議長の選挙）

 請願・陳情付託

（議席の指定）
（会議録署名議員の指名）
（会期の決定）
（常任・議会運営委員の選任）
（知事提出議案の説明）

２ ７月１日 水 議案研究
委 員 会（先議案件審査、採決）

３ ２日 木 議案研究  代表質問通告締切（正午）
４ ３日 金 議案研究  一般質問通告締切（正午）
５ ４日 ㊏ 休　　会
６ ５日 ㊐ 休　　会

７ ６日 月 議案研究
委 員 会（議会運営委員会）

８ ７日 火 本 会 議（先議案件委員長報告、採決)
（代表質問）  請願・陳情提出期限

９ ８日 水 本 会 議（代表質問）
10 ９日 木 本 会 議（一般質問）
11 10日 金 本 会 議（一般質問）
12 11日 ㊏ 休　　会
13 12日 ㊐ 休　　会
14 13日 月 本 会 議（一般質問）  請願・陳情付託（常任委）

15 14日 火 本 会 議（選挙管理委員の選挙等）
（一般質問）  議案付託

 請願・陳情付託（特別委）委 員 会（常任委員会、特別委員会）
16 15日 水 議案研究
17 16日 木 委 員 会（常任委員会）
18 17日 金 委 員 会（常任委員会）
19 18日 ㊏ 休　　会
20 19日 ㊐ 休　　会
21 20日 月 委 員 会（常任委員会）
22 21日 火 委 員 会（特別委員会）
23 22日 水 休　　会（予備日）
24 23日 ㊍ 休　　会  海の日
25 24日 ㊎ 休　　会  スポーツの日
26 25日 ㊏ 休　　会
27 26日 ㊐ 休　　会

28 27日 月 議案整理
委 員 会（議会運営委員会）

29 28日 火 本 会 議（委員長報告、採決）
（注） 当初一般質問は７月15日までの５日間を予定していたが、質問通告者の総数が32名となったことから、

質問日を７月14日までとし、翌15日を議案研究日に変更した。
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赤　嶺　　　昇　君

仲　田　弘　毅　君

新　垣　光　栄　君

翁　長　雄　治　君

玉　城　健一郎　君

島　袋　恵　祐　君

上　里　善　清　君

大　城　憲　幸　君

上　原　　　章　君

小　渡　良太郎　君

新　垣　淑　豊　君

島　尻　忠　明　君

仲　里　全　孝　君

平　良　昭　一　君

喜友名　智　子　さん

國　仲　昌　二　君

瀬　長　美佐雄　君

次呂久　成　崇　君

当　山　勝　利　君

當　間　盛　夫　君

金　城　　　勉　君

新　垣　　　新　君

下　地　康　教　君

石　原　朝　子　さん

開会日に応招した議員　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

仲　村　家　治　君

山　里　将　雄　君

玉　城　武　光　君

比　嘉　瑞　己　君

仲　村　未　央　さん

照　屋　大　河　君

仲宗根　　　悟　君

西　銘　啓史郎　君

座　波　　　一　君

大　浜　一　郎　君

呉　屋　　　宏　君

花　城　大　輔　君

又　吉　清　義　君

山　内　末　子　さん

瑞慶覧　　　功　君

玉　城　ノブ子　さん

西　銘　純　恵　さん

渡久地　　　修　君

崎　山　嗣　幸　君

比　嘉　京　子　さん

末　松　文　信　君

島　袋　　　大　君

中　川　京　貴　君

照　屋　守　之　君 
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令和２年６月30日

令 和 ２ 年
第 ４ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 １ 号）

令和２年６月30日

令 和 ２ 年
第 ４ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 １ 号）



議　　事　　日　　程　第１号
令和２年６月30日（火曜日）

午前10時開議
第１　議長の選挙
第２　副議長の選挙
第３　議席の指定
第４　会議録署名議員の指名
第５　会期の決定
第６　常任委員の選任
第７　議会運営委員選任の件
第８　甲第１号議案、甲第２号議案及び乙第１号議案から乙第15号議案まで（知事説明、質疑）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　議長の選挙
日程第２　副議長の選挙
日程第３　議席の指定
日程第４　会議録署名議員の指名
日程第５　会期の決定
日程第６　常任委員の選任
日程第７　議会運営委員選任の件
日程第８　甲第１号議案、甲第２号議案及び乙第１号議案から乙第15号議案まで

甲第１号議案　令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）
甲第２号議案　令和２年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）
乙第１号議案　沖縄県職員等の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職

員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例
乙第３号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
乙第７号議案　工事請負契約について
乙第８号議案　訴えの提起について
乙第９号議案　交通事故に関する和解等について
乙第10号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第11号議案　弁護士報酬請求事件の和解について
乙第12号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
乙第13号議案　沖縄県収用委員会委員の任命について
乙第14号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について
乙第15号議案　専決処分の承認について

令和２年
第　 ４　 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第１号）

令和２年６月30日（火曜日）午前10時２分開会
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出　席　議　員（48名） 

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん

23　番　　仲　村　家　治　君
25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君	
47　番　　照　屋　守　之　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
説明のため出席した者の職、氏名 

知 事　　玉　城　デニー　君　
副 知 事　　富　川　盛　武　君　
副 知 事　　謝　花　喜一郎　君　
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　金　城　　　賢　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君　
企　画　部　長　　宮　城　　　力　君
環　境　部　長　　松　田　　　了　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長　　

名渡山　晶　子　さん　

保 健 医 療 部 長　　大　城　玲　子　さん
農 林 水 産 部 長　　長　嶺　　　豊　君
商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君
文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部 長　　

渡久地　一　浩　君　

土 木 建 築 部 長　　上　原　国　定　君

企　業　局　長　　棚　原　憲　実　君
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　伊　川　秀　樹　君
知 事 公 室
秘書防災統括監　　

平　敷　達　也　君

総 務 部
財 政 統 括 監　　

平　田　正　志　君　

教 育 長　　金　城　弘　昌　君
公 安 委 員 会
委　　員　　長　　

知　念　公　男　君

警 察 本 部 長　　宮　沢　忠　孝　君
労 働 委 員 会
公 益 委 員　　

上江洲　純　子　さん　

人 事 委 員 会
委 員 長　　

島　袋　秀　勝　君　

代 表 監 査 委 員　　當　間　秀　史　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
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事 務 局 長　　勝　連　盛　博　君　
次 長　　知　念　弘　光　君
議 事 課 長　　平　良　　　潤　君
副　参　事　兼
課 長 補 佐　　

佐久田　　　隆　君

主 査　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○事務局長（勝連盛博君）　おはようございます。
　事務局長の勝連盛博でございます。よろしくお願い
いたします。
　この際、私から臨時議長を御紹介申し上げます。
　一般選挙後最初の議会でありますので、議長が選挙
されるまでの間、地方自治法第107条の規定により年
長議員が臨時に議長の職務を行うことになっておりま
す。
　出席議員中、玉城ノブ子議員が年長者であります。
　玉城ノブ子議員、議長席にお着き願います。（拍手）
　　　〔臨時議長　玉城ノブ子さん議長席に着く〕
○臨時議長（玉城ノブ子さん）　ただいま御紹介いた
だきました玉城ノブ子でございます。
　地方自治法第107条の規定により、臨時に議長の職
務を行います。何とぞよろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○臨時議長（玉城ノブ子さん）　ただいまより令和２
年第４回沖縄県議会（定例会）を開会いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○臨時議長（玉城ノブ子さん）　これより本日の会議
を開きます。
　この際、議事の進行上、仮議席を指定いたします。
　仮議席は、ただいま御着席の議席と指定いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○臨時議長（玉城ノブ子さん）　日程第１　議長の選
挙を行います。
　選挙は投票により行います。
　議場を閉鎖いたします。
　　　〔議場閉鎖〕
○臨時議長（玉城ノブ子さん）　ただいまの出席議員
数は48人であります。
　会議規則第31条第２項の規定により立会人に
　　　２番　翁　長　雄　治　さん　及び
　　　７番　上　原　　　章　さん
を指名いたします。
　投票用紙を配付いたします。
　念のため申し上げます。投票は単記無記名でありま
す。
  なお、投票に当たっては被選挙人の氏名まで記載す
るようお願いいたします。

　　　〔投票用紙配付〕
○臨時議長（玉城ノブ子さん）　投票用紙の配付漏れ
はありませんか。
　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○臨時議長（玉城ノブ子さん）　配付漏れなしと認め
ます。
　投票箱を改めます。
　　　〔投票箱点検〕
○臨時議長（玉城ノブ子さん）　異状なしと認めます。
　これより投票に移ります。
　職員の点呼に応じて順次投票願います。
　点呼いたします。
　　　〔氏名点呼〕
　　　〔投　　票〕
○臨時議長（玉城ノブ子さん）　投票漏れはありませ
んか。
　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○臨時議長（玉城ノブ子さん）　投票漏れなしと認め
ます。
　投票を終了いたします。
　開票を行います。
　翁長雄治さん及び上原章さん、立会いを願います。
　　　〔開　　　票〕
　　　〔立会人点検〕
○臨時議長（玉城ノブ子さん）　選挙の結果を報告い
たします。
　投票総数　　48票
　　有効投票　48票
　　無効投票　０ 票
　有効投票中
　　赤嶺　　昇さん　26票
   　崎山　嗣幸さん　22票
　以上のとおりであります。
　この選挙の法定得票数は12票であります。
　よって、赤嶺昇さんが議長に当選されました。（拍手）
　議場の閉鎖を解きます。
　　　〔議場開鎖〕
○臨時議長（玉城ノブ子さん）　ただいま議長に当選
されました赤嶺昇さんが議場におられますので、本席
から会議規則第32条第２項の規定による告知をいた
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します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○臨時議長（玉城ノブ子さん）　赤嶺　昇さん。
　御登壇の上、御挨拶をお願いいたします。
　　　〔議長　赤嶺　昇君登壇〕
○臨時議長（玉城ノブ子さん）　休憩いたします。
　　　午前10時27分休憩
　　　午前10時28分再開
○臨時議長（玉城ノブ子さん）　再開いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　皆さん、おはようございます。
　ただいま議員各位の御推挙によりまして、復帰後第
18代目の沖縄県議会議長の要職を担うことになりま
した。誠に身に余る光栄でありますとともに、その使
命と職責の重大さに身の引き締まる思いであります。
　沖縄県議会基本条例の目的、第１条、沖縄県議会の
基本理念、沖縄県議会議員の責務及び活動原則、議会
運営の原則等を定め、議会及び議員の役割を明らかに
するとともに、県民と議会との関係、知事その他の執
行機関と議会との関係等、議会に関する基本的事項を
定めることにより、議会がその機能を高め、県民の負
託に的確に応えていく決意でございます。
　議員各位の御協力を賜りますようお願い申し上げま
して、挨拶に代えさせていただきます。（拍手）
○臨時議長（玉城ノブ子さん）　赤嶺昇議長、議長席
にお着き願います。
　休憩いたします。
　　　〔議長　赤嶺　昇君議長席に着く〕
　　　午前10時31分休憩
　　　午前10時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩いたします。
　　　午前10時32分休憩
　　　午前11時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第２　副議長の選挙を行います。
　選挙は投票により行います。
　議場を閉鎖いたします。
　　　〔議場閉鎖〕
○議長（赤嶺　昇君）　ただいまの出席議員数は、48
人であります。
　会議規則第31条第２項の規定により立会人に
　　　２番　翁　長　雄　治　君　及び
　　　７番　上　原　　　章　君　
を指名いたします。
　投票用紙を配付いたします。
　念のため申し上げます。投票は、単記無記名であり

ます。
  なお、投票に当たっては、被選挙人の氏名まで記載
するようお願いいたします。
　　　〔投票用紙配付〕
○議長（赤嶺　昇君）　投票用紙の配付漏れはありま
せんか。
　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　配付漏れなしと認めます。
　投票箱を改めます。
　　　〔投票箱点検〕
○議長（赤嶺　昇君）　異状なしと認めます。
　これより投票に移ります。
　職員の点呼に応じて順次投票願います。
　点呼いたします。
　　　〔氏名点呼〕
　　　〔投　　票〕
○議長（赤嶺　昇君）　投票漏れはありませんか。
　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　投票漏れなしと認めます。
　投票を終了いたします。
　開票を行います。
　翁長雄治君及び上原章君、立会いを願います。
　　　〔開　　　票〕
　　　〔立会人点検〕
○議長（赤嶺　昇君）　選挙の結果を報告いたします。
　投票総数　　48票
　　有効投票　46票
　　無効投票　２票
　有効投票中
　　仲田　弘毅君　24票
　　渡久地　修君　22票
　以上のとおりであります。
　この選挙の法定得票数は12票であります。
　よって、仲田弘毅君が副議長に当選されました。（拍
手）
　議場の閉鎖を解きます。
　　　〔議場開鎖〕
○議長（赤嶺　昇君）　ただいま副議長に当選されま
した仲田弘毅君が議場におられますので、本席から会
議規則第32条第２項の規定による告知をいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
　御登壇の上、御挨拶をお願いいたします。
　　　〔副議長　仲田弘毅君登壇〕
○副議長（仲田弘毅君）　第13期沖縄県議会議員の皆
さん、改めてこんにちは。
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　厳しい選挙戦を終えて、初の６月議会初日に、議長、
副議長選挙が行われました。
　皆様方の御推挙により、副議長という重責を担うこ
とになりました。140万県民の負託に応えるべく、一
致団結して沖縄県のために粉骨砕身頑張ってまいりま
す。
　どうぞよろしくお願いいたします。（拍手）
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　議席の指定を行い
ます。
　議席は、会議規則第４条第１項の規定により、ただ
いま御着席の仮議席のとおり指定いたします。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　会議録署名議員の
指名を行います。
　今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第121条
の規定により
　　　１番　新　垣　光　栄　君　及び
　　　６番　大　城　憲　幸　君 
を指名いたします。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第５　会期の決定を議題
といたします。
　お諮りいたします。
　今期定例会の会期は、本日から７月28日までの29
日間といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、会期は、本日から７月28日までの29日間
と決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　この際、諸般の報告をいたし
ます。
　本日、知事から、お手元に配付いたしました議案
17件並びに補正予算説明書、令和元年度繰越計算書、
令和２年５月末現在の令和２年度一般会計予算執行状
況報告書及び同一般会計繰越予算執行状況報告書の提
出がありました。
　次に、これまでに受理いたしました陳情60件は、
お手元に配付の陳情文書表のとおりそれぞれ所管の常
任委員会に付託いたしました。
  次に、説明員として出席を求めた労働委員会会長藤
田広美君は、所用のため本日、７月７日から10日ま
で、及び13日から15日までの会議に出席できない旨
の届出がありましたので、その代理として、本日の会

議に労働委員会公益委員上江洲純子さん、７月７日か
ら10日まで、及び13日から15日までの会議に同委員
会事務局長山城貴子さんの出席を求めました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第６　常任委員の選任を
行います。
　お諮りいたします。
　常任委員の選任については、委員会条例第５条第１
項の規定によりお手元に配付の常任委員一覧表のとお
り指名いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、常任委員は、お手元に配付の常任委員一覧
表のとおり選任することに決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔常任委員一覧表　巻末に掲載〕
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時31分休憩
　　　午後１時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第７　議会運営委員選任の件を議題といたしま
す。
　お諮りいたします。
　議会運営委員の選任については、委員会条例第５条
第１項の規定によりお手元に配付の名簿のとおり指名
いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、議会運営委員は、お手元に配付の名簿のと
おり選任することに決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔議会運営委員名簿　巻末に掲載〕
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時48分休憩
　　　午後３時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　次の日程に入ります前に報告いたします。
　各常任委員長及び議会運営委員長から、
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　　　総 務 企 画 委 員 長　　又吉　清義君
　　　同 　 　 副 委 員 長　　島尻　忠明君
　　　経 済 労 働 委 員 長　　西銘啓史郎君
　　　同 　 　 副 委 員 長　　大城　憲幸君
　　　文 教 厚 生 委 員 長　　末松　文信君
　　　同 　 　 副 委 員 長　　石原　朝子さん
　　　土 木 環 境 委 員 長　　瑞慶覧　功君
　　　同 　 　 副 委 員 長　　下地　康教君
　　　議 会 運 営 委 員 長　　當間　盛夫君
　　　同 　 　 副 委 員 長　　座波　　一君
をそれぞれ互選したとの報告がありました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第８　甲第１号議案、甲
第２号議案及び乙第１号議案から乙第15号議案まで
を議題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔知事提出議案　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知 事（ 玉 城 デ ニ ー 君 ）　 ハ イ サ イ グ ス ー ヨ ー　
チューウガナビラ。
　令和２年第４回沖縄県議会（定例会）の開会に当た
り、提出しております議案の説明に先立ち、議員各位
に御挨拶を申し上げます。
　さきの沖縄県議会議員選挙におきまして、県民の多
くの支持を得て、当選の栄を得られました議員の皆様
に心からお祝いを申し上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染症については、４月
上旬から中旬にかけて県内の感染者数が急速に増加し
たことから、県独自の緊急事態宣言を発出するととも
に、緊急事態措置に係る沖縄県実施方針を策定し、宿
泊施設等も活用した病床数の確保、ＰＣＲ検査体制の
拡充などの医療提供体制の強化や水際対策、施設の使
用停止、外出や渡航自粛の要請等を行ってまいりまし
た。
　県民や事業者の皆様の並々ならぬ御努力と御協力に
より、県内の感染状況は比較的落ち着いた状況となっ
ております。
　しかし、今後の感染拡大の第２波に備える必要があ
ることから、安全・安心の島・沖縄モデルの基本方向
を基に新型コロナウイルス感染症対策に全力で取り組
んでまいります。
　また、新型コロナウイルス感染症の拡大や緊急事態
措置の実施に伴う県民や事業者の活動自粛により、県

内の経済活動は停滞し、非常に厳しい状況に置かれて
います。
　県としては、本議会に提案いたしました一般会計補
正予算（第４号）を含め、約997億円の関連予算を計
上し、切れ目なく対策を講じているところであり、今
後、今年５月に取りまとめた「新型コロナウイルス感
染症対策に係る沖縄県の経済対策基本方針」に基づき、
フェーズごとに経済活動を再開するとともに、「安全・
安心の島“沖縄”の構築」と「県民の事業と生活を維
持し、将来を先取りした経済の礎を築く取組」を軸に
様々な施策を展開し、全力で県経済の回復に向け、取
り組んでまいります。
　さらに、今年６月に策定した「沖縄Tour Style 
With コロナ」に基づき、観光客が安心して訪れ、県
民が安心して迎え入れられる観光地づくりを推進し、
安全・安心で持続可能な沖縄観光への転換を図ります。
　首里城の復旧・復興については、「首里城復興基本
方針に関する有識者懇談会」において議論いただいた
内容を基に、国、那覇市の意見も踏まえ、今年４月に
「首里城復興基本方針」を取りまとめたところです。
　引き続き、国や那覇市など関係機関と連携の上、「基
本方針」を具体化する施策等を盛り込んだ「基本計画」
を今年度中に策定し、首里城の一日も早い復旧・復興
と琉球文化のルネサンス、再興に向け取り組んでまい
ります。
　私は、知事就任以来、ウヤファーフジへの敬い、自
然への畏敬の念、他者の痛みに寄り添うチムグクルを
大切にするとともに、「自立」、「共生」、「多様性」
の理念の下、包摂性と寛容性に基づく政策を推進して
まいりました。
　今後とも、これらの理念に基づき、全庁的に推進し
ているＳＤＧｓを全県的な展開につなげ、持続可能な
沖縄の発展と誰一人取り残さない社会づくりを目指し
ます。
　沖縄振興に向けた取組については、ウイズ・コロナ
からアフター・コロナに向けた将来を見通す中で、沖
縄21世紀ビジョン基本計画等総点検の結果や新沖縄
発展戦略を踏まえ、国と連携を図りながら新たな振興
計画の骨子案について検討するとともに、残り２年と
なる沖縄21世紀ビジョン基本計画の総仕上げに向け、
取り組んでまいります。
　平和分野については、戦後75年を経た現在におい
ても過重な基地負担を強いられ続けている県民の負担
軽減を図るため、基地の整理縮小をはじめ日米地位協
定の抜本的な見直し、騒音問題や環境問題、米軍人・
軍属等による犯罪など基地から派生する諸問題の解決
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に全力で取り組んでまいります。
　辺野古新基地建設問題については、対話によって解
決策を求めていくことが重要と考えており、政府に対
し、辺野古埋立工事を直ちに中止した上で県との対話
に応じるよう求めてまいります。
　普天間飛行場については、辺野古移設に関わりなく、
速やかな運用停止を含む危険性の除去、県外・国外へ
の移設及び早期閉鎖・返還を政府に対し強く求めてま
いります。
　私は、辺野古に新基地は造らせないという公約の実
現に向けて、今後も諦めず、ぶれることなく、全身全
霊を持って県民の思いに応えてまいります。
　生活分野については、「子供の貧困対策」を最重要
施策に掲げるとともに、今年４月に施行された「沖縄
県子どもの権利を尊重し虐待から守る社会づくり条例
（通称：子どもの権利尊重条例）」に基づき、全ての
子供たちが夢や希望を持って成長できる社会を実現し
てまいります。
　また、令和３年度末までの待機児童の解消に向けた
取組の推進をはじめ、女性の積極的登用、保健・医療、
教育の充実及び離島振興についても取り組んでまいり
ます。
　未来を担う子供たち、若者たちに、平和で真に豊か
な沖縄、誇りある沖縄、新時代沖縄を託せるよう、公
約に掲げた諸施策を職員一丸となって推進し、全力で
県政運営に当たる決意であります。
　このたび、県民の代表として選ばれた議員の皆様に
おかれましては、それぞれ立場に違いはあるとしても、
沖縄の発展を願う気持ちは、皆、同じであると確信し
ております。執行部とともに沖縄の発展に向けて取り
組んでいただきたく、県政運営に対する特段の御理解
と御協力をよろしくお願いいたします。
　それでは、提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げます。
　今回提出いたしました議案は、予算議案２件、条例
議案６件、議決議案５件、同意議案３件、承認議案１
件の合計17件であります。
　まず初めに、甲第１号議案及び甲第２号議案の予算
議案について御説明申し上げます。
　甲第１号議案「令和２年度沖縄県一般会計補正予算
（第４号）」は、新型コロナウイルス感染症に対す
る緊急対策等の実施に要する経費として、総額342億
7470万7000円を計上するものであります。
　甲第２号議案「令和２年度沖縄県病院事業会計補正
予算（第１号）」は、新型コロナウイルス感染症に対
応するため、一般会計の補正予算と関連する経費につ

いて所要の補正を行うものであります。
　これらの補正予算につきましては、先議案件として
御審議を賜りますようお願い申し上げます。
　次に、乙第１号議案から乙第６号議案までの条例議
案６件のうち、その主なものを御説明申し上げます。
　乙第１号議案「沖縄県職員等の服務の宣誓に関する
条例の一部を改正する条例」は、地方公務員法第31
条の規定に基づき行う服務の宣誓について、それぞれ
の会計年度任用職員制度の任用手続を踏まえた方法に
より行うことができるよう規定を整備する等の必要が
あることから条例を改正するものであります。
　乙第２号議案「東日本大震災及び東日本大震災以外
の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職員の特
殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条
例」は、新型コロナウイルス感染症から県民の生命及
び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作
業に従事した職員に対し、特殊勤務手当を支給する必
要があることから条例を改正するものであります。
　乙第４号議案「沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び
管理に関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄Ｉ
Ｔ津梁パーク施設内にアジアＩＴビジネスセンターを
整備することに伴い、公の施設として沖縄ＩＴ津梁
パーク施設に加えるとともに、使用料の徴収根拠を定
める必要があることから条例を改正するものでありま
す。
　次に、乙第７号議案から乙第11号議案までの議決
議案５件は、工事請負契約や訴えの提起、和解等につ
いて議決を求めるものであります。
　次に、乙第12号議案から乙第14号議案までの同意
議案３件は、人事委員会委員、収用委員会委員及び公
安委員会委員の任期満了に伴い、その後任を選任また
は任命するため同意を求めるものであります。
　最後に、乙第15号議案「専決処分の承認について」
は、新型コロナウイルス感染症対応に要する経費を早
急に予算補正する必要があり、専決処分をしたため承
認を求めるものであります。
　乙第15号議案につきましては、先議案件として御
審議を賜りますようよろしくお願いいたします。
　以上、今回提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申
し上げます。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。イッペーニ
フェーデービル。
　よろしくお願いいたします。
　ありがとうございました。
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○議長（赤嶺　昇君）　知事の提案理由の説明は終わ
りました。
　ただいま議題となっております議案中、職員に適用
される基準の実施、その他職員に関する事項について
必要な規定を定める条例については、地方公務員法第
５条第２項の規定により人事委員会の意見を聞く必要
がありますので、ただいまから人事委員会委員長の意
見を求めます。
　人事委員会委員長。
　　　〔人事委員会委員長　島袋秀勝君登壇〕
○人事委員会委員長（島袋秀勝君）　皆様、こんにち
は。　
　人事委員会の委員長を務めております島袋と申しま
す。よろしくお願いいたします。
　ただいま議長から地方公務員法の規定に基づき人事
委員会の意見を求められましたので、当委員会の意見
を申し上げます。
　乙第１号議案「沖縄県職員等の服務の宣誓に関する
条例の一部を改正する条例」につきましては、会計年
度任用職員の服務の宣誓について、それぞれの任用手
続を踏まえた方法により行うことができるよう、所要
の改正を行うものであり、適当であると考えます。
　また、乙第２号議案「東日本大震災及び東日本大震
災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職
員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正す
る条例」につきましては、国や他の都道府県との均衡
を考慮し、新型コロナウイルス感染症から県民の生命
及び健康を保護するために行う緊急措置の作業に従事
する職員に対し、平常時には想定されない勤務の特殊
性を認め、防疫等作業手当の特例を整備するものであ
り、適当であると考えます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　人事委員会委員長の意見の開
陳は終わりました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時59分休憩
　　　午後４時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、申し上げます。
　先ほどの知事の提案理由説明の中で、甲第１号議案
「令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）」、
甲第２号議案「令和２年度沖縄県病院事業会計補正予
算（第１号）」及び乙第15号議案「専決処分の承認
について」は、早期に議決されたい旨の要望がありま
した。

　よって、甲第１号議案、甲第２号議案及び乙第15
号議案について、これより直ちに質疑に入ります。
　甲第１号議案、甲第２号議案及び乙第15号議案に
対する質疑の通告がありますので、順次発言を許しま
す。
　なお、質疑の回数は２回までといたします。
　大城憲幸君。
　　　〔大城憲幸君登壇〕
○大城　憲幸君　皆さん、こんにちは。
　無所属の会の大城憲幸です。
　ここから見える景色も大分変わったような気がしま
すけれども、特に第13期の議員の皆さんにおかれま
しては、またこれから４年間お付き合いのほどをよろ
しくお願いをいたしまして、通告に従って質疑を行わ
せていただきます。
　先ほど来あります先議案件、甲第１号議案の「令和
２年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）」の中、農
林水産部関係を３点通告してございますので、よろし
くお願いします。
　まず１点目につきましては、航空物流機能回復事業
について、4120万円でございます。
　皆さん御存じのとおり、今沖縄の農林水産物は空輸
する場合には前のような貨物便ではなくて、旅客便を
利用して農林水産物を空輸していると。そういうよう
な中で、今回コロナで大幅な減便が行われた。そうい
うような緊急事態を踏まえて、今現在は特例的に臨時
便の運航あるいは機材の大型化で対応をしております
けれども、その事業費がもう３億円以上航空会社への
支払いが発生しているというふうに聞いております。
そういう中で、この議会以降、７月以降新たな事業と
して行うのが今回の提案ですけれども、新たな事業費
が今回4120万ということで、私の感覚からするとこ
れで本当に十分なのかなというふうに疑問を持つわけ
です。その辺についてまず１点目説明をお願いいたし
ます。
　(2)、ちばりよ～！わった～農林水産業応援プロジェ
クト事業、この事業は、県産和牛あるいは沖縄の水産
物を給食に提供しやすくする、あるいは沖縄の花を公
共施設に飾っていく、あるいは沖縄の果物を子供たち、
子ども食堂等に提供しやすくする。それを支援するよ
うな事業で非常にすばらしい事業だと認識をしており
ます。ただし、今回の対象品目以外で加工用の県産卵
が非常に今厳しいという話を聞いております。それか
ら観光客に人気のアグー豚等は在庫を抱えて、関係者
が非常に苦慮しているというふうに聞いております。
　そういう意味でこの２点を中心にそれ以外がこの支
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援の中に入っていないというところを危惧するわけで
す。それ以外の支援についても必要ではないか、２点
目にお願いします。
　３点目はこのコロナとは別の部分ですけれども、去
年から　　　　沖縄では今年、年明けからいわゆる豚コレ
ラ、豚熱が発生をしました。それに伴ってやはり自然
の野鳥あるいは小動物、それが豚舎に入らないよう
にするということが家畜伝染病予防法の改正で義務づ
けられることになりました。農家における防疫措置
の厳格化が図られ、これは罰則も設けられていると。
11月以降は罰則の対象にもなるということで、今回
の事業で支援をしながら沖縄県としてはきちっと野鳥
やネズミ等が豚舎に入らないようにしてくださいねっ
ていうところで支援事業があるんです。今回国からは
50％の補助があるわけですけれども、残念ながら県
の補助がないというところで同事業は国の補助のみで
あり、県費の上乗せが必要ではないかなというふうに
考えるわけですけれども、この３点目についても説明
をよろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　皆さん、こんにちは。
　農林水産部長を務めております長嶺でございます。
　沖縄県の農林水産業の振興・発展に向け全力で取り
組んでまいりますので、議員各位の御指導、御鞭撻の
ほどよろしくお願い申し上げます。
　それでは答弁させていただきます。
　１、甲第１号議案「令和２年度沖縄県一般会計補正
予算（第４号）」についての御質問の中の(1)、航空
物流機能回復事業についての御質問にお答えします。
　今回の補正予算では、７月、８月における県産生鮮
品の円滑な県外出荷等を図るため、必要な事業費を計
上しております。緊急事態宣言が解除され、都道府県
をまたぐ人の移動についても制限が緩和される中、那
覇―羽田間の定期便は５月上旬に計画の約３割の便数
であったものが７月上旬には約７割、宮古、石垣―那
覇間は同じく約４割であったものが約７割と見込まれ
ております。航空便は復便基調ではありますが、出荷
の最盛期を迎えるマンゴー等の特性上、熟度に応じた
出荷となることから、県産生鮮品の円滑な航空輸送体
制を確保するため、運航経費の一部を補助するもので
あります。
　同じく１の(2)、ちばりよ～！わった～農林水産業
応援プロジェクト事業における対象品目についてお答
えします。
　県産鶏卵やアグーブランド豚肉については、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、業務用鶏卵、外食
産業やホテル向けアグーブランド豚肉の在庫が発生し
ていると聞いております。このため、県では、県産品
応援共同購入を行う等、アグー豚肉等の共同購入にも
取り組んだところであります。また、鶏卵やアグー豚
肉の消費喚起対策については、ホテルや学校へ提供す
る取組について、沖縄県畜産振興公社事業の活用を検
討しているところであります。
　県としましては、県産畜産物の消費拡大に向け、関
係機関・団体と連携して引き続き取り組んでまいりま
す。
　次に１の(3)、家畜衛生技術指導事業の県費上乗せ
についてお答えします。
　家畜衛生技術指導事業の補正については、家畜伝染
病予防法の一部改正に伴い、養豚場における飼養衛生
管理基準が厳格化され、令和２年11月までに野生動
物侵入防止のための防鳥ネット等の整備に係る経費の
補助を行うものであります。県内の整備状況として、
防鳥ネット等の野生動物侵入防止対策は、既に大・中
規模の約７割の農家が自ら整備しており、今回は、国
の補正事業を活用して、残り３割の農場について整備
対応をするものであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
　　　〔大城憲幸君登壇〕
○大城　憲幸君　１点目については、６月以降徐々
に旅客便が戻ってくるから、あるいは７月以降は戻っ
てくるからということであります。それは想定できる
わけですけれども、ただ私申し上げているのは、これ
からマンゴーなんかも最盛期を迎えます。宮古便もそ
う、八重山便もそう、必要です。それから東京だけで
はなくて、ほかの関西や福岡にももしかしたら必要に
なってくるかもしれない。そういうようなことを考え
て、4000万っていうのはあまりにも金額が小さ過ぎ
る。できるだけ使わないでくださいねみたいなメッ
セージにならないかなというイメージを私は持ってお
ります。先ほど言ったように航空会社へは５月、６月
だけで３億以上の事業費が発生しているわけですか
ら、今は特例でやっているものを今回は７月、８月以
降、中長期の部分で仕組みとして整備してやっていく
わけですから、小さいなというふうに思っています。
細かいのはまた今後議論を進めていきたいなと思って
います。
　２点目についても、共同購入とか引き続き取り組み
ますよって言いますけれども、今本当にこの加工の卵
については、もうストックもできなくて、廃棄しない
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といけないんじゃないかっていうことで農家も非常に
苦しんでるというふうに聞いてます。アグーにしても
今、種の保存の部分は離島に持っていったり県の取組
も評価する部分はありますけれども、この支援、ア
グー豚肉っていうのは本当に我々県も含めてみんなで
様々な支援もしながら大事に大事に育ててきたブラン
ドです。それを今在庫を抱えてるからっていうことで
安売りされてしまうと、ブランドが崩れてしまう。だ
から今民間の皆さんが何とか努力をして安売りしない
ように頑張っている状況ですから、待ったなしの中で、
今回入らなかったっていうのは残念だなというふうに
思っております。
　３番目についても、国もこれ仕組みの中で交付税措
置をしているんですね。国は半分持つ、そして残りの
半分は農家にではなくて、県とか市町村が補助した場
合には交付税で５分の４戻しますよと、そういうよう
な仕組みまで準備してるのに県がこれに入ってこな
いっていうのは、私はちょっと問題があるんじゃない
かなというふうに思っています。この辺はもう２回ま
でしか質疑ができませんので、部長にはまた今後委員
会等で議論はするとして、ここで私が共通してお話し
たいのは、ぜひ所管の富川副知事、沖縄の農政を担う
責任者として　　　　知事三役ですけれども、私は今回の
問題でこの航空機の物流の部分についても４月、５月
から様々な会議が出てきましたけれども、やっぱり執
行部の皆さんは３月に２本の補正をすぐかけて、そし
て５月にも補正、６月にも補正ということで、この４
か月で４本も補正するなんてことはもう本当にないこ
とですから、皆さんが頑張ってるのは理解をします。
そして、県の農林水産部あるいは畜産のほうでも様々
な課題がある中で職員の皆さんが頑張ってるのも理解
をします。しかし、今こういう緊急事態の中で本当に
沖縄の農政、その基盤をどう守っていくのかっていう
視点で考えた場合には、本当に現場の声を大事にして、
そして財政を心配しながら　　　　財政が厳しいのは分か
りますけれども、やっぱり今だからこそ三役のリー
ダーシップが求められると私は思うんですよね。知事
が給与を削減して、そして三役含めて給与を削減して
県民とともに苦しみを分かち合うというのは私は評価
しますけれども、さらにもう一歩、やはりこういう緊
急事態のときに三役、リーダーがしっかりと現場の声
を大事にしながら、責任は私が取るからもうとにかく
農家のために頑張ってくれと、そういうようなメッ
セージが今私は必要なんじゃないかなと思っておりま
す。そして、細かい部分は別にしても今回の補正では、
この４号ではまだまだ足りてないところも多いという

のを私は感じてますので、ぜひとも今回４次の補正で
終わるとは思えませんけれども、しっかりと現場の職
員を激励しながら現場の声を丁寧に拾い上げ、そして
財政的な部分も含めて沖縄県の農政の責任者として富
川副知事にはリーダーシップを取っていただきたいと
思うんです。その辺の決意を頂いて私の質疑を終わり
たいと思いますので、よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。（発言する者あり）
　静粛にお願いします。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
○副知事（富川盛武君）　大城憲幸議員の１(2)、沖縄
県農林水産物の消費拡大の対策等についての再質問に
お答えをいたします。
　今回の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、イ
ンバウンド等観光客の減少、外食産業の営業自粛等に
より、農林水産物への様々な影響があると認識をして
おります。このため、沖縄県では、新型コロナウイル
ス感染症の影響等に関わる緊急経済対策プロジェクト
チームでの協議を重ね、補正予算に反映させておりま
す。
　沖縄県としましては、引き続き第２波に備え、関係
機関との情報共有を強化しながら沖縄県産農林水産物
の消費拡大等の対策にしっかりと対応してまいりたい
と思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
　　　〔又吉清義君登壇〕
○又吉　清義君　甲第１号議案「令和２年度沖縄県
一般会計補正予算（第４号）」について通告してあり
ましたので、質疑をさせていただきたいと思います。
　１つ目は、新型コロナウイルス感染症対策について
でございます。
　昨日の新聞にも出ておりましたが、このコロナの感
染ですね、死者は世界で50万人を超す、そして新型
コロナウイルス感染は世界各地で被害が拡大し、鎮静
化の気配は全くないと。感染者の増加ペースが加速す
るだけだということで、この28日には世界で既に累
計で1010万人を超すペースでコロナ感染が世界中に
増えているということを、私たちはぜひ強い認識で持
たないといけないと。そのような中、今沖縄県におき
ましてもあらゆる分野において、この感染症対策事業
に取り組まれ、我が沖縄県、出生率日本一の沖縄、そ
して親が安心して子供を預けることができる環境づく
り、そして子供の健康を守る、そして身近な感染を防
ぐ等感染症拡大防止対策が私は必要不可欠だと思いま
す。
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　その中におきまして、まず認可保育園、認可外保育
園や放課後児童学童クラブ等の防止対策事業について
は、今議会で上程された補正予算においてどのように
扱われているのかなかなか見つけることができませ
ん。
　ですから１点目に、この認可保育園、認可外保育園
や学童クラブ等の防止対策事業はどのようになってい
るのか。
　そしてなおかつ教育現場を預かる小・中・高に対し
その防止対策支援事業はどのようになっているのか。
　そしてまた観光立県である我が沖縄県のこれから迎
える入客者に対しての水際対策は十分であるのか。そ
して十分であればその根拠は何かということ等。
　また今医療従事者に対する慰労金は一般医療機関、
そして薬局等全ての関係機関へ適用されるのか。
　そして５点目に慰労金は県立、公立一般医療機関の
関係する職員において査定は同額であるか。今回の甲
第１号議案「令和２年度沖縄県一般会計補正予算（第
４号）」についてそのような点で十分まだ見えないと
ころがありますので、それについてお伺いをいたしま
す。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　皆様、こ
んにちは。
　４月１日付で子ども生活福祉部長を拝命いたしまし
た、名渡山晶子と申します。
　県内の子供の支援の充実や県民福祉の向上などに全
力で取り組んでまいります。議員の皆様には御指導、
御鞭撻をよろしくお願いいたします。
　それでは１、新型コロナウイルス感染症対策につい
ての(1)、保育所等に対する新型コロナウイルス感染
防止支援対策事業についてお答えをいたします。
　県におきましては、新型コロナウイルス感染拡大防
止に協力いただいている認可外保育施設に対し、県独
自の取組として１施設当たり10万円の支援金を給付
しております。また、国は、保育所や放課後児童クラ
ブ等における感染拡大防止に必要な費用を直接市町村
に対し支援をしております。さらに、今般、国の第２
次補正予算において、保育所、認可外保育施設、放課
後児童クラブなど児童福祉施設等における新型コロナ
ウイルス感染症緊急包括支援事業が示されたところで
す。同事業においては、マスクや消毒液等の衛生用品
の購入費用や、職員が勤務時間外に消毒・清掃等を行っ
た場合の超過勤務手当等が対象となっております。

　県としましては、対象施設等が多岐にわたることか
ら、市町村における必要額の精査等を行った上で、今
後の補正予算計上に向けて準備を進めているところで
あります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　皆さん、こんにちは。
　答弁の前に御挨拶させていただきます。
　４月１日付で教育長を拝命いたしました金城でござ
います。私は、沖縄県の発展・振興を図る上で最大の
よりどころ、資源は人材であると考えております。本
県教育の自立、振興に微力ではございますが、誠心誠
意取り組んでまいりますので、議員の皆様の御指導の
ほどよろしくお願い申し上げます。
　それでは、又吉清義議員の２、教育現場を預かる各
小・中・高校の感染防止対策事業についての御質問に
お答えします。
　県教育委員会としましては、国庫事業を活用し、県
立学校において、不織布マスク及び消毒液の購入費用
について、５月補正で予算措置し、整備を促したとこ
ろであります。小学校及び中学校においては、国から
市町村への直接補助であることから、希望する市町村
からの申請を県が取りまとめ、国へ提出したところで
あります。さらに、文部科学省が６月５日に発表した
「学びの保障」総合対策パッケージにおいて、学校長
の判断で感染症対策等に必要な取組を迅速かつ柔軟に
実施するための経費として、県や市町村等の学校設置
者に対し、学校規模に応じた支援を行うこととしてお
ります。県立学校においては、当該事業を活用して予
算措置し、消毒液や非接触型体温計等の保健衛生用品
や備品等の整備を促したいと考えております。また、
市町村においては、７月中旬を目途に、国へ事業計画
書等の提出を行うこととしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　ハイサイ　
グスーヨー　チューウガナビラ。
　私は４月１日付で文化観光スポーツ部長を拝命いた
しました、渡久地一浩でございます。
　現在、新型コロナウイルスの影響で沖縄観光は厳し
い現状にございますけれども、安全・安心な観光地と
いうことに十分配慮しつつ、沖縄観光の着実な回復、
そして沖縄のすばらしい文化、スポーツ、さらには交
流といった分野の発展を目指して頑張ってまいりたい
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と思います。
　どうか議員皆様の御指導、御鞭撻のほどよろしくお
願い申し上げます。
　それでは又吉清義議員の、これから迎える入客者に
対しての水際対策についての御質問のうち入客者に対
しての水際対策についてお答えいたします。
　沖縄県は、県と観光関連団体等で構成する会議での
検討を踏まえ、旅行者の安全・安心に関するアクショ
ンプラン沖縄Tour Style With コロナを策定いたし
ました。同プランに基づき那覇空港内に旅行者専用相
談センターＴＡＣＯを設置し、出発・到着時に発熱が
ある旅行者に対して、常駐する看護師が問診を実施し、
保健所への相談や指定医療機関等でのＰＣＲ検査の実
施につなげるなど、水際対策に取り組んでいるところ
です。今後も県内外の新型コロナウイルスの感染状況
を踏まえ適宜見直し、拡充を検討することとしており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　皆様、こんにちは。
　この４月より保健医療部長を拝命いたしました大城
と申します。
　新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、本県の保
健医療の施策に対しまして、全力で取り組んでまいり
ますので、御指導のほどよろしくお願いいたします。
　では、４、医療従事者に対する慰労金の(1)、慰労
金の対象についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症対応従事者に対する慰労
金については、感染症指定医療機関と県から協力を依
頼した協力医療機関等のほか、一般の病院、診療所、
訪問看護ステーション、助産所に勤務し、患者と接す
る医療従事者や職員も対象となっております。薬局に
ついては、当該事業の対象となっておりませんが、新
型コロナウイルス感染症防止対策地域医療機関等支援
事業により感染拡大防止に要する物品購入等の支援を
行うこととしております。
　次に５、県立と一般医療機関の職員における慰労金
についての(1)、慰労金の給付額についてお答えいた
します。
　感染症指定医療機関である県立病院や琉球大学病院
及び県から協力を依頼した協力医療機関等のうち、実
際に患者に診療等を行った医療機関等に勤務し、患者
と接する医療従事者や職員に対しては20万円、患者
の診療等を行っていない医療機関等に勤務し、患者と
接する可能性がある医療従事者や職員に対しては10

万円を支給することとしております。さらに、そのほ
かの医療機関等に勤務し患者と接する可能性がある医
療従事者や職員に対しても５万円を給付することとし
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
　　　〔又吉清義君登壇〕
○又吉　清義君　本当にこの感染症対策っていうの
は急務であり、非常に必要不可欠だという観点から私
は皆様方に質疑をしております。
　まず１点目に、この認可園、認可外保育園や学童ク
ラブ等についての感染防止対策事業についてですが、
支援金として10万円を県として取り組んでいる。そ
れは知っております。しかし、それだけではなく、や
はりこの感染防止対策等各現場、非常に大変な責務で
ございます。その点について県のほうは、やはりさら
に感染を防ぐことというのはこれからコロナウイルス
第２波が来てもこれをしっかりとはね飛ばすことがで
きる、そういう体制を持たないと、また前回みたいに
なるとこれは大変なことであるし、やはり一番大事な
ことは親が子供たちを安心して預けることができる。
そして安心して教育を受けさせることができる。この
ような取組が私は非常に大切だと思いますので、やは
り強化についてはさらにさらに進めていただきたいと
いうことを皆様方にお願いするのと、先ほど教育現場
で小中学校は、国から補助を受けているからというこ
となんですが、それは知っております。しかし、100
万円から200万円のこのメニューの中で、２分の１の
補助であるということをぜひ理解していただきたい。
各市町村、場合によってはこの２分の１補助の財源が
苦しいところも多々あるかもしれません。その市町村
を県として調べていただいてしっかりと強化をすると
いう立場から、やはり国が２分の１、市独自が２分の
１であればせめて県のほうでもやはり４分の１は出せ
ないか。そうすることによって、強化対策をしていた
だきたいということでございます。
　そして、観光立県についてなんですが、実は私、日
曜日大阪から日帰りで帰ってきたんですが、那覇空港
でちょっとびっくり仰天したことをお話しいたしま
す。那覇空港に着いてエレベーターに乗ろうとしまし
た。そうしたら、観光客が私に言った言葉は何かとい
いますと、「すみません、一緒にエレベーター乗るん
ですか」と、「遠慮してもらえませんか」と。エレベー
ターにもう２人乗るんですがあなたは乗らないでくだ
さいと断られました、３密になるからということで。
ということは観光団、このような意識の下、今後沖縄
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に来る方が多々おられるかと思います。ですから皆さ
んもその対策をどうするか、現実にそう言われたのは
事実でございます。私もびっくり仰天いたしました。
「すみませんでした、どうぞ先に行ってください」と
いうことで私は階段からさっさと上がっていきました
が、やはりエレベーターでこのように懸念をしてる方
がいるということです。それもぜひ御理解していただ
きたいと思います。
　このようにやはり大事な点は、コロナに対する防止
対策というのは非常に急務であり、必要不可欠だと思
います。国から予算が出ているから各市町村の分野に
おいてはいいだろうということではなく、県としても
何ができるか、国も県も一緒になって、この我が沖縄
県をしっかりと防止対策をするという指針を持ってい
ただきたいなと。どうも予算は国から頂いてるから私
たちは関係ないよとこういった感じがしますので、や
はり沖縄県を預かるトップは県でございます。県とし
てもぜひその辺をしっかりと各市町村に支援のサポー
トをする、そしてそれを基に私たちはしっかりした取
組ができると思います。その点についてよろしくお願
いします。
　そして最後に、いろいろな防止対策が出ている中で、
この各部署、各セクション、防止対策支援事業がござ
いますが、皆さんとして防止対策というのはこういう
ものだという指針はありますかということもお尋ねい
たします。
　県として各事業所があるし、学校があるし、介護施
設があるし、保育施設があるし、福祉施設がございま
す。最低限これこれはやるんだというその指針がある
かどうかです。もしあるならばそれについても御説明
をしていただきたいと思います。
　以上、よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時38分休憩
　　　午後４時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　又吉清義
議員の再質問にお答えいたします。
　保育所、認可外保育施設、放課後児童クラブ等にお
ける感染防止対策は大変重要であると考えておりま
す。
　県におきましては、換気の徹底であったり、消毒の
徹底であったり、検温や子供たちの健康管理など留意
すべき事項等をまとめて各施設に通知をするとともに

様々な助言を行っているところです。また、先ほど申
し上げました補助事業に関しましても、十分に活用し
ていただけるように広く周知を図っていきたいと考え
ております。
　今後も引き続き県、市町村、施設等と一緒に頑張っ
ていきたいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　又吉議員の小・中・高校の
今回の補正予算の再質問にお答えいたします。
　先ほどの子供の学びの保障パッケージ、御説明いた
しました。この事業については文科省の予算が２分の
１事業というふうに御説明がありました。また併せて
このパッケージの御説明の際に、いろいろ今回新型コ
ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が活用で
きるというふうな御説明ございました。それで、私ど
ものほうとしては、市町村の負担がないようにこの交
付金の活用も含めて、実際小中学校再開後に現場を訪
れましてそういうこともお伝えしつつ、今後のいわゆ
る感染対策についてしっかり取り組むように御助言を
させていただいているところでございます。今後とも
各市町村また教育委員会のほうにはそういったことを
しっかり伝えていきたいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　又吉議員
の御質問でございますけれども、空港での御自身の経
験から新型コロナウイルスの防止に対する観光客の意
識が大変高まっているという印象を受けたということ
だと思います。
　先ほども申し上げましたけれども、県ではアクショ
ンプランを策定いたしまして、それに基づきまして水
際対策でございますとか、感染防止対策に現在も努め
ているところでございます。さらなる県内外の感染状
況の拡大とかを踏まえまして、それを見据えながらこ
のアクションプランの拡充にも努めてまいりたいと思
います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　又吉清義議員の再
質問にお答えいたします。
　今回のコロナウイルス感染症に関しましては、危惧
ゼロの期間が長く続いております。このように感染を
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抑えることができたのも医療従事者の皆様の大きな力
があったものと考えておりまして、今回協力金や慰労
金などを補正予算として計上させていただきました。
保健医療部としましては、コロナウイルス感染症対策
本部の総括情報部を担っておりまして、各本部員、各
部局の皆様と一緒に総合的な施策に取り組んでいると
ころでございます。
　県としましては、第２波、第３波に備えたこれまで
の取組を検証しまして、その対応に当たっているとこ
ろでございます。このようにして、コロナウイルス対
策を立ててまいりたいと思いますので、今後ともよろ
しくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
　　　〔西銘啓史郎君登壇〕
○西銘　啓史郎君　それでは、甲第１号議案「令和２
年度一般会計補正予算（第４号）」について、通告に
従って質疑を行いたいと思います。
　まず初めに、新型コロナウイルス感染症対策、(1)
の「安全・安心の島“沖縄”の構築」についてであり
ます。
　先般頂いた説明資料の中で18の事業が計画されて
いるようでありますが、その中から抜粋して支援事業
また交付事業について幾つか質問をさせていただきた
いと思います。
　②、この(1)の中の②の事業ですね、沖縄県公共交
通安全・安心確保支援事業、④の新型コロナウイルス
感染症対応救護施設従事者慰労金交付事業、⑦、新型
コロナウイルス感染症対応介護事業所従事者慰労金交
付事業、⑩、新型コロナウイルス感染症対応障害福祉
サービス事業所等従事者慰労金交付事業、⑬番の新型
コロナウイルス感染症医療機関協力金交付事業、⑭の
新型コロナウイルス感染症対応医療従事者慰労金交付
事業。
　以上の事業について以下のとおり伺います。
　まず初めに、このいろんな事業、交付事業それから
支援事業ありますけれども、この予算の策定に当たっ
ての事業者、想定される選定の方法、どの事業者でど
のぐらいあるかっていうものをどのように選定された
のかをお聞きいたします。
　それから②番、単価決定方法ですけれども、おのお
ののいろんな支援事業に対する単価の決定の仕方、ど
のような方法で決定されたのかお答え願います。
　それから③番、あとは精算方法、事業者との精算、
請求から支払い等についてどのタイミングで行うのか
についてもお答え願いたいと思います。
　それから④、これはいろんな事業の中で奨励金、慰

労金、協力金という言葉を使っていますけれども、お
のおのの定義とこの違いについて、あれば説明をお願
いしたいと思います。
　(2)、「県民の事業と生活を維持し、将来を先取り
した経済の礎を築く取組」についてでありますけれど
も、この事業の中でおきなわ彩発見キャンペーン事業
について、以下のとおり伺います。
　①、事業内容について、それから②、今後の見通
しについてでありますけれども、特に今回、専決で
25億の補正を組んだ中の５億をおきなわ彩発見キャ
ンペーンということで、既にもう６月５日からキャン
ペーンが始まっております。コンベンションビュー
ローまた旅行社のほうにも確認をすると、もう６月
いっぱいで完売というふうな話も聞いております。こ
れについては、県のいろんな観光従事者、私もいろん
な話を選挙期間中、選挙の前も選挙後もいろんな話を
聞いてまいりました。今、ちなみに観光産業の方々が
話しているのは、沖縄県は観光立県という割には観光
従事者に対して非常に冷たいということで、特に知事
の耳に入っているかもしれません。直接雇用で５万人、
間接雇用を入れると14万3000人と言われている観光
事業者、そして観光収入は7000億から8000億、観光
の経済効果で1.2兆円とまで言われております。観光
立県沖縄、県の経済の中でも３割を占めるこの事業者
に対する対応、今回の補正についてでもあります。私
はそう感じます。
　今後の見通しについてですけれども、1.5億円、こ
れまた国がＧｏＴｏキャンペーンも１兆7000億円で
今予算を計上しながら８月から始まる予定であります
けれども、恐らく開始までの間、やはり県外からのお
客様を受け入れるまでにはなかなか厳しいものがある
と思います。観光施設も７月からやっとオープンしま
すけれども、その中で県としての考え方をしっかりこ
の県内需要を取り込むための1.5億がどのようなもの
なのか、今後の見通しについてもお答え願いたいと思
います。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　企画部長を務めます宮城
でございます。
　沖縄の振興・発展のために全力を尽くしてまいりま
すので、議員の皆様には引き続き御指導のほどよろし
くお願い申し上げます。
　それでは１、新型コロナウイルス感染症対策につい
て(1)のうち、沖縄県公共交通安全・安心確保支援事
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業についてお答えいたします。
　公共交通は、通勤・買い物・通院等の手段として県
民の日常生活を下支えする基盤であることに加え、観
光客の移動手段としての役割を果たす重要な公共イン
フラとなっており、県民の日常生活、経済活動を維持
するためには、公共交通機関における適切な感染防止
対策が不可欠であると考えております。このため、県
としましては、路線バスや法人タクシー、離島航路、
離島航空路の公共交通事業者に対し、その事業規模に
応じた奨励金を支給することにより、持続的な感染防
止対策の定着を支援したいと考えております。
　単価については、各業界が感染対策として実際に要
した経費を把握し、その支出額を基に設定を行ったと
ころでございます。支援に当たっては、対象事業者か
ら送付された請求書等を県が確認し、執行することと
しております。また、本事業は、県が公共交通機関に
対し、適切な感染防止対策の定着を促すものであるこ
とから、支援の名称を奨励金としております。なお、
個人タクシーについては、各事業者１台の経営形態で
あることから、１事業者当たり10万円の奨励金を支
給する安全・安心な島づくり応援プロジェクトにおい
て措置しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、新型
コロナウイルス感染症対策についての(1)、救護施設
の従事者に対する慰労金交付事業についてお答えいた
します。
　同事業は、新型コロナウイルスの感染予防対策を講
じながら、日常生活を営むことが困難な要保護者に対
しサービスを提供した職員等に対して、労をねぎらう
趣旨で交付するものとなっております。慰労金の交付
額は、利用者に新型コロナウイルス感染症が発生した
施設で勤務し、利用者と接する職員は20万円、それ
以外の施設に勤務し、利用者と接触する職員は１人
５万円となっており、県が所管する１施設分を計上し
ております。慰労金の交付や精算の方法等については、
今後、国から詳細が示される予定となっております。
　同じく１の(1)、介護事業所及び障害福祉サービス
事業所等の従事者に対する慰労金についてお答えいた
します。１(1)の介護事業所及び障害福祉サービス事
業所等の従事者に対する慰労金については、関連いた
しますので一括してお答えいたします。
　同事業は、新型コロナウイルスの感染予防対策を講
じながら、サービスの継続に努めていただいた職員に

対して、労をねぎらう趣旨で交付するものとなってお
ります。対象となる事業者は、県内全ての介護事業所
及び障害福祉サービス事業所等となっております。交
付する慰労金は、利用者に新型コロナウイルス感染症
が発生した事業所等に勤務し、利用者と接する職員は
１人20万円、それ以外の事業所等に勤務し、利用者
と接する職員は１人５万円となっております。交付の
流れについては、各職員から委任を受けた事業所等が
県に交付申請を行い、県は、職員分をまとめて事業所
等に支払うことになりますが、交付や精算方法等につ
いては、今後、国から詳細が示される予定となってお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナウ
イルス感染症対策についての(1)、新型コロナウイル
ス感染症医療機関協力金交付事業についてお答えいた
します。
　対象の事業者は、感染症指定医療機関と、県の依頼
に基づき感染症患者を受け入れることについて協力を
得られた協力医療機関としております。単価について
は、国の特殊勤務手当の特例措置を参考に、外来に
対応する医療機関に対しては１日当たり３万6000円、
加えて、入院に対応する医療機関に対しては１日当た
り６万4000円としております。支払い手続について
は、交付申請に基づき、外来に対応する医療機関に対
し、本年度分として定額で交付する予定であり、加え
て、入院に対応した医療機関については、本年４月か
ら６月の実績に応じて交付する予定です。当該協力金
は、県の依頼に基づきコロナ患者を受け入れた医療機
関に対し、職員の処遇改善など、柔軟に活用してもら
う趣旨で交付するものであります。
　同じく(1)の新型コロナウイルス感染症対応医療従
事者慰労金交付事業についてお答えいたします。
　当該慰労金については、感染リスクと厳しい環境の
下で、強い使命感を持って業務に従事した医療機関の
医療従事者や職員に対し、慰労を趣旨として給付する
ものであります。対象者及び給付内容は、感染症指定
医療機関である県立病院や琉球大学病院及び県から協
力を依頼した協力医療機関等のうち、実際に患者と接
する医療従事者や職員に対しては20万円、患者の診
療等を行っていない医療機関等に勤務し患者と接する
可能性がある医療従事者や職員に対しては10万円を
支給することとしております。さらに、その他の医療
機関等に勤務し患者と接する可能性がある医療従事者
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や職員に対しては、５万円を給付することとしており
ます。
　なお、申請手続など支給方法については、国におい
て詳細が検討されることとなっており、県としまして
は、国の通知を待って早急に対応したいと考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、新型
コロナウイルス感染症対策についての御質問のうち
(2)、おきなわ彩発見キャンペーン事業についてにお
答えいたします。
　本事業は、新型コロナウイルス感染症拡大により落
ち込んだ旅行需要の早期回復を図るため、旅行商品代
金に対して県が補助を行い、県民向けの県内旅行需要
を喚起することを目的として実施しております。第
１弾は６月５日から事業を開始しており、予算の約
93％を支出し、好調な売行きとなっております。第
２弾におきましては、補助対象を6000円未満の旅行
商品に広げることにより、民宿・民泊等の宿泊施設に
ついて幅広く支援することとしております。
　続きまして、今後の見通しについての御質問にお答
えします。
　おきなわ彩発見キャンペーン事業は、８月中に実施
が予定されている国の国内需要を喚起するためのＧｏ
Ｔｏキャンペーンにつなげる事業として実施しており
ます。今後の見通しとしましては、全国からの観光客
受入れを徐々に促進するため、航空会社と連携したプ
ロモーションを展開するとともに、旅行者の安全・安
心アクションプランに基づき設置した旅行者専用相談
センターＴＡＣＯにおける水際対策や、宿泊施設等の
観光関連事業者における感染防止対策を着実に実施す
ることにより、選ばれる観光地として、国のＧｏＴｏ
キャンペーンの事業効果を最大限取り込んでいきたい
と考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
　　　〔西銘啓史郎君登壇〕
○西銘　啓史郎君　それでは、再質問をさせていただ
きたいと思います。
　まず初めに、先ほど子ども生活福祉部長の説明、御
答弁の中で、１人20万円という、多分④番の事業が
あるんですが、これ予算を170万しか計上していない
んですよね。となると８名くらいしか対象にならない
というものなのか。先ほど言った算定の基準とか人数

についてのその辺がよく見えないのでおのおのの予
算、それから20万、10万、５万とありましたけれども、
これもどのように決定されたのか、例えば国と一律な
のか。この辺についても保健医療部も含めてちょっと
御答弁、再度お願いしたいと思います。
　それと一つ、私もバス協会の方々とも話をする中で
４月、６月に予定されていた修学旅行がもう秋口に延
期になりました。これは航空会社の協力を得ながら座
席の確保、料金的な調整もする中で11月からまた来
年の冬場に向けて座席の確保はできました。ただ問題
なのは東京都のほうが公立、都立の学校については、
飛行機を利用するようなものについては中止をすると
いうことを発表したそうです。となると沖縄に来る
予定の学校から恐らくこの後キャンセルが出てくる。
もっと怖いのは近隣の県、その辺も多分都立に倣って、
右へ倣えでキャンセルが出てくる可能性があると。こ
れ私はすごく心配をするんですが、そこで知事、今、
安心・安全の島ということをどんどんやっていますけ
れども、ぜひ知事には海外、訪米する前に国内、そう
いったところを訪ねて、ぜひ来てくださいと。そのと
きにバス協会から言われていることは、おのおのの会
社がガイドラインをつくるんですけれども、例えば３
密を防ぐためにバスの40人乗りを１列空けて20人乗
りにします、仮にですよ。そして密を防ぐんで、その
代わり２倍、２台必要なわけです。本来の学校の生徒
の数プラス倍のバスが必要になるわけです。バス会社
としてもそういうことをＰＲしたいけれども、じゃ２
台にしたからって２台分を学校からもらえるかという
と、旅行社からもらえるかというとこれはもらえない
んですよ。ですから、その辺の支援というんですか、
実際に修学旅行を取り込むためにこういったバス会社
が独自でつくるガイドラインの支援というものも今後
ぜひ必要になるんではないかと。そういう意味でちゃ
んとバス会社のこういった安心、３密を防ぐための対
策を取っていますということを知事自らもＰＲしてい
ただきたい。特に東京都の　　　　東京都といいますか、
県外の修学旅行、来県者の学校も含めたいろんなＰＲ
もぜひしていただきたいと思います。
　それと文化観光スポーツ部長の答弁、今のおきなわ
彩発見の対象を少し安くしてということでしたけれど
も、実は北海道の資料を見てみました。どうみん割っ
ていうのがありまして、これは宿泊のみならず、交通
付宿泊、交通付日帰り商品等々、要はバスなどを利用
したものも対象にしているんですね。今の県のおきな
わ彩発見については宿泊、基本的には宿泊。ですか
ら、旅行社と宿泊施設は潤うんですけれども、じゃ観
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光施設は入っていませんと、ましてやバスも入ってい
ませんということになると、やはり先ほど言ったよう
に観光産業というのは別にホテルと旅行社だけではな
くて、飲食もあります。那覇のほうは飲食キャンペー
ン5000円、1000円かな、何か1000円の飲食もつけ
るらしいですけれども、那覇市の予算は。要は何が申
し上げたいかというと、観光産業は裾野が広い中で宿
泊だけではなくて、そういった日帰りのバスツアーで
あるとかそういったものについてもぜひ北海道のどう
みん割っていう資料を参考にしながら　　　　正直言っ
て私は一点、　　　　今回何億でしたっけ１億7000万でし
たっけ　　　　今回の部分では、僕は桁違いで少ないと思
うんです。要はＧｏＴｏキャンペーン、全国的なもの
で沖縄にも来てくださいと言いながらも、先ほどの修
旅のように来られない学校もあります。すぐ本当に沖
縄に来てくれるかというのもあります。
　ですから、ぜひ部長、再考していただきたいのは県
内需要を取り込む期間が本当にいつまでなのか。８月
から本当に県外からお客さんいっぱい来て大丈夫かど
うかも含めて、県内需要を取り込むためにもそういっ
たバスやいろんなレンタカーも含めた県民に向けての
割引ってものはしっかりこの辺まで目配りをしていた
だきたい。これは強く要請をして、最後に知事、ぜひ
答弁お願いしたいんですが、観光立県沖縄として観光
の代表が知事に要請に来たときに　　　　大変残念なこと
がありました　　　　知事でもなく、副知事でもなく、文
化観光スポーツ部長が応対をしたように聞いておりま
す。観光立県、観光立県大事だという割には先ほど冒
頭申し上げましたように、観光産業の方々に対して
　　　　私は知事が会えなかった理由は何か分かりませ
ん。副知事がお会いできなかった理由が何か分かりま
せん。観光部長が会うことが悪いことじゃありません
けれども、少なくともこれだけ苦しんでいる観光産業
の方々に、知事自らがお会いをしてお話を聞いて、私、
これ５月の臨時議会でもお話ししました。知事は何名
の方とお会いしましたかということを質問しました。
今大事なことは、本当に県の経済を立て直すために、
知事自らが先頭に立って、各代表の方とお会いをして
話を聞いて予算をつけて対策をする。この７月、８月
は海外ではなくて、予算確保も含めてぜひ国内に向け
て知事の決意表明も聞かせてください。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時６分休憩
　　　午後５時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　西銘啓史郎議員の質問にお
答えいたします。
　修学旅行の受入れ、東京校のキャンセルの懸念、そ
して知事による国内へのキャンペーン、さらには観光
の代表の方々が要請に来られた場合の対応について、
２つ一括して答弁させていただきます。
　まず、私もこの間何度か様々な団体の方々とじかに
お会いをいたしましてその要請を承っております。
　議員御指摘の代表の方々に対応できなかったという
のは、沖縄ツーリズム産業団体協議会の方々だと思い
ます。知事、副知事、文化観光、福祉部長、日程を
調整いたしましてそのときに最優先して知事が会う、
副知事が会う、あるいは部長が代行してお会いすると
いうこともしっかりと協議をさせていただいておりま
す。できるだけ当事者の方々からお話を聞かせていた
だくべく様々な会議へ私も出席をさせていただき、で
きる限りその要望を県の緊急対策にもしっかり織り込
めるようにそのような姿勢で取組を進めさせていただ
いております。
　さらに、修学旅行のキャンセルについてですが、現
在東京都では連日感染者、新規感染者が40名、50名
と非常にその感染者の数、そして市中感染とその感染
経路の不明者が約半数に上るなど、まだ沖縄としても
少し緊張感を持たねばならないという状況であること
は県民、議員の皆様も既に御存じのことと思います。
しかし、昨日、実は私、愛知県豊橋中央高校の皆さん
から事前に申入れをいただきまして、修学旅行で沖縄
に行く前にＺｏｏｍによる知事との直接対話というこ
とをさせていただきました。事前に平和学習や沖縄に
おける文化・産業・歴史などを学んでいらっしゃるん
ですが、沖縄に行く前にぜひ知事から直接お話を聞き
たいということもありまして、今沖縄の状況はどうで
すかですとか　　　　８月に予定をしているんですが　　　　
その頃の天気ですとか様々な話をしながら、国のＧｏ
Ｔｏキャンペーンも８月からは始まるということもあ
りますし、私自身も当然国内の様々な旅行関係者を通
じてそのキャンペーンに回らせていただきたいという
ことも発信をさせていただいております。さらにはそ
の受入体制等々、あるいはいわゆる東京などそのほか
の地域での感染の状況などを見ながら、今度はＳＮＳ
を使って発信をしていくということも部局でその用意
を漸次進めているところであります。ですから、その
状況も踏まえつつしっかりと受け入れるためには感染
予防対策も万全を期した上で迎えたい。これからは経
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済の回復と感染予防対策の２段構えが絶対重要である
という認識に立ってしっかりと行ってまいりたいと思
いますので、議員各位におかれましても御理解、御協
力を賜りますようよろしくお願いいたします。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　西銘啓史
郎議員の再質問にお答えいたします。
　慰労金に係る単価の設定につきましてですが、こち
らのほうは国の実施要綱に定められておりまして、利
用者に新型コロナウイルス感染症が発生、または濃厚
接触者である利用者に対応した事業所等に勤務し利用
者と接する職員については20万円、その他の施設で
利用者と接する職員については５万円というふうに定
められているところでございます。
　御指摘の救護施設における予算計上が170万円であ
ることにつきましては、この対象期間がその当該都道
府県で初めて患者が確認をされたときから６月30日
までの間でということになっておりまして、その期間
内に当該救護施設においてコロナの発生患者はおりま
せんでしたので、５万円の単価を基にその施設の従業
員数34人を掛けて170万円を計上しているところで
ございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　医療従事者等に対
する慰労金につきましては、感染者の受入状況等によ
りまして先ほど答弁申し上げましたとおり、20万円、
10万円、５万円と国の実施要綱において定額が示さ
れております。
　今回の補正計上につきましては、約29億9000万円
を計上しておりまして、４万4000人分と見込んでい
るところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　西銘議員
の御質問のうち、県内旅行の需要喚起策ということだ
けでは観光振興につながらないのではないかといった
ような趣旨の御質問にお答えいたします。

　沖縄県では現在彩発見キャンペーンを行っておりま
すけれども、それと併せまして、ＧｏＴｏキャンペー
ンが８月中旬に始まるまでの間、国内旅行需要喚起と
いうことを目的といたしまして、県、それからＯＣＶ
Ｂ、沖縄観光コンベンションビューローとも連携をい
たしまして、まずは航空会社の復興に併せたキャン
ペーン、既に岡山便、小松便を行ってきたところでご
ざいます。さらに、航空会社、地方空港、メディア等
とも連携した取組によりまして、沖縄観光の回復、特
にＧｏＴｏキャンペーンが開始いたします８月までの
間、それをつなげるとともに後押しをする取組を進め
てまいりたいというふうに考えているところでござい
ます。そのほか、ほかの県の事例を話していただきま
していろんな取組についてお話しをしていただきまし
たけれども、そういったことも沖縄県で併せてどう
いった取組ができるかといったことも今後検討させて
いただきたいというふうに思っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による質疑は終わ
りました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております議案のうち、甲第１
号議案及び乙第15号議案については総務企画委員会
に、甲第２号議案については文教厚生委員会にそれぞ
れ付託いたします。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　この際、お諮りいたします。
　委員会審査及び議案研究のため、明７月１日から７
月６日までの６日間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明７月１日から７月６日までの６日間休会
とすることに決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、７月７日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時17分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

臨　 時　 議　 長 玉　城　ノブ子

議　　　　　 長 赤　嶺　　　昇

会議録署名議員 新　垣　光　栄

会議録署名議員 大　城　憲　幸
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令和２年７月７日

令 和 ２ 年
第 ４ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ２ 号）

令和２年７月７日

令 和 ２ 年
第 ４ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ２ 号）



議　　事　　日　　程　第２号
令和２年７月７日（火曜日）

午前10時開議
第１　沖縄県離島医療組合議会議員の選挙
第２　那覇港管理組合議会議員の選挙
第３　乙第15号議案（総務企画委員長報告）
第４　甲第１号議案（総務企画委員長報告）
第５　甲第２号議案（文教厚生委員長報告）
第６　代表質問

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　沖縄県離島医療組合議会議員の選挙
日程第２　那覇港管理組合議会議員の選挙
日程第３　乙第15号議案
　　　　　　乙第15号議案　専決処分の承認について
日程第４　甲第１号議案
　　　　　　甲第１号議案　令和２年度沖縄県一般会計予算（第４号）
日程第５　甲第２号議案
　　　　　　甲第２号議案　令和２年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）
日程第６　代表質問

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
出　席　議　員（48名） 

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君

16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君

令和２年
第　 ４　 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第２号）

令和２年７月７日（火曜日）午前10時１分開議
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説明のため出席した者の職、氏名

知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　富　川　盛　武　君　
副 知 事　　謝　花　喜一郎　君　
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　金　城　　　賢　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君　
企　画　部　長　　宮　城　　　力　君
環　境　部　長　　松　田　　　了　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長　

　名渡山　晶　子　さん　

保 健 医 療 部 長　　大　城　玲　子　さん
農 林 水 産 部 長　　長　嶺　　　豊　君
商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君
文 化 観 光
スポーツ部長　　

渡久地　一　浩　君　

土 木 建 築 部 長　　上　原　国　定　君
企　業　局　長　　棚　原　憲　実　君
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　伊　川　秀　樹　君
知 事 公 室
秘書防災統括監　

　平　敷　達　也　君

総 務 部
財 政 統 括 監　

　平　田　正　志　君　

教 育 長　　金　城　弘　昌　君
警 察 本 部 長　　宮　沢　忠　孝　君
労 働 委 員 会
事 務 局 長　

　山　城　貴　子　さん　

人 事 委 員 会
事 務 局 長　　

大　城　直　人　君　

代 表 監 査 委 員　　當　間　秀　史　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん

41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君	
47　番　　照　屋　守　之　君

事 務 局 長　　勝　連　盛　博　君　
次 長　　知　念　弘　光　君
議 事 課 長　　平　良　　　潤　君
副　参　事　兼
課　長　補　佐　　

佐久田　　　隆　君

主 査　　宮　城　　　亮　君

主 査　　親富祖　　　満　君
政 務 調 査 課 長　　上　原　貴　志　君
副 　 参 　 事　　中　村　　　守　君
主　　　　　幹　　下　地　広　道　君
主　　　　　幹　　比　嘉　　　猛　君
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に御報告いたします。
　説明員として出席を求めた人事委員会委員長島袋秀
勝君は所用のため本日から７月10日まで、13日及び
14日の会議に出席できない旨の届出がありましたの
で、その代理として、人事委員会事務局長大城直人君
の出席を求めました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　沖縄県離島医療組
合議会議員の選挙を行います。
  本件は、沖縄県離島医療組合規約第５条の規定によ
り、本県議会議員のうちから同組合議会議員の３人を
選挙するものであります。
　お諮りいたします。
　選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第
２項の規定により指名推選によりたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定
いたしました。
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○議長（赤嶺　昇君）　お諮りいたします。
　指名の方法につきましては、議長において指名する
ことにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、議長において指名することに決定いたしま
した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　沖縄県離島医療組合議会議員
には新垣淑豊君、喜友名智子さん、渡久地修君、以上
の諸君を指名いたします。
　お諮りいたします。
　ただいま議長において指名いたしました諸君を、沖
縄県離島医療組合議会議員の当選人と定めることに御
異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいま指名いたしました新垣淑豊君、喜
友名智子さん、渡久地修君、以上の諸君が沖縄県離島
医療組合議会議員に当選されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　ただいま沖縄県離島医療組合
議会議員に当選されました諸君が議場におられますの
で、本席から会議規則第32条第２項の規定による告
知をいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
　　　〔新垣淑豊君　起立　会釈〕
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
　　　〔喜友名智子さん　起立　会釈〕
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
　　　〔渡久地　修君　起立　会釈〕
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　那覇港管理組合議
会議員の選挙を行います。
　本件は、那覇港管理組合規約第６条の規定により、
本県議会議員のうちから同組合議会議員の５人を選挙
するものであります。
　お諮りいたします。
　選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第
２項の規定により指名推選によりたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。

　よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定
いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　お諮りいたします。
　指名の方法につきましては、議長において指名する
ことにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、議長において指名することに決定いたしま
した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　那覇港管理組合議会議員には、
翁長雄治君、島尻忠明君、当山勝利君、仲村家治君、
比嘉瑞己君、以上の諸君を指名いたします。
　お諮りいたします。
　ただいま議長において指名いたしました諸君を那覇
港管理組合議会議員の当選人と定めることに御異議あ
りませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいま指名いたしました翁長雄治君、島
尻忠明君、当山勝利君、仲村家治君、比嘉瑞己君、以
上の諸君が那覇港管理組合議会議員に当選されまし
た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　ただいま那覇港管理組合議会
議員に当選されました諸君が議場におられますので、
本席から会議規則第32条第２項の規定による告知を
いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
　　　〔翁長雄治君　起立　会釈〕
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
　　　〔島尻忠明君　起立　会釈〕
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
　　　〔当山勝利君　起立　会釈〕
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
　　　〔仲村家治君　起立　会釈〕
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉瑞己君。
　　　〔比嘉瑞己君　起立　会釈〕
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　乙第15号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。
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　　　〔委員会審査報告書（承認）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました乙第15号議案の承認議案について、以下、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ
ます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第15号議案「専決処分の承認について」は、新
型コロナウイルス感染症対応のため、早急に予算補正
する必要があったが、議会を招集する時間的余裕がな
く、専決処分を行ったため、地方自治法第179条第３
項の規定に基づき議会の承認を求めるものである。
　補正予算の内容は、個人向け緊急小口資金等の特例
貸付、旅行需要回復に向けた県民の県内旅行促進及び
沖縄振興特別推進交付金事業の見直しに伴う経費であ
り、総額は25億1500万円であるとの説明がありまし
た。
　採決の結果、乙第15号議案は、全会一致をもって
承認すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第15号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり承認することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
  よって、乙第15号議案は、委員長の報告のとおり承
認することに決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　甲第１号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました甲第１号議案の予算議案について、以下、委
員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げま
す。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第１号議案「令和２年度沖縄県一般会計補正予算
（第４号）」は、新型コロナウイルス感染症に対する
緊急対策等を実施するため、緊急に予算計上が必要な
事業について補正予算を編成するものである。
　補正予算の総額は、歳入歳出それぞれ342億7470
万7000円で、補正後の改予算額は、8509億2374万
6000円となる。
　歳入の主な内容は、新型コロナウイルス感染症緊急
包括支援交付金、同対応地方創生臨時交付金等の国庫
補助金、ＩＴ津梁パーク使用料及び地域医療介護総合
確保基金繰入金などである。
　歳出の主な内容は、那覇空港における発熱監視業務
及び公共交通事業者に対するガイドライン作成・遵守
等持続的な感染防止対策の定着を支援するための奨励
金交付に要する経費、個人向け緊急小口資金等の特例
貸付けに要する経費、介護事業所及び福祉サービス事
業所等従事者に対する慰労金交付及び同施設等の感染
防止対策に要する経費、指定医療機関、協力医療機関
の空床確保、設備整備、感染防止対策、協力金交付な
どに要する経費、雇用調整助成金への上乗せ助成に要
する経費、観光に係る受入体制の構築及び県内の中小
企業者等の新型コロナウイルス感染症対策の奨励金交
付に要する経費、県立中学校、高等学校及び特別支援
学校の感染症対策及び遠隔学習機能の強化等に要する
経費などである。
　債務負担行為補正は、糸満漁港の高度衛生管理型荷
さばき施設の工事等の早期着手のため、債務負担行為
を設定するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、おきなわ彩発見キャンペーン事業につ
いて、観光関連業者からのクレームも多いと聞くが内
容を把握しているか、また、今回の補正で改善してい
く点はあるかとの質疑がありました。
　これに対し、同事業は県内の観光関連事業者を支援
する目的で実施しているが、エージェントのほうに登
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録されている宿泊施設に限りがあり、県内隅々の宿泊
施設まで支援が行き届いていないとの声があった。
　また、前回の反省を踏まえて、県民の幅広い宿泊需
要を満たすことができるよう、民泊や民宿等とも連携
しているオンライントラベルエージェントに委託する
ことにより、小規模な宿泊施設まで利用できるように
組み立てているとの答弁がありました。
　次に、新型コロナウイルス対策関連予算について、
第５次、第６次の対策に向けた財源についてはどう考
えているか、また、地方創生臨時交付金の配分等に係
る市町村との連携はどうなっているかとの質疑があり
ました。
　これに対し、今後の対策に向けた財源としては、地
方創生臨時交付金や包括支援交付金等の残余及び財政
調整基金等を活用する形での対応を考えている。また、
臨時交付金に係る市町村の交付申請は県を経由するた
め、窓口である企画部地域・離島課において、各市町
村の様々な事業が横展開できるよう、情報の共有を図
りながら調整をしているところであるとの答弁があり
ました。
　そのほか、サーモグラフィーの設置に係る委託料の
内容、小規模離島における新型コロナウイルス感染症
対策に係る医療体制、ひとり親世帯臨時特別給付金事
業の内容、オンライン授業に係る自宅学習の支援及び
教員の負担軽減の方策、雇用継続助成金事業の上乗せ
助成金の財源、今後の患者発生ルートの想定、第２波
に備えた検査体制の現状、園芸作物再生支援事業の対
象範囲、製造業県内発注促進事業の具体例と事業展開
の見込みなどについて質疑がありました。
　採決の結果、甲第１号議案は、全会一致をもって原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第１号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。

  よって、甲第１号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第５　甲第２号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長末松文信君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕
○文教厚生委員長（末松文信君）　おはようございま
す。
　ただいま議題となりました甲第２号議案の予算議案
について、以下、委員会における審査の経過及び結果
を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、病院事業局長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第２号議案「令和２年度沖縄県病院事業会計補正
予算（第１号）」は、新型コロナウイルス感染症の対
応に伴い、患者の治療等に当たった医療従事者等に支
給する特殊勤務手当、治療等に必要な防護具などの診
療材料等及び人工呼吸器などの医療機器を整備するた
め補正予算を編成するものである。
　補正予算の概要は、収益的収支予算の補正について、
収益的収入に医業外収益を３億2122万8000円を追
加し、総額645億6561万5000円とし、収益的支出に
医業費用を３億541万4000円を追加し、総額677億
8509万3000円とする。資本的収支予算の補正につい
て、資本的収入に企業債及び他会計補助金を合わせて
７億2395万3000円を追加し、総額60億1394万5000
円とし、資本的支出に建設改良費を７億2450万1000
円を追加し、総額67億9442万6000円とするもので
あるとの説明がありました。
　本案に関し、第２波、第３波に備え、県立病院全体
の受入体制計画や受入可能病床数はどうなっているか
との質疑がありました。
　これに対し、新型コロナウイルスの第２波が発生し
た場合は、感染流行の警戒レベルを５段階に区分して
対応することとしており、病院事業局においても警戒
レベルに応じて病床を確保することにしている。６月
に厚生労働省から推計モデルが示されており、本県で
も今月下旬に患者数の推計や病床の確保計画が策定さ
れると聞いているとの答弁がありました。
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　そのほか、収益的収支予算と資本的収支予算の違い、
各県立病院から要望のあった医療機器等の必要数の根
拠、病院に出入りする委託業者への院内感染防止対策、
特殊勤務手当の支給対象数及び１人当たりの金額など
について質疑がありました。
　採決の結果、甲第２号議案については、全会一致を
もって原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし
た。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第２号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
  よって、甲第２号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時22分休憩
　　　午前10時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、念のため申し上げます。
　本日から７月10日まで、13日及び14日の６日間に
わたって行われます代表質問並びに一般質問及び議案
に対する質疑につきましては、議会運営委員会におい
て決定されました質問要綱に従って行うことにいたし
ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第６　代表質問を行いま
す。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　中川京貴君。
　　　〔中川京貴君登壇〕
○中川　京貴君　皆さん、おはようございます。
　沖縄・自民党会派の中川京貴でございます。
　代表質問をする前に一言申し上げます。
　今般、熊本県や鹿児島県をはじめとする九州南部を

中心に続く豪雨の影響により、お亡くなりになられた
方と御遺族に心よりお悔やみを申し上げるとともに、
被害に遭われました皆様に対しお見舞い申し上げま
す。また、長崎、佐賀、福岡の各県には大雨特別警報
が発令されており、九州全域、西日本におかれまして
も大雨が予想されております。該当地域の皆様におか
れましては、引き続き最大限の警戒を払われますよう
併せてお願いいたします。
　沖縄・自民党を代表いたしまして、通告に従い代表
質問を行います。
　１、知事の政治姿勢についてであります。
　玉城知事は就任以来、数々の失言や軽い行動で物議
を醸してきただけでなく、知事判断が求められること
については、曖昧な姿勢に終始しております。自衛隊
の宮古島市及び石垣市への配備について、住民合意も
なく、地域に分断を持ち込む自衛隊強行配備は認めら
れないと事実上の配備反対の姿勢をにおわせながら、
明確に反対とは言わない。那覇軍港の浦添移設につい
ても埋立てによる移設でありながら、反対せず賛成す
るという真逆な姿勢であります。また、普天間飛行場
の具体的な代替案についても、国会での議論だけでな
く国民的議論によって決定すべきと述べるなど、およ
そ何年たっても回答が出ない、無責任な考えを述べて
いるのであります。
　沖縄の基地負担が過重であり、全国で負担を分かち
合うべきとの考えは我が自民党会派も同様でありま
す。しかし、知事との違いは、できもしないことを言
い続けるのではなく、現実的に時間はかかってもでき
ることから進めていくべきというのが我が会派の考え
であります。そのような中、去る２月定例会における
知事の所信表明で米軍基地の整理縮小についての部分
に注目する発言がありました。その内容は、米軍基地
の整理縮小については、ＳＡＣＯ合意の内容とは異な
る現在の辺野古新基地建設を除き、既に日米両政府で
合意されたＳＡＣＯ最終報告及び再編に基づく統合計
画で示された基地の整理縮小の確実な実施を求める
云々というものであります。そこで２月26日の本会
議においてそのことを質問しましたが、池田前知事公
室長は、「ＳＡＣＯ最終報告書でいわゆる撤去可能
な海上へリポート案が示されたものと考えておりま
す。」、「現在のいわゆるＶ字案は、そのＳＡＣＯ合意
の内容とは異なっているというふうに考えておりま
す。そういった意味で、ＳＡＣＯ合意は着実に進めま
すけれども、ＳＡＣＯ合意書に記載されている内容と
は異なる辺野古新基地建設を除き着実に進める必要が
ある」という内容の答弁をしております。この知事の
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所信表明、公室長の答弁からは、玉城県政は、辺野古
新基地建設は反対するが、ＳＡＣＯ合意、いわゆる撤
去可能な海上へリポート案そのものについては着実に
進める姿勢を表明しているのであります。これは、こ
れまでの県の姿勢と明らかに相反するものであり、県
政の方針変更となると考えます。
　以上を述べ、質問いたします。
　(1)、年初めの２月定例会における知事の所信表明
は、県政運営における知事の基本方針を県民の代表で
ある県議会議員に述べるほか、県民へ知事が自らの政
治姿勢を示すものと理解するがどうか。
　(2)、令和２年の所信表明で知事は、県政運営に取
り組む上で、辺野古新基地建設問題については、辺野
古に新基地は造らせないという公約の実現に向けて取
り組むとしている。一方、施策の概要で、米軍基地整
理縮小については、ＳＡＣＯ合意そのものを進めると
している。矛盾しないか伺いたい。
　(3)、知事は所信表明で、米軍基地の整理縮小につ
いては、ＳＡＣＯ合意の内容とは異なる現在の辺野古
新基地建設を除き、既に日米両政府で合意されたＳＡ
ＣＯ最終報告及び再編に基づく統合計画で示された基
地の整理縮小の確実な実施を求めると表明した。この
考えは変わらないか伺いたい。
　(4)、また、２月26日の本会議において、池田前知
事公室長は、ＳＡＣＯ合意の内容について、「ＳＡＣ
Ｏ最終報告書でいわゆる撤去可能な海上へリポート案
が示されたものと考えております。」、「現在のいわゆ
るＶ字案は、そのＳＡＣＯ合意の内容とは異なってい
るというふうに考えております。そういった意味で、
ＳＡＣＯ合意は着実に進めますけれども、ＳＡＣＯ合
意書に記載されている内容とは異なる辺野古新基地建
設を除き着実に進める必要がある」という内容の答弁
をしている。間違いないか確認をしたいと思います。
　(5)、また、池田前知事公室長は、軍特委において、
ＳＡＣＯ合意による代替施設建設は様々な経緯を経て
現在の辺野古移設となったことから、ＳＡＣＯ合意と
辺野古移設は一体ではないかとの趣旨の質問に対し、
ＳＡＣＯ合意は撤去可能なヘリポートであり、様々な
経緯があったとしても現在の新基地建設とは別である
との趣旨の答弁をしているが間違いないか。
　(6)、この知事の所信表明、公室長の答弁から、玉
城県政は、ＳＡＣＯ合意そのものについては、着実に
進める姿勢ということで理解してよいか伺いたい。
　(7)、ＳＡＣＯ合意は着実に進めるとの姿勢であれ
ば、ＳＡＣＯ合意に明記されている本島東海岸に普天
間飛行場の代替施設を建設することについては支持す

るとなり、これまでの県外・国外移設を求める県の姿
勢と相反する。県政の方針変更となるが、知事の見解
を伺いたい。
　(8)、首里城復元・再建について、国はコロナウイ
ルスに影響なく作業を進めると、正殿復元の設計先も
決まったようである。県は、独自の再建計画を進めて
いるが、県の計画は国の作業に組み込まれるのか、県
独自に進めるのか伺いたい。
　(9)、国立沖縄戦没者墓苑は、本県の強い要請で本
県に建設されたが、その経緯と墓苑に対する県の認識
を伺いたい。
　(10)、今年の戦没者追悼式は、国立沖縄戦没者墓苑
での実施に反対する団体等の要請を受け場所を変更し
た。国立沖縄戦没者墓苑は追悼式会場として不適とい
うことか。また知事は、勉強不足だったと述べたよう
だが、国立沖縄戦没者墓苑を検討したことが勉強不足
だったということか伺いたい。
　(11)、中国海警局公船が尖閣諸島周辺の我が国領海
に侵入し、本県漁船を追尾する問題が相次ぎ、操業が
脅かされている。県は、国に対し要請文を出している
が、中国に対しても沖縄県知事としての明確な姿勢を
示すべきではないか伺いたい。
　(12)、豚熱（ＣＳＦ）で県内の養豚業者は甚大な被
害を受けたが、事後検証と今後の反省、また、業者に
対する経営補塡や支援は完了したか伺いたい。
　(13)、北部基幹病院の設置について、県議会におい
て全会一致で早期整備が決議され、地元も強く要請し
ている。進展するかは知事の決断にかかっているが、
考えを伺いたい。
　２、米軍基地被害や事件・事故等について。
　(1)、米軍外来機の嘉手納基地及び普天間基地での
訓練実施について、過去３年間の実施状況と他県との
比較について伺いたい。
　(2)、有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ）を含む泡消火
剤が普天間飛行場から流出した問題で、事故の概要と
今後の県の対応について伺いたい。
　(3)、北谷町で起きた米兵や軍属による強盗事件に
ついて、県警の捜査及び起訴に至った経緯と基地内捜
査で米軍の協力など、県警の捜査に支障はなかったか
伺いたい。
　(4)、嘉手納基地内の危険物取扱施設で起きた火災
については、米軍は有害でなく危険性はないとしてい
るが、県は現場の調査などどのような対応をしている
か伺いたい。
　３、新型コロナウイルス対策について。
　新型コロナウイルスは、県経済に打撃を与えただけ
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でなく、企業活動の停滞、失業の増大など県民生活そ
のものに深刻な影響が出ております。本県は、観光が
県経済を担っていることから、国内及び海外からの観
光客が来てくれないことには県経済は回りません。こ
のため、コロナウイルス感染は今後もあるものとして、
その上でいかに観光客を呼び戻すか、県の対策が求め
られております。その上で、今回のコロナウイルスの
感染が本県においても拡大したのはなぜか、県の対応
は適正で十分なものであったのか、検証が必要であり
ます。県内で感染が拡大し始め、初の死者が出た際、
記者会見で知事は、緊急事態宣言を国に要請する考え
はない、協議もしていないと発言しております。まさ
に危機感が見られず、この時期における知事をはじめ
コロナウイルスに対する県の認識はこの程度であった
のであります。今回のコロナの恐ろしさは、少し油断
すれば容赦なく、第２波、第３波が襲ってくることは
明白であります。知事や県幹部においても細心の注意
と警戒心を怠ってはならないと考えます。
　以上を述べて質問いたします。
　(1)、感染拡大防止対策について。
　ア、新型コロナウイルスは発生源の中国から周辺ア
ジア地域、欧米へと感染が拡大、そして我が国におい
ても感染者が続出した。本県における状況を含め新型
コロナウイルスに関する県の認識について伺いたい。
　イ、県内で２月14日感染者が初めて確認され、２
月20日に３人目の感染者が確認されたが、県に危機
認識はなく対応が遅れた。４人目が発症し確認された
３月21日に至ってようやく動き出したが、その間の
１か月、県の対策、備えの動きは見られなかった。県
の認識を伺いたい。
　ウ、県内で初の死者が出た際に、知事は、緊急事態
宣言を国に要請する考えはない、協議もしていないと
発言している。また、国が４月16日全国に緊急事態
を宣言し対象地域を拡大したことを受け、県は、寝耳
に水と困惑したことを報道されている。この間県内で
感染が拡大傾向にあったこの時期に、知事をはじめ県
のコロナウイルスに対する認識はこの程度であったの
か伺いたい。
　エ、県は、コロナ感染症に係る対策本部や専門家会
議、幹部会議など、県の政策決定や意思決定に関する
記録を作成していないようだが、県民生活、企業活動
を制限しながら、その経緯など十分な説明責任は果た
されていると考えているか伺いたい。
　(2)、医療崩壊防止対策について。
　ア、コロナウイルス感染拡大への対応で医療崩壊が
懸念される中、医療従事者は想像を超える激務に従事

した。その状況と国及び県は医療従事者とその家族を
守るため、どのような対策を実施したか。また、県や
市町村独自の取組について伺いたい。
　イ、感染が拡大する中、保健所は限界を超えた対応
を迫られたと指摘されている。その具体的な業務内容
と今後の反省点と課題等について伺いたい。
　ウ、離島における感染防止水際対策について、空港
や港での防止対策、感染者が発生した場合の病床確保、
救急搬送など対応の在り方。また、今後、第２波に備
え、離島医療の崩壊防止に向けた具体的な対策・取組
について伺いたい。
　エ、全国で、高齢者の通所介護を担う介護事業所の
休業が相次ぎ、高齢者の体調悪化や家族の負担が問題
となったが、本県における状況と県の対応を伺いたい。
　(3)、教育・保育への影響について。
　ア、本県は、５月21日から全学校の再開を決定した。
休校中の教育指導をどのように行ったか。また、休校
期間の授業の遅れをどのように取り戻すか伺いたい。
　イ、コロナウイルス感染拡大による学校の休校に伴
う放課後児童クラブへの補助について、民設民営の学
童保育への補助はどのように行われたか伺いたい。
　ウ、県内にある特別支援学校等の一律休校による障
害のある子供の預かりについて、どのように対応した
か、家庭状況に応じた対応が行われたか伺いたい。
　エ、本県において臨時休校により、学校給食用の食
材や牛乳などの余剰が問題となったが、食材供給業者
に対する支援について伺いたい。
　オ、新型コロナウイルスの影響で困窮する学生への
支援について、本県における支給状況と留学生への対
応について伺いたい。
　(4)、本県観光・企業への影響について。
　ア、休業要請で県内企業のほとんどが休業を余儀な
くされたことで、深刻な影響が出ている。県の調査状
況と支援策等取組の状況を伺いたい。
　イ、緊急事態宣言中、知事の来県自粛要請などで観
光客は大幅に減少、県内の旅行業や宿泊業、土産品店
等観光関連業は深刻な影響を受けている。国及び県単
独での支援策と観光客を呼び戻すための対策について
伺いたい。
　ウ、緊急事態宣言中、那覇空港は航空機の大幅な減
便で離着率は減少、県産農産物や水産物の取扱いに影
響が出たが、その状況と以前の状態に戻るための方策
について伺いたい。
　エ、コロナウイルスの影響で、雇用環境は最悪の状
況にある。県内における採用取消しや解雇、雇い止め
などの実態と県の対応について伺いたい。
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　(5)、全面解除後の県経済の立て直しについて。
　ア、県のコロナウイルス感染症緊急対策として457
億円の補正予算の執行状況について、県単独融資、医
療体制、検査拡充、生活困窮者支援など、当初案どお
り実施されたか伺いたい。
　イ、特別定額給付金国民１人当たり10万円支給に
ついて、ＤＶ被害者や独り親世帯への支給方法はどの
ようになされたか、また、差押禁止法に基づく措置は
守られたか伺いたい。
　ウ、県独自の一律10万円支給の支給対象数、対象
業種、申請状況について伺いたい。
　エ、県内の路線バスやタクシーは、国や県の不要不
急な外出自粛要請で乗客が大幅に減少し、会社の存続
さえ危ぶまれるほどの影響を受けている。国及び県独
自の支援策について伺いたい。
　オ、コロナウイルス感染者を受け入れた病院は、備
品購入や施設の改造などの経費増やコロナウイルスを
警戒し一般患者の来院控えなどで、経営面からも医療
崩壊が懸念されている。県内の開業医も苦慮しており
対応が急がれる。県の対応を伺いたい。
　カ、国は、第１次、第２次の補正予算200兆円超の
経済対策を打ち出した。家賃補助や独り親家庭への支
援、自治体向けの臨時交付金、医師や看護師等への支
援など、対策の内容と県の対応について伺いたい。
　キ、国は、８月１日をめどに経済活動を全面再開す
るとしている。県経済も徐々に動き出したが、観光や
大規模イベントの開催など、県内産業がどう立ち直り、
国内・海外からの観光客を呼び戻すか、コロナウイル
スとの共存を前提とした県経済の再構築に向け、県の
対処方針とそのための財源確保について伺いたい。
　ク、５月25日、全都道府県で緊急事態宣言が全面
解除となった。本県においても県民の日常生活が戻り、
企業活動も再開されたが、懸念される第２波への備え、
医療従事者の確保、病床の確保等医療体制の強化など、
第１波の検証や反省を踏まえた県の具体的な対策を伺
いたい。
　４、農林水産業の振興について。
　2018年度の畜産物輸出は、前年度増の181.3トン
と好調に推移し、今後、さらなる向上を目指し海外へ
の認知度向上への取組を進めるとしていたのでありま
す。そのような中、1986年10月以来33年ぶりの豚熱
が発生し、本県の畜産業の根本を揺るがす衝撃となり
ました。さらに、新型コロナウイルスの影響で、県農
林水産業にも影響が広がり、県産農産物等の出荷もで
きない状況にあります。また本県は、毎年のように台
風等自然災害による農産物への被害も常習化してお

り、県の戦略性のある農林水産行政が求められており
ます。
　そこで伺います。
　(1)、日米貿易協定の発効に伴う、米国産牛肉や豚
肉の関税引下げにより、本県農家への影響が心配され
るが、県の対応や取組について伺いたい。
　(2)、県産和牛の取引価格の下落に歯止めがかから
ないようだが、その要因と県の対応について伺いたい。
　(3)、和牛子牛の血統不一致問題は、久米島だけで
なく、石垣市や宮古島市でも見つかったようである。
問題の背景に何があるか、また、監督機関としての県
の指導体制について伺いたい。
　(4)、昨今の漁獲減少で、国負担分の積立ぷらす基
金が枯渇状態にあるようだが、同基金による漁業者に
対する補償の仕方と本県漁業に対するこれまでの補償
について伺いたい。
　(5)、パラオ共和国近海でのカツオ・マグロ漁につ
いて、パラオ周辺海域内20％の範囲での漁業協定が
締結され、日本のマグロ漁操業が期限付で可能となっ
た。長期的・安定的な操業が必要であるが、県の今後
の取組について伺いたい。
　(6)、尖閣諸島周辺の漁業権をめぐる日台民間漁業
取決めの協定について、コロナウイルスの影響で操業
ルール協議ができない状況のようだが、今後操業ルー
ルはどうなるか、県の対応を伺いたい。
　答弁を聞いて再質問を行います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆さん、おはようございます。
　代表質問の答弁の前に、九州で発生しております豪
雨災害について一言お見舞いを申し上げたいと思いま
す。
　７月３日以降続いております豪雨により、７日の
７時時点において熊本県で死者49名、心肺停止１名、
行方不明11名などの人的被害をはじめ九州各県で河
川の氾濫、土砂崩れなどにより多くの被害が出ている
ところです。今もなお、九州３県で大雨特別警報が出
されており予断を許さない状況が続いております。
　お亡くなりになられた方に対しお悔やみを申し上げ
ますとともに、被災された皆様をはじめ避難生活を余
儀なくされていらっしゃる皆様に対し、心よりお見舞
いを申し上げます。
　私からは、昨日午後１時に熊本県知事にお見舞いの
電話をさせていただきました。そして本日、沖縄県内
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からＤＭＡＴの４チームが派遣されたところでありま
す。
　引き続き県としても全国知事会、厚労省、総務省、
消防庁からの要請に基づき必要な支援、各種対応に当
たってまいりたいと思います。皆様の御理解、御協力
をどうぞよろしくお願いいたします。
　それでは、中川京貴議員の御質問にお答えいたしま
す。
　新型コロナウイルス対策についての御質問の中の３
の(1)のア、新型コロナウイルス感染症に関する認識
についてお答えいたします。
　島嶼県である沖縄県においては、海外や県外からの
移入例をきっかけに４月上旬から感染者が急増し、病
床が逼迫するなど、大変厳しい状況にあったと考えて
おります。この状況を踏まえ、県では、感染症指定医
療機関、協力医療機関での患者の受入れ病床を拡大し、
軽症者は宿泊施設で療養する医療体制の整備や、検査
体制の拡充を実施してまいりました。また感染拡大を
防ぐために、県民や事業者に対し不要不急の外出の自
粛や休業要請を行い、県民が一丸となって取り組んだ
結果、５月１日以降は新規感染者ゼロが続くなど、比
較的落ち着いた状況にあると考えております。
　沖縄県としましては、流行の第２波、第３波を見据
え、再度の緊急事態の発生に備え、先般公表した警戒
レベル指標等を踏まえ、医療提供体制や検査体制の拡
充を図るなど万全の対策を講じてまいります。
　次に、新型コロナウイルス対策についての御質問の
中の３の(4)のイ、観光関連業への支援策と観光客を
呼び戻すための対策についてお答えいたします。
　沖縄県では、新型コロナウイルス感染症の拡大等に
より、経済的な影響を受けている事業者を対象として、
うちなーんちゅ応援プロジェクトを実施しており、休
業要請に応じた観光施設や旅行代理店等に対し20万
円の支給などを行っております。また、宿泊施設やレ
ンタカー事業者など感染症拡大防止対策に取り組む事
業者に対しては、安全・安心な島づくり応援プロジェ
クトにおいて、10万円の奨励金を支給することとし
ております。さらに、県民向けの県内旅行需要を喚起
し、観光関連事業者を支援するためおきなわ彩発見
キャンペーン事業を実施しているところです。国内観
光客の誘客については、渡航自粛要請の全面解除後、
航空会社等と連携したプロモーションを開始してお
り、今後８月頃から予定されている国のＧｏＴｏキャ
ンペーンに合わせ、旅行需要の取り込みを図ってまい
ります。
　次に、新型コロナウイルス対策についての御質問の

中の３の(5)のキ、県経済の再構築に向けた県の対処
方針についてお答えいたします。
　沖縄県では、５月28日に「新型コロナウイルス感
染症対策に係る沖縄県の経済対策基本方針」を策定い
たしました。同基本方針に基づき、新型コロナウイル
スが存在するウイズ・コロナの環境下で、「安全・安
心の島“沖縄”の構築」と「県民の事業と生活を維持し、
将来を先取りした経済の礎を築く取組」を軸に、大幅
に落ち込んだ売上の拡大や消費喚起に加え、デジタル
化の促進等により、県内企業の経済活動の回復に取り
組んでまいります。また観光誘客については、渡航自
粛要請の全面解除後、航空会社等と連携した国内プロ
モーションを開始いたしました。今後、８月頃から予
定されている国のＧｏＴｏキャンペーンに合わせ、さ
らなる需要の取り込みを図ってまいります。そのため
の財源については、国の臨時対策交付金の活用や既存
事業の組替え等により確保することとし、今後も切れ
目のない経済対策を講じてまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
○政策調整監（島袋芳敬君）　皆さん、おはようござ
います。
　政策調整監の島袋と申します。どうぞよろしくお願
いいたします。
　１の知事の政治姿勢についての御質問のうち(8)、
首里城復元・再建に係る県の取組についてお答えをい
たします。
　県では、本年１月に首里城復興基本方針に関する有
識者懇談会を設置し、その意見を基に、国、那覇市の
意見も踏まえ４月に沖縄県の基本方針として取りまと
め、公表したところでございます。そのうち、「正殿
等の早期復元とその過程の公開」や「火災の原因究明
及び防火設備・施設管理体制の強化」などについて、
国と連携して取り組んでいるところでございます。ま
た県独自の取組といたしまして、多様な地域文化の価
値を再認識し、これら魅力ある地域資源の普及・継承
する取組を行うとともに、昭和59年に策定いたしま
した古都首里のまちづくりの方向性を示す首里杜構想
の見直しなどを行うこととしております。
　県としましては、基本方針に基づき長期的展望に立
ち首里城復興を効率的・計画的に進めていきたいと考
えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
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　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)、知事提案説明要旨についてお答えいたし
ます。
　知事提案説明要旨については、２月議会の開会に当
たり次年度の当初予算案などの重要な議案の審議に先
立ち、県政運営に当たっての知事の所信を議員各位及
び県民の皆様に説明するために取りまとめておりま
す。主な内容としましては、県政運営に取り組む決意、
沖縄を取り巻く現状の認識、今後の沖縄振興に向けた
取組や次年度の施策の概要などとなっております。
　次に３、新型コロナウイルス対策についての(5)の
イ、特別定額給付金の支給についてお答えいたします。
　特別定額給付金の申請者及び受給者については、世
帯主となっており、独り親世帯についても世帯主が受
給者となります。一方、ＤＶ等により避難している方
は、世帯主ではなくても本人からの申出により給付金
を受け取ることができ、市町村において適切に支給さ
れております。また給付金の差押えは、法令の規定等
により禁止されており、仮に口座の差押えがあった場
合には、受給者が裁判所に差押禁止債権の範囲変更の
申立てを行うことができることとなっております。
　県としましては、実施要領に基づき適切に給付事務
が進められるよう引き続き助言してまいりたいと考え
ております。
　同じく３の(5)のエ、路線バス、タクシーへの支援
についてお答えいたします。
　県においては、公共交通機関の持続的な感染防止対
策の定着を支援するため、沖縄県公共交通安全・安心
確保支援事業において、路線バス約20社に約4200万
円、法人タクシー約150社に約１億5000万円の奨励
金を支給いたします。また、個人タクシーについては
各事業者１台の経営形態であることから、１事業者当
たり10万円の奨励金を支給する安全・安心な島づく
り応援プロジェクトにより支援してまいります。
　なお、国においては、生活バス路線維持のための補
助金について補助要件の緩和を行っております。また
国は、地域公共交通事業者に対し、感染症拡大防止対
策のための設備導入補助等を行うこととしておりま
す。
　同じく３の(5)カのうち、自治体向け臨時交付金に
ついてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
は、新型コロナウイルスの影響を受けている地域経済
や住民生活を支援して地方創生を図るため、地方公共
団体が地域の実情に応じてきめ細かに必要な事業を実

施することを目的に創設されました。国において２次
にわたる補正予算で計３兆円の交付金が措置されてお
り、うち沖縄県に197億円、県内市町村には218億円、
合計415億円が配分されることとなっております。
　県では今回の第４次補正予算を含め、コロナ対策
関連予算として約1000億円を計上しており、そのう
ち102億円は臨時交付金を活用することとしておりま
す。
　引き続き新型コロナウイルスの感染状況や県内経済
への影響などを踏まえ、必要な対策を切れ目なく講じ
ていくための財源として、同交付金を有効に活用して
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　皆さん、おはようござ
います。
　４月１日付で知事公室長を拝命いたしました金城賢
と申します。
　県民の安全・安心な暮らしと誇りある豊かな沖縄県
の実現のため、米軍基地問題の解決や防災危機管理の
徹底などに関係部局と連携し、誠心誠意取り組んでま
いります。
　議員の皆様の御指導、御助言等よろしくお願いいた
します。
　それでは、１の知事の政治姿勢についての(2)と(3)、
ＳＡＣＯ合意の確実な実施についてお答えいたしま
す。１の(2)と１の(3)は関連しますので一括してお答
えします。
　知事は、本年２月13日の知事提案説明において、
米軍基地の整理縮小については、ＳＡＣＯ合意の内容
とは異なる現在の辺野古新基地建設を除き、既に日米
両政府で合意されたＳＡＣＯ最終報告及び再編に基づ
く統合計画で示された基地の整理縮小の確実な実施を
日米両政府に対し求めてまいりますと説明しておりま
す。そのため、辺野古に新基地は造らせないという公
約と矛盾するものではないと考えており、その考えに
ついても変わりはありません。
　県としましては、本県の基地の整理縮小の実現に向
けて引き続き日米両政府に求めてまいります。
　１の知事の政治姿勢についての(4)と(5)、ＳＡＣＯ
合意に係る答弁について。１の(4)及び１の(5)につい
ては関連しますので一括してお答えいたします。
　去る２月26日の一般質問における答弁及び３月24
日の米軍基地関係特別委員会における答弁の趣旨につ
きましては、御質問のとおりでございます。
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　同じく知事の政治姿勢についての(6)それから(7)、
県政方針とＳＡＣＯ合意についてお答えいたします。
１の(6)及び１の(7)については関連しますので一括し
てお答えいたします。
　県は、米軍基地の整理縮小を実現するため、ＳＡＣ
Ｏ合意の内容とは異なる現在の辺野古新基地建設を除
き、既に日米両政府で合意されたＳＡＣＯ最終報告及
び再編に基づく統合計画の確実な実施を日米両政府に
対し強く求めてきたところであり、引き続きその実現
を求め、本県の基地の整理縮小につなげてまいりた
いと考えております。普天間飛行場の移設について
は、平成８年12月のＳＡＣＯ最終報告で、撤去可能
な海上施設を沖縄本島の東海岸沖に建設するとされ
ました。建設後15年間の軍民共用、その後の返還及
び民間専用空港化を公約に掲げた稲嶺知事は、平成
11年11月に、辺野古沿岸域を移設候補地として選定
し、岸本名護市長も条件付で受入れを表明したことか
ら、政府は、同年12月に軍民共用案等に係る閣議決
定をしました。その後、様々な紆余曲折を経て、政府
は、平成18年５月にＶ字型案を閣議決定する一方で、
県や名護市と十分な協議をすることなく平成11年の
閣議決定を廃止した経緯があります。普天間飛行場の
辺野古移設は、統合計画で示されている提供手続の完
了までに約12年かかることが示されたところであり、
同飛行場の一日も早い危険性の除去にはつながらない
ことが明確になりました。
　県としましては、普天間飛行場については辺野古移
設と関わりなく、県外・国外への移設、早期閉鎖・返
還及び速やかな運用停止を含む一日も早い危険性の除
去に取り組むよう、政府に対し強く求めてまいります。
　同じく知事の政治姿勢についての１の(11)、中国公
船の領海侵入についてお答えします。
　今年５月、中国公船が尖閣諸島周辺の領海内に侵入
し、本県漁船を追尾する事態が発生したことから県は
政府に対し、中国公船による県内漁船追尾の再発防止
と操業の安全確保を求める要請を行ったところです。
尖閣諸島につきましては、我が国固有の領土であると
いうのが日本政府の公式見解であり、県としても同様
に考えております。中国公船等による尖閣諸島周辺で
の行動については、日本政府において中国政府に対し、
直ちに厳重に抗議し、即時の退去を求める等の対応を
行っていると認識しております。
　沖縄県としては、今後も国の関係機関と連携を図る
とともに、尖閣諸島の周辺の状況について引き続き正
確な情報収集に努めてまいります。
　２、米軍基地被害や事件・事故等について、米軍外

来機による訓練の実施状況についてお答えいたしま
す。
　沖縄防衛局の離着陸等状況調査によると、嘉手納飛
行場の外来機の離着陸回数は平成29年度２万281回、
平成30年度１万2903回、令和元年度１万1155回と
なっております。また、普天間飛行場の外来機の離着
陸回数は、平成29年度415回、平成30年度1756回、
令和元年度2776回となっております。
　なお、他県の米軍施設では同様の調査が行われてい
ないため比較が困難ですが、県としては、外来機、常
駐機にかかわらず、米軍の訓練等により、県民に被害
や不安を与えることがあってはならないと考えてお
り、航空機騒音規制措置の厳格な運用や米軍への航空
法など国内法の適用等を日米両政府に強く求めており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、知事
の政治姿勢についての御質問の中の(9)、国立沖縄戦
没者墓苑の建設経緯と県の認識についてお答えいたし
ます。
　国立沖縄戦没者墓苑は、遺骨収集で収容された御遺
骨や各地の慰霊塔に納められていた御遺骨が転骨され
るようになり、従来の中央納骨所が手狭になったこと
から、県や遺族会等の強い要望を受け昭和54年に建
設されたものであります。同墓苑は、沖縄戦で亡くな
られた18万4562柱の御遺骨が納められており、戦没
者を悼み思いを寄せる場であると認識しております。
　同じく１の(10)、沖縄全戦没者追悼式の開催場所に
ついてお答えいたします。
　今回の追悼式については、新型コロナウイルスの感
染防止対策に万全を期するため、規模を大幅に縮小し、
国立沖縄戦没者墓苑において実施するとしておりまし
た。しかし、県内の感染状況が落ち着いたことから、
新型コロナウイルス感染症に係る沖縄県主催イベント
等実施ガイドラインを踏まえ、開催規模や開催場所等
について再度検討を行い、会場を従来の式典広場とし
たところです。勉強不足との発言については、６月１
日の沖縄全戦没者追悼式の在り方を考える県民の会の
要請に際し、要請者から様々な御意見を拝聴したとい
う意味で述べたものであります。
　次に３、新型コロナウイルス対策についての御質問
の中の(2)のエ、通所介護事業所の休業についてお答
えいたします。
　本県における通所介護事業所の休業状況につきまし
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ては、把握している範囲で休業が最も多かったのは、
５月４日から５月10日までの期間で30事業所となっ
ております。県では、休業する場合には、利用者の身
体機能の維持や家族の負担軽減を図るため、訪問系
サービスなど代替サービスの提供の確保をお願いした
ところです。
　県としましては、今後も状況把握を行い、必要な介
護サービスが提供されるよう努めてまいります。
　同じく３の(3)のイ、学校休校に伴う放課後児童ク
ラブへの補助についてお答えいたします。
　公設クラブ及び市町村へ届出のある民設クラブに対
しては、小学校の臨時休業に伴い、午前中から開所す
るための費用や、感染拡大防止に必要なマスク、消毒
液等の購入費用等を補助しております。
　県においては、クラブの負担軽減を図るため、早期
の補助金交付に取り組むとともに、市町村に対してク
ラブへの早期支払いを呼びかけているところです。
　同じく３の(5)のア、生活困窮者への支援について
お答えいたします。
　生活困窮者自立支援事業費につきましては、５月補
正において、県独自の上乗せ分を含む生活困窮者住居
確保給付金に要する経費や、自立相談支援機関の体制
強化に要する経費として４億2162万円を措置したと
ころであります。このうち住居確保給付金につきまし
ては、６月末時点で約2100万円を執行し、現在も随
時申請を受け付けているところです。生活福祉資金貸
付事業費については、緊急小口資金等の特例貸付けの
原資として４億3300万円を計上したほか、６月専決
処分で20億円、６月補正で48億7700万円を追加で予
算計上しております。６月26日時点における貸付実
績は、２万4884件、64億8867万円となっています。
　県としましては、引き続きこれらの事業を活用し、
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮す
る方々が適切に支援につながるよう取り組んでまいり
ます。
　同じく３の(5)のカ、独り親家庭への支援について
お答えいたします。
　国は、令和２年度第２次補正予算において、新型コ
ロナウイルス感染症拡大を受け、特に大きな困難が生
じている独り親世帯を支援するためひとり親世帯臨時
特別給付金を交付することとしたところであり、県に
おいては、本定例会において６億800万円を補正予算
として計上しております。当該給付金は、児童扶養手
当の受給者等に対し１世帯５万円、第２子以降１人に
つき３万円が支給されることとなっております。また、
県独自の取組として雇用情勢の悪化に対応するため、

独り親世帯を対象とする経理事務資格取得講座をこれ
までの那覇地区に加え、中部地区でも実施する予定と
しております。
　県としましては、これらの取組が広く活用されるよ
う周知・広報に努めるとともに、今後も市町村や関係
団体と連携しながら、独り親世帯の支援に取り組んで
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問の中の(12)、豚熱に係る事後検証と
農家への支援についてお答えします。
　今年、県内で発生した豚熱については、国の疫学
チームより、農場への侵入要因として、異常家畜の通
報遅れ、非加熱食品残渣の給与等が報告されておりま
す。県では、防疫対応に当たった関係団体等へのアン
ケートを行うとともに、事後検証や防疫対策強化を図
るため豚熱防疫対応検証委員会を設置し、侵入防止や
防疫措置の対応について検証を行ってまいります。ま
た、防疫措置を行った10農場につきましては、農家
と県との算定調整を終え、現在、４農場が国に手当金
を交付申請しており、残り６農場につきましては、国
と交付申請に向けた調整を行っているところです。さ
らに、移動制限、搬出制限を受けた68農場に対しては、
豚熱に係る手当金等評価チームを設置し、助成金の算
定に必要なヒアリング等を行っているところです。
　次に３、新型コロナウイルス対策についての御質問
の中の(3)のエ、臨時休校による牛乳の余剰対策につ
いてお答えします。
　新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、令和２年
３月から５月にかけて、県内の小中学校等において休
校措置が取られたことから、学校給食用牛乳の供給が
停止され、多くの余剰乳が発生しました。そのため、
学校給食用牛乳を乳価の安い脱脂粉乳等の原料として
販売した際の価格差補塡については、国の生産者需給
緩和緊急対策事業を活用し、国事業の対象とならない
加工乳配合用原料として販売した分については、県事
業で価格差補塡を行うこととしております。
　県としましては、引き続き新型コロナウイルス感染
症による影響の把握に努め、酪農経営の安定化に必要
な対策について検討してまいります。
　同じく３の(4)のウ、減便による県産農林水産物へ
の影響と対策についてお答えします。
　緊急事態宣言が発令され、旅客の減少による航空便
の減便に伴い、冬春期の野菜やマグロ等の水産物を中
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心に県外への輸送が滞る影響が生じておりました。こ
のため、県は、去る４月30日、航空会社に対し貨物
輸送の確保について要請するとともに、臨時便の就航
や機材の大型化が図られるよう５月１日から６月30
日の期間について農林水産物流通条件不利性解消事業
の補助単価の特例を設け、支援を行ったところであり
ます。現在、航空便は復便基調でありますが、今回の
補正予算に計上している航空物流機能回復事業により
臨時便就航を支援し、県産生鮮品の円滑な航空輸送体
制の確保を図ってまいりたいと考えております。
　４、農林水産業の振興についての御質問の中の(1)、
日米貿易協定の発効に伴う県の対応についてお答えし
ます。
　日米貿易協定については、協定発効後、牛肉や豚肉
の輸入量が増加傾向にあるなど、本県の農林水産業に
対し、中長期的に様々な影響が懸念されております。
このため、県では国に対しＴＰＰ11及び日ＥＵ・Ｅ
ＰＡの両協定を上回る水準や新たな輸入枠の設定につ
いて要求があっても、断固拒否することなどについて
様々な機会を捉え、内閣府や農林水産省などに要請を
行ってまいりました。また、畜産・酪農収益力強化整
備等対策事業など、総合的なＴＰＰ等関連政策大綱関
連予算を活用し、生産体質の強化に取り組んでいると
ころであります。
　県としましては、引き続き国の動向を注視しながら
時期を逸しないよう、対応してまいります。
　同じく４の(2)、県産和牛の取引価格の下落の原因
と対策についてお答えします。
　令和２年４月の県産和牛の枝肉取引平均単価は、１
キログラム当たり1852円となっており、前年同月と
比較して、611円低下しております。その要因として
は、本年２月以降、新型コロナウイルス感染症発生に
伴うホテルや外食産業の営業自粛、観光客の減少等が
影響したものと考えております。このため、県では、
肥育農家の経営安定化対策として沖縄県肉用牛経営安
定対策事業による積立金単価の助成を行っているとこ
ろであります。加えて、６月補正予算により、出荷遅
延で増加した飼料費等の支援を行うこととしておりま
す。
　同じく４の(3)、和牛血統不一致問題についてお答
えします。
　久米島町における血統不一致は、同一授精師による
多数の事例が判明していることから、家畜改良増殖法
に基づく４回の立入検査を行うなど、実態解明に取り
組んでいるところであります。その他の地域における
血統不一致事案については、現在、詳細を調査中であ

りますが、家畜人工授精師の記録ミスや子牛登録時に
おける子牛の取り違えの事例が確認されています。こ
のため県では、今年４月21日から実働する全家畜人
工授精師295名を対象に立入検査を実施しているとこ
ろであり、６月末までに269名の検査を終了したとこ
ろであります。
　県としましては、３月に設置した沖縄県家畜人工授
精適正化会議において再発防止対策を検討するととも
に、家畜市場の開設者であるＪＡおきなわと連携し、
購買者との意見交換を行うなど、県産和牛子牛の信頼
回復の取組を進めているところであります。
　同じく４の(4)、積立ぷらす基金についてお答えし
ます。
　積立ぷらすは、資源管理や養殖漁場の改善に取り組
む漁業者を対象に、収入の変動による影響の緩和を目
的として、通常の漁業共済に上乗せして補塡する制度
で、漁業者１、国が３の割合で拠出した基金を原資に
運用されております。令和元年度の本県の加入件数は
273件となっており、151件、約２億6000万円の補
塡が行われました。全国的な不漁に加え、今回の新型
コロナウイルスの影響で、同基金の残高が減少してい
るとの情報もありますが、国は、今般の２次補正予算
により、積立ぷらすの基金を充実させることとしてお
り、当面は安定的な運用がなされるものと考えており
ます。
　同じく４の(5)、パラオＥＥＺにおける沖縄漁船の
安定操業についてお答えします。
　パラオ水域における本県マグロはえ縄漁船の操業継
続は、本県水産業にとって大きな課題となっておりま
したが、国や漁業関係団体等と連携した取組の結果、
昨年12月に、同国との漁業協定が締結され、本県漁
船の操業が可能となりました。県では、パラオ水域で
の安定操業を目的に同国とのＭＯＵ締結を検討してい
るところでありますが、現在、新型コロナウイルス感
染症の対策のため、主要な航空便が運休しており、調
整は中断しているところであります。
　県としましては、引き続き情報収集に努めるととも
に、国や漁業関係団体と連携して来年の操業条件等の
協議に向けて取り組んでまいります。
　同じく４の(6)、日台漁業取決めの操業ルールにつ
いてお答えします。
　今年度の操業ルールについては、今年３月に開催予
定であった日台漁業委員会が、新型コロナウイルス感
染症の影響により中止となったため、昨年度の操業
ルールを継続することで合意しておりますが、次回の
協議については、未定となっております。
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　県としましては、操業ルールの見直しに向けた協議
は必要と考えておりますので、引き続き国や漁業関係
団体と連携し、本県漁業者の意向が反映されるよう取
り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、知事の政治姿
勢についての御質問の中の(13)、北部基幹病院につい
てお答えいたします。
　北部基幹病院の整備につきましては、これまで、県、
北部12市町村、北部地区医師会病院及び県立北部病
院の関係者で約２年間かけて協議を行うとともに、そ
の間、令和元年９月に沖縄県医療審議会から意見聴取
を行い、北部基幹病院に適当な経営システムであるこ
とも確認し、基本合意書案を取りまとめたところであ
ります。また、本年２月４日には、北部12市町村長
において基本合意書案に合意する方針が示され、３月
から４月にかけては、北部12市町村の議会で早期整
備に関する意見書が可決、３月27日には県議会で北
部基幹病院の早期整備に関する決議が全会一致で可
決、さらに、沖縄県公務員医師会、北部地域基幹病院
整備推進会議等から北部基幹病院の早期整備を求める
要請を受けたところです。県内部におきましても、収
支シミュレーション等、確認しておくべき課題の検証
を行ってまいりました。
　県としては、これらを踏まえ、なるべく早い時期に
最終的な判断をしたいと考えております。
　次に３、新型コロナウイルス対策についての御質問
の中の(1)のイ、感染防止対策における県の認識につ
いてお答えいたします。
　県では２月12日に相談窓口を、２月13日に各保健
所に相談センターを設置し、疑い患者の相談に対応し
ていましたが、相談数が増加したことから、２月20
日から24時間対応のコールセンターを設置いたしま
した。２月27日には、危機管理対策本部会議において、
沖縄県における新型コロナウイルス感染症対策の基本
方針を決定し、２月27日から３月15日までの間、県
主催のイベントの中止を発表いたしました。県では、
新規感染者が確認されなかった時期においても、一日
に対応できるＰＣＲ検査数を増加し、検査体制の強化
を図るとともに、毎日記者ブリーフィングを行い、正
確な情報を提供するなど、危機感を持って感染防止対
策に努めてきたところです。
　同じく３の(1)のウ、感染拡大時の県の対応と認識
についてお答えいたします。

　県では、感染者が急増する時期において、感染拡大
を食い止める瀬戸際にあると認識し、県民への警戒を
呼びかけるとともに、４月５日に開催した専門家会議
からの意見を受け、検査体制の充実に取り組むととも
に、８日には県外からの渡航自粛を強く要請する知事
コメントを発出しました。また、13日には医療コー
ディネートチームを設置し、急増する患者に対し、速
やかに入院調整を行ってまいりました。さらに、全国
の感染状況を踏まえるとともに国の動向を注視しつ
つ、14日には県民に対し不要不急の外出自粛を要請
し、15日には対策本部の下に総括班長会議を立ち上
げ、取組のスピードアップを図るための体制を整えま
した。その後、重症者も増加し病床確保が厳しい状況
となったことから、４月17日に軽症者等宿泊療養施
設の運用を開始しました。また、20日には、県独自
の緊急事態宣言を発出し、21日に、国に対し、特定
警戒都道府県への指定等について要請を行い、22日
には、休業要請を含めた沖縄県の実施方針を策定し、
大型連休を見据えた取組の強化等積極的かつ効果的に
対策を講じてきたところであります。
　同じく３の(1)のエ、対策本部等の記録作成につい
てお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症対策の実施に当たって
は、沖縄県新型インフルエンザ等対策行動計画におい
て、その記録を作成し、保存し、公表するとされてい
ることから、これに基づき、沖縄県新型コロナウイル
ス感染症対策本部及び同専門家会議については、これ
までの開催ごとに議事概要を作成し、県のホームペー
ジにて公表しているところです。また、会議開催後、
必要に応じてマスコミブリーフィングを実施している
ところであり、行動計画に沿って対応しているものと
考えております。対策の実施については、県民生活に
影響する重要な事項であることから、引き続き県民に
分かりやすい内容となるよう工夫してまいります。
　同じく３の(2)のア、医療従事者等を守る対策につ
いてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症に対応する医療従事者に
おいては、感染リスクと厳しい環境の下で相当程度心
身に負担がかかる中、業務に従事しているものと認識
しております。県では、このような医療従事者とその
家族に対する支援策として、国の新型コロナウイルス
感染症緊急包括支援交付事業を活用し、５月補正予算
において約４億7000万円を確保して、医療従事者向
け宿泊施設確保事業を実施しております。また、県で
は国の事業を活用し、医療従事者などのメンタルヘル
スの維持を目的に、５月下旬より県公認心理師協会へ
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委託し、専門家による相談体制を整備して対応してお
ります。その他、市町村独自の取組としては、医療従
事者向け宿泊クーポンの活用による支援を行っている
と聞いております。
　同じく３の(2)のイ、保健所の業務内容及び課題等
についてお答えいたします。
　保健所はコロナ感染を疑う方から電話で相談を受
け、指定医療機関等への受診調整を行い、受診後に採
取された検体を検査機関に搬送します。その結果が陽
性の場合は、医療機関と入院調整を行い、患者へ入院
勧告と就業制限等の説明を行います。同時に患者の行
動歴を確認し、感染経路や濃厚接触者の把握を行い、
２次感染対策として健康観察や保健指導を行います。
急激な新規患者の増加に伴い、電話相談が殺到し、保
健所業務に支障を来したことが課題となったことか
ら、職員等の応援体制を整えるとともに、コールセン
ターの回線を増設し対応したところです。現在、第２
波に備えて、保健所の業務ごとに外部委託等の対応を
検討し、保健所機能強化のための体制整備を進めてお
ります。
　同じく３の(2)のウのうち、離島における感染防止
対策・取組についてお答えいたします。
　本県における病床の確保数につきましては、第２波
の流行に向け、感染ピーク時の入院患者数の推計を
行ったところであり、各圏域ごとの状況を踏まえた病
床確保計画につきましても７月末までに策定して対応
することとしております。基礎疾患のない軽症者、無
症状者につきましては、宿泊療養施設を設置すること
により医療機関の負担を軽減することとしておりま
す。さらに、入院医療施設のない離島で感染者が発生
した場合、島内での感染拡大を防ぐため、５月上旬に
整理した離島の状況に応じた搬送の流れに基づき、原
則として感染症指定医療機関及び協力医療機関のある
沖縄本島、宮古島または石垣島へ搬送することとして
おります。
　同じく３の(5)のアのうち、医療体制、検査拡充に
ついてお答えいたします。
　５月補正予算では、医療機関の空床確保や機器整備
に係る費用、検体採取センター設置等に係る予算と
して25億円を計上したところであります。そのうち、
検体採取センターにつきましては、浦添市医師会、北
部地区医師会で運営しており、その他の地域について
も現在、設置の準備を行っております。また、空床補
助や医療機器の整備をはじめ、６月補正予算に計上し
た170億円と合わせ速やかに予算執行できるよう、補
助金交付要綱の整備等の作業を進めているところであ

ります。
　同じく３の(5)のオ、感染症患者受入れ病院等への
県の対応についてお答えいたします。
　県は、新型コロナウイルス感染患者を受け入れた病
院に対し、新型コロナウイルス感染患者の入院受入れ
のための病床確保による減収等に対する支援に約85
億円の予算を計上しております。さらに、院内感染防
止対策や診療体制の確保のための支援金として約20
億円、感染患者の受入れに対する協力金、感染患者の
対応に必要な医療機器やマスク、防護服等の購入費用
など、合計で約120億円を超える予算を計上しており
ます。また、感染患者の受入れを行っていない医療機
関においても、患者の受診控えなどによる減収が生じ
ていることから、地域の診療所をはじめ、歯科、薬局
など全ての医療機関等に対して、院内での感染拡大防
止等の取組に対する支援として約29億円の補正予算
を計上しており、患者が安心して受診できる医療提供
体制を整備することとしております。
　同じく３の(5)のカのうち、医師や看護師等への支
援についてお答えいたします。
　県としましては、新型コロナウイルスの感染が拡大
する中、感染リスクと厳しい環境の下で、強い使命感
を持って業務に従事している医療機関の医療従事者や
職員に対し、労をねぎらう目的で慰労金を交付するこ
ととしております。対象者及び給付内容は、感染症指
定医療機関や県から協力を依頼した協力医療機関等の
うち、実際に新型コロナウイルス感染症患者に診療等
を行った医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事
者や職員に対しては20万円、新型コロナウイルス感
染症患者の診療等を行っていない医療機関等に勤務
し、患者と接する医療従事者や職員に対しては、10
万円を給付することとしております。さらに、その他
の病院、診療所等に勤務し、患者と接する医療従事者
や職員に対しては、５万円を給付することとしており
ます。
　同じく３の(5)のク、第２波に備えた県の具体的対
策についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症について、東京など一部
地域において感染者が増加しており、警戒を緩めるこ
とはできないと考えております。このため、県では、
７月２日に、４月の感染拡大期の対策等に関する検証
結果や県の専門家会議の意見等を踏まえ、第２波、第
３波に備えた警戒レベル指標を策定し、警戒レベルに
応じた取組の実施例を示したところです。
　県としましては、当該警戒レベル指標等を踏まえ、
医療機関等と調整し、７月末を目途に患者推計に応じ
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た検査体制の拡充や病床確保計画を策定し、万全の対
策を講じてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　令和２年４月１日に環境
部長を拝命しました、松田了と申します。
　環境部が所管します騒音などの公害問題、海岸漂着
物などの廃棄物問題、また、本県が世界に誇る貴重な
資源、動植物の保護、世界自然遺産登録の推進など環
境問題の解決に向けて全力で取り組んでまいりますの
で、御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
　それではお答えします。
　２、米軍基地被害や事件・事故等についての御質問
の中の(2)、泡消火剤流出事故の概要と今後の対応に
ついてお答えします。
　本年４月10日16時45分頃、普天間飛行場の格納庫
で消火システムが作動し、約23万リットルの泡消火
剤が放出され、約14万リットルが基地の外へ流出す
る事故が発生しました。県は、事故翌日の４月11日
から流出先の河川などで水質調査を行うとともに、４
月21日以降、基地内でも水質及び土壌の調査を行っ
たところです。また、今回の事故発生に対する抗議文
を、４月14日に外務省特命全権大使及び沖縄防衛局
へ、４月17日には、第３海兵隊遠征軍司令官及び在
沖米国総領事に発出しております。今後、水質及び土
壌の調査結果を踏まえ、米軍及び国に対し対策の実施
を求めてまいります。
　次に２の(4)、嘉手納基地内の火災への対応につい
てお答えします。
　県では、火災発生当日の６月22日に、嘉手納町及
び沖縄市への聞き取りを行い、住民から煙や塩素ガス
による苦情や健康被害の訴えがないことを確認してお
ります。また、６月30日に火災現場を確認し、米軍
から、機器測定の結果に基づき塩素ガスによる基地周
辺への影響はないとの説明を受けるとともに、米軍に
対し、今回のような基地内での火災であっても、在日
米軍に係る事件・事故発生時における通報手続に基づ
き、速やかな通報や情報提供を行うよう求めたところ
です。
　県としては、沖縄防衛局を通して、次亜塩素酸カル
シウム等の保管状況、米軍が実施した大気や水質の調
査結果等を入手した上で、環境調査の実施について検
討してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。

　　　〔警察本部長　宮沢忠孝君登壇〕
○警察本部長（宮沢忠孝君）　２、米軍基地被害や事
件・事故等についての御質問のうち(3)、北谷町にお
いて発生した強盗事件についてお答えいたします。
　本件は令和２年５月12日午後３時55分頃、北谷町
の両替所に２人組の強盗が押し入り、現金約700万円
を強取したものであります。本件については、防犯カ
メラの精査等、所要の捜査により被疑者を浮上させ、
米軍捜査機関と連携を密にして被疑者の取調べや立証
に必要な証拠品等の押収を行うなどした結果、在沖陸
軍兵及び在沖空軍軍属の２名を建造物侵入及び強盗事
件の被疑者として事件発生２週間後となる５月26日
那覇地方検察庁に送致したものであります。なお、両
名については、６月１日に同容疑で起訴されたものと
承知しております。
　本件に当たっては、多くの県民の皆様から御協力を
いただいたほか、米軍捜査機関との緊密な連携により
事案の真相を究明するための必要な捜査をスムーズに
行うことができたと認識しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　土木建築部長の上原
国定でございます。
　社会基盤の整備と管理にスピード感を持って取り組
んでまいります。引き続きよろしくお願いいたします。
　それでは３、新型コロナウイルス対策についての御
質問のうち(2)のウ、離島空港、港湾の水際対策につ
いてお答えいたします。
　定期便が就航する離島空港、港湾では、サーモグラ
フィーや非接触型体温計による入域者の検温を行うと
ともに、体調不良の際の連絡先を記したパンフレット
を配布しております。
　入域者に37.5度以上の発熱が確認された場合は、
連絡先等の提供依頼を行い、健康観察のため関係部局
に引き継いでおります。引き続き、空港、港湾におい
ては、航空事業者、船社等と連携し水際対策に取り組
んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　３、新型コロナウイルス対
策についての御質問の中の(3)のア、休校中の学習指
導と授業の遅れについてお答えします。
　休校期間中、各県立学校においてはホームページや
郵送等により、各教科の学習課題を提示し、学習の継
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続を図ってまいりました。また、県教育委員会が推奨
する学習支援ソフトなどを用い、動画配信等のオンラ
イン学習を行った学校もあります。各学校において
は、授業の遅れを取り戻すため、夏季休業期間の短縮
及び行事の精選など、年間計画の大幅な見直しを行う
ことで授業時数の確保に取り組んでいるところであり
ます。
　県教育委員会としましても、教員向け研修等を精選
することにより、教員の幼児・児童生徒に向き合う時
間の確保に努めているところであります。
　同じく(3)のウ、休校中の障害のある子供の受入れ
についてお答えします。
　県立特別支援学校においては、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、４月７日から５月20日まで
の間、臨時休業を行ったところです。このような中、
障害のある児童生徒の居場所の確保が厳しい場合には
保護者からの相談に応じて個別に受入れ等の対応を
行ってまいりました。今後も再度の臨時休業に備え、
福祉関係部局等とも連携し、情報を共有しながら、障
害のある幼児・児童生徒の居場所の確保に努めてまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹洲君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　４月１日に総務部長を拝
命いたしました。職員とともに一生懸命取り組んでま
いりますので、引き続き御指導のほどよろしくお願い
いたします。
　それでは３、新型コロナウイルス対策についての(3)
のオのうち、困窮する学生への支援状況についてお答
えします。
　令和２年度から始まった、高等教育における修学支
援新制度では、低所得世帯や新型コロナウイルスの影
響で家計が急変した世帯を対象に、授業料減免及び奨
学金による支援が行われており、令和２年６月時点で、
県内の専門学校生のうち、1377人が支援を受けてお
ります。また、国による経済的に困窮する学生を対象
に10万円を支給する学生支援緊急給付金については、
各専門学校に聞き取りしたところ、６月末時点で533
人から申請があり、そのうち留学生は78人と聞いて
おります。なお、大学生については、各大学及び日本
学生支援機構において対応されているところでござい
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕

○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　３、新型
コロナウイルス対策についてのうち(3)のオ、留学生
への対応についてお答えいたします。
　県では、公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財
団を通じて、留学生を含めた生活に困窮する外国人を
支援するため、５月補正予算により在住外国人生活等
支援事業を実施しているところです。具体的には、国、
県等が実施する各種支援制度の多言語での情報発信、
給付金等の申請サポート、生活相談等に対応している
ところであります。
　県としましては、引き続き誰一人取り残さない多文
化共生社会の実現に向け、取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　皆さん、おはようご
ざいます。
　商工労働部長の嘉数と申します。答弁の前に御挨拶
をさせていただきます。
　現在の県経済は、新型コロナウイルス感染症の影響
によりまして、個人消費、それから事業活動、それか
ら雇用情勢等において非常に厳しい状況にあり、多岐
にわたる業種で大きなダメージを受けております。
　商工労働部としましても、県内事業者の事業継続を
含めた産業振興、それから雇用の確保と安定に向けた
事業を推進しまして、県経済の一日も早い回復に全力
で取り組んでまいりますので、議員各位の御指導、御
鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
　それでは中川議員の質問にお答えいたします。
　３、新型コロナウイルス対策についての御質問の中
の(4)のア、休業要請の影響に係る県の調査状況と支
援策等の取組状況についてお答えいたします。
　県では、４月23日からの休業要請に伴い、県内事
業者の事業継続が非常に厳しい状況に迫られることに
鑑み、国の持続化給付金と併給可能な県独自の休業協
力金を支給することとしました。取組状況について
は、対象となる約１万事業所に対し、７月３日時点で
9326件の申請があり、うち6757件の支出手続を済ま
せております。県では、休業要請の影響のみに係る調
査は実施しておりませんが、経済団体等からのヒアリ
ングにより、県内の幅広い事業者に経済的影響が及ん
でいることが確認されました。そのため、５月補正で
はうちなーんちゅ応援プロジェクト、６月補正では安
全・安心な島づくり応援プロジェクトにより、幅広く
支援金を給付することといたしました。
　県としましては、引き続き国と連携しながら、県内
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事業者の事業継続と雇用を維持する取組を切れ目なく
実施してまいります。
　同じく３の(4)のエ、新型コロナウイルス感染症の
影響による内定取消しや解雇等の実態と県の対応につ
いてお答えいたします。
　沖縄労働局によると、新型コロナウイルス感染症の
影響による新卒者の内定取消しは、６月30日時点で
５人、見込みを含む解雇等は、６月26日時点で626
人となっております。県では、雇用の維持を図るため
には、国の雇用調整助成金の活用促進と事業主のさら
なる負担軽減が重要と考えており、相談体制の強化を
図るとともに、県による上乗せ助成を行ってまいりま
す。新卒者を含む若年者の雇用確保に向けては、沖縄
県キャリアセンターの相談体制の強化や、新たにウェ
ブによる合同企業説明会を実施するとともに、ジョブ
トレーニングを通した若年求職者と企業とのマッチン
グ事業を拡充することとしております。また、総合就
業支援拠点グッジョブセンターおきなわにおいて、再
就職支援や生活相談等を実施しております。
　県としましては、関係機関と連携し、引き続ききめ
細かな支援を行ってまいります。
　同じく３の(5)のア、５月補正予算に係る県単融資
の執行状況についてお答えいたします。
　県においては、去る５月１日から、３年間実質無利
子、保証料ゼロ、据置期間５年以内の新型コロナウイ
ルス感染症対応資金を創設し、中小企業者の資金繰り
を支援しております。本資金に係る貸付金、約378億
円を５月補正で予算化し、金融機関との協調融資に
よる融資枠として、約1136億円を確保しております。
執行状況については、信用保証協会の保証承諾実績が、
６月26日時点で約423億円、執行率は約37％となっ
ており、中小企業者の資金需要に対応できているもの
と考えております。
　同じく３の(5)のウ、うちなーんちゅ応援プロジェ
クトの支給状況についてお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、
経済的な影響を受けている事業者への支援として、本
年４月30日からうちなーんちゅ応援プロジェクトを
実施しております。一律10万円の支給は、経済セン
サス等を基に、飲食業と小売業及び無店舗の旅行代
理店１万9291事業所を対象としております。７月３
日時点の申請数は、9882件となっており、そのうち
7811件が支出処理済みとなっております。なお、休
業要請に応じた事業者への協力金と合わせると、１万
9208件の申請があり、そのうち１万4568件が支出処
理済みとなっております。

　同じく３の(5)のカ、家賃補助の内容と県の対応に
ついてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済対策のう
ち、固定費の負担軽減に当たる家賃補助については、
全国的な課題であると認識し、他都道府県とともに、
国に対し全国知事会等の場において、支援制度の創設
を求めてきたところです。今般、国の令和２年度第２
次補正予算で実施される家賃支援給付金は、５月以降
一定の売上げが減少しているテナント事業者に対し、
家賃６か月分の最大３分の２を給付する事業と聞いて
おります。
　県としましては、沖縄総合事務局等関係機関と連携
し、制度の周知や利用促進に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　質問の途中ではありますが、
時間の都合もありますので、中川京貴君の再質問は午
後に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午前11時57分休憩
　　　午後１時16分再開 
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　中川京貴君の再質問を行います。
○中川　京貴君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時16分休憩
　　　午後１時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　中川京貴君。
　　　〔中川京貴君登壇〕
○中川　京貴君　それでは、再質問を行いたいと思っ
ております。
　先ほど休憩中にも指摘しましたが、玉城知事は　　　
　知事公室長もこれまで、我々の一般質問、代表質問
に対して、ＳＡＣＯ合意は着実に進めると言っており
ます。しかしながら、新たな基地建設、Ｖ字案につい
ては反対と言っていますが、じゃ撤去可能なヘリポー
トは進めるということなんですか、ＳＡＣＯ合意認め
るってことは。これは皆さん方は削除してませんよ。
それであえて代表質問してるんです。その矛盾を突い
てるのにそれに答えようとしない。
　玉城知事、知事の施政方針も私チェックしました。
知事、確認してください。知事の施政方針の20ページ、
ここにも知事は撤去可能なヘリポート、削除は載って
ない、ＳＡＣＯ合意を推進する。そして、今現在の新
基地建設については認めないと。それだけなんですよ。
知事公室長、違いますか。まずそれにしっかり答えて
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いただきたい。ＳＡＣＯ合意を認めているのであれば
撤去可能なヘリポートも認めることになるんです。そ
の矛盾を突いてるんですよ。それをしっかり答えてい
ただきたい。それならば、知事の政策は変更になるん
じゃないかっていう質問に対しても答えてないんです
よ。
　それともう一つは、大変残念なことに我々自民党の
代表質問において、知事の政治姿勢で12項目も質問
をしましたが、知事は何一つ答えていない。コロナし
か答えてないんですよ。これで代表質問への知事答弁
と言えますか。もう少ししっかり、調整をして答えて
いただきたい。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時25分休憩
　　　午後１時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○中川　京貴君　先ほどこの施政でも、私指摘しまし
たが、知事公室長、前知事公室長が　　　　このページも
ぜひ見ていただきたい。（資料を掲示）　今年の２月の
知事公室長のこの中身も全部チェックしました。ＳＡ
ＣＯ合意は進める。しかし、今の新基地は認めない。
ＳＡＣＯ合意を認めるってことは先ほどから言うよう
に、移設可能なヘリポートは認めるっていうことなの
で、この辺の矛盾をしっかり理論武装して答えていた
だきたい。
　そして、２番目の質問に入ります。
　２番目は、玉城知事はこれまで、嘉手納町や基地の
……
　すみません、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時26分休憩
　　　午後１時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○中川　京貴君　２番目の米軍基地被害や事件・事故
等について(1)、外来機　　　　嘉手納飛行場、普天間飛
行場と、それと嘉手納飛行場の危険物取扱いについて
の再質問を行います。
　知事は、これまで嘉手納町や沖縄市、北谷町、三連
協からいろんな要請行動受けていると思いますが、要
請行動を受けた後に、この嘉手納飛行場の実態調査、
悪臭、騒音、また被害調査、現場でしたことあります
か。これ答えていただきたい。もししていればその感
想を述べていただきたい。
　そして、もう一つは、昨日嘉手納町議会から県と県
議会に要請行動がありました。米軍に対する抗議決議

をされております。これ一つは嘉手納基地内の危険物
取扱い、火災に対する抗議決議とその連絡が遅かった
ということと、もう一つは基地内の騒音また悪臭被害
について抗議する決議が上げられております。県議会
は赤嶺議長が対応しましたが、県は統括監が対応して
おります。知事と副知事も、また知事公室長もたしか
昨日いたと思うんですが、県外出張していたんですか、
これしっかり答えていただきたい。あとこれに対する
コメントも頂きたいと思ってます。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時28分休憩
　　　午後１時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○中川　京貴君　次は、新型コロナウイルス対策につ
いて再質問を行います。
　水際対策と発熱者、感染者、発熱時の取組について、
那覇空港におけるＴＡＣＯ　　　　トラベラーズアクセス
センター沖縄　　　　設置状況について、これまでに空港
到着時にサーモグラフィーによって発熱が見られ、体
温に異常があった方は四、五名いたと聞いておりま
す。昨日、現場視察してまいりました。また現場でい
ろいろ情報聞いてまいりましたが、これまで熱があっ
た方が四、五名いたと聞いております。看護師が問診
をした結果、帰したそうです。もし新型コロナウイル
スに感染していたとしたら、このＴＡＣＯは水際対策
としての機能を果たしておられますか。知事自身はこ
のＴＡＣＯの現場へ行ったことがありますか。今、も
しそこでサーモグラフィーに引っかかったら、それか
ら三百、四百メートル離れた車で問診受けるんですよ。
果たしてこれが水際対策になっておりますか。
　それともう一つは、空港にはあるかもしれません
が、港湾にはそれ設置されておりますか。離島ではど
うなってるんでしょうか。石垣、宮古にもＴＡＣＯが
設置されているのか、県が支援をしてるのか答えてい
ただきたい。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時29分休憩
　　　午後１時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○中川　京貴君　豚熱（ＣＳＦ）、県内養豚業者に対
する支援について再質問を行います。
　豚熱の発生拡大により、沖縄県の豚は約１万2000
頭が殺処分されました。殺処分に協力されました家畜
保健所、自衛隊の皆さん、建設業、ＪＡ、市町村の職

－52－



員、各関係者の皆さんには大変な苦労や精神的な苦労
があったと思います。心より敬意を表します。
　約17万1822頭にワクチンを接種させたことによ
り、豚熱対策はできました。農家の皆さんが自衛のた
め殺処分した豚に対する補償は国からあるそうです。
県の指導によってその近隣市町村の皆さんが自衛のた
め殺処分をした農家数、その殺処分数と費用を教えて
いただきたい。今後、その農家に対する支援を県はど
う考えているのか。この豚熱にかかったものに対して
は国はいろんな支援があるんですが、自衛でやった
方々の支援策は委員会ではやると言っていましたが明
確に答えておりません。いつ、どの時期にやっていた
だけるのか。そして10キロ圏内に　　　　例えば中部か
ら発生しました10キロ圏内のこの豚の移動制限区域、
そこに対してまだ支援策が取られておりません。先ほ
ど部長の答弁では、４農場が申請済み、６農場はまだ。
そして10キロ範囲内の制限区域には68農場があると
言っております。この68農場にはまだ現金が入って
おりません。いつごろどういう形でできるのか、答え
ていただきたい。
　そして、もう一つは、その豚熱ワクチン接種のため
に石垣、宮古では母豚　　　　豚の母親ですね　　　　母豚が
購入できなくなっております。ワクチン接種すると移
動ができません。これからの豚熱に伴った母豚に対す
る石垣、宮古への支援を県はどう考えているのか答え
ていただきたい。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時32分休憩
　　　午後１時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○中川　京貴君　次は、中国海警局公船が尖閣諸島
周辺で我が国領海に侵入、本県漁船を追尾する問題が
相次ぎ、操業が脅かされています。知事は今後どう解
決していくのか、また一度でもいいから、石垣、宮古
のウミンチュの声を聞いたことあるのか、ただそこに
行って海上保安庁と話をして帰ったのか、ウミンチュ
の声をしっかり聞いて、今後どうするという対策をし
て、ウミンチュとの会議をしたのか確認をしたいと
思っています。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時32分休憩
　　　午後１時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○中川　京貴君　答弁を聞いて再質問を行います。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時33分休憩
　　　午後１時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　中川京貴議員の再質問にお
答えいたします。
　ＳＡＣＯ合意を着実に進めるということで、撤去可
能な海上基地はＳＡＣＯ合意だから認めるべきではな
いかということですが、先ほど来公室長が答弁をして
おりますとおり、私は普天間飛行場の速やかな運用停
止を含む一日も早い危険性の除去は喫緊の課題だと捉
えております。そのため辺野古への移設については、
反対を公約に掲げ、県知事選挙に当選をし、その公約
を現在も踏襲している、貫いているということをまず
申し上げたいと思います。
　その上で少し経緯を振り返りたいと思いますが、平
成18年５月11日、当時の稲嶺知事は額賀防衛庁長官
と意見交換し、長官との間で政府案を基本とする、在
沖米軍再編に係る基本確認書に署名しています。しか
し、稲嶺元知事は、平成18年６月の議会答弁において、
県の基本的な考え方とも異なることやこれまでの経緯
を踏まえれば沖縄県として容認することはできない旨
答弁をし、Ｖ字型への合意を明確に否定しております。
　ですから、私はその辺野古に新基地を造らせないと
いう公約を掲げて、これまで全力で取り組んでまいり
ました。撤去可能な海上ヘリポート案についてはその
平成18年５月の閣議の決定・廃止によって、現時点
では政府内において消失をしているものと認識をして
おります。ですから、県としては政府が具体的にその
辺野古新基地を断念するかどうかが肝要であると捉え
ております。軟弱地盤の状況等を捉えてもその事実か
ら基地の建設はもはや困難であるということもかねて
から表明をさせていただいております。
　ですから、政府から具体的提案のない、一度廃止さ
れた仮定の質問についてはお答えしかねますが、繰り
返しますとおり私は辺野古に新基地は造らせないとい
うことで、普天間飛行場の県外・国外移設を早期に実
現するべく、対話を持って解決の場を設けていただき
たいということを繰り返し申し上げてきている次第で
ございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　中川京貴議員の米軍基地
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被害や事件・事故等に関する御質問のうち、嘉手納飛
行場における悪臭、騒音調査をしているかという趣旨
の御質問についてお答えいたします。
　県では、平成９年３月以降、地元嘉手納町、北谷町、
沖縄市、うるま市等と連携しまして、計21地点で嘉
手納基地の騒音を常時監視しております。その結果に
よりますと、平成30年の結果では、21測定局中８局
で、環境基準を達成していないということが判明して
おります。そのため、令和元年９月10日に在日米軍
沖縄地域調整官宛て、騒音被害の軽減について要請を
行っているところでございます。また、同基地からの
悪臭につきましても、地元嘉手納町と連携して調査を
行っておりまして、令和元年度は悪臭がひどい状況に
なったときに嘉手納町の職員がその大気を取りまして
分析をしております。その結果によりますと、環境基
準に当てはめると超過はしていない状況にはございま
すが、これにつきましても昨年９月11日に沖縄防衛
局長宛て、排気ガスの悪臭の実態を把握するための調
査の実施や、その公表、それから有効な対策を講ずる
ことというような要請を発出しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　中川議員の危険物取扱
い施設に係る対応につきましてお答えいたします。
　県としましては、６月30日に嘉手納飛行場に立入
調査を行い、火災現場を確認した上で、在沖米空軍に
対し、火災発生原因の究明と再発防止策の徹底及び県
や関係自治体へのスムーズな情報伝達が行える連絡体
制の構築を口頭で申し入れたところでございます。
　御質問のありました要請につきましては、県の部長
クラスであります基地防災統括監、参事監において、
環境保健部の担当課長とともに対応したところでござ
います。引き続き丁寧な対応に努めてまいりたいとい
うふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　中川議員
の御質問にお答えいたします。
　まず１点目は、那覇空港に設置いたしましたＴＡＣ
Ｏのこれまでの実績でございますけれども、６月19
日に設置して７月６日　　　　昨日でございますけれど
も　　　　それまでの間、発熱を検知した方が４名いらっ
しゃいまして、そのうち３名の方が看護師において問
診を行っております。依頼しましたけれども、１名の

方は大変急いでおられるということでそのまま旅程に
戻られております。３件の方ですけれども、看護師が
問診をした結果、特段風邪症状以外はないということ
で、安静に過ごすよう促して旅程に戻したと。ただし、
この方々につきましても、しばらくの間、健康観察を
するようにということで、マニュアルに従いましてそ
の旨、促した上で、後日健康観察でフォローをしてい
くといったようなことを聞いております。
　そして、２点目ですけれども、知事におかれまして
はＴＡＣＯの開所式を含めて視察もしているところで
ございます。
　それから、そういったＴＡＣＯについての効果とい
いますか、そういったことについての御質問がござい
ましたけれども、このＴＡＣＯにつきましては、県と
それから観光関連団体も含め、さらには医学界からの
疫学的な専門的見地も頂きながらつくり上げたもので
ございまして、いろいろな条件、制約等ございますけ
れども、現時点で最も合理的な形のものではないかと
いうふうに思っております。しかしながら、いろいろ
なまたフェーズの変化とかあるいは外部環境の変化、
状況の変化とか、見据えましてよりいいものをつくっ
ていくということで絶えず見直しを図りながら改善も
図っていくそういうことで考えているところでござい
ます。
　それから各空港、港湾での対策ということでござい
ますけれども、それぞれ水際におきまして、非接触型
の体温計を設置いたしまして、これで対応しておりま
す。それで、発熱が検知されました方にはチラシを配
りまして、しかるべきところに連絡をするようにとい
うことで、協力を促して、そういった形で水際対策を
やっていくというところでございます。一方で、石垣、
宮古含めました、本土からの直行便が就航していると
ころなどにつきましては、那覇空港と同様にある意味
重要な空港ということもございますので、そこは那覇
空港のオペレーション、ある程度軌道に乗ってきたと
ころでもございますので、今現在宮古、石垣の関係団
体等と地元の医療体制等の状況もいろいろございます
ので、それぞれに意見交換をしながらその設置に向け
て準備を進めているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　豚熱対応に係る再質
問にお答えいたします。
　まず自衛的に処分した農家への支援についてお答え
します。
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　移動制限区域内の農場のうち、豚熱発生農場に近接
する１農場では、肥育豚91頭を国と協議をして、検
査で陰性を確認した上で、自衛のための処分をしてお
ります。現在、この当該農家においても先ほど答弁い
たしましたが、豚熱にかかる手当金等対策チームにお
いて、ヒアリング、話を聞きながらどのような要望が
あるのかも含めて確認をしているところです。そう
いった確認を通じて、支援対策についてもこれから検
討していくという状況であります。
　それから次に、制限区域内の農家への補償の進捗状
況ということでの質問にお答えいたします。
　まず、移動制限それから搬出制限を受けた農場につ
きましては、これまで６名体制であった評価チームを
本年４月に、19名体制に増強しまして、現在７班体
制で68の農場主に対してヒアリングを行っていると
ころです。68というかなり数の多い農場をヒアリン
グ等対応しておりまして、時間がかかっておりますが、
その中でもやはり、例えば伝票等の経営帳票等を一つ
一つ確認すること、それから農家からの、こういった
影響を受けたけれどもこういう支援はできないのかと
か、一つ一つ個別農家で状況が異なっておりますので、
68農家、一つ一つ丁寧にヒアリングをして対応して
いるところでありまして、可能な限り速やかに助成金
が支払えるように我々も必要に応じて、組織も増強し
ながら丁寧に各種手続を進めていきたいと考えており
ます。
　それから、宮古・八重山地域の種豚の導入について
の課題でありますけれども、それについてお答えいた
します。
　まず、宮古・八重山地域への種豚につきましては、
これまで本島地域から供給をされておりました。今回
の豚熱発生に伴って、本島地域では全養豚農家の飼養
豚に対してワクチン接種を行ったために、宮古・八重
山の農家が種豚を導入する場合は、県外、それから沖
縄本島以外の地域から導入することになります。現地
の状況を確認しますと、県外から種豚を導入して今つ
ないでいるというところと、それからワクチン接種前
に本島の家畜改良センターから種豚を導入して対応し
たという状況で、現在はそれで種豚を調達しているわ
けですけれども、今後は県外からの種豚それから精液
を導入するということになろうかと思います。その際
の支援対策の事業としては、農畜産振興機構が養豚経
営安定対策補完事業という事業を実施しておりまし
て、その事業を活用して種豚に係る支援をしていくと
いうことで、今後この事業を活用していきたいと考え
ております。

　県としては、関係機関と連携しながら、宮古地域、
八重山地域の養豚農家の経営に支障がないように支援
をしていきたいと考えています。
　それから、尖閣周辺諸島での漁船の追尾に関連して、
漁業者の意見を聞いたのかという再質問がありました
けれども、今般５月８日から９日にかけて、与那国町
で漁業者の漁船が中国公船に追尾されたという事態が
発生をいたしました。その後、県漁連会長、それから
漁業協同組合会長会の役員と面談いたしまして、意見、
状況を聞いております。漁業者からは尖閣諸島周辺の
海域においてかつてのように安全な操業ができる状態
に戻してほしいということ、それから緊張状態が高ま
ることがとても懸念材料であるという旨の意見がござ
いました。県のほうではそれに対応するために、漁
業者と漁業関係団体とも連携して５月25日に外務省、
水産庁等関係省庁に要請をいたしたところでございま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
　休憩いたします。
　　　午後１時56分休憩
　　　午後１時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　これまで答弁をさせていた
だいているとおり、部局においてしっかりと視察をさ
せていただき、その状況を副知事、私へと報告をいた
だいているということであります。
○議長（赤嶺　昇君）　中川京貴君。
　　　〔中川京貴君登壇〕
○中川　京貴君　それでは、再々質問を行いたいと
思っております。
　先ほどから、私の質問と答弁かみ合っておりませ
ん。知事も知事公室長もＳＡＣＯ合意は着実に進める
という答弁をしながら、ＳＡＣＯ合意にはしっかりこ
の移動型の撤去可能なヘリポートがあるのにもかかわ
らず、それは無視して進めるっていうことを私は理解
できない。今の基地を認めないんであるならば、知事
が私は辺野古に基地は造らさないというんだったらＳ
ＡＣＯ合意を認める必要ないんじゃないですか。その
矛盾を追及しているんですが、皆さんそれ分かってて
答弁してるんですか。ここに、知事見てください。（資
料を掲示）　知事もここにＳＡＣＯ合意を進めるって
書いてあるんです。このページにも、言いました。知
事公室長もここに書かれてるんですよ。ＳＡＣＯ合意
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を着実に進めると言いながら、またここでは進めない
と辺野古を造らせないという矛盾を指摘してるんです
よ。そうであるならば認めないって言えばいいんです
よ。撤去可能なヘリポートも認めないって一度でも言
いましたか。私は聞いた覚えありません。それマスコ
ミに確認してください。皆さんの矛盾を追及してるん
ですよ。それをしっかり答えていただきたい。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時59分休憩
　　　午後１時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○中川　京貴君　それと豚熱の件を言いますが、知
事、実はもう農家は死ぬか生きるかなんです。例の豚
熱で殺処分された農家は１頭につき恐らく大小を問わ
ず２万円前後の補助金が出ると思っています。殺処分
料も出ません。しかしながら、この協力した方々は屠
畜料も自分で払う。それと何の補償もない。まだそう
いう話合いも進んでいない。今、いつ頃どうやって補
償するかっていうことを聞いてるんですが、農林水産
部長もこれ明確に答えておりません。時期をはっきり
させてその補償についての支払いをしっかり明言して
いただきたい。
　そしてもう一つは水際対策、これは……
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時０分休憩
　　　午後２時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○中川　京貴君　先ほど、ＴＡＣＯの話しましたが、
離島における感染防止、水際対策、今答弁ありました
けれども、なぜ那覇空港と石垣、宮古一緒にやらなかっ
たんですか。石垣は国際空港なんですよ。宮古もそう
です。先ほど答弁では三、四名いて１人は問診もしな
いで帰したっていう話でありましたけれども、ここか
らが大切なことなんですよ。今ここで感染者ゼロを打
ち出してる沖縄で、もう少し真剣にそれをしっかり県
が主導権を持ってやるべきじゃないでしょうか。石垣、
宮古も一度出たらずっと広がってまた観光立県沖縄が
成り立たない。真剣に考えていただきたい。そういっ
た意味では、一日も早く石垣、宮古、水際対策。石
垣、宮古に着いてからも当然ですが、飛行機に乗る前
にしなければ意味がないと思っています。特に沖縄県
に入ってくる以前の空港で飛行機に乗る前の対策を沖
縄県から国、その関係者に要請をして、各空港でこれ
やらなければどんどん増えると思ってます。その心構

えがなってない。しっかり答弁していただきたい。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時２分休憩
　　　午後２時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　中川京貴議員の再々質問に
お答えします。
　私からはＳＡＣＯ合意を認めるか認めないかという
ことについて、改めてお答えいたします。
　私はＳＡＣＯ合意全体に関しては、今進められてい
る例えばキャンプ・キンザー返還でありますとか、嘉
手納基地以南の事業については、それは進めるべきで
あると認める立場でございます。しかし、撤去可能な
海上ヘリポート案は先ほども申し上げましたが、現時
点では政府内においては消失をしております。ですか
らそういうことに鑑みて私の政策、辺野古に新基地を
造らせないという現在の政策からすればＳＡＣＯ合意
案そのものが消失をしているということと重ねても何
ら変化はないものというふうに思っております。です
から普天間飛行場の速やかな運用停止を含む一日も早
い危険性の除去は喫緊の課題であり、現在の工事を中
止して沖縄県と日本政府において、対話の場を設けて
いただきたいということをぜひ政府にもお求めいただ
ければと思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　豚熱の発生に伴う制
限区域内の農家への支援、補償について再々質問にお
答えをいたします。
　まず今回の豚熱に伴う経営支援については、一つは
殺処分を受けた直接被害を受けた農家、10農場、こ
れにつきましては、先ほど答弁しましたが10農場に
ついては、県と精算対象の農家とは算定額の調整は進
んでおります。それで、その後この補償は国が10分
の10見ておりますので、国に対してこういう算定結
果になりましたという調整を行います。それを今して
いるのが６農場で、４農場は既に申請に入っていると
いうことと、６農場については算定は終わって国との
最終の調整を行っているという状況でございます。
　それからもう一つ、制限区域の農家68農場につい
ては、殺処分はありませんでしたが、制限を受けて、
出荷が長期間できなかったということで豚が規格外に
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なり豚の価値が下がっているという影響もあります
し、その間餌代とかそういった多くの経費が出荷遅延
によってかかっております。そういう経費を一つ一つ
農家と確認をしながら算定をするという作業を現に
行っております。それが先ほど申し上げました、ヒア
リング等の確認でございます。この確認をした後、最
終的に農家もこの金額でという一定程度の調整がつけ
ば、また国に一定の調整結果を調整しながら最終的な
額を決定するといった作業をしなければいけません。
　そういうことで、確かに時間を要しておりますが、
我々としましては、その一つ一つ農家によっても経費
は違ってきますので、そういったものを一つ一つ確認
しながら、できるだけ可能な限り早めに支援を進めて
いきたいということで現在まさに作業を進めていると
ころであります。御理解のほどよろしくお願いいたし
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　中川議員
の宮古・八重山へのＴＡＣＯ設置の件、再々質問にお
答えをしたいと思います。
　ＴＡＣＯの那覇空港への設置の経緯について若干先
ほど申し上げたとおりでございますけれども、何しろ
これは新しい試みでもございますので、実際に運営を
し、いろんな経験といいますか状況も経験する中で例
えばここはもう少しこうしたほうがいいだろうとか、
そういった改良を加えていくことも出るだろうという
認識の下、那覇空港である程度順調な滑り出しという
ものを確認してから離島への設置もするべきだろうと
いうことで、そういった認識の下で今に至ったもので
ございます。設置から２週間程度経過して、ある程度
細かい部分のオペレーション等々も確認できたかなと
いうふうに思っておりますので、今早急に進めている
ところでございます。
　地元自治体ですとか、関係機関とも一緒になってま
さに中川議員がおっしゃるようになるべく早くという
ことで推進させていただいているところでございま
す。
　どうか御理解賜りたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　沖縄着航空便の出発時に
おける対策という趣旨の御質問についてお答えいたし
ます。
　沖縄は空路が主な交通手段になりますので、搭乗前

の対策が必要であるということで、これ全国知事会を
通して提案してきました。その結果現在、国において、
沖縄出発便のある主要６空港、羽田、成田、中部国際、
伊丹、関西国際、それから福岡、この６空港の保安検
査場前にサーモグラフィーが設置され、発熱者に対し
て注意喚起を図る措置が取られているということでご
ざいます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
　　　〔島袋　大君登壇〕
○島袋　　大君　すみません、始める前に取下げお願
いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時11分休憩
　　　午後２時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島袋　　大君　このたび九州南部を中心に続く豪
雨の影響によりお亡くなりになられた方と御遺族に心
からお悔やみを申し上げるとともに、被害に遭われた
皆さんに対しお見舞いを申し上げます。その中でも、
今現状は国難と言われている新型コロナウイルスの脅
威と一緒になってこの災害豪雨が来ているわけであり
ます。大変厳しい状況の行政の皆さん方や地域の皆さ
ん方の思いがあると思っています。
　知事、ここは知事の先ほどの答弁で県からも派遣を
されたということでありますけれども、我々沖縄県も
いつ何どきこういう災害が起こるか分かりません。ま
してや台風が来る季節になりますので、同じような状
況になったときにこの避難所、３密を避けてもろもろ
あるかもしれませんけれども、そういったカリキュラ
ムを早急に沖縄県つくっていただいて、市町村に指示
が下ろせるような体制を取っておかないと、同じよう
な状況が来たときには我々は何のために派遣したかと
いう、見習わないといけない状況が来ますので、そこ
はひとつ御理解をお願いしたいと思っています。
　それでは沖縄・自民党を代表して、通告に従い質問
をいたします。
　まず１、普天間飛行場の早期返還問題についてであ
ります。
　普天間飛行場の危険性の除去及び早期返還について
は、県政の交代や知事の姿勢により対応の方針が変わ
り実現に結びつかないのが現状であります。
　翁長前知事が辺野古移設阻止を掲げ、裁判闘争を含
む国との全面対立に入り、その遺志を継ぐとする玉城
現知事も対立路線をひた走っている状況にあり、肝腎
な普天間飛行場の返還問題は置き去りにされ続けてい
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るのが現状であります。
　このような中、県が設置した米軍基地問題に関する
万国津梁会議は、在沖米軍基地の整理縮小に関する提
言を知事に提出しております。
　報道にあるとおり、普天間飛行場の危険性を除去す
る方法としては長い時間がかかる名護市辺野古移設は
現実的ではない、在沖海兵隊基地を県外・国外に分散
移転することが合理的、日本・米国・沖縄の有識者で
構成する専門家会議の設置などが主な提言の内容であ
ります。
　県は、この提言の内容で閉鎖状態が続く辺野古移設
問題の解決の道筋ができたとしているようであり、普
天間飛行場の危険性の除去の方策について国への回答
と考える向きもあるようでありますが、歴代の県政が
基地の整理縮小を求めてきた理由や論理とほとんど変
わらず、とても国を説得できる内容とは思えません。
　また、県の代替案とするには、県内移設を条件とす
る日米合意を覆すほどの具体性が見られないのであり
ます。
　翁長前知事から続くオール沖縄県政は、辺野古移設
を阻止すると県民と約束をしていながら、５年を経過
しても依然工事を止めることはできず埋立工事を許し
ているのが現状なんです。
　大浦湾側埋立地域の軟弱地盤の存在が移設そのもの
を不可能ならしめると県は主張しているが、それなら
国の大浦湾側の軟弱地盤の地盤改良工事に伴う設計概
要変更承認書の受理を拒否すべきではありませんか。
県はあっさり受理し審査を開始しております。審査は
越年とするとしておりますけれども、受理したことは
申請書が適正になされたことを証明しており、審査す
る以上、何度質問を繰り返しても法令に違反していな
い以上、最終的には許可せざるを得ないのであります。
　結局のところ、サンゴの特別採捕許可申請に係る農
林水産相の是正指示について、係争委に審査を申し出
て最終的には裁判闘争と、県が取り得る手段は、埋立
工事を遅らせることしかないのであります。
　一方で知事は、国との裁判で、最高裁の判断が示さ
れたらこれに従うと明言しております。そして、最高
裁で違法な国の関与、裁決の取消しを求める県の上告
は棄却されて、県の敗訴が確定しております。
　知事は、自らが公に表明したことは守るべきであり
ます。
　そこで伺います。
　国は、大浦湾側の地盤改良工事に伴い埋立地の設計
を変更する設計概要変更承認書を県に提出しました。
県は、審査は越年するとしているが、申請書は法令に

のっとり適正になされているものであるか伺いたい。
　(2)、県はこれまで設計変更に係る承認申請がなさ
れた場合、承認しないとの姿勢でありました。なぜ、
変更申請書の受け取りを拒否せず受理したのか。変更
申請書の内容に不備がなければ許可するとの姿勢であ
るか伺いたい。
　(3)、知事は、国との裁判で最高裁の判断が示され
たらこれに従うと明言をしております。違法な国の関
与、裁決の取消しを求める裁判で、最高裁は県の上告
を棄却し、県の敗訴が確定しております。知事の姿勢
を伺いたい。
　(4)、サンゴの特別採捕許可申請に係る農林水産相
の是正指示について、係争委は県の主張を退けた。県
の対応について伺いたい。
　(5)、辺野古移設工事の中止を求め、米国連邦地裁
に提起された沖縄ジュゴン訴訟は、控訴審においても
国防総省側の主張を全面的に認めた連邦地裁の判決を
支持し原告側の敗訴となった。知事の見解を伺いたい。
　(6)、普天間飛行場の全面返還が日米合意されてか
ら24年が経過しながら、いまだに実現していない。
この現状について責任は国だけにあるのか、県にはな
いのか。知事の認識を伺いたい。
　(7)、万国津梁会議の米軍基地の整理縮小に関する
提言について、これまでの県の主張と提言の内容との
違い、今後の県の基地問題対策への影響、提言の実現
に向けた具体的な取組、また、この案が県の代替案と
なり得るのか伺いたい。
　(8)、知事は、この提言を踏まえ、全国知事会で問
題意識を共有するとの考えを示したようだが、具体的
にどのように全国知事会に提案し、沖縄の基地の整理
縮小について全国知事会の共有事項とするのか伺いた
い。
　(9)、本県の基地整理縮小や訓練等の分散を図る候
補地として、鹿児島県馬毛島の活用を国に要請する考
えはないか伺いたい。
　(10)、万国津梁会議委員の報酬２万7000円につい
ては、これまで問題ないとしてきた。今後、変更する
考えはないのか伺いたい。
　２、沖縄振興策の推進について。
　観光を中心に景気の好転が続く本県の企業活動は全
国一元気があると言われ、雇用環境も好調に推移する
中、新型コロナウイルスの感染拡大で、県経済は一気
に冷や水を浴びせられた感があります。
　懸念される第２波、第３波が医療体制が脆弱な本島
北部や離島で起これば、北部医療の崩壊は免れず、県
全体への波及、県経済は壊滅的な打撃を受けるのは避
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けられません。
　今後の県経済の行方は、観光のいかんにかかってい
ることは間違いないことから、いかに上手にコロナと
関わって県内外から観光客を呼び戻すのか、県の対応
が試されております。また２年後には、これからの本
県経済を左右される大きな問題が待ち構えておりま
す。現在県が進めている沖縄振興特別措置法の延長や
次期振興計画の策定に向けた作業があります。
　復帰後から進められてきた沖縄振興計画は、第５次
に及び2022年３月末で期限が切れることから、県は、
新たな10年間の振興計画の策定を国に求めるため作
業を進めております。振興計画策定の根拠となる沖縄
振興特別措置法もこれまで10年ごとに４回も延長さ
れてきております。
　戦後50年も振興計画が策定されてきて、さらに新
たに10年間の振興計画を求める上で、いかに国の理
解を得るか、沖縄の特殊事情というこれまでの理由づ
けを乗り越えるだけの理論武装が必要であることは論
を待たないと考えます。
　以上を述べ、質問いたします。
　(1)、復帰48年が経過し、本土との格差是正に向け
た社会資本の整備も進み、2002年第４次振興計画か
らは民間主導の自立型経済の構築を目指してきた。こ
の間、県民生活や県経済の発展等知事はどのように評
価し、また分析・総括するのか伺いたい。
　(2)、沖縄振興の根拠法である沖縄振興特別措置法
で振興計画を講ずる目的として、４つの特殊事情を挙
げている。さらなる延長を求めるに際し、復帰後50
年を経過してなお、戦後四半世紀余にわたり施政権の
外にあったこと、離島が散在する地理的事情、亜熱
帯・海洋性気候が特殊事情になると考えているか伺い
たい。
　(3)、県が目指す自立型経済は、移輸出型産業で県
外・海外から投資を呼び込み域内産業の活性化を図り、
域内経済の発展を実現することとされ、そのためアジ
アの活力を取り込むとしているが展望が見えない。さ
らなる10年の振興計画を求めるのであれば、具体的
な道筋を示し明確な理論構成が必要ではないか伺いた
い。
　(4)、衛藤沖縄担当相は、沖縄振興特別措置法や振
興計画の継続について、単純延長に疑問を呈している。
製造業の育成が進んでいないことなど課題も多い。知
事は、衛藤沖縄担当相の発言をどう受け止めているの
か、見解を伺いたい。
　(5)、県民所得は５年連続の増加となったようだが、
依然全国とは大きな開きがあります。県経済は目覚ま

しい伸びを示しているが、県民所得が大幅な伸びとな
らないのはなぜか伺いたい。
　(6)、経済金融活性化特区における誘致企業数と雇
用数、撤退した企業数、また、税制の優遇措置の見直
しの必要性、今後さらなる発展を図る上で解消すべき
問題点や課題等について伺いたい。
　(7)、新型コロナウイルス感染症の拡大は県経済に
甚大な被害を及ぼした。観光をはじめ多くの産業が影
響を受けたが、県経済の落ち込みをどう分析し、試算
しているのか伺いたい。
　(8)、県は、2021年３月末で切れる７つの沖縄税制
優遇制度の１年延長を求めるとしている。沖縄振興特
別措置法の延長も求めるとしていることから、複数年
の延長を要請してもよいと考えるが、県の対応につい
て伺いたい。
　３、県内産業の振興について。
　(1)、21世紀ビジョン基本計画が残り２年となった
中、県経済発展の振興の柱である県内産業の育成に関
し、立地・誘致を含め目標の達成度について伺いたい。
　(2)、県内の第２次産業の割合は、全国平均に比べ
大幅に低く、特に製造業は全国平均の４分の１程度
と言われております。復帰後50年近く経過しながら、
製造業の立地が進まない背景や要因は何か伺いたい。
　(3)、2019年の泡盛の総出荷量は前年比で4.9％減
少しております。15年連続での減少となっています。
県内における減少が最も大きいようだが、その要因と
県の対策は効果が出ていないのはなぜか、どこに問題、
課題があるか伺いたい。
　(4)、泡盛出荷量の低迷が続く中、県内泡盛業界が
コロナウイルス感染予防対策として製造している高濃
度泡盛について、販売出荷状況とコロナウイルス対策
だけにとどまらず、今後の泡盛業界の活性化につなが
る製品づくりにつながるものであるか伺いたい。
　(5)、コロナウイルスの影響で、県内の飲食業界は、
加盟する約1000件中、半数の店舗が休業し、事業の
再開や雇用の継続に苦慮している。運転資金を含め県
の支援体制と倒産、廃業した件数を伺いたい。
　(6)、コロナ禍における支援対策と県内中小企業の
国の緊急融資や債務保証等の資金繰り支援の活用状況
と県独自の支援対策について伺いたい。
　(7)、ツーリズムＥＸＰＯジャパン2020の沖縄開催
は、多くの関係者の熱意で沖縄開催が実現をしました。
現在の県の取組状況と知事の思いは今も変わっていな
いのか伺いたい。
　４、子ども・子育て支援についてです。
　(1)、令和２年度から６年度までの計画期間となる
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第二期黄金っ子応援プランについて、前計画の検証・
総括と残された課題、そして子ども・子育て支援のさ
らなる充実をどのように図るか伺いたい。
　(2)、放課後児童クラブの量的拡充を図り、登録で
きない児童の解消を2023年度末までに解消するとし
ております。そのためには、施設の整備拡充や運営費
等の支援など、課題が山積しております。どのように
課題を解決し解消を図るか伺いたい。
　(3)、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者へ
の支援について、認可保育所と認可外保育所に違いが
あるようであります。国及び県からの支援でどのよう
な違いがあるのか伺いたい。
　(4)、医師や看護師など医療関係者の子供が、保育
所などから登園や親のデイケア介護の通所を断られる
など、医療従事者に対する偏見が問題となっておりま
す。本県における状況と県はどのように対応している
のか伺いたい。
　(5)、例年４月に実施される保育士試験が見合わさ
れていますが、待機児童が多い本県において保育士確
保は不可欠であります。処遇改善を含め県の対応を伺
いたい。
　(6)、新型コロナウイルスの感染拡大により、外出
自粛などで児童虐待が増加しているようである。厚労
省は各都道府県に調査し対応件数の報告を求めたが、
本県の状況と県の対応を伺いたい。
　(7)、改正児童虐待防止法と子どもの権利を尊重し
虐待から守る社会づくり条例が施行されました。いず
れにも罰則規定はありませんけれども、児童虐待をな
くし子供の権利を守るための実効性をどう確保するの
か伺いたい。
　５、教育・文化・スポーツの振興について。
　(1)、県立学校は、６月１日から通常授業が始まっ
たが、学校内でのコロナウイルス対策や授業の在り方、
子供たちの心のケア等、対応は万全であるか伺いたい。
　(2)、休校の長期化で学習の遅れが出ております。
コロナ対策も進める中で、今年度中での学習の遅れを
どう取り戻すか、また、中学や高校へ進学する生徒へ
の対応はどうなるのか伺いたい。
　(3)、休校中の学習としてオンライン教育が注目を
されております。本県における取組状況と今後の教育
の在り方として充実させる必要はないのか伺いたい。
　(4)、全国高校野球大会、甲子園が中止となり、高
校総体、インターハイ及び全国中学校体育大会も初め
て中止となっております。選手の安全性確保の優先が
理由とされておりますけれども、県教育委員会の見解
と今後県内で何らかの方法で大会開催もあるのか伺い

たい。
　(6)、県内の文化・芸能団体等は、コロナウイルス
感染の影響で経済損失が甚大で本県独特の文化水準の
低下が懸念されるとして支援を求めています。県の考
えを伺いたい。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　島袋大議員の御質問にお答
えいたします。
　まず、普天間飛行場の早期返還問題についての御質
問の中の１の(7)、万国津梁会議の提言についてお答
えいたします。
　米軍基地問題に関する万国津梁会議の提言は、アジ
ア太平洋における近年の安全保障環境や米軍の戦略の
変化等の軍事的合理性を踏まえた上で、米軍基地の整
理縮小についての議論を重ねて策定されており、これ
までの県の主張を改めて裏づけるものであると考えて
おります。
　沖縄県としては、今後、日米両政府に要請するに当
たり重要な論拠の一つとして活用するとともに、県の
政策や取組に反映していきたいと考えております。
　次に、沖縄振興策の推進についての御質問の中の２
の(1)、沖縄振興開発計画及び沖縄振興計画の評価に
ついてお答えいたします。
　３次にわたる沖縄振興開発計画では、社会資本整備
を中心とした格差是正を、その後の沖縄振興計画及び
沖縄21世紀ビジョン基本計画では、民間主導の自立
型経済の構築を基本方向の一つとして施策の展開が図
られ、成果を上げてまいりました。これにより、平成
29年度の県内総生産は４兆4141億円、令和元年の有
効求人倍率は1.19倍と復帰以降最高を記録しており、
完全失業率は令和元年で2.7％となり、復帰以降最低
となっております。その一方で、県民所得の向上等は
いまだ十分ではなく、自立型経済の構築は、なお道半
ばにあります。また、離島の条件不利性、米軍基地問
題など沖縄県が抱える特殊事情から派生する固有課題
や子供の貧困の問題、雇用の質の改善などの重要性を
増した課題もあります。加えて、今般の新型コロナウ
イルスの感染拡大が県経済に甚大な影響を及ぼしてい
ることから、経済回復の施策に取り組むとともに、引
き続きこれらの課題の解決に向けて全力で取り組んで
まいります。
　次に、子ども・子育て支援についての御質問の中の
４の(7)、子どもの権利尊重条例の実効性についてお
答えいたします。
　子どもの権利尊重条例では、子供の権利を保障し、
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県や県民、関係団体等の責務を明確化するとともに、
県が実施する主な施策の基本事項を規定しておりま
す。沖縄県ではこれらに基づき、子供の意見を聴取す
る制度の創設など虐待の早期発見のための環境整備
や、民間支援プログラムを活用し、虐待を受けた子供
や保護者の支援の充実を図ることとしており、社会福
祉審議会の意見も聞きながら条例の実効性を確保して
まいります。
　沖縄県としましては、本条例の施行と施策の実施に
より、関係機関と県民が一丸となって、全ての子供が
将来に夢と希望を持ち、健やかに成長することができ
る誰ひとり取り残すことのない社会の実現に向け、全
力で取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、普天間飛行場の
早期返還問題についての御質問のうち(1)、変更承認
申請書の受理及び審査についてお答えいたします。１
の(1)と１の(2)は関連しますので一括してお答えさせ
ていただきます。
　沖縄防衛局は本年４月21日、公有水面埋立法第42
条第３項により準用する第13条の２第１項の規定に
基づき、埋立地用途変更及び設計概要変更承認申請書
を提出しております。
　県においては、申請に必要とされる書類が全て添付
されていたことから、同日付で受理しております。現
在、形式審査を実施しているところであり、今後、内
容審査において、公有水面埋立法第４条第１項及び第
２項の適合状況を確認し、承認の可否について判断す
ることとしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　それではお答えいたし
ます。
　１、普天間飛行場の早期返還問題についての(3)、
最高裁判決を受けた知事の姿勢について。
　今年３月の関与取消訴訟に係る最高裁判決では、公
有水面埋立法に基づき承認を受ける国の立場が固有の
資格ではなく、一般私人と同じ立場であると判断し、
結果として沖縄防衛局長による審査請求を認めており
ます。しかしながら、当該判決では、県が行った埋立
承認取消しの適法性や国土交通大臣の裁決理由の誤り
などについて判断が示されたものではないため、県と

しては、引き続き抗告訴訟において、国土交通大臣が
行った裁決の取消しに向けて全力を尽くしてまいりま
す。
　同じく１、普天間飛行場の早期返還問題の(5)、ジュ
ゴン訴訟に対する県の見解について。
　日米の自然保護団体が米国で提訴したジュゴン訴訟
について、去る５月の控訴審判決により原告が敗訴し
たことは承知しております。県は、当該ジュゴン訴訟
の審理結果によっては辺野古新基地建設工事に影響が
あることから、平成30年４月に、利害関係者である
県と協議することを国防総省に求めましたが、審理が
終結し、原告が敗訴したことについては、残念に思っ
ております。
　同じく１の(6)、普天間飛行場が返還されないこと
の責任についてお答えします。
　平成８年４月に橋本総理とモンデール駐日米国大使
が共同記者会見を行い、普天間飛行場の全面返還に日
米で合意したことを発表しました。しかしながら、県
内移設が条件とされ、県民の理解が得られないまま進
められてきたことが、今日まで返還に至っていないこ
とにつながっているものと考えております。また、辺
野古新基地建設については、防衛省から、統合計画に
示されている提供手続の完了までに要する期間が約
12年になることが公表され、辺野古移設では、普天
間飛行場の一日も早い危険性の除去にはつながらない
ということが明確になりました。日米両政府において
は、辺野古が唯一の解決策という固定観念にとらわれ
ず、県との真摯な対話に応じるよう強く求めてまいり
ます。
　同じく１の(8)、万国津梁会議の提言の全国知事会
との共有について。
　今年３月に開催した第４回米軍基地問題に関する万
国津梁会議に知事が出席し、在沖米軍基地の整理縮小
についての提言を受領するとともに、委員との意見交
換を行っております。その際、全国の基地を抱える自
治体がそれぞれ行っている対策等の情報を集積して日
米地位協定の見直しにつなげるという意見に対し、知
事から全国知事会において各都道府県と連携すること
について言及しております。
　県としては、昨年度の議論に加えて、今年度の万国
津梁会議における日米地位協定の議論の内容等を含
め、全国知事会と提言の内容を共有するなど、連携し
て日米地位協定の見直しや基地の整理縮小に向けて取
り組みたいと考えております。
　同じく１の(9)、馬毛島の活用についてお答えいた
します。
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　防衛省の馬毛島における自衛隊施設の整備計画によ
ると、自衛隊馬毛島基地（仮称）は、普段は自衛隊が
主に訓練場として使用するほか、米空母艦載機離着陸
訓練、ＦＣＬＰに使用することを検討していることが
示されております。
　県は、航空機騒音等の沖縄の基地負担軽減を図るた
め、県外・国外へのより一層の訓練移転が必要と考え
ております。自衛隊馬毛島基地（仮称）につきまして
は、整備状況や利用計画なども含め、引き続き情報収
集に努めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　１、普天間飛行場の
早期返還問題についての御質問の中の(4)、国地方係
争処理委員会の結論に対する県の対応についてお答え
します。
　国地方係争処理委員会の結論については、６月22
日に県に通知が到達したところであります。現在、そ
の内容を精査しているところでありますので、今後、
その結果を踏まえ対応を検討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、普天
間飛行場の早期返還問題についての(10)、万国津梁会
議の委員報酬についてお答えいたします。
　今年度の米軍基地問題に関する万国津梁会議の委員
の報酬については、昨年度同様、知事が特に命ずる事
項について調査研究し、知事に進言することを職務と
する沖縄県政策参与の金額に準じた日額２万7000円
に設定をしたところです。
　続きまして３、県内産業の振興についての(7)、ツー
リズムＥＸＰＯジャパン2020沖縄開催についてお答
えいたします。
　県においては、ツーリズムＥＸＰＯジャパン2020
の開催に向け、主催者と連携し、ツーリズムＥＸＰＯ
ジャパン2020開催地連絡協議会並びに同応援団を結
成し、開催機運の醸成を図ってまいりました。このよ
うな中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により
開催が危ぶまれましたが、感染症対策を徹底した上で
の開催が決定されたところであります。
　県としましては、本イベントの開催を通して、落ち
込んだ観光需要の回復のきっかけとするとともに、感
染予防対策の徹底など、新しい生活様式でのイベント
の在り方を示すことで、安全・安心な観光地沖縄を発

信していきたいと考えております。
　続きまして５、教育・文化・スポーツの振興につい
ての(6)、県内の文化・芸能団体等への支援について
お答えいたします。
　文化芸術は、人々が心豊かに生き、活力ある社会を
築いていく基盤として本県の発展に欠かせないもので
あります。県では、ちばらな文化芸術プロジェクトと
して、文化芸術に関わる方々が各種支援策を活用し、
今後の文化芸術活動が継続できるよう案内窓口を５月
に設置しております。また、６月補正予算においては、
沖縄の文化芸術が再び歩み出せるよう、新しい生活様
式に対応した取組や、ライブハウスや劇場等の文化芸
術施設の運営者が行う配信に係る取組を支援する事業
を計上したところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　２、沖縄振興策の推進に
ついての(2)、沖縄の抱える特殊事情についてお答え
いたします。
　沖縄振興の根拠法である沖縄振興特別措置法の立法
目的について、国は沖縄の４つの特殊事情に鑑み、特
別措置を講ずると説明しております。この４つの特殊
事情には、戦後四半世紀余りにわたり我が国の施政権
の外にあったこと等の歴史的事情のほか、広大な海域
に多数の離島が散在し本土から遠隔にあること等の地
理的事情、我が国でもまれな亜熱帯・海洋性気候にあ
ること等の自然的事情、我が国における米軍専用施設・
区域が集中していること等の社会的事情の４つがある
とされております。これらの特殊事情に基因する諸政
策課題はいまだ解消されていないことから、県としま
しては、引き続き新たな振興の在り方などを総合的に
検討しながら、市町村と連携し国との調整等を進めて
いきたいと考えております。
　同じく２の(3)、県が目指す自立型経済についてお
答えいたします。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき実
施してきた各種施策や、沖縄振興特別措置法等に規定
する各種制度について、成果や課題等を検証するため
本年３月に総点検報告書を取りまとめたところであり
ます。自立型経済の構築を含む新たな振興計画につい
ては、総点検の結果やソフトパワーを生かした持続可
能な発展など４つの枠組みから成る新沖縄発展戦略を
踏まえるとともに、ＳＤＧｓを反映させ、本年中に新
たな振興計画の骨子案を取りまとめ、市町村や経済団
体等から広く御意見を伺うとともに、国と連携を図り
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ながら策定してまいりたいと考えております。
　同じく２の(4)、沖縄担当大臣の発言についてお答
えいたします。
　先月18日に開催された衆議院沖縄及び北方問題に
関する特別委員会において、衛藤沖縄担当大臣は、沖
縄振興について検証中であることから、この評価や継
続の可能性はまだ白紙であると答弁しております。県
では、令和元年度に沖縄21世紀ビジョン基本計画の
これまでの成果や課題等を検証した総点検報告書を取
りまとめたところであり、今後は、点検作業を実施し
ている国と連携しながら、新たな沖縄振興の在り方な
どを総合的に検討していきたいと考えております。
　同じく２の(5)、県民所得の格差についてお答えい
たします。
　平成29年度の１人当たり県民所得は、234万9000
円と好調な経済を背景に５年連続で増加し、全国の所
得水準との比較では平成24年度の69.9％から平成29
年度の74.2％と格差は縮小しておりますが、依然と
して全国一低い水準にあります。その要因としては、
県内産業の労働生産性が全国の７割程度にとどまって
いることや、全国に比べ賃金水準が低いことなどが影
響しているものと考えております。
　県としましては、新型コロナウイルスにより深刻な
影響を受けた県経済の回復に全力で取り組むととも
に、県内企業の稼ぐ力や労働生産性、地域経済の循環
を高めていく施策を展開することにより、強い経済構
造を構築し、県民所得の向上につなげていきたいと考
えております。
　同じく２の(6)、経済金融活性化特別地区について
お答えいたします。
　経済金融活性化特別地区においては、令和２年３
月末現在、金融及び情報通信関連企業47社が立地し、
1170名の雇用が創出されております。一方、本制度
が創設された平成26年度以降、他地域への移転や本
社との統合、廃業等により20社が撤退しております。
本制度は、所得控除や投資税額控除について、ほかに
例のない高い控除率や控除期間が措置されており、企
業誘致のインセンティブとして有効であると考えてお
ります。立地企業においては、人材の確保・育成等が
事業を拡大する上での課題になっていると伺っていま
すので、これらを解決するための制度について幅広く
議論を進めてまいります。
　同じく２の(7)、新型コロナウイルス感染症の県経
済への影響等についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の県経済への影響につい
て、観光面では、５月の入域観光客数が前年比で約

95％減と大幅に減少し、主要ホテルの客室稼働率は
10％を下回っています。また、百貨店・スーパーの
販売額やレンタカー登録台数も減少しております。加
えて、県民や事業者の活動自粛等により、飲食業、小
売業、娯楽サービス、交通運輸、農業など多岐にわた
る業種で多大な影響を受けており、沖縄経済はかつて
経験したことがない深刻な事態になっていると考えて
おります。雇用面では、５月の完全失業率が3.4％と
前年より0.7ポイント悪化し、有効求人倍率も0.78倍
と１倍を下回っております。今後は、新規求人の減少
による雇用情勢の悪化が懸念されます。
　同じく２の(8)、令和３年度税制改正要望について
お答えいたします。
　沖縄関係税制は、制度の根拠となる沖縄振興特別措
置法の終期が迫っていることから、その適用範囲内と
なる１年間の延長を要望することとしております。な
お、酒税の軽減措置については、復帰特別措置法が根
拠となっており、法律自体に期限の定めはございませ
ん。しかし、令和４年度以降の在り方については、総
点検の結果や新沖縄発展戦略を踏まえた新たな振興計
画と整合を図る必要があることから、沖縄振興特別措
置法を根拠とする他の沖縄関係税制と同様に、１年間
の延長を要望することとしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　３、県内産業の振興
についての御質問の中の(1)、21世紀ビジョン基本計
画における目標の達成状況についてお答えいたしま
す。
　沖縄21世紀ビジョン基本計画における主な成果指
標のうち、臨空・臨港型産業の新規立地企業数につい
ては、令和３年度の目標値260社に対し、平成30年
度の実績値は208社、達成率は80％となっておりま
す。また、情報通信関連企業の立地数については、目
標値560社に対し、平成31年１月現在の実績値は470
社、達成率は84％となっております。
　県としましては、本県の地理的優位性を生かし、税
制優遇措置や各種誘致支援制度等の活用を促進するこ
とにより、目標達成に向け、引き続き取り組んでまい
ります。
　同じく３の(2)、製造業の立地が進まない背景等に
ついてお答えいたします。
　製造業は、農林水産業や観光産業など他産業への経
済波及効果が高く、県内自給率の向上により域内の経
済循環を高めるなど、地域経済を牽引することのでき
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る重要な産業であると認識しております。沖縄県では、
国際物流拠点産業集積地域を中心に企業誘致を積極的
に行った結果、令和２年５月末現在で、うるま・沖縄
地区に72社、那覇地区に15社が立地しており、立地
企業数は着実に増加しております。その一方で、立地
企業等からは、割高な輸送コスト、高度技術や専門知
識を有する人材不足及びサポーティング産業の集積不
足等の課題が提起されております。
　沖縄県としましては、これらの課題解消に取り組み、
半導体や電子部品など高付加価値かつアジア圏域を商
圏とする製造業の立地を推進していきたいと考えてお
ります。
　同じく３の(3)、泡盛出荷量減少の要因と対策、課
題についてお答えいたします。
　泡盛出荷量の減少につきましては、若者のアルコー
ル離れや消費者嗜好の多様化、他の酒類との競合激化
等の要因があると考えております。県では、泡盛産業
におけるリーディング企業の育成を図るため、消費者
嗜好に対応した商品開発やマーケティングのハンズオ
ン支援を行うとともに、経営が厳しい酒造所へ専門家
を派遣し、経営に関する助言や指導を行うなど、経営
状況に応じた総合的な支援策を展開しておりますが、
出荷量増加に至っていない状況にあります。泡盛の出
荷量拡大に向けた酒造組合や国、関係者との意見交換
では、方策の一つとして、業界全体で泡盛の魅力を再
構築するなど、泡盛のリブランディングが必要である
との意見がありました。
　このため、県としましては、これまでの取組に加え、
泡盛業界と連携し、泡盛のブランディング強化を図り、
泡盛産業の振興に取り組んでまいります。
　同じく３の(4)、高濃度泡盛の販売出荷状況と今後
についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、国が令和２
年４月10日付通知において、アルコール度数が高い
酒類を手指消毒液の代替品として使うことを特例的に
認めたことや、県内団体等からの要望もあったことか
ら、県内の23酒造所において、高濃度泡盛が製造され、
５月末時点で80.1キロリットルが出荷されたと聞い
ております。高濃度泡盛は、県内酒造所が有する泡盛
製造の技術と設備を有効活用し、感染症対策として社
会貢献につながる、意義ある取組であると考えており
ます。高濃度泡盛の製造販売は期間限定ではあります
が、泡盛業界としても新たな取組であり、引き続き今
後の展開について、業界と意見交換をしてまいりたい
と考えております。
　同じく３の(5)、飲食業に対する運転資金を含めた

県の支援策についてお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、
経済的な影響を受けている飲食業等の事業者を対象と
して10万円を支給するうちなーんちゅ応援プロジェ
クトを本年４月30日から実施しております。さらに、
５月１日からは、同感染症により影響を受けた飲食業
を含む中小企業者に対し、３年間実質無利子、保証料
ゼロ、据置期間５年以内の新型コロナウイルス感染症
対応資金を創設し、資金繰りを支援しております。な
お、民間の調査機関によりますと、新型コロナウイル
ス感染症関連で、県内では３件の倒産が報告されてお
り、うち１件が飲食業となっております。また、関係
団体等からの聞き取りによると、飲食業関連の廃業と
思われる事例が30件確認されております。
　同じく３の(6)、国の緊急融資等の活用状況と県の
支援対策についてお答えいたします。
　沖縄振興開発金融公庫における新型コロナウイルス
感染症関連の融資実績については、６月28日時点で、
貸付実績決定件数が8807件、貸付決定金額が約1661
億円となっております。また、同感染症関連の信用保
証協会における債務保証については、６月26日時点
で、保証承諾件数が5543件、保証承諾金額が約816
億円となっております。県においては、去る２月３日
から、同感染症の影響を受けた中小企業者を融資対象
とした低金利で保証料ゼロの中小企業セーフティネッ
ト資金を開始するとともに、５月１日からは、３年間
実質無利子、保証料ゼロ、据置期間５年以内の新型
コロナウイルス感染症対応資金を創設しております。
さらに、６月22日から、本資金に係る融資限度額を
3000万円から4000万円に拡充し、中小企業者の資金
繰りの円滑化を図っているところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　４、子ど
も・子育て支援についての御質問の中の(1)、黄金っ
子応援プランの検証等についてお答えいたします。
　県は、平成27年度から令和元年度を計画期間とす
る、第一期黄金っ子応援プランに基づき、施設整備や
保育士確保に取り組んできたところであり、５年間で
約２万5000人の保育定員の増加が図られました。こ
れらの取組の結果、待機児童数は５年連続で減少して
おりますが、潜在需要の掘り起こしなどにより、待機
児童の解消には至っていないほか、児童虐待の深刻化
や幼児教育・保育の質の向上など、新たな課題も生じ
ているところです。第二期黄金っ子応援プランでは、
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第一期計画の取組及び新たな課題を踏まえ、幼児教育・
保育の無償化の影響を加味した教育・保育の提供体制
の確保や、児童虐待防止対策の強化、妊娠期から子育
て期までの切れ目のない支援を行う母子健康包括支援
センターの設置促進など、新たな施策を含む子育て支
援の拡充に取り組むこととしております。
　県としましては、引き続き市町村や関係機関と連携
し、第二期黄金っ子応援プランの着実な実施に取り組
んでまいります。
　同じく４の(2)、放課後児童クラブに登録できない
児童の解消についてお答えいたします。
　県では、令和２年度から６年度を計画期間とする第
二期黄金っ子応援プランに基づき、2023年度末まで
に登録できない児童の解消に取り組むこととしており
ます。放課後児童クラブ数は順調に増加しているもの
の、利用ニーズの高まり等により登録できない児童が
存在すること等が課題となっております。
　県としましては、引き続き市町村が行う公的施設活
用クラブの施設整備や運営費等に対する支援を行うこ
とにより、登録できない児童の解消に取り組んでまい
ります。
　同じく４の(3)、保育所と認可外保育施設への支援
についてお答えいたします。
　感染防止対策におきましては、保育所及び認可外保
育施設の両方を対象として、マスクや消毒液等の衛生
用品の購入費用への支援を実施しているところです。
また、保育所につきましては、感染拡大に伴う園児の
登園自粛があった場合でも、運営に係る給付費は通常
どおり支給されておりますが、認可外保育施設におい
ては、保護者からの利用料のみで運営されていること
から、感染拡大防止に協力いただいている認可外保育
施設に対し、県独自の取組として１施設当たり10万
円の支援金を交付することとしたところです。
　同じく４の(4)、保育所等における医療従事者等へ
の対応についてお答えいたします。
　保育所等においては、感染防止対策に留意しながら、
保育を継続して提供し、社会活動の継続を下支えして
おります。そのような中、一部保育所等において医療
従事者の子供が登園の自粛を求められたとする報告が
あり、県では、各市町村を通じ保育所等へ適切な対応
を求める通知をするとともに、知事からも県民に対し、
医療従事者への応援を呼びかけたところです。今回、
保健医療部が追加提案を予定している沖縄県新型コロ
ナウイルス感染症等対策に関する条例案においては、
県民及び事業者の責務として、感染者や医療従事者に
対する不当な差別的取扱い等を禁止する規定が設けら

れております。
　同じく４の(5)、保育士確保の取組についてお答え
いたします。
　令和２年保育士試験（前期）筆記試験につきまして
は、新型コロナウイルス感染症対策により、全都道府
県で中止となったことから、県では、受験機会の確保
等、例年の受験者と比較して不利益を被ることがない
よう、全国知事会を通して国に要望しているところで
す。待機児童を解消するためには、保育士の確保が重
要であることから、県では、新規保育士を確保するた
め、修学資金の貸付けや市町村が行う保育士試験対策
講座の実施費用を補助しており、潜在保育士に対して
は、就職準備金や未就学児の保育料の貸付け等の復職
支援を行っております。また、国における公定価格の
改定や、県独自の施策として保育士の正規雇用化や年
休取得、休憩取得及び産休取得の支援事業など処遇の
改善にも努めております。今年度から新たに、市町村
が実施する保育士確保に係る国庫補助事業の市町村負
担分への支援等を行っており、引き続き市町村と連携
して保育士の確保に取り組んでまいります。
　同じく４の(6)、新型コロナウイルス感染拡大によ
る児童虐待の状況と県の対応についてお答えいたしま
す。
　児童相談所における児童虐待相談対応件数は、速報
値で令和２年２月が75件、３月が81件、４月が73件、
５月が90件と増加傾向にあります。外出自粛や在宅
勤務などから親の生活不安やストレスによる児童虐待
が懸念される中、虐待防止を図るため、広く県民に対
し児童相談所虐待対応ダイヤル１８９（いちはやく）
の周知を新聞等で行ったところです。また今年度から
児童相談所において、新たに初期対応班を設置し、人
員の増を図るなど体制を強化したところであり、虐待
の早期発見・早期対応に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　５、教育・文化・スポーツ
の振興についての御質問の中の(1)、学校内での新型
コロナウイルス対策等についてお答えします。
　県立学校の学校再開後の新型コロナウイルス感染症
対策については、文部科学省から示された学校の衛生
管理マニュアルに基づき行っております。主な内容と
しましては、児童生徒に対する手洗いやマスクの着用
等の指導、教職員による健康観察、換気や消毒等の感
染予防対策を行っております。
　県教育委員会としましては、新型コロナウイルス感
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染症対策を徹底し、感染及びその拡大のリスクを可能
な限り低減した上で、学校教育活動を継続していきた
いと考えております。また、県立学校においては、学
校再開直後から欠席等が続く生徒の把握を行い、学級
担任を中心に保護者への連絡を行うとともに、養護教
諭、スクールカウンセラーや教育相談・就学支援員等
が連携し、生徒の心のケアに努めております。
　同じく５の(2)、休校による学習の遅れ等への対応
についてお答えします。
　学校再開後の学びの保障については、学習内容や夏
季休業期間の見直し等、各小中学校において様々な工
夫がなされております。小学校６年生、中学校３年生
への対応についても、学習内容を絞り込んで効率的・
効果的な指導に努めるとともに、家庭学習や補習授業、
個別指導等を行うなど、児童生徒の入試や進学につい
て影響が出ないよう取り組んでおります。
　同じく５の(3)、オンライン教育の取組についてお
答えします。
　小中学校及び県立学校においては、休校期間中ホー
ムページや郵送等により、各教科の学習課題を提示し、
学習の継続を図ってまいりました。また、県教育委員
会が推奨する学習支援ソフトなどを用い、動画配信等
のオンライン学習を行った学校もあります。学校再開
後は第２波に備え、職員研修を行い、オンライン学習
のための教材等を作成することを促すとともに、県立
総合教育センターにおいて、授業の参考動画を作成す
るなどの支援を行っております。
　県教育委員会としましては、子供たちの学びの保障
のための環境整備を早急に進め、ＩＣＴの活用による
オンライン教育の支援に努めてまいります。
　同じく５の(4)、全国大会の中止と代替大会の実施
についてお答えします。
　中学校、高等学校の全国大会の中止については、各
主催団体が選手、大会役員など、大会に関わる全ての
方々の安全・安心を最優先し、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止の観点から大会の中止を判断した
と理解しております。現在、県内では、県高野連が
2020沖縄県高等学校野球夏季大会を７月４日から開
催しております。県高体連は、７月18日から、沖縄
県高等学校総合体育大会を、また、県中体連では、７
月23日から、各地区大会の開催を予定しております。
各連盟においては、新型コロナウイルス感染拡大防止
に関するガイドラインを策定し、感染拡大のリスクを
可能な限り低減した上で、大会運営を行うこととなっ
ております。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時８分休憩
　　　午後３時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　万国津梁
会議の委員報酬の額の変更ということで御質問でござ
いました。
　まず、令和元年度の委員におきましては、県政にお
ける重要課題の解決促進に向け、専門分野についての
調査研究を行い、効果的な議論を行うということが求
められておりました。よって、委員への謝礼金は知事
が特に命ずる事項について調査研究をし、知事に進言
することを職務とする沖縄県政参与の金額に準じた日
額２万7000円ということで設定をいたしました。令
和２年度におきましては、年度当初までに米軍基地問
題、それからＳＤＧｓ、多様な人材の育成、稼ぐ力、
海外ネットワークの５つのテーマでやるということが
既に決定をしておりましたので、各テーマ所管課に予
算を分任して、各委員が委員の役割を勘案した上で
テーマごとに設定することとしております。具体的に
は米軍基地問題に関しましては２万7000円、ほかの
４テーマについては8400円となっているところでご
ざいます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
　　　〔島袋　大君登壇〕
○島袋　　大君　再質問を行いたいと思っています。
　まず、基地問題であります。
　この普天間飛行場の日米合意がされて20年経過し
ておりますけれども、いまだに実現しておりません。
今、12年かかるから難しいでしょうと、訳が分から
ん答弁をしておりますけれども、実際知事はそういっ
た形で12年かかる軟弱地盤も含めて不可能だという
お話もされております。私が気になるのは、知事は常々
対話といろんな形でこの基地問題を全国あるいは世界
に発信をしていきたいというふうにおっしゃっており
ます。ですから、全国知事会で問題意識を共有する事
項は何かと言ったら、地位協定を変える、これだけで
いいんですか。基地の分散移転であれば、基地の訓練
移転はどの都道府県、どこでも引き受けてくれません
か。これが知事会で言うべきことでしょう。そういっ
た話も何もせずに私は常に対話を待っているけれども
政府はしない。政府はしたいですよ、対話は。あなた
がスタンスをちゃんとしないからおかしな話になるん
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ですよ。馬毛島に関しても、国に要請する考えはない
かと我々は質問しているのに、要請すらこれ答弁も何
もない。今自衛隊が来るから何％土地を買っているみ
たいですね。あなた方はこの普天間を早めにクローズ
するという意思表示がないんだよ。これをずっと引っ
張っているのは、12年かけているのはあなた方のせ
いだよ。明確に判断をしていただきたい。しっかりと
共有事項、どういったことを知事会で発信しているの
か。あるいは馬毛島に関する問題に関しましても、一
分一秒でも普天間をクローズしたいという思いがある
んであれば、鹿児島の馬毛島にどういうふうに移転し
て、分散ができるようなことを話しして交渉して政府
と対話を求めたいというのが知事のスタンスでしょ
う。ここはしっかりと考えていただきたい。
　知事、今回、県会議員選挙が行われましたけれども、
知事を支える与党の皆さん方を知事は一生懸命応援さ
れたと思っております。
　今回、我々自民党もいろんな形で選挙戦言われまし
たけれども、自民党は辺野古を容認したと言って選挙
戦に臨まされました。我々は平成25年、７年前に県
連方針で普天間は容認するという決定事項したんです
よ。７年前に。それを延々と引っ張って自民党が辺野
古を容認したからこの選挙戦は大変だという形で与党
の皆さんは各選挙区で言っておりました。
　そこで知事を支える日本共産党の皆さん方は、チラ
シも知事とがっちり握手をし、そしてポスターにも知
事と一緒に載っている。広域選挙戦しておりました
よ。そこで、共産党さんはチラシで２兆5500億円の
辺野古基地建設の予算を県民人口で割ったら一人175
万円配りますよと、そういう話していました。これは、
あなたも一緒に写っているチラシですから。あなたは
容認したんでしょう、知事。いつ行くんですか、政府
に対して。辺野古の建設基金を、予算を人口で割って
175万配りますよって共産党といつ行くんですか。そ
の辺の答弁をしていただきたいと思っております。あ
なたが推薦している皆さんですから、あなたも責任を
取るんですよ。しっかりと答弁をしていただきたいと
思っております。
　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時15分休憩
　　　午後３時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島袋　　大君　次、万国津梁会議の委員２万7000
円の報酬です。
　万国津梁会議の内容、専門の立場から意見の表明は

8400円、意見の表明でなく事前の情報収集、資料作
成、提言の取りまとめは２万7000円。これだと去年
のテーマ、児童虐待は説明がつきませんよ。情報収集、
提言の取りまとめ、全て県庁が行っている。そう答弁
しているんですよ。自民党はこれ半年以上やってきま
したよ、質問。あなた方は問題ないと言ってきた。そ
して去年の件で驚くべきことは、県から委員に対して
会議での意見の表明にとどまらず、調査の内容を表明
することを依頼していないことにある。つまり委員を
引き受けた有識者は、今回の万国津梁会議における
２万7000円という高額の報酬の役割を認識していな
かったことであると思っています。委員自身は、通常
の審議会に参加　　　　専門的な立場からの意見表明だと
思いますけれども　　　　すると、同様ぐらいの認識だっ
たはずですよ。沖縄県の規則では、審議会委員の報酬
は9300円、有識者の会議への参加は8400円と決めら
れていますよ。児童虐待のテーマに関して、全ての委
員に２万7000円を支払ったのは不当な支出じゃない
ですか。なぜ知事の看板政策である万国津梁会議だけ
高額報酬にしたんですか。ましてや今頃になって基地
問題だけ２万7000円、あとは8400円。どういうこと
ですか。あなた方は全然問題ないと言ってきたんです
よ。そこで住民監査請求もされて今裁判になったから
がらっと変わるんですか。そろっと変わるんですか。
そこを明確に答弁していただきたいと思っています。
　次であります。
　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時17分休憩
　　　午後３時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島袋　　大君　沖振法であります。
　あと２年で切れるという話になりますけれども、２
年では間に合いません。これは新たな提案をするん
だったら、カリキュラムをつくって来年の６月までに
大体の素案をつくって沖縄振興審議会　　　　自民党の、
美ら島議連、もろもろ含めてしっかりと議論を詰めて
我々は作り上げないといけないんですよ。あと１年切
るんですよ。
　そこでお伺いしたいです。
　沖縄県はどこまで進んでいるんですか。沖縄県はど
ういうことを考えているんですか。我々の選挙期間中
にしっかりと議論してみてびっくりしたのは、いまだ
に島袋純教授は高率補助はナンセンスと言っているん
ですよ。あなたの、知事を支える政策ブレーンが、い
まだにこんなことを言っておいて、そこで新たな沖振
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を10年間延長したいと求めていくんですか、政府に。
政府は全部見ていますよ、この辺は。沖縄の思い、考
え。私たちは懇々と細かく、次の沖振は本当に10年
になるか分かりませんよ。全国の国会議員みんなが沖
縄だけいいのかって話になるんですよ。我々は意地で
も10年間で持っていきたい。そのためには、みんな
でまとまってしっかりと議論しないといけない。我々
自民党は汗かきますよ。なのに、この政策をしっかり
とやる方々が高率補助をなしという、そして箱物行政
だけやっておいてこの辺はおかしいんじゃないかとい
う話をしているんですよ。これいかがですか。このタ
イムスケジュールも含めて、しっかりと答弁をお願い
したいと思っています。
　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時19分休憩
　　　午後３時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島袋　　大君　次、ツーリズムＥＸＰＯジャパンに
ついてであります。
　これは肝煎りでこの沖縄県に誘致したということを
聞いております。この辺、先ほど担当部長からありま
したけれども、沖縄の水際対策を含めて今まで世界で
やっていた莫大な観光客を誘致するという祭典を沖縄
県に誘致するとして持ってきた。そこで知事は、どの
ような思いを持っているかということを聞きたいと
思っております。これまで多くの関係者の熱意で実現
した沖縄開催を今現在において、どうお考えですか。
開催地の代表として知事の思いは今でも変わっていま
せんか。間近に迫った沖縄開催に向けて知事の強い意
思表明、諸準備に当たっている関係者を勇気づけるた
めにも、知事、力強いメッセージを今この県議会の中
から発信をしていただきたいと思っておりますけれど
も、いかがですか。
　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時20分休憩
　　　午後３時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島袋　　大君　先ほどのこの万国津梁会議につい
てでありますけれども、いろんな形で議論があります
けれども、我々自民党は、半年以上、約10か月間知
事の疑惑の会食問題を追及させていただきました。沖
縄県は何も問題ないと、そして万国津梁の報酬に関し
ても２万7000円、県の政策参与並みでも全く問題な
いというのが、今8400円に一部なっているんです。

　知事、あれからあの会食のメンバーである徳森りま
さんとは、会食以来お会いしていないというのが、ずっ
と私たちに対する答弁でしたけれども、最近交流とか
そういったものもないですか。やっぱりあの会食の後、
そういった形でお会いもしていないんですか。その辺
の答弁、知事自ら答弁してください。知事しか分かり
ませんから。
　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時21分休憩
　　　午後３時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島袋　　大君　教育長、オンライン教育について、
このＩＣＴ教育含めて、今教職員の皆さん方が勉強し
ていると堂々と教育長が答えていますけれども、今回
のコロナの状況で私立の中学校、高校はもうオンライ
ンのＩＣＴ教育をしているんですよ、教育長。この時
点で、県民の同世代の子供たちで教育格差が生じてい
るんですよ。ここを沖縄県はどう考えているかって聞
いたら、教員が今頑張っていますと、よくこういうちゃ
んちゃらした答弁ができますね。ここは、教育の格差
を出しちゃいけないんですよ、教育長。どういうふう
な意気込みを持っているかを答弁していただきたい。
　そして、自民党として文部科学省・文部科学大臣か
らメッセージが出ていますよ。12月13日に閣議決定
された令和元年の補正予算に児童生徒に向けて一人一
台の端末とパソコンを渡す。これも国で決まったんで
すよ。まさしく大臣が多様な子供たちを誰一人取り残
すことのない、公正に個別最適化された学びや総合性
を育む学びをしっかりとやっていく。知事が言ってい
ることを大臣が先にやっているんですよ、教育長。そ
こは予算はあるんですよ、手挙げ方式。各市町村やっ
ているところもある。何で沖縄県が音頭を取って市町
村に発信させないんですか。（「やってないの」と呼
ぶ者あり）　やってないですよ。持ち出し分も一部あ
る。ここは過疎地域や、非常に財政が厳しい町村に対
しても県が補塡すべきでしょう。国は莫大な予算を組
んで、ＩＣＴ教育を推進しようと言っているんですよ。
そこを先ほどの答弁は教員が勉強しているということ
は話になりませんよ。
　この辺の意気込みを、しっかりとした答弁をお願い
したいと思っています。
○議長（赤嶺　昇君）　ただいまの島袋大君の再質問
に対する答弁は、時間の都合もありますので休憩後に
回したいと思います。
　20分間休憩いたします。
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　　　午後３時23分休憩
　　　午後３時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前の島袋大君の再質問に対する答弁を願いま
す。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　島袋大議員の再質問にお答
えいたします。
　まずツーリズムＥＸＰＯジャパンの沖縄開催につい
てですが、今般各業界と一緒になってぜひこのツーリ
ズムＥＸＰＯジャパンから観光を復活させていきたい
ということで、今回開催をしようということでござい
ます。ツーリズムＥＸＰＯジャパンを新型コロナから
の観光産業回復のためのイベントと位置づけて選択と
集中、そして修正などを行いながら実施をしたい、国
内キャンペーンと連動して国内需要回復への流れを加
速するイベントにしたい、安心・安全なイベントモデ
ルとして示すということと、旅の力で地域を元気にす
る、いわゆる政府のＧｏＴｏキャンペーンと併せてや
りたいということでございます。
　ですから、ぜひ同時に開催されるリゾテックおきな
わと合わせて規模は若干縮小するということは聞いて
おりますが、ぜひ各界のカンフル剤としてしっかりと
行ってまいりたいと思いますので、御理解、御協力を
よろしくお願いいたします。
　そして私の個人的な会合でお会いして以来、徳森氏
とはお会いしたことはございません。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　島袋大議員の再質問に
ついてお答えいたします。
　基地の整理縮小について全国知事会と共有しないの
かという御質問でございますけれども、万国津梁会議
の提言では、沖縄の海兵隊の整理縮小に関する一つの
方策として、日本本土やアジア太平洋の国々への分散
移転、ローテーション配備について触れられておりま
す。加えて、日本本土への分散移転、ローテーション
配備を検討する際には各自治体の負担軽減という観点
からも日米地位協定の見直しを行うことが望ましいこ
とも提言をされているところでございます。
　今後、県といたしましては、提言の内容を詳しく分
析した上で全国知事会との情報共有について検討して
いきたいというふうに考えております。
　２点目でございます。馬毛島での訓練の対応につい

てでございます。
　お答えいたします。
　防衛省の馬毛島における自衛隊施設の整備計画で
は、自衛隊による訓練内容としてパラシュート降下訓
練や戦闘機の機動展開訓練など、在沖米軍施設で行わ
れている訓練と同様の訓練が多数示されているものと
承知しております。一方、地元の西之表市は馬毛島の
利活用について市民間で様々な意見があり、市民の分
断は決してあってはならないものというふうに考えて
おります。
　県としましては、沖縄基地負担軽減を図るため県外・
国外へのより一層の訓練移転が必要と考えており、自
衛隊馬毛島基地　　　　仮称でございますけれども　　　　の
整備状況や利用計画などを含め、引き続き情報収集に
努めてまいりたいと考えております。
　さらに共産党の対応の関係でございます。
　共産党のパンフレットについては、辺野古の事業費
を県民１人当たりで計算をして辺野古建設事業費の規
模の大きさを表すために党として対応したものという
ふうに理解をしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　島袋議員
の再々質問にお答えいたします。
　令和元年度の万国津梁会議の委員におきましては、
県政におきます重要課題の解決促進に向けて専門分野
についての調査研究を行い、効果的な議論を行うこと
が求められるとともに、委員には会議での意見の表明
にとどまらず、調査研究内容の発表、それから情報収
集、会議資料の作成、提言の取りまとめ等が期待され
ましたことから、委員への謝礼金は、知事が特に命ず
る事項について調査研究をし、知事に進言することを
職務とする沖縄県政策参与の金額に準じた日額２万
7000円に設定をしたところでございます。一方で、
令和２年度の新しいテーマ、例えば海外ネットワーク
につきましては、ウチナーネットワークのような県系
人を基軸としたネットワークづくりは、沖縄県特有の
精神的取組であり、国内外県系人の活動状況やネット
ワークの活用状況等、会議のための情報収集、資料作
成等に関しては県を含めた執行部のほうで対応が可能
となっております。他の３つのテーマと同様に、こう
いった形で県で対応をすることといたしまして、今年
度のテーマのうち基地問題を除いた４つのテーマは、
例えば調査研究内容の発表等も委員に求めるものでは
ないということでございまして、そういった意味で基
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地を除いた４つのテーマにつきましては、一般的な会
合の委員の職責と同様にそれぞれの知見に基づきまし
た意見、提案を行っていただくこととそれを予定して
おりますことから、総務部長通知に基づく会合の構成
員に対する謝礼金、日額8400円ということで設定を
させていただいたところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　島袋大議
員の児童虐待に関する万国津梁会議における委員の役
割等についての再質問にお答えいたします。
　児童虐待に関する万国津梁会議におきましては、当
初県のほうから３つの論点といたしまして、児童虐待
が発生する要因とその予防、早期対応、親子への支援、
２つ目が児童虐待防止のための関係機関との連携、３
つ目が体罰の禁止といった３つの論点をお示しいたし
まして、委員それぞれの専門的意見を述べていただく
ような形で御議論をいただいたところです。委員の中
には、自ら論文をまとめ提出をいただいた方もおり、
それに各委員がそれぞれの専門的な分野、専門性のあ
る視点のほうから御意見を頂くことで議論を深めてい
ただきました。最終的な意見の取りまとめに際しては、
何度もやり取りを重ね、高い専門性を発揮した貴重な
御意見が頂けたものと考えております。
　この取りまとめていただきました意見は、子どもの
権利尊重条例の中に盛り込むとともに、今後の児童虐
待に関する施策に反映をさせていただくこととしてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　再質問のうち、高率補助
への評価の趣旨についてお答えいたします。
　沖縄振興に関する予算や各種制度について多様な意
見があることは承知しております。
　沖縄県としましては、高率補助制度を活用し、社会
資本のあらゆる分野における整備を推進し、その結果
本土との格差是正をしてきたところです。しかしなが
ら、いまだ格差が残る分野もあり、その解消が図られ
るまでの間は、高率補助制度を継続する必要があると
考えております。
　それから沖縄振興のスケジュールということの御質
問でございます。
　まず新たな沖縄振興に向けた制度提言について、今
年１月来、関係団体や市町村に対してアンケートを実

施しまして今これを取りまとめているところです。県
が行う必要性、実施するときの課題、これらを整理し
ておりまして、本議会が終わりましたらまた市町村長
の皆様と圏域別の説明会を実施する予定としておりま
す。これらの意見も伺いながら、今年の秋口には新た
な沖縄振興のための制度提言ということで中間報告を
国に行うこととしております。その個別の制度につい
て、国、関係各省と調整を進めて、次年度の年度初め
には、最終的な新たな沖縄振興のための制度提言とい
うものを国に対して提言、提案するというスケジュー
ルとしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　島袋議員の再質問にお答え
します。
　オンライン教育の取組の中で、幾つか御質問があっ
たかなと思っています。まず市町村の一人一台端末の
整備の関係でございます。
　こちらのほうは、文部科学省が、当初令和２年から
５年までに年次的に整備するということでございまし
たけれども、今回令和２年度の１次補正で前倒して今
年度中に全ての小中学校へ一人一台端末をというふう
にございました。それで私どものほうとしても、しっ
かりそれは市町村に伝えないといけないということ
で、制度の趣旨、また仕組みなどを御説明させていた
だいて、先月の初めですけれども各市町村の希望調査
を取って、国の文部科学省のほうに提出をしたところ
でございます。それについて７月１日に交付の内定が
ございましたので、今現在交付申請を取りまとめてお
りまして、ほとんどの市町村において小中学校で一人
一台端末がなされるというふうな状況でございます。
　また一方で、教育センターで今頃かというふうな趣
旨の御質問もございましたけれども、今回やはり新型
コロナで十分に整っていなかったというところもござ
いまして、いわゆる各学校においては遠隔授業につい
て先進してやっている県立高校の取組であったりと
か、文部科学省のほうで子供の学び応援サイトやＮＨ
Ｋ高校講座など御案内していましたので、それをしっ
かり周知してそういったこともさせていただきまし
た。ただ一方で、生徒によってはいろいろネットワー
ク環境のない方々もいらっしゃいました。それも調査
をさせていただいて、モバイルルータの準備とかとい
うのも今回の補正予算で組ませていただいたところで
ございます。次の第２波、第３波も予想されておりま
すので、私どものほうとしましてはＩＣＴを活用して

－70－



事前事後の指導の準備であったりとか具体的な学習内
容、いわゆる時間割に応じたような教科ごとのものを
しっかり各学校のほうで作っていただきたいなという
ことで、それをしっかり整えていくために教育セン
ターのほうを活用して今教員の指導もやっているとこ
ろでございます。
　そういった取組もしっかり進めていきながら、ＩＣ
Ｔの推進に向けて取り組んでいきたいと思っていま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
　　　〔島袋　大君登壇〕
○島袋　　大君　先ほどは熱くなって大変失礼いた
しました。
　再質問を行います。
　知事、先ほど万国津梁会議の件がありましたけれど
も、これは我々自民党はずっとプロジェクトチームを
つくって、約10か月近く議論をして議会でもやって
きました。さらっと差し替えみたいな形での報酬の変
え方というのは私はいかがなものかと思っています。
これは住民監査請求も起きまして、今裁判中だと思っ
ていますけれども、ここはしっかりと県として県民に
説明ができるようにしていただきたいと思っておりま
す。
　そして知事、疑惑の会食問題と言われている中で、
知事はあれから徳森氏とは交流はないと言っておりま
すけれども、本当ですか。徳森氏は今現在、金城リン
ダという名前で有料サイトのネットの講座を開設して
おります。知事、あなたこのサイト知っていますよね。
かなり政治的なサイトです。徳森さんと知事はずっと
お付き合いをされているんじゃないですか。我々は、
徳森氏に前議会では参考人招致で来ていただけません
でした。こういった議論を積み重ねるんであれば、再
度参考人招致をしなくちゃならないと思っています。
　知事、知事はこのサイトで知事として祝辞を述べて
いますよね。知事、祝辞を述べている動画を私は見ま
したよ。皆さんもどうぞ見てください。梨の木ピース
アカデミーという検索で見られると思っております。
知事、あなたはこの祝辞は徳森氏からお願いされたん
じゃないですか。このサイト、徳森氏の運営みたいで
すけれどもどうですか。知事、この祝辞はどこで、撮
影したんですか。県庁じゃないですか。知事のバック
には県章が使われておりますけれども、これは沖縄県
が支援しているサイトなんですか。知事お答え願いた
いと思っています。
　総務部長、この県の県章を知事なら勝手に使ってい

いんですか。県章を使うときは、どういう理由で使う
んですか。ちゃんと規程があるんじゃないですか、総
務部長述べてください。
　そしてこの知事の祝辞は、問題じゃないですか。削
除するなら　　　　これを見たら沖縄県が推薦していると
誤解を受けますよ。知事、まだ懲りませんね、知事。
前議会でも同じようなこと指摘されていますよ。反省
していないんですか。
　答弁願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時７分休憩
　　　午後４時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島袋大君の再々質問に対する答弁を願います。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　先ほどの島袋大議員の御質
問にお答えいたします。
　確認いたしましたところ、梨の木ピースアカデミー
はソウルにある複数の市民団体と日本の市民団体によ
る合同交流の成果に基づいて始まった団体の市民講座
の開講に当たり、日韓・沖縄をはじめとした東アジア
の市民交流、学生交流、観光交流の活性化に向けた
トークイベント、これが６月20日に行われ、場所は
県庁の第一特別会議室を使い、Ｚｏｏｍによるオンラ
イン参加で私は挨拶をしたものであります。昨年夏以
降の日韓情勢の影響で韓国の観光客が減少したことを
受け、10月に私が韓国を訪問したという経緯があり、
地域間、市民間交流の活性化を促したいという思いと、
そして本年１月ソウル市教育庁所属の教員50名が沖
縄で海外研修を行い、その代表団が私に表敬訪問を
行ったという経緯があります。そこでこの梨の木ピー
スアカデミー（ＮＰＡ）のＺｏｏｍ会議によるオンラ
イン会議に参加をし、私が県知事として挨拶をさせて
いただきました。という状況で私がＺｏｏｍ会議にオ
ンラインで参加したことは確かですが、この会議の共
同代表、主催者は、大阪経済法科大学特任教授の内海
愛子さん、それから梨の木舎の羽田ゆみ子さんそうい
う方々で、金城リンダさんという方がこのピースアカ
デミーに参加しているかどうかは私は関知しておりま
せんし、その方とやり取りをしてこの梨の木ピースア
カデミーに参加をしたという事実もございません。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　島袋議員
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の再質問にお答えをいたします。
　万国津梁会議業務に関しましては、今年度は５つの
テーマに分けましてそれぞれの部局でそれぞれ担当し
ているところでございますけれども、これまでどおり
法令にのっとりまして適正に業務を進めてまいりたい
と思っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　島袋大議員からの県章
の私的利用ではないかという御質問でございますけれ
ども、先ほど知事から御説明もありましたとおり公務
中の対応でございますので、県章の利用としては問題
ないものというふうに考えております。
　以上でございます。
○島袋　　大君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時33分休憩
　　　午後４時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　先ほども申し上げましたが、
完全にしっかりとした方から正式に挨拶の要請があ
り、公務としてそれを日韓交流、地域間交流の一助に
なるだろうということで了解をいたしました。ですか
らその状況において金城リンダさんなる方が関わった
ことは私は一切承知しておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
　　　〔島袋　大君登壇〕
○島袋　　大君　知事、この期に及んで相変わらずす
ごいですね。その場しのぎの答弁の仕方というのは。
これ公務とおっしゃっていますけれども、重要問題で
すよ。これ県庁内の第一会議室と言っていますけれど
も、どこで、誰が撮影したんですか。その立ち会った
人たちは誰々ですか。そしてこのサイトというのは、
政治的サイトですよ知事。１講座9000円からスター
トですよ。こういう有料講座もろもろ含めて政治的な
サイトの中で公務でやった、沖縄県の代表が。そして
金取るんですよ、金額を。これ理解してやっているん
ですか。答弁お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時36分休憩
　　　午後４時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。

　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　島袋大議員の再々質問にお
答えいたします。
　まず議員がおっしゃるように、私が金城リンダさん
に対して祝辞を送ったという事実はありません。私は、
あくまでも梨の木ピースアカデミーのスペシャルトー
クイベントでＺｏｏｍのウェブ会議に冒頭のみ参加を
したということであります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　ただいま
の御質問にお答えをいたします。
　先ほど知事からもございましたけれども、梨の木
ピースアカデミーという団体のオープン記念のスペ
シャルトークイベントということで、それに知事が挨
拶ということで参加をしております。ちなみにこの
トークイベントは無料で開催をしているところでござ
います。続きましての講義は有料ということでござい
ますけれども、知事が参加したこのスペシャルトーク
イベントそのものは無料での開催ということでござい
ます。
　以上でございます。
○島袋　　大君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時46分休憩
　　　午後４時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　再質問に
お答えします。
　このサイト自体は無料サイトでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時48分休憩
　　　午後４時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　再質問に
お答えいたします。
　この会議自体はＺｏｏｍ会議でございまして、特別
会議室でパソコンを置いて会議を行ったということで
ございます。（「誰が撮影したの」と呼ぶ者あり）　こ
れはそばにいた職員が対応しているところでございま
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す。
○島袋　　大君　議長、休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時49分休憩
　　　午後４時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　島袋　大君。
　　　〔島袋　大君登壇〕
○島袋　　大君　それでは、この撮影はどの部署のど
こで、誰が、どなたが、名前を言ってください。そし
て公務ですから、その依頼の文書が来ていますよ。ど
なた宛てに来たんですか。どなたが受理したんですか。
どなたが決裁を出したんですか。ここまで述べてくだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時50分休憩
　　　午後４時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　質問にお
答えします。
　先ほどとの繰り返しの部分もございますけれども、
梨の木ピースアカデミーのオープン記念ということで
ございまして、目的といたしましては、梨の木ピース
アカデミー、ソウルにある複数の市民団体と日本の市
民団体による合同交流の成果に基づいて始まった団体
でございますけれども、その講座開講に当たりまして
日韓・沖縄を初めとした東アジアの市民交流、学生交
流、観光交流の活性化に向けたトークイベントという
ことで、こちら側としては公務というふうに受け取っ
ている次第でございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時57分休憩
　　　午後４時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　失礼いた
しました。
　この梨の木ピースアカデミーのオープン記念のスペ
シャルトークイベントにつきましては、沖縄県が秘書
課を通じまして観光振興課のほうで受けております。
それで先ほども言いましたけれども、Ｚｏｏｍによる
会議ということで、第一特別会議室のほうでパソコン

でもって会議に参加をしたということになっておりま
す。
　これをちょっと読み上げますと、開催日時が令和２
年６月20日となっております。知事の役割が先ほど
言いましたけれども、祝辞、主な来賓といたしまして、
ソウル市教育庁の教育監チョ・ヒヨン氏、主な参加者
が梨の木舎、それからオンラインＺｏｏｍ参加または
ユーチューブ、様々な地域から特定の方が多数参加と
いうふうになっております。これについては先ほども
言ったかもしれませんけれども、県庁の観光振興課の
ほうで対応をさせていただいたところでございます。
（「誰からの依頼なの」と呼ぶ者あり）　これは梨の
木ピースアカデミー主催者からの依頼ということで理
解をしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
　　　〔島袋　大君登壇〕
○島袋　　大君　知事、この梨の木ピースアカデミー
のオープニングトークショーというのは理解します
よ、無料ですよ。
　県民の皆さん、この梨の木ピースアカデミーという
サイトを見てください。これはまさしく政治的サイト
ですよ。知事はオープニングトークショー、無料かも
しれません。次から有料になるんですよ、この講座を
受けるために。私が問題で指摘しているのは、あなた
は広告塔として使われているんですよ知事。公務で。
ここを問いただしているんですよ、知事。相変わらず
懲りませんね、こういった問題は。
　一言申し上げます。
　前議会まで我々沖縄・自民党は、議席が少なく当局
の対応においても辛酸をなめてきました。私が万国津
梁会議の問題提起をしても当時の担当部長は、木で鼻
をくくったような態度で誠実さのかけらもなかった。
我々を軽んじていたのは、火を見るよりも明らかであ
りました。このようないいかげんな緊張感のない対応
をしていたから、住民監査請求もやられ、現在も裁判
となっているんですよ知事。
　改めて申し上げます。
　今回、沖縄・自民党は県民の負託を受け最大会派と
して19名の議席を頂きました。今後あのような無責
任かつ、いいかげんな答弁は絶対に認めません。執行
部そして職員におかれましては、常に緊張感を持って
議会に臨むことを願います。答弁は要りません。
　我々はあと17名の議員が一般質問で代表質問関連
でこれやってくるでしょう。知事は、誠意を持ってちゃ
んとした答弁をお願いしたいと思っております。
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　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
　　　〔仲村未央さん登壇〕
○仲村　未央さん　ようやく登壇をいたします。
　沖縄・平和、代表質問を行います。
　仲村未央です。
　最大級の警戒の中にある熊本、九州各地の豪雨災害
に心からお見舞いを申し上げ、これ以上の被害がない
ことを祈るばかりです。
　さて、本来ならこの夏はオリンピック一色であった
でしょうし、沖縄からも空手の喜友名諒選手、それか
らパラリンピック陸上の上与那原寛和さんなど、活躍
が注目もされていました。お二人とも沖縄市の出身と
いうこともあり、地域においても身近に感じられる
トップアスリートとしての活躍が非常に楽しみだった
だけに、このようなコロナの猛威にのまれてしまった
こと、非常に残念でもあります。また沖縄市では、最
大のイベントとして誇る全島エイサーも今年はなくな
り、青年たちも肩を落としている中ではありますけれ
ども、このようなコロナの社会、共に生きながら若者
たちの活躍やそして意欲を支えられるような沖縄づく
り、会派一同邁進したいと思っております。
　復帰50年、県議会はこのメンバーで節目を迎えて
いくことになります。言論の府として県勢の発展に資
するよう切磋琢磨で取り組んでまいりましょう。
　それでは、質問に入ります。
　平和行政の推進について。
　沖縄戦から75年、また、コロナ禍にあっても、慰
霊の日を迎えた県民の祈りは絶えることがありませ
ん。一方で、体験の継承、戦跡の保存、公開や活用の
在り方も含め、課題も指摘されています。
　沖縄戦から学ぶべき、伝えるべき教訓とは何でしょ
うか。
　今年は平和の礎建立から25年の節目の年にも当た
ります。建設に込められた意義、刻銘された方々の御
遺族や各地・各国からの訪問実績、寄せられる声はど
のようなものでしょうか。
　また、沖縄県だけ抜け落ちたままの国による調査報
告書、その作成、沖縄戦の記録について進捗を伺いま
す。
　首里城地下の第32軍壕については公開を前提とし
た保存、整備が求められています。首里城の再建と一
体のものとして取り組む必要があるが、見通しを伺い
ます。
　２点目、新たな沖縄振興の策定と県経済、社会情勢
について伺います。

　４―６月期の県内企業短観は、1974年の調査開始
以来最低となり、下落幅も過去最大、全国より下げ幅
が大きく出ました。新型コロナの感染拡大による経済
停滞が強く現れた時期の調査でありますけれども、県
内の産業構造にも課題があることが指摘されていま
す。新たな沖縄振興の策定と併せて伺います。
　(1)、全国より強くマイナス影響が出た要因につい
てどのように分析しているでしょうか。
　(2)、ウイズ・コロナの社会を前提に新たな長期計
画の策定に入っていきますけれども、課題認識と展望
を伺います。
　主要官公庁発注業者別県内外の契約状況について伺
います。
　第２波に備え、また、さらなる感染症対策や災害対
応として、医療従事者などエッセンシャルワーカーを
支える体制が早急に求められています。取組を伺いま
す。
　３点目、辺野古新基地建設問題について。
　米国議会での動きや防衛大臣経験者による見直しの
提案など、軟弱地盤を擁する埋立てや沖縄県との対立
について、政府の建設計画に懐疑的な見方が広がって
います。
　(1)、設計変更について審査の進捗と公告縦覧等に
向けたスケジュールを伺います。
　(2)点目、ＢＳ報道番組等で、中谷元氏から発言が
あったり、この間、通告からもいろいろ変遷をしてお
りますが、同氏との面談を受けての知事の所感を伺い
ます。
　(3)点目、米国議会下院軍事委員会即応力小委員会
の国防権限法案に、新基地予定地の活断層や軟弱地盤
への懸念が盛り込まれ、米国における情勢の変化にも
注目が集まっています。
　計画への影響、知事の訪米について伺います。
　４点目、沖縄県の水産資源並びに希少生物の保護に
ついて。
　条約や法令上の義務、新たな取組の必要性について
伺います。
　海砂保全の必要性と総量規制について、全国の取組
についても伺います。
　(2)点目、ジュゴンの鳴き音が確認された日時や発
生状況、天然記念物の保護に関する国際法上の義務、
関係法令上の義務と各機関の履行状況を伺います。
　４月から６月のノグチゲラの営巣期間の間は工事が
中断をします。カンムリワシについては４月から７月
が営巣期間と言われていますけれども、工事の停止は
５月21日から６月10日までの21日間でした。理由を

－74－



伺います。
　５点目、日米地位協定について。
　日米地位協定の発効から60年を迎えています。一
度も改定されない上、ブラックボックスの日米合同委
員会が米軍の排他的特権を条文以上に拡大させる形で
機能しています。主権放棄と言われても仕方のない実
態、事件・事故の現場、県民の日常、生活環境です。
　(1)番、毎日新聞の調査では、47都道府県の知事の
うち８割を超える39人が日米地位協定を見直す必要
があると回答しています。一方、外交防衛は国の専管
事項等の理由から８知事が無回答だったともありま
す。日米地位協定と主権、地方自治の視点から見解を
伺います。
　改定に向けた国民世論の喚起、国内外への発信につ
いて、次なる取組を伺います。
　６点目、公文書管理基準の策定について。
　公文書の管理・保存、政策決定に係る情報の公開・
共有は民主主義の基盤をなすルールであるとの認識で
すが、以下について県の対応を伺います。
　(1)、公文書管理や議事録作成の基準についての現
状。
　(2)、新型コロナウイルス対策本部会議の議事録に
ついて。
　(3)、議事録作成の基準等、公文書管理の規定につ
いて、また、公文書管理条例の必要性について見解と
対応を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　仲村未央議員の御質問にお
答えいたします。
　平和行政の推進についての御質問の中の１の(1)、
沖縄戦の教訓についてお答えいたします。
　沖縄戦は、住民を巻き込んだ熾烈な地上戦が行わ
れ、多くの貴い生命とかけがえのない文化遺産や美し
い自然等が失われるなど悲惨な戦争でありました。私
たち沖縄県民は、戦争の不条理さと残酷さを身をもっ
て体験したことから、戦争を二度と起こしてはならな
いことを確認し続けることが重要であると認識してい
ます。沖縄県では、国籍を問わず沖縄戦などで亡くな
られた全ての人々を刻銘する平和の礎、沖縄戦の実相
を記録・展示する沖縄県平和祈念資料館、平和の構築、
維持に貢献した団体等を顕彰する沖縄平和賞、県内に
おいて活動される方々を表彰するちゅらうちなー草の
根平和貢献賞などの取組により、悲惨な沖縄戦の実相
を正しく次世代に継承していくとともに、平和を希求
する沖縄のこころ・チムグクル、命ドゥ宝、生きるこ

との尊厳を広く世界に発信してまいります。
　次に、平和行政の推進についての御質問の中の１の
(4)、第32軍司令部壕についてお答えします。
　第32軍司令部壕は、住民を巻き込んだ熾烈な沖縄
戦の軍事的中枢施設であり、戦争の不条理さ、残酷さ
とともに、平和の尊さを次世代に伝える上で、重要な
歴史的価値を有する戦争遺跡であります。一方で、時
間の経過に伴い壕内の環境も変化していることから、
現状においては一般公開は困難な状況にあります。し
かしながら、戦争の体験や教訓の風化が懸念される中
で、壕が果たした役割などを次世代へ継承することは
重要であるということから、首里城復旧・復興に向け
た委員会などにおいても御議論いただいているところ
であります。
　沖縄県としましては、専門家等による新たな検討委
員会を設置し、第32軍司令部壕の保存・公開や平和
発信の在り方等について、那覇市とともに検討してま
いりたいと考えております。
　次に、辺野古新基地建設問題についての御質問の中
の３の(2)、中谷元衆議院議員との面談についてお答
えいたします。
　中谷元衆議院議員から申入れがあり、去る７月３日
にお会いいたしました。辺野古新基地建設問題につい
て、中谷議員からは、軍民共用や自衛隊との共同使用
とすることの可能性を模索したいなどといったお話が
ありました。私からは、辺野古移設では、軟弱地盤の
問題もあり、普天間飛行場の一日も早い危険性の除去
にはつながらないこと、辺野古新基地建設計画に反対
する民意が繰り返し示されていること、この問題の解
決のため政府に対して県との真摯な対話を求めている
ことなどを申し上げました。辺野古新基地建設問題は、
司法ではなく対話によって解決策を求めていくことが
重要であると考えており、今後も、対話のチャンネル
をしっかりとつなぐことを大切にしながら取り組んで
まいりたいと思います。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、平和
行政の推進についての中の(2)、平和の礎の意義等に
ついてお答えいたします。
　平和の礎は、沖縄の歴史と風土の中で培われた平和
の心を広く内外に伝え、世界の恒久平和を願い、国籍
や軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられ
た全ての人々の氏名を刻んだ記念碑として、太平洋戦
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争・沖縄戦終結50年を記念して建設しました。毎年、
御遺族をはじめとした多くの方が国内外から訪れ、参
観者数は年間推計約100万人となっております。刻銘
された方の御遺族からは「家族がようやく一つになれ
た」、「長年の夢が実現した」といった声が寄せられ
るなど、平和発信の拠点となっております。
　同じく１の(3)、沖縄戦の記録に関する進捗につい
てお答えいたします。
　総務省が発行した全国戦災史実調査報告書は、本県
が日本復帰した昭和47年以降に取りまとめられたに
もかかわらず、本県は調査対象外となっております。
本来、戦災に関する記録は、戦争の惨禍を正しく後世
に伝えるため、全国各地の状況を漏れなく残すべきと
考えております。そのため、県では総務省に対し、去
る２月に同報告書の沖縄県版を作成するよう要請を行
い、総務省において図書とする方針を確認したところ
であります。
　県としましては、沖縄戦の被害の実相を史実として
確実に後世に伝えるため、国と連携し、戦災の記録が
確実に残るよう取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　２、新たな沖縄振興の策
定と県経済、社会情勢についての(1)、日銀短観で全
国を下回るマイナスが出た要因についてお答えいたし
ます。
　日銀那覇支店が発表した令和２年４月から６月期の
短観によると、業況判断指数、ＤＩはマイナス35ポ
イントとなり、全国値を４ポイント下回りました。そ
の要因としては、本県は全国に比べ第３次産業の割合
が高いため、観光客の渡航制限等により観光関連産業
が大きく影響を受けやすいこと、また、緊急事態措置
の実施に伴う県民や事業者の活動自粛等により、宿泊
業のみならず、飲食業、小売業、娯楽産業、運輸に至
る多岐にわたる業種が影響を受けたためと思われま
す。
　同じく２の(2)、新たな振興計画についてお答えい
たします。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき実
施してきた各種施策や沖縄振興特別措置法等に規定す
る各種制度について、成果や課題等を検証するため本
年３月に総点検報告書を取りまとめたところです。総
点検の中では、社会基盤の整備や産業振興など多くの
成果があった一方で、１人当たり県民所得の低さ、子
供の貧困率や非正規雇用者割合の高さなど沖縄振興特

別措置法が目的とする沖縄の自立的発展と豊かな住民
生活の実現が道半ばである現状が明らかとなりまし
た。新たな振興計画については、ウイズ・コロナから
アフター・コロナに向けた将来を見通す中で、総点検
の結果や新沖縄発展戦略を踏まえるとともに、新しい
生活様式へのコロナ・シフトやコロナ・チェンジに対
応した各種施策やＳＤＧｓを反映させ、本年中に新た
な振興計画の骨子案を取りまとめ、市町村や経済団体
等から広く御意見を伺いながら策定してまいりたいと
考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　２、新たな沖縄振興
の策定と県経済、社会情勢の中の(3)、官公庁発注業
者別県内外の契約状況についてお答えいたします。
　平成30年度沖縄総合事務局及び沖縄防衛局発注工
事の受注額及び受注率について、沖縄総合事務局に
おいては、県内企業は約298億円、54％、県外企業
は約253億円、46％、沖縄防衛局においては、県内
企業は約424億円、63.9％、県外企業は約239億円、
36.1％とのことであります。平成30年度の工事・物
件・役務を含む県発注契約の受注額及び受注率につい
ては、県内企業は約1377億円、94.8％、県外企業は
約76億円、5.2％となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、新たな沖縄振
興の策定と県経済、社会情勢についての御質問の中の
(4)、医療従事者などエッセンシャルワーカーを支え
る取組についてお答えいたします。
　県としましては、新型コロナウイルスの感染が拡大
する中、感染リスクと厳しい環境の下で、強い使命感
を持って業務に従事している医療従事者などに対する
支援は重要であると考えております。そのため、帰宅
に不安を抱える医療従事者に対しては、自宅以外での
宿泊に対する支援を実施するとともに、医療従事者の
労をねぎらう目的で慰労金を交付することとしており
ます。さらに、厳しい業務環境の中、自身のメンタル
ヘルスの維持を目的に、５月下旬より県公認心理師協
会へ心のケア事業を委託し、専門家による相談体制を
整備し対応しております。
　次に６、公文書管理基準の策定についての御質問の
中の(2)、新型コロナウイルス対策本部会議の議事録
についてお答えいたします。
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　新型コロナウイルス感染症対策の実施に当たって
は、沖縄県新型インフルエンザ等対策行動計画におい
て、その記録を作成し、保存し、公表するとされてい
ることから、これに基づき、沖縄県新型コロナウイル
ス感染症対策本部については、これまでの開催ごとに
議事概要を作成し、県のホームページにて公表してい
るところです。また、会議開催後、必要に応じてマス
コミブリーフィングを実施しているところであり、行
動計画に沿って対応しているものと考えております。
　対策の実施については、県民生活に影響する重要な
事項であることから、引き続き県民に分かりやすい内
容となるよう工夫してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　３、辺野古新基地建
設問題についての御質問のうち(1)、変更承認申請の
審査の進捗とスケジュールについてお答えいたしま
す。
　普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立変更
承認申請書については、本年４月21日に申請があり、
県において形式審査を実施し、５月25日に56件の補
正要求を行ったところであります。その後、６月18
日に補正された申請書が提出されたため、再度形式審
査を行い、７月１日に３件の補正を求めたところ、昨
日、補正された申請書が提出されております。今後、
補正された申請書に不備がない場合は、告示・縦覧の
手続を行うこととしております。
　次に４、沖縄県の水産資源並びに希少生物の保護に
ついての御質問のうち(1)、海砂利保全の必要性と総
量規制についてお答えいたします。
　本県において海砂利は、建設用骨材などとして必要
不可欠なものであり、将来にわたって安定的に供給さ
れるべきものと考えております。総量規制の必要性に
ついては、県内における将来の建設用骨材の安定供給
と関係機関等の意向も踏まえ、慎重に検討していきた
いと考えております。また、全国において海砂利の採
取は、西日本の各県において行われており、山口県ほ
か５県においては、関係要綱等に規定した上で総量規
制が設けられております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　仲村未央議員の３、辺
野古新基地建設問題について、国防権限法案の辺野古
新基地建設計画への影響等についてお答えいたしま

す。
　米連邦議会下院の軍事委員会即応力小委員会は、
2021年度国防権限法案に関する書面に、辺野古新基
地建設予定地地下の強度の検証結果などに関する報告
書の提出を国防総省に求めることを明記しました。残
念ながら今回は軍事委員会では採用されませんでした
が、政府が唯一の解決策とする辺野古新基地建設計画
に関し、小委員会で懸念が示されたことは成果である
と考えております。
　県としましては、引き続きワシントン駐在員を活用
した情報発信と、県系米国民と連携して米国における
問題提起に取り組むなど、国内外における世論喚起に
努めてまいります。
　知事訪米については、米国での新型コロナウイルス
感染症の状況を踏まえ、検討してまいりたいと考えて
おります。
　続きまして、５、日米地位協定について、日米地位
協定に対する見解についてお答えいたします。
　本土紙が行った日米地位協定に関するアンケートに
おいて、８割を超える知事が同協定の見直しが必要で
あるとしており、これまでの県や全国知事会、渉外知
事会などの取組により、全国に理解が広がりつつある
ものと認識しております。日米地位協定について、我
が国では、米軍に原則として国内法の適用がありませ
んが、他国調査を行った各国では、国内法を米軍にも
適用し、米軍の活動をコントロールしておりました。
また、米軍人等による事件・事故や航空機騒音等、基
地から派生する諸問題は、住民の生活に直結する重要
な問題であり、国民の生命財産等を守るためにも日米
地位協定の抜本的な見直しが必要であると考えており
ます。
　同じく(2)、改定に向けた取組についてお答えいた
します。
　県では、日米地位協定の見直しに向けて他国地位協
定調査の結果を全国知事会や渉外知事会等と共有する
とともに、全国知事会における基地負担に関する新た
な提言の取りまとめについて働きかけを行っておりま
す。また、昨年度実施したトークキャラバンについて
は、新型コロナウイルスの影響により各地を訪ねるこ
とが難しい状況にありますが、何らかの形で情報発信
していくことで、日米地位協定の問題点等について、
国民一人一人に自分事として考えていただき、国民的
議論につながるよう取り組んでまいります。さらに、
各政党、日弁連等、様々な団体と連携を深めることで
日米地位協定の見直しに向けた取組を強化してまいり
ます。
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　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　４、沖縄県の水産資源並
びに希少生物の保護についての御質問の中の(2)、ジュ
ゴンの鳴音の確認及び保護についてお答えいたしま
す。
　普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委
員会において、施行区域内のＫ－４地点で、令和２年
２月11日、23日、24日、３月６日、９日、13日、25日、
29日、合計８日間で42回のジュゴンの鳴音が確認さ
れたと報告されております。ジュゴンはワシントン条
約附属書Ⅰに掲載されており、商業目的の国際的な取
引が禁止されております。国内法では、文化財保護法、
水産資源保護法、鳥獣保護法、種の保存法により、捕
獲等が禁止されております。
　県としては、絶滅が危惧され、国際的にも関心の高
い南西諸島のジュゴンについて、最大限保護する必要
があると考えています。そのため、沖縄防衛局に対
し、事業によるジュゴンへの影響について再評価した
後に、ジュゴンの保護策について沖縄県等関係機関と
の協議が終了するまでの間、事業を再開しないよう強
く求めたところであります。
　同じく４の(3)、カンムリワシの営巣期間中の工事
停止についてお答えします。
　沖縄防衛局によると、本年５月20日に行った環境
モニタリング調査において、駐屯地予定地周辺でカン
ムリワシの営巣活動が確認されたため、一時的に工事
を控えたとのことです。その後、有識者の意見を踏ま
えるとともに、石垣市と協議を行った結果、６月10
日から工事を再開したと聞いております。県は、沖縄
防衛局長に対し平成31年２月28日付で、カンムリワ
シ等の希少な野生動物種の営巣活動に配慮するよう要
請しているところです。希少種の保護については、種
の保存の観点から重要であり、十分に配慮すべきもの
と考えております。
　県としましては、引き続き自然環境の保全について
配慮を求めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　６、公文書管理基準の策
定についての(1)、公文書管理の現状についてお答え
します。
　県では、文書管理規程及び沖縄県文書編集保存規程
に基づき文書の作成、保存、廃棄、公文書館への引渡

し等の事務が行われております。現行の文書管理規程
においては、政策決定のための起案文書の作成等が定
められているものの、決定に至る過程の記録の作成に
関する規定がなかったことから、今般、議事概要の作
成及び公表に関する指針を作成し、各部に通知したと
ころです。
　次に６の(3)、議事録作成の基準等についてお答え
します。
　今回の指針においては、県の施策に関する意思決定
を行うことを目的に設置された会議等については、マ
スコミ等への公開または非公開にかかわらず、意思決
定に至る議論の内容が分かるように議事概要を作成
し、会議終了後、原則として１か月以内にホームペー
ジ等で公表するものとしております。
　なお、公文書管理条例の必要性については、今回の
指針の運用状況、県の文書管理規程等における課題等
を整理し、有識者の意見も踏まえながら検討を進めて
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村未央さん。
　　　〔仲村未央さん登壇〕
○仲村　未央さん　それでは何点か質問を行います。
　まず１点目の平和の礎、建立から25年ということ
で、今年は戦後75年の節目にもなりました。その意
味では、広島・長崎はもちろんですけれども、国際社
会への発信・交流についても熱を持った取組が必要で
はなかったかというふうにも感じております。今後の
展開、また来年の慰霊式典に向けて考えるところがあ
るか知事に伺います。
　それから32軍壕、1997年に当時の検討委員会、32
軍司令部壕の保存・公開基本計画、これを既に策定を
してあります。23年が過ぎておりますけれども、そ
の中では公開坑道の設置、展示スペースの確保など具
体的に計画が示されています。これらも排除せずに新
たな検討委員会では取扱いをすべき、検討を大いに対
象とすべきというふうに考えますが、ここの考えを伺
います。
　次、新たな沖縄振興の中で伺います。
　先ほど企画部長、第３次産業のウエートが大きいと。
就業者の77％を超えて沖縄の従事者は３次産業が圧
倒している。しかし、この間、1972年の復帰から去
年の1000万人達成まで観光客は18倍にも伸びていま
すけれども、所得が連動しません。月額平均の給与で
見れば、残念ながら一番低いのが宿泊業、飲食サー
ビス業。全産業分野の中で平均に対して55％、13万
6053円にとどまっているんです。この傾向は300万
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人を達成した91年、２次振計、500万人を達成した
2003年、４次振計ですね。そして1000万人を達成し
た2018年、いわゆる５次においてもこの所得の全国
最下位も含めて変わりません。こういった課題につい
てビジョンの総点検ではどのような議論がなされたの
か伺います。
　そして同じコロナの影響を受ける社会情勢につい
て、２の(4)、医療従事者などのその支援体制という
ことで体制について伺いたいのですが、例えば、県立
病院の院内保育所、ここにおいても医師や看護師の子
供たちの預かり、これも制約されたとの話も聞こえて
きます。実情はいかがでしょうか。夫婦で勤務される
方、子供を見るために片方が勤務できなかったり、あ
るいは感染リスクがあるからと遠慮して民間の保育所
にも預けられないということで、仕事、勤務を休まざ
るを得なかったというような声も聞こえます。そもそ
も夜間・休日も勤務する医療従事者です。コロナ以前
の問題もあると思いますけれども、その家族を支える
体制についても併せて県立こそ早急に整えていく必要
があると考えますが対応を伺います。
　それから３点目、辺野古の新基地建設問題。
　先ほど知事にも所感を伺いました。このような自民
党内でのしかるべき立場の方々からの相次ぐ発言があ
り、それから議会、アメリカの動きもあり、そして地
位協定のことも併せて考えるならば、各都道府県知事、
地位協定に対する熱も非常に上がってきている。この
ような状況が見えると思います。これは沖縄県がこの
間の辺野古をめぐる状況の中で、特に工法・技術、軟
弱地盤を抱える、その主張を通じた説得力のある発信
が一つ一つこのような形で変化を、流動性を生んでい
るのではないかというふうに見えますけれども、その
あたり、知事はこのような機を捉えてどのような形で
対応を踏み込もうとされるのかお尋ねをいたします。
　そして４点目の水産資源、希少生物の保護に関して
です。
　沖縄の水産資源の環境、これはどこの県とも違う特
徴を持っていますが、水産行政の立場から海砂、サン
ゴに対する評価を伺います。
　それからこの土木建築部の調べによると、海砂を採
取している９県で全面禁止の海域、または総量規制を
持たないのは沖縄県だけです。サンゴ礁の海を資源と
し、また希少なそういった生態系を守る立場に立つ沖
縄県として、この部分非常に取組が弱いと感じますけ
れども、海砂採取の総量規制について必要があると考
えるか、知事の見解を伺います。
　それから環境部については、ジュゴンの藻場、生息

環境において海砂を採取されていることを感じている
のか。それから土木建築部はそれを許可しているのか。
保護の姿勢との整合性、これについては両部に伺いま
す。
　そして、もう一つ、先ほど公文書の管理基準、それ
から議事録の作成の基準について、議事録と議事概要
を曖昧にしたまま、概要というのは、あくまで皆さん
の発信にとって都合のいい情報だと思われかねないと
いうことがこの間も指摘されていますので、このあた
り明確にお答えをいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時40分休憩
　　　午後５時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　仲村未央議員の再質問にお
答えいたします。
　私からは機を捉えた今後の辺野古の問題についてお
話をさせていただければと思います。
　実は先般、６月23日の平和宣言では、広島市長、
長崎市長それから国連事務次長からメッセージを頂戴
いたしました。そしてその平和宣言の中で私は戦後沖
縄県民が人権と自治が抑圧された米軍占領下にある
中、先人から大切に受け継がれてきた文化を守り、チ
ムグクルを育みながら復興と発展の道を強く歩んでき
たということ、それから沖縄平和賞の第１回受賞団体
がペシャワール会の中村哲先生であったということ。
先生は昨年、アフガニスタンにて凶弾に倒れましたが、
先生は平和とは何かということを、武器を農具に持ち
替え、川を引き、井戸を掘り、大地を緑に変えていっ
て、やはり安心して生活ができることを自らがつくっ
ていくことが大事なんだという、まさに沖縄の命ドゥ
宝、生きることの尊さをしっかりと教えていただいた
ことなど普遍的なことをこの平和宣言の中に込めさせ
ていただきました。
　今般、アメリカ議会でも軍事小委員会では辺野古の
軟弱地盤等の問題が実際に指摘されるという状況にあ
り、いよいよ私たちは責任世代としてどのようにして
平和な時代を創っていくか、そして民主主義の我々の
国において、その民主主義を共有する国々とどのよう
に連帯をしていくのかということをこれからも国連へ
の要請行動やあるいは各自治体へ、全国知事会などを
通して日米地位協定の改定に向けた取組を共有してい
くか、そのような方向をしっかりと見据えながらより
幅広い方々と連帯して沖縄からこれからも戦後75年
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以降も平和の尊さを発信していき、次世代にその礎と
なれるよう頑張っていきたいというように考えており
ます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　仲村未央
議員からの再質問で、平和の礎や全戦没者追悼式など
を通した今後の沖縄戦の教訓の継承などに係る展開に
関する御趣旨の再質問についてお答えいたします。
　今年の全戦没者追悼式は、戦後75周年の節目とい
うことで広島・長崎両市長、国際連合の代表の方をお
招きして執り行ったところでございます。今後とも平
和祈念資料館、平和の礎、沖縄平和賞の贈賞を通して、
これを三本柱としながら沖縄戦で学んだ教訓を正しく
継承しながら平和を願う沖縄の心を世界に発信をして
いくということで取組を強化してまいりたいと考えて
おります。
　次に、32軍司令部壕の新たに設置をする検討委員
会における検討内容についての再質問にお答えいたし
ます。
　今年は戦後75年の節目になることから、専門家等
による新たな検討委員会の設置に取り組み、第32軍
司令部壕の保存・公開や平和発信の在り方等について
多角的な視点から御意見を頂き今後の方針を検討して
まいりたいと考えております。その設置委員会では、
これまでの調査で得たデータであったり、御指摘の報
告書であったりというようなこれまで蓄積してきた
データも含めて客観的に御議論をいただきたいと考え
ているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　所得が伸びていない理由
等についての再質問についてお答えいたします。
　21世紀ビジョン総点検報告書において、本県の県
民所得が低い要因として労働生産性が低いことが影響
しているということとなっております。産業全般の労
働生産性を高めていく、加えて地域経済の循環を高め
ていく、これらの取組により県民所得の底上げを図っ
ていくことができるであろうというふうに考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　仲村未央議員の県
立病院における院内保育所における夜間保育について

の御質問にお答えいたします。
　病院事業局においては、医師、看護師等の人材確保
及び離職防止に資する目的で、平成26年に中部病院
及び南部医療センター・こども医療センターに院内保
育所を設置いたしました。
　保育が必要な職員の勤務については、仕事と子育て
の両立が可能となるように配慮を行うとともに、院内
保育所においては毎週水曜日に夜間保育を実施してい
るところであります。
　新型コロナウイルス感染症への対応に伴い、職員の
夜間保育のニーズが増加することも想定されますの
で、第２波に備え、院内保育所における夜間保育のニー
ズ調査を関係職員に行う方向で検討していきたいと考
えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　海砂保全の必要性と
総量規制についての関連した再質問で、水産資源の観
点からの県の意見についてお答えをいたします。
　漁業権漁場内において岩礁を破砕し、または土砂も
しくは岩石を採取する行為は、水産動植物の産卵・生
育等に影響を与えるもので、これらの行為を原則禁止
し、知事の許可を受けた場合にのみ当該行為を行うこ
とができることとしております。
　農林水産部では、申請時に添付される漁業権者の同
意書等を基に、漁場利用の状況、周辺漁場への影響等
について水産資源保護培養上の問題が生じないかにつ
いて審査を行っております。
　同じく、水産資源とサンゴの価値についての再質問
にお答えいたします。
　サンゴ礁を形成する造礁サンゴ類は、体内に小さな
藻を多くすまわせており、光合成を行うことで他の生
物の餌になるとともに造礁サンゴ類が造り出す複雑な
空間地形には、多種多様な生物が生息しています。沖
縄県漁業調整規則において、このような重要な機能・
役割を有する造礁サンゴ類については、造礁サンゴ類
の保護培養を図り、造礁サンゴ類により形成される沿
岸域の漁場を保全する必要があることから、造礁サン
ゴ類はこれを採捕してはならないと定めております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　仲村未央議員の再質
問にお答えいたします。
　海砂利採取の総量規制の必要性、あとはジュゴンの
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藻場がその対象になっているのではないかという趣旨
の御質問でございました。
　先ほども答弁させていただきましたけれども、本県
において海砂利は建設用骨材などとして必要なもので
ございます。将来にわたって安定的に供給されるべき
ものというふうに考えているところでございます。
　西日本の総量規制を行っている山口県ほか５県にお
いて総量規制が行われておりますけれども、その総量
規制を設けている各県に調査したところ、その要因と
しまして認可区域外における違反操業の横行や、近傍
海浜の浸食及び浸食の影響による越波被害の発生が社
会問題となったこと、あと漁業への影響についての懸
念など総量規制に至る契機となったというふうな結果
となっております。当然そういった社会問題化した時
点ではそういう総量規制というのは明らかに必要にな
るものだろうというふうに考えるところでございま
す。
　砂利採取法で災害の防止でありますとか、他産業、
水産業等への影響があってはならないという認可基準
もございまして、沖縄県では海砂利採取要綱を定めて
おります。それで環境への負荷がないように配慮して
いるということでございまして、その内容と申します
のは採取区域で、まず海岸線等から１キロメートル以
上離れ、かつ水深が15メートル以上の区域であるこ
と、認可の基準としまして砂利採取の供給先が県内で
あること、漁業協同組合等の合意が得られているもの
であること、採取期間は１年以内であること、一認可
の採取面積が30万平方メートル以内であること。た
だし、漁業権区域内にかかる面積は10万平方メート
ル以内とすること、認可は１採取１業者であることと
いった基準を設けまして、環境に配慮しつつ海砂利の
採取を認可しているところでございます。
　いずれにしましても、総量規制につきましては、今
後関係機関等と協議しながら慎重に検討していきたい
と考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　議事概要につきましてお
答えいたします。
　議事概要の作成及び公表の指針と併せまして、今回
その運用の在り方の通知も行っております。その中で
議事概要の作成に当たっては、会議における議論の過
程が分かるよう主な発言内容を記述することとし、ま
たその用例なども併せて示したところでございます。
　今後作られる議事概要の運用の在り方、あるいは各

県の情報も得ながらより分かりやすい公表に努めてい
きたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　15分間休憩いたします。
　　　午後５時58分休憩
　　　午後６時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き代表質問を行います。
　次呂久成崇君。
　　　〔次呂久成崇君登壇〕
○次呂久　成崇君　ケーラネーラ　クヨーム　ナー
ラ。
　会派沖縄・平和の次呂久成崇です。
　時間もしかり、先ほど休憩に入ったおかげで、議場
の皆さんの私を見る視線とても冷たく感じますが、最
後まで頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいた
します。
　それでは、質問を行います。
　知事の政治姿勢について。
　防衛省が地上配備型迎撃システム、イージス・アショ
アの配備計画を停止したことに関連し、米軍普天間飛
行場の移設に伴う辺野古新基地建設について、国政与
野党から膨大な費用と期間を要する移設計画の見直し
を求める意見が出始めているが、知事の見解を伺う。
　防衛省が秋田、山口両県で予定していたイージス・
アショアの配備計画を断念したのは、ブースターを自
衛隊の演習場内に確実に落下させられないことが理由
だった。
　宮古島や石垣島に配備される陸上自衛隊の１２式地
対艦ミサイルもブースターを保持しており、固定型で
ある地上イージスに対し、配備予定の地対艦ミサイル
は車両に搭載され、移動しながら使えるという違いが
ある。地対艦ミサイルの性能や落下範囲が明確に示さ
れない状況は秋田、山口両県と同じような話である。
県は、防衛省に事実関係の説明を求め、県民の生命を
守るためにも配備に反対するべきだと思うが知事の見
解を伺う。
　石垣市議会は、去る22日の最終本会議で尖閣諸島
の字名を「登野城」から「登野城尖閣」に変更するこ
とを可決した。提案者の市は行政事務の効率化として
いるが、近隣諸国の台湾と中国から反発を招き、国際
問題に発展している状況である。
　石垣市が設置した検討委員会の委員を務めた元県副
知事の高良倉吉氏は、島に人々が居住し、生活上の利
便性から整理、変更が必要であるならば説得力がある
が、事を急ぐ理由が対外的に確保されていないとして
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中国、台湾との関係悪化について指摘しており、まさ
に沖縄県と石垣市、近隣諸国との関係性に影響が出て
いる。これまで沖縄には中国や台湾から空路、海路で
多くの観光客が訪れており、新型コロナウイルスで落
ち込んだ経済活動のＶ字回復を目指す知事の姿勢とし
て、この問題に関する受け止めと、今後どのように中
国や台湾との人・物を含めた交流を行っていくのか、
知事の見解を伺う。
　保健医療・病院事業局について。
　急患搬送用の暫定ヘリポート設置については、広域
的な行政の視点から県が主体的かつ、スピード感を
持っていただき、知事の決断力と指導力で設置に向け
て取り組んでいただいていることに対し、改めて感謝
を申し上げます。
　そこで質問をします。
　県立八重山病院付近の暫定ヘリポート設置の進捗状
況について伺う。
　新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる県内の
協力医療機関及び感染症指定医療機関の県立病院経営
が悪化している。病院経営悪化は規模の大きい病院だ
けではなく開業したばかりの小規模病院や診療所にも
広がっている。地域の中核病院でコロナ禍による経営
破綻が相次げば感染拡大の第２波、第３波に備えるど
ころか医療体制全体が崩壊しかねない。現状と支援策
について伺う。
　港湾の検疫体制について、那覇検疫所は客船につい
ては無線検疫から着岸検疫に切替え対応したが、貨物
船の検疫体制についてはどうなったのか、経過と検疫
体制の強化について那覇検疫所及び関係機関との連携
について伺う。
　教育・福祉行政について。
　新型コロナウイルスの影響による生活保護申請の状
況について伺う。平成30年度の県内福祉事務所にお
いて申請後14日以内に保護の決定を行ったのは約３
割だったが、新型コロナウイルスによる生活困窮を考
慮すると迅速な決定と対応が求められる。現状と課題
について伺う。
　県立離島児童生徒支援センター群星寮をはじめ、県
立高校寄宿舎の新型コロナウイルス感染拡大防止対策
として同施設を休所及び閉寮したようだが、その対応
について伺う。
　県立高校の校舎及び寄宿舎のクーラー稼働状況と熱
中症対策について伺う。
　観光・環境行政について。
　観光客の受入れ再開に向けた新型コロナウイルスの
水際対策として、那覇空港に旅行者専用相談センター

が設置された。知事は、宮古空港や石垣空港にも分室
を設置する方針を示したが、具体的な設置スケジュー
ル及び取組について伺う。
　八重山の竹富島など小規模な離島の伝統集落は地域
の方々が守ってきた大切な財産であると同時に、沖縄
県にとっても将来にわたって守っていかなければなら
ない重要な財産である。県としても、離島の伝統文化
を守りながら、住民の暮らしと観光施策を両立させる
ために広域的な観点から八重山圏域全体の地域計画や
都市計画に県も積極的に関わるべきだと考えるが見解
を伺う。
　農業・土木行政について。
　2019年度に県土木建築部が発注した公共工事のう
ち、不調・不落で契約が成立しなかった割合が全国
平均の２倍以上の23％、離島では38％に上っている。
県はこれまで様々な対策を講じてきたが、抜本的な改
善に至っていない。実効力のある対策について伺う。
　新型コロナウイルスの影響を受け、家賃の未払いに
よる住居の退去などを余儀なくされた人へ県営住宅を
一時提供する取組について、申請及び実施状況を伺う。
また、新型コロナウイルスの影響による県営住宅の家
賃減免等の取組について伺う。
　新型コロナウイルスの感染拡大防止により、離島の
航空便及び船便は減便・欠航を余儀なくされ、農水産
物の流通に多大な影響を与えている。これから最盛期
を迎えるパイナップルやマンゴーなど農水産物の島外
輸送体制の取組は、生産者の収入確保のために急務で
ある。現状と対策について伺う。
　新型コロナウイルスの影響による県内子牛価格大幅
下落に加え、県内の和牛血統不一致問題がさらなる追
い打ちをかけ、生産農家は不安を抱えている。発覚後
の県の対応と再発防止対策、関係機関との連携につい
て伺う。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　次呂久成崇議員の御質問に
お答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)、
イージス・アショア配備計画と辺野古新基地建設計画
についてお答えいたします。
　去る６月15日、河野防衛大臣は、イージス・アショ
アの秋田、山口両県への配備計画について、コスト、
期間を考えれば合理的ではないとして配備計画の停止
を発表いたしました。一方で、辺野古新基地建設工事
は、海面下90メートルの深さまで軟弱地盤が存在し、
国内で前例のない地盤改良工事が必要で、提供手続の
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完了までに約12年、総工費も約9300億円を要すると
されています。また、イージス・アショアに関連し、
国会議員からも、辺野古新基地建設計画について様々
な意見も出ております。
　沖縄県としましては、政府に対して、相当なコスト
と期間を要する辺野古新基地建設計画についても計画
を断念し、普天間飛行場の速やかな運用停止を含む一
日も早い危険性の除去を実現するため、県との真摯な
対話に応じることを強く求めてまいります。
　次に、観光・環境行政についての御質問の中の４の
(1)、旅行者専用相談センター沖縄の宮古空港や石垣
空港への分室設置についてお答えいたします。
　沖縄県は、旅行者の安全・安心に関するアクション
プランに基づき、新型コロナウイルス感染防止のため
の水際対策として、６月19日に那覇空港内に旅行者
専用相談センター沖縄　　　　通称ＴＡＣＯを設置しまし
た。離島についても水際対策は重要であり、特に宮古
空港、石垣空港を初めとする県外からの直行便を有す
る離島空港へのＴＡＣＯの設置は早急に進める必要が
あると認識しております。ですので現在、地元自治体
や県出先機関と意見交換を進めており、各離島におけ
る医療提供体制等に応じた取組を早急に進めてまいり
ます。
　次に、観光・環境行政についての御質問の中の４の
(2)、地域計画及び都市計画と県の関わりについてお
答えいたします。
　沖縄県では沖縄21世紀ビジョン離島振興計画に基
づき各種施策に取り組んでおり、離島の振興を県政の
最重要課題と位置づけているところであります。また、
市町村において、時代の潮流や住民のニーズの多様化
に対応し、離島における広域行政圏の新たな施策の展
開や将来像を描き、その実現を図っていく、種々の地
域計画を策定することについては大変意義のあること
と認識をしております。
　現在、県では令和４年度を始期とする新たな離島振
興計画の策定に取り組んでいるところでありまして、
市町村等との意見交換を通じて各離島や圏域の状況も
踏まえながら、引き続き離島振興にしっかり取り組ん
でまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　次呂久議員の１、知事
の政治姿勢について(2)、先島へ配備予定の地対艦誘
導弾についてお答えいたします。

　防衛省は、地対艦誘導弾から切り離されるブース
ターについて、発射地点や射撃方向から落下範囲をあ
らかじめ予測することが可能であり、有事における射
撃においては、市街地を避け、周辺の安全確保に努め
た上で、危険が周囲に及ばないよう、適切な措置を講
ずると説明しておりますが、県としても内容を十分に
確認する必要があると考えております。
　いずれにしましても、県としては、地元住民などに
不安を与えることがないよう、国において安全の確保
等に万全を期すとともに、十分な情報開示を行うなど、
より一層丁寧な説明が必要であると考えております。
　２、保健医療・病院事業局についての(1)、暫定ヘ
リポート設置の進捗状況についてお答えいたします。
　沖縄県は八重山地域における急患搬送時間の短縮を
図るため、石垣市等関係機関と協議の上、県立八重山
病院の南側隣接地に暫定ヘリポートを整備すること
としており、去る６月30日に工事入札を行いました。
現在、契約に向けた手続を進めているところであり、
その後の工事期間については４か月弱を見込んでおり
ます。引き続き石垣市をはじめとする関係機関と緊密
に連携し、11月上旬頃の供用開始を目指して取り組
んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　次呂久議
員の１、知事の政治姿勢についての(3)、中国や台湾
との人の交流についての質問にお答えいたします。
　中国と本県は、古くから交流の歴史があり、平成９
年には福建省と友好県省を締結いたしました。台湾に
ついては、地理的にも非常に近いことなどから地域間
交流が活発に行われております。このように両地域共
に本県にとって大事なパートナーであります。また、
重要なインバウンド市場でもある中国及び台湾に関
し、政府は、ビジネスに限定した入国制限措置の緩和
について検討しており、県としてはその後の状況も見
極めながら、段階的な観光客の誘客に向けて、プロモー
ション等を展開していきたいと考えております。相互
訪問等により、これまで培ってきた文化、経済、人的
交流等をより活性化させ、地域間交流を促進してまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、保健医療・病
院事業局についての御質問の中の(2)、感染症患者受
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入れ病院等の現状と支援策についてお答えいたしま
す。
　感染患者を受け入れた医療機関においては、患者対
応に必要な看護師等の確保及び感染防止対策のために
病棟全体を閉鎖して治療に当たったことなどにより、
経営的に多大な影響が生じております。このため、県
は、感染患者を受け入れた医療機関に対し、病床確保
による減収等に対する支援、院内感染防止対策への支
援、感染患者受入れに対する協力金などを含め、総額
約120億円を超える財政支援を行うこととしておりま
す。また、感染患者の受入れを行っていない医療機関
においても患者の受診控えなどによる減収が生じてい
ることから、地域の診療所をはじめ歯科、薬局など全
ての医療機関に対して、院内での感染拡大防止等の取
組に対する支援として約29億円の補正予算を計上し
ており、患者が安心して受診できる医療提供体制を整
備することとしております。
　同じく２の(3)、貨物船の検疫体制についてお答え
いたします。
　貨物船の検疫体制について那覇検疫所へ確認したと
ころ、船員に感染症の症状がある場合に着岸検疫を行
い、それ以外は無線検疫を行っているとのことです。
コロナ流行後は、流行地から14日以内に入港し、か
つ船員が下船する場合や、船舶衛生証明書を所持して
いない場合も着岸検疫を行っているとのことです。那
覇検疫所とは、定期便以外の航空機及び船舶が入港す
る予定日やＰＣＲ検査結果の情報共有を行うほか、患
者搬送の訓練への参加など連携して取り組んでおりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　３、教育・
福祉行政についての御質問の中の(1)、生活保護の申
請状況、保護決定の現状と課題についてお答えいたし
ます。
　県内での令和２年３月ないし５月の３か月間の生
活保護の申請件数は1236件と、前年と比べて9.7％の
増加となっています。生活保護法第24条第５項では、
保護に関する決定は、申請の日から14日以内または
調査等に日時を要する場合でも30日以内に行わなけ
ればならないと規定しております。令和元年度、県
内の福祉事務所においては、14日以内に保護の決定
を行った件数の割合は48.3％、15日から30日以内は
48.4％、法に定める30日以内の決定は96.7％となっ
ております。保護の決定に要する日数が14日を超え

る主な理由は、扶養義務者に対する扶養の照会や資産
等の調査に時間を要するためとなっております。
　県としましては、新型コロナウイルス感染症の影響
に伴う申請者の窮状に鑑み、保護が必要な方には可能
な限り速やかな決定に努めるよう、引き続き連絡会議
などを通じて各福祉事務所に対し助言・指導を行って
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　３、教育・福祉行政につい
ての御質問の中の(2)、臨時休業中における寄宿舎等
の対応についてお答えします。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、県
立学校においては４月７日から５月20日までの期間、
一斉臨時休業としました。それに伴い、県立離島児童
生徒支援センター群星寮をはじめ、県立高校に併設す
る学寮においても原則、閉寮といたしました。しかし
ながら、県外や遠隔地から入寮している生徒に対して
は、本人や保護者からの相談に応じて学寮に残すなど、
柔軟に対応したところであります。
　県教育委員会としましては、学校と連携を図りなが
ら、感染症対策を徹底するなど、引き続き寄宿舎等の
適切な運営を支援してまいります。
　同じく３(3)、熱中症対策等についてお答えします。
　新型コロナウイルス感染症予防対策として、文部科
学省から示された学校の衛生管理マニュアルに基づ
き、県立高等学校のクーラー使用時においても適時換
気を行うこととしております。熱中症対策につきまし
ては、文部科学省の熱中症に関する注意喚起文と併せ
て、関係機関並びに各高等学校へ適切な水分補給を行
うこと、活動する場所による空調設備の有無に合わせ
て活動内容を設定するなど適切に熱中症防止を図るよ
う周知しているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　５、農業・土木行政
についての御質問のうち(1)、公共工事の不調・不落
の対策についてお答えいたします。
　土木建築部発注工事の不調・不落の主な要因は、配
置技術者の不足等と考えており、対策として工事発注
に際して複数の小規模工事をまとめたり、主任技術者
等の兼任要件の緩和、余裕期間の設定、離島等で必要
となる経費の精算対応等を行っているところでありま
す。また、新たな対策として、令和２年２月から入札
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前に入札参加者から提出を求めた見積書を参考に入札
する見積活用方式等を導入しているところであり、引
き続き課題の改善に取り組んでまいります。
　次に５の(2)、新型コロナウイルスの影響に伴う県
営住宅の家賃減免等の取組についてお答えいたしま
す。
　県営住宅においては、新型コロナウイルス関連の一
時入居について、34戸を確保し、６月９日から募集
を開始したところであり、６月中に50件の相談を受
け、３件の入居を決定しております。また、県営住宅
の入居者に対しては、従来から専門相談員による相談、
家賃の減免、収入再認定による家賃の見直し等の取組
を行っております。新型コロナウイルスの影響を受け
た入居者を含む家賃の減免については、令和２年度５
月までに401件となっており、前年度と比較して188
件の増となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　５、農業・土木行政
についての御質問の中の(3)、減便による県産農林水
産物への影響と対策についてお答えします。
　緊急事態宣言が発令され、旅客の減少による航空便
の減便に伴い、冬春期の野菜やマグロ等の水産物を中
心に県外への輸送が滞る影響が生じておりました。こ
のため、県は、去る４月30日、航空会社に対し貨物
輸送の確保について要請するとともに、臨時便の就航
や機材の大型化が図られるよう５月１日から６月30
日の期間について農林水産物流通条件不利性解消事業
の補助単価の特例を設け、支援を行ったところであり
ます。現在、航空便は復便基調でありますが、今回の
補正予算に計上している航空物流機能回復事業により
臨時便就航を支援し、県産生鮮品の円滑な航空輸送体
制の確保を図ってまいりたいと考えております。
　同じく５の(4)、和牛血統不一致問題についてお答
えします。
　久米島町における血統不一致は、同一授精師による
多数の事例が判明していることから、家畜改良増殖法
に基づく４回の立入検査を行うなど、実態解明に取り
組んでいるところであります。その他の地域における
血統不一致事案については、現在、詳細を調査中であ
りますが、家畜人工授精師の記録ミスや子牛登録時に
おける子牛の取り違えの事例が確認されております。
このため県では、今年４月21日から実働する全家畜
人工授精師295名を対象に、立入検査を実施している
ところであり、６月末までに269名の検査を終了した

ところであります。
　県としましては、３月に設置した沖縄県家畜人工授
精適正化会議において再発防止対策を検討するととも
に、家畜市場の開設者であるＪＡおきなわと連携し、
購買者との意見交換を行うなど、県産和牛子牛の信頼
回復の取組を進めているところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　次呂久成崇君。
　　　〔次呂久成崇君登壇〕
○次呂久　成崇君　それでは、２度目の冷たい視線の
中、再質問を行っていきたいと思います。
　まず、知事、暫定ヘリポート、11月上旬完成予定
に向けて取り組んでいるということで、引き続きその
完成に向けてしっかりと取り組んでいただきたいと思
います。
　そして、地対艦ミサイルのブースター落下の件なん
ですけれども、先ほど説明でもありました。防衛省、
この有事における射撃は市街地から隔離した場所で周
囲の安全確保に努めた上で実施し、射撃場所は状況に
応じて選定すると言っていますが、有事の際に実際に
そういう時間があるのか。ああそうですかということ
で納得できるものではないんですよ。さらにこのブー
スター落下の範囲場所の資料というのは防衛省はある
と。ただ軍事機密だから開示できないというふうに答
えているんですね。ですのでやはり住民の安全を確保
するのが最優先のはずです。県は防衛省にこの資料開
示を必要と感じていると先ほど答弁していましたか
ら、感じているならしっかり求めてください。しっか
りと説明も求めていくべきだと思いますので、答弁を
お願いしたいと思います。
　そして、県立離島児童生徒支援センターの群星寮、
そして県立高校寄宿舎の新型コロナ感染防止の件なん
ですけれども、まず最初に３月４日から13日までの
約10日間、１度目の休校がありました。そして、２
回目は４月７日から５月20日までなんですね。その
間離島出身者は飛行機で自宅に帰省させられたり、本
島の親族の家に身を寄せたりというふうにやったんで
すけれども、実は４月の場合は本島から帰ってきたと
きに八重山３市町のほうは、もう既に島外からの来島
自粛を呼びかけていたため、ほかの兄弟たち、そして
家族も全員２週間の自宅待機というふうになったわけ
なんです。そうすると何が起こったかというと、兄弟
が入学式に出席できない。そして保護者も仕事に行け
ない、そういう状況になったわけなんですよ。これは
保護者にとってはやはり旅費の経済的負担もありま
す。そして精神的負担もあります。ですからこの第２
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波、第３波というのを考えたときにしっかりとこの新
型コロナの影響で、帰省せざるを得ない状況、そうで
あればこの経済的な負担、また緊急的な支援ができな
いのかということもぜひ検討するべきではないかな
と。そしてまた寮にそのまま休所、また閉寮ではなく
て、寮の在り方もしっかり考えて残るという方法もあ
るかと思いますので、ぜひこちらのほうも今後の対策
として考えていただきたいと思います。
　そして、八重山３市町、観光客受入れを再開して現
在３市町、平均８割の観光業が再開をしております。
東京、大阪などからも直行便が入ってきております。
そして、これから観光トップシーズンを迎えます。東
京では本日も100人を超える感染者が出ております
し、またこれからＧｏＴｏキャンペーンも始まります。
さらに今日、石垣海上保安部の巡視船乗務員が鹿児島
県で新型コロナに感染したことも明らかになっていま
す。石垣の場合は空港もあって、そこからまたさらに
離島へ行くわけなんですね。観光に関しては。今回こ
の新型コロナに関してやはり医療体制の脆弱さという
のが、本当に皆さん再認識させられたという現状もあ
りますから、しっかりと空港そして港湾の水際対策と
いうのをやっていただきたい。今石垣市独自でやって
いますが、県は３市町に比べると私は危機感が足りな
いと思っています。しっかりとこれについては対策を
講じていただきたいというふうに思います。
　すみません、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時55分休憩
　　　午後６時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○次呂久　成崇君　あと最後に、竹富島などのこの小
規模離島を含む八重山圏域全体の計画についてなんで
すけれども、離島振興計画はもちろん分かります。で
すが今、この石垣島とか竹富島などで、自然環境や住
民生活と調和しない過度な開発や行き過ぎた開発って
いうのが幾つも見られるわけなんですよ。ですのでこ
の乱開発を招かないようにしなければならない。そし
てまた八重山圏域の豊かな自然とこの地域の伝統芸能
を守る、継承していくということについても、県はしっ
かりとこの自然環境の保全と地域開発のバランスを保
つために具体的な施策を取組を進める必要があると考
えていますので、その観点から再度答弁をお願いした
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時56分休憩
　　　午後６時59分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　次呂久成崇議員の再質問に
お答えいたします。
　私からは離島振興と地域の伝統や生活文化とバラン
スのとれた開発についてお答えをさせていただきま
す。
　先ほどもお答えさせていただきましたが、市町村に
おける広域行政圏の新たな施策の展開や将来像を描い
てその実現を図っていく趣旨の地域計画を策定するこ
とについては、そのような点は大変重要であると思い
ます。さらに、現在令和４年度を始期とする離島振興
計画の策定にも取り組んでいるところですが、当然離
島でもその離島市町村との意見交換を通じて離島や圏
域の状況も踏まえながら引き続き離島振興には取り組
んでいくところです。
　県としてはその新しい振興計画については持続可能
な地域の在り方、持続可能な開発という視点から、振
興計画においてもＳＤＧｓの理念と方針をしっかりと
盛り込んでいく中にあって、地域の振興、伝統文化を
守るということとバランスを取った方向性を策定でき
るのではないかということで取り組んでいく予定をし
ております。そのことも踏まえて、地域の伝統を守り
ながらどのような持続可能性のある開発が重要なのか
ということについても今後とも御意見を賜りたいと思
います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　暫定ヘリポートについ
てお答えいたします。
　八重山地域の住民の生命、安全・安心な暮らしのた
めの救急時間短縮というための暫定ヘリポートの整備
に努めてまいりたいというふうに考えております。
　それから地対艦誘導弾のブースターの安全性につき
ましては、先ほども答弁いたしましたとおり、県とし
ても内容を十分に確認する必要があると考えておりま
す。
　次呂久議員からございました有事の際に時間がある
のかといった御質問ございましたので、こういったこ
とも含めて政府にしっかりと説明を求めてまいりたい
というふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
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○教育長（金城弘昌君）　群星寮の今後の対応につい
てということでございます。
　先ほど次呂久議員からもございましたけど、県立学
校の臨時休業に併せて閉所させていただきました。弾
力的に取り扱ったところではございますけど、結果的
に御本人の意向とか、保護者のことも考えまして、群
星寮につきましても４月16日は全員帰省をさせたと
ころでございます。
　ただ、先ほど御指摘もございました、この独自アラー
トについて、特に県教育委員会や離島児童生徒支援セ
ンターのほうに自治体からの連絡というんですか、そ
ういったことはなかったところで、そういうふうな事
情を把握できてなかったところでございます。ただ一
方でそういうふうな事情も起こっているというのも把
握をしております。今後は当然のことながら集団生活
での感染リスクは避けないといけませんので、そう
いったことも考えながら個別の生徒の事情を弾力的に
取り扱うこととしたり、併せて本人や家族の希望、そ
れと関係市町村とも調整させていただいて各離島から
来てるところもございますので、そういった学校休業
中の期間の対応については柔軟に対応していきたいと
思っています。併せて対応マニュアルの作成を今進め
ているところでございまして、それについて現在検討
しているところでございます。
　また支援の件でございますけれども、離島児童生徒
支援センターの生徒については私どものほうで助成を
しているところでございますが、併せて保護者等の負
担も大きいというところもございますので、それにつ
きましては全国の教育長協議会で、そういったところ
でも要望しているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　次呂久議
員の再質問にお答えいたします。
　離島における水際対策の重要性ということでの御質

問でございました。
　おっしゃるとおり、離島における新型コロナウイル
ス感染症の予防といったこと、いわゆる水際対策が大
変重要でございます。特にこれから渡航自粛制限の解
除を受けまして観光客がますます増えていく中でその
重要性というのは非常に高まってくるものと思ってお
ります。そのような中、現在でも各空港、各離島にお
きまして非接触型体温計の活用によりまして発熱の検
知等に努め、またそれをしかるべき連絡先に提供する
ことでそういった予防策に努めているところではござ
います。しかしながら一方で、那覇空港と同じよう
に県外との直行便が就航しております石垣、宮古空港
につきましては、その重要性というのは大変重要でご
ざいますので、そういったことに鑑みまして、先ほど
知事からも答弁をさせてもらいましたけれども、那覇
に設置いたしましたＴＡＣＯにおけるスキームという
ものを基本にしながら石垣、宮古のそれぞれの自治体
の医療体制等を含めました、各事情に応じました取組、
それを早急に進めてまいりたいというふうに考えてお
りまして、今各自治体それと県の関係機関とも一緒に
なってそれを進めているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の代表質問は終わ
りました。
　本日の日程はこれで全部……
○島袋　　大君　議長、ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時７分休憩
　　　午後７時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明８日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後７時８分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　 長 赤　嶺　　　昇

会議録署名議員 新　垣　光　栄

会議録署名議員 大　城　憲　幸
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議　　事　　日　　程　第３号
令和２年７月８日（水曜日）

午前10時開議
第１　代表質問

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　代表質問
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出　席　議　員（48名） 
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん

23　番　　仲　村　家　治　君
25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君	
47　番　　照　屋　守　之　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
説明のため出席した者の職、氏名

知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　富　川　盛　武　君　
副 知 事　　謝　花　喜一郎　君　
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君

知 事 公 室 長　　金　城　　　賢　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君　
企　画　部　長　　宮　城　　　力　君
環　境　部　長　　松　田　　　了　君

令和２年
第　 ４　 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第３号）

令和２年７月８日（水曜日）午前10時１分開議
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子 ど も 生 活
福 祉 部 長　

　名渡山　晶　子　さん　

保健医療部長　　大　城　玲　子　さん
農林水産部長　　長　嶺　　　豊　君
商工労働部長　　嘉　数　　　登　君
文 化 観 光
スポーツ部長　　

渡久地　一　浩　君　

土木建築部長　　上　原　国　定　君
企　業　局　長　　棚　原　憲　実　君
病院事業局長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　伊　川　秀　樹　君

知 事 公 室
秘書防災統括監　

　平　敷　達　也　君

総 務 部
財 政 統 括 監　

　平　田　正　志　君　

教 育 長　　金　城　弘　昌　君
警 察 本 部 長　　宮　沢　忠　孝　君
労 働 委 員 会
事 務 局 長　

　山　城　貴　子　さん　

人 事 委 員 会
事 務 局 長　

　大　城　直　人　君　

代表監査委員	 當　間　秀　史　君

事 務 局 長　　勝　連　盛　博　君　
次 長　　知　念　弘　光　君
議 事 課 長　　平　良　　　潤　君
副　参　事　兼
課　長　補　佐　

　佐久田　　　隆　君

主　　　　　査　　宮　城　　　亮　君
主 査　　親富祖　　　満　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
○島袋　　大君　議長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時１分休憩
　　　午前10時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長から発言の申出がありますので、これ
を許可します。
　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　おはようございま
す。
　本会議の前に御報告がございます。
　本日７月８日、沖縄県において１名の新型コロナウ
イルス感染症患者が発生しております。
　この方は40代、男性、中部保健所管内在住で、Ｐ
ＣＲ検査にて陽性が確認されました。患者は現在、指
定医療機関に入院調整中でございます。また、濃厚接
触者については、保健所が調査の上健康観察を行って
おります。
　その他の情報につきましても保健所において今、調
査をしているところでございます。
　今回の報告を受けて、県では本日、議会終了後に沖
縄県新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催い
たします。
　県としましては、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止、重症化予防、社会経済への影響を最小限に
とどめるための対策に全庁的に取り組んでまいりま
す。
　以上、報告でございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時５分休憩
　　　午前10時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第１　代表質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　玉城ノブ子さん。
　　　〔玉城ノブ子さん登壇〕
○玉城　ノブ子さん　おはようございます。
　玉城ノブ子です。
　最初に、九州地方の豪雨で犠牲になられた方々に心
から哀悼の意を表します。被災された皆様にお見舞い
を申し上げます。
　日本共産党を代表して質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　沖縄戦から75年目の慰霊祭が糸満市摩文仁の平和
祈念公園で開かれました。平和祈念資料館の展示の結
びの言葉に、「沖縄戦の実相にふれるたびに　戦争と
いうものは　これほど残忍で　これほど汚辱にまみれ
たものはないと思うのです」。戦後この方、私たちは
あらゆる戦争を憎み、平和な島を建設せねばと思い続
けてきました。この訴えは沖縄県民の譲ることのでき
ない心情です。玉城デニー知事は、「今こそ全人類の
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英知を結集して、核兵器の廃絶、戦争の放棄、恒久平
和の確立のため総力をあげてまい進しなければなりま
せん。」と平和宣言を行いました。
　以下、質問をいたします。
　(1)、沖縄戦から75年たった今、改めて沖縄戦の実
相について伺います。
　ア、なぜ、沖縄戦が起きたのか。
　イ、なぜ、住民犠牲が多かったのか。
　ウ、なぜ、強制集団死が起きたのか。
　エ、なぜ、糸満では一家全滅が多いのか。その実態
について伺います。
　(2)、沖縄戦の実相を全国・全県に発信し、次世代
に継承していくことが、今こそ大事になっているので
はないでしょうか。
　平和行政、平和教育について、県の取組について伺
います。
　戦争遺跡の保存・継承について、今後の課題と取組
について伺います。
　糸満市は沖縄戦最後の激戦地となり、多くの人たち
が犠牲になりました。多くの戦死者の血が染み込んだ
糸満の地から戦争のための基地を造る埋立土砂を辺野
古に搬出することは、犠牲者や遺族に対する冒瀆であ
り、断じて許すことはできません。知事は断固として
反対すべきであります。見解を伺います。
　２、辺野古新基地建設について。
　辺野古新基地建設反対、普天間基地の閉鎖・撤去を
要求する県民の民意は揺るぐことはありません。辺野
古新基地建設の県民投票でも72％の県民が反対の民
意を示しました。ある政権は県民の民意を無視し、新
基地建設を強行し続けています。埋立予定地の大浦湾
側には、90メートルのマヨネーズ並みの軟弱地盤が
存在することが明らかになり、軟弱地盤を改良するこ
とは技術的にも困難だと専門家の指摘もあり、震度１
以上の地震が発生すれば護岸が崩壊する危険性が高い
との指摘もあります。県民の民意を無視し、政治的に
も技術的にも建設不可能な基地を県民の莫大な税金を
使って強行することは断じて容認できません。
　以下、質問をします。
　辺野古新基地建設断念、普天間基地の閉鎖・撤去を
求める知事の決意について伺います。
　辺野古新基地建設の費用は、県の試算では２兆
5500億円です。県民１人当たり175万円になります。
安倍政権は辺野古新基地建設を断念し、辺野古新基地
建設予算は、新型コロナ支援対策に回すべきでありま
す。知事の所見を伺います。
　３、新型コロナ対策について。

　新型コロナウイルスの影響は、県民生活、医療、教育、
県経済にも深刻な影響を与えています。糸満市では小
売業者や飲食店、お土産品店、民宿・民泊業者、バス・
タクシー業者など修学旅行のキャンセルが相次ぎ、観
光客の減少で売上げが減り、営業を続けていくことが
できない、生活していけないとの悲鳴の声が上がりま
した。
　以下の件について、知事の所見を伺います。
　県民生活や県経済への影響について伺います。
　沖縄県のこれまでの具体的な対策と今後の取組につ
いて伺います。
　生活困窮者自立支援事業における住宅確保給付金の
活用状況と課題について伺います。
　中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人
事業者に対する個人事業主100万円、法人で200万円
の持続化給付金の活用状況と課題について伺います。
　新型コロナウイルスの影響で「仕事がなくなり、収
入が減少し、生活していけない」との悲鳴の声が上
がっています。必要とする皆さんがすぐに生活保護を
受給することができる環境をつくっていくことが大切
です。生活保護は憲法で保障されている「あなたの権
利」であると、知事が県民に向けて広報すべきであり
ます。知事の見解を問います。
　コロナの影響で、生活困窮に陥っている県民と子供
たちへの支援を緊急に実施することが求められていま
す。生活の実態調査、相談窓口の設置、支援体制の強
化について伺います。
　４、ジェンダー平等について伺います。
　女性も男性もそれ以外の性の人も、誰もが生きやす
く、公平で公正な社会を目指す、それがジェンダー平
等です。ジェンダー平等社会をどのように実現する
か、誰もが尊厳を持って自分らしく生きられる社会を
どう取り組んでいくか、今問われています。あらゆる
分野でジェンダー平等を実現していくために沖縄振興
計画、男女平等参画計画の中での位置づけと、今後の
取組について知事の所見を伺います。
　５、こども医療費助成制度を中学校卒業まで、所得
制限なし、一部負担なし、現物給付で実施することに
ついて伺います。	
　６、進学を希望する皆さんが、経済的な理由で進学
を諦めることがないよう、給付制奨学金制度の拡充が
求められています。
　知事の所見を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
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チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　それでは玉城ノブ子議員の御質問にお答えいたしま
す。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の質問要旨１
の(2)、沖縄戦の実相の発信等についてお答えいたし
ます。
　沖縄県民は、さきの大戦で熾烈な地上戦により、多
くの貴い生命とかけがえのない文化遺産や美しい自然
を失ったという経験から、平和の尊さを肌身で感じて
おります。しかしながら、戦後75年が経過し、戦争
体験者の高齢化が進み、沖縄戦の風化が危惧されてい
るところであります。このため沖縄県では、県内外で
のシンポジウムや、児童生徒等を対象としたワーク
ショップの開催、アジア諸国と沖縄の若者との共同学
習等に取り組んでいるところであります。
　沖縄県としましては、国籍を問わず沖縄戦などで亡
くなられた全ての人々を刻銘する平和の礎、沖縄戦の
実相を記録・展示する沖縄県平和祈念資料館、平和の
構築・維持に貢献した団体等を顕彰する沖縄平和賞、
県内において活動される方々を表彰するちゅらうち
なー草の根平和貢献賞など、悲惨な沖縄戦の実相を残
す取組を行い、次世代に正しく継承するとともに、平
和を希求する沖縄の心・チムグクルを広く世界に発信
してまいります。
　次に、新型コロナ対策についての御質問の中の３の
(2)、沖縄県のこれまでの具体的な対策と今後の取組
についてお答えいたします。
　沖縄県では、新型コロナウイルス感染症拡大に対応
する経済対策を切れ目なく実施するため、５月28日
に新型コロナウイルス感染症対策に係る沖縄県の経済
対策基本方針を策定しました。同方針に基づき、「安全・
安心の島 “沖縄” の構築」と「県民の事業と生活を維
持し、将来を先取りした経済の礎を築く取組」を軸に
経済対策を講じております。これまでの第１次から第
４次の補正予算により、約1000億円の新型コロナウ
イルス感染症対策関連予算を措置し、水際対策の強化
や県内事業者の事業継続及び県民生活の維持に必要な
諸事業を実施または実施することとしております。今
後は、落ち込んだ経済活動を段階的に回復させていく
必要があることから、医療提供体制や検査体制のさら
なる拡充を図り、第２の波に備えた防疫体制を構築し
てまいります。併せて、沖縄県の経済対策基本方針に
基づき、経済振興策を着実に実行し、ウイズ・コロナ
からコロナ・チェンジへ移行する沖縄らしいＳＤＧｓ
に即した持続可能な自立型経済の確立を目指してまい

ります。
　次に、ジェンダー平等についての御質問の中の４の
(1)、ジェンダー平等の実現に向けた計画と取組につ
いてお答えいたします。
　個人の尊厳や多様性が尊重されるジェンダー平等の
実現のためには、性別に関わりなく、個性や能力を十
分に発揮し、互いの人権を尊重しながら、喜びと責任
を分かち合う社会の実現が重要であると考えておりま
す。沖縄県では、第５次沖縄県男女共同参画計画を策
定し、家庭・職場・地域・社会全体の４つの分野にお
いて目標を定め、沖縄21世紀ビジョンやＳＤＧｓを
踏まえた上で全庁体制で計画を推進しているところで
す。ジェンダー平等の実現には、県民お一人お一人が
その大切さや必要性を理解し、それぞれが主体的に取
り組んでいくことが重要であります。そのため、県民
意識調査を行い、その実態を踏まえて第６次沖縄県男
女共同参画計画を策定し、県民と一緒になって取り組
んでまいりたいと考えております。個人の尊厳や多様
性が尊重されるジェンダー平等の実現に向けて、今後
とも力を尽くしてまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、知事
の政治姿勢についての中の(1)のア、イ、ウ、沖縄戦
の実相についてお答えいたします。１の(1)アから１
の(1)ウまでは関連しますので一括してお答えします。
　沖縄戦は、史上まれに見る激烈な戦火により多くの
かけがえのない命を奪い去り、貴重な文化遺産を破壊
しました。米軍が日本本土への上陸作戦上、絶好の位
置にあると考えたことなどから沖縄が戦争の場とな
り、住民が戦場に動員された地上戦において、日本軍
が本土決戦を遅らせるための作戦を取ったことで、南
部一帯が軍民入り乱れた戦場となり、住民が逃げ場を
失ったことも、犠牲者を多くした要因の一つであると
言われております。また、沖縄戦における強制集団死
は、当時の教育を含む社会状況の総合的な背景や戦時
下における極限状況の中で起こったものとされており
ます。
　同じく１の(1)のエ、糸満における戦争被害の状況
についてお答えいたします。
　戦争により家族全員が犠牲となった屋敷の跡が現在
も残されているなど、糸満市は日本軍の南部撤退によ
る沖縄戦最後の戦いの場所となったこともあり、家族
が避難する壕やガマが激しい攻撃を受けたことなどに

－92－



より、多くの被害が生じたものとされております。
　同じく１の(3)、平和行政の取組についてお答えい
たします。
　県では、沖縄戦から学んだ歴史的教訓を次世代へ伝
え、平和を希求する沖縄の心の発信に努めております。
戦後75年の節目となる今年は、沖縄戦体験者の証言
映像の収録、沖縄戦の実相や歴史的教訓を語り継ぐ活
動を行ってきた戦争体験者の功績に光を当てる戦の語
り部功労者感謝状贈呈を実施することとしており、引
き続き平和行政の推進に取り組んでまいります。
　次に３、新型コロナ対策について(1)、県民生活へ
の影響についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減
少し生活に困窮する世帯が増加しています。このため、
生活福祉資金貸付制度においては、対象を収入が減少
した世帯に拡大し、貸付金額を10万円から20万円に
引上げ、償還期限を12月以内から２年以内に延長す
るなどの特例貸付を実施しております。また、生活困
窮者自立支援事業においては、住居確保給付金の支給
対象者を従来の離職者等に加え、収入の減少した者等
へ拡大したところです。
　同じく３の(3)、生活困窮者住居確保給付金の活用
状況と課題についてお答えいたします。
　県では、住居確保給付金の支給対象者の拡大に伴う
予算を５月補正により措置し、支援を必要とする方々
へ速やかに支給が行われるよう対応したところであ
り、所管する町村部における支給決定件数は、令和元
年度が30件だったのに対し、令和２年度は６月末時
点で171件となっております。生活に困窮する県民に
対し、支給対象拡大も含めた事業の周知を行うことが
必要であるため、県広報誌やホームページへの掲載と
併せて、所管する町村での周知用チラシの全戸配布を
行っており、引き続き関係機関と連携しながら事業の
周知に取り組んでまいります。
　同じく３の(5)、生活保護の広報についてお答えい
たします。
　県及び市の福祉事務所では、それぞれのホームペー
ジなどにおいて、生活保護制度について情報を掲載す
るとともに、常時、相談を受け付けており、必要事項
を説明し、申請意思がある方に対しては速やかに申請
書を交付しているところです。また、生活困窮者自立
支援制度の相談窓口において、相談者が保護を要する
と思われる場合は生活保護の窓口に案内するなど他制
度との連携を図っております。
　生活保護は、生存権を保障する憲法第25条の理念
に基づき実施されており、県としては同制度が十分に

機能を果たすことが重要であると考えていることか
ら、今後とも制度の周知や適正な実施に努めてまいり
ます。
　同じく３の(6)、生活困窮世帯の実態把握等につい
てお答えいたします。
　生活困窮に陥っている県民への支援として、県及び
各市においては、生活困窮者自立支援制度の相談窓口
を設置し、県内19か所で困り事や不安を抱えている
方からの相談を幅広く受け付けております。町村を所
管する県におきましては、新型コロナウイルス感染症
の影響により、離職や収入の減少等により生活に困窮
する方からの相談が増えていることから、相談員等を
増員し、支援体制の強化を図っているところです。ま
た、生活福祉資金貸付制度においては、沖縄県労働金
庫の本店及び８つの支店、県内49か所の郵便局でも
受付を開始するなど、支援体制を強化しております。
　県としては、引き続き関係機関と連携し、支援内容
や制度の周知強化及び生活に困窮する方々の状況把握
に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　おはようございます。
　それでは、１、知事の政治姿勢についての御質問の
中の(3)、平和教育、取組についてお答えします。
　戦後75年が経過し、戦争の風化が叫ばれる中、沖
縄戦の悲惨な実相や教訓を正しく後世に継承すること
は重要なことであります。
　県教育委員会としましては、平和教育を県の教育の
主要な施策と位置づけており、各教科や道徳の時間は
もとより、慰霊の日に向けた特設授業を展開するなど、
学校の教育活動全体を通して行っております。これま
での取組として、戦争体験者等の講話や戦跡巡り、生
徒たちが演劇を通して学ぶ体験的学習、沖縄戦を特集
した新聞記事を用いた学び合いなどがあります。また、
今年度は、タブレットを用いて一人一人が調べ学習を
行い、平和について考える授業や、体験者による講話
を各クラスへライブ配信するなどの工夫を行った学校
もあります。
　今後とも、児童生徒が平和で民主的な国家及び社会
の形成者として育つよう、平和教育を推進してまいり
ます。
　同じく１の(4)、戦争遺跡の保存と継承についてお
答えします。
　戦争遺跡は、沖縄の歴史の正しい理解のため欠くこ
とのできないものであることから、その保存と継承を
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図ることは重要と認識しております。
　県教育委員会としましては、地域の文化財は地域で
守るという観点から、当該市町村が主体となって保存
等を図る必要があると考えており、引き続き市町村教
育委員会における文化財指定への取組について助言し
てまいります。また、戦争遺跡の県や国による文化財
指定に当たっては、これまでの調査成果を踏まえつつ、
指定基準や戦争遺跡の保全状況等を総合的に検討・整
理した上で、指定候補について地元市町村教育委員会
との調整を進めていく予定でございます。
　次に６、給付制奨学金制度の拡充についての御質問
にお答えいたします。
　県の給付型奨学金は、能力があるにもかかわらず経
済的な理由で県外難関大学等への進学が困難な生徒を
支援し、グローバル社会において活躍していく人材育
成を目的として実施しています。今年度から実施され
ている国の修学支援新制度においては、県内大学等へ
の進学者も含め、給付型奨学金のほか、授業料減免制
度が実施されており、より手厚い支援となっておりま
す。
　県の給付型奨学金の拡充につきましては、国の修学
支援新制度による支援状況等を注視しながら検討して
まいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、	知事の政治姿勢に
ついて(5)、糸満市からの埋立土砂の搬出についてお
答えいたします。
　辺野古新基地建設に用いられる埋立土砂につきまし
ては、現時点において糸満市から採取することが決
まったものではないと承知しております。一方、これ
までの一連の選挙や県民投票において、普天間飛行場
の辺野古移設への民意が繰り返し示される中で、これ
を一顧だにせず、軟弱地盤等の極めて重要な問題があ
るにもかかわらず、工事を強行し続ける政府の姿勢は、
到底容認できるものではありません。
　県としては、今後とも県民投票等で示された民意に
応え、辺野古に新基地は造らせないとの知事公約の実
現に向け、全力で取り組んでまいります。
　２、辺野古新基地建設についての(1)、辺野古新基
地建設断念と普天間飛行場の閉鎖・撤去の決意につい
てお答えいたします。
　辺野古新基地建設については、防衛省から、統合計
画に示されている提供手続の完了までに要する期間が
約12年になることが公表され、辺野古移設では、普

天間飛行場の一日も早い危険性の除去にはつながらな
いということが明確になりました。普天間飛行場の速
やかな運用停止を含む一日も早い危険性の除去は喫緊
の課題であり、県はこれまで普天間飛行場負担軽減推
進会議及び同作業部会や、玉城知事と安倍総理、菅官
房長官との面談においても求めたところであります。
　県としましては、今後も引き続き同飛行場の早期閉
鎖・返還及び速やかな運用停止を含む一日も早い危険
性の除去を政府に対し強く求めてまいります。
　２の(2)、辺野古新基地建設に係る経費についてお
答えいたします。
　辺野古新基地建設については、防衛省から統合計画
に示されている提供手続の完了までに要する期間が約
12年、総工費が約9300億円になることが昨年12月に
公表されております。また、地盤工学の専門家からは、
軟弱地盤により不測の事態が起こり得るため、今後、
埋立工事の工期や工費がさらに膨らむ可能性があると
の指摘もあるほか、環境にも重大な影響を及ぼすと危
惧されております。
　県としては、膨大な費用を要し、普天間飛行場の一
日も早い危険性の除去につながらないことが明確と
なった辺野古新基地建設は、直ちに断念するべきであ
ると考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　３、新型コロナ対策につ
いて(1)のうち、新型コロナウイルス感染症の県経済
への影響についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の県経済への影響につい
て、観光面では、５月の入域観光客数が前年比で約
95％減と大幅に減少し、主要ホテルの客室稼働率は
10％を下回っています。加えて、県民や事業者の活
動自粛等により、飲食業、小売業、娯楽サービス、交
通運輸、農業など多岐にわたる業種で多大な影響を受
けていると考えております。雇用面では、５月の完全
失業率が3.4％と、前年より0.7ポイント悪化し、有効
求人倍率も0.78倍と１倍を下回っております。今後
は、新規求人の減少による雇用情勢の悪化が懸念され
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　３、新型コロナ対策
についての御質問の中の(4)、	持続化給付金の活用状
況と課題についてお答えいたします。
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　経済産業省によると持続化給付金について、６月
22日までに全国で約165万件、約２兆2000億円が支
給されているとのことです。
　県としましては、新型コロナウイルス感染症の影響
を受けている事業者の事業継続を図るため、資金面で
の支援は重要であると認識しております。このため、
県が実施する各種給付金制度と併せて、国の持続化給
付金等についても、事業者に幅広く有効に活用いただ
くため、沖縄総合事務局と協働して、各機関の支援施
策を取りまとめたパンフレットを作成し、商工会等関
係機関との連携を図りながら、周知・活用促進に取り
組んでおります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　５の(1)、こども医
療費助成制度についてお答えいたします。
　こども医療費助成制度につきましては、通院対象年
齢の中学卒業までの拡大を視野に入れながら、市町村
と協議を行っているところであります。
　県としましては、引き続き市町村との協議を進め、
令和２年度中には内容及び実施時期を含めその方向性
を示していきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城ノブ子さん。
　　　〔玉城ノブ子さん登壇〕
○玉城　ノブ子さん　再質問を行います。
　改めて玉城知事にお伺いをいたします。
　政府は、辺野古埋立用の土砂の調達場所を追加し、
その場所は報道では糸満市の採石場と見られるとあり
ました。戦争で亡くなられた皆さんの血が染み込んだ
糸満の地から戦争のための基地を造る土砂を辺野古に
搬出することは、絶対に許せません。知事は断固とし
て反対すべきであります。
　知事の所見を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　玉城ノブ子議員の再質問に
お答えをいたします。
　これまでの一連の国政選挙の結果、昨年２月の県民
投票の多数の辺野古埋立反対の民意など、そのような
県民の民意を尊重し、辺野古に新基地は造らせないと
いう決意でこれからも取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
　　　〔渡久地　修君登壇〕
○渡久地　修君　日本共産党沖縄県議団を代表して

質問を行います。
　新型コロナウイルス感染の世界的な流行、パンデ
ミックは深刻な犠牲と困難を世界の人々に強いていま
す。日本の医療問題を見ても、世界一医療の進んだ国
と政府は言っていましたが、こんなにも脆弱だったの
かと多くの国民が知らされました。また、新型コロナ
危機の下でも、桜を見る会、カジノ疑惑問題、検事長
の定年延長問題、検察庁法改定問題、辺野古設計変更
申請問題、河合元法務大臣の巨額買収事件問題、イー
ジス・アショア問題など次から次へと惹起し、安倍政
権の民意無視、国政私物化ではないかとの怒りが渦巻
いております。
　今、世界でも日本でもこんな政治でいいのかとの問
いかけが広がり始め、このような社会は変えようとの
動きが起こり始めています。歴史の大きな転機の時代
を迎えていると思います。沖縄を取り巻く情勢は紆余
曲折もありますが、大局的に見ても歴史の大きな転機
の中で沖縄県民の道理と大義ある闘いにこそ未来の展
望を切り開く道があることを確信しています。
　私たち日本共産党沖縄県議団は、県民とともに玉城
デニー知事を支えて頑張っていくことを改めて表明し
て質問に入ります。
　１、県民の民意について。
　さきの県議選挙は、安倍政権が県議選挙で与野党逆
転を果たして２年後の県知事選挙で、県政奪還を果た
すとしててこ入れをしてきた選挙でしたが、結果は辺
野古反対を公約に掲げた候補者が過半数を占め、当日
のマスコミの出口調査でも、玉城デニー知事支持が
81％、辺野古新基地建設反対が71％となっています。
　別のマスコミの世論調査でも普天間基地は、閉鎖・
撤去が30.28％で一番多く、国外・県外を合わせると
69.52％になっています。県民の民意は揺るぎないも
のであります。県民の民意とともに頑張る知事の決意
を伺います。
　次に、辺野古新基地建設問題について、以下伺いま
す。
　安倍政権は、県知事が県独自の緊急事態宣言をした
翌日の４月21日に辺野古の設計変更申請を沖縄県に
提出しました。これは県民の命よりも新基地建設を優
先させたのではないかと怒りが起こりましたが、見解
を伺います。
　安倍首相は、国民の理解なくして前に進めていくこ
とはできないと検察庁法改定案を断念しましたが、辺
野古新基地建設は、県民の理解が得られていないどこ
ろか、県民投票で72％が反対しています。これこそ
断念するのが当然ではないか。それとも沖縄県民は国
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民の中に入っていないということなのか、見解を伺い
ます。
　安倍政権はイージス・アショアの設置を断念しまし
たが、工期と費用が膨大に膨らむ辺野古新基地建設こ
そすぐに断念すべきではないか。
　米下院小委員会の国防権限法において、最終的には
削除されましたが、辺野古新基地建設と軟弱地盤等の
指摘は重要な変化だと思います。これまでの知事、国
会議員、与党県議団、市民団体の訪米行動の積み重ね
の重要性を示せたと思いますが、見解を伺います。知
事は一喜一憂せず、これからも米議会、米政府、米世
論、日本国内の世論への働きかけをさらに強化すべき
です。
　次に、フォースデザイン2030と沖縄の軍事基地強
化の危険性について伺います。
　今年３月、海兵隊はフォースデザイン2030を公表
しました。従来の地上部隊・航空部隊を大幅に減らし
て、ミサイル部隊や電子戦・無人機などを大幅に増や
す計画で既に進行し、普天間基地のヘリ部隊など沖縄
の兵力構成にも影響を与えるものになっています。し
かしこれは米本土の海兵隊だけを削減し、逆に沖縄は
負担軽減どころか、在沖海兵隊が強化される危険があ
るのではないか。
　遠征前方基地作戦は、沖縄の米軍基地の強化につな
がるものであります。その一環として伊江島飛行場の
基地強化が進められていますが、実態と見解を伺いま
す。
　2017年の元防衛大臣の、緊急時の民間施設の使用
が整わなければ普天間基地は返還されないとの趣旨の
発言や、1998年のＧＡＯのレポートでの那覇国際空
港が米軍航空機の緊急着陸帯として使用可能との報告
は、現在の基地強化と結びついているのではないか。
　米海兵隊の兵力再編で、奄美、宮古、石垣の自衛隊
基地に米軍のミサイルを配備する危険性が増している
のではないか。
　日本政府が敵基地攻撃能力の獲得について言及して
いますが、専守防衛を投げ捨て、憲法に反したもので
す。また、その際のミサイル配備は沖縄本島、宮古・
八重山になるおそれがありますが、断固反対を表明す
べきです。
　これらの動きをつなぎ合わせると、奄美の自衛隊基
地、伊江島飛行場、北部訓練場、辺野古新基地、嘉手
納飛行場、普天間基地、有事の際の那覇空港、宮古・
八重山の自衛隊基地を結んだ、まさに、米海兵隊の
フォースデザイン2030の遠征前方基地作戦と、日本
政府の敵基地攻撃能力に基づいた新たな沖縄の基地強

化ではないか。
　米軍のこのような計画に対して、知事は、沖縄の米
軍基地の強化に反対し、辺野古新基地反対、普天間基
地の閉鎖・撤去に全力で取り組むべきです。
　戦後75年目の沖縄の慰霊の日の追悼式典への、広
島・長崎市長、国連代表のビデオメッセージ参加の意
義について伺います。また、これを契機に、これから
人類が目指すべき戦争のない平和な世界、核兵器廃絶、
基地のない沖縄に向け、沖縄、広島、長崎、国連が共
通の課題に連帯して取り組んでいくという新たな契機
にしてもらいたいと思います。知事の決意を伺います。
　新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大と今
後の世界、沖縄について。
　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の下で、市
場原理主義、社会保障切捨て、自己責任の押しつけの
新自由主義から脱却して、社会を変えようとの意識が
広がり始めています。軍事力で対決する時代から、世
界的な新型コロナウイルス感染症、気候変動、地球温
暖化による異常降雨、大規模災害などに対処するため
に、世界は今こそ力を合わせる時代だと思いますが見
解を伺います。
　これからの沖縄経済、社会の展望、沖縄の振興の方
向性について、これまでも以下の点を提起してきまし
た。ますます重要になっていると思いますが、以下
の点について伺います。
　ア、沖縄の特性を生かした第１次産業、観光産業、
地場産業、地元企業育成、老朽校舎や団地の改築など
の生活密着型の公共工事の推進で、振興予算の本土還
流を食い止め、県内を循環し、県内企業、家計に蓄積
し、県民所得を向上させること。
　イ、保育士、介護士、看護師、教員、消防士などの
大幅増員、待遇改善など、福祉・医療・教育を重視し
た社会の実現で雇用を増やすこと。
　ウ、米軍基地をなくして沖縄経済を発展させること。
　次に、コロナ感染の第２波に対処するための検査体
制と医療体制の強化について伺います。
　現状と第２波の感染拡大への認識、対策について。
　早期発見、隔離、治療のために、積極的なＰＣＲ検
査への体制転換が必要ではないか。
　第２波への備えの医療体制の構築と、医療崩壊を防
ぐためにも医療機関への大胆な財政支出が求められて
いるのではないか。
　これまでの医療費抑制・削減方針をやめ、命を守る
医療の充実に転換すべきです。
　次に、首里城の再建と御茶屋御殿、中城御殿、円覚
寺の復元について。
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　それぞれの方針と計画、進捗状況。
　首里城再建過程の公開について伺います。
　次に、旧日本軍第32軍壕の保存公開について。
　本土防衛の捨て石作戦としての沖縄戦での旧日本軍
第32軍司令部の果たした役割と、住民の犠牲が多く
出た理由について伺います。
　沖縄戦の実相を後世に伝えるために第32軍壕を保
存し、公開すべきです。その意義について伺います。
　これまでも入り口の公開、壕の部分公開を技術的に
も可能と求め続けてきました。第32軍壕の保存・公
開を行うと明言し、その立場からの検討を進めるべき
です。見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　渡久地修議員の御質問にお
答えいたします。
　まず県民の民意についての御質問の中の１の(1)、
辺野古新基地建設反対の決意についてお答えいたしま
す。
　辺野古新基地建設に反対する民意は、これまでの２
度の知事選挙をはじめ、平成31年２月に行われた辺
野古埋立ての賛否を問う県民投票、同年４月の衆議院
補欠選挙と７月の参議院議員選挙でも揺るぎない形で
繰り返し示されてまいりました。そして、去る６月７
日の県議会議員選挙においても、辺野古新基地建設に
関する賛否が明確な争点とされた結果、辺野古新基地
建設に反対する当選者が過半数となったことは、改め
て反対の民意が明確にされたものと考えております。
　私は、辺野古に新基地は造らせないとの決意を新た
にし、今後とも、諦めず、ぶれることなく、県民投票
やこれまでの一連の選挙で示された民意に応えられる
よう、全身全霊で取り組んでまいります。
　次に、戦後75年目の沖縄慰霊の日の追悼式典につ
いての御質問の中の、追悼式への広島・長崎市長、国
連代表の参加の意義等についてお答えいたします。
　太平洋戦争が終結してから75年の節目の年の追悼
式において、悲惨な戦争の惨禍を被った広島市、長崎
市及び沖縄県と、国際平和の維持に取り組む国際連合
が、共に平和への強い思いを世界に向けて発信したこ
とは、次世代への大きなメッセージになったと考えて
おります。沖縄県民はさきの大戦で苛酷な地上戦によ
り、多くの貴い生命と貴重な文化遺産を失った経験か
ら、平和の尊さを肌身で感じております。
　沖縄県としましては、平和を希求する「沖縄のここ
ろ　　　　命ドゥ宝」を世界に発信し、広島、長崎、国際
連合などの関係機関と協調していくとともに、核兵器

の廃絶、戦争の放棄、恒久平和の確立のため総力を挙
げて邁進していく決意であります。
　次に、旧日本軍32軍壕の保存公開についての御質
問の中の８の(2)、第32軍司令部壕についてお答えい
たします。
　第32軍司令部壕は、住民を巻き込んだ熾烈な沖縄
戦の軍事的中枢施設であり、戦争の不条理さ、残酷さ
とともに、平和の尊さを次世代に伝える上で、重要な
歴史的価値を有する戦争遺跡であります。一方で、時
間の経過に伴い壕内の環境も変化していることから、
現状においては一般公開は困難な状況にあります。し
かしながら、戦争の体験や教訓の風化が懸念される中
で、壕が果たした役割などを次世代へ継承することは
重要であると鑑みることから、首里城復旧・復興に向
けた委員会などにおいても御議論をいただいていると
ころであります。
　沖縄県としましては、専門家等による新たな検討委
員会を設置し、第32軍司令部壕の保存・公開や平和
発信の在り方等について、那覇市とともに検討してま
いりたいと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　２、辺野古新基地建
設についての御質問のうち(1)、変更承認申請書の提
出についてお答えいたします。
　本県では、本年４月20日に新型コロナウイルス感
染症に関する県独自の緊急事態宣言を発出しておりま
す。また、新型コロナウイルスによる感染については、
普天間飛行場代替施設建設事業の埋立工事現場におい
ても作業員に感染者が出ていたことなどから、知事か
ら直接、菅官房長官に電話を行い、工事の停止を求め
たところであります。このように、国や県も含め、全
ての事業者、県民が一致団結して、感染拡大防止のた
めに行動すべき時期に、提出ありき、スケジュールあ
りきで、変更承認申請書が提出されたものと考えてお
ります。
　次に７、首里城の再建と御茶屋御殿、中城御殿、円
覚寺の復元についての御質問のうち(1)、首里城の再
建、中城御殿等の復元の方針等についてお答えいたし
ます。
　首里城の復元は、国の首里城復元に向けた基本的な
方針により、国が責任を持って取り組むこととなって
おり、首里城正殿等の復元に向けた工程表では、正殿
の本体工事を令和４年に着工し令和８年に完成するこ
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ととなっております。中城御殿の復元等については、
県営公園区域内にあり、県事業として取り組んでいる
ところであります。御茶屋御殿の復元については、現
在、国、県及び那覇市の間でワーキンググループを開
催しており、整備主体も含め、引き続き検討が必要で
あると考えております。
　次に７の(2)、首里城再建過程の公開についてお答
えいたします。
　昨年10月の火災以降、閉園が続いていた首里城公
園有料区域については、６月12日から一部開園し、
正殿跡地遺構や御内原エリアなどを公開しているほ
か、施設の解体工事や破損瓦撤去の様子など、首里城
復元に向けた段階的公開を行っております。首里城の
復元に向けて、変わり行く首里城の過去を知り、現在
を御覧いただき、新たな未来に思いをはせていただく
ことができる場としていくことが大切であると考えて
おり、県としては、今後も国等関係機関と連携しなが
ら、復元過程の公開に取り組んでいきたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　２、辺野古新基地建設
についての(2)、検察庁法改正案と辺野古新基地建設
計画についてお答えいたします。
　安倍総理は、去る５月18日、検察庁法改正案につ
いて、国民の皆様の御理解なくして前に進めていくこ
とはできないとして、通常国会での成立を見送りまし
た。一方、辺野古新基地建設に反対する民意は、これ
まで一連の選挙や県民投票において揺るぎない形で繰
り返し示されてきました。政府は、検察庁法改正案で
は、国民の声を聞く姿勢を見せる一方で、辺野古新基
地建設については、繰り返し示されてきた県民の民意
を一顧だにせず工事を強行しております。
　県としては、このような政府の姿勢は到底容認でき
るものではありません。政府は、辺野古新基地建設に
反対する県民の声に耳を傾け、辺野古新基地建設計画
を断念すべきであると考えております。
　同じく２の(3)、イージス・アショア配備計画と辺
野古新基地建設計画についてお答えいたします。
　去る６月15日、河野防衛大臣は、イージス・アショ
アの秋田、山口両県への配備計画について、コスト、
期間を考えれば合理的ではないとして、配備計画の停
止を発表しました。一方で、辺野古新基地建設工事は、
海面下90メートルの深さまで軟弱地盤が存在し、国
内で前例のない地盤改良工事が必要で、提供手続の完

了までに約12年、総工費も約9300億円を要するとさ
れています。
　県としましては、政府に対して、相当なコストと期
間を要する辺野古新基地建設計画についても計画を断
念し、普天間飛行場の速やかな運用停止を含む一日も
早い危険性の除去を実現するため、県との真摯な対話
に応じることを強く求めてまいります。
　同じく２の(4)、米連邦議会等への働きかけについ
てお答えいたします。
　米連邦議会下院の軍事委員会即応力小委員会は、
2021年度国防権限法案に関する書面に、辺野古新基
地建設予定地地下の強度の検証結果などに関する報告
書の提出を国防総省に求めることを明記しました。こ
れは、昨年の訪米において、知事が連邦議会議員等へ
求めていた内容を含んでおり、訪米活動の成果と考え
ております。また、県系米国民の方々や与党県議団の
訪米による働きかけ、ワシントン駐在員が米国議会議
員の方々との信頼関係を構築し、フォローアップし続
けたことの結果であると認識しております。残念なが
ら今回は軍事委員会では採用されませんでしたが、小
委員会で懸念が示されたことは成果であり、県としま
しては、引き続きワシントン駐在員を活用した情報発
信と、県系米国民と連携して米国における問題提起に
取り組むなど、国内外における世論喚起に努めてまい
ります。
　３、フォース（戦略）デザイン2030と沖縄の軍事
基地強化の危険性についての(1)、海兵隊の再編計画
についてお答えいたします。
　今年３月に発表された海兵隊「フォースデザイン
2030」では、2030年までに、海兵隊員１万2000人
の削減、戦車大隊の全廃、ロケット部隊の増強、第３
海兵遠征軍の下に３つの海兵沿岸連隊を創設すること
などが計画されております。３つの海兵沿岸連隊の配
備先は、１つ目が５月までにハワイで発足し、残り２
つは日本とグアムに配備される見通しであると報道さ
れておりますが、日本での配備先は明らかになってお
りません。
　県としましては、海兵隊の再編により米軍基地機能
が強化され、沖縄の基地負担の増加につながることが
ないよう、引き続き情報収集に努めてまいりたいと考
えております。
　同じく３の(2)、遠征前方基地作戦と伊江島飛行場
の基地機能強化についてお答えいたします。
　県としては、伊江島補助飛行場で遠征前方基地作戦
を想定した訓練が実施されていることは承知しており
ます。また、同飛行場では補修工事が行われています
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が、沖縄防衛局に確認したところ、既存の滑走路及び
附帯施設の損傷、劣化が著しいため補修工事を実施し
ており、滑走路の補修については飛行機の破損などの
おそれがある表面を修復し、安全性を高めるものであ
るとの説明がありました。
　県としましては、遠征前方基地作戦を想定した訓練
について、伊江村とも連携しながら状況を注視してま
いりたいと考えております。
　同じく３の(3)、緊急時の民間施設使用と基地機能
強化についてお答えいたします。
　稲田元防衛大臣は、平成29年６月の参議院外交防
衛委員会において、辺野古新基地が建設されても、緊
急時における民間施設の使用の改善について米国との
調整が調わなければ普天間飛行場が返還されない旨の
答弁をしております。また、1998年３月に公表され
た米政府監査院の米軍再編に関する報告書では、那覇
空港が米軍航空機の緊急着陸帯として使用可能であり
得る旨が記載されております。仮に那覇空港を米軍が
使用する場合、同空港は自衛隊も使用していることか
ら、危険性や騒音の増加、観光への悪影響が懸念され、
那覇空港の米軍による使用は決して認められるもので
はありません。
　同じく３の(4)、自衛隊基地への米軍ミサイル配備
についてお答えいたします。
　県内における米軍のミサイル配備計画について、沖
縄防衛局に照会したところ、これまで米国からは、地
上発射型中距離ミサイルについては、直ちに配備する
状況にはなく、また、具体的な配備先については検討
を行っていないとの説明を受けているとの回答があり
ました。また、昨年10月の知事訪米の際に、知事が
米国政府に確認したところ、沖縄への地上発射型中距
離弾道ミサイル配備の計画は、今のところないとの回
答がありました。
　いずれにしましても、県としましては、米軍ミサイ
ルの配備などにより、基地機能が強化され、沖縄の基
地負担の増加につながることは到底容認できません。
　同じく３の(5)、敵基地攻撃能力の検討についてお
答えいたします。
　イージス・アショアの配備断念を受け、政府は安全
保障戦略の見直しに着手し、敵基地攻撃能力保有の是
非についても議論する見通しであるとの報道がなされ
ていることは承知しております。一方、憲法第９条の
趣旨についての政府見解によりますと、いわゆる攻撃
的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最
小限度を超えることとなるため、いかなる場合も許さ
れないとされています。

　県としては、県内での敵基地攻撃能力を有するミサ
イルの配備計画については様々な問題があり、県民の
理解も得られないと考えることから、同計画に断固反
対します。
　同じく３の(6)、沖縄の基地機能強化と県の取組に
ついて。３の(6)と３の(7)は関連しますので一括して
お答えします。
　県としては、海兵沿岸連隊の創設や遠征前方基地作
戦など海兵隊の再編計画による米軍基地機能の強化
や、自衛隊基地への中距離弾道ミサイル配備などによ
る沖縄の基地負担の増加があってはならないと考えて
おります。
　県では、辺野古新基地建設について、昨年２月の辺
野古埋立てに絞った県民投票で、圧倒的多数で反対の
民意が明確に示されたことは、大変重要な意義がある
ものと考えており、今後とも、辺野古移設計画の断念、
普天間飛行場の県外・国外移設、早期返還及び速やか
な運用停止を含む一日も早い危険性の除去を政府に対
し強く求めてまいります。
　５、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大
と今後の世界、沖縄についての(2)のイの中の消防職
員の増員についてお答えいたします。
　県内の消防職員数は、平成31年４月１日現在で
1625人となっており、前年から４名の増となって
おります。また、総務省消防庁による消防職員の充
足率については、平成31年４月１日現在で沖縄県は
63.1％と全国平均の78.3％より低くなっております
が、平成27年の前回調査の61.9％から1.2ポイント向
上し、都道府県順位については、47位から42位へ上
がっております。
　消防職員の確保については市町村の責務とされてお
りますが、県としましても、様々な機会を通して、消
防体制の充実強化を働きかけていきたいと考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　５、新型
コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大と今後の世
界、沖縄についての御質問の中の(1)、世界的な感染
拡大と今後の沖縄についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症が全世界で猛威を振るっ
ており、人々の命と生活が脅かされる未曽有の事態に
あります。この感染症は、病気への恐れが不安を呼び、
その不安が差別や偏見を生み出し、社会を分断させる
という怖さを秘めています。
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　県としましては、世界中の人々が相互理解に努め、
一層協調し、心穏やかで真に豊かな生活を送ることが
できるよう、ＳＤＧｓの推進をはじめとした人間の安
全保障の実現に向け、国際社会が一体となって取り組
んでいくことが重要だと考えております。
　同じく５の(2)のイ、保育士、介護職員の人材確保
及び処遇改善についてお答えいたします。
　保育士の確保については、県独自の施策として保育
士の正規雇用化や年休取得、休憩取得及び産休取得の
支援などの処遇改善に取り組んでおります。また、国
において、毎年公定価格の改定が行われ、平成24年
度から令和元年度まで、約14％の改善が図られたほ
か、平成29年度から技能・経験に応じて月額5000円
以上４万円以下の処遇改善を実施しております。介護
人材の確保については、介護に関する入門的研修の実
施など、人材の裾野を拡大するとともに、介護ロボッ
トの導入支援など、労働環境の改善に取り組んでおり
ます。また、これまで国において、介護職員処遇改善
加算の拡充が実施されておりますが、令和元年10月
にはさらなる取組として介護職員等特定処遇改善加算
が創設されたことから、各事業所等に対しこれらの加
算の取得を促進しているところです。
　県としましては、引き続き保育士や介護職員の確保
及び処遇改善に取り組んでまいります。
　次に８、旧日本軍32軍壕の保存公開についての中
の(1)、第32軍司令部の役割等についてお答えいたし
ます。
　南西諸島方面の防衛強化のため創設された第32軍
司令部は、住民を巻き込んだ熾烈な沖縄戦における日
本軍の軍事的中枢であり、第32軍司令部が本土決戦
を遅らせるための作戦を取ったことで、南部一帯が軍
民入り乱れた戦場となり、住民が逃げ場を失ったこと
も多くの住民が命を落とすことになった要因であると
認識しております。
　同じく８の(3)、第32軍司令部壕の保存・公開等に
ついてお答えいたします。
　県は、平成初期からこれまでの間、壕の保全に努め
てまいりましたが、壕内は岩塊の崩落、酸素の欠乏な
どが発生しており、安全確保の観点から現状において
は、一般公開は困難な状況にあります。しかしながら、
壕が果たした役割などの歴史的価値を次世代へ継承す
ることは重要であり、戦後75年の節目となることか
ら、専門家等による新たな検討委員会の設置に取り組
み、第32軍司令部壕の保存・公開や平和発信の在り
方等について、多角的な視点から御意見を頂き、今後
の方針を検討してまいりたいと考えております。

　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　５、新型コロナウイルス
感染症の世界的な感染拡大と今後の世界、沖縄につい
ての(2)のア、沖縄の特性を生かした産業振興や経済
循環による県民所得の向上についてお答えいたしま
す。
　新たな沖縄振興においても、経済・産業の振興は重
要な政策課題と認識しており、沖縄の優位性を生かし
た地域産業の育成や公共事業の地元優先発注について
は引き続き推進していきたいと考えております。また、
新型コロナウイルス感染拡大の深刻な影響から社会経
済を回復させていくに当たり、ウイズ・コロナからア
フター・コロナの観点から、中長期的なコロナ・チェ
ンジの経済政策が必要と考えており、消費構造の変化
や新たな生活様式に対応したビジネススタイルの転換
など将来を先取りした経済の礎を築く取組を推進する
ことによって、県経済の活性化や県民所得の向上につ
なげていきたいと考えております。
　同じく５の(2)のウ、米軍基地と沖縄経済について
お答えいたします。
　沖縄の米軍基地は、特に、人口が集中する中南部都
市圏において、市街地を分断する形で存在し、計画的
な都市づくりや交通体系の整備、産業基盤の整備など
の経済活動の制約となっていることから、沖縄の発展
可能性をフリーズしてきたものと考えております。一
方、基地返還後の跡地利用による経済効果は、かつて
の基地経済の効果を大きく上回るものとなっており、
今後、基地返還及び跡地利用が進めば、さらなる沖縄
の経済発展等が期待できると考えております。
　県としましては、引き続き駐留軍用地跡地の有効か
つ適切な利用を推進し、沖縄の一層の発展につなげて
まいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　５、新型コロナウ
イルス感染症の世界的な感染拡大と今後の世界、沖縄
についての御質問の中の(2)のイのうち、看護師の増
員及び待遇改善についてお答えいたします。
　県内の看護師数は、平成30年12月末現在、１万
5357人で、人口10万人当たりでは全国平均を上回っ
ております。
　県としましては、引き続き看護師養成所の運営費補
助、潜在看護師の復職支援、就労環境改善支援等によ

－100－



り、看護師の養成、復職支援及び離職防止に取り組ん
でいきたいと考えております。
　次に６、コロナ感染の第２波に対処するための検
査体制と医療体制の強化についての御質問のうち(1)、
現状及び第２波への認識と対策についてお答えいたし
ます。
　県では、４月上旬から感染者が急増した状況を踏ま
え、病床の拡大、宿泊療養施設の設置や検査体制の拡
充等を実施してまいりました。また、外出自粛等県民
が一丸となって取り組んだ結果、比較的落ち着いた状
況が続いております。しかしながら本日、新規感染者
１名が確認されたことや、東京など一部地域では感染
者が増加していることを踏まえますと、さらに警戒感
を持って対応する必要があると考えております。この
ため、県では、７月２日に、４月の感染拡大期の対策
等に関する検証結果や県の専門家会議の意見等を踏ま
え、第２波、第３波に備えた警戒レベル指標を策定
し、警戒レベルに応じた取組の実施例を示したところ
です。
　県としましては、当該警戒レベル指標等を踏まえ、
医療機関等と調整し、７月末を目途に患者推計に応じ
た検査体制の拡充や病床確保計画を策定するなど、万
全の対策を講じてまいります。
　同じく６の(2)、検査体制の拡充についてお答えい
たします。
　県は、検査体制を拡充するため、衛生環境研究所や
医療機関等に検査機器の整備を行い、１日当たりの最
大行政検査処理能力を18名から480名に拡大しまし
た。今後は、医師会や県立病院等と連携し、県内100
か所以上の検体採取を行うための医療機関を検査協力
医療機関として契約し、唾液検体によるＰＣＲ検査や
抗原検査の実施体制を拡充します。さらに、各圏域に
検体採取センターを設置し、検査体制を強化すること
により早期発見・早期治療及び感染拡大防止を図りま
す。
　同じく６の(3)、医療機関への財政支援についてお
答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の第２波に備え、感染患
者に対応できる医療提供体制を確保するため、新型コ
ロナウイルス感染患者を受け入れる病床確保の経費と
して約85億円の予算を計上しております。また、院
内感染防止対策や診療体制の確保のための支援金とし
て約20億円、感染患者の受入れに対する協力金、感
染患者の対応に必要な医療機器やマスク、防護服等の
購入費用など、合計で約120億円を超える予算を計上
しております。医療機関に対するこれらの財政支援を

行い、地域で必要な医療提供体制の確保に取り組んで
まいります。
　同じく６の(4)、医療提供体制の整備についてお答
えいたします。
　平成29年３月に策定した地域医療構想において、
本県は将来に向けて病床が不足する推計となっており
ます。しかしながら、本県は全ての２次医療圏におい
て、病床整備の上限数である基準病床数を上回る病床
が整備されており、新たな病床の整備が困難となって
おります。このため、県は、各医療圏において地域の
医療関係者と医療機関相互の連携強化や不足する医療
機能の確保について協議を行い、必要な医療提供体制
の整備に取り組んでいるところです。加えて、将来不
足が見込まれる医療機能の病床の整備に向けて、国と
協議を行い、基準病床数を増床することを検討してい
るところであり、引き続き必要な医療提供体制の整備
に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　５、新型コロナウイルス感
染症の世界的な感染拡大と今後の世界、沖縄について
の御質問の中の(2)のイ、教員の増員についてお答え
します。
　県教育委員会では、平成23年度から令和２年度ま
での10年間で、小中学校及び県立学校で教員を4310
人採用し、正規教員は1221人増加しております。教
員の増員につきましては、県教育委員会では、教職員
定数の改善を図るよう、全国都道府県教育長協議会等
を通して国に要望しているところであります。
　次に７、首里城の再建と御茶屋御殿、中城御殿、円
覚寺の復元についての御質問の中の(1)、円覚寺の復
元についてお答えします。
　県教育委員会では、これまでに実施した遺構確認調
査、聞き取り調査及び文献資料等を基に、昨年度まで
に実施設計を終えており、今年度から令和５年度まで
に木造建造物である三門の復元を実施する予定となっ
ております。三門の復元終了後は、三門の背後にかつ
て存在した木造建造物の整備に向けた取組を進めてま
いります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
　　　〔渡久地　修君登壇〕
○渡久地　修君　再質問します。
　まず設計変更申請について、大浦湾に軟弱地盤が広
がっており、震度１以上の地震が発生すれば護岸が崩
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壊する危険性が高いとの専門家の解析、指摘がありま
すが、県の見解と対応を伺います。
　次に知事、ＢＳテレビ、僕見ましたけれども、軟弱
地盤の問題で自民党の方と大浦湾側の埋立てをやめて
辺野古側だけを埋め立て、ヘリポートにするという話
があったようです。このような提案が政府や関係者か
らあるのか、あるいは非公式にでもそのようなものが
あるのか、これについてお聞かせください。これは、
政府の中でも、もう工事は不可能だというような認識
が広がっているということなのかということで知事は
どう認識していますか。
　そしてもう一つ、このような動きで気をつけないと
いけないのが、普天間を返すと言っていつの間にか県
内移設にすり替えられ、イージス・アショア断念する
と言ってこれが敵基地攻撃能力確保にすり替えられて
きています。だから辺野古側だけ埋め立てて云々とい
うのが基地強化につながりかねないというふうに僕は
思ってるんで、きっぱりと知事は辺野古は断念すべき
と言うべきだと思います。見解を知事にお尋ねしま
す。
　次に、コロナの感染の問題で、昨日普天間基地での
感染が報告されましたが、これやっぱりブラックボッ
クスになってると思うんですよね。だから、しっかり
と明らかにするということで、一つは地位協定を改定
して、国内法、検疫法を米軍にも適用するという点を
はっきりさせる必要があるんじゃないかということ
と、県が発表する感染者何名というやつに米軍では幾
らということも報告すると。これはコロナというのは
米軍であろうが県民であろうが、コロナは選んでくれ
ないと思うんですよ。そういう意味ではしっかりと一
緒にやっていく上で地位協定の改定を求めていくと、
この立場からも必要だと思いますが伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時25分休憩
　　　午前11時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　渡久地修議員の再質問にお
答えいたします。
　先日、私がＢＳテレビに出演をした際に元防衛副大
臣の衆議院議員も出演をしていらっしゃいました。そ
の際、これまでの辺野古の基地の変遷について当時の
海上ヘリポート案から現在のＶ字型案に至るまでの内
容の中での状況の話はありましたが、具体的にヘリ
ポートについての要求があったとか、そのようなこと

ではありません。またさらに、せんだって元防衛大臣
の中谷議員が私と面談をしたときもやはり同じように
当初は海上ヘリポート案からＬ字案、沿岸案、Ｖ字型
案というような経緯をたどった話をいたしましたが、
私の面談のときにもヘリポート案を採用するなどとい
う具体的な話はございませんでした。
　なお、政府内ではそのような辺野古新基地建設に対
する認識が広がっているのではないかということです
が、報道ではそのように国会議員が発言をしていらっ
しゃるということは承知はしておりますけれども、具
体的に政府がどのような見解を示した、あるいは提案
をしてきたということは現在の時点では全くございま
せん。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　再質問にお答えいた
します。
　辺野古地先の軟弱地盤により、震度１以上の地震が
発生すれば護岸が崩壊するとしていることについてお
答えいたします。
　新潟大学名誉教授を代表とする、辺野古調査団によ
る地震を想定した護岸の安定照査を実施した結果、震
度１でも一部護岸が崩壊するとした新聞報道がなされ
たことは承知しております。護岸の安定性については
審査の重要な事項に当たることから地震による護岸の
安定性も含め、公有水面埋立法第４条第１項及び第２
項の適合状況について、厳正に審査していくこととし
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　新型コロナウイルスに
関連いたしまして、日米地位協定見直しの御質問にお
答えをいたします。
　日米地位協定の見直しにつきましては、県はこれま
であらゆる機会を通じ、日米両政府に対し、要請を行っ
てきたところでございます。
　県としては、米軍基地をめぐる諸問題の解決を図る
ためには、米側に裁量を委ねる形となる運用の改善だ
けでは不十分であり、地位協定の抜本的な見直しが必
要であると考えています。このため、平成29年９月に、
日米地位協定の見直しに関する要請を行っております
けれども、その要請の中の日米地位協定の第９条、施
設及び区域内外の管理の中において、「人、動物及び
植物に対する検疫並びに人の保健衛生に関して、国内
法を適用する旨」の要請を行っているところでござい

－102－



ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　米軍施設内でのコ
ロナウイルス感染症の状況についての情報についてで
ございますが、これまでも発生の情報提供を受けて県
のブリーフィングなどで発表してきたところでござい
ます。
　先日の情報につきましては、先日の段階で確認でき
ない情報もございましたので、今朝改めて確認をしま
したところ、現時点で５人ということで、公衆衛生当
局のほうから報告を受けているところでございます。
　県としましては、日本人従業員に接触者がいるかど
うか、県民との接触があるかどうかなども含めて情報
提供をしっかりお願いしまして、対応していきたいと
考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　渡久地　修君。
　　　〔渡久地　修君登壇〕
○渡久地　修君　まず、震度１で護岸が崩壊するとい
う指摘に対して、これまでも軟弱地盤、この断層でこ
れ不可能だと言われてきたんですけれども、知事、やっ
ぱりもう辺野古の新基地建設、大浦湾の埋立ては不可
能だというふうに思うんです。知事の見解をお聞かせ
ください。
　そして、私ＢＳ見ましたけど、最近の報道を見ると
この軟弱地盤と地震、活断層とかの問題で不可能だと
いう認識が広がっていると、これはアメリカの小委員
会でも指摘されたということもありますし、元防衛大
臣経験者も言ってきてるという点では、これどんどん
出てくると思います。同時に気をつけないといけない
のは今回の僕質問で、アメリカのフォースデザイン
2030で基地強化がどんどんされていくと。これをずっ
とつなぎ合わせてみると奄美から沖縄本島、宮古・八
重山へのいわゆるその線での攻撃能力を強化してい
くっていうことにつながっているということが言える
と思います。そういう意味では、沖縄県民の闘いの成
果の部分と、そしてそれを逆手に取って基地を強化し
ようとする日米両政府、あるいは海兵隊の動きってい
うせめぎ合いだと思うんですよね。だからここはしっ
かりと今の状況をつかんで、僕は知事も明確に沖縄の
基地強化を許さないということを今の時点から発信し
ていくということが大事だと思います。これしっかり
お願いします。
　それとコロナですけど、びっくりですね。今日中部

で１人感染者が発表されましたけれども、米軍の中で
５名と。１人と発表するとこれもう誤解与えるから県
内では６名になるわけでしょう、米軍入れると。だか
らしっかりと６名なら６名、そのうち５名が米軍です
という発表の仕方をしないと県民に正確な情報を伝え
られないので、その辺はちょっと検討する必要あるん
じゃないかなと思いますので、検討してください。
　そして、知事、日米地位協定、我々は飛行機が墜落
したときには航空法の改定、国内法適用を求めてきま
したけど、やっぱり今はこの検疫法の問題での国内法
適用とかをしっかりと訴えていくというのも大事だと
思いますので、知事の見解をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時36分休憩
　　　午前11時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　渡久地修議員の再々質問に
お答えいたします。
　議員おっしゃるように、辺野古の埋立新基地建設は
大浦湾側に広大な軟弱地盤が存在していること、それ
が水深90メートルまで達するということ、国内には
そのような工事を行う設備を擁した機器がないという
こと、さらにそのような工事を行ったことがない、前
例がないということなど、そのようなことを踏まえ、
さきの工学科専門家のチームからはこの新基地建設は
不可能であるというコメントが発出されたと認識をし
ております。そのような状況は当然、私たちのこれま
での行動、県系人、米国民あるいはその地域の各団体
の動き、そしてワシントン事務所の議員との連携網に
よって、米国議会内でもそのような認識が広がってき
ているということはやはり辺野古の新基地建設は不可
能であるということの結論に向かっているのではない
かと思います。
　他方、議員おっしゃるように先ほど知事公室長が答
弁をさせていただきました、フォースデザイン2030
は海兵隊、海兵沿岸連隊の創設や遠征軍の遠征前方基
地の作戦など、海兵隊の再編計画による米軍基地機能
の強化、そして併せて自衛隊基地への中距離弾道ミサ
イル配備などによる基地負担の増加が絶対にあっては
ならないと思います。そのような動きについては注視
をし、そして仮にそのような動きが明確に出てくれば
県のほうとしてもしっかりとその対処方針を示してい
きたいというように考えております。
　以上です。
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○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　日米地位協定に関しま
す再質問についてお答えをいたします。
　先ほども申し上げましたとおり、米軍基地問題の諸
問題の解決を図るためには、米側に裁量を委ねる運用
改善だけでは不十分であり、地位協定の抜本的な見直
しが必要であると考えております。このため、県の日
米地位協定の見直し要請に当たりましては、まず第３
条関係で基地の管理権ございますけれども、この基地
内の立入調査を必要に応じて認めていただけること、
それから合衆国軍隊の演習訓練、施設整備等の諸活動
の実施に対して、日本の国内法を適用をする旨を明記
していただくこと、さらに環境条項が今ございません
ので、環境条項を新設いたしまして、日本国における
合衆国軍隊の活動に対して、環境保全に関する日本の
国内法を適用することなど、先ほどの第９条関係の検
疫なども含めまして求めているところであり、引き続
きその実現に努めてまいりたいというふうに考えてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時41分休憩
　　　午前11時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　感染症の患者数に
つきましては、感染症法がございまして、その中で届
出に基づく感染者数というような要件がございまし
て、統計上はそういうような統計が必要になってまい
りますけれども、米側、基地内の情報につきましては、
積極的に情報提供を行っていただいて、県としては併
せて発表する形で検討したいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
　　　〔瑞慶覧　功君登壇〕
○瑞慶覧　功君　　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　厳しい選挙を勝ち抜いてこられた第13期議員の皆
様、おめでとうございます。
　このたび、新人議員５名を含む７名で新しい会派、
てぃーだネットを結成いたしました。正式名称は、
てぃーだネット（立憲・国民・にぬふぁぶし・無所属）
ですが、長いですので略称でてぃーだネットと呼んで
いただきたいと思います。
　申し遅れましたが、会派長に就任しました瑞慶覧功

です。よろしくお願いします。
　てぃーだネットの名称は、太陽の光が世の中を照ら
すように誰一人取り残さない社会を実現するために政
治を行うという思いを込め命名しました。沖縄の未来
が輝くよう、会派一致協力して頑張る所存です。
　てぃーだネット、ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。
　代表質問を行います。
　知事の政治姿勢について。
　去る６月23日、戦後75年の慰霊の日、沖縄全戦没
者追悼式が行われました。今年は、新型コロナウイル
ス感染症の対策で出席者は161人と規模を縮小しての
式典となりましたが、大変有意義な追悼式だったと思
います。関係者の皆様はお疲れさまでございました。
　(1)、６・23慰霊の日、沖縄全戦没者追悼式での平
和宣言に込めた思いについて伺う。
　私は、これまでも沖縄県民の辺野古新基地建設に反
対する圧倒的な民意を無視し、工事を強行する安倍総
理大臣をはじめ関係大臣を招くべきではないと議会で
訴えてきました。今年はメッセージが届けられました
が、内容は例年同様の矛盾に満ちたもので心に響かな
いものでした。「沖縄の方々には、永きにわたり、米
軍基地の集中による大きな負担を担っていただいてお
ります。この現状は、到底是認できるものではありま
せん。」と言いながら、沖縄へ戦争に直結する新基地
を押しつけるその精神が理解できません。
　(2)、式典に寄せられた安倍首相、広島・長崎両市長、
国連代表のビデオメッセージへの感想と、メッセージ
が寄せられた経緯について伺う。
　次に、昨日仲村未央議員からもありましたが、戦後
日本政府が行った全国被害調査で47都道府県中、唯
一沖縄県だけが調査されていないことが分かりまし
た。国内で唯一の地上戦が行われ、二十万人余の命が
失われた沖縄県が調査から除外されているのは理不尽
であり納得できません。犠牲になられた方々は浮かば
れません。沖縄県が日本国であるなら、しっかりと調
査すべきであります。
　(3)、今年は沖縄戦終結75周年、国による「全国戦
災調査報告書」に沖縄県だけが調査されず記載されな
いのは不当である、見解を伺います。
　次に、神奈川県川崎市は、ヘイトスピーチに対する
刑事罰付の条例を制定し、７月から全面施行されまし
た。川崎市は昔から県出身者が多く、長い間差別があっ
たといいます。朝鮮人、琉球人お断りの時代があった
とのことです。近年、県民広場や那覇市役所前で特に
中国人観光客に対し、心ないヘイトスピーチが投げか
けられたようです。中国政府による香港への統制を強
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化する香港国家安全維持法などは糾弾されるべきです
が、一般人の観光客に対し、その矛先を向けるのは間
違っています。むしろ多くの中国人観光客に沖縄、日
本を訪れてもらい民主主義や自由のすばらしさを知ら
せるべきだと思います。
　(4)、ヘイトスピーチが社会問題となっている。県
民広場周辺で外国人観光客に対して差別的な言動をし
ている団体がいる。観光立県として問題である、見解
を伺います。
　次に、カジノを含む統合型リゾート施設を設置する
ための法律、カジノ法案ＩＲ整備法が2018年７月20
日に可決されました。昨年12月25日に自民党の秋元
衆議院議員　　　　元ＩＲ担当国土交通省の副大臣は、カ
ジノ誘致をめぐり中国系企業500.comからの収賄容
疑で逮捕されました。2017年８月には、沖縄で500.
com主催のシンポジウムが開催され、贈賄罪の容疑
で逮捕された県在住の２人が事件の発端となっていま
す。このようにカジノ、ＩＲ誘致は莫大な黒い利権が
絡んでいます。沖縄にカジノは必要ありません。沖縄
は世界に誇る自然と伝統文化を生かした持続可能な観
光産業の発展を目指すべきです。
　(5)、安倍政権はカジノを含む統合型リゾート施設、
ＩＲを推進し、自民党は沖縄県への誘致をもくろんで
いるようだが、見解を伺う。
　２、基地問題について。
　(1)、米軍基地問題に関する万国津梁会議の提言及
び今後の対応等について伺う。
　(2)、普天間飛行場からの泡消火剤流出事故に係る
ＰＦＯＳ問題、現状と課題、立入調査等の対応につい
て伺う。
　(3)、辺野古の埋立承認取消しをめぐる県と国との
訴訟・サンゴ類特別採捕許可申請係争処理委員会結論
と今後の対応について伺う。
　(4)、米国下院軍事委員会小委員会にて国防権限法
案に辺野古工事の検証が盛り込まれた。訪米の成果で
ある。最終的には削除となりましたが、今後の対応、
見通しについて見解を伺います。
　(5)、嘉手納基地で発生した危険物取扱い施設の火
災状況と原因、課題、今後の対応について伺う。
　３、新型コロナウイルスが県内経済に与えた影響、
現状と課題、今後の見通し、対応等について伺う。
　４、毎年解消してきてはいるが、県内待機児童数の
現状と課題、今後の対応について伺う。
　５、中高生バス通学無料化に向けた取組について、
内容と課題、対応を伺う。
　６、ちばらな文化芸術プロジェクトの内容と課題、

対応を伺います。
　御答弁よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　瑞慶覧功議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)、
平和宣言についてお答えいたします。
　沖縄全戦没者追悼式においては、史上まれに見る激
烈な戦火により犠牲になられた全ての御霊に哀悼の誠
をささげました。この戦争体験を次世代に継承してい
くことが私たちの使命であることから、戦後75年の
節目である今年の平和宣言では、再び同じ過ちを繰り
返さない、繰り返させないため、沖縄戦の実相や教訓
を正しく次世代に伝え、広島・長崎と平和への願いを
共有するとともに、平和を希求する「沖縄のこころ・
チムグクル」を世界に発信するため、国連の非核・非
戦への取組に寄与することについて呼びかけたもので
あります。また、辺野古・大浦湾周辺の海をはじめと
する沖縄の自然体系は、ウチナーンチュのかけがえの
ない財産であることから、今を生きる我々世代が未来
を見据え、持続可能な生物多様性として次世代に残し
ていく責任の重要性を訴えました。戦争を風化させな
いための道のりを真摯に探り、我が国が非核平和国家
としての矜持を持ち、世界の人々と手を取り合い、こ
の島が平和交流の拠点となるべく国際平和の実現に貢
献する役割を果たしていくために、全身全霊で取り組
んでいくことを誓い、宣言したものであります。
　次に、知事の政治姿勢についての御質問の中の１の
(4)、ヘイトスピーチについてお答えいたします。
　全ての人々の人権が尊重されることは、平和で豊か
な社会にとって重要であり、ヘイトスピーチなどの人
権を侵害する不当な差別的言動は、自国人に対してで
あれ、外国人に対してであれ、いかなるものや対象で
あったとしても許されるものではないと考えておりま
す。
　沖縄県としましては、国や他都道府県の取組状況に
ついて情報収集を行うとともに、市町村と連携を図り
ながら、不当な差別的言動やヘイトスピーチの解消に
向け、今後も人権啓発活動に取り組み、条例の制定に
ついても研究・検討してまいります。
　次に、基地問題についての御質問の中の２の(4)、
国防権限法案に係る今後の対応についてお答えいたし
ます。
　米連邦議会下院の軍事委員会即応力小委員会は、
2021年度国防権限法案に関する書面に、辺野古新基
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地建設予定地地下の強度の検証結果などに関する報告
書の提出を国防総省に求めることを明記しておりまし
た。これは、昨年の訪米において、私が連邦議会議員
等へ求めていた内容を含んでおり、訪米活動の成果と
考えております。また、県系米国民の方々や与党県議
団の訪米による働きかけ、ワシントン駐在員が米国議
会議員の方々との信頼関係を構築し、フォローアップ
し続けたことの結果であると認識しています。残念な
がら今回は軍事委員会では採用されませんでしたが、
小委員会で正式に懸念が示されたことは紛れもなく成
果であり、沖縄県としましては、引き続きワシントン
駐在員を活用した情報発信と、県系米国民と連携して
米国における問題提起に取り組むなど、国内外におけ
る世論喚起に努めてまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、知事
の政治姿勢についての中の(2)、追悼式でメッセージ
が寄せられた経緯等についてお答えいたします。
　今年はさきの大戦が終結してから75年の節目の年
に当たることから、広島市長、長崎市長及び国際連合
代表を追悼式に招待したところです。しかしながら、
新型コロナウイルスの感染防止対策に万全を期するた
め、県外関係者の招待を見送り、御来賓の皆様からビ
デオメッセージを頂くことになりました。安倍総理は、
平和を重んじる国家として、戦争の惨禍を二度と繰り
返さない。平和で、希望で満ちあふれる世の中を実現
すると述べられており、このことが実現するようしっ
かり取り組んでいただきたいと考えております。松井
広島市長、田上長崎市長のメッセージから、人類が二
度と黒い雨や鉄の暴風を経験することがないよう、心
に平和の火をともし、守り続けるとの決意を新たにし
ました。中満国際連合事務次長兼軍縮担当上級代表の
メッセージからは、国際社会が一丸となって国際平和
と安全保障に取り組む重要性を改めて認識したところ
です。
　同じく１の(3)、全国戦災史実調査報告書に沖縄県
が記載されていないことについてお答えいたします。
　総務省が発行した全国戦災史実調査報告書は、本県
が日本復帰した昭和47年以降に取りまとめられたに
もかかわらず、本県は調査対象外となっております。
本来、戦災に関する記録は、戦争の惨禍を正しく後世
に伝えるため、全国各地の状況を漏れなく残すべきと
考えております。そのため、県では総務省に対し、去

る２月に同報告書の沖縄県版を作成するよう要請を行
い、総務省において図書とする方針を確認したところ
であります。
　県としましては、沖縄戦の被害実相を史実として確
実に後世に伝えるため、国と連携し、戦災の記録が確
実に残るよう取り組んでまいります。
　次に４、県内待機児童数の現状と課題、今後の対応
について(1)、待機児童数の現状と課題等についてお
答えいたします。
　本県における待機児童数は、令和２年４月１日時点
で1365人となっており、前年に比べ337人減少して
おります。待機児童を解消するには、保育士不足、地
域別・年齢別ニーズとのミスマッチが課題となってお
り、令和２年度から、国庫補助事業の市町村負担分へ
の支援や、市町村の保育所入所事務の効率化を図るた
めのＡＩ等の導入への支援など、新たな事業を含む、
待機児童対策関連予算を22億円計上したところです。
　県としましては、令和２年度を始期とする第二期黄
金っ子応援プランを策定したところであり、引き続き
市町村が実施する保育所整備や保育士確保の取組など
を支援することにより、同プランの着実な実施に取り
組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、知事
の政治姿勢についての(5)、カジノを含む統合型リゾー
ト施設の誘致についてお答えいたします。
　県では、統合型リゾート、いわゆるＩＲの導入可能
性について調査研究を行った経緯がありますが、ギャ
ンブル依存問題のみならず、青少年への悪影響や独自
の歴史・文化、自然をはじめとする本県の観光資源を
損ねかねないこと等から、総合的に判断した結果、Ｉ
Ｒの導入に関する検討は行わないこととしておりま
す。
　県としましては、カジノを含むＩＲによらず、豊か
な自然環境、独自の歴史・文化などの沖縄のソフトパ
ワーを戦略的に活用することが重要だと考えておりま
す。
　続きまして６、ちばらな文化芸術プロジェクトにつ
いての(1)、ちばらな文化芸術プロジェクトの内容と
課題、対応についてお答えいたします。
　文化芸術は、人々が心豊かに生き、活力ある社会を
築いていく基盤として本県の発展に欠かせないもので
あります。県では、ちばらな文化芸術プロジェクトと
して、文化芸術に関わる方々が各種支援策を活用し、
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今後の文化芸術活動が継続できるよう案内窓口を５月
に設置しております。また、６月補正予算においては、
沖縄の文化芸術が再び歩み出せるよう、新しい生活様
式に対応した取組や、ライブハウスや劇場等の文化芸
術施設の運営者が行う配信に係る取組を支援する事業
を計上したところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　２、基地問題について、
万国津梁会議の提言についてお答えをいたします。
　米軍基地問題に関する万国津梁会議の提言は、アジ
ア太平洋における近年の安全保障環境や米軍の戦略の
変化等の軍事的合理性を踏まえた上で、米軍基地の整
理縮小についての議論を重ねて策定されており、これ
までの県の主張を改めて裏づけるものであると考えて
おります。
　沖縄県としては、今後、日米両政府に要請するに当
たり重要な論拠の一つとして活用するとともに、県の
政策や取組に反映していきたいと考えております。
　同じく基地問題２の(3)、埋立承認取消しをめぐる
訴訟と今後の対応についてお答えいたします。
　今年３月の関与取消訴訟に係る最高裁判決では、公
有水面埋立法に基づき承認を受ける国の立場が固有の
資格ではなく、一般私人と同じ立場であると判断し、
結果として沖縄防衛局長による審査請求を認めており
ます。しかしながら、当該判決では、県が行った埋立
承認取消しの適法性や国土交通大臣の裁決理由の誤り
などについて判断が示されたものではないため、県と
しては、引き続き抗告訴訟において、国土交通大臣が
行った裁決の取消しに向けて全力を尽くしてまいりま
す。
　同じく２の(5)、嘉手納飛行場で発生した火災につ
いてお答えいたします。
　去る６月22日に発生した、嘉手納飛行場の危険物
取扱施設での火災の原因について、米軍は調査中とし
ております。今回の火災においては、米軍から速やか
な通報や適切な情報提供がなかったことから、県民に
大きな不安が生じたところであります。このため、県
は、６月30日に嘉手納飛行場に立入りし、火災現場
の確認を行った際に、基地内での火災であっても、在
日米軍に係る事件・事故発生時における通報手続に基
づき、速やかな連絡や適切な情報提供を行うよう求め
たところであります。今後とも三連協と連携し、対応
していきたいと考えております。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　２、基地問題についての
御質問の中の(2)、泡消火剤流出事故の現状、課題、
対応についてお答えします。
　本年４月10日16時45分頃、普天間飛行場の格納庫
で消火システムが作動し、約23万リットルの泡消火
剤が放出され、約14万リットルが基地の外へ流出す
る事故が発生しました。県は、事故翌日の４月11日
から、流出先の河川などで水質調査を行うとともに、
４月21日以降、基地内でも水質及び土壌の調査を行っ
たところです。また、今回の事故発生に対する抗議文
を、４月14日に外務省特命全権大使及び沖縄防衛局
へ、４月17日には、第３海兵隊遠征軍司令官及び在
沖米国総領事に発出しております。今回の事故では、
県が必要と考えた基地内でのサンプル採取が一部認め
られなかったことなどが課題と考えております。今後、
水質及び土壌の調査結果を踏まえ、米軍及び国に対し
対策の実施を求めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　２、基地問題につい
ての御質問の中の(3)、国地方係争処理委員会の結論
に対する県の対応についてお答えします。
　国地方係争処理委員会の結論については、６月22
日に県に通知が到達したところであります。現在、そ
の内容を精査しているところでありますので、今後、
その結果を踏まえ、対応を検討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　３、新型コロナウイルス
が県内経済に与えた影響等についてお答えいたしま
す。
　新型コロナウイルス感染症の県経済への影響につい
て、観光面では、５月の入域観光客数が前年比で約
95％減と大幅に減少し、主要ホテルの客室稼働率は
10％を下回っています。また、百貨店・スーパーの
販売額やレンタカー登録台数も減少しております。加
えて、県民や事業者の活動自粛等により、飲食業、小
売業、娯楽サービス、交通運輸、農業など多岐にわた
る業種で多大な影響を受けており、沖縄経済はかつて
経験したことがない深刻な事態になっていると考えて
おります。雇用面では、５月の完全失業率が3.4％と、
前年より0.7ポイント悪化し、有効求人倍率も0.78倍
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と１倍を下回っております。今後は、新規求人の減少
による雇用情勢の悪化が懸念されます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　５、中高生バス通学無料化
に向けた取組についての御質問にお答えします。
　バス通学無料化については、これまでの独り親家庭
高校生等通学サポート実証事業の対象者に加え、住民
税所得割非課税世帯の高校生へも支援を拡充すること
としております。今年10月の支援開始に向け準備を
進めているところであり、対象者は約5700人を見込
んでおります。これまでのバス通学支援制度と比べ、
対象者を大幅に拡充することから、支援を必要とする
全ての生徒に対して、情報を行き渡らせることが課題
と考えております。
　県教育委員会としましては、学校などを通じて、保
護者や生徒に対して周知徹底に取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瑞慶覧　功君。
　　　〔瑞慶覧　功君登壇〕
○瑞慶覧　功君　すみません、お腹がすいているの
に。１点だけ。
　再質問ですけれども、ちばらな文化芸術プロジェク
トでありますけれども、沖縄の伝統文化芸術は世界か
ら高い評価があり、その保持、継承、発展は大変重要
だと考えます。そんな中で今回のこの支援について、
関係機関にとって大きな励ましとなる事業だと思いま
す。よろしくお願いします。
　１点だけその関連から、先日首里城火災により県主
催のイベントが中止になり、業者への保険適用が困難
であるとの報道がありました。
　知事、県として支援していくべきだと考えますが、
いかがでしょうか。今後の対応について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時14分休憩
　　　午後０時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　瑞慶覧功議員の再質問にお
答えいたします。
　まず、ちばらな文化芸術プロジェクトはやはり我々
の伝統芸能、文化、芸術をこれからも萎えさせること
なくしっかり続けていただきたいという気持ちを持っ

て支援をしていきたいというプログラムであります。
　それから先日の首里城火災につきましては私も新聞
報道を見まして少し驚いたといいますか、まだそのよ
うな状況、いわゆる支援をする状況が整っていない。
しかもそれが法的になかなか厳しい状況にあるという
ことも併せて確認をさせていただいた次第です。
　県としましては、その上で何らかの支援策を講ずる
ことができないか、今部局を通して情報収集とともに
その支援のための対策を検討しているところでありま
す。
　私としてはそのような300周年事業の実行委員会か
らの事業の発注ではありますけれども、県として何ら
かの支援策をとっていきたいと、私個人的にはそのよ
うに考えておりますが、何分法的、財政的な観点から
もしっかり検討していきたいというように考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時16分休憩
　　　午後１時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き質問及び質疑を行います。
　國仲昌二君。
　　　〔國仲昌二君登壇〕
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時31分休憩
　　　午後１時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○國仲　昌二君　まず初めに、九州地方から西日本
の広い範囲で大雨による大変な災害が起こっておりま
す。ニュースを見ますと、昨日の時点で亡くなった方
が55人を超え、行方不明者も多数に上るということ
です。
　お亡くなりになられた方々に心からお悔やみを申し
上げますとともに、被災された方々にお見舞いを申し
上げます。
　まだまだ予断を許さないということですので、最大
限の警戒を行いまして、自らの命を守ることを最優先
に行動してくださるよう願っております。
　さて、最初の挨拶は宮古方言でと思って準備してお
りましたけれども、宮古の先輩に助言を求めましたと
ころ、その方言の使い方はおかしいよと駄目出しが出
ましたので、宮古方言の挨拶は次回にしたいと思いま
す。よろしくお願いします。
　改めまして、皆さん、こんにちは。
　宮古選出、てぃーだネットの國仲昌二でございます。
　今回初めての県議会で、代表質問という大役を仰せ
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つかりまして、大変ありがたく思っております。初め
てですけれども、一生懸命頑張って質問したいと思い
ますので、よろしくお願いいたします。
　初登壇ですので、質問の前に少し自己紹介をいたし
ます。
　私は宮古島市が合併する前の、旧平良市時代から市
職員として約28年間勤務をいたしました。退職後の
平成25年に宮古島市議会議員に初当選いたしまして、
それから約７年間、宮古島市議会議員として市民の福
祉向上に取り組んでまいりました。そしてこのたび、
沖縄県議会議員選挙に初挑戦しました。多くの皆様の
応援のおかげをもちまして、この場に立つことができ
ております。改めて重責を痛感しますとともに、これ
からは宮古はもちろん、沖縄県民の福祉向上のために
一生懸命精進してまいる決意でございますので、皆様
の御指導、御鞭撻よろしくお願いいたします。
　それでは、質問に入らせていただきます。
　まず１、誰一人取り残さない社会の実現についてお
伺いいたします。
　玉城デニー知事は就任後、一貫して多様性と寛容性
の重要性を訴え、誰一人取り残すことなく全ての人の
尊厳を守り、多様性、包摂性、寛容性を持った共生の
社会の視点を持ちながら、誰一人取り残さない沖縄ら
しい優しい社会の構築に向けて取り組んでいくと述べ
ております。私も今回の選挙におきましては、誰一人
取り残さない社会の実現、多様性を認め合う寛容性を
持った社会の実現に向けて取り組むと訴えてまいりま
した。
　そこで質問をいたします。
　誰一人取り残さない、沖縄らしい優しい社会の構築
に向けた政策の推進を目的に設置した、ＳＤＧｓに関
する万国津梁会議の取組状況についてお伺いをいたし
ます。
　次に２、新型コロナ感染症の影響についてお伺いを
いたします。
　都道府県間の移動自粛が解除され、本県にも離島も
含めて県外からの観光客等が増加傾向にある中で、第
２波の発生が危惧されるところでありますが、宮古や
八重山における感染症予防に向けた取組についてお伺
いいたします。
　まず、１つ目です。
　宮古や八重山でのＰＣＲ検査実施については、準備
を進めていると聞いておりますが、県としては宮古や
八重山の医療機関でＰＣＲ検査が実施できることが可
能になるのはいつ頃を想定しているのかお伺いをいた
します。

　２つ目です。
　宮古病院や八重山病院の感染者に対応する病床の少
なさが指摘されております。宮古病院は、４月の時点
でわずか３床しかないと報道され、市民の間に不安が
広がりました。今後、集団感染の発生などで病床数が
不足した場合にはどのように対応するのかお伺いをい
たします。
　３つ目です。
　那覇空港に設置されている旅行者専用相談センター
沖縄ＴＡＣＯについては、宮古島市長、石垣市長から
宮古空港、石垣空港への設置が要請されております
が、その後の報道によりますと、宮古空港、石垣空港
については分室設置を検討しているようです。分室設
置の時期はいつ頃を検討しているのかお伺いをいたし
ます。
　次に(2)、新型コロナウイルス感染症の小・中・高
校生及び教職員への影響についてお伺いをいたしま
す。
　１つ目です。
　新型コロナウイルス感染症による長期休校で、小・
中・高校生には学習についていけないといった不安や、
いじめの標的になるのではというおそれを抱いてしま
う子、生活リズムが崩れた子供、一人で部屋に籠もっ
ていた子供などに登校ストレスが生じているという声
があります。また、教職員も遅れている授業の進め方
の対策や、感染予防のための衛生面の管理の対応に追
われるなど心理的負担が指摘されております。そうし
た中、現在県が把握している課題、そして今後の対応
策についてお伺いをいたします。
　２つ目は、今年度の高校入試の課題と対応について
お伺いをいたします。
　長期休校による教育課程の遅れが危惧されている
中、先日マスコミで来春の公立高校入試で６都府県が
出題範囲の縮小を決め、３府県が縮小を検討している
ということが報道され、今後の感染状況によって縮小
する自治体が増える可能性があるとも指摘されており
ます。沖縄県ではどのように考えているのか、その対
応についてお伺いをいたします。
　次に、イージス・アショア配備断念について、そして、
それに関連する諸問題についてお伺いをいたします。
　まず、イージス・アショア配備断念と辺野古新基地
建設についてお伺いをいたします。
　防衛省は、今回の事実上の配備撤回について、こ
れまで説明してきた迎撃ミサイルをコントロールし、
ブースターを演習場内もしくは海に落下させるという
ことを確実に行うためには、ソフトウエアやハードウ

－109－



エアを含むシステム全体の大幅な改修が必要となり、
相当のコストと期間を要すること、つまり、技術上の
問題と膨らみ続けるコストを理由としてプロセスを停
止するということです。
　辺野古新基地建設においても軟弱地盤の改良工事の
影響で防衛省の試算では総工費約9300億円に膨れ上
がり、工期も12年を要するという見通しなど、技術
上の問題と膨らみ続けるコストを同様に抱えておりま
す。しかしながら、技術的な問題でコストと時間がか
かることからイージス・アショア配備計画は停止とな
り、同様な問題を抱える辺野古新基地建設は強行する
という政府の姿勢は理解できません。この日本政府の
姿勢について知事の御見解をお聞かせください。
　次に、イージス・アショア配備断念と離島への駐屯
地配備、弾薬庫建設についてお伺いをいたします。
　今回のイージス・アショア配備断念の理由には、民
家に隣接していることや地元住民の強い反対があると
いうことも指摘されております。
　宮古や八重山に配備する陸上自衛隊駐屯地や弾薬庫
の建設についてですが、地元住民から住民の生活を脅
かす危険性あるいは飲料水である地下水への影響や生
息する動植物など自然環境への影響について説明を求
めているにもかかわらず、まともに説明してもらえま
せん。宮古での例を挙げると、千代田駐屯地の燃料タ
ンクの地下に空洞があり、何らかの負荷がかかって空
洞が陥没した場合、ジェット燃料が吹き出て地下水に
著しい影響が出る、あるいは火災の可能性があるとい
うことも指摘されております。また、近隣の住宅から
約200メートルしか離れていない保良地区の弾薬庫で
は、火災が起きた場合は陸自教範では２分間で１キロ
メートル離れることとありますが、地域住民には何の
説明もありません。そもそも地域住民が２分以内に１
キロメートル離れるというのは不可能です。また、陸
自は弾薬庫の火災時には600メートル以内に入ること
を禁じておりますが、その際、600メートル以内にい
る住民はどうすればいいかと聞けば、防衛省によると
住民の避難については宮古島市消防本部と宮古島警察
署が対応すると言います。消防本部も警察署にも聞き
ましたけれども、そのような対応策はないということ
で、地域住民はどうすればいいか全くわからない状況
です。
　このように宮古や八重山への駐屯地配備、弾薬庫建
設については民家に隣接していること、地下水など自
然環境への影響など安全性に対する不安があり、地元
住民の強い反対もある中で建設を強行しております。
私はイージス・アショア配備同様、断念すべきと考え

ますが、知事の御見解をお伺いいたします。
　次に、自然環境の保全についてお伺いいたします。
　まず１つ目、赤土等流出の対策についてお伺いいた
します。
　沖縄の場合、気候や地形、土壌の性質などに加え、
農業や民間・公共開発事業による土地の変革行為など
を要因として赤土等が流出すると言われており、白い
砂浜、サンゴ礁、藻場やマングローブ群などの豊かな
自然環境に悪影響を及ぼすものです。
　そこで１つ目、沖縄県の赤土等流出の状況とその対
策についてお伺いいたします。
　２つ目、宮古における赤土等流出に対する県の対応
についてお伺いをいたします。
　宮古の赤土等流出の事例を２件指摘しますけれど
も、一つは真那津地区、もう一つは真謝漁港の海岸で、
両方とも流出が確認されております。
　このような赤土流出における県の対応はどのように
なっているのかお伺いをいたします。
　以上、てぃーだネットを代表して質問いたしました。
　当局には県民に分かりやすい答弁をお願いいたしま
して、私の代表質問を終わります。
　最後は宮古の方言で、タンディガータンディ。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　國仲昌二議員の御質問にお
答えいたします。
　離島振興も沖縄県にとっての政策の一丁目一番地で
ございます。ぜひ離島における様々な状況を一つでも
解消促進していくために、ぜひ御理解、御協力を賜り
ますようよろしくお願いいたします。
　それでは御質問の中の誰一人取り残さない社会の実
現についての中の１の(1)のア、ＳＤＧｓに関する万
国津梁会議についてお答えいたします。
　令和元年度のＳＤＧｓに関する万国津梁会議につい
ては、沖縄らしいＳＤＧｓをテーマに議論をいただき、
令和２年３月、私に中間報告がなされました。令和２
年度については、去る７月３日に第１回会議を開催し、
ウイズ・コロナからアフター・コロナの観点を加え、
沖縄らしいＳＤＧｓの共通理念や施策等を議論した上
で、中間報告を８月の末頃、最終的な提言を12月頃
をめどに取りまとめることが確認をされたようでござ
います。
　沖縄県としましては、同会議が取りまとめる御意見
を各種施策に生かすとともに、ＳＤＧｓの理念や成果
指標を新たな振興計画の骨子案に盛り込み、誰一人取
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り残さない社会の実現に向けて取り組んでいきたいと
考えております。
　次に、新型コロナ等感染症の影響についての御質問
の中の２の(1)のア、宮古・八重山におけるＰＣＲ検
査についてお答えいたします。
　現在、両地区において検体を採取できる医療機関は
それぞれ２か所に設定されております。今後は、さら
に検体採取が可能な離島診療所を含む検査協力医療機
関を拡充する予定であります。また、６月から宮古病
院及び八重山病院においてＰＣＲ検査機器が導入され
たことにより、島内でも検査が完結できるよう体制整
備されたところであります。
　次に、新型コロナ等感染症の影響についての御質問
の中の２の(1)のウ、旅行者専用相談センター沖縄の
宮古空港や石垣空港への分室設置についてお答えいた
します。
　沖縄県は、旅行者の安全・安心に関するアクション
プランに基づき、新型コロナウイルス感染防止のため
の水際対策として、６月19日に那覇空港内に旅行者
専用相談センター沖縄、通称ＴＡＣＯを設置しました。
離島についても水際対策は極めて重要であり、特に宮
古空港・石垣空港をはじめとする県外からの直行便を
有する離島空港へのＴＡＣＯの設置は早急に進める必
要があると認識をしております。現在、地元自治体や
県出先機関と意見交換を進めており、各離島における
医療提供体制等に応じた取組を早急に進めてまいりま
す。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、新型コロナ等
感染症の影響についての御質問の中の(1)のイ、集団
感染発生により病床数が不足した場合の対応策につい
てお答えいたします。
　本県における宿泊療養施設も含めた病床の確保数に
つきましては、第２波の流行に備え、集団感染発生も
含めたピーク時の感染者数の推計を行ったところであ
り、各圏域ごとの状況を踏まえた病床確保計画につき
ましても７月末までに策定して対応することとしてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　２、新型コロナ等感染症の
影響についての御質問の中の(2)のア、児童生徒及び

教職員への心理的負担についてお答えします。
　学校においては、長期にわたる休校の影響について、
学級担任や養護教諭等による欠席の確認、健康観察や
アンケート等により、児童生徒の状況を把握するとと
もに、健康相談等の実施やスクールカウンセラー、ス
クールソーシャルワーカー等が連携し、生徒の心のケ
アに努めております。教職員への負担としては、長期
の休業に伴う学習の遅れ、進学・就職への対応、感染
症対策への対応等が想定されます。
　県教育委員会としましては、関係機関と連携しなが
ら、教職員の心理的負担の解消に努めたいと考えてお
ります。また、学校職員のメンタルヘルスに関しては、
各教育委員会や公立学校共済組合において健康相談事
業等を実施しているところであります。
　同じく２の(2)のイ、高校入試等の課題と対応につ
いてお答えします。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、県内の多
くの学校で長期にわたる臨時休業を余儀なくされたこ
とから、各学校においては、学習の遅れを取り戻すた
め夏季休業の短縮等により授業時数の確保を行ってい
るところであります。しかしながら、第２波による休
校を想定し、各中学校の意向調査を行っており、高校
入試の出題範囲や日程等について検討しているところ
であります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　３、イージス・アショ
ア配備断念についての(1)、イージス・アショア配備
計画と辺野古新基地建設計画についてお答えいたしま
す。
　去る６月15日、河野防衛大臣は、イージス・アショ
アの秋田、山口両県への配備計画について、コスト、
期間を考えれば合理的ではないとして配備計画の停止
を発表しました。一方で、辺野古新基地建設工事は、
海面下90メートルの深さまで軟弱地盤が存在し、国
内で前例のない地盤改良工事が必要で、提供手続の完
了までに約12年、総工費も約9300億円を要するとさ
れています。
　県としましては、政府に対して、相当なコストと期
間を要する辺野古新基地建設計画についても計画を断
念し、普天間飛行場の速やかな運用停止を含む一日も
早い危険性の除去を実現するため、県との真摯な対話
に応じることを強く求めてまいります。
　同じく３の(2)、先島への自衛隊配備についてお答
えいたします。
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　去る６月15日、河野防衛大臣は、イージス・アショ
アの秋田、山口両県への配備計画について、ブースター
を演習場内または海上に確実に落下させるための改修
費用や期間を考えれば合理的ではないとして配備計画
の停止を発表しました。
　県としては、宮古、石垣の自衛隊基地に配備が予定
されている地対艦誘導弾にもブースターが保持されて
いることから、落下範囲や安全対策等について、十分
に確認する必要があると考えております。また、自衛
隊の島嶼配備については、我が国の安全保障や地域の
振興、住民生活への影響をめぐって、必ずしも十分に
住民合意が得られているとは言い難い状況の中で工事
が進められております。
　県としては、政府に対して地元の理解と協力が得ら
れるよう、十分な情報開示を行うなど、より一層丁寧
に説明を行うとともに、配備スケジュールありきで物
事を進めることがないよう、引き続き求めてまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　４、自然環境の保全につ
いての御質問の中の(1)ア及び(1)イ、赤土等流出の状
況と対策についてお答えします。４の(1)アと４の(1)
イは関連しますので一括してお答えします。
　県は、平成７年に沖縄県赤土等流出防止条例を施行
し、赤土等流出防止対策に取り組んできました。その
結果、県全体の赤土等流出量は、条例施行前と比べ
て、平成28年度時点で約５割削減されました。さらに、
平成25年に沖縄県赤土等流出防止対策基本計画を策
定し、総合的・計画的に対策を進めているところであ
ります。宮古保健所管内については、昨年度、赤土等
流出防止条例に基づく通知、届出が203件あり、内容
を精査するとともに、必要に応じて対策の強化を指示
しております。また、赤土等の流出が確認された場合
は、立入調査を行い、赤土等流出防止対策が講じられ
るよう指導を行っております。引き続き赤土等の流出
防止に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
　　　〔平良昭一君登壇〕
○平良　昭一君　会派おきなわの平良昭一です。
　会派を代表して質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、首里城の再建に向けた施策と周辺地域の活性
化支援策の現状と対策について伺う。

　(2)、新型コロナウイルス対策について。
　ア、感染拡大防止策と経済支援策、生活困窮者に対
する支援策について伺う。
　イ、各種イベント中止が相次ぎ、次回開催が危ぶま
れている状況が多々あるが、その対策について伺う。
　ウ、沖縄の伝統である結婚披露宴を取りやめる状況
が続いており、今後の対策について伺う。
　エ、観光闘牛沖縄の闘牛飼育者への支援について伺
う。
　肉用牛畜産者と違い、闘牛飼育者への支援策がない
と聞く。闘牛大会の出演料のみで飼育料を工面する状
況であり、大会中止が相次ぐことにより飼育の困難な
状況があり、その対策も必要と考えるが、お聞きした
い。
　(3)、新たな沖縄振興計画の特徴と方向性について
伺います。
　(4)、政府が地上配備型迎撃システム、イージス・
アショアの技術的課題や費用、工期を理由に計画を断
念した。辺野古の新基地建設もまさしく同様な見地だ
と認識するが、配備計画停止と辺野古新基地建設強行
に関する知事の所見を伺います。
　(5)、北部基幹病院設立に向けた状況を伺う。
　北部地域の医療は、慢性的な医師不足による診療制
限、診療休止、患者の流出という深刻な状況が長年続
いています。令和２年２月には、北部地域基幹病院整
備に関する要請が北部市町村会、北部市町村議会議長
会共同で知事に手交され、７月２日には北部地域基幹
病院整備推進会議による、基本的枠組みに関する合意
書を早急に締結し、早期の整備に取り組んでほしいと
の趣旨の要請も行われたが、今後の基幹病院設立の知
事の考えとスケジュール等を聞かせてほしい。
　(6)、永続的な水源地域の振興策に対する水源基金
創設について伺う。
　平成24年度に沖縄県水源基金が解散となり、助成
金が打ち切られ、北部を中心としたダムを有する財源
が乏しい町村では水源涵養等の機能維持に苦慮してい
るところである。そこで平成28年度から水源地域環
境保全事業により、水源地域市町村に助成金を交付し
ているが、このような一時的な助成措置ではなく、永
続的な水源地域の振興策を講じるために水源基金を創
設してほしい要望があるが県の考えをお聞きしたい。
　(7)、北部へのテーマパーク建設の状況を伺う。
　(8)、遅れている世界自然遺産登録に向けた取組に
ついて伺う。
　(9)、琉球歴史文化の日の制定について伺う。
　(10)、世界のウチナーンチュ会館について伺う。
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　(11)、日米地位協定改定への取組の実績・課題・今
後の対応策を伺う。
　(12)、公共交通（鉄軌道、ＬＲＴ等）の導入につい
て伺う。
　２、企画部関係について。
　(1)、過疎地域の生命線である共同売店について伺
います。
　ア、県内の共同売店の経営形態について伺う。
　イ、閉鎖されている件数について伺う。
　ウ、交通不便地域の維持は絶対的に必要であるが、
その施策について伺う。
　(2)、県内の通信不通地域の状況とその対策につい
て伺います。
　北部地域の中にも携帯電話がつながらない地域があ
り、不便を来している場所が多くあります。県内の状
況把握とその対策についてお聞きします。
　(3)、やんばるインバウンド・クルーズ推進と課題、
そして水際の検疫が重要であり、その対策について伺
います。
　３、土木建築関係について。
　(1)、国道449号整備の進捗状況と今後の計画につ
いて伺う。
　(2)、県道84号線整備について伺う。
　(3)、本部港立体駐車場が完成活用しているが、絶
対数が不足している現状であり、その対策と今後の整
備について伺います。
　(4)、伊江島空港有効活用が地元の要望であるが、
その実現に向けた取組について伺う。
　(5)、不調・不落、応札ゼロの現状、課題を伺う。
　(6)、県経済を底上げするために県発注公共工事を
早期に発注、受注をしてはどうかを伺う。
　４、農林水産部関係。
　(1)、若い農林水産業者育成に対する支援策につい
て伺います。
　(2)、本部の塩川沖の漁場、通称ブーマー曽根の漁
業権の問題についてですが、辺野古新基地への土砂を
搬入するための船が多数停泊し、漁民が迷惑している
状況と聞く。その地域は名護、本部、羽地、今帰仁漁
協の共同漁業権が設定されている地域であり、昔から
冬でも好漁場として大事にされてきた場所でありま
す。いわゆる魚礁が発達して魚がすみやすい環境が形
成されている場所で、土砂搬入船がアンカーで魚礁を
破壊している情報等もあり、県がそれを確認する必要
があると考えますがいかがでしょうか。
　５点目、教育関係について。
　(1)、義務教育のスクールバス賃負担のある市町村

があるが、知事の政策である高校生のバス通学無料化
との関わりから新しい教育長にその見解を聞きたいと
思います。
　これまでの教育庁の見解は、あくまでも市町村の裁
量であるとの見解だったが、私はどうしても県が高校
生の無料化に向けて動き出している状況下での県内市
町村一部の義務教育課程のスクールバス有料に不快感
があります。
　知事公約との整合性について伺いたい。
　(2)、コロナの影響で休校になった期間の定期券の
対応についてですが、休校期間中のバス定期券は当然
使用できないものであります。しかし使用不可能な状
況にもかかわらず払い戻しができないとの声があるが
その実態はどうなのか。払戻し、あるいは期間延長が
できないものか、その対策について伺いたい。
　(3)、高校定員内不合格についてですが、本県でも
高校定員内不合格をゼロにしてはどうかについて伺い
たい。
　(4)、重度知的障害者の普通高校への入学について
伺います。
　これまでの議論で県のほうも柔軟な姿勢を示してき
たことは大きな評価だと思います。県外では中途入
学も認めているが県も今年から中途入学を認めてはど
うかについて伺いたいと思います。
　６、座間味浄水場について。
　(1)、津波被害を防ぐためにも高台にすべきと思う
がどう考えているか伺う。
　(2)、選定地決定は、県の責任でやるべきではない
かと思うが伺う。
　７、米軍基地関連について。
　(1)、玉城知事就任後の辺野古新基地建設の進捗状
況を伺う。
　(2)、玉城知事就任後の辺野古新基地阻止の実績を
伺う。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　平良昭一議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)、
首里城の再建に向けた施策と活性化支援についてお答
えいたします。
　首里城の復旧・復興に向け、沖縄県では、第三者委
員会による再発防止の検討のほか、一部開園した有料
区域では、休憩や映像コンテンツの提供等、サービス
向上を図るため仮設施設の設置等を検討しているとこ
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ろであります。また、周辺地域の活性化に向けては、
北城郭等でのプロジェクションマッピング上映や中城
御殿跡での破損瓦を利活用したものづくり体験等のイ
ベントのほか、石畳や玉陵などを周遊するコース等の
情報発信を行っていきたいと考えております。
　沖縄県としては、今後、首里地域のまちづくりを示
す新首里杜構想を取りまとめるとともに、引き続き国
や那覇市、関係機関等と連携して、首里城の再建及び
周辺地域の活性化に取り組んでまいります。
　次に、知事の政治姿勢についての御質問の中の１の
(9)、琉球歴史文化の日の制定についてお答えいたし
ます。
　琉球歴史文化の日の制定につきましては、先人たち
が創り上げてきた沖縄の歴史、文化への理解を深め、
ふるさとへの誇りや愛着を感じられる地域社会の形成
を目指すとともに、新たな歴史や文化を県民自らの手
で創造していくことを決意するものとして、有識者等
で構成する検討委員会で協議を重ね、その候補日を
11月１日として発表したところであり、現在、条例
の制定等を含め検討を進めております。
　私としては、琉球文化歴史の日の制定を通じ、祖先
　　　　ウヤファーフジへの敬い、自然への畏敬の念、他
者の痛みに寄り添うチムグクルを育めるような日とし
て広く認知されるよう取り組んでまいりたいと考えて
おります。
　次に、企画部関係についての御質問の中の２の(3)、
やんばるインバウンド・クルーズの推進と課題及び検
疫の対策についてお答えいたします
　平成29年に本部港が官民連携による国際クルーズ
拠点に指定されたことを受け、令和元年11月に、北
部12市町村等から成る北部振興会内に新たにやんば
るインバウンド・クルーズ推進部会が設置されました。
今後は、北部地域の実情を踏まえつつ、クルーズ客の
満足度向上や地域活性化をバランスよく推進していく
ことが重要であると考えております。また、国際クルー
ズ拠点として外国クルーズ船を安全・安心に受け入れ
ていくためには検疫等を行うＣＩＱ機能の常設が必要
であると考えており、沖縄県としては、引き続き国に
対してＣＩＱの常設化を要請してまいります。　
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、知事の政治姿
勢についての御質問の中の(2)のア、感染拡大防止策
についてお答えいたします。

　県では第２波に備え、厚生労働省が示した患者推計
の方法や県の専門家会議の意見等を踏まえ、警戒レベ
ルの指標を策定し、警戒レベルに応じた取組の実施例
を示したところです。警戒レベルごとの患者推計に応
じた病床及び宿泊療養施設の確保、検査体制の拡充、
相談体制の充実を図るとともに、新型コロナウイルス
接触確認アプリ導入推奨等による感染拡大防止策の強
化を進めてまいります。
　同じく１の(5)、北部基幹病院についてお答えいた
します。
　北部基幹病院の整備については、これまで、県、北
部12市町村、北部地区医師会病院及び県立北部病院
の関係者で約２年間かけて協議を行うとともに、その
間、令和元年９月に沖縄県医療審議会から意見聴取を
行い、北部基幹病院に適当な経営システムであること
も確認し、基本合意書案を取りまとめたところであり
ます。また、本年２月４日には、北部12市町村長に
おいて基本合意書案に合意する方針が示され、３月か
ら４月にかけては、北部12市町村の議会で早期整備
に関する意見書が可決、３月27日には県議会で北部
基幹病院の早期整備に関する決議が全会一致で可決、
さらに、沖縄県公務員医師会、北部地域基幹病院整備
推進会議等から北部基幹病院の早期整備を求める要請
を受けたところです。県内部におきましても、収支シ
ミュレーション等、確認しておくべき課題の検証を
行ってまいりました。
　県としては、これらを踏まえ、なるべく早い時期に
最終的な判断をしたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問の中の(2)のア、経済支援策につい
てお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症拡大に対応する
経済対策に取り組むため、５月28日に新型コロナウ
イルス感染症対策に係る沖縄県の経済対策基本方針を
策定しました。同方針に基づき、県内事業者の事業継
続や県内の消費喚起、域内の経済循環を図るもの、デ
ジタル化の促進や次の付加価値を生む事業転換につな
がるものなどを重点分野として対策を講じることとし
ており、うちなーんちゅ応援プロジェクト、沖縄型Ｅ
Ｃスキル普及・連携支援事業、沖縄県雇用継続助成金
事業、おきなわ彩発見キャンペーン事業等を実施、ま
たは実施することとしております。
　県としましては、引き続き国と連携しながら、県内
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事業者の事業継続と雇用を維持する取組を切れ目なく
実施してまいります。
　同じく１の(2)のイ、各種イベント開催のための対
策についてお答えいたします。
　県では、イベントの実施に際し、開催可否の判断基
準や、運営者が行う感染症対策等をまとめた新型コロ
ナウイルス感染症に係る沖縄県主催イベント等実施ガ
イドラインを策定し、国の指針等も踏まえ、段階的に
開催可能規模等の見直しを行っております。今後、県
が関与するイベントの開催に当たっては、同ガイドラ
インを遵守しつつ、ＩＴを活用したオンライン開催と
の併催や拠点分散開催などの手法を取り入れながら、
感染防止対策を徹底した上で、可能な限り開催できる
よう取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、知事
の政治姿勢についての御質問の中の(2)のア、生活困
窮者に対する支援についてお答えいたします。
　県では生活困窮者自立支援法に基づき相談窓口を設
置し、困り事や不安を抱えている方からの相談を幅広
く受け付けております。その中で、住居を失ったまた
は失うおそれのある方に対しては、一定期間、家賃相
当分の住居確保給付金を支給し、住居及び就労機会の
確保に向けた支援を実施しております。同給付金につ
いては、給付額が実際の家賃額を下回り、なお自己負
担が生じている世帯もあることから、今般、さらなる
家賃負担の軽減を図るため、３万円を上限額として県
独自の上乗せ給付も行っているところです。また、生
活福祉資金貸付制度においては、対象を収入が減少し
た世帯に拡大し、貸付金額を10万円から20万円に引
き上げ、償還期限を12月以内から２年以内に延長す
るなどの特例貸付けを実施しております。
　県としましては、引き続きこれらの事業を活用し、
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮す
る方々の適切な支援につながるよう取り組んでまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、知事
の政治姿勢についての(2)のウ、結婚披露宴を取りや
める状況が続くことに対する今後の対策についてお答
えいたします。
　県では、結婚披露宴等の宴会の用に供する施設があ

るホテル及び旅館に対し、関係団体を通じて、新しい
生活様式に即した感染症拡大予防ガイドラインの作成
を求めております。
　県としては、ガイドラインに沿った感染防止対策が
実施され、安全・安心な結婚披露宴等の宴会が行われ
るよう、また、そのことを広く県民に周知することに
ついて関係団体と連携して取り組んでまいります。
　続きまして同じく１の(2)のエ、闘牛飼育者への支
援についてお答えいたします。
　県は、世界水準の観光・リゾート地の形成に向け、
沖縄観光ブランドであるBe.Okinawaの下、今後も闘
牛をはじめとする独特の伝統・文化行事等の魅力を国
内外に発信することにより、魅力あふれる観光資源と
して盛り立ててまいります。
　同じく知事の政治姿勢についての(7)、沖縄北部テー
マパーク事業についてお答えいたします。
　民間事業者が進める沖縄北部テーマパーク事業は、
今帰仁村と名護市にまたがる地域に建設地が決定して
おり、観光客増加や県経済の活性化を目的に亜熱帯の
自然環境を体感できる施設の整備が計画されておりま
す。現在は、事業者において環境影響評価条例に基づ
く手続を進めているところであり、着工の時期など建
設状況の詳細は明らかとなっておりません。
　同じく知事の政治姿勢についての(10)、世界のウチ
ナーンチュ会館についてお答えいたします。
　県では、ウチナーネットワークの継承・発展を図る
ため、世界のウチナーンチュ大会の開催、次世代のウ
チナーネットワークを担う人材の育成、世界のウチ
ナーンチュの日定着化の取組等を行っております。世
界のウチナーンチュ会館については、過去に県におい
て類似施設の建設が計画されたものの、財政事情やイ
ンターネット普及による状況の変化等により計画自体
が見送られた経緯があります。
　こうしたことから、県としましては、関係団体と意
見交換等を継続しながら、既存施設等の活用の可能性
も含め慎重に検討してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(3)、新たな沖縄振興計画についてお答えいた
します。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき実
施してきた各種施策や沖縄振興特別措置法等に規定す
る各種制度について、成果や課題等を検証するため本
年３月に総点検報告書を取りまとめたところです。各

－115－



種施策の検証に当たっては、新たな振興計画を見据え、
重要性を増した課題、新たに生じた課題の抽出を行っ
たところです。新たな振興計画については、総点検の
結果や新沖縄発展戦略を踏まえるとともに、ＳＤＧｓ
を反映させ、本年中に新たな振興計画の骨子案を取り
まとめ、市町村や経済団体等から広く御意見を伺い、
国と連携を図りながら策定してまいりたいと考えてお
ります。
　同じく１の(6)、水源基金創設についてお答えいた
します。
　県では、水源地域に対する理解の促進と地域の振興
を図るため、平成30年度まで実施してきた北部地域
の水源涵養機能維持を目的とする1000万円の事業に
加え、令和元年度からヤンバルの環境保全対策や水源
地域の振興に関する事業を新設し、やんばるの森・い
のちの水事業として、総額3000万円の助成事業を実
施しております。
　水源基金創設については、水源地域市町村及び受水
市町村との意見交換を行い、意向を確認してまいりま
す。
　同じく１の(12)、鉄軌道等の導入についてお答えい
たします。
　県では、鉄軌道とフィーダー交通が連携する公共交
通ネットワークの構築に向けて取り組んでいくことと
しております。鉄軌道の導入に向けては課題となって
いる費用便益比について、様々な前提条件を組み合わ
せた複数のケースについて試算を行った結果、0.7か
ら1.0程度と大幅な向上が図られたところであります。
今後は検討手法や前提条件等について、学識経験者に
よる委員会を開催し、専門的観点から検証を行ってい
ただくこととしております。また、ＬＲＴ等のフィー
ダー交通については、地域公共交通の充実に向けて、
まちづくりの主体である市町村等との協働で検討を進
めることとしており、まずは取り組むべき課題等につ
いて整理を行うこととしております。
　次に２、企画部関係について(1)アからウ、共同売
店の経営形態、閉鎖件数、交通不便地域における施策
について、２の(1)アから２の(1)ウまでは関連します
ので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　共同売店は、地域集落の方々が共同で出資・運営す
る商店であり、地域コミュニティーの維持に重要な役
割を担っているものと認識しております。県内の共同
売店の経営形態については、集落直営や個人への運営
委託などの例があると承知しております。車の普及に
伴い大型店舗等が進出し、共同売店の数は減少傾向に
あり、例えば国頭村においては、ここ５年で14店舗

のうち、４店舗が閉鎖していると聞いております。
　県では、交通弱者である高齢者をはじめとする住民
の生活を支えるため、地方創生推進交付金を活用し、
交通不便地域における移動販売車の導入など、集落の
機能維持を図る小さな拠点づくりを支援してきたとこ
ろであり、引き続き市町村と連携しながら本事業をモ
デル事業として、地域コミュニティーを維持・再生す
る取組を広げてまいりたいと考えております。
　同じく２の(2)、県内の携帯電話不感地帯の状況と
対策についてお答えいたします。
　県においては、携帯電話不感地帯について、市町村
への照会や総務省沖縄総合通信事務所が実施する調査
への協力等により、状況の把握に努めております。携
帯電話については、無線通信事業者が全県的に基地局
を整備し、サービスエリアの拡大に努めておりますが、
東村及び竹富町西表島、南大東村等において、住居や
事業所などがない一部地域で不感地帯が発生しており
ます。
　県においては、無線通信事業者による基地局整備が
促進されるよう、県有施設への設置を許可しているほ
か、さらなる不感地帯の解消に向け、地元市町村や無
線通信事業者等と連携しながら、国の携帯電話等エリ
ア整備事業を活用した基地局の増設等について検討し
ているところであります。
　次に３、土木建築関係についての(4)、伊江島空港
の有効活用についてお答えいたします。
　現在、伊江島空港は米軍訓練空域内にあり、運用時
間が土日の限られた時間に制限されていることから、
運用制限の改善が最大の課題であります。
　県としましては、この課題を踏まえつつ、需要確保
や就航可能な航空会社があるかなど、就航実現性のほ
か、ヘリコプターによる運航などその他の活用につい
ても様々な観点から検討していきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(4)、イージス・アショア配備計画と辺野古
新基地建設計画についてお答えいたします。
　去る６月15日、河野防衛大臣は、イージス・アショ
アの秋田、山口両県への配備計画について、コスト、
期間を考えれば合理的ではないとして、配備計画の停
止を発表しました。一方で、辺野古新基地建設工事は、
海面下90メートルの深さまで軟弱地盤が存在し、国
内で前例のない地盤改良工事が必要で、提供手続の完
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了までに約12年、総工費も約9300億円を要するとさ
れています。
　県としましては、政府に対して、相当なコストと期
間を要する辺野古新基地建設計画についても計画を断
念し、普天間飛行場の速やかな運用停止を含む一日も
早い危険性の除去を実現するため、県との真摯な対話
に応じることを強く求めてまいります。
　同じく１の(11)、日米地位協定改定に向けた取組等
についてお答えいたします。
　県では、日米地位協定の見直しの必要性に対する理
解を全国に広げることを目的として、他国の地位協定
調査を行っております。また、日米地位協定の問題等
について、国民全体で議論し、民主的解決を図る機運
を醸成するため、トークキャラバンを開催しました。
さらに、全国知事会における基地負担に関する新たな
提言の取りまとめについて働きかけを行っているとこ
ろです。今後は、日米地位協定の問題等について、自
分事として考えていただき、国民的議論につながるよ
う、他国調査の結果を全国知事会や渉外知事会等と共
有するとともに、各政党や日弁連等、様々な団体と連
携を深め、日米地位協定の見直しに向けた取組を強化
してまいります。
　７、米軍基地関連についての(2)、辺野古新基地建
設阻止の実績についてお答えいたします。
　県はかねてから、政府に対し、対話による解決を繰
り返し求めてきたところですが、公有水面埋立法の承
認要件を充足しない埋立工事が強行されていることか
ら、抗告訴訟を提起し、県の主張が認められるよう全
力を尽くしているところです。また、問題解決に向け
た機運を醸成するため、全国各地でトークキャラバン
を実施したほか、米国でも米国市民や連邦議会議員等
に直接訴えたところです。今般、米連邦議会下院の軍
事委員会即応力小委員会において、辺野古新基地建設
計画に関し、懸念が示されるなど、米議会に対しても
県の訴えが着実に届いているほか、軟弱地盤の問題に
ついては、国内でも専門家や国会議員から問題点が指
摘されているところです。加えて、県民を主体とした
取組によって、玉城知事就任後、全国で少なくとも
49の地方議会で国民的議論を求める陳情書等が可決
または採択されており、県や県民の取組に呼応した共
感の輪が広がりつつあると考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　１、知事の政治姿勢につ
いての中の(8)、世界自然遺産登録に向けた取組につ

いてお答えします。
　奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島の世界自
然遺産登録については、本年６月のユネスコ世界遺産
委員会において審査される予定となっておりました
が、新型コロナウイルスの世界的感染拡大の影響を受
け、本年４月に同委員会の開催延期が決定し、現時点
で、新たな開催時期等は未定となっております。
　県としましては、沖縄島北部及び西表島の確実な登
録及び登録後も見据え、遺産価値である生物多様性の
保全を図るため、引き続き国や関係団体等と連携しな
がら、マングース等の外来種対策や希少種の交通事故・
密猟防止対策等に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　３、土木建築関係に
ついての御質問のうち(1)、国道449号本部北道路の
進捗状況等についてお答えいたします。
　国道449号本部北道路は、瀬底大橋入り口から県道
名護本部線との交差点までの約1.6キロメートルにつ
いて、平成21年度から事業に着手し、令和元年度末
の進捗率は、事業費ベースで約77％となっておりま
す。現在、新本部大橋等の整備を鋭意進めており、早
期の４車線供用に向けて取り組んでいるところであり
ます。
　次に３の(2)、県道84号名護本部線の整備について
お答えいたします。
　県道84号名護本部線は、本部町東から渡久地まで
の約1.5キロメートルについて、平成25年度から事業
に着手し、現在、用地買収及び渡久地橋の架け替えに
取り組んでいるところであります。
　次に３の(3)、本部港立体駐車場についてお答えい
たします。
　本部港立体駐車場は、令和２年２月に供用開始し、
収容台数については、需要推計に基づき伊江村と協議
の上、駐車台数381台のうち、定期券駐車が303台、
普通駐車が78台となっております。定期券駐車は、
全て埋まっており、駐車できない車両が発生する状況
があります。今後、伊江村と意見交換を行いながら、
対策を検討していきたいと考えております。
　次に３の(5)、不調・不落、応札ゼロの現状、課題
についてお答えいたします。
　令和元年度に土木建築部が開札した602件のうち、
不調・不落が138件、全体の23％で、そのうち、入
札時に応札者がいない入札不調が66件で48％となっ
ております。その主な要因は、配置技術者の不足等と
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考えており、対策として、工事発注に際して複数の小
規模工事をまとめたり、離島等で必要となる経費の精
算対応等を行っているところであります。また、令和
２年２月から入札参加者からの見積書を参考に入札す
る見積活用方式等を導入しているところであり、引き
続き課題の改善に取り組んでまいります。
　次に３の(6)、県発注公共工事の早期発注等につい
てお答えいたします。
　県では、令和２年度の上半期執行目標を設定し、公
共事業の計画的な執行に取り組んでおります。土木建
築部においては、翌年度予算を前倒しして発注できる
ゼロ県債を活用し、工事の早期発注・早期着手に取り
組むとともに、分離・分割発注を行うなど地元企業の
受注機会の確保に努めております。引き続き県経済を
下支えする公共工事の計画的な執行に取り組んでまい
ります。
　次に７、米軍基地関連についての御質問のうち(1)、
工事の進捗状況についてお答えいたします。
　埋立土砂量から進捗率を換算するため、沖縄防衛局
に照会したところ、今年５月末時点において、埋立区
域②－１については、必要となる土量に対して約９割、
埋立区域②については約３割となっているとの回答が
ありました。当該回答に基づき、県において埋立承認
願書の埋立土量等で試算したところ、事業全体の埋立
土砂等約2062万立方メートルに対して、埋め立てら
れた土量の割合は、約2.2％と推定されます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　４、農林水産部関係
についての御質問の中の(1)、農林水産業者育成に関
する支援策についてお答えします。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき、
一括交付金等を活用し、農林水産業の担い手育成に取
り組んでいるところであります。農業については、沖
縄県新規就農一貫支援事業により就農相談体制の強化
及び農業施設等の整備支援を行っております。また、
水産業については、未来のマリンパワー確保・育成一
貫支援事業によりインターンシップ漁業体験や漁具の
整備支援等を行っております。林業については、森林
整備担い手対策基金事業により林業機械の操作研修や
作業用具の購入補助を行っております。
　県としましては、引き続き市町村等関係機関と連携
し、農林水産業の担い手育成・確保に向け取り組んで
まいります。
　次に４の(2)、塩川沖の漁場についてお答えします。

　本部町塩川沖の、通称ブーマー曽根において、砂利
運搬船等の投錨により、漁に影響が出ていた件につい
ては承知をしております。当該海域の漁業権者である
本部漁協によると、その後、事業者である沖縄防衛局
に対し対応を求めたところ、砂利運搬船等の投錨位置
が変更され、現在は特に問題とはなっていないと聞い
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　５、教育関係についての御
質問の中の(1)、義務教育のスクールバスについてお
答えします。
　義務教育におけるスクールバスは、地域の地理的状
況や学校統廃合による遠距離通学児童生徒等の通学の
ため、各市町村の状況に応じて実施されていると考え
ております。また、スクールバスの運行経費等につい
ては地方交付税が措置されておりますが、利用料の無
料、有料の取り扱いは、各市町村のそれぞれの実情に
応じて行われているものと考えております。
　同じく５の(2)、休校になった期間の定期券につい
てお答えします。
　県教育委員会では新型コロナウイルスの感染拡大に
伴い、令和２年３月４日から一時再開を挟み、最終
的には５月20日まで県立学校を臨時休業としました。
休校の期間に係る定期券につきましては、各交通事業
者の規定に基づき払い戻しが行われるものと認識して
おります。
　同じく５の(3)、高校定員内不合格についてお答え
します。
　県立高等学校入学者選抜における定員割れのあった
高校での不合格者数については、平成30年度174名、
31年度111名、令和２年度53名と減少しております。
　県教育委員会としましては、定員確保について各学
校に通知したところでありますが、引き続き各高等学
校、学科等の特色に配慮しつつ、その教育課程の履修・
修得が期待できる生徒については、可能な限り入学を
認めるよう求めてまいります。
　同じく５の(4)、重度知的障害者の普通高校への入
学についてお答えします。
　高等学校における障害のある人もない人も共に学ぶ
新たな仕組みの在り方を検討するため、今年度から
ワーキングチームを立ち上げております。現在、実際
に障害のある生徒とない生徒が共に学ぶ場を設定し、
それぞれが互いに成長できる教育環境及び教育課程の
検討をしております。また、学校側との協議、教員等
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の人員体制の整備、授業や評価の在り方など様々な観
点から課題を整理し、新たな仕組みづくりに取り組ん
でいるところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　答弁の前に御挨拶申し上
げます。
　去る４月１日に企業局長を拝命しました、棚原でご
ざいます。
　企業局として安全な水を安定的に供給するため、職
員とともにしっかり取り組んでまいります。今後とも
御指導、御支援をよろしくお願いします。
　それでは６、座間味浄水場についての御質問の中の、
浄水場を高台に建設することについてお答えします。
　浄水場の更新については、厚生労働省の水道の耐震
化計画等策定指針により、原則として想定津波浸水地
域外の高所を選定することとされており、津波対策は
重要なことであると認識しております。座間味島の高
台地域は自然公園法の特別地域であることから景観や
造成面積、併せて整備費用、工期等を総合的に検討し、
阿真キャンプ場内を建設予定地としておりました。し
かしながら、津波被害を受けない高台への変更を求め
る住民からの要望を受け、企業局としては、昨年度、
高台３か所について再調査を行い、高台候補地のうち
既存浄水場用地拡張案及び当初予定地の阿真キャンプ
場内案の２案に絞ったところです。その結果について、
本年６月に住民説明会を開催し、２案の長所、短所に
ついて説明しました。建設地については、住民の意見
を踏まえ、村と連携しながら、早急に決定できるよう、
取り組んでいきたいと考えております。
　同じく６の(2)、選定地決定を県の責任で行うこと
についてお答えします。
　座間味浄水場の建設の課題等としては、既存浄水場
の老朽化に伴う水道水質への影響が懸念され早期の対
応が必要なこと、住民から津波被害を受けない高台へ
の建設の要望があること、既存浄水場用地は村有地で
あり、建設には村の了承が必要であることなどがあり
ます。加えて、村の意見として、既存浄水場用地へ建
設した場合、工事車両の往来の長期化による住民生活
や観光産業に与える影響が懸念されること、既存浄水
場を改修し、防災拠点として活用を検討していること
などがあります。そのため、建設予定地の選定に当たっ
ては、行政的な判断が必要なことから、座間味村が住
民合意を図ることが望ましいと考えております。
　企業局としては技術的助言を行うなど、協力しなが

ら建設予定地を決定することを村と企業局の双方で確
認し、住民説明会でもその旨説明しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
　　　〔平良昭一君登壇〕
○平良　昭一君　再質問を行います。
　北部基幹病院の問題ですけど、私は北部選出の議員
として今回の県議選挙で早期の実現を訴えて当選して
きたような状況であります。知事は衆議院時代の選挙
区として北部の医療の実情を一番理解しているし、今
回は部長ではなく知事の政治姿勢、決断を北部の住民
は聞きたいんです。そういう観点から、その辺を酌ん
でぜひ知事にお答えを願いたいと思っております。
　琉球歴史文化の日の制定でありますけど、制定に伴
いどのような取組をするのかが聞きたい。そして教育
分野など県民にこの日の意義をどう周知徹底させてい
くか、そういう課題についてお聞かせ願います。
　それと世界のウチナーンチュ会館についてでありま
すが、見送られた過去があるということもございます
けど、来年の世界のウチナーンチュ大会は開催するの
かしないのかまずその辺をお聞かせ願います。それ
と、世界各国に県人会館などが造られていて、これは
いわゆる分家、ヤーグヮーであります。そういうこと
であれば本家のムートゥヤーがないといけないわけで
ありますよね。そういう観点からウチナーンチュネッ
トワークを強化充実するには、本家のムートゥヤーを
設置して様々な情報を保存して今後のウチナーンチュ
の発展につなげていく必要があると思いますけど、知
事はどうお考えでありましょうか。
　首里城の問題でありますけど、再建の木材に県内、
県外から使用してほしいという要望等が相次いでいる
と聞いております。その状況はどうなっているのか、
そしてそれが可能なのかどうかをお聞かせ願います。
　そして共同売店でありますけど、市町村とスピー
ディーな連携をしていくということで交通弱者の方々
からするとこれもう本当に死活問題なんですよ。北部
のほうでもそういう状況があるということを当局も十
分理解をしているわけでありますので、何らかの支援
策等絶対に必要であるという認識を持って、市町村と
スピーディーに対応していただけないかなと思います
けど、その辺を併せてお願いします。
　それと、やんばるインバウンド・クルーズ船の推進
問題でありますけど、これ本部港、検疫所が重要であ
り、どう建設してその運営形態はどうなっているのか、
ここに来てゲンティン社との関係がいろいろ取り沙汰
されておりますけど、そこが一体どういうような状況
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になっているのかをお聞かせ願いたいと思っておりま
す。
　それと、伊江島空港の有効活用。これは以前からあ
りましたけど、土日しか空域が空かない、米軍が制限
されていないところに民間機が来るわけがないんです
よ。皆さんのこの米軍との空域の調整、全くやられて
ないような状況がある。地元からはそういう要望もあ
りますので、今後どういう形で、この空域を確保して
いくのか、土日しか利用できないところに企業は来ま
せんよ。当たり前の話です、これは。その辺をどう地
元にとってプラスになるような状況をつくっていくの
かをお聞かせ願います。
　それから、塩川沖のブーマー曽根の問題ですけど、
漁民が安心して航行できないという状況がありまし
た。漁協と調整したと言いますけど、土砂搬入船のア
ンカーでサンゴが破壊されていると聞くんですよ。県
が調査をすべき問題だと思いますけど、知事、これは
通常の漁船の問題ではないんですよ。辺野古への船が
アンカーを下ろして破壊しているというような状況が
あれば、それを確認する必要があると思いますけどい
かがでしょうか。
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時50分休憩
　　　午後２時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○平良　昭一君　それとスクールバスの運賃負担の
件でありますけど、私は知事公約、いわゆる高校生の
運賃を無料にしたいというような状況でやっている。
県の姿勢はそれですよ。しかし、市町村の中では幾ら
地方交付税の裁量の範囲だと言っても義務教育でス
クールバスのお金を取るところがあるというのは、こ
の辺は知事の公約との整合性からいかがなものかと思
いますけど、その辺の対応を教育長にお聞きしたいと
思ってます。
　それと、高校定員内不合格、学びたい意欲があれば、
十分だと思います。誰一人取り残さない知事の考えか
らしても、本県でも高校定員内不合格をゼロにしては
どうかと思いますけど、併せてお願いします。
　知的障害者の普通高校入学についてですけど、県外
では中途入学も認めております。県も今年から中途入
学を認めてはどうかということでありますけど、これ
まで問題になった方は学校に行きたいと言ってるわけ
ですよ、今でも。そういう意欲がある方は中途入学も
認めてはいいんじゃないかなと思いますけど、その辺
も併せてお願いします。

　座間味浄水場。
　住民合意が必要だということでありますけど、今年
３月の土木環境委員会で企業局長は場所決定権は企業
局長にあると答弁しておりますけど、そのとおりなの
か。であれば、住民合意というものを逆に地元に投げ
るということがおかしいような状況が生まれてきませ
んか。
　お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時52分休憩
　　　午後２時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　平良昭一議員の再質問にお
答えいたします。
　私からは北部基幹病院に関する件について知事の意
思を聞きたいということです。
　私もこの間、県内部におきましても基幹病院で必要
となる職員数、医師、看護師、それらの確保の方法、
それから病床稼働率のシミュレーション、医師を確保
できなかった場合のシミュレーション等々細部にわ
たってシミュレーションをし、病院事業局及び保健医
療部ともそのような話合いを重ねてまいりました。先
ほど、保健医療部長からは、これまでの約２年間関係
者で協議を行ったこと、その間様々な方々から要請の
決議があり、その要請を行われたこと、県議会では令
和２年３月に早期整備に関する決議も全会一致で可決
をしているという流れにあります。
　今般、県立病院の医師の現況を見ますと働き方改革
が導入され、2024年から時間外労働時間の上限規制
が始まります。つまり、現在の県立病院は当直を行う
診療科が多く、１人当たりの時間外労働時間が長いと
いうことなど、県立の病院、現在の病院の問題点など
についても病院事業局とのシミュレーション及び意見
交換を重ねさせていただきました。そのような総合的
な検証を行ってまいりました。今般、沖縄県としては
これらを踏まえ、基幹病院の基本的枠組みに関する協
議会を早期に開催し、そこでしかるべき最終判断をし、
統合に向けた作業を始めてまいりたいと思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　まず初め
に、琉球歴史文化の日、決まりましたら具体的に何を
するのかということでございますけれども、この日は
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県民の伝統文化に対します理解度の向上や、伝統文化
に触れる機会を増大させていくとともに、多様で豊か
な本県の文化芸術を国内外に発信していくということ
を目指してまいります。そういった趣旨にのっとりま
して、具体的な取組内容は今後、関係団体との意見交
換等も踏まえて検討してまいりますけれども、県民が
広く沖縄の歴史を再認識し、伝統文化への理解を深め
るものとなるような取組を検討していきたいと思いま
す。併せまして、教育関係への周知方もどういった方
法があるかということをしっかり検討してまいりたい
と思います。
　それから、次年度のウチナーンチュ大会の開催でご
ざいますけれども、現在準備室を立ち上げて業務を
行っておりますけれども、御承知のように、新型コロ
ナウイルスの感染状況がございますので、世界での感
染状況の終息具合も見極めつつそれも含めて他の世界
レベルでの大会の開催状況がどうなっているかという
ことも併せて見ながら、開催をどうしていくかという
ことを検討してまいりたいというふうに考えておりま
す。
　それからウチナーンチュ会館でございますけれど
も、おっしゃったように分家と本家といったような関
係がございまして、ウチナーネットワークを構築する
上であるいは拡充していく上で、非常に重要な点では
ございます。一方で先ほども述べさせていただきま
したが、それに類似した施設の建築というものを検討
しながらそれに至らなかったというような過去の状況
もございますので、それに向けて関係団体との意見交
換は今後とも継続しながら、例えば既存施設の活用と
いったことも含めて検討は続けてまいりたいというふ
うに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　再質問にお答えいた
します。
　まず首里城正殿の復元に当たって、県産材、ヤンバ
ルの木材は使えないのかという御趣旨の御質問でござ
いますが、今国で設けております首里城復元に向けた
技術検討委員会において、木材含めて様々な技術的な
検討を行っているところでございます。材料調達の部
分で木材につきましては、国産ヒノキ等を中心に大径
材の調達をすることになろうかと思いますけれども、
県内のチャーギ、イヌマキやオキナワウラジロガシに
ついても引き続き調達可能かどうか調査を継続し、使
える材料があった場合には可能な限り使用することが

望ましいということでまとめております。今後、調査
をしながらしっかり使える木材を見つけ出し使ってい
くということになろうかと思います。
　次に、やんばるインバウンド・クルーズ推進の課題
の中で、クルーズ船社との関係、状況についての御質
問でございます。
　本部港につきましては、ターミナルビル整備の前提
となる覚書の締結に向けて調整を進めているところで
ございます。ターミナルビルのレイアウト等のやり取
りも行っているところでございました。ただ、新型コ
ロナウイルス感染症の影響を受けまして、船社におき
ましては、最近の市場の変化等により事業計画を精査
する必要が生じているということでございます。今後、
クルーズの再開や運航計画の再検討に注力していると
のことでございますので、その動向を踏まえながら協
議を進めていきたいというふうに考えておりますけれ
ども、基本的にターミナルビルの整備、岸壁の整備に
つきましては、今のところ令和３年度の完成を目指し
進めているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　まず共同売店についてス
ピーディーな施策の展開が必要ではないかという御質
問でした。
　先ほどの答弁の中で、小さな拠点づくり支援事業を
行って地域コミュニティーの維持確保に努めていると
いう答弁を申し上げました。この事業を実施する際に
は集落の市町村も積極的に住民意見の集約などに関
わっていただくことにしております。令和２年度の小
さな拠点づくり支援事業にあっては、国頭村の辺戸区、
宜名真区、宇嘉区、この３地区と辺戸岬観光案内所が
連携して集落ガイドツアー等の取組を行うこととして
おりまして、その拠点に共同売店を充てるということ
を今計画しております。この小さな拠点づくりにあっ
ては、これをモデル事業、パイロット事業として、他
の集落を横展開することも考えておりますので、この
事業を実践することによって、県内の各地区に幅広く
波及することを今期待しているところでございます。
　それから伊江島の伊江島空港の活用についての御質
問です。
　先日圏域別の意見交換会がありまして、伊江村の方
からヘリコプターを有効活用できるんではないかとい
う御意見を頂戴したところです。それで今伊江島、伊
江村の方と意見交換をしておりまして、今後ヘリコプ
ターの事業者を含めて運用制限があるのが一番の重要
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課題というのは認識しております。それも含めてど
のような整理ができるのか、意見交換を深めていきた
いと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　塩川沖の調査につい
ての再質問にお答えします。
　当該海域におきましては、フエダイなどを対象とし
た一本釣り漁業、イセエビを対象とした潜水域漁業、
それからモズク養殖業が営まれております。
　県としましては、船舶の投錨等による漁場への影響
について引き続き関係する漁協とも共有を図り、状況
の把握に適切に対応してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　平良議員の再質問にお答え
します。３点あったかと思います。
　まず、義務教育のスクールバスの関係でございます。
地方交付税で措置をされているということもある。ま
た、当然のことながらこのバスの利用料については、
市町村議会の審議を経て条例等で定められているとこ
ろもあって、地方自治の観点からしますと県と市町村
は平等というところもございますので、やはり市町村
のほうでどうあるべきかを議論していくのが肝要かな
と思っているところでございます。ただ、一方でやは
りスクールバスのこの維持運営費は交付税措置はされ
ているにしても県議会のほうでこういったふうな議論
もなされているということもございますので、そう
いったことはしっかり市町村に伝えて、状況を考えて
いただきたいということは我々としても取り組んでい
きたいなと思っているところでございます。
　次に、定員内不合格の件でございます。
　先ほど本答弁でも答弁させていただきましたけど、
だんだんと減少してきて令和２年度53名になったと
いうところがございます。私どもはいわゆる県立高等
学校の入学者選抜における定員確保については、今年
も２月に、合格発表する前にいわゆる高等学校へ入学
意思のある子供への学ぶ機会を提供することは重要で
あるということは再認識していただいて、趣旨に反し
たような定員内不合格者が出ることがないよう、合否
判定基準の見直しの検討をしてくださいというふうな
ことを各県立学校長に御案内をしたところでございま
す。ただ、一方でやはり学校の関係者の意見の中で
は、子供たちの学習意欲ですとか、キャリア形成、ど

のような意義があるかといったふうな課題も言われた
りするところもございますので、そういったところは
やはり中学校関係者とか高校関係者、ＰＴＡ、また関
係団体等、意見交換を重ねながら様々な観点からこれ
はもっと丁寧に議論していく必要があるのかなという
ふうに考えているところでございます。
　次に、重度知的障害者の入学の関係で中途入学をさ
せてはどうかというふうなところでございますが、県
内においては、現在高等学校の入学者選抜において、
年度途中の入学選抜というのは実施してないところで
ございます。ただ一方でこの重度知的障害者の普通高
校への入学につきましては、先ほど本答弁で答弁させ
ていただきましたが、実際に障害のある生徒といわゆ
る障害のない生徒が共に学ぶ場を設定して共に学んで
いくということが非常に重要かなというふうに思って
おりまして、そういうふうなお互いに成長できる教育
環境、教育課程を現在検討しているところでございま
す。ただしやはり、学校側の受入れの問題とか、そう
いった課題もございますので、そこはしっかり取り組
みながら制度設計をしているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　座間味浄水場についての
再質問にお答えいたします。
　企業局の方針につきましては、令和２年２月議会に
おいても建設予定地の選定については座間味村におい
て住民合意を図ることが重要であると考えており、引
き続き座間味村や環境省との調整を進めていきたいと
考えておりますと答弁しており、これまでと変更して
おりません。
　先ほどの答弁でも申し上げましたが、建設予定地の
選定に当たっては住民生活にも配慮した行政的な判断
が必要なことから座間味村が住民合意を図ることが望
ましいと考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　平良昭一君。
　　　〔平良昭一君登壇〕
○平良　昭一君　北部基幹病院の問題ですけど、今
回のコロナの件で、本当にこれまで以上に待ったなし
の状況であるということを住民はもう認識しておりま
す。そういう意味では県立北部病院と北部医師会病院
を合併して北部基幹病院をつくること、それをある程
度合意をするということは知事は了解をしているんで
すか。そこだけでもいいですから答えていただきたい。
　そして、世界のウチナーンチュ会館でありますけど、
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40万人が今全世界に出ているわけです。その方々が
帰ってきたときに本家、いわゆるムートゥヤーがなく
てどこも行くところがない、そのような状況があるん
ですよ。過去に見送られた状況、それをしっかり見定
めながら早急に対応していただくのがこれからの世界
のウチナーンチュ大会、あるいはこれからの地元の若
い方々に対する配慮だと私は思いますけど、改めてお
伺いいたします。
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時13分休憩
　　　午後３時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○平良　昭一君　座間味浄水場ですが、住民合意が必
要だということで投げたわけですよね、アンケート調
査をしてるようなことも聞いております。であれば、
私は現在座間味村の中では、住民投票を行い、その場
所を決定したいという意向もありますけど、それに対
して、企業局の考え方をお聞かせ願いたいと思ってお
ります。
　それと過疎地域の生命線、共同売店。
　小さな拠点づくり、これもいいことですよ。しかし
待ったなしの状況であることも確か。私さきに言いま
した水源地域の振興策に関する水源基金、そういうも
のを利用しながら維持をしていくことも重要になって
いくと思いますので、その辺も併せてお聞かせ願いた
いと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時14分休憩
　　　午後３時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　平良昭一議員の再々質問に
お答えいたします。
　先ほどもお答えをさせていただきましたが、改めて
申し上げますとこれまでの取組、シミュレーションの
点検、そして様々な要請等を踏まえ、これらを踏まえ
基幹病院の基本的枠組みに関する協議会を早期に開催
し、そこで最終的な判断をしたいと思います。そこで
判断を確認した後、統合に向けた作業に入りたいと思
います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　世界のウ

チナーンチュ会館についての御質問にお答えさせてい
ただきます。
　繰り返しになって恐縮ですけれども、その重要性と
いうのも認識しつつ議員もおっしゃいましたとおり過
去の経緯も踏まえながら、一方で関係機関との意見交
換もこれまでどおり継続しながら、どういった形が最
も合理的なものかというのをしっかり検討してまいり
たいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　座間味浄水場についての
再々質問にお答えします。
　先月開催しました座間味村における住民説明会にお
いて、アンケート調査を座間味村が実施しました。現
在、座間味村においてそのアンケート調査、そして住
民説明会における意見等を踏まえて企業局が提供しま
した２案についてのいろんな情報も含めて、座間味村
において今現在検討しているところです。そして、住
民投票につきましてなんですが、土木環境委員会等で
も委員の皆さんからその提案がありました。
　企業局としましては、重要な提案であるという認識
をしておりますので、それについても座間味村のほう
にしっかり伝えてあります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　共同売店に係る質問に対
してお答えいたします。
　共同売店を含む過疎集落の維持については、住民に
身近で現状を把握する市町村が主体となって取り組む
べきものと考えております。県にあっては、小さな拠
点づくり支援事業等を行いつつ、集落の維持再生に取
り組んでいきたいと思います。
　先ほど申し上げた集落ガイドツアーの拠点にする、
あるいは買物支援が必要な集落であれば移動販売車の
導入に向けた取組を行っていきたいと考えておりま
す。
　そして、水源基金について少し触れられておりまし
たけれど、水源基金については、国頭村、大宜味村、
東村議会からそれぞれ水道料金に１円あるいは８円上
乗せするということで要請が来ております。これにつ
いて、水道料金に上乗せするという形になりますので、
企業局と市町村間の合意が必要だと考えております。
今後、先ほど申し上げたとおり受水市町村も交えて意
見交換をすることとしております。その中でそれぞれ
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の意向を確認したいと思っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
　　　〔金城　勉君登壇〕
○金城　　勉君　こんにちは。
　公明党の金城勉でございます。
　質問の前に一言申し上げます。
　今、九州方面はじめ、各地域において豪雨による川
の氾濫や地滑りなどが起こり、多くの犠牲者や甚大な
被害が出ております。犠牲になった方々にお悔やみを
申し上げるとともに、被災地の皆様方にお見舞いを申
し上げます。
　では、公明党を代表して質問をさせていただきます。
　１、新型コロナウイルス対策について伺います。
　今、新型コロナウイルスが世界中を混乱に陥れてお
ります。県内では５月以降昨日まで新たな感染者は出
ておりませんでしたが、今日69日ぶりに感染者が出
たという発表がありました。米軍関係者にも５人の感
染者が出ており緊張感が高まっております。今後、重
要なことは第２波への備えを万全にしながら、感染予
防と社会経済活動を両立していくことであります。
　そこで伺います。
　(1)、感染防止対策について。
　ア、今後の感染防止対策で重要なことは水際対策で
あります。現在、県内の空港、港湾での防疫体制、検
査体制は万全か伺います。
　イ、県内の医療提供体制について、検査体制、初期
感染者の対応、重篤患者の受入れ可能病院数、病床数、
医療従事者の状況などはどうか。
　ウ、感染者受入れ病院で、経営悪化を招いていると
の報道がありますが、県内での状況はどうか。
　エ、医療従事者や感染経験者への偏見や嫌がらせに
ついて、現状と対策はどうか。
　オ、コロナ感染防止対策に関する支援策として、保
育所、放課後児童クラブ、高齢者施設、障害者福祉施設、
保護施設、児童養護施設等に、マスク、消毒液、手袋、
防護服等の備品調達が遅れ、最も必要なときに提供で
きませんでした。原因と今後の対策はどうか。
　(2)、経済対策について。
　感染防止のために、国も県も４月に行動自粛、自宅
待機などの方針を打ち出しました。その結果、感染防
止の効果を発揮した反面、社会経済活動への影響は甚
大な結果をもたらしました。会社や事業所の経営不
振、雇用環境の悪化、収入減による困窮、学生生活の
行き詰まり、文化芸術活動の停止や関係者の生活困窮
等々、その影響はいまだ尾を引いており対策が求めら

れます。
　以下、質問します。
　ア、国民一人一律10万円の特別定額給付金は、公
明党山口那津男代表が安倍総理大臣と掛け合って実現
した生活支援のための政策であります。県内の支給状
況、県民の反応はどうか。
　イ、新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業、
個人事業所、フリーランスへの支援策として持続化給
付金制度があります。県内の執行状況はどうか。また、
今年創業の中小企業や個人事業所も給付対象になりま
すが、実績はどうか。
　ウ、大学生や専門学校生など困窮学生への緊急給付
金の執行状況はどうか。
　エ、新型コロナウイルスは１次産業にも大きな影響
をもたらしました。
　県産農産物の移出状況と農家支援策はどうか。
　オ、緊急事態宣言が出された期間、行動自粛が叫ば
れ、文化芸術活動が全くできませんでした。現状はど
うか。また、文化芸術関係者への支援策はどうか。
　カ、生活者相談窓口の設置状況と活用状況はどうか。
　キ、生活困窮者や若者・子供を支援するＮＰＯ法人
などの団体への支援策について、県内の対象法人数や
支援の在り方はどうか。
　ク、新型コロナウイルスに対応した医療、介護、障
害福祉サービスなどの分野の従事者らに慰労金が支給
されることになりました。県内での取組はどうか。
　(3)、新型コロナウイルス感染症等対策に関する条
例制定について。
　公明党は、去る５月27日、玉城知事に対して同条
例の制定を提言いたしました。県も６月17日の知事
の記者会見で条例制定の方針を示しております。
　以下、質問します。
　ア、条例案の議会提案はいつになるか。
　イ、県としての条例制定の目的をどのように位置づ
けるか。
　ウ、第２波への備えについて、特に注意しているポ
イントはどうか。
　エ、防疫体制、検査体制の構築並びに軽症感染者、
重篤感染者等の隔離施設確保、医療提供体制について、
県の考えはどうか。
　オ、感染防止対策の結果生じる社会・経済への影響
についてどう対応するか。
　(4)、沖縄観光復活へのロードマップ作成の取組は
どうか。
　ア、県外・国外からの入域観光客数の状況。
　イ、今後の沖縄観光復活への取組はどうか。
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　ウ、今年10月に沖縄開催が予定されているツーリ
ズムＥＸＰＯジャパンの取組はどうか。
　(5)、ＩＣＴ化体制への取組について。
　コロナ禍の生活様式の中で、仕事においても教育に
おいてもオンライン化の重要性が再認識されました。
県内の現状、今後の取組について伺います。
　ア、ＩＣＴ化への社会基盤整備の沖縄の現状はどう
か。
　イ、小中学校のＧＩＧＡスクール構想の取組と高等
学校など県立学校の取組の現状はどうか。
　ウ、離島におけるＩＣＴ遠隔教育の取組はどうか。
　２、次期沖縄振興計画の取組について。
　21世紀ビジョン基本計画の総点検がまとめられま
した。その中で数々の課題も指摘されておりますが、
それら残された課題から展望する次期振興計画の重要
ポイントをどのように検討していかれますか。
　次に、次期振興計画における一括交付金制度の考え
方と沖縄関係特別税制、高率補助制度の取扱いについ
てどのように考えますか。
　次、過疎化、無人島化が懸念される離島振興の在り
方をどのように位置づけるか。
　また、持続可能な開発目標、ＳＤＧｓの位置づけを
振興計画の中にどのように位置づけていくか。
　３、首里城再建と地域復興の取組について。
　(1)、首里城復興基本方針について伺います。
　(2)、御茶屋御殿や中城御殿などの周辺施設を含め
た計画策定はどうか。
　(3)、32軍司令部壕の保存活用について県の方針は
どうか。
　(4)、龍潭池に蓮やスイレンなどを植える美観形成
などをしてはどうか。
　４、北部基幹病院建設について。
　(1)、県が北部12市町村に示した基本的枠組みに関
する合意案の締結スケジュールはどうか。
　(2)、基幹病院建設に向けた今後のスケジュール、
取組はどうか。
　５、豚熱処理の取組について。
　(1)、殺処分に対する補償の取組状況、農家との連
携はどうか。
　(2)、養豚再建への取組はどうか。
　６、待機児童問題への対応について。
　(1)、保育士の確保、処遇改善への取組はどうか。
　(2)、国の処遇改善策は保育現場で生かされている
かどうか。
　(3)、４月の保育士試験が中止になりましたが、保
育士不足の折、工夫が必要ではなかったのか伺います。

　７、犬・猫殺処分ゼロから殺処分廃止への取組が叫
ばれておりますが、県の取組はどうか。
　８、普天間飛行場の危険除去と辺野古移設への対応
について、知事の対応、お考えを伺います。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　ただいまの金城勉君の質問に
対する答弁は、時間の都合もありますので休憩後に回
したいと思います。
　20分間休憩いたします。
　　　午後３時29分休憩
　　　午後３時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前の金城勉君の質問に対する答弁を願います。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　金城勉議員の御質問にお答
えいたします。
　新型コロナウイルス対策についての御質問の中の１
の(3)のイ、条例制定の目的についてお答えいたしま
す。
　県外から容易に医療等の支援を受けることができな
い島嶼で構成される本県において、県民が安全に安心
して生活できる環境を守るためには、新型コロナウイ
ルス感染症等の蔓延を防ぐことが重要であると考えて
おります。このため、今議会に追加提案を予定してい
る条例案では、法に基づく政府対策本部が設置されて
いない場合においても、県が新型コロナウイルス感染
症等対策本部を設置し、医療提供体制や検査体制の拡
充、県民及び事業者への支援など、必要な措置を迅速
に実施できるよう定めることとしております。これに
より、新型コロナウイルス感染症等から県民の生命及
び健康を保護し、同感染症等が県民生活及び県民経済
に及ぼす影響が最小となるよう万全を尽くしてまいり
ます。
　次に、新型コロナウイルス対策についての御質問の
中の１の(4)のイ、沖縄観光復活への取組についてお
答えいたします。
　沖縄県では、国内観光客の誘客再開に当たり、旅行
者の安全・安心アクションプラン「沖縄Tour	Style	
With	コロナ」を策定し、受入対策を講じた上で、渡
航自粛要請の全面解除後、航空会社等と連携したプロ
モーションを開始いたしました。今後、８月頃から予
定されています国のＧｏＴｏキャンペーンに合わせ、
積極的なプロモーションを展開し、需要の取り込みを
図ってまいります。海外誘客については、感染拡大が
終息しつつある市場から順次、旅行会社及び航空会社
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と連携したプロモーションを展開し、国の入国制限措
置緩和後のインバウンド受入再開を図ってまいりま
す。
　次に、首里城再建と地域復興の取組についての御質
問の中の３の(1)、首里城復興基本方針についてお答
えいたします。
　沖縄県では、本年１月に首里城復興基本方針に関す
る有識者懇談会を設置し、その意見を基に、国、那覇
市の意見も踏まえ、４月に沖縄県の基本方針として取
りまとめ、公表したところです。基本方針は９つの項
目から成っており、主な内容としましては、昭和59
年に策定した古都首里のまちづくりの方向性を示す首
里杜構想の見直し、多様性、独自性のある沖縄各地の
地域文化の価値を再認識し、これら魅力ある地域資源
の普及・継承、平和を希求する沖縄の心を発信する取
組として、首里城地下にある旧日本軍第32軍司令部
壕の歴史的価値を認識し、情報発信していくための環
境整備、また、昨年度設置した首里城火災に係る再発
防止検討委員会において、再発防止に向けた安全性の
高い施設管理体制についての検討などとなっておりま
す。
　沖縄県としましては、基本方針に基づき、長期的展
望に立ち首里城復興を効率的・計画的に進めていくた
め、具体的な施策を盛り込んだ基本計画を今年度中に
定め、取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長等から答弁
をさせていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
○政策調整監（島袋芳敬君）　３、首里城再建と地域
復興の取組についての御質問のうち(2)、周辺施設を
含めた計画策定についてお答えいたします。
　首里城復興基本方針では、首里城周辺地域が琉球文
化を体現できる場となるよう取り組むこととしており
ます。県営公園区域内にある中城御殿跡、円覚寺跡に
ついては、計画的に復元を進めていくとともに、御茶
屋御殿跡についても国や那覇市と連携して、段階的な
整備に向けた検討を進めていきたいと考えておりま
す。そのため、現在、具体的施策を盛り込んだ基本計
画の策定を進めているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、新型コロナウイ
ルス対策についての御質問のうち(1)のア、離島空港、
港湾の水際対策についてお答えいたします。

　定期便が就航する離島空港、港湾では、サーモグラ
フィーや非接触型体温計による入域者の検温を行うと
ともに、体調不良の際の連絡先を記したパンフレット
を配布しております。入域者に37.5度以上の発熱が
確認された場合は、連絡先等の提供依頼を行い、健康
観察のため関係部局に引き継いでおります。引き続き、
空港、港湾においては、航空事業者、船社等と連携し
水際対策に取り組んでまいります。
　次に３、首里城再建と地域復興の取組についての御
質問のうち(4)、龍潭の美観形成についてお答えいた
します。
　龍潭及びその周辺については、県指定史跡の指定範
囲となっております。現状保存が望ましい区域である
ことから、新たな美観形成の取組については、その可
否について関係機関等と調整していきたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、新型コロナウイルス
対策についての(1)のアのうち、那覇空港での防疫体
制、検査体制についてお答えいたします。
　那覇空港の国際線では、国において、サーモグラ
フィーによる体温確認を行い、罹患した疑いのある入
国者に対して、検疫法に基づく質問、診察、必要に応
じて検査、消毒等の措置が取られております。また、
国内線では、県が到着口及び出発口保安検査場前のそ
れぞれでサーモグラフィーによる体温確認を行い、発
熱が感知された場合は、旅行者専用相談センターＴＡ
ＣＯにおいて、看護師による問診等を踏まえ、指定医
療機関等でのＰＣＲ検査につなげることとしておりま
す。
　県としましては、今後も県内外の新型コロナウイル
スの感染状況を踏まえ、適切に対応してまいります。
　同じく１の(2)のア、特別定額給付金の支給状況に
ついてお答えいたします。
　沖縄県内における給付実績は、７月１日現在で、約
63万世帯、給付率は約94％となっており、全国の状
況に比べ20ポイント高い水準にあります。市町村で
は、一日でも早く給付金を給付するため、各家庭に対
して申請漏れがないか電話で確認するなど工夫して取
り組んだ例もあると聞いております。また、新聞報道
によりますと、給付金により県内家電量販店の売上げ
が好調とのことであり、その効果が現れたものと認識
しております。
　同じく１の(5)のア、県内のＩＣＴ化への社会基盤
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整備の現状についてお答えいたします。
　沖縄県においては、おきなわＩＣＴ総合戦略を策定
し、基本方向の一つとしてＩＣＴ利活用等の下支えと
なる情報通信基盤の整備を位置づけ、各種施策を実施
しております。特に、離島等においても都市部と同様
の情報通信サービスが利用できるよう、地元市町村及
び民間事業者等とも連携し、海底光ケーブルや光ファ
イバー網による超高速ブロードバンド環境整備に取り
組んでいるところであります。これらの取組も相まっ
て、令和元年度末の超高速ブロードバンドサービスの
基盤整備率は、99.1％となっております。今年度は、
北大東島への海底光ケーブル及び竹富町や宮古島市等
における光ファイバー網の整備を行っているところで
あり、引き続き関係機関と連携しながら、情報通信基
盤の整備に取り組んでまいります。
　次に２、次期振興計画の取組についての(1)及び(2)、
総点検の内容と新たな振興計画について。２の(1)と
２の(2)は関連しますので、恐縮ですが一括してお答
えいたします。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき実
施してきた各種施策や沖縄振興特別措置法等に規定す
る各種制度について、成果や課題等を検証するため本
年３月に総点検報告書を取りまとめたところです。総
点検の中では、社会基盤の整備や産業振興など多くの
成果があった一方で、１人当たり県民所得の低さ、子
供の貧困率や非正規雇用者割合の高さなど沖縄振興特
別措置法が目的とする沖縄の自立的発展と豊かな住民
生活の実現が道半ばである現状が明らかとなりまし
た。また、総点検の審議を行った沖縄県振興審議会か
らは、重要性を増した課題として労働生産性の向上や
雇用の質の改善など、新たに生じた課題として教育・
暮らしにおけるＩＣＴの活用促進などが上げられてお
ります。新たな振興計画については、総点検の結果や
新沖縄発展戦略を踏まえるとともに、ＳＤＧｓを反映
させ、本年中に新たな振興計画の骨子案を取りまとめ、
市町村や経済団体等から広く御意見を伺い、国と連携
を図りながら策定してまいりたいと考えております。
　同じく２の(3)、沖縄振興の特別措置についてお答
えいたします。
　県では、沖縄振興の各種施策や特別措置について検
証を行い、今年３月に総点検報告書を取りまとめたと
ころです。同報告書において、一括交付金は、地方自
治体の主体性が最大限に発揮できる制度で、引き続き
戦略的活用を必要としています。沖縄関係税制は、民
間主導の自立型経済の構築を支える制度として重要な
役割を果たしてきたものの、沖縄振興を一層推進する

制度となるよう、拡充等を必要としています。高率補
助制度は、駐留軍用地跡地の利活用など、本県の特殊
事情に基因する社会資本の整備を計画的に進めていく
ために必要としています。県では、これらの検証結果
や新沖縄発展戦略等を踏まえ、新たな沖縄振興の在り
方について総合的に検討してまいります。
　同じく２の(4)、過疎化、無人化が懸念される離島
振興の在り方についてお答えいたします。
　県ではこれまで、離島・過疎地域の振興を県政の最
重要課題と位置づけ、沖縄21世紀ビジョン離島振興
計画に基づき、離島における定住条件の整備と離島の
特色を生かした産業振興と新たな展開を２つの柱とし
て、各種施策に取り組んでまいりました。具体的には、
離島地域の条件不利性を克服し、住民が安心して生活
し働くことができる持続可能な地域社会を形成するた
め、交通、教育、医療、福祉等の定住条件の整備を図
るとともに、観光・リゾート産業、農林水産業等、島々
の特色を生かした産業の振興や、体験プログラム、民
泊の取組等を活用した交流機会の拡大など、様々な離
島振興策を推進してきたところです。一方、多様な人
材の確保や離島におけるＩＣＴの利活用等、重要性を
増した課題や新たに生じた課題もあることから、令和
４年度を始期とする新たな離島振興計画の策定に向け
て検証を行い、さらなる離島振興に取り組んでまいり
ます。
　同じく２の(5)、ＳＤＧｓの位置づけについてお答
えいたします。
　新たな振興計画の検討においては、ウイズ・コロナ
からアフター・コロナに向けた社会を見通す中で、国
際社会が連携して取り組むＳＤＧｓについて、その理
念や目標などを取り入れ、持続可能な沖縄の発展と誰
一人取り残さない社会の実現を目指していくことが重
要であると考えております。今年度は、12月頃をめ
どに新たな振興計画の骨子案を策定することとしてお
ります。ＳＤＧｓに関する万国津梁会議において取り
まとめられる意見等を生かしながら、ＳＤＧｓの理念
や成果指標を骨子案に盛り込んでいきたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナウ
イルス対策についての御質問の中の(1)のイ、県内の
検査体制など医療提供体制等についてお答えいたしま
す。
　新型コロナウイルスの検査体制につきましては、今
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後、医師会や県立病院等と連携し、県内100か所以上
の検体採取を行うための医療機関を検査協力医療機関
として契約し、唾液検体によるＰＣＲ検査や抗原検査
の実施体制を拡充します。感染が確認された患者につ
きましては、県医療コーディネートチームによる入院
調整後、16か所の医療機関にて受入れを行い、うち
重症患者につきましては４か所で受け入れたところで
す。また、病床数につきましては、第２波に備え、ピー
ク時の入院患者を200名と推計したところであり、推
計値に基づく病床数を確保する計画を７月末までに策
定することとしております。さらに、苛酷な状況の中
で従事している医療従事者等に対しては、慰労金の支
給やメンタルヘルスのケア等にも取り組んでまいりま
す。
　同じく１の(1)のウ、感染症患者受入れ病院の経営
状況と県の対応についてお答えいたします。
　感染患者を受け入れた医療機関においては、患者対
応に必要な看護師等の確保及び感染防止対策のために
病棟全体を閉鎖して治療に当たったことや、外来診療
の一部制限などにより、経営的に多大な影響が生じて
おります。このため、県は、新型コロナウイルス感染
患者を受け入れた病院に対し、病床確保による減収
等に対する支援に約85億円、また、院内感染防止対
策や診療体制の確保のための支援金として約20億円、
感染患者の受入れに対する協力金など、合計で約120
億円を超える財政支援を行うこととしております。
　同じく１の(1)のエ、医療従事者等への偏見につい
てお答えいたします。
　県としましては、４月に開催した医療関係者との意
見交換等を通して、医療現場に対する偏見やバッシン
グが行われている状況や、医療従事者等が保育所に子
供を預けられないという看過できないような事例を伺
いました。記者会見における知事メッセージ等におい
て、感染者や医療従事者及びその御家族に対する偏見
や差別を行わないよう呼びかけるとともに、医療従事
者等に対する応援と感謝の気持ちを大切にしていくこ
とを重ねて呼びかけてまいりました。また、今回追加
提案を予定している沖縄県新型コロナウイルス感染症
等対策に関する条例案においても、県民及び事業者の
責務として、感染者や医療従事者に対する不当な差別
的取扱いや誹謗中傷を禁止する規定を設けているとこ
ろです。
　同じく１の(2)のクのうち、医療従事者等への慰労
金についてお答えいたします。
　県としましては、新型コロナウイルスの感染が拡大
する中、感染リスクと厳しい環境の下で、強い使命感

を持って業務に従事している医療機関の医療従事者や
職員に対し、労をねぎらう目的で慰労金を交付するこ
ととしております。対象者及び給付内容は、感染症指
定医療機関や県から協力を依頼した協力医療機関等の
うち、実際に新型コロナウイルス感染症患者に診療等
を行った医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者
や職員に対しては20万円、新型コロナウイルス感染
症患者の診療等を行っていない医療機関等に勤務し、
患者と接する医療従事者や職員に対しては、10万円
を給付することとしております。さらに、その他の病
院、診療所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員
に対しては、５万円を給付することとしております。
　同じく１の(3)のア、条例案の議会提案時期につい
てお答えいたします。
　県では、感染拡大期の到来に備え、県民が安全に安
心して生活できる環境を守るためには、これまでの取
組を踏まえた新型コロナウイルス感染症等の急速な蔓
延のおそれがある場合の措置を定めるために条例を制
定することが重要と考えております。そのために、沖
縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例
（仮称）の骨子案について、６月17日から７月１日
までの間パブリックコメントを行ったところでござい
ます。これを踏まえて、条例案を作成し今議会中に追
加で提案を行う予定であります。
　同じく１の(3)のウ、エ、第２波に備えた体制等に
ついてお答えいたします。１の(3)のウと１の(3)のエ
は関連しますので一括してお答えします。
　県では第２波に備え、厚生労働省が示した患者推計
の方法や県の専門家会議の意見等を踏まえ、警戒レベ
ルの指標を策定し、警戒レベルに応じた取組の実施例
を示したところです。警戒レベルごとの患者推計に応
じた病床及び宿泊療養施設の確保、検査体制の拡充、
相談体制の充実を図るとともに、新型コロナウイルス
接触確認アプリ導入推奨等による感染拡大防止策の強
化を進めてまいります。
　同じく１の(3)のオ、感染防止対策の結果生じる社
会経済への影響についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の患者が４月には急増
し、重症用の病床が逼迫するなど非常に厳しい状況が
ありましたが、医療機関等の取組や県民及び事業者の
皆様の御協力により、第１波の流行はどうにか押さえ
込むことができたと考えております。同時に県民及び
事業者の皆様に大きな影響があったものと認識してお
り、感染拡大の防止及び早期終息を図ることは極めて
重要であります。そのため、条例を制定し、県の責務
として、県民及び事業者からの相談に応ずることやそ
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の他の必要な支援に努め、県民生活及び県民経済に及
ぼす影響が最小となるよう取り組んでまいります。
　次に４、北部基幹病院建設についての(1)、北部基
幹病院の基本合意書案についてお答えいたします。
　北部基幹病院の整備については、これまで、県、北
部12市町村、北部地区医師会病院及び県立北部病院
の関係者で約２年間かけて協議を行うとともに、その
間、令和元年９月に沖縄県医療審議会から意見聴取を
行い、北部基幹病院に適当な経営システムであること
も確認し、基本合意書案を取りまとめたところであり
ます。また、本年２月４日には、北部12市町村長に
おいて基本合意書案に合意する方針が示され、３月か
ら４月にかけては、北部12市町村の議会で早期整備
に関する意見書が可決、３月27日には県議会で北部
基幹病院の早期整備に関する決議が全会一致で可決、
さらに、公務員医師会、北部地域基幹病院整備推進会
議等から北部基幹病院の早期整備を求める要請を受け
たところです。県内部におきましても、収支シミュレー
ション等、確認しておくべき課題の検証を行ってまい
りました。
　これらを踏まえ、先ほど知事から答弁がありました
とおり、基幹病院の基本的枠組みに関する協議会を早
期に開催し、そこで最終的な判断をし、統合に向けた
作業を進めたいと考えております。
　同じく４の(2)、今後の取組についてお答えいたし
ます。
　基本合意書案の合意形成後は、北部基幹病院整備協
議会を設置し、基本的枠組みの詳細、北部基幹病院基
本構想など、必要な事項について協議を行うこととし
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、新型
コロナウイルス対策についての中の(1)のオ、福祉施
設等へのマスク等の提供についてお答えいたします。
　マスク等衛生用品については、国から施設職員への
布マスクの配布、様々な補助メニューの活用のほか、
民間団体等からの寄附など、社会福祉施設への支援に
取り組んでまいりましたが、国内市場におけるマスク
不足等の影響により対応に苦慮してきたところです。
今後の対策につきましては、今議会において備蓄用の
マスク等の購入費用に係る補正予算を計上しているほ
か、国から配布される衛生・防護用品等の備蓄を行う
など、新型コロナウイルス感染の第２波に備えてまい
ります。

　同じく１の(2)のカ、生活に困窮する方の相談窓口
についてお答えいたします。
　県及び各市においては、新型コロナウイルス感染症
の影響による離職や収入の減少等により、困り事や不
安を抱えている方からの相談を、県内19か所に設け
た生活困窮者自立支援制度の相談窓口において幅広く
受け付けております。これらの相談窓口における今年
度の新規相談件数は５月末時点で4530件となってお
り、生活に困窮する方の相談が増加しております。
　県としましては、引き続き生活困窮者の状況把握に
努め、関係機関と連携しながら、新型コロナウイルス
感染症の影響により生活に困窮する方々の適切な支援
につながるよう取り組んでまいります。
　同じく１の(2)のキ、県内ＮＰＯ法人数及び支援の
在り方についてお答えいたします。
　県内のＮＰＯ法人数は、令和２年３月末現在、490
法人となっております。県では、今般の新型コロナウ
イルスの影響を受け、事業継続が困難なＮＰＯ法人等
に対して、雇用調整助成金及びうちなーんちゅ応援プ
ロジェクト事業等、ＮＰＯ法人等が活用できる支援策
についてサイトを構築し、情報発信に努めております。
また、ＮＰＯ法人等を対象に個別相談会を離島を含む
県内全域で実施し、聴取した相談内容を踏まえて税理
士等の専門家による経営アドバイスを行うとともに、
様々な支援策の活用を促していきたいと考えておりま
す。
　同じく１の(2)のクのうち、介護事業所及び障害福
祉サービス事業所等の従事者に対する慰労金について
お答えいたします。
　本慰労金は、新型コロナウイルスの感染予防対策を
講じながら、サービスの継続に努めていただいた職員
に対して、労をねぎらう趣旨で交付するものとなって
おります。支給対象は、県内全ての介護事業所及び障
害福祉サービス事業所等に勤務し、利用者と接する職
員となっております。
　県としましては、今議会に補正予算を計上したとこ
ろであり、今後、執行体制の強化を図り、速やかに支
給できるよう取り組んでまいります。
　次に３、首里城再建と地域復興の取組についての中
の(3)、第32軍司令部壕についてお答えいたします。
　第32軍司令部壕は、住民を巻き込んだ熾烈な沖縄
戦の軍事的中枢施設であり、戦争の不条理さ、残酷さ
とともに、平和の尊さを次世代に伝える上で、重要な
歴史的価値を有する戦争遺跡であります。一方で、時
間の経過に伴い壕内の環境も変化していることから、
現状においては一般公開は困難な状況にあります。し
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かしながら、戦争の体験や教訓の風化が懸念される中
で、壕が果たした役割などを次世代へ継承することは
重要であることから、首里城復旧・復興に向けた委員
会などにおいても御議論いただいているところであり
ます。
　県としましては、専門家等による新たな検討委員会
を設置し、第32軍司令部壕の保存・公開や平和発信
の在り方等について、那覇市とともに検討してまいり
たいと考えております。
　次に、待機児童問題への対応についての中の(1)と
(3)、保育士試験及び保育士不足への対応についてお
答えいたします。６の(1)と６の(3)は関連しますので
一括してお答えいたします。
　令和２年保育士試験（前期）筆記試験につきまして
は、新型コロナウイルス感染症対策により、全都道府
県で中止となったことから、県では、受験機会の確保
等、例年の受験者と比較して不利益を被ることがない
よう、全国知事会を通して国に要望しているところで
す。待機児童を解消するためには、保育士の確保が重
要であることから、県では、新規保育士を確保するた
め、修学資金の貸付けや市町村が行う保育士試験対策
講座の実施費用を補助しており、潜在保育士に対して
は、就職準備金や未就学児の保育料の貸付け等の復職
支援を行っております。また、国における公定価格の
改定や、県独自の施策として保育士の正規雇用化や年
休取得、休憩取得及び産休取得の支援事業などの処遇
改善にも努めております。今年度から新たに、市町村
が実施する保育士確保に係る国庫補助事業の市町村負
担分への支援等を行っており、引き続き市町村と連携
して保育士の確保に取り組んでまいります。
　同じく６の(2)、国の処遇改善策についてお答えい
たします。
　保育士の処遇改善については、国において、毎年、
公定価格の改定が行われ、令和元年度は平成24年度
と比較して、約14％の改善が図られております。また、
平成29年度から、技能・経験に応じて月額5000円以
上４万円以下の処遇改善を実施しております。令和元
年賃金構造基本統計調査によると、本県の保育士給与
は、月額22万7700円、年額328万7500円となってお
り、平成24年と比較すると月額５万1400円、年額73
万2700円の増となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、新型コロナウイ
ルス対策についての御質問の中の(2)のイ、持続化給

付金の執行状況と県の支援策についてお答えいたしま
す。
　経済産業省によると、持続化給付金について、６月
22日までに全国で約165万件、約２兆2000億円が支
給されているとのことですが、都道府県別の活用状況
等については公表されておりません。また、県独自の
事業者向け支援金及び休業協力金の給付制度として実
施しているうちなーんちゅ応援プロジェクトについて
は、７月６日現在で、１万9223件の申請があり、そ
のうち１万5030件が支出処理済みとなっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　１、新型コロナ対策につ
いての(2)のウ、緊急給付金の執行状況についてお答
えいたします。
　国においては、新型コロナウイルス感染症の影響で
アルバイト収入が激減するなど、経済的に困窮する学
生を対象に、10万円を支給する学生支援緊急給付金
を実施しております。実施状況について、県内の専門
学校に聞き取りをしたところ、６月末時点で533人か
ら申請があると聞いております。なお、大学生につい
ては、各大学及び日本学生支援機構において対応され
ているところでございます。
　県におきましても、学生たちが経済的な悩みや学生
生活を送る上での不安を解消できるよう、電話やＳＮ
Ｓ等を中心とした学生相談窓口を今月中に設置し、安
心して学業に専念できるよう支援をしてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　１、新型コロナウイ
ルス対策についての御質問の中の(2)のエ、県産農産
物の移出状況と農家支援策についてお答えします。
　緊急事態宣言が発令され、旅客の減少による航空便
の減便に伴い、冬春期の野菜やマグロ等の水産物を中
心に県外への輸送が滞る影響が生じておりました。こ
のため、県では、去る４月30日、航空会社に対し貨
物輸送の確保について要請するとともに、臨時便の就
航や機材の大型化が図られるよう５月１日から６月
30日の期間について農林水産物流通条件不利性解消
事業の補助単価の特例を設け、支援を行ったところで
あります。現在、航空便は復便基調でありますが、今
回の補正予算に計上している航空物流機能回復事業に
より臨時便就航を支援し、県産生鮮品の円滑な航空輸
送体制の確保を図ってまいりたいと考えております。

－130－



　次に５、豚熱処理の取組についての御質問の中の
(1)、殺処分に対する補償と農家との連携についてお
答えします。
　今回、県内で発生した豚熱については、本年１月
31日より農家からの聞き取り等を開始し、順次、手
当金算定に取り組んでまいりました。防疫措置を行っ
た10農場につきましては、農家と県の算定調整を終
え、６月末現在、４農場が国に手当金を申請しており、
残り６農場につきましては、国と交付申請に向けた調
整を行っているところであります。
　次に５の(2)、養豚再建への取組についてお答えし
ます。
　今回、防疫措置を行った10農場につきましては、
現在、４農場が既に経営を再開しており、その他の農
場につきましても、経営再開に向けた準備を進めてお
ります。一方、移動制限、搬出制限を受けた68農場
に対しては、豚熱に係る手当金等評価チームを設置し、
助成金の算定に必要なヒアリング等を行っているとこ
ろであります。
　県としましては、影響を受けた養豚農家の方々に、
速やかに手当金及び助成金が支払われるよう、迅速か
つ丁寧に各種支援を行ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　新型コロ
ナウイルス対策についての(2)のオ、文化芸術関係者
への支援策についてお答えいたします。
　文化芸術は、人々が心豊かに生き、活力ある社会を
築いていく基盤として本県の発展に欠かせないもので
あります。県では、ちばらな文化芸術プロジェクトと
して、文化芸術に関わる方々が各種支援策を活用し、
今後の文化芸術活動が継続できるよう案内窓口を５月
に設置しております。また、６月補正予算においては、
沖縄の文化芸術が再び歩み出せるよう、新しい生活様
式に対応した取組や、ライブハウスや劇場等の文化芸
術施設の運営者が行う配信に係る取組を支援する事業
を計上したところであります。
　続きまして同じく(4)のア、入域観光客数の状況に
ついてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症拡大などの影響を受け、
令和２年１月から５月までの入域観光客数について
は、対前年同期比約226万人の減、率にして約55％
の減少となっております。同期間における国内客に
ついては、対前年同期比約130万人の減、率にして約
45％の減少、外国客については、約96万人の減、率

にして約79％の減少となっております。
　続きまして同じく(4)のウ、ツーリズムＥＸＰＯジャ
パン2020沖縄開催についてお答えいたします。
　県においては、ツーリズムＥＸＰＯジャパン2020
の開催に向け、主催者と連携し、ツーリズムＥＸＰＯ
ジャパン2020開催地連絡協議会並びに同応援団を結
成し、開催機運の醸成を図ってまいりました。このよ
うな中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により
開催が危ぶまれましたが、感染症対策を徹底した上で
の開催が決定されたところであります。
　県としましては、本イベントの開催を通して、落ち
込んだ観光需要の回復のきっかけとするとともに、感
染予防対策の徹底など、新しい生活様式でのイベント
の在り方を示すことで、安全・安心な観光地沖縄を発
信していきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　１、新型コロナウイルス対
策についての御質問の中の(5)のイ、ＧＩＧＡスクー
ル構想の取組と県立高校のＩＣＴ化についてお答えし
ます。
　ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた義務教育段階
の児童生徒一人一台端末の整備について、文部科学省
は、令和２年度から令和５年度までにかけ、年次的に
対象学年を定めて整備することとしておりました。今
般の新型コロナウイルス感染症の発生により、緊急時
においてもＩＣＴの活用により全ての子供の学びを保
障できる環境を早急に実現するため、国は、令和２年
度第１次補正予算に、整備計画を前倒しし、全ての児
童生徒の端末整備を支援する予算を盛り込みました。
各市町村教育委員会及び県立中学校においては、当該
予算と新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
付金も活用し、児童生徒一人一台端末の整備に向け取
り組んでいるところです。県立高校のＩＣＴ環境につ
いては、本年10月までに全ての学校で高速通信環境
を整備する予定です。また、普通教室の全てに電子黒
板を整備しており、教育用コンピューターについては、
沖縄県教育情報化推進計画に基づき整備を進めている
ところです。
　同じく１の(5)のウ、離島におけるＩＣＴ遠隔教育
についてお答えします。
　与那国町においては、平成29年度から内閣府の沖
縄離島活性化推進事業を活用し、琉球大学と連携した
ＩＣＴによる実証実験を行っており、令和元年度は、
伊江村が参加して実施されております。今年度は、離
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島の教育環境改善に向け、伊江中学校と琉球大学附属
中学校において、ＩＣＴを活用した共同授業や教員研
修の実施が予定されているとのことであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　７、犬・猫殺処分ゼロか
ら殺処分廃止への県の取組についてお答えいたしま
す。
　県では、平成26年度に沖縄県動物愛護管理推進計
画を策定し、引取数の削減、返還数及び譲渡数の向上
に取り組んだ結果、犬・猫殺処分数の平成30年度実
績は898頭で暫定目標である1500頭以下を達成して
おります。そのため、県では、犬・猫殺処分ゼロから
廃止に向けて、メディアを活用した適正飼養の啓発、
譲渡用犬・猫の不妊去勢手術やワクチン接種の拡充、
譲渡機会を増やすための拠点施設の整備などに取り組
んでいるところであります。今後は、今年４月末に改
正された国の基本指針を踏まえ、年内を目途に県動物
愛護管理推進計画を改定するとともに、犬・猫殺処分
ゼロに向けた取組のさらなる強化を図ってまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　８、普天間飛行場の危
険除去と辺野古移設への対応について、普天間飛行場
の危険性の除去と辺野古移設についてお答えいたしま
す。
　辺野古新基地建設については、防衛省から、統合計
画に示されている提供手続の完了までに要する期間が
約12年になることが公表され、辺野古移設では、普
天間飛行場の一日も早い危険性の除去にはつながらな
いということが明確になりました。普天間飛行場の速
やかな運用停止を含む一日も早い危険性の除去は喫緊
の課題であり、県はこれまで、普天間飛行場負担軽減
推進会議及び同作業部会や、玉城知事と安倍総理、菅
官房長官との面談においても求めたところです。
　県としましては、今後も引き続き同飛行場の早期閉
鎖・返還及び速やかな運用停止を含む一日も早い危険
性の除去を政府に対し強く求めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
　　　〔金城　勉君登壇〕
○金城　　勉君　御答弁ありがとうございました。
　では、再質問をさせていただきます。

　今朝発表されましたこの新たなコロナ感染者の件で
すけれども、感染経路についてはまだはっきりしませ
んか。それと米軍関係者の５名の感染が今日も発表さ
れましたけれども、それについても経路、それから県
民との接触の有無等について情報があれば御説明をお
願いいたします。
　那覇空港の感染防止、防疫体制について去る６日、
月曜日に現場を視察してまいりましたけれども、旅行
者専用相談センターを設置して看護師さんがそこに常
駐して、出入りする皆さんの体温チェックをしながら、
侵入防止をするという体制を取っておりましたけれど
も、発表にもありましたように４名の中で１人はその
まま通り過ぎていったというようなこともあり、侵入
防止を徹底するという意味では非常に心もとない体制
ではないのかというような印象を受けました。今後県
外との交流がさらに頻繁になってくるにつれて、そう
したリスクが高まっていくのではないかという懸念を
持ったんですけれども、今後さらにその水際対策を強
化するという意味での考え方、あるいはまたその方法
についてお尋ねをいたします。
　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時36分休憩
　　　午後５時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○金城　　勉君　それから離島におけるＩＣＴ教育
の件ですけれども、これは内閣府が主導して取り組ん
で与那国町、あるいはまた伊江島と琉大との連携に
よって実施されたことなんですけれども、そのことを
踏まえながら高校のない離島におけるこのＩＣＴの遠
隔教育への発展を目指してはどうかと思うんですけれ
ども、県の教育庁の考えをお聞かせください。
　それから次期沖縄振興計画の取組についてですけれ
ども、まず１点目はこの新型コロナウイルスの感染が
こういう影響を与えている。経済活動、社会活動に非
常に大きな影響を与えてきましたけれども、ウイルス
の影響がこの振興計画に与える影響というものはどの
ように考えておりますか。
　そしてまたこの沖縄振興計画を策定するに当たって
一番私が懸念することは、県と国との信頼関係が非常
に危うい状況にあります。大型ＭＩＣＥ施設、あるい
はまた鉄軌道の導入などの事業が非常に停滞して、あ
るいはまた頓挫した。そういうことを踏まえたときに、
次の10年計画という長期スパンのこの沖縄振興計画
が本当に実りあるものにできるのかどうかということ
が非常に懸念されます。そのことについて知事の考
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え方をお聞かせください。
　それから首里城の火災の問題、あるいはまた復元の
問題でありますけれども、今日瑞慶覧議員も触れてお
りましたように、その火災に携わった業者７社の皆さ
ん方が機材が焼失をして3500万円の損失を被ったと。
その火災の原因が特定できないためにこの補償が受け
られない、このまま泣き寝入りをさせていいものなの
か。知事は今日も答弁されましたけれども、いま一度
踏み込んだ答弁をお願いをいたします。
　そして北部基幹病院構想についてでありますけれど
も、部長の説明にもありましたようにこれまで６回の
協議を経て、そして県がまとめた合意案を12市町村
に示して、12市町村が了解をしてその合意書案を締
結して次に進もうということになっております。また
協議会を開いて最終的な判断をするということになっ
ておりますけれども、余りにも悠長過ぎませんか、知
事。北部住民はこの構想全て設計も終えてから、建築
期間が６年ほどかかるというふうになっているわけで
ありまして、このコロナの問題も含めて一刻の猶予も
許されないという状況にあるかと思います。ぜひそ
の辺の判断をスピーディーにやっていただきたいとい
うことで質問をいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時40分休憩
　　　午後５時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　金城勉議員の御質問にお答
えいたします。
　北部基幹病院の一刻も早いスピーディーな展開をと
いうことで質問をいただきました。
　私、今日繰り返し答弁をさせていただいております。
県としては、現在提示している基本合意書案の経営シ
ステムが両病院の統合を実現できる方策であり、北部
基幹病院の早期整備を実現できるものと考えておりま
す。この間、様々なシミュレーションを経て様々な関
係機関の方々からの要請もしっかりと受けさせていた
だき、それらを踏まえ基本的な枠組みに関する協議会、
これを早期に再開いたします。そしてそこで最終的な
確認をして、統合に向けた作業を今後は進めていくと
いうふうに取り組んでいきたいと思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　今朝、新型コロナ

ウイルスの新規感染患者について御報告した内容に付
け加えまして、今分かっているところでございますけ
れども、職業につきましては医療関係者、経緯につき
ましては、７月６日に発熱し、受診し、検体を採取し
て本日分かったというところでございます。それから
患者の行動歴等につきましては、県外への渡航歴があ
る模様というところでございます。
　それから米軍施設内の感染者につきましては、行動
歴等については米軍衛生当局によりまだ確認中という
ことではございますが、衛生当局からの情報によりま
すと、大幅に関係者のＰＣＲ検査を実施するとしてい
るところと聞いております。それから基地内における
日本人従業者との接触状況を確認中という情報が入っ
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　まず那覇
空港の旅行者専用相談センターＴＡＣＯについての御
質問でございますけれども、現在ＴＡＣＯでは県の実
施します新型コロナウイルス感染症等対策といたしま
して、発熱者に対し問診や保健所への相談等の取組の
協力を相手方に求めて実施につなげていくこととして
おります。あくまでもこれは同意に基づくものとなっ
ておりますけれども、旅行者からの協力が得られるよ
うその周知に　　　　例えばチラシの配布ですとか、沖縄
観光コンベンションビューロー、観光事業者などでの
ホームページでのアクションプランの発信ということ
に努めておりますけれども、今後は例えばアクション
プランに基づく安全・安心の動画を制作してそれを発
信するなど、さらなる周知に努めていきたいというふ
うにも考えております。
　現在同意が求められない、得られない方につきまし
ては、連絡先の情報提供をお願いして後日の健康観察
につなげるとともに、ＴＡＣＯの連絡先が記載された
チラシを配布しまして、万が一体調の変化があった場
合などＴＡＣＯへの連絡をお願いしているところでご
ざいます。
　一方で議員がおっしゃるように、さらなる実効性を
高めるためにどういったことが可能かといったことな
どに関しまして、関係機関と意見交換を重ねながら、
またフェーズが変わるようなことがないかどうか絶え
ずチェックをしていきながら、さらなる実効性を高め
るために努力をしていきたいというふうに思っており
ます。
　それから首里城火災によります機材の焼失に対する
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御質問でございましたけれども、これに関しましては
先ほど知事からも御答弁がございました。かなりハー
ドルが高い面ございますけれども、法的、財政的な観
点からも見ながらどういったことが対応が可能かとい
うことを検討してまいりたいと思っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　金城議員の再質問にお答え
します。
　離島におけるＩＣＴの遠隔教育ということで、今般
の内閣府の事業、それを活用して高校のない離島に対
してどういった取組ができるかといった趣旨の質問に
お答えいたします。
　御案内のとおり、当該事業につきましてはＩＣＴを
活用した遠隔授業等により、小規模離島における高校
教育の可能性に実証事業を行うということでスタート
しました。高校については、29年度の１回限りで30
年度、31年度については中学校と琉大でやったりと
か、離島の中学校間を結んだ遠隔授業を行っていると
ころでございます。当然のことながら、私ども県教育
委員会としましても、この事業につきましては在り方
に関する検討委員会等に参画して、その事業に関わっ
ているところでございます。当該事業、令和元年度に
調査報告が出てきております。報告書の中では、生徒、
保護者などの課題等のことも挙げられております。今
年度、令和２年度には第１回沖縄離島ＩＣＴ教育の在
り方に関する検討会というものがまた実施されること
になっておりますので、そういったものをしっかり注
視しながら、課題への整理だったりとか効果について
県教育委員会としても取り組んでいきたいというふう
に考えています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　新型コロナウイルス感染
症と振興計画に与える影響という趣旨の御質問でし
た。
　まず、それまで絶好調だった県経済がこのコロナの
影響で停滞、非常に低迷しているという点においては、
そこからの回復、いわゆる発射台が大分低くなった水
準からの計画になろうかと思います。加えまして、ウ
イズ・コロナを意識した新しい生活様式、これに関す
るビジネスモデルの構築が求められると思いますの
で、それを見据えた取組を推進する、あるいは促進し
ていくということになろうかと思います。

　２点目に、沖縄振興諸制度、県と国との信頼関係に
ついてという趣旨の御質問でした。
　国においては、今現行の沖縄振興制度についての検
証を進めておりまして、８月頃に取りまとめるという
ふうに聞いております。一方、県においては市町村そ
れから経済団体、関係団体の皆様から現行制度あるい
は新しい制度についてのアンケート調査を取りまとめ
たところで、国が検証結果をまとめたところを持って、
市町村、経済団体の皆様あるいは現行の制度について
国のほうに制度を提言しようと思っております。これ
については市町村の皆様あるいは経済団体の皆様の声
を反映させる形で、国のほうと調整を進めていきたい
ということで、粘り強くかつ丁寧にこの制度全般につ
いて説明していきたいというふうに考えているところ
でございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　金城　勉君。
　　　〔金城　勉君登壇〕
○金城　　勉君　御答弁ありがとうございました。
　この首里城火災に携わった業者の皆さんへの補償、
何らかの方法でぜひ実現をしていただきたいと思いま
す。
　そして北部基幹病院の問題については、知事、この
協議会というのがいつ開かれていつ結論を出すのか、
これを明確にしていただけませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時53分休憩
　　　午後５時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　北部基幹病院の再
質問にお答えいたします。
　協議会の開催につきましては、議会終了後、早期に
開催するという見込みで取り組んでまいりたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
　　　〔當間盛夫君登壇〕
○當間　盛夫君　皆さん、こんにちは。
　無所属の会の當間盛夫でございます。
　代表質問を行わせてもらいます。
　九州北部、そしてまた昨日から岐阜、長野と記録的
な大雨ということで、被害に遭われた皆さん、お悔や
みと、一日も早い復興を願いたいというふうに思って
おります。しかし、このことは我々沖縄にとっても対
岸の火事ということではなくて、我々この沖縄も災害
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国・日本の中で、台風もそうでしょうし、地震におい
てもどうあるべきかということ。我々は島嶼県ですの
で、陸続きではないということになると一旦災害が起
きるとどういう形で県民の命をどう守るのかというこ
とは大事ですので、そのことはまた政治の役割、行政
の役割としてしっかりと取り組んでいかなければいけ
ないというふうにも思っておりますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。
　それでは、質問させてもらいます。
　新型コロナウイルス対策についてでございます。
　(1)番、長期化が想定される中、県独自のプロジェ
クト組織で沖縄モデルを構築することで対策強化する
ことについての見解をお伺いいたします。
　我々この沖縄に近い台湾が、感染者ゼロということ
がありまして、やはり台湾ともっと連携をする必要が
あるんじゃないかと。この沖縄モデルを台湾を参考に
してやるべきだということでいろんな指摘がされてお
りますので、やはり他府県とそして国のということで
はなくて、沖縄独自のモデルをつくるべきではないか
ということでの分ですのでよろしくお願いいたしま
す。
　(2)番、先ほどからもあります水際対策、このこと
はやっぱりＰＣＲ検査をどう実施するのかということ
にかかっていると思いますので、その見解をお伺いさ
せてください。
　(3)番、台湾交流再開と国際線防疫体制強化につい
ての実施状況をお伺いいたします。
　国際線はまだまだ　　　　今、この世界を見ると1170
万人の感染者、回復者で630万人という形になってお
ります。しかし、この国際線の在り方ということをや
はりもう一度我々この観光立県沖縄が真剣に取り組ん
でいかないと、この観光の回復ということはなかなか
望めないだろうというふうにも思っております。台
湾との交流再開ということがあっても、やはりこれは
外務省を通してどうやるんだという指摘もありますの
で、そういったことも含めて御答弁ください。
　(4)番、海外クルーズ船の入港予定状況と今後の対
応策をお伺いいたします。
　今、入港予定はゼロと。関係者に聞くと来年の３月
まで入港予定はないというお話でもありますので、そ
の対応策をお伺いいたします。
　(5)番、これは去る日銀の短観で出されておりまし
た。産業構造の脆弱さが指摘されておりますが、今後
の対応策をお伺いをいたします。
　(6)、コロナ倒産・失業者の増加を抑制するための
県の対応策をお伺いをいたします。

　基地問題についてでありますが、(1)、膨大な費用、
そして長期化する建設年数から辺野古建設の見直し論
が出ております。せんだっても中谷元防衛大臣が知事
を表敬訪問していたというマスコミ報道もあるんです
が、知事の見解をお伺いいたします。
　(2)、知事は辺野古新基地は造らせないと明言をし
ておりますが、我々は対応策をしっかりと出すべきだ
と。国とけんかするんであれば、そのけんかの策をちゃ
んと持つべきだということでお話をさせてもらってお
りますので、その対応策をお聞かせください。
　(3)、翁長・玉城県政の移設に関する裁判に伴う総
費用とこの裁判に伴う成果をお伺いをいたします。
　(4)、ワシントン事務所の人件費、そして活動事業
費の状況と成果をお伺いをいたします。
　振興計画について。
　(1)、特殊事情に基因するとあります。県民所得の
低さ、貧困率の高さの課題が解決されない理由をお伺
いをいたします。
　(2)、「一括交付金の大半が年度の後半に執行されて
いる」という指摘があります。その状況と理由につい
てお伺いいたします。
　(3)、ＯＩＳＴ、沖縄大学院大学ですが、この設置
目的及びこれまでのＯＩＳＴの予算総額と沖縄振興へ
の貢献にどのように寄与していると考えるのかお伺い
いたします。
　(4)番、新沖縄発展戦略で県土構造の再編が提言さ
れております。中南部都市圏の全体的マスタープラン
の策定について状況をお伺いします。これまでは中部
都市圏、南部都市圏と北部という形の構想でしたので、
やはりこの提言の中で100万人都市圏の中南部、それ
からまた土建部で今度那覇都市圏、中部都市圏のそう
いった都市計画の見直しもされての中ですので、その
ことを踏まえてお答えください。
　(5)、「格差・貧困の解消、誰一人取り残さない社会」
の基本的指針の達成は、教育費の無償化であるという
ふうに我々会派は考えておりますが、この予算状況も
含めてお伺いをいたします。
　最後になりますが、離島振興における久米島での海
洋深層水取水増設事業での国と県の対応状況をお伺い
をいたします。
　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　當間盛夫議員の御質問にお
答えいたします。
　新型コロナウイルス対策についての御質問の中の１
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の(3)、台湾との交流再開と防疫体制強化についてお
答えいたします。
　沖縄県にとって最大のインバウンド市場である台湾
に関し、政府は、ビジネスに限定した入国制限措置の
緩和について、７月中にも協議を開始するとされてお
ります。
　沖縄県としましては、その後の状況も見極めながら、
段階的な観光誘客に向け、プロモーションや情報発信
を強化してまいりたいと考えております。また、現在
運休している国際線のうち、台湾路線などの運航再開
に際しては、防疫体制強化に向け那覇検疫所と十分な
協議を行い、連携して対応していきたいと考えており
ます。
　次に、基地問題についての御質問の中の２の(1)、
辺野古新基地建設計画の見直しについてお答えいたし
ます。
　先般のイージス・アショア配備計画の断念に関連し、
政府が唯一の解決策としてきた辺野古新基地建設計画
についても、国政与党の国会議員からも様々な意見が
出ています。私は、イージス・アショアの配備計画と
同様に、相当なコストと期間を要する辺野古新基地建
設計画についても計画を断念するよう政府に求めると
ともに、普天間飛行場の速やかな運用停止を含む一日
も早い危険性の除去を実現するため、これからも政府
に対し対話による解決を求めるとともに、辺野古新基
地建設問題の世論喚起に取り組んでまいります。
　次に、振興計画についての御質問の中の３の(4)、
中南部都市圏の全体的マスタープランの策定について
お答えいたします。
　新沖縄発展戦略においては、県土の均衡ある発展や
持続可能な社会の構築に向け、各地域の個性や特徴を
伸ばした力強い地域圏を形成することが重要であると
しております。また、中南部圏域についても圏域を一
体の都市圏として捉え、国際的にも特色のある高度な
都市機能を有する100万都市圏の形成が期待されると
しています。さらに、大規模な駐留軍用地の跡地開発
を県土構造の再編の好機とした県全体の発展可能性に
ついて提言されています。現在、新たな振興計画の策
定に取り組んでいるところであり、今後、中南部都市
圏駐留軍用地跡地利用広域構想や策定中の東海岸サン
ライズベルト構想も踏まえた、中南部都市圏全体のマ
スタープランの在り方について検討してまいりたいと
考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。

　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナウ
イルス対策についての御質問の中の(1)、新型コロナ
ウイルス対策の組織的取組についてお答えいたしま
す。
　県では、感染拡大の兆候が現れた状況を踏まえ、感
染拡大防止を図り、県民の安全・安心を守るための対
策について検討するため、３月26日に沖縄県新型コ
ロナウイルス感染症対策本部を設置しております。ま
た、新型コロナウイルス感染症による経済面での影響
に迅速に対応するため、２月17日に緊急経済対策プ
ロジェクトチームを立ち上げ、５月28日には新型コ
ロナウイルス感染症の影響等に係る緊急経済対策本部
会議を設置しております。両対策本部とも各部局長を
構成員としており、安全・安心の島の構築を目指し、
感染症対策と経済対策を両輪として、知事の陣頭指揮
の下に取り組んでいるところであります。
　同じく１の(2)、空港等での水際対策についてお答
えいたします。
　第２波に備え感染症の水際対策は重要であると認識
しております。現在、空港や港においては、サーモグ
ラフィーや非接触型体温計による検温が行われており
ますが、発熱を感知された方については、症状や接触
歴、行動歴等を確認し、必要に応じてＰＣＲ検査等に
つなげる仕組みを構築することが重要であると考えて
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、新型
コロナウイルス対策についての(4)、外国クルーズ船
の入港予定と今後の対応についてお答えいたします。
　県が那覇港、中城港、平良港、石垣港の６月末時点
の状況について聞き取り調査を行ったところ、７月か
ら12月末までの寄港予定540件のうち、既に94件が
キャンセルされております。今後の外国クルーズ船の
受入れ再開については、国による入国制限の解除後と
なりますが、県としては、県民の健康・安全を守るこ
とを第一に考え、各港湾管理者や国の関係機関等と連
携し、感染症対策を踏まえた受入体制の整備に努めて
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、新型コロナウイルス
対策についての(5)、脆弱な産業構造への対応につい
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てお答えいたします。
　沖縄県の産業構造は、全国と比べても第３次産業の
ウエートが高く、県外からの観光需要や県民の消費支
出に依存する構造となっております。このため、新型
コロナウイルス感染拡大を防ぐための観光客の渡航制
限や、県民・事業者の活動自粛等により経済活動が急
激に停滞したことで、観光関連産業を中心に多くの業
種で売上げが減少するなど深刻な影響を受けておりま
す。
　県としましては、強靱な経済を構築していくために
は、中長期的なコロナ・チェンジの経済政策が必要と
考えており、消費構造の変化や新しい生活様式に対応
したビジネススタイルの転換など将来を先取りした経
済の礎を築く取組を推進することによって、県経済の
活性化や県民所得の向上につなげてまいります。
　次に３、振興計画についての(1)、沖縄の特殊事情
に基因する県民所得の低さについてお答えいたしま
す。
　本県経済は、本土市場からの遠隔性や離島が散在す
る地理的特性などにより、高コスト構造を抱えてお
り、経済発展にとって大きな制約となっています。ま
た、復帰前の米軍統治下において基地依存型の経済構
造を余儀なくされ、製造業などの生産部門の産業が十
分育成されてこなかった歴史的経緯があり、復帰後も
観光業をはじめとする第３次産業が大きく進展したた
め、労働集約型の産業構造となっております。沖縄の
特殊事情のうち、地理的特性は近年、アジアに近い優
位性として注目されておりますが、依然として比較優
位性のある付加価値の高い産業は十分育っておらず、
多くの産業で全国よりも労働生産性は低く、１人当た
り県民所得も全国最下位で推移していると考えており
ます。
　県としましては、新型コロナウイルスにより深刻な
影響を受けた県経済の回復に全力で取り組むととも
に、比較優位性のある付加価値の高い産業の振興、企
業の稼ぐ力や労働生産性、地域経済の循環を高めてい
く施策を展開することにより、強い経済構造を構築
し、県民所得の向上につなげていきたいと考えており
ます。
　同じく３の(3)、ＯＩＳＴの設置目的、予算総額、
沖縄振興への貢献についてお答えいたします。
　沖縄科学技術大学院大学、いわゆるＯＩＳＴは、国
際的に卓越した科学技術に関する教育研究を推進する
ことにより、沖縄の振興及び自立的発展並びに世界の
科学技術の発展に寄与することを目的として設置され
ております。予算総額については、前身の独立行政法

人が設置された平成17年度から令和２年度までの16
年間において、運営費と施設整備費の合計は2415億
円となっております。ＯＩＳＴは、沖縄県が目指す国
際的な知的産業クラスター形成推進の中核となり、研
究を進めております。具体的には、沖縄県の試験研究
機関等と連携し、世界初のモズクの養殖技術開発等に
つながる研究やサンゴ礁の再生等を目指す研究など、
沖縄の地域特性に応じた研究を積極的に行っておりま
す。また、ＯＩＳＴは、新型コロナウイルス感染症対
策においてＰＣＲ検査を実施するとともに県内におけ
る新型コロナウイルス感染の実態把握を目的に、県内
で初めて抗体検査を実施することとしております。
　同じく３の(6)、海洋深層水取水増設に係る対応に
ついてお答えいたします。
　久米島町が計画している海洋深層水取水施設の新設
については、離島の特色ある資源を活用した地域振興
という観点で重要であると認識しております。このた
め、令和元年度に久米島町が主催した２回のプロジェ
クト推進会議に県から関係部局職員を派遣し、町の計
画に対する意見交換を行ったところであり、この会議
で明らかになった課題について県と町で整理している
ところであります。このような中、久米島町が令和２
年５月に国へ事業計画を提出したと聞いており、現在、
国において当該計画を精査しているものと考えており
ます。
　県としましては、引き続き久米島町が主体となる計
画の実現に向けて様々な観点から意見交換を行うな
ど、課題の解決が図られるよう、技術的な支援を行っ
てまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、新型コロナウイ
ルス対策についての御質問の中の(6)、倒産と失業者
増加を抑制するための県の対応についてお答えいたし
ます。
　民間の調査機関によると、６月30日現在の新型コ
ロナウイルス感染症の影響による県内の倒産件数は、
３件となっております。また、労働力調査によると、
５月の完全失業率は前年同月より0.7ポイント上昇の
3.4％、完全失業者数は前年同月より5000人増の２万
5000人となっております。
　県としては、新型コロナウイルス感染症の影響を受
けた事業者を対象に、３年間実質無利子、保証料ゼロ、
据置期間５年以内の融資を創設し、事業者の資金繰り
の円滑化を図るほか、国の雇用調整助成金の活用促進
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と県による上乗せ助成を実施することなどにより、県
内事業者の事業継続と雇用の維持を図っていきたいと
考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　２、基地問題について
の御質問の中の(2)、辺野古新基地建設への対応につ
いてお答えいたします。
　県は、国土交通大臣の裁決の取消しを求め、抗告訴
訟を提起しており、埋立承認取消処分の適法性をしっ
かりと訴え、主張が認められるよう全力を尽くしてま
いります。また、昨年度は、辺野古新基地建設問題及
び日米地位協定の問題について、広く周知を図り、問
題解決に向けた国民的議論の機運醸成を目的とした
トークキャラバンを実施したところです。本年度は、
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえつつ、イン
ターネットやＳＮＳを活用するなど、辺野古新基地建
設問題に係る情報発信を一層充実させ、県内をはじめ
県外の方々に同問題を自分事として考えていただける
よう取り組んでまいります。
　同じく２の(3)、辺野古新基地建設問題に関する裁
判についてお答えいたします。
　翁長・玉城県政における県と国との間の訴訟で現在
までに発生した費用の総額は、7648万8524円となっ
ております。これまでの一連の訴訟を通じて、辺野古
新基地建設に反対する県民世論、沖縄の過重な基地負
担の現状及びそれらを踏まえた県の考えを広く国内外
に伝えることができたことは、大きな成果であると考
えております。また、辺野古新基地建設については沖
縄だけの問題ではなく、国と地方の関係の在り方や地
方自治の保障に関する問題であり、全国の地方自治体
にでも起こり得ることを訴えることができたことも成
果であると考えております。
　同じく２の(4)、ワシントン駐在についてお答えい
たします。
　ワシントン駐在員活動事業費の令和２年度の予算
額は、旅費302万6000円、駐在事務所の家賃等運営
経費及び活動支援経費に充てるための委託料7070万
6000円、計7373万2000円となっております。駐在
員の人件費については、個人情報保護の観点から公表
を差し控えます。ワシントン駐在は、連邦議員補佐官
等との面談や公聴会等を通じて、現地における情報収
集、情報発信を精力的に行っております。駐在の活
動もあり、今般、下院軍事委員会即応力小委員会の
2021年度国防権限法案に、普天間代替施設に関する

条項が盛り込まれたものと理解しております。同条項
は、残念ながら下院軍事委員会での採決に至りません
でしたが、小委員会の可決は大変意義のあることと考
えており、今後ともワシントン駐在の活動を継続的に
行うことで、米国側の理解と協力を促したいと考えて
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　３、振興計画についての
(2)、一括交付金の執行状況についてお答えします。
　令和元年度の県事業に係るソフト交付金は、４月に
約93％、６月に約96％、９月にはおおむね100％の
交付決定を受けております。また、契約等による執行
状況は、上半期で全体の約71％となっており、年度
当初から早期執行に向けて取り組んでいるところでご
ざいます。
　県では、執行率の向上を目的とした執行連絡会議を
設置しており、今後とも年度途中の事情変更や新たな
ニーズの把握、不用圧縮に向けた方策の検討など、執
行率の向上に取り組んでまいります。
　次に３の(5)、教育費の無償化の状況についてお答
えします。
　今年度から始まった高等教育における修学支援新制
度については、低所得世帯の学生を対象に授業料及び
入学金の減免、給付型奨学金の拡充が柱となっており
ます。そのうち、県内の専門学校生の状況は、令和２
年６月時点で1377人が支援を受けているところでご
ざいます。
　県としましては、引き続き国と連携しながら、修学
支援新制度の円滑な実施に向け取り組んでいきたいと
考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　當間盛夫君。
　　　〔當間盛夫君登壇〕
○當間　盛夫君　答弁ありがとうございました。
　まず新型コロナウイルス対策からなんですが、イベ
ント等がほとんどなくなったということで、先ほど
ツーリズム沖縄　　　　ツーリズムＥＸＰＯですか、その
開催があるということなんですけど、我が沖縄県と工
業連合会が主催する産業まつり、これはマスコミで
は中止ということになっていたんですけど、この産
業まつりどのような形でやられるのかやらないのか、
ちょっとその辺を御答弁ください。
　そしてまた、このＰＣＲ検査、協力をいただくと
いうような形になるんですけど、やはりその辺は今
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日69日ぶりに感染者が沖縄でも出たというところで、
米軍関係でもあるということですので、しっかりとし
た水際対策を取るべきですよ。やっぱり熱がサーモグ
ラフィーで感知されたということであれば、簡易的な
ＰＣＲ検査をやる中でホテルに隔離だとか、水際対策
をやるということであればそれぐらいやはり強制的に
やるべきだというふうに思っておりますので、その分
の見解をお願いをしたいと思います。
　あと知事、台湾との部分で先ほどもありました。ビ
ジネスが再開されるだろうというふうにも思いますけ
ど、やはりこれだけ近い外国、我々この台湾という分
で、クルーズ船含めた部分、中国を除くと台湾の観光
客っていうのはやはり海外の観光客の皆さんの受入体
制からすると重要だというふうに思います。これは
もっと国と連携をして、台湾ともある程度　　　　ここに
台湾事務所がありますので、台湾事務所関係とどうい
うような形で台湾の皆さんが、沖縄へまた行けるのか
ということをやっぱりもう少し積極的に動くべきだと
いうふうにも思いますので、その点をちょっとお聞か
せください。
　基地問題についてですが、先ほども裁判で7000万
ということでありました。訴えていることがいいんだ
というようなところもありました。しかし、私が指摘
するそのワシントンの部分で、皆さん今ワシントンの
経費的なものが令和２年で7300万　　　　これ委託料含
めて、人件費は入ってないということになるんです
が、7300万。しかし令和２年までのこの委託料をトー
タルすると皆さん４億使ってるんですよ、委託料だけ
ですよ、トータルすると。全体からするとこれだけ
４億、５億の予算を使って小委員会にそういうものが
提起された。しかし削除された。僕は４億もかけてそ
れぐらいのことということであれば、この提供者は日
本政府であるわけですから、皆さんもう少し日本政府
とのその対峙の在り方も必要じゃないかなというふう
にも思うんですよね。
　この裁判費用のことなんですけど、最近、大阪の泉
佐野市、ふるさと納税で国を相手取って最高裁で勝つ
わけですよ。皆さん、やはり裁判するんであればそれ
ぐらいの準備でもってそれぐらいの度量でやらない
と。ただ先ほども言うようにただ訴えることがいいん
だということにはならないと思うんですよ。裁判する
にはやっぱり勝つという意気込みでやっていかないと
いけないというふうに思っておりますので、その点を
ぜひまた委託料の４億かけての先ほどの答弁、その辺
をどう整合性を合わせるのかということをちょっとお
聞かせください。

　そしてまた、泉佐野市ではないんですけど、やっぱ
り国とけんかするんであれば、対案策、知事は持たな
いといけない。それなのにそれを知事はキャラバン
やってとか国民に訴えてっていう形の情報発信だと言
うんですけど、やっぱりそれではなかなか国民の気持
ちまでいかないと。やっぱり沖縄県民だけになってし
まうというものを考えると対案策を知事は示すべきだ
というふうに思ってます。しかし一方で国政与党の皆
さんからも元大臣の皆さんが、５人組というそのとき
幹事長やった皆さんがこれだけ膨大な予算、これだけ
もう長期化するのであれば、いま一度議論していいん
じゃないかというようなことも言っております。しか
し、これは私からすると沖縄・自民党の皆さんは、こ
れだけ基地問題で苦悩してるはずなのに、国政与党の
皆さんがこういう発言をするというのは僕は残念だな
というふうに思うんですよ。それからするとやはり自
民党さんも自民党県連さんも、もう少し国政のそうい
う　　　　ただ言いっ放しということじゃなくて我々がこ
の沖縄でいかに苦労してるかということ、このことは
自民党内でもがんがんやったほうがいいと僕は思って
ますんで、こういう形で僕は国政与党から提起された
ということは逆に知事はもっと利用すべきだし、自民
党沖縄県連も知事、もっと歩み寄って膝を突き合わせ
てでも、自民党県連にこの基地問題の解決をぜひ一緒
にやっていきましょうという気持ちを僕は持つべきだ
というふうにも思いますが、その辺を知事お聞かせく
ださい。
　そしてまた、この基地問題、我々ずっと馬毛島を主
張してきました。やはり一歩一歩解決するためにはこ
の馬毛島を活用すべきだということで、160億で馬毛
島が購入されて自衛隊が整備するということで始まっ
ております。自民党さんからもありましたように、や
はり沖縄の在沖米軍の訓練を馬毛島でやるということ
になると知事、７月12日に鹿児島の知事選挙があり
ます。それが終わった後にでも鹿児島の知事、そして
この担当の首長の皆さんと知事は馬毛島を視察もしな
がら、その皆さんと知事と首長と意見交換、そういっ
た要請をすべきだというふうにも思いますが、その点
をぜひお聞かせください。
　そして、振興計画。僕はこの振興計画、ＯＩＳ
Ｔ、先ほどびっくりしたんですけど、総額で2000億、
2415億の予算が　　　　年間200億以上の予算がＯＩＳ
Ｔに出るわけですよね、これは沖縄振興予算から出て
いるわけですよ。沖縄の振興、沖縄のそういった部分
に寄与するための大学院大学であったはずです。誰も
今回のウイルスだとかワクチンだとかそういったこと
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ではない、沖縄の振興に寄与するためにはこれは世界
水準を求めるネーチャーであれだけあるということで
あれば、国がちゃんとやるべき、沖縄振興予算を使う
んではなくて、沖縄振興予算は沖縄県の子供たちの教
育費に使うべきだというふうにも思っておりますの
で、次なる振興策でこのＯＩＳＴの在り方をどう考え
るべきかということをぜひお聞かせください。
　そしてまた、知事は先ほど答弁の中で、離島振興は
政策の一丁目一番地だというふうにもおっしゃってお
りました。やはり久米島の海洋深層水の取水増設は久
米島の産業振興、離島振興の中で最も重要な部分だと
いうふうにも思っておりますので、この予算、国が進
めていく、そしてまた県の予算のその在り方等々含め
てやはりこれは知事の決断が必要だというふうにも
思っております。久米島の海洋深層水の増設の予算
もしっかりと県は対応していくということの御決断を
ぜひお願いをしたいと思っておりますので、御答弁を
よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時31分休憩
　　　午後６時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　當間盛夫議員の再質問にお
答えいたします。
　台湾との交流についてもっと積極的に活用してはと
いう御提案、御意見ありがとうございます。やはり沖
縄にとって最大のインバウンド市場でもありますし、
台湾のクルーズ船社も安全・安心の島沖縄の考え方に
沿うように向こうも検疫体制を高めていって、量のク
ルーズではなく、質のクルーズを展開したいというよ
うな要望やその協議がそろそろ始まろうかというよう
な情報もございます。その手前で政府はビジネスにも
限定した入国制限措置の緩和については７月から始め
るという情報もありますので、我々沖縄県としまして
は、台湾の台北市のコンピュータ協会であります、Ｔ
ＣＡや、臨港スタートアップテラス等と沖縄ＩＴイノ
ベーション戦略センターとのＭＯＵを締結し、今ビジ
ネスマッチングや相互交流を行っています。こういう
チャンスを国がそのビジネスからまず再開しようとい
うことであれば、率先して台北事務所も活用しながら
そのビジネスからやがてクルーズあるいはインバウン
ドにつなげていくためにやはり台湾は非常に大きな魅
力ある存在だと思いますので、積極的に事務所を活用
してまずはビジネスマッチングからそれから広く沖縄

の観光へとつなげていきたいというように考えており
ます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　産業まつりの開催可
否とその方法に関する再質問にお答えいたします。
　今年度の産業まつりにつきましては、新型コロナウ
イルス感染症に係る沖縄県主催イベント等実施ガイド
ラインを踏まえまして、来場者の事前健康チェックの
呼びかけや感染予防策を講じた上で、ＩＴを活用した
オンライン開催との共催ですとか、拠点分散開催など
開催方法を見直しまして、沖縄県工業連合会と開催す
る方向で現在調整を行っております。
　県主催のイベントについては、感染防止策を徹底し
た上で可能な限り開催できるよう取り組んでまいりた
いというふうに考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　再質問にお答えい
たします。
　第２波、第３波に備えては水際対策が非常に重要で
あると考えております。国においては法律によりまし
て、強制的に検査をすることが可能となっております
が、国内の移動に関しましては、強制的に検査という
ことはできませんので、協力をいただくということで
対応する以外にはございませんけれども、空港で熱を
感知した場合にはチラシの配布それから看護師等々が
できるだけ協力していただけるように検査につなげら
れるように努力していきたいと思います。そのために
もＰＣＲの検査体制は拡充する必要があると考えてお
りますので、今般100か所以上の医療機関、クリニッ
ク等でも検査ができますように唾液検査による実施体
制などについても今取り組んでいるところでございま
す。それから、熱を感知せずに無症状のまま入ってこ
られる方もいらっしゃいますので、そういった方のた
めにも、また県民のためにも接触アプリというものを
ぜひ導入いただきたいということで推奨しております
ので、そういうような対策をしながら水際対策をしっ
かりとやっていきたいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　ワシントン駐在につい
てお答えをいたします。
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　ワシントン駐在につきましては、連邦議会議員委員
会公聴会や米国シンクタンク主催のシンポジウムで得
た最新の情報について本庁に報告をしております。こ
れまでの駐在の働きかけの結果、連邦議会調査局の報
告書において、沖縄の米軍専用施設・区域の割合、普
天間飛行場をめぐる状況について正確な記載がなさ
れております。さらに昨年10月の知事訪米において、
10人の連邦議員等との面談調整や講演会のコーディ
ネートを行うなど、沖縄の過重な基地負担の軽減に向
けて重要な役割を担っており、ワシントン駐在を置く
意義や成果は大変大きなものがあると考えておりま
す。今後ともワシントン駐在の活動を継続的に行うこ
とで、米国側の理解と協力を促してまいりたいという
ふうに考えております。
　裁判につきましてでございます。
　県としましては、行政法研究者の意見を踏まえつつ、
その決定理由の問題点を具体的に指摘して主張を充実
させてこの裁判に臨んできたところでございます。
　最後に、馬毛島の活用についてでございます。
　馬毛島の地元の西之表市は、馬毛島の利活用につい
て市民間で様々な意見があり、市民の分断は決して
あってはならないものと考えております。
　県としましては、沖縄の基地負担軽減を図るため、
県外・国外へのより一層の訓練移転が必要と考えてお
り、自衛隊馬毛島基地　　　　仮称でございます　　　　の整
備状況や利用計画なども含め、引き続き情報収集に努
めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　ＯＩＳＴと沖縄振興予算
についての御質問にお答えいたします。
　先ほど答弁で、モズクそれからサンゴ礁の再生の研
究を進めているということを申し上げました。モズク
についてはゲノム解析、サンゴもゲノム解析をし、養
殖技術の向上あるいは、サンゴ礁の改革等に生かして
いく、この技術を生かしていくということに加えて、
現在、波力　　　　波の力で電気を生み出す、その開発に
も取り組んでいて、最先端の研究が沖縄でなされてい
るということで今後の研究成果につながることを期待
しているところです。またＯＩＳＴでは、30年度か
ら起業家の育成プログラムを実施していて、世界中か
ら企業を公募し、革新的な技術を基に新規ビジネスの
創出につながる技術を持った起業家を採択し、１年間

支援した後に、県内での創業を目指すという内容に
なっております。また、恩納村はＯＩＳＴと連携して
スーパーシティ構想に臨むということもありますし、
ＯＩＳＴは今後も知的産業クラスターの中核としての
機能を高めていくものというふうに考えているところ
でございます。
　それと、海洋深層水についてでございます。
　海洋深層水施設の新設については、昨年久米島が事
業主体になるということで決着いたしました。ただ
し、その久米島が事業主体で国庫補助金の補助裏は、
久米島が負担することになります。
　県としましては、より有利な国庫補助金あるいは、
地方債の財源確保に向けて久米島町に対して助言して
いきたいと思っておりますし、そうすることによって
今後も久米島町の持続的で安定的な財政運営がなされ
るものというふうに考えているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって代表質問は終わ
りました。
　本日の日程……
○當間　盛夫君　議長、休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時48分休憩
　　　午後６時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　答弁漏れということで失礼
をいたしました。答弁をさせていただきます。
　私としては、普天間飛行場の一日も早い運用停止、
閉鎖・返還を目指して万国津梁会議からの提言書を基
に政府にも私たちの考え方をしっかり示していきたい
というふうに思いますが、やはりそこは対話を持って
協力していく、対話で解決をしていくというその方向
性を自民党県連の皆さんにも応援をしていただきなが
らつくっていきたいと思いますので、どうぞよろしく
お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって代表質問は終わ
りました。
　本日の日程はこれで終了いたしました。
　次会は、明９日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時49分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　 長 赤　嶺　　　昇

会議録署名議員 新　垣　光　栄

会議録署名議員 大　城　憲　幸
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議　　事　　日　　程　第４号
令和２年７月９日（木曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　乙第１号議案から乙第14号議案まで（質疑）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　乙第１号議案から乙第14号議案まで

乙第１号議案　沖縄県職員等の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職

員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例
乙第３号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
乙第７号議案　工事請負契約について
乙第８号議案　訴えの提起について
乙第９号議案　交通事故に関する和解等について
乙第10号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第11号議案　弁護士報酬請求事件の和解について
乙第12号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
乙第13号議案　沖縄県収用委員会委員の任命について
乙第14号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出　席　議　員（48名） 
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君

12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
25　番　　山　里　将　雄　君

令和２年
第　 ４　 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第４号）

令和２年７月９日（木曜日）午前10時２分開議
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26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君

37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君	
47　番　　照　屋　守　之　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
説明のため出席した者の職、氏名

知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　富　川　盛　武　君　
副 知 事　　謝　花　喜一郎　君　
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　金　城　　　賢　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君　
企　画　部　長　　宮　城　　　力　君
環　境　部　長　　松　田　　　了　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長　　

名渡山　晶　子　さん　

保健医療部長　　大　城　玲　子　さん
農林水産部長　　長　嶺　　　豊　君
商工労働部長　　嘉　数　　　登　君
文 化 観 光
スポーツ部長　　

渡久地　一　浩　君　

土木建築部長　　上　原　国　定　君
企　業　局　長　　棚　原　憲　実　君
病院事業局長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　伊　川　秀　樹　君
知 事 公 室
秘書防災統括監　　

平　敷　達　也　君

総 務 部
財 政 統 括 監　　

平　田　正　志　君
　

教 育 長　　金　城　弘　昌　君
警 察 本 部 長　　宮　沢　忠　孝　君
労 働 委 員 会
事 務 局 長　　

山　城　貴　子　さん　

人 事 委 員 会
事 務 局 長　　

大　城　直　人　君　

代表監査委員　　當　間　秀　史　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事 務 局 長　　勝　連　盛　博　君　
次 長　　知　念　弘　光　君
議 事 課 長　　平　良　　　潤　君
副　参　事　兼
課　長　補　佐　　

佐久田　　　隆　君

主　　　　　査　　宮　城　　　亮　君
主　　　　　査　　親富祖　　　満　君

	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　文化観光スポーツ部長から発言の申出がありますの
で、これを許可します。
　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　おはよう
ございます。
　今議長が申し上げたことに関しまして、私のほうか
ら御説明申し上げたいと思います。

　まず初めに、島袋大議員は、徳森氏が金城リンダと
いう名前で有料サイトのネット講座を開設し、知事が
同サイトで祝辞を述べたとしておりますが、そのよう
な事実はございません。また、有料サイトであるとの
指摘も事実とは異なります。
　梨の木ピースアカデミー、オープニングイベントへ
知事が登壇することとなった経緯及び動画削除につい
て御説明いたします。
　初めに、６月11日に本イベントのコーディネーター
である恵泉女学園大学教授の李泳采氏から秘書課に、
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梨の木ピースアカデミー、オープニングイベントにお
いて「沖縄―ソウルからみえる未来型平和市民教育の
あり方について」というテーマで、ソウル市教育庁教
育監であるチョ・ヒヨン氏との対談依頼がありました。
　６月16日に、秘書課内にて対応を検討し、対談形
式に対応するための準備時間が不足していることか
ら、挨拶による対応とすることとしました。
　当該事務については、文化観光スポーツ部観光振興
課が所管課となり、修学旅行を含む教育・市民交流な
ど観光交流の促進の観点から挨拶を作成し、当日Ｚｏ
ｏｍによるオンラインでの対応となりました。
　本イベントで読み上げた知事挨拶につきましては、
６月17日付で観光振興課担当者が起案し、秘書課合
い議にて６月19日文化観光スポーツ部長が決裁をし
ております。
　イベントの当日の６月20日16時頃から、県庁第１
特別会議室において観光振興課長、観光振興課誘致企
画班長及び誘致企画班担当者、知事秘書立会いの下、
Ｚｏｏｍによりオンラインでオープニングイベントに
参加し、知事は挨拶を述べた後、韓国側来賓のソウル
市教育庁教育監チョ・ヒヨン氏の基調講演を聴講し、
同氏と一言挨拶を交わした後、オンライン会議室を退
室いたしました。
　梨の木ピースアカデミーのホームページに掲載され
ていた知事メッセージを含む動画が削除された件につ
きましては、本動画そのものが県の関与により掲載さ
れたものではなく、先方が自主的に掲載したものであ
り、動画の掲載含めて県は一切関与していないもので
ございます。したがって県として動画を削除したとい
う事実はございません。
　なお、金城リンダ氏が講師であることを県は関知し
ておりません。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　議長の取り計らい、大変ありがとう
ございました。
　私は執行部から回答をしたいということを聞きまし
て、今内容確認しましたけれども、私はこれ拒否しよ
うと思いました。しかし、今日本会議場で認めたのは、
議事録にしっかりと載せたかったんですよ。私の調査
研究の下、自民党の代表質問に対して、今日、今の部
長の発言で私は嘘つき呼ばわりされてるようなもんで
すよ。これは絶対に許せませんから。これ議事録にしっ
かりと残して、これから一般質問始まりますけれども
これに沿って質問していきますから、この今の答弁が
ずっと残りますからね、議事録に。ましてや削除した

理由も分からん、県は関知してない、関与してない。
公務で行ったものに関して県は関与してない、タッチ
してないってどういうことですか。これは徹底的にさ
せてもらいますからね。その辺はいろいろと謝花副知
事が動いていたみたいですけれども、これ責任持って
ちゃんとやってくださいよ。
　議長、大変ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　日程第１及び日程第２を一括
し、これより直ちに一般質問を行い、乙第１号議案か
ら乙第14号議案までを議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　末松文信君。
　　　〔末松文信君登壇〕
○末松　文信君　それでは、ただいま議長のお許しが
ありましたので、沖縄・自民党会派、末松文信、一般
質問を行います。
　初めに、玉城知事におかれましては、昨年10月の
首里城火災から豚熱の発生、そして新型コロナウイル
ス感染拡大予防対策など、次々と対応に追われ気の休
まることはなかったのではないかというふうにお察し
いたします。
　県職員におかれましても、知事同様、平常業務に加
え全庁的な取組で多忙を極めているものと思います。
ここで改めて皆さんの御労苦をねぎらいたいと思いま
す。
　また我が身の危険を顧みず、感染症対策に昼夜御奮
闘いただいている医療従事者の皆さんに心から敬意を
表し、感謝を申し上げます。
　さらに、事業や生活の自粛を余儀なくされた事業者
並びに県民の皆様に対し、衷心より感謝を申し上げる
次第であります。
　県内では感染者も少なく、一定の終息を見たものの
昨日新たに２名の感染者が発生し、東京都でも連日
100名を超える感染者が発生しております。予断を許
さない状況でありますけれども、引き続き緊張感を
持って乗り越えてまいりましょう。
　このたびのウイルス感染対策は３密を避け、ソー
シャルディスタンス、そして自宅待機による働き方
改革など未曽有の経験をいたしました。このウイルス
は東京、大阪、札幌など大都市に感染が拡大し、恐怖
と緊張感に包まれました。これは大都市一極集中への
警鐘を鳴らしているようにも感じます。首都機能の地
方分散が叫ばれて久しくなりますけれども、コロナ禍
を防止するためには、働き方や生活様式の変化への対
応を余儀なくされていると思います。本県の均衡ある
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発展のためにも国土利用計画をはじめとする都市計画
法、建築基準法、消防法、そして風営法など総合的に
見直される時期に来ているのではないでしょうか。
　そこで伺います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、コロナ禍・防止対策について。
　ア、持続可能な都市の在り方について知事の御所見
を伺います。
　沖縄県は観光産業をリーディング産業に位置づけて
おり、インバウンドをはじめとする多くの観光客が来
県される中で水際対策が最も重要と考えております。
　そこでイ、水際の検査体制について伺います。
　(2)、北部基幹病院の整備について。
　知事は去る７月２日、北部地域基幹病院整備推進会
議、そして７月６日には名護市議会よりそれぞれ基幹
病院の基本合意の早期締結と整備の促進を求める要請
を受けられたと思います。
　知事に伺います。
　ア、整備に向けた基本的枠組みの基本合意について
知事はいつ締結されるのですか伺います。
　２、基幹病院整備までの北部医療圏の医療提供体制
についてでありますけれども、現状をそのまま放置す
ることは許されません。
　そこで(1)、診療制限の現状について。
　ア、制限科目の再開のめどについて伺います。
　イ、医師・看護師等、医療従事者の充足状況と充当
計画について伺います。
　ウ、医療機器の充足状況と充当計画について伺いま
す。
　３、県立高等学校における中高一貫進学校の設置に
ついて。
　(1)、設置状況と評価について伺います。
　(2)、北部地域への設置計画について伺います。
　４、米軍基地の整理縮小について。
　(1)、普天間飛行場の早期全面返還について。
　ア、その進捗状況について伺います。
　(2)、依命通達について。
　ア、平成27年６月１日付、辺野古新基地建設問題
対策課の設置について（依命通達）、これはいわゆる
県自ら承認した辺野古の公有水面埋立ての事業を阻止
するための二重行政を行うために通達したのじゃない
かと考えております。これに類似した他都道府県の事
例について伺います。
　５、万国津梁会議について。
　(1)、令和元年度万国津梁会議設置等支援業務委託
報告書について。

　ア、会議の種別と実績及び効果について伺います。
　イ、会議別委託料の精算についてどのように精算さ
れたのか伺います。
　(2)、令和２年度ＳＤＧｓ推進事業について。
　ア、事業の概要について伺います。
　イ、業務委託について、予算、委託方法、委託先、
委託契約書、委託料の支払い方法について伺います。
　６、畜産振興について。
　(1)、豚熱発生に伴う出荷制限に関する要請と対応
について。
　ア、屠畜受入れに伴う、経費負担に対する支援措置
について伺います。
　(2)、名護市食肉センターの移転整備について、名
護市及び指定管理者である沖縄県北部食肉協業組合か
ら御相談があったと思いますけれども、御所見を伺い
ます。
　７、我が党の代表質問との関連について。
　我が会派の島袋大議員の代表質問で、梨の木ピース
アカデミーのオープン記念で知事が祝辞を述べたこと
に対する質問に対し、知事から公務として行ったとの
答弁がありました。公務である根拠を示していただき
たいと思います。
　次に、また令和元年度万国津梁会議設置等支援業務
委託に関わって、知事との会食など疑念を持たれた徳
森りまさんにお会いしたことがありますかとの質問
に、知事は徳森氏と会ったことはない、また金城リン
ダさんなる方が関わったことは一切承知してないとも
答弁されておりましたが、徳森りまさんと金城リンダ
さんはどんな人物ですか。同一人物ですか。同一人物
ではないかという情報もありますけれどもいかがで
しょうか、伺います。
　次に、知事の挨拶やほかの動画をなぜ削除したのか、
先ほど説明がありましたけれども、県民が分かるよう
にもう少し説明をお願いしたいと思います。
　以上、一般質問といたしまして、次は指定席から行
います。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　末松文信議員の御質問にお答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)の
ア、コロナ禍での予防対策等についてお答えいたしま
す。
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　昨日、新たな感染者が発生したことから、沖縄県新
型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、さき
に策定した警戒レベルにおいて、発生早期に当たる第
１段階にあることを確認しました。県民生活及び経済
活動が徐々に活発になる中、新たな患者の発生に危機
感を持ち感染拡大防止に取り組む必要があります。特
に、県外に渡航された方、県外から来訪された方に対
し、できるだけ外出を控えるなど、慎重な対応を呼び
かけたところです。また、県民の皆様に対しては、引
き続きウイズ・コロナの生活を認識し、感染を予防す
る新しい生活様式を実践していただくこと、事業者に
つきましても、それぞれで策定していただいたガイド
ラインを遵守していただくことが重要であると考えて
おります。
　沖縄県としましては、安全・安心の島沖縄を目指し、
医療提供体制や検査体制の強化などの感染症対策と、
県内事業者の事業継続や観光振興などの経済対策を両
輪として、万全な体制で取り組み、強靱、レジリエン
スで持続可能、サステーナブルな社会を構築してまい
ります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　おはようございま
す。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)の
イ、水際の検査体制についてお答えいたします。
　第２波に備え感染症の水際対策は重要であると認識
しております。現在、空港や港においては、サーモグ
ラフィーや非接触型体温計による検温が行われており
ますが、発熱を感知された方については、症状や接触
歴、行動歴等を確認し、必要に応じてＰＣＲ検査等に
つなげる仕組みを構築することが重要であると考えて
おります。
　同じく１の(2)のア、北部基幹病院の基本合意書案
についてお答えいたします。
　北部基幹病院の整備については、これまで、県、北
部12市町村、北部地区医師会病院及び県立北部病院
の関係者で約２年間かけて協議を行うとともに、その
間、令和元年９月に沖縄県医療審議会から意見聴取を
行い、北部基幹病院に適当な経営システムであること
も確認し、基本合意書案を取りまとめたところであり
ます。また、本年２月４日には、北部12市町村長に
おいて基本合意書案に合意する方針が示され、３月か
ら４月にかけては、北部12市町村の議会で早期整備

に関する意見書が可決、３月27日には県議会で北部
基幹病院の早期整備に関する決議が全会一致で可決、
さらに、沖縄県公務員医師会、北部地域基幹病院整備
推進会議等から北部基幹病院の早期整備を求める要請
を受けたところです。県内部におきましても、収支シ
ミュレーション等、確認しておくべき課題の検証を
行ってまいりました。昨日、知事からの答弁にもあり
ましたとおり、これらを踏まえ、基幹病院の基本的枠
組みに関する協議会を早期に開催し、そこで最終的な
判断を行い、統合に向けた作業を進めていきたいと考
えております。
　同じく１の(2)のイ、整備スケジュールについてお
答えいたします。
　北部基幹病院の整備スケジュールにつきましては、
基本合意書案の合意形成後に策定する基本構想におい
て整理することとしておりますが、通常の病院整備に
は、基本構想及び基本計画の策定、基本設計、実施設
計及び建築工事に合わせて６年ほど要するものと考え
ております。
　次に２、基幹病院整備までの北部医療圏の医療提供
体制についての御質問の中の(1)のア、診療制限の再
開のめどについてお答えいたします。
　現在、県立北部病院では泌尿器科が休診となってお
り、現時点で再開のめどは立っていない状況でありま
す。また、脳神経外科が一部診療制限を行っておりま
すが、県立中部病院及び県立南部医療センターの医師
派遣により週１回の外来対応を行っているところで
す。なお、北部地区医師会病院においては、診療制限
は実施されておりません。
　同じく２の(1)のイ、医師、看護師等医療従事者に
ついてお答えいたします。
　令和２年６月時点の県立北部病院の充足状況は、医
師は定数50人に対し45人、看護師は定数271人に対
し270人、医療技術職は定数66人に対し63人、事務
職等は定数24人に対し23人となっており、全体で定
数411人に対し401人、10人の欠員となっております。
医師、看護師、医療技術職の確保は、県内外の大学病
院等への医師派遣要請、就業希望医師への病院視察ツ
アー等の実施及び就職説明会への参加等、今後も取組
を継続することとしております。また、令和２年７月
時点の北部地区医師会病院の充足状況については、地
方自治法上の定数という概念はございませんが、医
師40人、看護師276人、医療技術者131人、事務職等
142人の合計589人となっており、採用計画に基づき
医療従事者の充実を図っていると聞いております。
　同じく２の(1)のウ、医療機器の充足状況と計画に
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ついてお答えいたします。
　県立北部病院及び北部地区医師会病院の主要な医療
機器は、エックス線を使って身体の断面を撮影するＣ
Ｔ装置、強力な磁気を使って体内を撮影するＭＲＩ装
置、血管へ造影剤を注入し血管を撮影するアンギオ装
置等がございます。医療機器については、それぞれの
病院において整備されるものと考えており、また、基
本合意書案の合意形成後に設置する整備協議会におい
ても協議していきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　おはようございます。
　それでは３、県立高校における中高一貫進学校の設
置についての御質問の中の(1)、中高一貫教育校の設
置状況等についてお答えします。
　中高一貫教育校につきましては、難関国立大学等へ
の進学を目指す生徒のニーズに応え、本県を牽引する
高い志を持ったグローバルに活用できる人材の育成を
図るため、平成28年４月に開邦中学校及び球陽中学
校を開校したところであります。両校においては、開
校当初から志願倍率が高倍率となるなど、高い期待と
評価を受けているものと認識しております。また、全
国規模の学力調査等においても学力が順調に伸びてい
る状況であります。
　県教育委員会としましては、両校の設置目的が達成
できるよう、引き続き取り組んでまいります。
　同じく３の(2)、北部地域への設置についてお答え
します。
　県教育委員会では、これまで北部地域の人材育成、
教育環境の整備等の観点から、中高一貫教育校の設置
について、北部市町村の教育委員会及び関係機関等と
の意見交換や、幅広く意見を伺うための懇話会を開催
してまいりました。中高一貫教育校については、中学
校に与える影響を懸念する意見もあったところです
が、子供たちの選択肢が広がることについておおむね
賛成意見でありました。現在、関係校などと意見交換
を行い、課題の整理等に取り組んでいるところであり、
引き続き北部地域への中高一貫教育校の設置に向けて
取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　おはようございます。
　４、米軍基地の整理縮小についての(1)のア、普天
間飛行場返還に係る進捗状況についてお答えいたしま

す。
　普天間飛行場の速やかな運用停止を含む一日も早い
危険性の除去は喫緊の課題であり、県はこれまで、普
天間飛行場負担軽減推進会議及び同作業部会や、玉城
知事と安倍総理、菅官房長官との面談においても求め
たところです。辺野古新基地建設については、防衛省
から、統合計画に示されている提供手続の完了までに
要する期間が約12年になることが公表され、辺野古
移設では、普天間飛行場の一日も早い危険性の除去に
はつながらないということが明確になりました。日米
両政府は、辺野古移設が唯一の解決策という固定観念
にとらわれることなく、同飛行場の県外・国外移設に
ついて直ちに検討すべきであると考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　４、米軍基地の整理縮小
についての(2)のア、依命通達の類似事例についてお
答えします。
　依命通達とは、行政機関が自己の名で発すべき通達
を、その補助機関が行政機関の命を受けて、自己の名
で発するものを言い、国や他の都道府県でも発出され
ております。また、沖縄県では、決裁について、事案
の内容が特に重要な場合等に上司の決裁を受けること
は、沖縄県事務決裁規程に基づく手続であり、通常、
行われているところです。平成27年６月１日付依命
通達は、辺野古新基地建設問題が県政の重要課題で
あったため、当該事務の決裁を知事決裁とすることな
どを明確化したものであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　５、万国
津梁会議についての(1)のア、万国津梁会議の種別・
実績等についてお答えをいたします。
　令和元年度の万国津梁会議は、米軍基地問題、児童
虐待及びＳＤＧｓの３つのテーマについて、それぞれ
有識者に議論していただき、知事に提言または中間報
告を行いました。実績については、米軍基地問題に関
する会議を４回、児童虐待に関する会議を２回、ＳＤ
Ｇｓに関する会議を３回、加えてＳＤＧｓ普及推進の
ための県民円卓会議を１回、計10回の会議を開催い
たしました。
　県といたしましては、沖縄21世紀ビジョンの将来
像を実現し、新時代沖縄を構築するため、頂いた提言
等をさらなる政策の推進につなげていきたいと考えて
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おります。
　続きまして(1)のイ、万国津梁会議の会議別の委託
料の精算についてお答えいたします。
　令和元年度の万国津梁会議の実施に要した委員報償
費、委員旅費、会議室使用料等の直接経費等は、米軍
基地問題に関する会議が約322万円、児童虐待に関す
る会議が約67万円、ＳＤＧｓに関する会議が約111
万円となっております。また、会議運営等に要した人
件費につきましては、テーマごとではなく、一括して
行っており、それに要した費用は約1015万円となっ
ております。
　続きまして７、我が党の代表質問との関連について
の(1)、知事参加の経緯について　　　　これ質問通告に
基づきましてお答えさせていただきます。
　本イベントについては、梨の木ピースアカデミーの
コーディネーターである恵泉女学園大学の教授から秘
書課に依頼がありました。先方の趣旨としては、梨の
木ピースアカデミーには日本や東アジアの国際関係、
特に沖縄や韓国との交流に関心を持っている参加者が
多く予定されていることから、日本、沖縄、韓国間を
はじめ東アジアの市民交流・学生交流・観光交流の活
性化を応援する内容で、ソウル市の教育庁教育監と知
事にトークイベントへの参加をお願いしたいとのこと
でした。特に、昨年夏以降の日韓情勢の影響で韓国の
観光客が減少したことを受け、知事が10月に訪韓し
た経緯があることから、観光振興課が所管課となり、
観光交流を中心とした地域間・市民間交流の促進を目
的として知事がオンラインで参加をし、挨拶を行いま
した。また、ソウル市とは、2020年１月にソウル市
教育庁所属の教員50名が沖縄で海外研修を行い、そ
の代表団が知事を表敬訪問した経緯もあることから、
地域間の交流の促進という点で知事が参加をしたとこ
ろです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　５、万国津梁会議につい
ての(2)のア、ＳＤＧｓ推進事業の概要についてお答
えいたします。
　沖縄県では、令和元年11月に策定した沖縄県ＳＤ
Ｇｓ推進方針に基づき、全庁一丸となってＳＤＧｓを
推進しており、今後はこれらの取組を全県的なＳＤＧ
ｓ推進へと展開させることとしております。ＳＤＧｓ
推進事業は、全県的なＳＤＧｓを推進するため、県民
認知度の向上や様々な団体や企業とのパートナーシッ
プ強化を目的に、ＳＤＧｓ認知度調査、プラットフォー

ムの構築、普及啓発を行うこととしております。
　同じく５の(2)のイ、ＳＤＧｓ推進事業の業務委託
についてお答えいたします。
　令和２年度ＳＤＧｓ推進事業の業務委託に係る予算
額は1868万9000円となっております。このうち、既
に契約を締結しているＳＤＧｓに係る沖縄県民認知度
調査及び分析委託業務については、プロポーザル方式
により公募を行い、応募のあった11社から株式会社
サーベイリサーチセンター沖縄事務所を選定し、748
万円で契約を締結しております。当該契約においては、
委託業務の完了前に支払いを受けようとする場合、検
査を行った上で概算払いを行うことができることとし
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　６、畜産振興につい
ての御質問の中の(1)ア、豚熱に伴う屠畜場の負担増
に係る対応についてお答えいたします。
　今年、豚熱の発生に伴い、移動・搬出制限を受けた
農場では、長期間、豚の出荷が制限されたことから、
規格外の滞留豚が発生しております。滞留豚について
は、生産者からの要望を受け、国と協議・検査陰性を
確認した上で防疫措置期間中に食肉センターへの受入
れをお願いしたところであります。また、食肉センター
においては、４月14日の制限解除後には、多数の規
格外豚の出荷があり、経営的な負担になったと説明を
受けております。
　県としましては、豚熱の発生に伴う、食肉センター
への影響について、食肉流通加工施設の合理化・近代
化等も含め、どのような支援策が可能か検討している
ところであります。
　次に６の(2)、名護市食肉センターの移転整備につ
いてお答えします。
　名護市食肉センターについては、施設・機械の老朽
化等から、近年、不具合、故障が続発し、その運営に
支障が生じていると認識しております。このため、移
転整備については、北部食肉協業組合が設置した名護
市食肉センター新築移転整備検討委員会において、整
備計画等の検討が進められております。
　県といたしましては、当検討委員会の結果も含めた
上で、どのような取組が可能か検討してまいります。
また、今年度は、国の食肉及び家畜流通合理化対策要
綱に基づき、食肉流通合理化計画の見直しをする必要
があることから、今後の名護市食肉センターの整備方
針についても、同計画の作成と併せて、関係市町村・
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団体と連携し協議してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　答弁漏れがあるんですけれども。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時39分休憩
　　　午前10時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○末松　文信君　それでは、２次質問をいたしますけ
れども、まず北部基幹病院の件です。
　去る６日に保健医療部長より、改めて説明がござい
ました。そのときに懸念された事項についてはオーソ
ライズされたということで、後は知事の決断を待つば
かりだなというふうな認識をしておりましたけれど
も、今伺いますと、さらに協議会を設置して検討して
いくということは一体どういうことなんですか。説明
をお願いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　北部基幹病院の統
合につきましては、基本的枠組みに関する協議会とい
うのが第６回まで開催されておりまして、その協議会
を議会終了後に開催して判断し、前に進めていくとい
うことでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　この協議会とはもう設置されてい
る協議会のことを言うんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　そのとおりでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　その構成メンバーをちょっと教え
てください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　北部市町村長、そ
れから県立北部病院長、それから北部地区医師会長と
県でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　この間２か年も協議して先日部長
はその協議会で了承されたということの中で、知事の
決断だけが残っているとこういう話だったんじゃない
ですか。まだ何か協議するのがあるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これまでに行って
きました協議会を再度開催しまして、最終的に判断す
るというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。

○末松　文信君　いつ開催されますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議会終了後、早期
に開催したいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　知事に確認しますけれども、その協
議会の中で明確にこれを進めるという、あるいは締結
をするという御発言されるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私が参加するかどうかはま
だ未定でありますが、その場において決定をするとい
うことでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　今度の協議会で最終協議会になり
ますか、この件については。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　それを確認する意味で協議
会を開催する必要があるということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　今の答えは意味分かりませんが、協
議会を開催するために協議会が必要。どういうことで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　最終確認をするた
めに協議会を開催するということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　ですから、最終ですねと伺ってるん
ですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　最終確認をするた
めに協議会を開催しまして、統合に向けて作業を進め
るというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　ちょっと、はっきり言ってください
よ。今回の協議会で決断するということなのか、そう
じゃない。検討した結果またずるずる後ろに延ばすの
かそれはっきりしてください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　会議の性格にもよると思い
ますが、まずその協議会を開催をして、これまでの合
意の経緯を確認をし、その合意の経緯の下で最終的に
判断をすると。これで参りますという確認をする意
味で最終判断をするという表現をしておりますが、本
旨からするとゴーサインを出したいということでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
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○末松　文信君　ありがとうございます。
　それでは、次回の協議会の中で再確認するという意
味合いのことのようですから今北部12市町村ほか構
成員は全部オーケーしてます。知事の決断だけですか
ら、そのように理解したいと思います。ありがとうご
ざいます。
　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時57分休憩
　　　午前10時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○末松　文信君　４番の米軍基地の整理縮小につい
てでありますけれども、これ我が党の中川議員からも
ありましたけれども、この最終報告から辺野古代替施
設の建設は消えたというような趣旨の答弁がありまし
た。これはどういう意味でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　経緯を申し上げますと、平成９年11月に政府は県
及び名護市に海上ヘリポート沖案を提示しましたが、
大田知事は平成10年２月に同案の受入れ拒否を表明
いたしました。その後、建設後15年間の軍民共用、
その後の返還及び民間専用空港化を公約に掲げた稲嶺
知事は、平成11年11月に辺野古沿岸域を移設候補地
として選定し、岸本名護市長も条件付で受入れ表明し
たことから、政府は同年12月に軍民共用案等に係る
閣議を決定しております。その後、様々な紆余曲折を
経て政府は平成18年５月にＶ字型案を閣議決定する
一方、県や名護市と十分な協議をすることなく、平成
11年の決定を廃止した経緯がございます。
　こうした経緯から県といたしましては、海上ヘリ
ポート沖案については政府内において既に消滅をして
いるという認識でございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　部長、ちょっとこれ見ていただけま
すか。（パネルを掲示）　ＳＡＣＯ合意は13事案あり
ました。トップに普天間飛行場があります。この普天
間飛行場はずっと議論して、この議論する中身があり
ますが、初めに海上施設の建設を追求する、それから
準拠すべき方針、海上施設は本島の東海岸に建設する
云々があって、これは平成８年12月のＳＡＣＯ合意
の最終報告はそういうことを書いてあります。それか
ら協議会が設置されたりしてそこでいろいろ議論しま
した。それが、変化してきてるということだけであっ
て、ＳＡＣＯ合意の元のこれが消えたという話はこれ

間違いだと私思いますが、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　末松議員の御質問でご
ざいますけれども、ＳＡＣＯの最終報告、1996年の
12月２日に出されております。その前に中間報告と
いうのが４月15日です。それから現状報告として９
月19日と、この辺を経て12月２日に最終報告が示さ
れたということでございます。
　これにつきましては、普天間に関する特別作業班と
いうのがございまして、この中で３案について具体的
に検討したということで、１点目がヘリポートの嘉手
納飛行場への集約、それから２点目としてキャンプ・
シュワブにおけるヘリポートの建設並びに海上施設の
開発及び建設について検討を行ったという経緯がござ
います。これを平成８年、1996年12月２日に日米の
安全保障協議委員会におきまして、海上施設案を追求
するとのＳＡＣＯの勧告を承認をしたという経緯がご
ざいます。この中で海上施設案は他の２案に比べて米
軍の運用能力を維持するとともに、沖縄県民の安全及
び生活の質にも配慮するとの観点から最善の選択であ
るという判断がなされております。この中において海
上施設は撤去可能なものとし、沖縄本島東海岸沖に建
設する軍事施設として使用する間は固定施設として機
能し得る一方、その必要性が失われたときには撤去可
能なものであるということで海上施設の建設を追求
し、普天間飛行場のヘリコプターの運用の機能のほと
んどを吸収する。今後５年ないし７年以内に十分な代
替施設が完成し、運用可能となった後に普天間飛行場
を返還するということで、あり得べき工法としてくい
式の桟橋工法と　　　　浮体工法ですね。それから箱（ポ
ンツーン）方式とそれから半潜水（セミサブ）方式と
いう形で示されておりまして、ＳＡＣＯ合意につきま
しては撤去可能な海上ヘリポートであるというふうに
考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　私が言ってるのはこの平成８年12
月２日のＳＡＣＯ最終合意報告は依然として変わって
ない。変わってない中で、この海上施設を追求した結
果、いろいろ紆余曲折があって今の結果になったとこ
ういう経緯だと思うんですけど、途中でＳＡＣＯ合意
が変更された経緯がありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　末松議員御質問のとお
りＳＡＣＯの最終報告で撤去可能な海上ヘリポートと
されたものが様々な紆余曲折を経て、変遷を経て現在
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のＶ字型になったというふうに理解をしておりまし
て、1996年12月のＳＡＣＯ合意は最終報告で示され
たものは撤去可能な海上ヘリポートというふうに理解
をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　撤去可能な施設は何のために造る
予定だったんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時４分休憩
　　　午前11時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　普天間飛行場の代替施
設として建設をされるというふうに理解をしておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　それと13事案のトップにある普天
間飛行場代替施設の件、これについてはＳＡＣＯ合意
変更ありませんよね。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時４分休憩
　　　午前11時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　ＳＡＣＯ合意から消え
たということではなくて、ＳＡＣＯ合意で1996年の
12月２日の最終報告で示されたものは撤去可能なヘ
リポートであるということでございます。
○末松　文信君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時６分休憩
　　　午前11時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　県の提案説明で申し上
げたものはＳＡＣＯ合意から除くということではなく
て、ＳＡＣＯの合意の内容とは異なる現在の辺野古新
基地建設を除き、基地の整理縮小を求めていくという
内容でございます。
○末松　文信君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時７分休憩
　　　午前11時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　あくまでそのＳＡＣＯ
の最終報告で示された内容とは異なるという意味合い
で、それを除いて県としましては基地の整理縮小を日

米政府に求めていくということを申し上げているとこ
ろでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　じゃ、分かりました。ＳＡＣＯ合意
である普天間飛行場の代替施設については認めるわけ
ですね。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時８分休憩
　　　午前11時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　現在政府が進めている
Ｖ字型案の普天間飛行場施設については、ＳＡＣＯの
最終報告の内容とは異なるという認識でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　だから異なるけれども、普天間の代
替施設は東海岸に設置するということの合意はそのま
ま残りますよねというんです。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　その点につきましては、
御質問のとおりだというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　そうであれば、前回の公室長、知事
の答弁にはそごがありますので、改めて御答弁をいた
だきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時９分休憩
　　　午前11時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　さきの議会における前
公室長の答弁につきましては、あくまでそのＳＡＣＯ
の最終報告とは異なる　　　　ＳＡＣＯ最終報告で示され
たものは海上ヘリポート、撤去可能な海上ヘリポート
でございましたので、それと異なるものについては除
いて整理縮小をすると、ＳＡＣＯ合意の内容を進めて
いくということを申し上げたところだというふうに理
解をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　やっと何か理解に及んだようです
けれども、やっぱりＳＡＣＯ合意は変わらない。これ
は知事もＳＡＣＯ合意については着実に進めるという
ことを申されておりますので、これに変わりはないこ
とをもう一度確認してこの件は終わりたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
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○末松　文信君　すみません、知事にこの件は。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時10分休憩
　　　午前11時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　申し上げましたとおり
ＳＡＣＯの最終報告とは異なるところは除いてＳＡＣ
Ｏの最終報告で示されたものの整理縮小を進めていく
ということでございます。
○末松　文信君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時11分休憩
　　　午前11時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　ＳＡＣＯ合意の内容と
は異なる現在の辺野古新基地建設を除き、既に日米両
政府で合意されたＳＡＣＯ最終報告及び再編に基づく
統合計画で示された基地の整理縮小の確実な実施を日
米両政府に求めていきたいというふうに考えておりま
す。
○末松　文信君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時12分休憩
　　　午前11時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　ＳＡＣＯ合意は、進め
ていきたいというふうに思いますけれども、先ほども
申し上げましたとおり現在の辺野古新基地建設につい
ては除いてという形で着実な基地の整理縮小を求めて
いきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　じゃ今の海上施設でないものにつ
いてはちょっと了解できないけれども、ＳＡＣＯ全体
としては進めていくという確認をすることができまし
た。
　次に、時間もありませんので、土建部長とそれから
農林水産部長ですけれども、まず農林水産部長にはそ
のサンゴの採捕許可申請が防衛から出されているけれ
ども、なかなか許可が出ないというような状況です。
この許可が出ないという理由についてちょっと教えて
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えいたします。
　沖縄防衛局からのサンゴの特別採捕許可申請につい
ては、漁業法、水産資源保護法及び沖縄県漁業調整規
則に基づき、申請内容について必要性及び妥当性等が

認められるかについて申請書類及びその後に沖縄防衛
局から提出された資料等から判断できないため審議が
継続しております。このため処分をしてないものでご
ざいます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　末松文信君。
○末松　文信君　那覇空港のほうは４日から12日、
最大で12日で下ろしてますよね。これは239日たっ
てますけれども、いまだに下りない。これ民間だった
ら潰れていますよ。なぜそんなに時間かかってるんで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時14分休憩
　　　午前11時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　なぜ時間がかかって
いるかというのは、先ほどの答弁でもお答えいたしま
したけれども、サンゴ特別採捕許可申請に係る現在提
出されております申請書類、それからその後に沖縄防
衛局から提出された資料等から判断できないために審
査が継続しているということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総時間が切れてしまいました。
○末松　文信君　どうしましょう。あと何点かあるん
だけれども……
○議長（赤嶺　昇君）　総時間ですので御理解くださ
い。
○末松　文信君　じゃ、最後に　　　　最後というか、
ちょっと整理の意味で。
　豚熱の件で企業は大変負担増で困ってるんで、そこ
はしっかり対応してください。
　ほかにもありますけれども、終わります。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時16分休憩
　　　午前11時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　新垣　新君。
○新垣　　新君　議長、ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時16分休憩
　　　午前11時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　　新君　大項目１、子育て支援について。
　(1)、保育士の処遇改善についてこれまでの努力を
伺います。
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○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　保育士の
処遇改善については、国において毎年、公定価格の改
定が行われ、令和元年度は平成24年度と比較して約
14％の改善が図られております。また、平成29年度
からは、技能・経験に応じて月額5000円以上４万円
以下の処遇改善を実施されております。令和元年賃金
構造基本統計調査によると、本県の保育士給与は月額
22万7700円、年額328万7500円となっており、平成
24年と比較すると月額５万1400円、年額73万2700
円の増となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　確認します。
　これは、国が２分の１、県が４分の１、市町村４分
の１で歩調を合わせて保育士の給料等を上げてきたと
理解していいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　議員の
おっしゃっているのは、国、県、市町村で負担をして
いる施設型給付費のことであろうと思います。施設型
給付金の中から、給与や保育に必要な事業費が支払わ
れているというところでございます。負担割合はおっ
しゃったとおり国２分の１、県、市町村４分の１でご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　じゃ、県単独の処遇改善、給料を上
げたという成果をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　保育士の
給与は、施設型給与の中で、公定価格の中で行われて
いるところですけれども、県独自の取組としては、保
育士の正規雇用化促進事業という事業を行っておりま
して、保育士を正規雇用化することにより保育士の給
与は総額として上がるということでの取組を行ってい
るところです。
　令和元年度の実績といたしましては、144施設、
286人に対し１億1668万3000円を交付したところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　１人当たり幾らになりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時20分休憩
　　　午前11時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。　
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　令和元年

度の実績で申し上げますと、正規雇用化により保育士
１人当たりの月額は平均で１万3888円、年収は平均
で46万4298円増加しております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　今そのような話がありますけれど
も、保育士といろんな意見交換してきました。正直、
伝わっていない部分が、成果が伝わっていない部分が
多くあります。その理由というのは、どういうことに
なっているのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時21分休憩
　　　午前11時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　施設型給
付費につきましては、施設に対して給付費を支払いま
す。給与につきましては、施設の給与規則等に基づい
て支給はされているところです。ただ施設型給付費の
中に、保育士の処遇改善加算というのがございまして、
こちらのほうにつきましては保育士の給与に充ててい
ただくというようなことになっております。この事
業の交付分につきましては、県のほうで賃金台帳等の
提出をいただいて保育士に交付されているかを確認し
たり、あるいは施設の指導監査の折に確認をさせてい
ただいているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　確認して伝わっていないところは
ありますか。そこはどう見ていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　施設監査
等においては、基本的には給与規程に基づいて支給が
されているかを確認させていただいております。著し
く周りの施設等と比べて低いところについては、その
旨のお話を申し上げているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　伝わっていないところは、大部分、
８割近くそういう声があるということを強く指摘をし
ておきます。
　そこで、今保育士が職をやめていく姿、多くの声を
聞いて、待機児童が正直解消できていないという沖縄
県へのニーズというのが今多く聞こえます。その声を
どう受け止めていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　これまで
県においては、待機児童対策を進めてきたところです
けれども、保育士の不足というのが今喫緊の課題とし
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てやはり議員が御指摘のとおり顕在化しております。
　県においては、今年度から市町村が取り組む保育士
確保のための事業、国庫補助事業の裏負担分４分の３
を支援するような事業を立ち上げたところでございま
して、引き続き保育士確保に取り組んでいきたいと考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　正直言って給料が合わないんです
ね、仕事の割にと。
　謝花副知事ちょっとお願いがあって、担当副知事で
すから。これ大きな問題ですから部長が答えないでほ
しいんですけれども、毎回私同じようなことを質問し
ていますが、ぜひ保育士に対して県独自の努力ですね。
またコロナで非常に保育士の活躍も大きい。評価して
ます。せめて3000円でも認可、無認可の保育士の方
に3000円でも毎月あげていただくという努力で、今
度はこの保育士に直接振り込むという形で、沖縄県の
努力がそうやって伝わるよう、ぜひ検討していただけ
ないでしょうか。伺います。
○議長（赤嶺　昇君）子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　保育士の
給与につきましては、それぞれの法人の給与規則に基
づいて支払われるところです。そして保育士の給与が
低いということにつきましては、全国的な課題となっ
ておりまして、これは国の公定価格の中で仕組みとし
てしっかり底上げをしていただく必要があると思って
おりまして、ほかの県と連携をして国に要望している
ところです。
　また県から直接給料を保育士さんに振り込むという
ことにつきましては、先ほども申し上げましたが法人
との雇用契約に基づく給料であることや、税であった
り社会保険料であったりそういったような諸手続上か
ら困難であるというふうに考えております。
○新垣　　新君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時25分休憩
　　　午前11時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県独自の
取組としては、先ほど申し上げました正規雇用化支援
事業などで取り組んでいるところで、実際に先ほど申
し上げましたような給与の底上げが図られたところで
ございます。
　そういった事業を通して今後も処遇改善に努めてい
きたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。

○新垣　　新君　知事、今大変なんですね。知事、聞
いてください。今、強い法人ではいい給料をもらえる。
弱いところではこういった給料の格差でやめていく。
待機児童は一向に減らないですよ、この状況じゃ。
　だから今、あえて知事に聞きます。このような状況
じゃ、一向に待機児童解消できませんよ。知事、どう
思いますか伺います。知事ですよこれ。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　やはり待機児童の解消のためには、保育士の処遇改
善が大事だと認識しております。その中で先ほど来、
子ども生活福祉部長が答弁しているように、県として
も正規雇用化に向けた取組を行っている保育所に対し
まして、補助金事業を行っているということで、これ
が間接的に保育士の給与の増額につながっているとい
うふうに認識しております。
　新垣新議員の御指摘は、そういったものが保育士の
方々に目に見えるような形になっていないのじゃない
かというような観点から直接支払いというような御指
摘だと思っております。この件につきましては、先ほ
ど答弁ありましたけれども、やはり法人と保育士との
雇用契約という関係があって、そこに県が直接という
のは関係法令等の課題があります。新垣議員が懸念
されているような目に見えるような形での対応の仕
方、法人の指導監査なども福祉部においては適宜やっ
ております。これを徹底して保育士の方々が自分たち
の給与が国、県のそういった取組により改善されてい
るということが認識できるように、しっかりと対応し
ていきたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　知事は選挙のときに、待機児童の解
消、ゼロを目指すと公約しているんですね。ぜひこの
問題において、保育士がやめたら待機児童は収まらな
い。また家計も、県も市町村も税収が厳しくなって
くるんですよ。これ本当に知事の公約の中で高い位置
にありますか、伺います。優先順位。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　県としては、待機児童解消、
待機児童ゼロを目指して取り得るべき方策をしっかり
と取ってまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　この保育士に対する給料アップを
目に見える形で、関係法令を改善してぜひ直接振り込
むような形で、沖縄県は頑張っているんだとそういう
姿を見せていただきたいんですけれども、その関係法
令の改善に向けた検討はできますか、謝花副知事。伺
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います。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　まず、雇用契約が法人と保育士個人との契約になっ
ているということが最大のネックだと思っておりま
す。そういった中で給与をどういう形でできるかとい
うことですが、やはり公的な支援がしっかりと法人の
ほうから保育士にいっているか、それを確認する作業
が重要だと思いますので、まずはそこをしっかりと取
り組んでまいりたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　確認して、改善して保育士の給料
アップをぜひ期待します。県民は見ています。ぜひこ
の問題、県と市町村の財政も厳しくなっていくという
ことの危機感を感じてください。
　続きまして、無認可の経営状況を理解していますか
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　認可外保
育施設は、保護者から徴収する利用料により運営され
ており、厳しい経営状況にある施設も多いことから、
県では給食費助成での単価の見直しや、安全対策器具、
教材等の購入費補助上限額の引上げなど、支援を段階
的に拡充してまいりました。また、今年度は、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止に協力いただいた施設
に対する県独自の支援金も交付したところでございま
す。
○新垣　　新君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時30分休憩
　　　午前11時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　認可保育
所におきましては、国、県、市町村からの施設型給付
費が支給されておりますが、認可外保育施設につきま
しては保護者からの保育料により運営されているとい
うことで厳しい経営状況にあると認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　認可と無認可の経営に対する格差
是正を見直す協議会をつくってほしいんですね。正直
言います。無認可をなくした場合　　　　認可の待機児童
の受皿が無認可になっています。そうなると認可も無
認可も保育士も県も市町村も財政が入ってこないとい
う危機感、本当に感じていますか。担当部、担当部長
お聞かせ願います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。

○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　認可外保
育施設は、待機児童が多い本県において、認可保育所
に入れない待機児童の受皿となって保育を提供してい
ただいていると認識しております。
○新垣　　新君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時32分休憩
　　　午前11時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　認可外保
育施設への支援の在り方等についてを話し合う協議会
的なものをという御意見でございます。
　県は市町村と定期的に意見交換会を持ったり、ある
いは待機児童を有する市町村が集まる待機児童対策協
議会等々、話合いの機会は多数設けてございますので、
その場においてまた議論していきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　無認可というのはどこが責任を
持っていますか。伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　認可外保
育施設の指導監督につきましては県のほうで行ってお
りますし、そのまた給付等がございますので、市町村
においても確認監査等を行うということで両方で見て
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　担当副知事に伺います。
　無認可が閉鎖していく。そうなると市町村も財政厳
しくなる。沖縄県も影響出ていると私は理解していま
す。その件において、無認可に対して準認可、運営補
助金、県が３分の１、市町村が３分の１、この３分の
１は認可の経営、保育料で賄っていく。そうしないと
無認可が閉鎖していく現状があるんですよ。その協議
会を黄金っ子プランの市町村とも、黄金っ子のプラン
の協議会、そこで無認可の準認可を目指した協議会の
入り口にしてほしいんですけれども、担当副知事伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時34分休憩
　　　午前11時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県の子ど
も・子育て会議、黄金っ子応援プラン等の議論をする
会議がございまして、そこの中には、県の認可外保育
施設の協議会の会長がメンバーとして入っているとこ
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ろでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　踏み込んだ議論が今までありまし
たか。伺います。この認可と無認可の格差の件で。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　そのメン
バーのお一人、代表の方からは、認可外保育施設への
支援等についての御意見も折に触れ頂戴しているとこ
ろでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　ちょっとお願いしたいんですが、先
ほども言いましたが、この運営補助金、県３分の１、
市町村３分の１。経営者からのこの保育料から３分の
１という議論をぜひ検討していただきたいんですね。
このままでは本当に無認可が閉鎖していく。市町村も
沖縄県も大変なことになっていく、税収入。これ本当
に危機感を感じてほしいんです。その件に関して担当
副知事、本当に検討していただきたいんですよ。はっ
きり格差あります。クーラーがない無認可が多いんで
すよ。認可はクーラーがあるんですよ。本当にこうい
う状況なんです現実が。見たことありますか、この現
場も。その件に関して検討をお願いしたいんですけれ
ども、答弁を求めます。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　まず無認可保育所が、や
はり待機児童解消にとって大きな役割を果たしている
こと。それから認可か無認可かによって子供たちの処
遇に差があってはならないというふうに考えておりま
す。そういった中において、平成24年につくられた
一括交付金、これの中では無認可から認可にというよ
うなところに対してソフト交付金を活用して、環境の
改善そういったものに取り組んできたところでござい
ます。ただもう既に８年ほどたってそのような議論が
あるということにつきましては、やはりまだ改善する
余地があるだろうというふうに考えております。この
件については、しっかりと県としてもこれからの課題
として取り組む必要があるというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　ありがとうございます。
　ぜひ無認可に準認可のような運営補助金をあげて、
待機児童これでゼロという形で県も市町村も努力して
いるんだと、県民にぜひ示していただきたい。これを
最終的な目標として、沖縄県の努力、市町村の努力と
県民に成果を見せて頑張っていただきたいんですけれ
ども、改めてこの意欲を副知事、お聞かせください。

○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員提案の御意見なども含
めながら、様々な提案を保育行政に生かせるよう頑
張ってまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　知事、ありがとうございます。期待
をしています。ぜひ頑張ってください。
　続きまして、沖縄伝統工芸について。
　沖縄を代表する琉球ガラスや琉球漆器への税制優遇
措置の支援を次期沖振法で育んでいただきたいのです
が、知事の見解を求めます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、琉球ガラスや琉球漆器をはじめとした伝統
工芸産業の振興・発展のため、人材育成や新商品開発
及び販路拡大につながる支援等、諸施策を展開してお
ります。また、令和３年度にはおきなわ工芸の杜を供
用開始する予定でおりまして、同施設において、技術
や技法の高度化、市場ニーズに対応した製品開発、デ
ザイン開発支援の強化による新商品開発の活性化な
ど、伝統工芸事業者の稼ぐ力を強化していきたいと考
えております。
　議員の御提案については、支援事業等を含めまして
どのような方法が効果的なのか、工芸産地組合等と意
見交換していきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　これから意見交換をしていくって
言うんですけれども、沖縄伝統工芸文化を次世代にも
継承していくことは、最も大事なことだと私は考えて
います。知事はこの継承状況　　　　知事はもともと知事
になる前は、芸能人だったということでその関係者と
の意見交換もなされていると、関係各位からも現場の
声を聞いてると聞いて僕は質問しますけれども、その
現場の声って知事が一番分かると思うんですけれど
も、知事分かる範囲でお答えできませんか。伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○新垣　　新君　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時40分休憩
　　　午前11時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私は友人にもガラス工芸家
がおりますし、それから私もよく漆の製品を購入させ
ていただいています。そんなに高いものではないんで
すが、その際にいろいろその携わる方々からは非常に

－157－



伝統工芸の先行きが不安であるということはお話を
伺っているところであります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　知事、沖縄の伝統文化がなくなる可
能性がある。担い手も育たない。経営も成り立たない、
会社も潰れて文化が死んでいく。だから私は危機感を
感じて、この税制優遇措置をぜひ次期沖振法に知事を
先頭に。この問題は沖縄の文化がなくなるという危機
感を、知事、頑張っていただきたいんですよ。その件
に関して知事の意欲をお聞かせ願いたいんですね。文
化がなくなるんです。大変なことになるんですよ。知
事の見解を求めます。知事お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　確かに議員御指摘のように、漆器ですとか琉球ガラ
ス、これ直近10年間だけを見ても生産額とかかなり
落ちてきております。特に漆器の部分については、か
なり落ちてきているのかなというふうに統計的にも出
ております。
　この伝統工芸産業なんですけれども、沖縄県では第
８次沖縄県伝統工芸産業振興計画、これ平成29年度
から令和３年度までの５年間の計画ですけれども、そ
れに基づいて人材育成ですとか販路開拓もろもろやっ
ておりますけれども、今後の工芸産業振興施策の展開
につきましては、次期計画、これは令和４年度から令
和８年度までを予定しておりますけれども、それの策
定に向けて先ほど来、議員御指摘のどういう支援がで
きるかということも踏まえまして、検討してまいりた
いというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　この問題、現場に行ってこれは危
ないという危機感を　　　　本当に税制の優遇措置、企業
法人税を減免して、頑張ってこの文化を継承している
方々に、せめて給料を上げるという形をやらないと。
沖縄の琉球ガラスや琉球漆器がなくなるっていう危機
感を強く持って頑張って対応して、成果を期待してお
ります。ぜひ意見交換でその声を聞いてください。進
めてください。期待しております。
　続きまして……
　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時43分休憩
　　　午前11時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　　新君　３、県道平和の道の進捗状況につい
て伺います。

○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　平和の道線は、糸満市山城から真栄里までの区間に
ついて、戦跡、史跡等の各拠点のアクセス性、周遊性
を高めるとともに、沖縄本島南部の観光振興及び地域
活性化を図る目的で、平成20年度に事業着手してお
ります。全体の進捗率は、令和元年度末の事業費ベー
スで約53％となっております。工事については、２
つの工区に分けており、喜屋武から真栄里工区を優先
的に実施し、早期供用を目指しております。山城から
喜屋武工区については、用地取得に取り組んでいると
ころでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　２つの非常に効果があると分かっ
ています。
　まず山城地区から喜屋武工区の用地取得の件につい
て、去る１月23日に平和の道の土地のかかっている
鹿児島の所有者に対して、謝花副知事はじめ上原土木
建築部長や担当の道路街路課の職員に要請活動を行っ
ていただきまして、本当に感謝を申し上げます。あり
がとうございます。
　さて時間がないので要点だけ申し上げますが、用地
取得早期実現に頑張るという部長の答弁があるんです
けれども、その件に関して今度は担当副知事の謝花副
知事や上原土建部長も、鹿児島県の土地の所有者にぜ
ひ土地の取得に関して御挨拶とまたお願いしますとい
う形で、早期実現を目指す観点から御挨拶に行くべき
ではありませんか。この平和の道の早期実現に向けて。
ぜひ副知事、そして土木建築部長、答弁を求めます。
両方。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　山城から喜屋武工区の用地取得につきまして、現在
用地取得面積ベースで約23％となっております。ま
だこれから鋭意取り組まなければならない状況でござ
いますが、この企業の所有する土地は全体の筆数324
筆のうちの108筆となってございまして、約３分の１
の所有者ということでございます。必要に応じて我々
も用地交渉に直接伺ってやる必要があるかなというふ
うに考えております。今現在の　　　　　　の希望してい
る単価が２倍程度ということでかなり開きがあるとい
う状況でございますので、しっかりと用地担当職員を
派遣してその辺の価格についての説明を細かくやって
いきたいと。その上で必要であれば私も交渉に参加し
たいというふうに考えているところでございます。
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○新垣　　新君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時46分休憩
　　　午前11時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（上原国定君）　大変失礼いたしまし
た。
　先ほど企業名を答弁したようでございますが、おわ
びして省略ということで訂正させていただきたいと思
います。
　失礼いたしました。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　平和の道の土地の合意が県とこの
企業でかみ合っていないというのも聞いています。し
かしながら、この１月23日に私からも、担当職員か
らもこの金額以上上がることはありませんよとはっき
り明確に伝えているんですね。会えば会うほど、もう
前向きに考えますって１月23日に、その企業ははっ
きり言っているんですよ。もうそろそろ落ちそうって
感じなんですよ実は。だからこうやって質問して、担
当副知事そして担当部長が行く。二、三回行く。誠意
を見せる。そういう努力をしていただきたいんですね、
再度答弁を。落ちそうですよ。これ以上上がるってこ
とはないってはっきり言っていますから、私のほうで
も。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　鋭意交渉していきた
いと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　ぜひ頑張っていただきたいんです
けれども、担当副知事、頑張る意欲はありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　この工区につきまして、
新垣新議員がこれまでも大変御努力なさっていること
に対しまして敬意を表したいと思います。しっかりと
取り組んでまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　ありがとうございます。ぜひ頑張っ
てください。
　続きまして、新しい那覇空港及びＭＩＣＥについて。
　現状の与那原―西原地区のＭＩＣＥの進捗状況をお
聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　県におき
ましては、ＭＩＣＥ施設の整備を含みます周辺のマリ
ンタウンＭＩＣＥエリアの形成に向けました検討を進

めておりまして、令和２年６月に官民連携導入可能性
調査の結果を公表したところでございます。今年度は、
当該調査におきまして整理した官民連携の様々な事業
手法等に評価を加えまして、民間事業者との対話や地
元住民の意向、あるいは新型コロナウイルス感染症の
影響によりますＭＩＣＥの動向も踏まえつつ、新たな
基本計画の策定に向けて取組を進めてまいりたいと考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　新聞報道では、民間投資を含んだＭ
ＩＣＥを築いていくんだと。例えば民間投資を含めた
ライカムの商業施設や浦添市サンエーパルコシティの
商業施設、豊崎のイーアスのような少しテーマパーク
が入ったイベントができるＭＩＣＥを検討しているん
ですか、伺います。新聞報道が先に進んでいる感じが
して伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　今現在そ
ういったことも含めまして、総合的にあらゆる観点か
らどういった複合施設が可能か、テーマパークも含め
て検討しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　これはこれでぜひ頑張ってほしい
ということと、新しい那覇空港、２つ同時並行で頑張っ
てほしいということで質問します。
　新しい那覇空港及びＭＩＣＥについて質問します。
（パネルを掲示）　これ、第１滑走路、第２滑走路、
この真ん中を埋めてこれ商業施設また海事関連産業、
物流や商業施設を築いてほしい。そしてこっちに第３
滑走路をつくって　　　　ここは自衛隊、中国が領海・領
空でもう大変ですから。ここに第２、第３やってここ
を埋めて商業施設をつくって、新しいターミナルを築
いてほしい。この現ターミナルは、ＭＩＣＥとして活
用することに検討できないかと。実は世界的に調べて
みたらＭＩＣＥは空港周辺に多くあると。そういう形
で与那原もここも同時並行で進めていくという将来ビ
ジョンを検討できないかが１点。
　２点目に、同様に那覇空港拡張整備促進連盟、経済
界が一つとなって沖縄県にも提言しています。それも
含めて重ねて那覇空港の関係者や経済団体、専門家を
巻き込んだ協議会を発足していただきたいんです。も
ちろん与那原のＭＩＣＥも進める。ここもこういう形
で明るくして進めていく。そのような形でぜひ将来の
形として頑張っていただきたいんですけれども、その
検討課題ありますかありませんか、伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
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○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　大変壮大
な計画だということで拝聴させていただきました。し
かしながら、ＭＩＣＥにつきましては平成27年度に
現在の地区に決定をして以降、これまで様々な取組を
進めてまいりました。
　県としては、引き続き現在の中城湾港マリンタウン
地区を建設地として、ＭＩＣＥ施設の整備を進めてい
きたいというふうに考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　私も同じ考えなんですけれども、こ
こは埋めないという形で理解していいんですか。海事
関連産業も商業施設もメリットがあるんですよ。我が
党の代表質問、いつもこう言っています。各政党も。
これ壮大でないんですよ。ちょっと言葉選んで発言し
てほしいですね。ちゃんとしっかり答弁見てよ。これ
挑発的な発言ですよ、今の。ぜひもう一度答弁を求め
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　お答えいたします。
　那覇空港は３月に第２滑走路が供用開始され、発着
回数が拡大するなど空港機能の強化が図られていると
ころです。
　県としましては、新型コロナウイルス感染症の影響
で落ち込んだ航空需要の回復状況を注視しながら、さ
らなる機能強化、那覇空港の将来の在り方について県
内経済団体が多数構成メンバーとなっている那覇空港
拡張整備促進連盟、あるいはその他各界から幅広く意
見を頂戴しながら、新しい振興計画の中においても那
覇空港の将来の在り方について位置づけていきたいと
いうふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　位置づけていきたいはもちろん、も
う２年後なんですよ、振法の。だから今で那覇空港の
関係者や経済団体、専門家を巻き込んだ協議会、２年
後の沖振法を見据えて今やらないと間に合わないんで
すよ。だから頑張ってほしいんですよこういう形で。
先ほどの壮大なって　　　　壮大じゃないんですよこの構
想は。認識不足ですよ先ほどの発言は、私から言え
ば。ぜひ頑張っていただきたいんですけれども、知事
いかがでしょうか。これは知事ですよ、ぜひ頑張って
……。企画部長じゃない、知事ですよ。知事頑張って
いただきたいです、どうですか知事。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　先ほどの整備促進連盟に
は副会長として県の副知事も加盟しております。この
整備促進連盟ともいろいろ相談しながら、新しい振興

計画の中でも那覇空港の将来の在り方について議論し
ていきたいと考えます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　分かりました。ぜひ頑張っていただ
きたいと思います。
　続きまして、６、我が党の代表質問との関連につい
て中川京貴議員が質問した(3）、新型コロナ対策につ
いて。(2)、医療崩壊の防止対策のア、県や市町村独
自の取組について関連して質問します。
　どのような取組ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時56分休憩
　　　午前11時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　新型コロナ感染症
対策につきましては、県のほうで本部を立ち上げて全
庁的に取り組んでいるところでございますが、医療機
関とか検査に関しましては市町村の御協力も非常に必
要だと考えておりますので、ただいま第２波に備えて
市町村とも意見交換をしながら進めていきたいと考え
ています。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　再質問します。
　新型コロナウイルスの第２波に備えて軽症患者、重
篤患者等の隔離施設確保や、医療提供体制はどうなっ
ていますか。時間がありませんので要点を申し上げま
す。
　現在、友愛会が所有する旧南部病院を軽症患者や重
篤患者等の隔離施設に　　　　医療崩壊を防ぐために、医
療提供体制を築くことはどうか。県はまた友愛会に対
して新型コロナウイルスが終息するまで、隔離施設を
ぜひお願いしますと、医療体制、医療崩壊の危機を　　　
　協力を求めるべきではないかと。他の都道府県もそ
ういった努力はあるんですよ。沖縄県のこの努力とい
うのが今まだ見えない状況なものですから、たまたま
豊見城の新しい施設に移り空くものですから。あの施
設は震度６以上の地震がない限り崩れることがありま
せんので、ぜひ検討していただけないですか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　旧南部病院につき
まして、新型コロナ感染症の第２波に備えた対策とし
て、医療機関等として活用できるかどうかというとこ
ろについては、今私ども職員のほうで病院関係者との
意見交換を行っているところでございます。施設につ
いては、非常に有効だと考えておりますけれども、運
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用に当たっては医療従事者の確保等についての課題も
ございます。ですので第２波、第３波に備えては病床
確保計画を今立てることになっておりまして、その協
議会の中でも御意見を頂戴してまいりたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　御意見の中で担当統括監や、担当課
にも伝えて医師会関係者からもその意見が出ていると
提言されていると思うんですけれども、その声は届い
ていますか部長に。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　その状況は聞いて
おりまして、そういうこともありまして、私ども職員
が関係者と意見交換をしているというところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　ぜひコロナが終息、第２波、第３波
の最悪を想定して早く友愛会の施設を借りて県民を安
心させてほしいんですよ。慎重過ぎてもう遅いんです
よ。ぜひ早い体制、スピード感を持って。担当副知事、
期待しているんですけれどもその意気込みはあります
か。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　ただいま保健医療部長か
らもありましたように、県としては、第２波、第３波
に備えまして新たな病床確保について今医療関係機関
と鋭意調整を行っているところです。７月末までには
その計画をまとめ上げたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　ぜひ、友愛会の施設、旧南部病院を
活用してください。民家から離れていますのでいい場
所で必要な施設だと思っているので、県民の命を守っ
てほしいということを強く、強く申入れをいたします。
　続きまして、中川京貴議員が質問した１、政治姿勢
の(11)、中国海警局公船が尖閣周辺の我が国領海への
侵入について質問します。
　知事、県民を誰ひとり取り残さないという言葉の中
身を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　非常に大きな捉え方を必要
とする概念ではありますが、より弱い方々、より生活
困窮されている方々、あるいは社会と少し隔絶されて
いる方々、そういう方々誰一人であっても必ずお一人
の尊厳ある人間として社会に参加をしていただき、そ
して生きがいのある人生を全うしていただきたい。そ
のために私たち行政ができることを一生懸命頑張って

いきたい。端的に言うとそういう表現であろうと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　それを期待して質問します。
　尖閣諸島は日本の領土であり沖縄の領土であります
ね、確認します。
　２点目、知事はウチナーンチュとして県益を守る、
ウミンチュの生活を守る責任はありますか、伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　尖閣諸島につきましては、我が国固有の領土である
というのが日本政府の公式見解であり、沖縄県として
も同様に考えております。
○新垣　　新君　なぜ中国に侵略行為を抗議しない
のか。知事は中国に対して抗議しないのか。
　まだ言ってない、ごめんなさい。
　知事はウチナーンチュとして県益を守る……
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時３分休憩
　　　午後０時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　新垣　新君。
○新垣　　新君　すみません、慌てて。時間がなくて。
　知事はウチナーンチュとして県益を守る、ウチナー
ンチュの生活を守る責任はありますか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　はい、そのように自覚して
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　知事、なぜ中国の尖閣諸島における
侵略行為を知事は中国に対して抗議しないんですか伺
います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　沖縄県としましては、
尖閣諸島問題について我が国の領土に関わる問題であ
ることから、担当大臣に来沖の機会があるたびに要請
を行っており、昨年６月には外務大臣に、９月には沖
縄担当大臣に対して尖閣諸島が歴史的にも国際法上も
日本固有の領土であることを国際社会に明確に示すこ
と、冷静かつ平和的な外交によって中国との関係改善
を図ること、同諸島周辺の領海、排他的経済水域にお
ける安全確保等について、関係国の動きを注視しなが
ら適切に対応することなどを要請してきたところでご
ざいます。
　政府におかれましては、領海侵入事案が発生した際
には、海上保安庁が現場において中国公船に退去要求
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を行うとともに、政府が外交ルートを通じて中国政府
に対し厳重に抗議し、即時の退去及び再発防止を求め
るなど厳正に対処しているものと理解しております。
○新垣　　新君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時４分休憩
　　　午後０時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　沖縄県といたしまして
は、中国と長い交流の歴史を持つ県といたしまして、
尖閣諸島が我が国固有の領土であるという認識を持ち
つつ、これまで築いた友好関係を生かし沖縄ならでは
の交流を推進することが重要であると考えておりま
す。
○新垣　　新君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時５分休憩
　　　午後０時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　尖閣諸島問題につきましては、我が国の領土、主権
に関わる問題であることから国において適切に対応し
ているものというふうに理解しております。この件に
関しまして、同じく領有問題がございます島根県や北
海道に確認をいたしましたけれども、島根県に確認し
たところ領土問題は政府間の問題であり、直接韓国政
府に対して抗議は行ったことはないということでござ
いました。北海道においても領土という国の主権に関
わる外交上の問題であり、返還要求は国が主体となっ
て推進すべきであるとしており、領土に関しロシア政
府に抗議を行ったことはないということでございまし
た。
　沖縄県としては、尖閣諸島に関する日本政府の見解
を支持するものであり、尖閣諸島問題をめぐる問題に
つきましては、平和的な外交を通じて一日も早い解決
が図られるよう日本、中国両政府に全力を尽くしても
らいたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時６分休憩
　　　午後０時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　沖縄県としましては、

中国政府に対して直接抗議を行うということではなく
て我が国の領土に関わる問題でありますので、日本政
府に対して先ほども申し上げたとおりの要請を引き続
き行ってまいりたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　もう時間がありませんので。情けな
い対応ですね。知事、中国は沖縄の漁民も脅かして追
尾をして、海底鉱物も盗んで、サンゴも盗んで、それ
でも抗議しない。県民の県益も侵されてウミンチュの
生活も侵されて、県民を失望させないでほしいんです
よ。知事の誰ひとり取り残さない社会は、取り残して
いるじゃないですか。知事のリーダーシップを期待し
たいんですよ。知事答えてください。行きましょうよ
中国に。行ってくださいよ。県民は高く評価しますよ。
どうですか知事、答弁を求めます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど来、公室長がしっか
りと答弁をさせていただいていると思いますけれど
も、私から改めて、沖縄県は尖閣諸島をめぐる問題
については、大臣の来沖の機会があるごとに日本政府
に要請を行っており、令和元年６月に外務大臣に対し
て、９月には沖縄担当大臣に対し、それから防衛大臣
に対して、まず１つ、尖閣諸島が歴史的に国際法上も
日本固有の領土であることを国際社会へ明確にするこ
と、１つ、冷静かつ平和的な外交によって中国との関
係改善を図ること、１つ、同諸島周辺の領海、排他的
経済水域における安全確保等について関係国の動きを
注視しながら適切に対応すること等について適宜要望
を行っております。
　それからこれも先ほど公室長が答弁をしております
が、尖閣諸島が我が国の固有の領土であるという認識
をしっかり持ちつつも、琉球・沖縄はこれまでに築い
た長い歴史と友好関係を生かして、文化経済交流など
様々なチャンネルをつくり、対話を求めながら、沖縄
ならではの交流を推進することが重要であると私は考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣　新君。
○新垣　　新君　全く、私は保守ですから、知事と私
と見解の違い、私が聞いている県民の声と見解の違い
があります。知事はもう県民を取り残していると言わ
ざるを得ません。宮古・八重山の方々は本当に悲しさ
を覚えて失望していると思います、この答弁。ぜひ今
後中国への抗議を強く求めて、知事のリーダーシップ
を期待したいということで終わらせていただきます。
　答弁ありがとうございました。
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○議長（赤嶺　昇君）　この際、申し上げます。
　土木建築部長から発言訂正の申出がありました件に
つきましては、後刻、記録を調査の上、議長において
適切な措置を講ずることにいたします。
　さらに先ほど新垣新議員の質問に対して、当局から
壮大な計画という発言についても、今後議員に対す
る発言については……（「侮辱だよ」と呼ぶ者あり）　
注意してもらうようにお願い申し上げます。
　休憩いたします。
　　　午後０時11分休憩
　　　午後１時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長から発言の申出がありますので、これ
を許可します。
　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　午後の本会議の前
に、新型コロナウイルス感染症患者の発生状況につい
て御報告いたします。
　昨日、本会議の前に、中部保健所管内で１名の感染
症患者が発生したことを御報告いたしましたが、その
後、本会議終了後に、石垣市から１名の患者発生届が
ありましたので、県のコロナ対策本部終了後に公表し
たところです。
　また、本日、新たに１名の発生がありますので、こ
の２件について御報告いたします。
　まず昨日、夜に入った情報でございます。
　石垣市在住の50代、女性。７月４日に症状が出現
しまして、８日に抗原検査において陽性を確認してお
ります。現在、感染症指定医療機関に入院中でござい
まして、鹿児島県への渡航歴がございます。その他行
動歴等につきましては、保健所において調査中です。
　それから、本日発生ということとなります事例につ
きましては、東京在住の20代、女性。７月３日に症
状が出現しまして、４日に受診、８日遅くに陽性を確
認したというところでございます。現在、感染症指定
医療機関に入院を調整中でございます。患者の行動歴、
接触歴等につきましても管轄の保健所において調査中
でございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長から発言の申出が
ありますので、これを許可します。
　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　引き続き、在沖海兵隊
からのコロナ陽性患者確認に関する連絡が、海兵隊政

務外交部から本日午前９時40分にございましたので
報告いたします。
　昨夜８日に、キャンプ・ハンセンで数人にコロナ陽
性反応が確認をされた。感染者は同じ部署に所属して
いる者もいるが、全員同じ部署というわけではない。
現在感染ルートを追跡中である。感染者は既に確認さ
れており、接触者も管理が行われている。キャンプ・
ハンセンでは、感染が確認されてから今朝まで、屋内
退避が行われていたが、９時10分頃にそれが解除さ
れた。また、普天間で再度１名の感染が確認された。
先日、感染が確認された者と同じ組織で働いている者
で、既に隔離が行われたと。
　以上、御報告いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　午前に引き続き質問及び質疑
を行います。
　下地康教君。
　　　〔下地康教君登壇〕
○下地　康教君　皆さん、こんにちは。
　宮古地区から選出されました、会派沖縄・自民党の
下地康教でございます。
　九州地方を含め、西日本を襲った集中豪雨では、現
在、62名の方がお亡くなりになり、行方不明者17名
という大災害が発生しております。お亡くなりになら
れた方々の御冥福をお祈りするとともに、家族や関係
者の方々に対してお見舞いを申し上げたいと思いま
す。
　本県を含め、我が国においては地球温暖化の影響か
ら、異常気象による線状降水帯での集中豪雨や大規模
地震などの自然災害に度々見舞われております。
　そこで、県民・国民生活の安全・安心を確保するた
めに、ハード面の社会資本整備と併せて、ソフト面の
地域におけるハザードマップの作成や、防災訓練など
による日頃からの防災準備が必要となっているところ
でございます。
　また、新型コロナウイルス感染症問題においては、
医療現場や介護現場で昼夜を問わずに御奮闘なされて
いる医療・介護従事者の皆様方の御苦労に敬意を表す
るとともに、深く感謝を申し上げたいと思います。
　また、県内においても69日ぶりに中部、石垣と新
型コロナ感染者が発生しております。県が設定した警
戒レベル第１段階に入っております。また、普天間基
地で軍属５人に感染者が確認されているところでござ
いまして、ますます緊張感を持ってコロナ対策に臨ま
なければならないところでございます。
　さて、私は今回の県議会議員選挙、宮古地区におい
て離島振興を第一に掲げ、離島の振興なしに沖縄の発
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展はないというふうに訴えてきました。また、新型コ
ロナウイルス感染防止対策では、離島におけるウイズ・
コロナ、アフター・コロナの支援の充実を図ることを
併せて訴えてまいりました。
　そこでそれらのことを踏まえながら、通告に従って
一般質問を行っていきますので、当局におかれまして
は誠意を持って、県民の皆様方に分かりやすい御答弁
をお願いしたいというふうに思っております。
　まず第１に、新型コロナ感染防止に関する質問でご
ざいます。
　(1)、先島地区におけるＴＡＣＯ設置に関するもの
で、沖縄県は新型コロナウイルス感染拡大を防止する
ために、那覇空港に旅行者専用相談センター、通称Ｔ
ＡＣＯを設置しています。このシステムについての説
明を求めます。
　また、宮古空港や下地島空港、石垣空港においても
東京からの直行便が再開をしております。現在も感染
者が増え続ける東京からの人の流れがあるにもかかわ
らず、宮古空港や石垣空港にＴＡＣＯの設置がされて
おりません。設置する計画があるとすれば、いつまで
に設置する予定であるか伺いたい。
　(2)、沖縄県地域防災計画では、激甚な災害が発生
したときに必要と認められる場合は、防災本部長であ
る知事が指名した要員によって当該災害地に現地災害
対策本部を設置し、情報の迅速な収集・伝達及び被災
地の実情を踏まえた迅速かつ的確な対策を行うことが
できるというふうにあります。地方は、コロナ禍問題
で深刻な経済的打撃を被り、甚大な被害を受けており
ます。医療体制が脆弱な離島において、行政や医療関
係機関などと連携や情報の共有を図るために、出先機
関において現地対策本部を設置する必要があると考え
ますが、知事はどのように考えているのか伺いたい。
　次に第２番目、農林水産物流通条件不利性解消事業
についてでございます。
　(1)、宮古地区において紅芋の産地化を進めるため
には、安定した生産・出荷を図る必要があります。そ
のために、県外への販路拡大が大きな鍵を握っており
ます。しかし、本県において紅芋の害虫であるイモゾ
ウムシの根絶が図られていない状況では紅芋は作物と
して県外に出荷することができず、加工しなければ出
荷ができません。
　そこで、県外産地と同一条件で市場競争を勝ち抜く
ために、ぜひとも紅芋加工品を当該農産物品目に加え
ていただきたい。本県における当該事業においては、
農産物の加工品目が対象となっておりません。当局の
説明では加工品を対象品目にすると、際限がないとい

うふうな説明を受けておりますけれども、宮古地区に
おける紅芋の産地化を推進するためには、加工製造が
必要条件であるので、ぜひとも対象品目に加えていた
だきたいというふうに考えています。
　また、奄美群島振興交付金では、加工品も農林水産
物不利性解消事業の品目に加えられているという事例
もございますので、ぜひともそれを実現していただき
たいというふうに思います。
　(2)、カツオと枝豆についても本事業における対象
品目に加えていただきたい。
　カツオは、尖閣諸島付近の優良な漁場から水揚げさ
れる宮古佐良浜地区における代表的な水産物であり、
主力戦略品目であります。ぜひ対象品目に加え、水産
業の安定した発展を図る必要があるというふうに考え
ております。
　また、宮古で生産される枝豆は、粒が大ぶりで甘く、
東京や大阪など大消費地での評価が高く、地元産業の
有望な主力品目であります。安定した生産地の形成を
図るためにも、対象品目に加えていただきたいという
ふうに考えております。
　次に、３つ目でございます。
　過疎地域自立促進特別措置法についてでございま
す。
　この法律は、昭和45年に議員立法で成立をし、以来、
４次にわたり延伸されてきた特別措置法であります。
この法律は、過疎対象地域において過疎対策事業債、
それが適用され、ハード事業からソフト事業まで幅広
く活用可能な事業となっております。事業費に対する
過疎債の充当率は100％、減価償却金の７割が交付税
措置によって返ってくるという財政基盤が弱い自治体
にとっては社会資本整備や、福祉の向上に非常に有効
な制度であり、これまで離島は多くの恩恵を受けてき
た制度であります。それが令和３年３月31日までの
時限立法となっております。
　そこで今後、当該法の更新があるのか、あるとすれ
ばどのような内容になるのか、県当局の見解をお聞き
したい。
　４つ目に、下地島空港を含めた下地島における県有
地の利活用をどのように考えているかお伺いしたい。
　活用の方法、それとそのタイムスケジュールを提示
していただきたいというふうに思います。
　５つ目に、多良間村の農業用水の確保についてでご
ざいます。
　多良間村における国営かんがい排水事業と県の農業
基盤整備計画を伺いたいと思います。
　最後に、我が党の代表質問に関連しての質問をした
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いというふうに思います。
　それでは、答弁をお聞きして再質問をしたいと思い
ます。
　お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時41分休憩
　　　午後１時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　下地康教議員の御質問にお
答えいたします。
　その前にこのたびの初当選、おめでとうございます。
　沖縄振興にとって離島振興は一丁目一番地でありま
す。互いに切磋琢磨して一意専心、その方向で取り組
んでまいりますよう御協力をよろしくお願いいたしま
す。
　では、新型コロナ感染防止問題についての御質問の
中の１の(1)のア、ＴＡＣＯ設置の法的根拠及びこれ
までの経緯についてお答えいたします。
　沖縄県では、県と観光関連団体等で構成する新型コ
ロナウイルスに負けない安全・安心な観光地づくりに
関する対策会議を５月に設置し、県民が安心して旅行
者を迎え入れ、旅行者も安全・安心に沖縄観光を楽し
んでもらうため、医療界の疫学的意見も参考に、旅
行者の受入体制に関する検討を重ね、６月17日に旅
行者の安全・安心アクションプラン沖縄Tour	Style	
With	コロナを官民一体となって取りまとめました。
このプランに基づいて、水際対策等の新型コロナウイ
ルス感染防止の取組を強化するため、６月19日に那
覇空港内に旅行者専用相談センター沖縄、通称ＴＡＣ
Ｏを設置したという次第です。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、新型
コロナ感染防止問題についての(1)のイ、先島地区に
おけるＴＡＣＯの設置時期及び体制についてお答えい
たします。
　先島地区など離島についても水際対策は重要であ
り、特に宮古空港・石垣空港をはじめとする県外から
の直行便を有する離島空港へのＴＡＣＯの設置は早急
に進める必要があると認識しています。現在、地元自
治体や県出先機関と意見交換を進めており、各離島に
おける医療提供体制等に応じた取組を進めてまいりま

す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナ感
染防止問題についての御質問の中の(2)のア、離島に
おける医療体制の確保についてお答えいたします。
　本県における病床の確保数につきましては、第２波
の流行に備え、感染ピーク時の入院患者数の推計を
行ったところであり、各圏域ごとの状況を踏まえた病
床確保計画につきましても７月末までに策定して対応
することとしております。基礎疾患のない軽症者、無
症状者につきましては、宿泊療養施設を設置すること
により医療機関の負担を軽減することとしておりま
す。さらに、入院医療施設のない離島で感染者が発生
した場合、島内での感染拡大を防ぐため、５月上旬に
整理した離島の状況に応じた搬送の流れに基づき、原
則として感染症指定医療機関及び協力医療機関のある
沖縄本島、宮古島または石垣島へ搬送することとして
おります。
　同じく１の(2)のイ、関連機関との連携の構築につ
いてお答えいたします。
　宮古地区においては、これまで新型コロナウイルス
感染症の感染者が発生しておりませんが、患者発生に
備え、４月15日には宮古地方本部の設置と第１回地
方本部会議を開催し、同地区における県関係機関間で
情報の共有を図ったところです。その後、同地方本部
においては６月30日にも会議を開催し、宿泊療養施
設の設置に向けた検討等に取り組んでいるところであ
ります。今後の第２波に備え、地元自治体や地区医師
会との連携も重要であることから、情報共有や意見交
換の場としての活動についても前向きに検討してまい
りたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　２、農林水産物不利
性事業についての御質問の中の(1)、(2)、農林水産物
流通条件不利性解消事業の品目追加についてお答えを
します。２の(1)と２の(2)は関連いたしますので、恐
縮でございますが一括してお答えいたします。
　本事業は、本県が大都市市場から遠隔地に位置する
不利性を解消し、県外出荷量の増加や出荷時期の拡大
を図るため、一括交付金を活用して実施しております。
本事業では、国等との調整を経て、生産拡大及び付加
価値を高めることが期待できる農林水産戦略品目を補
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助対象としており、保存が可能で集約して計画的な出
荷が可能となる加工品は補助の対象となっておりませ
ん。カツオ、枝豆につきましては、関係機関と意見交
換を行いながら、県外出荷実績などを勘案の上、戦略
品目への位置づけ等を総合的に検討してまいります。
　次に５、多良間村の農業用水の確保についての御質
問の中の(1)、国営かんがい排水事業と県の農業基盤
整備状況についてお答えします。
　国営多良間地区の事業化に向けた取組については、
平成28年度から30年度に行われた地域整備方向検討
調査により、事業化の見通しが得られたことから、令
和元年度から４年度まで、技術的・経済的妥当性を検
討するための地区調査を行っております。県は多良間
村と連携し、同村の農業用水確保のためこれまでに７
か所、37万9000トンの貯水池を整備し、カッジョウ
地区ほか17地区において区画整理事業570ヘクター
ル、率にして88.3％の整備を進めてきたところであ
ります。
　県としましては、引き続き国、村及び関係機関と連
携を図りながら農業用水の確保に向け推進してまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　３、過疎地域自立促進特
別措置法についての(1)及び(2)、新たな過疎対策法の
制定に向けた状況について。３の(1)及び３の(2)は関
連しますので恐縮ですが一括してお答えいたします。
　いわゆる過疎法は、これまでも議員立法により制定
されてきた時限的特別措置法であります。現行法は、
令和３年３月31日で期限を迎えることから、これま
で、自民党の過疎対策特別委員会等において、新法の
理念や過疎地域の指定要件、支援措置の内容等につい
て検討が行われてきているほか、総務省の過疎問題懇
談会においても、今後の過疎対策の在り方について議
論が進められてきたところです。本年３月には、自民
党から今後の過疎対策の方向性についての素案が公表
され、今後、新たな過疎対策法の制定に向けて取り組
んでいくことが示されたところです。
　同じく３の(3)、新たな過疎対策法の制定に向けた
県の対応についてお答えいたします。
　本年３月に自民党から公表された新法の素案に基づ
き試算したところ、現行の過疎市町村18団体のうち、
多くの団体が新法の適用から外れる可能性がありま
す。本県の過疎市町村は、他県に比べても財政基盤が
脆弱なところが多いため、過疎対策事業債など財政上

極めて有利な制度が活用できるよう、今後も新法の適
用が必要であると考えております。県では、昨年度か
ら県内過疎市町村と協議を重ね、要請活動を行ってお
りますが、現行の過疎市町村が継続して指定されるよ
う、過疎市町村と連携して、引き続き国に働きかけて
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　４、下地島空港の利
活用についての(1)、利活用事業の状況と今後の計画
についてお答えいたします。
　第１期の利活用事業である、三菱地所株式会社が実
施する国際線等旅客施設は、平成31年３月に供用を
開始しており、株式会社ＦＳＯが実施する航空パイ
ロット養成事業は、令和元年５月に事業を開始してお
ります。また、平成29年度に第２期事業提案を公募し、
平成30年３月にリゾート関連、航空機関連、航空人
材育成関連等の事業を利活用候補事業として選定して
おります。現在、提案者と条件協議を行っているとこ
ろであり、早期の基本合意書締結を目指しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　まず、新型コロナウイルスの感染防
止に要するＴＡＣＯの設置問題でございます。
　このＴＡＣＯは、いろいろ話を聞きますと、沖縄県
や那覇市の医師会をはじめとして医療関係機関との調
整を重ねて、努力をしてこのシステムができたという
ふうに聞いております。
　県としては、那覇空港での実施状況、経過を見て、
先島地区にその設置を検討するというふうな声も聞こ
えておりますけれども、対応が遅いというふうに思い
ます。どういうふうにしてスピーディーに、離島にＴ
ＡＣＯを設置をするかということを地元の関係機関と
しっかりと協議をして、それを進めていきたいという
ふうに思います。地元の関係機関とはどのように協議、
また話合いがなされているか、それをお聞きしたい。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　議員おっしゃったように、那覇空港に限らず宮古、
石垣など直行便のある空港において、新型コロナウイ
ルスの感染症防止対策、いわゆる水際対策というのは
大変重要な課題であるというふうに認識をしておりま
す。ということで、先週から地元に担当者が伺いまし
て、県の出先機関もそうですし、石垣市、宮古島市な
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どと調整を重ねておりまして、那覇空港のＴＡＣＯを
原則としながらも地元の医療体制等の実情に踏まえ
て、どういった体制が望ましいのか調整を重ねており
ます。
　その中で、現時点ではサーモグラフィーで発熱が検
知された方をどういう形で　　　　例えば、看護師などが
問診をし、そしてＰＣＲ検査につなげていくかという、
その運営機関等をどうするかといったようなことを今
現在、調整をしているところでございます。そういっ
たことが見えてくればある程度設置時期というのも明
示できるかと思っておりますので、いずれにしてもス
ピード感を持って今現在対応をしているところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　これはまず県が、那覇市と那覇市の
医療機関と調整をした段階において、先島地区におけ
る医師を含めた医療関係者、そういった方々も一緒に
なってその那覇空港に設置をする議論の中に含めてそ
れを進めるべきだったんではないんですか。それが一
番大事だと思いますよ。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　おっしゃ
るとおり、医療界も含めて意見として頂きながら進め
てきたわけですけれども、加えてこのＴＡＣＯという
感染防止のための水際対策を講じるといったそういっ
た設置というものが、何しろ初めてのことでございま
したので、まずは運用をしてみて、それがある程度成
功するかどうかというのも未知数でございましたの
で、そういったことでまずは那覇空港でやってみて軌
道に乗るかということを確認したということでござい
ます。
　それで２週間程度たちましたので、これである程度
いけるというようなこともございまして、先週から宮
古・石垣を訪問させていただいて、前向きに進めてい
こうということで、今準備を進めているところでござ
います。
　どうか御理解いただきたいというふうに思います。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　これは離島の脆弱な医療機関を
しっかり県の皆様方が認識してもらわないといけない
んです。つまり、県がやって、それを　　　　確かに条例
では決められてはいませんよ、これは。確かに県は、
冒険をしてやっていると思います。しかしながら、医
療機関としっかり協議をして、今そこにたどり着いて
いるわけですよ。そのときになぜ離島を外したのかと
いうことなんです。最初から離島を入れて議論をすべ

きなんですよ。だから遅れているんです。それをしっ
かりやっていただきたい。だからそういう考えを持っ
て、離島が取り残されているというふうに思われるん
です。そういったところは県の皆様方はしっかり肝に
銘じて、初動からやっていただきたいというふうに
思っております。
　ＴＡＣＯに関してはもう関係者の方々が一生懸命
やっているという努力はよく存じております。それを
しっかりやっていただきたいというふうに思っており
ます。
　それともう一つ、コロナ感染防止に関する問題なん
ですけれども、私が現地の医療機関にヒアリングを
行ったところ、これは地元医師会の医師から宮古島市
も含めて行政、県の出先機関、それと医療関係機関、
医師会、歯科医師会、それと宮古病院、そういった関
係機関の方々が一堂に集まって議論をするような場が
ないというふうに聞いているんですけれども、県はど
う考えていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほど答弁申し上
げましたとおり、コロナウイルス感染症に関しまして
は新型インフルエンザ行動計画というのがございまし
て、その体制でもって今、体制づくりをしているとこ
ろでございます。県の本部の下に地方本部というのが
ありまして、宮古地方本部も立ち上がっております。
ただ、この立てつけでいきますと、県の機関間の集ま
りということになっておりますので、議員おっしゃる
とおり市町村それから医師会、医療機関の皆様方と一
緒に話し合う場というのを今後設定したいというふう
に考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　新型インフルエンザ等対策本部と
いうのは、条例で決まっているんですよ。今、コロナ
に関する条例をつくろうとしていると思いますけれど
も、そのインフルエンザ対策本部の中で、宮古地方本
部という項目があるんですよ、最初から。なぜそれが
今なんですかと。それは最初からやるべきでしょうと
いうことなんです。それで、その宮古地方本部の内容
というのは、宮古保健所内にあって、その要綱による
と、災害時に医療衛生班の事務を担って、管内の災害
対策の窓口として県　　　　宮古事務所ですよ　　　　などと
連絡・調整並びに医療関係施設及び福祉施設の被害調
査を行うというふうになっているんですよ。それやっ
ているのかという話なんですね。それを恐らくしっか
りと、この宮古全体の医療機関、それと行政機関、宮
古病院も含めてそれを網羅したその対策本部が機能し
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ていないから情報の共有ができていないというところ
なんですよ。
　それどう思いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほど申し上げま
した、４月15日には宮古地方本部というのを立ち上
げております。この宮古地方本部といいますのは、イ
ンフルエンザ等感染症対策の特別措置法に基づく行動
計画に基づいてつくられているものでございます。こ
れにつきましては、県の出先機関で構成メンバーとさ
れておりますので、これについて市町村や医師会等に
ついても今後は一緒に情報共有できるような形でその
場を設けていきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　下地康教君。
○下地　康教君　要するに今回の新型コロナに関し
ては、従来のインフルエンザに関する条例、決まり事
がないので、大変動きづらいというところになってい
ると思うんですけれども、最初私が申し上げました、
やはり災害というふうに考えて、この災害対策本部と
いう考え方でそういう甚大な被害も発生していますか
ら、　　　　被害といいますか経済的な危機が、それをしっ
かりと捉えて、県の出先機関がリーダーシップを取っ
て、しっかりと離島における対策を取っていただきた
いというふうに思っております。スピーディーに動い
て、スピーディーにまた情報を共有するようにお願い
したいというふうに思います。
　次は、農林水産物の流通不利性事業に関してですけ
れども、これは不利性の対象品目にするというのは、
農林水産部の中で決めていることだというふうに私は
理解しているんですね。言葉を換えれば、農林水産部
の中でしっかりと要件を満たしていけば、その品目に
当たるというふうに考えています。なので、その品目
に当てはめる場合はいろんな条件があると思っており
ます。その当該事業における戦略品目というのは、農
林水産物の市場競争力の強化により、生産拡大及び付
加価値を高めることが理解できる品目とあって、拠点
産地というものは組織力を持ち、定時・定量の規則で
やっていくということです。そういう意味では、地元
と協力をしてその辺をしっかりとやっていただきたい
というふうに思っております。
　以上です。
　どうもありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　久しぶりに帰ってきましたので、お
手柔らかによろしくお願いします。
　皆さんは新聞だとか、いろいろにぎわせている問題

をここでやっておられますけれども、僕はあまり日の
当たらないところばかりを行こうと思ってますから、
ぜひ誠意のある御答弁をお願いをしたいと思います。
　まず沖縄伝統文化の象徴、赤瓦について。
　その赤瓦施工については、現在資格制度があるのか
どうかをお伺いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　赤瓦施工の資格制度についてですけれども、沖縄県
では本県特有の職業技能の継承発展を促進し、労働者
の雇用の安定及び関連産業の活性化を図るため、平成
19年３月に技能評価認定制度を創設し、沖縄県琉球
赤瓦漆喰施工協同組合が実施する琉球赤瓦施工の技能
評価試験について、認定しているところでございます。
技能評価試験につきましては、２種類の作業がありま
して、これまでに瓦ぶき作業で19人、それからしっ
くい塗り作業で26人が合格しております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　まとめて後で総括したいと思うん
ですけれども、この赤瓦についての今後の基本的な考
え方を教えていただけませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　沖縄赤瓦は、沖縄に古くから伝わる伝統的な瓦でご
ざいまして、18世紀頃から普及し、首里城正殿にも
使用されるなど、沖縄を象徴する瓦であります。また、
令和２年４月に策定されました首里城復興基本方針に
おいては、赤瓦について、関係機関等と連携し、原料
の調達や調査研究、仕様・品質管理の確立に取り組む
こととしております。国の首里城復元に向けた基本的
な方針におきましても、沖縄独特の赤瓦の製造等につ
いて、県内に蓄積、継承されている伝統技術を活用す
るための支援を行うとされております。
　こうしたことを踏まえまして、県としましては、国
や関係機関等と連携し、赤瓦の製造等について支援を
行ってまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　皆さんはこれを推進する立場で
やっておられるんですか、そうじゃないのか、そこの
ところを明確に。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　繰り返しになります
けれども、推進する立場で取り組んでおります。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　私は19年のその制度の設立に関
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わった一人ですよ。ですからこのことについて物すご
く思い入れが強いんです。
　それで、皆さんに聞きたいんですけど、これ昔職業
訓練校の中に赤瓦の学科がありましたね、今あります
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時11分休憩
　　　午後２時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　議員御指摘のとおり、
職能校に施工の学科があったというふうに記憶してお
ります。ただ、いつ頃廃止になったかというのはちょっ
と資料は持ち合わせがございません。あったことは確
かでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　なくなった日は聞いてませんよ。た
だこれ、まだ６年、７年ぐらいだと思います。これは、
ハローワークを通さないとそこの学校に入れなかった
んですよ。何で受験する者が直接そこにお願いをして
入れないってありますかというような話だったんです
これは。皆さんは推進って言ってるんですね。僕が頭
悪いのかどうか分からないんだけれども、推進ってい
うことは前に進めるっていうことですよね。だけど学
科はなくす。これって矛盾しませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　私が先ほど推進するという答弁をいたしましたの
は、琉球赤瓦に関しましては、施工技能評価試験制度
というものをつくっておりまして、そういった試験を
通して技能者の育成ですとかそういったものを推進し
ているということで答弁いたしました。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　ということは、これから沖縄の赤瓦
を今後も進めていくっていうことではなくて、技術者
をつくるっていうことだけの推進なんですね。ここだ
けははっきりさせておきたいんですけれども、これ今
26名のしっくいだとか、その瓦を貼るのが18名だと
か19名だとか言ってますけど、今から皆さんは　　　　
残念ながら去年、首里城が焼け落ちて、今から貼るん
でしょう。この免許を持ってなくてもこれは屋根に上
がって作業ができるんですね。そうなんですよね、ど
うなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時14分休憩
　　　午後２時15分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県が発注する工事につきましては、有資格者を配置
するようにということで仕様書のほうに定めておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　それはうそだよ。それは前まではそ
うだった。今はもうそれ書かれてない。確認をしまし
た。知事、どう思いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時16分休憩
　　　午後２時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　今、私ちょっと古い仕様書を持っておりまして、最
新のものではないんですけれども、その中に県産瓦ぶ
きというところがございまして、その中に例えばその
瓦は沖縄県産の赤瓦とするということですとか、沖縄
県技能評価認定制度に基づく琉球赤瓦施工技能評価試
験の瓦ぶき作業及びしっくい塗り作業に合格した者を
適用する作業中において次の条件で配置し、自ら施工
するとともに他の技能者に対して施工技術の向上を図
るための作業指導を行うというふうに記載されており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これ、もう一回よく調べてみてくだ
さいね。だんだんだんだん悪くなっていっているんで
すよ。瓦施工ができるのは、今60名程度しかいない。
ましてや発注は瓦をつくってる会社に発注してそこが
施工人を雇って貼らせている。こんな公共工事ってあ
りますか。そこは次の議論できちっとやりますから、
勉強していてください。
　次に、沖縄の道路について伺います。
　沖縄の道路の現状と所見を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　本県の道路は、戦後復興において適切な都市計画が
実施されないまま市街化が進展したことから、非効率
な道路網の配置が課題となっております。また、鉄道
などの基幹的な公共交通システムがなく、陸上交通の
ほとんどを自動車に依存しており、那覇市内の平日混
雑時の平均旅行速度は約16キロメートルと全国最低
の水準となっている状況にあります。さらに、道路改
良の伸びに対して自動車保有台数の伸びが大きいこと
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から、自動車台数当たりの道路延長は、全国平均の約
５割程度と低い状況にあります。このようなことか
ら、なお一層の体系的な道路整備が必要と考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　そのとおりですね。平成23年、こ
のときの自動車の全体保有台数が101万ですよ。101
万台。今現在、115万ですよ。この10年でこれだけ
増えてるんです、10万台。この状況に合わせて皆さ
んがその計画を立てているのか、部長の周辺にいる
皆さんは観光1000万人にするって今までやってきた。
これはその道路とかみ合っているんですか。かみ合っ
ていないんだよ。1000万なんてほとんどがレンタカー
だよ。レンタカーでやっていて、それで115万台まで
来る。道路整備は追いつかない。これ振興策がかみ合っ
てないっていうことじゃないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　自動車保有台数につ
きましては、確かに復帰時の約18万台から現在115万
台と大幅に約６倍以上増加している状況にあります。
このようなことから、国と県が連携しまして体系的な
道路網の整備として２環状、７放射道路の整備や、国
道58号、沖縄自動車道及び国道329号の３本の南北
軸を東西に連結するハシゴ道路ネットワークの整備を
国と連携して推進しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　はしごっていうのは、縦の柱から
横に線があるからはしごって言うんだよ。横の線があ
りますか。そこを言ってるんですよ。例えば部長はど
こにいらっしゃるか分からないけれども、宜野湾の真
栄原から大謝名までずっとほったらかされている。あ
そこの立て看板に何て書いてるか。歩いて５分、車
で10分って書いてるよ。こんな道路だよ。これ、交
通センサスで何台になっていますか今。直近で27年、
これ。部長のところに交通センサスがあるでしょう。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時21分休憩
　　　午後２時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　県道34号線、我如古
交差点から国道58号向けの部分でございますが、今、
日当たり１万9280台となってございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　僕が統計課からもらったこのセン
サスでは、24時間当たりが３万772ですよ、３万

772。国道58号が６万7000です。いいですか、６万
7000っていうのは、３車線あって６万7000ですよ。
これ片側１車線ですよ。ということはこの道路がどん
なに混んでるか。これは多分、土木の皆さんだったら
分かってるはずだ。いつまで目をつぶるんですか、こ
れを。やる気があるかどうかその意気込みをちょっと
聞いてみたいと思うんですが、どうぞ。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　宜野湾市内の交通渋
滞、非常に厳しいものがあるというのは承知しており
ます。中南部都市圏では米軍基地がございまして、そ
の米軍基地が計画的な道路整備がかなわない状態にし
てございます。市街地周辺の米軍基地及び市街地周辺
で交通渋滞が発生しているということでございまし
て、中南部都市圏の渋滞緩和のために今現在、沖縄地
方渋滞対策推進協議会を開いております。中長期の道
路ネットワークの整備を鋭意行っておりますが、それ
と併せて短期的な対策としまして、右折帯の設置や、
公安委員会との調整による信号現示の変更などの渋滞
ボトルネック対策にも取り組んでいるところでござい
ます。
　いずれにしましても抜本的な渋滞対策としまして
は、やはり先ほど答弁いたしました２環状７放射道路
ですとか、ハシゴ道路ネットワーク、しっかり構築す
る必要があるというふうに考えておりますので、国と
連携しながらしっかり整備を推進していきたいと考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　しっかりやってください。宜野湾
市は昭和47年、この年に４万9000なんです、人口が。
今10万を超えたんです。もう新聞報道で御存じだと
思うんだけれども、そうすると、1900ヘクタールし
かない宜野湾市は、４分の１の480ヘクタールを普天
間飛行場に取られ、あと４分の３、これキャンプ瑞慶
覧まで入れると全部で３分の１基地に取られてるんで
す。その中に10万人いるんです。５万人が10万人に
なると密度も高くなる。１世帯に２台車を持ってると
なったら何台になるんですか、一体。おまけに今の顕
著なこの人口の増え方、中部だけで50万人いるんで
すよ。中部は基地で邪魔され、人口増加もする。そう
いう状況の中でもっと集中的に道路を造るべきではな
いんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　宜野湾市内の交通渋
滞、今先ほど言いました渋滞対策推進協議会におい
ても、主要渋滞箇所として牧港交差点など16か所が
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特定されております。先ほど答弁しました短期的な対
策も行いながらその渋滞箇所の特定解除に向けて取り
組んでいるところでございますが、やはり長期的な視
点での道路整備も必要だというふうに考えておりまし
て、宜野湾市内で言いますと、普天間飛行場の返還後
に中南部を縦貫する道路、あと宜野湾横断道路、中部
横断道路という基地内を通る道路の計画もございま
す。そういったことと併せて今できる限りの整備を
しっかり推進していきたいと。体系的な道路網の整備
を推進していきたいと考えているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　普天間飛行場跡に中部縦貫道路計
画があるっていうのは僕は20年前から聞いてますよ、
それは。みんな知ってる。こんな状況で道路行政をや
るってなるとこれ県民をばかにしてるよ。皆さん中長
期的にって言うけれども、西普天間に何ができるんで
すか。何年後に完成するんですか、病院は。５年後に
は完成するんですよ。またそこが渋滞をする。僕は４
年前だったか、５年前、前期のときに、あの普天間交
差点から北中まで道路を貫通させて、北中インターが
そのまま真っすぐ普天間に出られるようにしろという
話もして、皆さん調査も入れたはずだよ。あの調査ど
うなった。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時28分休憩
　　　午後２時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　呉屋議員、御指摘、
御提案の北中インターチェンジと宜野湾北中城線を結
ぶ道路の整備ということで、県は調査を入れておりま
す。平成28年度に調査を入れまして、３つの案で検
討を重ねたというところでございます。北中城イン
ターチェンジの部分にはかなりの　　　　真っすぐ道路を
延ばすとなると非常に高低差がございます。また、普
天間の集落、普天間小学校、普天間高校裏の集落部分
を通過するというような計画図にもなってございまし
て、かなり事業費がかかり、予備設計でございますが、
計画を立てることができなかったということでござい
ます。その費用対効果等を勘案しますと、その事業化
というのはなかなか難しいところがあると考えている
ところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　難しいところのツケはどこに行く
んですか。今でもあの北中出たら、右も左も渋滞です

よ。あそこに病院つくって救急車が行くんでしょう。
これで費用対効果の話をするの。徹底的にやりますよ。
費用対効果がかかるから人の命はどうでもいいって話
ですか。僕はこういうような考え方では駄目だと思い
ます。とにかくこれ、今日は選挙終わったばかりであっ
ちこっちから陳情ももらってるので、やらないわけ
にもいかないし、60になると怒りっぽくもなるしね。
よろしくお願いします。
　次に行きたいと思います。
　過疎地域生活インフラの整備について伺います。
　地デジの放送開始23年でしたけれども、全戸に届
いてるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　地上デジタル放送の受信
環境整備について、国は平成27年３月末までに全国
的に対策を完了したとしております。一方で県内では
共同受信施設の老朽化に伴う難視聴発生等も見られる
ことから、その原因に応じた対策がなされるよう関係
機関と連携を図っていきたいと考えているところで
す。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　僕は月に１回、安田に行ってます
よ。部長分かってると思うけど、安田の皆さんテレビ
組合っていうのに入ってるんだよ。電波が飛ばないん
だと。知事は元３区でしょう。あの地域でしょう。光
ケーブルでお家にテレビを引いてるんだよ。あそこは
新たに引くのに６万かかるんですよ。それで毎月毎月
テレビ組合に積立てのお金を払ってる。那覇で普通に
受信できる人たちがいる。あんな過疎地域でお金を積
み立てているところがある。誰も行かない、あそこに
政治家は。俺ぐらいだよ、ばかだから。だけど、この
人たちが本当に苦しい思いをしているっていうのを皆
さん方、誰も分からないんだよ。それどう思う、部長。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　県においては、難視聴地
域等があるか市町村へ照会したり、あるいは総務省の
沖縄総合通信事務所、その情報収集等を行って、状況
の把握に努めているところです。共同受信施設の老朽
化に伴う難視聴が発生していることも承知しておりま
して、これにあっては維持管理の負担も生じておると
いうのも承知しておりますので、地元の要望も踏まえ
ながら全国的な問題でありますので、全国知事会等と
連携して国に支援を要望しているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　3000万入れれば終わりな話だ。そ
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れを全国知事会までまた相談するのか。皆さんのとこ
ろ、企画部の中に、今は地域離島対策ってなってるけ
ど、前は過疎離島対策だったんでしょう。過疎が抜け
てるんだよ。こんな日が当たらないところに日を当て
るのが皆さんの過疎地域対策のはずなのに、こんな状
況で行政やってるの。我々は政治も行政も住民のため
にやるんだよ。全国知事会のためにやるわけじゃない
んだよ。直すところがあれば直せばいい、さっさと。
これ以上やると血管切れそうだけれども。
　北部を中心とする別の質問しますけど、今日は皆さ
んが認識を持っていただければいいと思うよ。テレビ
組合のことを分かったっていうだけで僕はいいと思
う。北部を中心とする世界自然遺産について聞きます
けど、現状について伺うっていうのも(1)から(3)まで
やってありますけれども、一括でいいですからお答え
を頂きたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　国頭村、大宜味村及び東
村の北部３村を含む奄美大島、徳之島、沖縄島北部及
び西表島の世界自然遺産登録につきましては、本年６
月のユネスコ世界遺産委員会において審査される予定
となっておりましたが、新型コロナウイルスの世界的
感染拡大の影響を受け、本年４月に同委員会の開催延
期が決定し、現時点で、新たな開催時期等は未定となっ
ております。
　県としましては、引き続き国等と連携しながら、新
たな開催時期等について情報収集に努め、確実な登録
に向け対応してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　さっき、朝通告もしてありますか
ら、はっきり言いますけど。僕は大宜味でも模合やっ
てるので、大宜味の話をしますけど、あの塩屋に下水
道処理場があるんでしょう。あれ3000万くらいかか
るんだそうだね、村がやって。おまけに大宜味村は普
及率３割だ。世界自然遺産で雨水孔から汚水を垂れ流
してるのが現状だ。３割ってことはそうでしょう。あ
の3000万を　　　　僕らは宜野湾市ですから、下水道料
金を払って県の施設に流せばいい。あそこは自分たち
の村で造って、3000万毎年かけてるんだよ。多少な
りとも交付金で返ってくるにしても、それは浄水と一
緒でしっかりと水をつくってみんなに水を配るのが企
業局の仕事。下水道はしっかりと下水を浄化させるた
めに、それをつくってそこから市町村から引かせる。
なぜあんな田舎でこういうことをやってるのか僕は理
解できない。誰か答えられますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。

　　　午後２時36分休憩
　　　午後２時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　県内における下水道、農
村集落排水施設、漁業集落排水施設及び浄化槽整備に
つきましては、県環境部、土建部、農林水産部それか
ら地元の市町村等で協議をしまして、どのような整備
を進めていくかということで沖縄県下水道等整備構想
計画をつくっております。直近は28年につくってお
りまして、その際に当該市町村の意向等も踏まえてど
のような整備をしていくかというのを決めた上で整備
をしております。今後、令和４年度にはその見直し等
を行う予定になっておりますので、改めて地元の意向
も踏まえて整備の在り方について検討してまいりたい
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　いいですよ。言ってることもよく分
かりますけど、あの結の浜に新しくつくってあるんだ
よね。それでその模合のメンバーに村長も入っていて、
村長は頭抱えてるんだよ。どうするか。だからこうい
うのは本当に財政を圧迫していくから、そこの思いに
立ってどうしてあげればいいのか。あなた方が勝手に
つくってこうしなさいじゃないんだよ。逆に向こう側
に聞いて、これをそこの中に設計に入れていかないと
いけないんじゃないですか。そこをしっかりやってく
ださい。そういうことを思って今日はこの話急いで行
きます。
　もう一つ、問題は提起してありますから、松田さん
分かると思います。しっかりやってください。
　５番、公私連携幼保連携型の認定こども園について。
　同型の認定こども園の現状について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　公私連携
幼保連携型認定こども園は、市町村が運営に関与しつ
つ、民間法人が運営する幼保連携型認定こども園の運
営方式の一つです。県内においては、令和２年４月１
日現在、６市で37園が設置をされております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これ聞いてる人はなかなか分から
ないと思いますから簡単に説明しますと、例えば小学
校の併設幼稚園っていうのがある。これは公務員だ。
ここが障害になってた。僕らは平成13年からずっと
勉強会を市町村議員とやってきたんですけど、20年
前ですよ。そのときは　　　　今の赤嶺議長もそうだけど、
一緒に入って勉強会やってた。その頃に僕らは、この
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費用のかかり過ぎ、幼稚園、これを私立にすべきだと
言ってきた。ところがやっと20年かけてこれが認定
こども園という制度の下で公私連携っていうのは、私
たちが　　　　要するに私人が、いわゆる社会福祉法人が、
学校と一緒、公共と一緒になってそこに連携型つまり
幼稚園も保育園も一緒にそこで預かりましょうってい
うのをつくった。これ、今からもっと増えていきます
よ。ところが、この制度の問題点ってどこにあるんで
すか、名渡山さん分かるでしょう。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　公私連携
幼保連携型認定こども園は運営にかかる経費が、国・
県・市町村で入ったり、施設整備に関する国庫補助制
度が使えたりというような制度上のメリットがある一
方で、課題として上がっておりますのは、そこの法人
に勤める職員の退職共済への補助が対象外となってい
るところであるというふうに認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　認識してるのはいいけどこれはど
うしてるんですか、県は。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　九州各県
保健医療部長会議を通して要望をいたしております。
また、個別にこの公私連携幼保連携型認定こども園が
多い沖縄県としまして、厚生労働省のほうに要請に
行ったところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　もう大宜味村も幼稚園は１つにし
た、国頭村も幼稚園を１つにした。だけどこれは公共
型でやってる。だけど、もう都市型のところは間違い
なくその社会福祉法人がやる、担う。あと200ぐらい
幼稚園がある。これほとんど変わるんじゃないかと
思ってる。こんな状況が積み残しになったら困るんで
す。おまけにこの制度は来年までしかないでしょう。
今、年次的に29年の子育て安心プランでやったもの
が、令和４年度まで、ここまでは見通しついてる。だ
けどこれからまた延びるかどうかも分からない。そう
いうものはしっかりとみんなでスクラム組んで、保守
も革新もないんだから、そこはしっかりやらないとい
けない。そういうことは決意表明をしてすぐにでも動
いてほしいんだけど、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　引き続き
この制度の対象拡大に向けて要望してまいりたいと考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。

○呉屋　　宏君　じゃ、もうこれは最後にしますけ
ど、とにかくこの制度、これは宜野湾から来たわけじゃ
なくて、うるま市の保育課から来てるんだよ。役所が
来てるんですよ、僕のところに。何とかしてくれと。
こんな状況では　　　　多分前に文教厚生委員長やってた
から来てると思うんだけども。それはしっかりやって
いただかないと、この状況では困ります。
　最後になりますけれども、新型コロナウイルス感染
症について。
　新型コロナウイルス感染症と経済活動について。
　現在のＰＣＲ検査の現状について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　それでは、感染症対
策と経済活動の方向性についてお答えいたします。
　県では新型コロナウイルス感染症拡大に対応する経
済対策を切れ目なく実施するため、５月28日に新型
コロナウイルス感染症対策にかかる沖縄県の経済対策
基本方針を策定いたしました。同方針に基づき、これ
まで第１次から第４次の補正予算により、約1000億
円の新型コロナウイルス感染症対策関連予算を確保
し、水際対策の強化や県内事業者の事業継続及び県民
生活の維持に必要な諸事業を実施、または実施するこ
ととしております。今後は落ち込んだ経済活動を段階
的に回復させていくため、第２の波に備えた防疫体制
を構築するとともに、沖縄県の経済対策基本方針に基
づき、経済振興策を着実に実行してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　ＰＣＲ検査、今どうなってるんで
すかって聞いたんですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ＰＣＲ検査の現状
についてお答えいたします。
　県では、検査体制を拡充するために、衛生環境研究
所それから医療機関等に検査機器の整備を行い、１日
当たりの最大行政検査処理能力を当初18名から480
名に拡大したところでございます。今後は、医師会や
県立病院等と連携しまして、県内100か所以上の検体
採取を行うための医療機関を検査協力医療機関として
契約をしまして、唾液検体によるＰＣＲ検査、それか
ら抗原検査の実施体制を拡充したいと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　知事が今日も朝、言っていました
ね。本土からの来県については自粛してくださいと。
たしかそうでしたね、知事。いや、言っていましたよ。
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僕は聞きましたよ。じゃどうすればいいんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県としましては、
第２波、第３波に備えまして、警戒レベルというもの
を７月の初めに策定したところでございます。残念な
がら、昨日新規の感染者が発生しましたので、本部会
議を開催しまして、警戒レベルの第１段階にあるとい
う認識の下、昨日知事のほうからコメントが発出され
たのですが、そのときに県外からいらっしゃった方、
それから県内から県外にいらっしゃる方に当たっては
できるだけ外出を控えるなど、慎重な対応をお願いし
たいという発信をしたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　いいですか。名護で仕事をしている
方が、本土から職員を５名雇ったんだそうです。ＰＣ
Ｒ検査をしてくださいとお願いをしたら、症状が出て
ないからできませんと言われたと、保健所に。この人
たちは10日、自宅じゃなくてアパートにずっといる
んですよ。これ経済活動なんですか。皆さんがＰＣＲ
検査をやってあげればいいじゃないですか。個人持ち
で２万だろうが３万だろうが。できないって言うんだ
から。これは本人が要望して保険対応できないよ、そ
れでもいいんですかっていうんだったら、それはそれ
で、３万だろうが払ったら、５名を10日間寝かせる
よりもそのまま動かしたいんだと言ってるけれども、
自粛してくださいって言われたから、どうにもならな
いんだと。この現状どう思いますか。そう言ってないっ
て言うんだったら僕は本人連れてきて保健所に連れて
いきますよ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時47分休憩
　　　午後２時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　この新型コロナウ
イルスが流行し始めて急増した頃におきましては、確
かに症状がある方を中心にということで、検査体制も
まだ整っておりませんでしたので、そういった状況も
あったかと思います。今後は拡充に向けて今取り組ん
でおりますが、ただし行政検査とか保険診療でやるよ
うな検査におきましては、医療でございますので、そ
ういった縛りはあるかとは思いますけれども、ただ希
望して自費でということでありましたら検査体制を拡
充することによって、自由診療で受けていただくこと
が可能になるように、県としましても、そういう実施
ができる医療機関を増やしていきたいと考えておりま

す。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　そんな難しく言わないで、今できる
の、できないの。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時48分休憩
　　　午後２時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　自由診療という形
であれば今でも可能ではございますが、ただしそれを
受け入れる医療機関が少ないという状況はございます
ので、そこは拡充していきたいということで今取り組
んでいるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　じゃ、先ほどの部長が信じるかど
うかは別として、これは６月の第４月曜日の話です。
まだ感染者が出ていない頃の話。５月１日から出てな
いんですよ。それで６月の末、保健所に聞いたら保健
所は症状が出てない人の検査はできませんって断られ
た。させてもいいけど病院を探してくださいとも言わ
ない。今ここに座っている人たちと現場とでは話が違
う。だから、決めたことについてはちゃんとしたのを
下ろしてください。そうしないからこんな混乱が起こ
るんだよ。経済活動ができないんだ。だから、ここで
ただ話をしているだけじゃなくて、皆さんの考え方を
しっかり下ろしてやっていただきたいなと思ってます
から、よろしくお願いして、ちょうど終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時50分休憩
　　　午後２時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　申し訳ございません。
　先ほど呉屋議員からの質問で赤瓦について推進する
立場かという御質問がございました。
　十分な答弁になっておりませんでしたので、再度そ
の答弁をさせていただきます。
　まず、赤瓦についての普及推進ということですけれ
ども、１つ目の方策として先ほど申し上げた技能評価
認定制度によりまして、職人を育成しているという観
点。それからもう１点は県内企業の優先発注及び県産
品の優先使用基本方針に基づきまして、県が発注する
公共工事において赤瓦を含む県産建築資材の優先使用
を仕様書に明記するほか、優良県産品推奨制度におい
て赤瓦製品の推奨を行うなど、普及促進に努めている
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ということでございます。
　それから沖縄県工業技術センターにおきましては、
赤瓦の評価試験ですとか、沖縄県赤瓦事業協同組合と
協同でクチャ原料の調査などを実施してまいりまし
た。首里城復元に当たっては原料配合、それから焼成
方法の調査研究、品質管理の確立を行うなど、引き続
き赤瓦製造事業所への支援を行っていきたいというふ
うに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
　　　〔小渡良太郎君登壇〕
○小渡　良太郎君　皆さん、こんにちは。
　議席番号は８番ですね。会派沖縄・自民党の小渡良
太郎でございます。
　まずは九州そして長野県、岐阜県を今豪雨が襲って
いるという状況であります。たくさんの被害が出てい
ると。亡くなった方々もいらっしゃるということです
ので、まずはその御冥福と一日も早い復興をこの場を
借りてお祈りを申し上げたいと思います。
　私、今回初当選の県議でございます。政治の現場か
ら離れて４年間、浪人をしていたものですから、この
ような形で質疑、質問をさせていただくのは大分久し
ぶりのことでございます。舌足らずなところもあると
思うんですけれども、ぜひ分かりやすい御答弁を皆様
よろしくお願いいたします。
　それでは通告表に従って、一般質問をさせていただ
きます。
　１番、新型コロナウイルス感染症対策に関してなん
ですが、水際対策、感染拡大防止策、医療体制、経済
対策の４項目について、今までの取組及び現状を確認
した上で、今後の施策や方針について伺うというふう
に書いているんですが、主なもの、取組のその効果と
か、今実際どのような現状にあるかというのをまずお
聞きして、その後今後の施策や方針について伺ってい
きたいと思います。
　２番、交通政策についてですが、先ほど呉屋議員か
らもありましたように、渋滞は僕の沖縄市においても
重大な問題であると。これは、沖縄県どこでもあちこ
ちの道路で毎日渋滞をしていると、朝夕ですね。とい
うのは、恐らく僕が生まれる前からそういう状況って
いうのはずっとあり続けたんではないかというふうに
感じております。渋滞対策について、先ほどの答弁の
中でも様々な話が出てきたんですが、この交通施策の
重要な課題の一つであり、振興を考える上でも重要な
社会課題である、解決しなければならない課題である
慢性的な渋滞の低減及び解消に関して、今までの取組

といいますと膨大になりますから、今までどのような
形でやってきて、今渋滞に関してどのように考えてい
るのか、また今後どのようにやっていくつもりなのか
ということをお伺いさせてください。
　３番、我が党の代表質問との関連に関して、３点お
聞きしたいと思います。
　まず豚熱に関して、県の補償の話が質問、答弁の中
で出ていたと思います。この補償の範囲と考え方につ
いてお伺いをしたいと思います。
　尖閣のことについて、尖閣、先ほど国がしっかりや
るべきだと、抗議等も国の専権事項だから国がやるべ
きだと。県は仲よくしていきたいんだというふうな答
弁がありました。アメリカ軍、米軍等が何か事件・事
故を起こしたときには、県はしっかり抗議をするとい
う形でやっております。尖閣の沖合で、沖縄県民が漁
民の皆様方が追い回されている。中国の海警局だった
り何だったりの船に追い回されているということにつ
いては、抗議をしないと。ちょっと公平公正に欠ける
んじゃないかと思うので、この違いについて、何でア
メリカには抗議するけど中国には言わないのかという
ことを分かりやすく教えていただきたいなと思いま
す。
　ＳＡＣＯの話もございました。答弁等もよく聞いて、
県の見解として辺野古移設はＳＡＣＯ合意の内容とは
違うからそれは除くよと。ただ我々はこのＳＡＣＯ合
意に基づいて統合計画をしっかり進めるんだ、辺野古
以外はというふうな形で理解をしてよろしいのか。も
う一度分かりやすく答弁をお願いいたしたいと思いま
す。
　１回目、以上で終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時57分休憩
　　　午後３時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　小渡良太郎議員の御質問に
お答えいたします。
　まずは初当選、おめでとうございます。お互いに克
己復礼、一生懸命頑張ってまいりましょう。
　１、新型コロナウイルス感染症対策についての御質
問の中の(4)、経済対策等に係るこれまでの取組や現
状及び今後の方針等についてお答えいたします。
　沖縄県では、経済団体等からのヒアリングにより、
県内の幅広い事業者に経済的影響が及んでいることが
確認されたことから、中小企業の資金繰り支援、売上
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げが減少した飲食業及び小売業等への支援金や休業要
請への協力金支給等の緊急的な経済対策を切れ目なく
実施してまいりました。その後、５月１日以降新規感
染者ゼロが続いたことから、６月以降の経済活動の本
格的再始動を見据え、５月28日に沖縄県の経済対策
基本方針を策定しました。この基本方針に基づき、柱
の一つである「安全・安心の島 “沖縄” の構築」では、
県内事業者の感染症対策奨励や公共交通事業者の安全
確保支援等に約270億円、もう一つの柱である「県民
の事業と生活を維持し、将来を先取りした経済の礎を
築く取組」では、県内物流機能の回復や県産品の消費
拡大、国の雇用調整助成金と連動した雇用維持を図る
事業等に約72億円、合計約342億円の第４次補正予算
を計上いたしました。これまでの３次にわたる補正予
算と合わせ、コロナ対策関連予算の合計は、約1000
億円となります。今後もこの基本方針に基づき、経済
振興策を切れ目なく講じることにより、ウイズ・コロ
ナからコロナ・チェンジへ移行する沖縄らしいＳＤＧ
ｓに即した持続可能な自立型経済の確立を目指してま
いります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナウ
イルス感染症対策についての御質問の中の(1)、水際
対策についてお答えいたします。
　第２波に備え感染症の水際対策は重要であると認識
しております。現在、空港や港においては、サーモグ
ラフィーや非接触型体温計による検温が行われており
ますが、発熱を感知された方については、症状や接触
歴、行動歴等を確認し、必要に応じてＰＣＲ検査等に
つなげる仕組みを構築することが重要であると考えて
おります。そのため、検査体制の拡充に引き続き取り
組むこととしております。
　同じく１の(2)、感染拡大防止策についてお答えし
ます。
　県では第２波に備え、厚生労働省が示した患者推計
の方法や県の専門家会議の意見等を踏まえ、警戒レベ
ルの指標を策定し、警戒レベルに応じた取組の実施例
を示したところです。警戒レベルごとの患者推計に応
じた病床及び宿泊療養施設の確保、検査体制の拡充、
相談体制の充実を図るとともに、新型コロナウイルス
接触確認アプリ導入推奨等による感染拡大防止策の強
化を進めてまいります。
　同じく１の(3)、医療の提供体制についてお答えい

たします。
　県では、４月上旬から感染者が急増した状況を踏ま
え、病床の拡大、宿泊療養施設やコロナ対策本部への
医療コーディネートチームの設置等に取り組んでまい
りました。第２波の流行に備えピーク時の感染者数の
推計を行ったところであり、各圏域ごとの状況を踏ま
えた病床確保計画を７月末までに策定して対応するこ
ととしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　２、交通政策につい
ての(1)、渋滞対策の取組等についてお答えいたしま
す。
　那覇市内の平日混雑時の平均旅行速度は、約16キ
ロメートルと全国最低の水準であり、交通渋滞が慢性
化している状況であります。新たな交通網の整備によ
る抜本的な対策として、２環状７放射道路の整備や、
国道58号、沖縄自動車道及び国道329号の３本の南北
軸を東西に連結するハシゴ道路ネットワークの整備を
国と連携して推進しております。また短期対策として、
右折帯設置や公安委員会との調整による信号現示の変
更などの渋滞ボトルネック対策に取り組んでおり、引
き続き交通渋滞緩和に資するハード対策に取り組んで
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　３、我が党の代表質
問との関連についての御質問の中の(1)、	沖縄市農民
研修センターふれあい広場の原状回復等についてお答
えいたします。
　今年の豚熱発生時には、畜産関係車両の消毒ポイン
トや資材の保管場所として沖縄市の協力を受け、１月
８日から５月22日まで農民研修センターのふれあい
広場を使用しておりました。
　県としましては、今回防疫措置で使用した敷地の整
地やグラウンドの芝の養生等の原状回復について現
在、必要な予算の確保について進めているところであ
り、予算措置が確定次第、速やかに対応してまいりま
す。また間接的に影響を受けた方々に対する対応につ
いても関係市町村と連携し、詳細な情報収集に努めて
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
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○知事公室長（金城　賢君）　まず尖閣への対応の関
係についてお答えいたします。
　今年５月、中国公船が尖閣諸島周辺の領海内に侵入
し本県漁船を追尾する事態が発生したことから、県は
政府に対し、中国公船による県内漁船追尾の再発防止
と操業の安全確保を求める要請を行ったところでござ
います。また尖閣諸島をめぐる問題については、機会
あるごとに日本政府に要請を行っており、昨年は、外
務大臣、防衛大臣及び沖縄担当大臣に対し、尖閣諸島
が歴史的にも国際法上も日本固有の領土であることを
国際社会へ明確に示すこと、冷静かつ平和的な外交に
よって中国との関係改善を図ること等について要望を
行っております。
　中国と長い交流の歴史を持つ本県としては、尖閣諸
島が我が国固有の領土であるという認識を持ちつつ、
これまで築いた友好関係を生かし、沖縄ならではの交
流を推進することが重要であると考えております。
　加えて米軍基地問題との違いという御質問がござい
ましたのでお答えいたします。
　在日米軍基地は、日米安全保障条約第６条に基づき、
日本国の義務として米軍に提供されているものであ
り、沖縄県としても日米安保体制が我が国及び東アジ
ア地域における平和と安定の維持に寄与してきたもの
と認識しております。一方、国土面積の約0.6％の本
県に全国の米軍専用面積の約70.3％が存在するなど、
本県への過度な米軍基地の集中が航空機騒音や米軍人
等による度重なる事件・事故など県民に過重な負担を
強いていることから、日米両政府に対し、基地の整理
縮小や日米地位協定の改定などを求めているところで
ございます。
　尖閣諸島に係る問題につきましては、我が国の領土、
主権に関わる問題であり、国において適切な対応が図
られているところであり、県としては引き続き地域住
民の安全確保や、県民の安全操業などの観点から国に
働きかけてまいりたいと考えております。
　それからＳＡＣＯ合意との関連でございますけれど
も、これにつきましては知事提案説明にございました
とおり、米軍基地の整理縮小につきましては、ＳＡＣ
Ｏ合意の内容とは異なる現在の辺野古新基地建設を除
き、既に日米両政府で合意されたＳＡＣＯ最終報告及
び再編に基づく統合計画で示された基地の整理縮小の
確実な実施を日米両政府に求めてまいりたいと考えて
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　答弁ありがとうございます。

　まず、我が党関連をさっさと終わらせましょうか。
　尖閣の話、今答弁があったように尖閣は政府に対し
て要請をしているよと。米軍のことに関しても政府に
対して要請をしているという話がありました。米軍に
関しては、米軍に対し抗議もするじゃないですか。要
請は同じくするけど、抗議もすると。尖閣も別に公式
にじゃなくても非公式にでも県民の生活と生命財産が
脅かされているわけですから、抗議ぐらいはすべき
じゃないのかなというふうに考えるんですけれども、
県民の生命と財産また県益を守る観点から、県の対応
が問われると思うんですが、どのようにお考えかお聞
かせいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　尖閣諸島につきまして
は、先ほど申し上げましたとおり我が国の領土に係る
問題でございますので、まずは国において適切な対応
が行われるべきであり、実質的に現在適切な対応が行
われているものというふうに理解をしています。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　私が言っているのは、県の姿勢な
んですよ。脅かされているのに抗議の一つもしないん
ですかというふうな話なんです。基地と比較をしたの
は、別に基地と尖閣を同列に並べて語っているわけで
はありません。米軍に対してはやるのに、何で尖閣問
題では国に対して要請をする。内輪の話だけで済ませ
ようとしているのか。県の姿勢が見えないから確認を
しているわけです。でももうこれ以上聞いても、同じ
答弁しか出てこないと思いますので、しっかり中国に
対してという部分もあります。でも県民に対して、沖
縄県がしっかりとこの問題についてやっているんだと
いう姿勢をぜひ今後お見せいただきたいなと。あんま
り期待はしていないんですけれども、やっていただき
たいなというふうに思います。
　もう一つ、ＳＡＣＯの話について。
　新基地建設に関して云々は分かりました。今手元に
ＳＡＣＯ最終報告、合意事項があるんですが、普天間
飛行場に関するＳＡＣＯ最終報告の中で２番、「ＳＣ
Ｃの決定」という部分で（e）ですね。「今後５乃至
７年以内に、十分な代替施設が完成し運用可能になっ
た後、普天間飛行場を返還する。」というような形で
書かれています。この「十分な代替施設が完成し運用
可能になった後、普天間飛行場を返還する。」という
部分についてどのように考えているのか。このまま
だったら普天間の早期返還とかいう話はなくて、代替
施設ができないと普天間は返還されないというふうな
ところまで含めて、合意に基づいてＳＡＣＯ合意を推
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進していくという立場で考えているのか。また答弁し
てほしいところも変わってくると思いますので、そこ
のところをちょっとお聞きしたいなと思います。
　同じく「３.準拠すべき方針」の中で……
○議長（赤嶺　昇君）　１問ずつお願いします。
　休憩いたします。
　　　午後３時18分休憩
　　　午後３時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
世界一危険とも言われる普天間飛行場の速やかな運用
停止を含む、一日も早い危険性の除去は喫緊の課題で
あり、辺野古新基地建設とは関わりなく早期に実現さ
れるべき課題であると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　その考え方は理解します。でもＳ
ＡＣＯ合意を推進するというふうに言うんだったら、
「十分な代替施設が完成し」という部分をどう考えて
いるのかちょっと分からないんですよ。２月、私はこ
こにいませんでしたから議論にも加わっておりませ
ん。その考え方を聞きたいというふうに言っています
のでよろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時19分休憩
　　　午後３時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県としては、普天間飛
行場における危険性の除去が早期に実現されるべきで
あると考えておりますけれども、一方で現時点におけ
るＶ字型案につきましては、今後12年かかると、最
短でもですね。そういうことから普天間飛行場につき
ましては、県外・国外移設が最も望ましいであろうと
いうふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　ちゃんと質問に答えられていな
いと思うので、もう一回。
　代替施設が完成し運用可能になった後に、普天間を
返還するという合意に基づいて進めるというふうな話
に今なっていると思います。答弁を全て総合したら。
そうすると、できない限りは普天間は返還されないと
いう形になるわけです。先ほど申し上げたように。で
あれば、早期に普天間返還を考えるんであれば、早期
に代替施設を完成させなければならないというふうな
ロジックになると思うんですが、そこら辺についての

考え方を教えてくださいと言っているわけです。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　ＳＡＣＯ最終報告で示
された海上ヘリポート案につきましては、その後日米
両政府におきまして様々な案が検討された結果、Ｖ字
型案になっているという状況がございます。そうした
ことを踏まえて現行のＶ字型案につきましては、今後
12年もかかるということからいたしますと、早期の
普天間飛行場の危険性の除去につながらないという観
点から、先ほども申し上げたとおり県外・国外移設が
最も望ましいだろうというふうに考えているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　この件については、時間のあると
きにゆっくりまた議論をさせていただきたいと思いま
す。
　コロナ対策に関して、ちょっと元に戻って議論して
いきたいと思うんですが、この水際対策、感染拡大防
止、医療また経済対策に関して一応、68日間新規感
染者ゼロが続いて、残念ながら昨日お二人の感染が発
覚したんですが、第１波が過ぎて今県のやってきた対
策等々についての総括というか、評価というか。どの
ように認識をして、例えばこういう部分はちゃんとで
きた、こういった部分は足りなかったんじゃないかと、
答弁にも少し含まれているところはあったんですが、
そこをまとめて先ほどお話した水際、感染拡大防止、
医療・経済対策それぞれについて総括と評価をお聞か
せいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず、今回の新型
コロナウイルス感染症拡大の時期に当たっては、医療
提供体制について当県では感染症指定病床というの
は、全県で24床という状況の中、医療コーディネー
トチームを活用しまして、最大225まで確保したとこ
ろでございます。ただしこの場合は、別の病棟なども
空けていただくというような指定医療機関や協力医療
機関には御協力をいただいたところでございますの
で、第２波、第３波に向けては計画的にレベルに応じ
た空け方をお願いしたいと思いまして、病床確保計画
を７月末までにつくることとしております。
　また検査体制につきましては、先ほどもちょっと申
し上げましたが、当初18名の検査しかできなかった
状況から、480まで増やしたと。それから検体採取に
おいても、指定医療機関を中心に行っておりましたけ
れどもそれが市中のクリニック等でも採取ができるよ
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うにということで、100か所近くの契約を今進めてい
るところでございます。これも今回の検証に基づいた
取組と考えております。
　水際対策につきましては、移入例が多かったという
こともございましたので、空港や港においてサーモグ
ラフィーを設置するなどしまして、また那覇空港にお
いてはＴＡＣＯを設置したというところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時25分休憩
　　　午後３時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　経済対策につきましては、まず２月17日にＰＴを
つくりまして今後必要となるであろう事業・施策につ
いて検討を行ってまいりました。それから補正予算と
して１次から第４次まで組んでおりまして、これは去
る５月28日に策定いたしました経済対策の基本方針
に基づいて策定しております。経済対策としましては、
フェーズごとに必要な事業を打っていこうというふう
に考えておりまして、今まさに対策の中途といいます
か段階ですので、まだまだ総括という段階にはないの
かなというふうに思っておりますが、少なくとも事業
者の資金繰りの支援、事業継続、それから県民の生活
を守るという観点からの諸事業を打っていけているも
のというふうに考えております。また必要があれば、
追加の対策等を講じてまいりたいというふうに考えて
おります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　ありがとうございます。
　このＰＣＲ検査に関して、ほかの議員からも空港で
のＰＣＲ検査という話が出ていたような記憶がありま
す。検温して、熱が高かったという方々に対してでき
るだけ早いタイミングで、どこかに行く前に検査を受
けてもらうという体制を整えるためには、空港で検査
ができるような体制を整えるというのが非常に有用だ
と考えております。実際那覇市がクルーズターミナル
でドライブスルーＰＣＲ検査をたしか５月ぐらいに
やっていたと思います。空港でもそれができないこと
はないと思いますので、ぜひそこのところの考えがあ
るのかどうかお聞きしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。

○保健医療部長（大城玲子さん）　今現在は、空港、
港において熱感知をした人に可能な限りＰＣＲ検査等
につなげる仕組みを構築することが重要であると考え
ております。また検体採取に関しましては、鼻咽頭、
喉の奥から採取するということもございまして、これ
は医師が防護服を着て採取するということが必要に
なってまいりますので、そういった形でできる体制と
いうのは、ある程度課題が幾つかあるというふうには
考えております。ただ各圏域でＰＣＲ採取センターを、
第２波、第３波に備えて今再稼働させる、設置をさせ
るというような取組を行っているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　現時点で、沖縄で移入例以外の感
染というのはないわけであります、少なくとも現時点
ではですね。だからこの水際対策というのが非常に重
要になってきますし、第２波をできるだけ少ない数で
とどめていくということを考えた上でも、やはり今水
際対策が一番重要なのかなと。昨日２人出た以上は、
さらにスピード感を持って取り組んでいかなければな
らないと、議論している暇はあんまりないかもしれま
せん。６月19日に解禁され、観光客がどんどん沖縄
に来ております。県内にコロナを持ち込ませないため
には、やはり水際での防止というのが非常に重要です
ので、ぜひ前向きかつ早期に対応をやっていただきた
いというふうに思います。
　渋滞対策に関して。
　答弁の中で渋滞の取組、２環状７放射道路とか右折
帯の整備とか信号等々の話がありました。左折帯、最
近道路整備の中で左折帯というのがどんどんどんどん
減らされてきていると思うんですが、左折でも歩行者
がいる場合とか含めて渋滞が起きていると、渋滞に結
びついているというところもあります。左折帯が廃止
になったことで道路交通が円滑じゃなくなったという
声もよく聞きます。どんどん左折帯を廃止していると
いう理由は何なのか、ちょっと分からないものですか
ら教えていただきたいと思います。左折合流車線です
ね左折可の。信号が赤でも左折ができるような合流車
線があったと思います。あれが県内からどんどんなく
なっておりますので、その整備方針をお聞かせいただ
きたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　交差点の設計において、右折帯の車線数、左折帯の
車線数また左折専用車線の設置等についてはやっぱり
交差点の交通量、それぞれの交通量に応じてそれを設
けるということになろうかと思います。ですから直進
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車両の数と左折する車両の数、そういったことを分析
しながらそれぞれの交差点におきまして、より交通容
量を処理する望ましい形の設計になるようにするわけ
でございますので、一くくりでそういった方針を決め
てやっているということではなくて、それぞれの交差
点におきまして望ましい形に持っていくということで
取り組んでおります。ですから、短期的な対策として
特に右折帯の設置ですとか、交通現示の変更等を行っ
ております。それが専ら渋滞の対策として効果が大き
いということから、その取組が特に多いという状況で
ございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　左折専用車線がなくなっている
ところは、何も十字路だけではなくて交差点で話をし
たんですが、丁字路とかでもなくなっているところが
たくさんあります。円滑な交通ができたのに信号が赤
でも行けたのに、今は信号に従って走行しないといけ
ない。そうなると今まで行けた分がずらっと連なって
しまい、渋滞に結びついているという部分があります。
そういうところについては、どのように考えているの
か。何でなくしているのか、教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時32分休憩
　　　午後３時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　先ほど交通容量に応じてというお話もさせていただ
きましたけれども、やはりもう一つ大きなものが、交
通安全上の問題でございまして、左折専用車線がある
ことによりまして確かに容量をさばくことができる部
分はありますけれども、前方の確認をせずに入ってい
くというような状況もありまして追突事故が多く発生
するというような場合もございますので、この辺分析
しながらやっていくというような形で整備をしている
ということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　整備の中で、ちょっと統一感がな
いような感じがするんですよ。例えば伊佐の交差点、
普天間から下りてくるところですね。あそこは事故が
多いから、確認ができるように遮蔽物を設けてそれで
スピードを落としてもらって確認をして、それから行
くというふうな整備が今なされていると思います。で
も一方で、事故が発生している、事故が多いからなく
しちゃえという部分もあります。そういうところで、

あっちはそういう対応をしているのに、こっちはすぐ
なくしちゃうという部分が県民の皆様方からちょっと
違うんじゃないのと、何でなくしているのというふう
な話になっているわけです。県道整備をしていく、特
に国道に接続する等とも含めて交通量、もちろん事故
防止も非常に重要です。でも渋滞が起きるからそれが
事故に結びついているということも重々あると思いま
す。だから渋滞をなくしていくということも重要です
から、あっちはこれでやって、こっちは違う形でやる
というふうな形でやらないで、一つの統一した見解で
こういうふうにやりますという形をぜひ設けていただ
きたいなとこれは指摘して終わりたいと思います。
　もう一点、この渋滞を解消するには信号のタイミン
グを見直すという部分も非常に重要になってくると思
います。矢印信号とか、特に矢印信号があと１秒長
かったら行けたのにというふうに思っている方、県民
百四十数万いるんですけれども、恐らく誰もが何度も
経験していることだと思います。このタイミングに関
して、今機械式でやっていると思うんですが、先進的
な　　　　世界各国、日本ではたしかまだ事例がないと思
うんですけれども、あちこちで信号をＡＩで制御しよ
うというふうな実証実験を始めているところが幾つか
あります。これで５％、10％渋滞が解消されるんじゃ
ないかと。一人一人、人間の手とか機械で制御するの
はなかなか難しいからもう全部一括というふうになる
と思うんですが、こういう先進的な技術を活用して渋
滞対策に取り組んでいく。５％でも10％でも渋滞が
解消するんであれば、それは非常に有用な整備である
と考えます。
　１つ、これは提案も兼ねてなんですが、この信号の
タイミングで渋滞が発生するということについての考
え方を、多分これは県警になると思うんですけれども
お聞かせいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　一般論でございますけ
れども、警察においては交通の安全を図りつつその円
滑も図ると、両立をさせるということで交通規制を
行っております。そういう観点で信号機等交通安全施
設の管理も行っているわけでございまして、議員御指
摘のＡＩ等の先端技術を使った交通流の管理というの
は重要な課題だというふうに思っておりますので、こ
ういったことについては警察庁共々いろいろと研究し
てまいりたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　小渡良太郎君。
○小渡　良太郎君　選挙であちこちに立っていてよ
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く見たんですが、交差点で信号が青になった。でも結
局その100メートル先の信号が赤で止まって、渋滞が
変わらないという交差点がたくさんございました。信
号と信号の長さとかいろんな部分を含めて、まずは交
通の安心・安全を図りつつということも十分分かるん
ですけれども、私自動車学校で免許の取得も教えてい
て、黄色信号でアクセルを踏むという方々は渋滞に巻
き込まれたくないから踏むんですよ。渋滞を解消する
ことは、交通の安全にもつながるとこれは先ほども
申し上げたんですが、それは事実として存在します。
ぜひ渋滞の解消、低減に向けて全県的な取組のお願い
を申し上げまして、私の一般質問を終わらせていただ
きます。
　舌足らずな部分があって大変申し訳ありませんでし
た。
　ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時38分休憩
　　　午後４時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　花城大輔君。
○花城　大輔君　黄色で必ず止まる。沖縄・自民党、
花城大輔です。
　まず、我が党関連の質問からさせていただきたいと
思います。
　中川議員の代表質問の３の(4)のアですね。これは
休業要請に対する支援策の取組についてであります。
　私も選挙が終わってから、いろんな方から同じよう
な要請を受けて、まず最初にさせてもらいたいと思っ
ています。
　まず４月に入ってから、県庁の職員があらゆる支援
策に応えるためにほとんど休まない状態であるという
ふうに聞いています。職員が休めないのはよろしくな
いことだとは思っておりますけれども、コロナ対策室
の対応も含めて、県民のために非常に一生懸命されて
いるんだということで非常に誇らしく思っておりま
す。
　ただ、その中で、私のところに集中して相談が来て
いるのが、感染拡大防止協力金であります。これは大
きく２つあるんですけれども、まずは営業許可証を申
請してなくて入り口で断られるケース。または２代目、
３代目とお店が引き継がれていく中で、今経営者と営
業許可証の経営者の名前が違うケース。私はこれにつ
いて非常にいろいろな市町村にも問合せしました。こ
れは営業許可証を持っている人というのはある一つの

条件ですが、ただ、感染拡大の防止に協力した方に出
すものですよね。なので例えば営業許可証がなかった
としても、その後しっかりと取り直しをして、この休
んでいた期間の証明ができる書類を出すことができれ
ば出してもいいんではないかなと思っているものであ
ります。例えば、この期間の電気代が毎月同じぐらい
の額が払われていたとか、それを保管するための資料
というものは、知恵を絞れば出せるはずだと思ってい
るんです。
　知事、どう思いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　まず、うちなーんちゅ応援プロジェクトの支援金に
ついてお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、
経済的な影響を受けている事業者への支援として、３
つの支援金から成るうちなーんちゅ応援プロジェクト
を本年４月30日から実施しております。同感染症の
影響により、売上げが減少している飲食業を対象とし
た緊急支援金については、要件審査において、業種で
すとか営業形態確認のため、本年４月１日を基準日に、
食品衛生法上の営業許可を有しているかを確認してい
るところでございます。
　それから同じく同感染症の影響により、売上げが減
少している小売業等を対象とした支援金ですけれど
も、こちらのほうも営業許可証や、店舗の写真等によ
り確認を行っております。
　それから議員から質問のありました県の休業要請に
応じて、４月24日から５月６日までの全期間休業し
た施設の運営事業者を対象とした協力金については、
休業したことが確認できる資料及び営業許可証や対象
施設の写真等を提出いただき判断しているところでご
ざいます。
　その営業許可証に対する質問だと思っておりますけ
れども、これもあくまでも食品衛生法上の営業許可を
有していることを確認しているというところです。た
だし新型コロナウイルス感染症の影響によって営業許
可証の発行、それから手交が遅れる場合も想定しまし
て、４月１日以前に所管保健所に営業許可申請が行わ
れていることが確認できる場合には、給付要件を満た
すものとして取り扱うなど要件を緩和して実施してい
るところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　部長が答弁するとそうなるんです
よ。４月１日にそれがなされてなければ、もう入り口
ではねられてしまう。僕はそうではなくてという話を
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しているんです。なので、知事に答弁求めたんですけ
れども、これはこの場で答弁いただかなくても結構で
す。みんなで一緒に頑張ってきたんですよね。そして
これからもみんなで一緒に頑張っていくんですよ。そ
このところを１つずつ丁寧にできるような体制を凝ら
していただきたいなと思っています。
　そしてもう一つは、今休業明けでも業務が回復しな
い業種というのが結構あると思います。その中で選挙
終わってから結構多くプッシュがあったのが、観光バ
スの取扱いのことでありました。例えば、島根県で
は貸切りバスの場合３分の２の補助を出すというメ
ニューがあって、これ今までやってなかった島内観光、
県内観光というものが少しずつ動き始めているという
ことで、そうであれば県内観光の需要を促進するため
にぜひ使ってみたいなという意見が結構ありましたの
で、これもひとつ提案をさせていただきたいと思って
います。
　例えば明日、我が会派の仲里全孝議員が質問します
けれども、ヤンバルから数台のバスで来るそうなんで
す。そういった使い方もできるかと思います。ぜひこ
れも検討していただきたいんですけど、いかがでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時６分休憩
　　　午後４時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　いわゆる
貸切りバスにつきましては、この後今回の補正予算で
支給金を10万円ということで、追加で提出させてい
ただいております。それ以外にそういったバスを含め
た取組が観光業者に対してできるかといったこと、今
議員がおっしゃいました、ほかの県の事例等も参考に
しながら検討はさせていただきたいと思っておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今、観光にどの程度切り込んでいく
かというのは非常に難しい時期かもしれませんけれど
も、ぜひ検討していただきたいと思います。
　それでは、通告をしてあった質問に移りたいと思い
ます。知事の政治姿勢の(3)の、万国津梁会議の委託
事業について伺いたいと思います。
　まず、先日うちの島袋大議員の代表質問のときに、
この万国津梁会議の報酬の件で質問がありました。当
初質問したときには、この基地関係に取り組む報酬の
部分だけの答弁をして、あたかも全て報酬が昨年どお

りだったかのような内容に私は聞こえましたけれど
も、その後島袋大議員がこの質問をただして、丁寧な
質問をしたというふうに聞いておりました。
　これなぜそのような答弁の仕方になったんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　大きな見出しの中で、普天間基地　　　　たしか記憶し
ているのは普天間基地関係ということがございました
ので、米軍基地に関するテーマの報酬ということでは
ないかという認識の下で、当初答えさせていただいた
ところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　私は答弁を聞いたときに非常に不
誠実な感じがしたので、確認をさせていただいたとこ
ろであります。
　あともう一つは、この万国津梁会議の代表質問の件
で、疑義のあった、徳森りま氏とまだ付き合いがあり
ますかという知事に対する質問の中で、ありませんと
いうことでありました。
　それで今回、この知事が来賓の祝辞にウェブで登場
したということに対して、徳森りまさんが金城リンダ
さんと同一人物であるというふうな疑義もありました
けど、これは確認をされましたでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　知事がこ
のオンラインイベントに参加した時点では、両氏が同
一人物であるとの認識はございませんでした。
　現在は両氏のプロフィール等から、同一人物の可能
性があるのかなという認識は持ってございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　私は今、末松議員は非常に残念な思
いなんだろうなと思っております。私はなぜこんな質
問をしたかというと、この記事があのウェブ上の来賓
挨拶をしたことを公務というふうにありましたけれど
も、私は３つの観点から公務としてはふさわしくない
んではないかなと思っております。
　そのうちの一つが、徳森りまさんの件ですね。昨年
　　　　午前中出ておりましたけれども　　　　疑惑の会食の
パネルがありました。あの疑惑の会食の疑惑はまだ晴
らされてないんですよ。参考人招致にも来ていただけ
ない。請求する資料は黒塗り。疑惑がそのまま塩漬け
にされている中で、新たに徳森さんが出てきていた。
本当にあれが公務として認められるのかどうか、これ
を改めて公務として判断した、この基準を教えてくだ
さい。
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○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　公務で対応した理由は何かということでございます
けれども、まずこの梨の木ピースアカデミーは、ソウ
ル市及び同市にある複数の市民団体と、それから日本
の市民団体によります交流の成果により始まった団体
と伺っております。今回のオープニングイベントは、
同アカデミーがオンラインの市民講座をベースに沖縄
を含む東アジアでの交流の活性化につながる場を提供
する取組を進めるに当たり開催するものでございまし
て、知事への依頼内容も沖縄・ソウルから見える未来
型平和市民教育の在り方というテーマで、ソウル市教
育庁のチョ・ヒヨン教育監と対談をしてほしいという
ものでございました。
　沖縄県としては、このイベントに参加することによ
りまして自治体間の交流や市民、学生間の交流を通じ
た観光交流の促進に資することから、県の観光振興の
観点から公務での対応が可能と判断したものでござい
ます。また、ソウル市の教育監も参加されることなど
を踏まえまして、問題はないものと判断した次第でご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　午前中に下の時計がなくなるのを
見たので、答弁はできれば短めでお願いしたいという
要望は出しておきます。
　この公務としてふさわしくないんじゃないかという
ものの中で、この今の答弁に絡んでなんですけれども、
交流だったからいいという判断、この団体の構成員が
どんな構成員でどのような特徴があるのかというのは
調べましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　御質問の
趣旨は、この梨の木ピースアカデミーとは何かという
ことかと思いますけれども、この梨の木ピースアカデ
ミーと申しますのは、ソウル市にある複数の市民団体
と日本の市民団体によります合同交流の成果に基づい
て始まった取組でございまして、現在、オンラインと
オフラインを組み合わせた市民講座を実施していると
いうふうに承知をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　講座の内容を確認すれば多分気づ
いていると思うんですけれども、それでも公務に入れ
た理由があるというわけですよね。それを聞きたいん
です。その前に、私が見る限りでは、本当にこういう
思想を持っている人なんだなというイメージはすぐで

きました。お一人は昨年の県民投票に中心人物として
関わっていた方です。お一人はどうやら徳森りまさん
のようであります。そして私が一番びっくりしたのは、
翁長知事をジュネーブに連れて行った人が講師で入っ
ていますね。沖縄県民は日本人ではない、先住民族で
あるというふうなことで翁長知事をジュネーブまで連
れていって利用した方もこの中に入っていますね。確
認していましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　ここは承
知をしておりませんでした。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　部長に責任全部負わすのは、非常に
私もつらいところがあるんですよ。総務部長は分かっ
てましたよね。総務部長、見たらすぐ分かりますよね。
セルフデタミネーションと言わせた人です。分かりま
すよね。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時14分休憩
　　　午後４時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　申し訳ございません。
　私としては梨の木ピースアカデミーのほうはちょっ
と確認しておりませんで、どういった方が講師かって
いうのは今把握しておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　私は今、県庁の危うさをとっても感
じています。
　無料のセミナーであるっていうことは、説明でなさ
れてましたけれども、あれは明らかに有料の講座に誘
導するための講演会と来賓挨拶ですよ。それで、広告
塔のような形で知事が使われたのが一つ。そして先ほ
ど私が申し上げたように、日本人ではない、沖縄人は
先住民族というふうに表現をして、全国で運動をして
いる人たちがいる団体の来賓挨拶をしたんですよ。こ
れ決定した人は責任重いと思いますよ。誰が決めたん
ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時16分休憩
　　　午後４時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　ここは公
務ということで判断しまして、私が決定をいたしてい
ます。
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○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今、私がと言って終わりました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時16分休憩
　　　午後４時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　文化観光
スポーツ部長が判断いたしました。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今の答弁はちょっときついと思い
ますね。
　謝花副知事、分かるはずですよ。この人たちが誰か、
見れば。玉城知事も私は分かると思いますよ。分かっ
ていながらそういったふうにやったんだというふうに
思っています。
　そして……（発言する者あり）　今、やじが飛んだ
んでどこか忘れました。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時17分休憩
　　　午後４時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○花城　大輔君　ちょっとやじに弱いんでね。
　あと、あの動画を配信したのは土曜日ということで、
午前中の文化観光スポーツ部長の説明によると、最低
３人はこの撮影に関わっているわけですよね。休日出
勤であります。私はもしこれが公務として不適切だと
いうような判断をされたり、さらに疑義が持たれた場
合には、もう一度住民監査訴訟が出る可能性があると
思っています。その場合にはこの休日出勤をした職員
の手当は認められないような支出になるかというふう
に思います。そこまで考えなしで、こういう公のとこ
ろに出る、この甘さですね。非常に私はびっくりをし
ております。
　この件について、知事、ここまで説明した後ですか
らどうかコメントしてください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　あくまで
も公務として対応しているということで認識をしてご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　繰り返しになりますけれども、昨年
の会食で疑惑があって、それが払拭されないままに新
たにまた出てきた。これまた続きますね。こんな県政
の中で、本当に一つ一つ職員が力を発揮できるのかど

うか。冒頭で休みが少ない職員の話をしましたけれど
も、報われないような気がします。知事もこれから後
は、私は知らない、そんな答弁では私は許されないと
思いますよ。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時19分休憩
　　　午後４時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○花城　大輔君　それでは振興計画のほうに質問を
移したいというふうに思います。
　まず、これまでの振興計画と評価のほう、できれば
当時、民主党政権で中枢にいた玉城知事ですから、私
玉城知事と議論できたらと思っています。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　３次にわたる沖縄振興開
発計画では、社会資本整備を中心とした格差是正を、
その後の沖縄21世紀ビジョン基本計画等では、民間
主導の自立型経済の構築を基本方向の一つとして施策
の展開が図られ、成果を上げてきました。その一方
で、県民所得の向上等はいまだ十分ではなく、自立型
経済の構築は、なお道半ばにあります。また、離島の
条件不利性、米軍基地問題など本県が抱える特殊事情
から派生する固有課題や子供の貧困の問題、雇用の質
の改善などの重要性を増した課題もあると考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　そして２年後に迫る今度の振興計
画でありますけれども、代表質問でもあったとおり、
沖縄を代表する学者さんやいろんな知識人という方た
ちがこの振興計画を否定したりもしています。
　私、ここで知事の言葉で次の振興計画にどう向かう
か、時間もありませんから、確認をしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　県では、沖縄21世紀ビジョ
ン基本計画に基づき実施してきた各種施策や沖縄振興
特別措置法等に規定する各種制度について、成果や課
題等を検証するため３月に総点検報告書を取りまとめ
たところです。新たな振興計画については、総点検の
結果や新沖縄発展戦略を踏まえるとともに、ＳＤＧｓ
を反映させ、本年中に新たな振興計画の骨子案を取り
まとめることとしております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　取りまとめが終わったということ
でありますけれども、10年前の今の時期と比べて進
んでいますか、遅れてますか。
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○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　総点検については前回よ
りも１年前倒しで作業を開始したところでございま
す。
　今後の沖縄振興計画の策定に向けたスケジュールに
ついては、おおむね現行の策定時、つまり10年前で
すね、それと同様になるよう今作業を進めているとこ
ろでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　これは私の聞いた話ですけれども、
正しくないんであれば知事が正してください。
　ちょうど10年前の今の時期というのは、３月まで
の人事と４月からの人事が大きく変わっているそうで
す。振興計画をつくるための能力の高いメンバーをフ
ルに入れたという内容で、その前に、仲井眞知事が民
主党政権にお願いをしているんですね。そしてそれか
ら１年をかけずに、翌年の３月までに骨子を固めたと。
振興額については、政府のほうでは沖縄は2500万ま
でしか積めないだろうと。2500億しか積めないだろ
うと。また、県内の幹部は2700億円ぐらいでいいん
じゃないかと。そこを粘りに粘って、3000億円やっ
たわけであります。しかも、一括交付金まで創出させ
た。
　今、これぐらいのことができるような準備がされて
いるかどうかを知事に確認したいんですよ。みんなこ
れが聞きたいんですよ。知事は振興計画をやるという
けれども、達成可能、持続可能というけれども、実際
どうなっているんだというのが誰も分からない。だか
ら知事、ぜひ答弁してください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　振興計画についてはるる企
画部長を初め、関係部長からも説明をさせていただい
ていると思いますし、その進行状況についても議会で
説明をさせていただいております。当然、１年半後に
迫る次の振興計画をつくるために、今、各担当が力を
込めて様々な取組を行っております。その骨子案を策
定し、それから市町村、各関係機関・団体の方々との
意見もしっかり織り込んでいきたい。そのような状況
はるる、日々誠実に真摯に取り組んでいるというふう
に私は認識しています。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　県が頑張っていることは今確認し
ました。
　国とはどのような調整なさっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　国は今、現行の沖縄振興

制度について点検を行っているところで、夏以降に取
りまとめると聞いております。
　県からは必要なデータの提供、あるいは資料の作成
等、連携して取り組んでいるところです。
　国が現行制度の点検・評価をまとめた後に、今県と
しましては新たな制度の提言、これについて今市町村、
関係団体からアンケート調査を取りまとめまして、そ
れぞれについて制度の精査を行っているところです。
これらをまとめて秋口に新たな振興計画、新たな沖縄
振興の各種制度の制度提言を国に対して行いたいとい
うふうに考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　これは、先月行われた……
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時24分休憩
　　　午後４時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○花城　大輔君　これは先月行われた衆議院の沖縄
及び北方問題に関する特別委員会の議事録から引用し
てます。
　沖縄選出の國場代議士が、「沖縄振興特別措置法、
沖縄振興計画もあと２年で期限を迎えます。復帰50
年を目前として、沖縄振興に対する大臣の御見解をお
願いします。」という質問であります。
　これに対して、衛藤大臣は「この評価や継続の可能
性は、現時点においてまだ白紙でございます。具体的
にお答えできる段階ではありません。」と答弁をして
おります。
　それからもう数週間たっているわけであります。知
事、何かアクションを起こすべきじゃないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　特別委員会における衛藤
大臣の答弁は承知しております。
　たしか衛藤大臣は現在、国において制度等について
点検を行っているところであるので、現状では白紙だ
というふうに答弁されたというふうに認識しておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　知事も政治家ですから、水面下で何
か行っていることもあるんだろうと思います。
　ですが、これは最低ラインは3000億、10年ですよ。
振興策ができたとしても１年や２年、３年で終わるも
のではない。10年しっかり担保すること。そして金
額を１円も下げないこと、これは最低ラインだと思い
ます。取組をぜひ頑張っていただきたいと思います。
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　次に、市町村との連携なんですが、これも先月なん
ですけど、25日と26日にかけて2021年度の沖縄関係
予算に関する市町村との意見交換が行われています。
その際に市長村側から、「一括交付金の減額が続き、
公共事業計画に支障が出ている」という意見があった
そうです。この一括交付金が年々年々下がっている
中で、市町村がどのような苦しみを持って、県はどの
ように対応したいと思っているか答えていただけます
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時27分休憩
　　　午後４時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　圏域別に意見交換会を３
年前から実施しております。その背景にはやはり近年、
このソフト交付金、ハード交付金も含めて減額され
ているという状況がありましたので、県と41市町村、
力を合わせてやらないといけないということで、市町
村の皆様から様々な意見をお聞きしてやると。その際
に花城議員からございましたようにソフト交付金の減
額によって、例えば学習支援員、そういったものが十
分できなくなるのではないかと。この制度が、振興計
画が終わった後それが続けられるのかとそういった御
要望がありました。あと、移動コストの低減とか、様々
な話がありました。
　それからハード交付金については、県が行う事業、
それから市町村が行う事業、ハード事業ありますが、
それが計画期間内にできるのか、そういった不安の声
があったということです。
　そういったことも踏まえて、しっかりと県と41市
町村、スクラムを組んで国に対して要請をしましょう
ということで取り組んできたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　冒頭でも謝花副知事から市町村の
率直な意見が不可欠だと述べられたという報道があり
ました。
　しっかりとこれをカバーしていただきたい。非常に
不安感が広まっています。ぜひお願いしたいと思いま
す。
　続けて、エの指定離島についてであります。
　この指定離島について、分かりやすく県民に説明を
お願いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄県内の指定離島は、
沖縄振興特別措置法等で規定された「宮古島、石垣島

その他内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して指
定した島」を指します。この規定に基づき、現在、「有
人島」及び「無人島で畜産業、水産業、農業等が営まれ、
または観光レクリエーションの場として有人島と一体
として振興を図る必要があると認められる島」、これ
が合わせて今、54島が指定されております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　これはまたぜひ、知事に答えていた
だきたいんですけれども、その指定離島の中に尖閣諸
島が含まれていません。
　これについてはどのような考えをお持ちですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　先ほど申し上げたとおり、
国においては37の有人離島のほか、畜産業、水産業、
農業等が営まれ、また観光レクリエーションの場とし
て有人島と一体として振興を図る必要があると認めら
れる島ということで17の無人離島を指定しておりま
すが、尖閣諸島についてはこれらのいずれの要件にも
該当しないものとして指定されていないものと認識し
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　先月、これも沖縄及び北方問題に
関する特別委員会でのやり取りでありますけれども、
同じく沖縄県選出の國場代議士から衛藤大臣に行われ
た質問も同じであります。なぜ、尖閣諸島が指定離島
に含まれていないのか。ただこれ後日、あたかも尖閣
諸島が指定離島に含まれることが決まったかのような
報道がなされました。これ細かく議事録を読んでいく
と衛藤大臣は、地元の声をお伺いしながら検討してい
かなければならないというこんなふうにしか答えてい
ないんですよ。もしこれが、指定離島に含まれている
ことが決まったということであれば、さっきの貸切り
観光バスも決まったと一緒になりますよ。そんなふう
にこの質問の中でもやっぱり尖閣諸島について興味を
持っている、非常に重要性を感じている県民は多いん
だろうというふうに思います。私は時々有権者の方か
ら、玉城知事はパトロールと言ったりあんまり明言し
ないことが多くて、尖閣諸島をただの無人島だと思っ
ているんじゃないかなということを言われています。
　多分こんなふうに言われたらプライド傷つくと思う
んですよ。知事、ぜひ、尖閣諸島についての思いを少
し話していただければと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　尖閣諸島を含む国境離島
は、我が国の領海、排他的経済水域等の確保や貴重な
海洋資源の利用において重要な役割を果たしているも
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のと認識しております。
　これらの離島においては、十分保全する必要がある
というふうに認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　それでは、次の質問に移りたいと思
います。
　普天間飛行場代替施設の事業について、アの経費と
工期について。
　これ、国が工事費を9300億円と公表したにもかか
わらず、相変わらず２兆5000億円という数字が飛び
交っています。
　改めて、県はどのようにこの２兆5000億という数
字を算出したのか、お答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時32分休憩
　　　午後４時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県が試算した、２兆
5500億円について御説明いたします。
　埋立工事費用の算定は、まず承認願書の資金計画書
から現在までに着手済みの護岸等にかかる当初の計画
費用、これが91億6300万円を求めました。そして、
その計画費用を政府が審査請求書において主張した現
在までの支払い済額920億円と比較したところ、当初
計画の約10倍の費用がかかっていたことから、全体
の埋立工事費用は資金計画書に示されている事業費、
2400億円の約10倍と見込んで、２兆4000億を算出
したところでございます。
　これに、埋立工事費用には軟弱地盤に対する地盤改
良工事等が追加されると想定して、岩国飛行場の事例
を参照して約500億円の費用が追加されるものとしま
した。さらに埋立土砂の県内・県外からの調達のため
に追加で約1000億円の費用がかかるものと算定をい
たしまして、これらのことを勘案して、全体の埋立工
事費用は最大で２兆5500億円かかるものと試算をし
たということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　改めて。国が数字を公表したにもか
かわらずそれは間違いで、２兆5500億が正しいと主
張しますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時35分休憩
　　　午後４時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。

○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　この２兆5500億円につきましては、平成30年11月
の政府との集中協議の後に、県が大まかな目安を持つ
ために工事の進捗状況と支出済みの工事費等をベース
に概要で全体の総事業費を算出したということでござ
います。
○花城　大輔君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時36分休憩
　　　午後４時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　先ほども申し上げまし
たとおり、県の試算につきましては、当時の協議に当
たり大まかな目安を持つために算定をしたということ
でございます。
　一方の国におきましては、国において試算をして現
在の工事状況等の見積り等を算定して9300億円とい
う額が示されているものと理解しております。
　ただ一方で、軟弱地盤等の関係で専門家の間からは
9300億円というものについて、費用あるいは工事期
間等も含めてさらにかさむのではないかというような
懸念も示されているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　さらにかさむんでしょうね、警備費
用だけで1700億。
　そして公室長、辺野古の工事完了までに12年かか
ることが分かったから、普天間の一日も早い危険性の
除去にはつながらないというふうな答弁がありました
が、どういう意味ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時38分休憩
　　　午後４時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員御指摘のとおり、
普天間飛行場の速やかな危険性の除去と一日も早い危
険性の除去という意味合いで、約12年というのは相
当に長い期間であるということで認識をしておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　知事、何年だったらいいんですか。
12年が長いんだったら、何年だったらいいんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　何年ではなくて、私たちは
できる限り速やかにということを常に申し上げており
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ます。一日も早く、時間も速やかにということです。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　速やかにと言うんであれば、知事が
動くべきですよ。
　前回の私一般質問で、知事は政府にボールがあると
いうふうに言いましたけれども、私はお互いの間に落
ちているというような表現をしました。今、係争委員
会から却下されて、ボールまた県に戻ってきているん
じゃないですか。県が動かないと、誰が話を進めるん
ですか。いつから12年が始まるかも何も決まってい
ないんですよ。ここで動かないとどうするんですか。
お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時40分休憩
　　　午後４時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　世界一危険とも言われる普天間飛行場の速やかな運
用停止も含む一日も早い危険性の除去は、喫緊の課題
であり、辺野古新基地建設とは関わりなく早期に実現
されるべき課題であるというふうに考えております。
　こうしたことから、国との対話に新基地建設の中止
を含め、県との真摯な対話に応じていただけるよう働
きかけてまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　12年がいいのか、そのまま固まっ
て動かないほうがいいのか、その判断になるんだとい
うふうに今、理解をしました。非常に残念でありま
す。このまま行けば間違いなく求心力をなくすどころ
かリーダーとしての資質が問われると思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時41分休憩
　　　午後４時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○花城　大輔君　それでは最後の質問になると思い
ます。
　ＩＳＣＯについて。
　現在の状況についてお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　まず、組織体制につきましては、新理事長に稲垣純
一氏が選任され、新たに顧問及び特別顧問が設置され
ております。それから会員数等につきましては、本年
３月末現在、会員数が182団体、ＭＯＵ締結先が県内・

海外含め29団体となるなど順調に活動範囲を拡大し
ております。またリゾテックおきなわ国際ＩＴ見本市
の実行委員会事務局を担うほか、実証事業支援ですと
か人材育成など、県内産業の高度化・高付加価値化に
取り組んでおります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　何度かＩＳＣＯについて質問させ
ていただいた中で、私が一番強調したのは、元理事長
の中島氏の名誉の回復であります。今回、中島元理事
長が名誉顧問に就任したというふうに聞いて、一歩前
に進んだのではないかと思っておりますけれども、ま
だまだ理事会の中でお互いの意見が一致しないケース
があったり、中島氏の解職についての影響を引きずっ
ているんだろうと思っております。
　しかしながら、新しい理事長に就任した稲垣氏は、
先日私の居室までわざわざ訪ねてきてくださいまし
た。中島氏の名誉回復に向けた第一歩に動いていただ
いて、これからますますよくなっていくんだろうとい
うふうな期待を持っております。しっかりと沖縄の未
来をつくっていくようなそんな事業を期待して今日の
質問を終わりたいと思います。
　答弁ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時43分休憩
　　　午後４時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　石原朝子さん
　　　〔石原朝子さん登壇〕
○石原　朝子さん　沖縄・自民党会派の石原朝子でご
ざいます。
　このたびの九州地方・西日本地方での豪雨で被災さ
れた方々には心からお見舞い申し上げます。一日も早
く平穏な生活に戻られることをお祈り申し上げます。
　私は、さきの６月７日に行われました沖縄県議会議
員選挙で、島尻・南城市区から出馬をいたしまして当
選することができました。地域の有権者の皆様には本
当に深く感謝を申し上げます。ありがとうございます。
　私が政治家として尊敬している第２代沖縄県令とし
て活躍しました山形県出身上杉茂憲公の、民を愛し、
幸福を招く政治をしようとした精神で沖縄県の課題解
決に取り組み、県民皆様が夢と希望を持ち、安心して
暮らすことのできる沖縄県づくりに頑張ってまいりま
す。
　どうぞよろしくお願いいたします。
　それでは、通告書に基づき一般質問をいたします。
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　大きい１、新型コロナウイルス関係について。
　新型コロナウイルスの影響により、子供たちは登校
自粛で通学できず、外で遊ぶこともままならず、家庭
内で過ごす時間が増えていました。そのような状況が
子供には大変ストレスとなっていたのではないかと考
えます。学校が再開され、子供たちが元気よく登校す
る様子を見て安堵しますが、子供たちへの影響がどの
ように及んでいるのか今後の調査も必要かと思いま
す。代表質問でも聞いておりますが、改めて私からも
質問させていただきます。
　(1)、県内の小中学校が再開され、児童生徒の登校
渋りや不登校児童の状況はどのようになっているか伺
います。
　(2)、児童生徒の学習環境に格差があってはなりま
せん。国が進めているＧＩＧＡスクール構想の中で、
ＩＣＴの活用が前倒しして予算化されました。オンラ
イン授業も可能になると聞いているが、環境整備と教
職員へのオンライン授業の研修や業務支援を強化すべ
きと考えます。県としては、各自治体の取組状況を把
握しているかお伺いします。
　(3)、児童虐待やＤＶの通報数についてもどのよう
な状況だったのか。そしてまた、重篤なケースはなかっ
たのかお伺いします。
　(4)、子ども食堂を利用していた児童への支援は、
どのような取組をされたのかお伺いします。
　(5)、特別に支援が必要な子供たちの受入れ施設で
あります児童デイサービス等の子供や保護者への支援
状況をお伺いします。
　大きい２、河川の整備について。
　私も八重瀬町出身でございます。八重瀬町内を流れ
る河川でありますが、大雨のたびに住宅地は床下・床
上浸水、農用地では農産物の浸水、流失被害が起きて
います。
　(1)、２級河川報得川整備の進捗状況と工事完了予
定はいつなのかお伺いします。
　(2)、饒波川は、下流側である豊見城市においては
２級河川に位置づけられております。そして、整備が
計画されております。上流側の八重瀬町では普通河川
となっています。上流側も２級河川格上げをし、河川
の整備ができないかお伺いします。
　大きい３、国道の整備について。
　那覇市から南風原町・八重瀬町を結ぶ南部地域の重
要なアクセス道路であるにもかかわらず工事がなかな
か進まず、通勤・通学時の渋滞が起きています。
　(1)、国道507号の具志頭交差点までの進捗状況と
東風平交差点改良工事の完了予定はいつなのかお伺い

します。
　大きい４、我が党の代表質問との関連について。
　島袋大議員が質問しました４、子ども・子育て支援
についての(3)、新型コロナウイルスの影響を受けた
事業者への支援について、認可保育所と認可外保育所
に違いがあるようだが、国及び県からの支援でどのよ
うな違いがあるかに関連して。
　認可保育所と認可外保育所、事業者への支援等はさ
れておりますが、保育所を利用される子供たちへの支
援はどのようなことがなされたのかお伺いします。
　答弁を聞いて再質問を行います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　石原朝子議員の御質問にお
答えいたします。
　まずは、初当選おめでとうございます。これからも
一つ一つ私も地道に取り組んでまいります。ぜひ一緒
に点滴穿石、頑張ってまいりましょう。
　よろしくお願いいたします。
　新型コロナウイルス関係についての御質問の中の、
子ども食堂を利用していた児童への支援についてお答
えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止による小中学
校等の臨時休業に伴い、子供の居場所や子ども食堂の
約７割が活動休止等の措置を取りました。子供の居場
所等には、経済的に厳しい世帯の子供たちが通ってお
り、休止等によって多くの子供たちに影響が及ぶこと
が懸念されました。このため、沖縄県では、沖縄子ど
もの未来県民会議と連携し、３月７日から学校が再開
されるまでの間、子供の居場所等による子供たちへの
食事支援等の活動に対し途切れることなく支援を実施
してまいりました。また、５月８日から５月31日ま
での間、13市町村56店舗の飲食店をこども未来協力
店として認定し、子供の居場所等や生活困窮家庭へ食
事を届ける取組を行ってまいりました。こうした取組
を通して、子供たちへの継続的な支援の必要性を認識
したことから、この事業を８月末まで延長したところ
であります。
　沖縄県としましては、今後も地域において、生活困
窮家庭に対して安定的に食事の支援を届けていけるよ
う、新たに行政や企業等が連携した支援体制の構築に
取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
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○教育長（金城弘昌君）　１、新型コロナウイルス関
係についての御質問の中の(1)、学校再開後の登校状
況についてお答えいたします。
　学校再開後の欠席状況調査によりますと、再開後の
７日間で連続３日または累計５日欠席した児童生徒
は、小学校では766人で0.77％、中学校では1142人
で2.52％となっております。現段階においては、休
校により欠席数が著しく増加したとは捉えておりませ
んが、欠席状況を踏まえた対応は重要な取組だと考え
ております。学校においては、管理職や学級担任、養
護教諭等により初期の段階で欠席理由の把握に努め、
児童生徒個々の状況に応じた組織的な支援を行ってい
るところであります。
　県教育委員会としましては、スクールカウンセラー
やスクールソーシャルワーカー等を活用した教育相談
体制の充実を図り、市町村教育委員会と連携しながら、
学校支援を行ってまいります。
　同じく１の(2)、オンライン学習の環境整備等につ
いてお答えします。
　市町村のオンライン学習のための環境整備について
は、ＧＩＧＡスクール構想に係る補助金交付申請希望
調査を県で取りまとめ、文部科学省に提出したところ
であります。今後、交付申請業務の支援や早急に環境
整備ができるよう情報提供などに努め、市町村を支援
してまいります。学校再開後は第２波に備え、小中学
校及び県立学校の職員を対象とした職員研修を行い、
オンライン学習のための教材等を作成することを促す
とともに、県立総合教育センターにおいて、授業の参
考動画を作成するなどの支援を行っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、新型
コロナウイルス関係についての御質問の中の(3)、感
染拡大による児童虐待やＤＶの状況についてお答えい
たします。
　児童相談所における児童虐待相談対応件数は、速報
値で令和２年２月が75件、３月が81件、４月が73件、
５月が90件と増加傾向にあります。また、配偶者暴
力相談支援センターにおけるＤＶ相談件数は、速報値
で令和２年２月が116件、３月が181件、４月が173
件、５月が186件と、児童虐待相談対応件数と同様に
増加傾向にありますが、児童虐待及びＤＶともに重篤
な事例は発生しておりません。外出自粛や在宅勤務な
どから親の生活不安やストレスによる児童虐待やＤＶ
が懸念される中、児童相談所、配偶者暴力相談支援セ

ンター等の相談機関の周知を新聞等で行ったところで
あります。
　県としましては、関係機関と連携し、児童虐待とＤ
Ｖの早期発見・早期対応に引き続き努めてまいります。
　同じく１の(5)、学校等の臨時休業における放課後
等デイサービス事業所等の対応についてお答えいたし
ます。
　県では、放課後等デイサービス事業所等に対して、
学校等の臨時休業に際し感染の予防に留意した上で対
処していただいたところです。またそれにより追加的
に生じた利用者負担につきましては、国・県・市町村
が補助できることになっております。
　次に４、我が党の代表質問との関連についての(1)、
保育所と認可外保育施設を利用する子供への支援につ
いてお答えいたします。
　保育所や認可外保育施設への感染防止対策に対しま
しては、マスクや消毒液等の衛生用品の購入費用への
支援を行っているところであり、これらは子供用のマ
スク等にも活用できるところとなっております。さら
に今般、国の第２次補正において示された新型コロナ
ウイルス感染症緊急包括支援事業についても、追加的
にマスクや消毒液等の購入に係る経費にも充てること
ができることとされており、今後県においては補正予
算に計上する準備を進めているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　２、河川の整備につ
いての御質問のうち(1)、報得川河川整備の進捗状況
等についてお答えいたします。
　報得川の世名城橋付近から上流2.5キロメートルに
ついては、浸水被害の軽減や周辺環境に配慮した河川
整備に向けて、平成26年度から事業に着手し、現在、
世名城橋付近の用地買収を推進しているところであ
り、また、必要に応じて、河道確保のためのしゅんせ
つを行っております。
　県としては、引き続き八重瀬町と連携し、早期整備
に取り組んでまいります。
　次に２の(2)、普通河川饒波川の２級河川格上げ及
び河川整備についてお答えいたします。
　饒波川の溝原橋付近から上流については、八重瀬町
が管理する普通河川となっております。
　県としては、当該区間が土地改良事業で整備した区
間となっていることから、浸水被害の状況、河道管理
の状況、２級河川として事業化の可能性等を検討し、
八重瀬町と調整していきたいと考えております。
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　次に３、国道の整備についての(1)、国道507号八
重瀬道路の進捗状況等についてお答えいたします。
　国道507号八重瀬道路は、八重瀬町字東風平から具
志頭交差点までの約4.2キロメートルについて、平成
20年度に事業着手し、進捗率は、令和元年度末の事
業費ベースで約48％となっております。東風平交差
点付近については、年度内に用地取得を完了する見込
みであり、用地取得後、速やかに工事に着手したいと
考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　再質問の順番を入れ替えいたし
ます。
　先に、２、河川の整備についてと、３、国道の整備
について再質問いたします。
　報得川の河川整備が大変遅いと私は感じておりま
す。当該河川の流域では大雨のたびに地域住民は不安
と不満の日々を送っています。過去には平成19年に
この報得川で少女が流され貴い命が犠牲になっており
ます。このパネルにあります（パネルを掲示）　写真
は八重瀬町立東風平中学校のそばを流れる河川でござ
います。報得川です。これが、ゲリラ豪雨となります
とこのように河川が氾濫し、学校の教室中庭まで河川
が流れ込みます。１階教室や職員室に氾濫した濁水が
流れ込み、授業を中止し避難するなど生徒や教職員の
生命の危機を感じております。何とか整備を促進でき
ませんでしょうか。
　お伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　今、報得川の整備に
つきましては、鋭意取り組んでいるところでございま
す。用地買収に取り組んでいるところでございますが、
確かにゲリラ豪雨等が発生した場合に浸水被害が出て
いるということは承知しておりますので、しっかり取
り組んでいきたいというふうに考えておりますが、当
該区間の、まず２級河川の指定が平成23年の３月に
なされたところでございまして、その後26年度から
事業に着手し、鋭意進めてきているところであるとい
うことでございます。河川整備につきましては、道路
と違いまして用地買収できるところからやるのではな
くて、下流から用地買収をし工事をしていくというこ
とで順序立ててやっていかなければならない部分がご
ざいまして、若干遅く感じる面があるかと思います。
この辺しっかり体制を整えながら、なるべく早く整備
が終えられるようにしっかり取り組んでいきたいとい
うふうに考えております。

○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　なるべく早くではなくて……
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時６分休憩
　　　午後５時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○石原　朝子さん　私もこの八重瀬町に長年住んで
おりますけれども、この河川の氾濫は度々あります。
悠長なことは言っておられません。やはり隣は中学校
であります。子供たちが毎日こちらで勉強をしており
ます。今回の九州の豪雨のように、この沖縄県でも突
然のゲリラ豪雨が起こらないとは限らないと思いま
す。私は一日も早く用地買収をなさってこの報得川の
工事を完了させていただきたいと思います。いかがで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　用地買収につきまし
ても八重瀬町としっかり連携しながら推進し、一日で
も早い完成を目指したいと思います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　前向きの御答弁ではありますが、
今できることは用地買収もそうですけれども、八重瀬
町内の報得川に流れ込みます農業用水路　　　　赤田橋と
いうのがあるんですけれども、その支流の取付箇所ま
で何とか早急に整備できればこの氾濫が少しでも解消
されるようでございます。ぜひともこの赤田橋のとこ
ろまで一日も早く整備をしていただきたいと思います
が、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時８分休憩
　　　午後５時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　現在用地買収はその事業区間の下流部分で行ってお
ります。
　議員おっしゃるように赤田橋のほうから農業用排水
路としてございます岡連川という川がございます。そ
の赤田橋から下流側につきましては、暫定掘削を行い
まして河道を確保する取組を行ったところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　この報得川につきましては一刻
を争う、本当に事故が起きてからでは遅いかと思いま
すので、ぜひとも県として一日も早く工事完了に向け
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て取り組んでいただきたいと思います。
　続きまして、饒波川についてでございますが、この
饒波川上流は、八重瀬町を経由して南風原町、南城市
までの流域であります。島尻、南風原・八重瀬町は都
市化の進展により八重瀬町内において浸水・氾濫を繰
り返しております。ぜひとも、この饒波川上流の調査
をしていただきまして、２級河川格上げをお願いした
いと思いますが、いかがでございましょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　先ほども答弁させていただきましたが、２級河川の
格上げにつきましては、当該区間の浸水の状況、また
河道の管理状況、２級河川としての事業化の可能性等
を検討しながら八重瀬町と調整したいと考えておりま
す。
　今現在は普通河川でございまして、八重瀬町が管理
していることになりますので、その管理の在り方に
よっても対応ができる部分もあるかと思います。その
あたりについても八重瀬町と調整しながらやっていき
たいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　八重瀬町と調整をするとおっ
しゃっておりますけれども、いつ八重瀬町と調整をさ
れますでしょうか。この饒波川につきましても何度も
議員、そしてまた八重瀬町のほうから要請を受けてい
るかと思いますが、早めに八重瀬町との調整をしてい
ただき、取り組んでいただきたいと思っております。
いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　八重瀬町議会からも陳情を受けております。この饒
波川の河川整備、管理の在り方につきまして、しっか
りと八重瀬町と調整しながら進めていきたいというふ
うに考えております。
○石原　朝子さん　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時13分休憩
　　　午後５時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　河川については以上です。
　国道507号についてお伺いします。
　先ほど、当初計画では平成20年度から工事が始ま
り28年度の完了予定でした。その後平成33年度まで
延びております。事業完了が２回も変更された大きな
理由は何があるのでしょうか。

　お伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　国道507号八重瀬道路につきましては、延長がかな
り長く4.2キロということで４車線に拡幅する工事で
ございます。用地取得等にかなり時間を要しておりま
して、鋭意進めているところではございますが、事業
効果を早めに出すために東風平交差点側を集中的に今
進めております。今後しっかりと用地交渉を進めなが
ら早期整備につないでいきたいと考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　この507号の整備工事の完了はい
つを予定しておりますでしょうか。
　お伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時15分休憩
　　　午後５時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　令和元年度末の事業費ベースで今現在、約48％と
なっております。今後しっかり鋭意進めていきたいと
いうふうに考えておりますが、2020年代中盤には完
成させたいということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　2020年代中盤といいますと、はっ
きりと年度をおっしゃっていただけないでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時16分休憩
　　　午後５時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　今現在、令和元年度
末の事業費ベースで48％ということで、これからま
だまだ整備する内容がございます。先ほど2020年代
中頃と申しましたけれども、具体的に申し上げますと、
令和６年度頃、ただこれも用地買収等が円滑に今後進
んでいくという状態を見越した上での見通しでござい
ますので、その辺御理解いただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　県は令和６年度に完了予定。また
これが先延ばしされると困りますけれども、確約でき
ますでしょうか。ぜひともこの507号、県としてもこ
の507号は那覇市から南風原町、八重瀬町を結ぶ、南
部地域を結ぶ重要なアクセス道路でもあります。そし
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てまた、ＮＡＨＡマラソンの開催コースとして知られ、
南部を周遊する沖縄県の観光道路として重要な道路で
あります。そこら辺を考えていただきまして、ぜひと
もこの507号、早急に完成に向けて取り組んでいただ
きたいと思います。道路につきましては以上です。
　新型コロナウイルス関係についてありますが、その
中で児童虐待やＤＶの状況についてであります。今
回このコロナの事態になって虐待、そしてまたＤＶ等
も若干増えてきたということでございますが、その中
でも重篤なケースはなかったということでほっとして
おります。今、中央児童相談所、各児童相談所におき
ましては相談員が増員されているのか。そしてまたそ
の相談員というのは専門職を採用しておりますでしょ
うか。国のほうとしては、児童相談所の強化を図る
ために全国で児童福祉司1200人、そしてまた心理士
800人を増やすということですが、本県はどのような
状況でございますでしょうか。答弁をお願いいたしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時20分休憩
　　　午後５時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　議員が
おっしゃいますように、平成31年４月１日施行の児
童福祉法施行令及び地方自治法施行令の改正に伴いま
して、児童福祉司の配置基準が所管人口４万人に１人
から３万人に１人に児童福祉司を配置することですと
か、児童心理士の増員等が定められたところでござい
ます。
　県におきましては、今年度市町村支援の児童福祉司
及び里親養育支援児童福祉司の配置が定められたこと
に伴いまして、児童福祉司６名、中央児童相談所３
名、コザ児童相談所３名という形で増員をしたところ
でございます。その児童福祉司の職につきましては、
社会福祉職ということで専門職を県で採用しておりま
して、児童相談所の児童福祉司は全て社会福祉職が当
たっているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　本当にこれからの第２波に備え
ても児童相談所の体制強化は必要だと思います。そし
てまた、一時保護施設についても十分な体制でござい
ますでしょうか。お伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　児童相談
所の一時保護施設につきましては、中央児童相談所、

コザ児童相談所に施設を設けておりまして、そこで一
時保護をするような形になっております。またＤＶに
つきましても、女性相談所において一時保護所を設け
ているほか、各地に保護委託先を確保しておりまして、
離島を含めて確保をし、緊急対応もできるような体制
を整えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　緊急対応施設として確保してい
るということですけれども、例えば、養護施設などに
おきましても一時保護の対応をされるような体制でご
ざいますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　一時保護
をした児童の保護委託先として児童養護施設であった
り、里親さんだったりというところもございますし、
またＤＶ被害につきましても、一時保護施設というこ
とで児童養護施設をはじめその他の施設を確保してい
るところでございますが、こちらについて、ＤＶにつ
きましては、安全性確保の観点からどのような施設か
ということは非公表とさせていただいているところで
す。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時20分休憩
　　　午後５時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○石原　朝子さん　教育長にお伺いいたします。
　登校渋りや不登校児童の件で、欠席の子供たちの人
数等から見るとそれほど増えているような状況ではな
かったということであります。本当にそれはよかった
ことだと思います。また不登校ぎみの登校渋りや不登
校の子供たちに対しまして、スクールソーシャルワー
カーなど専門職をお願いをして対応をしているようで
すけれども、スクールソーシャルワーカー以外にも訪
問支援員という方がいらっしゃるそうですが、県のほ
うは、訪問支援員などの育成についても検討してい
らっしゃいますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時23分休憩
　　　午後５時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　大変失礼いたしました。
　学校のほうには先ほど御紹介いたしましたスクール
ソーシャルワーカーですとか、それ以外にも小中アシ
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スト相談員、それとまた教育相談支援員等々、支援員
がいるところでございます。参考までに令和２年度で
すけど、特にスクールソーシャルワーカーについては、
児童生徒の心理的な支援が必要ということで、14名
増員しまして現在令和２年度で129名配置しておりま
す。
　また、児童が不登校になった場合は、児童の置かれ
た環境の整理等も必要でございますので、そういう意
味ではスクールソーシャルワーカーについても２名増
員いたしまして22名ということで、体制を強化した
ところでございます。今回コロナで欠席した児童もお
りましたので、引き続きそういったところは丁寧に対
応していきたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　石原朝子さん。
○石原　朝子さん　今教育長がおっしゃったスクー
ルソーシャルワーカー、アシスト、その対応をして
いるというのは知っております。今回、アウトリー
チの取り入れということで、訪問をして支援する訪問
支援員の必要性があるということを新聞記事で見まし
たので、沖縄県におきましても訪問支援員の育成が必
要ではないかと考えて質問いたしました。教育庁のほ
うではこの訪問支援員のことを理解しておりましたで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　議員御指摘のように、やは
り家庭のほうに赴いて相談に乗るということは大切だ
というふうに考えております。そういう意味で当然の
ことながら、先ほども御案内しましたけど、総称して
訪問支援員と言っておりますけれども、スクールソー
シャルワーカーですとか小中アシスト相談員とか、そ
ういった支援員を総称して言っております。そういう
支援員を活用いたしまして私どものほうとしては、不
登校児童の対応をしっかりやっていきたいと。参考ま
でに、令和２年の３月に不登校児童生徒への支援の手
引きというのを新たに作成いたしまして、特に初期の
対応が必要ということと、組織的な対応が必要という
ことを私ども認識しておりますので、そういったこと
を小中学校にしっかりお伝えしながら支援をやってい
きたいというふうに考えています。
　以上でございます。
○石原　朝子さん　分かりました。
　以上で私の一般質問を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　会派沖縄・自民党の西銘です。
　初日の最後になりましたので、よろしくお願いいた

します。
　質問に入る前に所感を述べさせてもらいたいと思い
ます。
　13期がスタートいたしました。12期で任期を全う
して御勇退された先輩議員には心から御労苦に対し
て、敬意と感謝を申し上げたいと思います。そして、
残念ながらこの議場に来ることができなかった私たち
の仲間、また多くの議員の思いも忘れずに、私は２期
目初心を忘れないで議員活動、議会活動に取り組んで
まいりたいと思います。４月の人事異動で来られた部
長の皆さんにもよろしくお願い申し上げます。
　では通告に従い、質問に入りたいと思います。
　ちょっと順番を変えたいと思います。
　最初に２番、マリンスポーツの安全・安心について。
　(1)、マリンレジャーにおける海浜事故の発生状況
等についてお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　お答えいたします。
　令和２年５月末現在の県内の水難事故につきまして
は、発生件数が18件、死者が９名、行方不明はなし
となってございます。これは前年同期比で発生件数で
４件、死者数で５名の減少となっておりまして、行方
不明者については増減なしという状況でございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　本部長、今の数字は県警として把
握してる数字という理解でよろしいでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　そのとおりでございま
す。
　県警として把握している数字でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　海上保安庁で把握されてる数字
はお持ちじゃないでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　今手元にはございませ
ん。
　いずれにいたしましても、警察と海保で扱っている
ものの範囲が違いますので、数字については相違があ
るというふうに承知をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　海保庁から数字をもらいました。
私も最初は県警の数字が全てと思っていまして、ある
方から海保と数字が違うはずだということで、海保の
数字をもらうと確かに数字が違いました。もちろん海
上での救助、事故それから陸上でのいろんな話での定
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義はお聞きしましたけれども、申し上げたいことはマ
リンスポーツ、これだけ発展する中で事故が多発をし
てると私は思ってます。
　そういう意味で次の質問に入るんですけれども、水
上安全条例について施行年の届出業者数と直近の届出
業者数について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　お答えいたします。
　水上安全条例が施行された平成６年の海域レジャー
提供業者の届出数でございますが、海水浴場が40件、
プレジャーボート業が109件、マリーナ業が４件、潜
水業が234件、合計で387件となっております。一方、
今年５月末現在の届出数でございますが、海水浴場が
67件、プレジャーボート業が1074件、マリーナ業が
９件、潜水業が991件で、合計で2141件となってご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私もマリンレジャー関係の方々
から事務所でいろんな話を聞いています。今、本部長
おっしゃったように平成６年の施行年に比べるともう
６倍、７倍くらいになってますよね。その条例自体が
平成６年に施行されてほとんど改定されてないという
ことも聞いています。ですから、その中で県警として
この条例の課題についてどのように考えているかお答
えください。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　お答えいたします。
　議員御指摘のとおり、この条例については、平成６
年４月１日から施行されてございますけれども、それ
以降実質的な改正がないという状況であります。業界
団体からは悪質な業者への対策を強化すべきという観
点から陳情を受けておりまして、県警察においては、
条例改正について検討を始めたところでございます。
改正に当たりましては、関係機関・団体の意見を十分
に聞いて取り組んでまいりたいというふうに考えてお
りますが、現時点考え得る課題といたしましては、暴
力団排除の規定を整備することや、シュノーケリング
業を対象とすることなど、事業者に対する規制強化の
在り方をどうするのかということでございますとか、
規制を強化した場合にその実効性を確保するため、県
警察の担当部署の体制強化や水上安全に係る民間団体
の活動の円滑化をどのように図るかといったような課
題があるというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　今、本部長おっしゃったように、
いろんな課題があるはずです。それで、２年前に当時

の文化観光スポーツ部長と県警の水上安全条例担当の
方と私も入ってＯＭＳＢ　　　　沖縄マリンスポーツレ
ジャーセイフティービューロー　　　　も一緒に会議を持
ちました。前もちょっとこの話をしましたけれども、
要は条例を新たに変える場合にはもちろんこういう業
者の方々も一緒になっていろんな現場の声を聞いてほ
しいと。特に渡久地部長、これマリンスポーツなんで
水上安全条例だからと県警だけではなく、文化観光ス
ポーツ部としてもぜひこれに参画をしていただいて、
よりよい条例にしていただきたい、これを強く要望し
ております。この件については終わりたいと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時38分休憩
　　　午後５時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　では１番に戻って、知事の政治姿
勢について伺います。
　(1)、県執行部の意思決定方法、決裁権限等につい
て伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　県では、決裁権限につい
て、沖縄県事務決裁規程を定めております。本来、知
事の権限に属する事務については、知事単独の意思に
よって決定されるものでありますが、複雑多岐にわた
る県行政の事務の処理について、知事自ら決裁して処
理することは、非効率であり、また、不可能に近いこ
とでございます。そのため、知事の権限のうち重要な
ものについては、知事自らの決裁により処理され、そ
の他のものの決裁については部長、統括監等に専決さ
せるなどして、合理的で能率的な事務処理を図ってい
るところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　事務決裁規程、手元に頂きまし
た。この目的についてだけちょっと総務部長、簡単に
説明してもらえますか。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　事務決裁規程、第１条読み上げさせていただきます
が、「この訓令は、知事の権限に属する事務で本庁に
おいて処理するものについての決裁の区分及び手続を
定めることにより、事務処理の責任の所在を明確にし、
合理的で能率的な事務の処理を図ることを目的」とし
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
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○西銘　啓史郎君　それを踏まえて、(2)に行きたい
と思います。
　沖縄全戦没者追悼式について。
　ア、主管部署、主催者、共催者、予算等について伺
います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　沖縄全戦
没者追悼式は、子ども生活福祉部が所管しております。
主催者は、沖縄県及び沖縄県議会、共催者は一般財団
法人沖縄県遺族連合会、公益財団法人沖縄県平和祈念
財団、公益財団法人沖縄協会となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　予算。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　失礼いた
しました。
　追悼式の会場設営等に係る委託契約額は、1485万
円となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　今の予算については、今年度縮小
した段階での予算なのか、もともとの予算なのかだけ
お答えいただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　今年度の
契約額が1485万円となっております。前年度の契約
額は1549万8000円ということで、前年度より約65
万円下がっているところでございます。規模の縮小が
ございましたが、ビデオメッセージ等を頂戴した関係
で大型スクリーン等の配置をしたこと等から大幅な減
少にはなっていないところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　実はこの件を聞いた理由は、５月
15日に知事が、国立戦没者墓苑に持っていくという
記者会見をしました。それから６月12日ですか、定
例記者会見で今度は変更して戻しました。記者からの
　　　　私も実は県のホームページ見てたんですけれど
も、その手続、もともと15日に記者会見したときに
は多分、部内である程度の手続を取って決定をして国
立墓苑に持っていくっていう方法を選んだと思うんで
すが、この辺の会場や　　　　イに行きますけど　　　　開催
規模の決定経緯について御説明お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　今回の追
悼式については、当初、新型コロナウイルスが感染拡
大の状況にある中、開催規模を大幅に縮小し、国立戦
没者墓苑において実施する方針としておりました。し

かしその後、緊急事態宣言が解除され、そして県の主
催ガイドラインの見直し等もあったところからそのガ
イドラインを踏まえ、参列者を200人程度とし、併せ
て開催場所を従来の式典広場としたところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　申し上げたいことは、恐らく先ほ
ど主催者、共催者聞きましたけれども、５月15日に
記者会見する前に部内決定をして、共催者も調整をし
て知事が記者会見したと私は思っているんですね。そ
れでまた今度戻すときにその共催者や主催者含めたい
ろんな調整は行ったかどうか、御回答お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　具体的に
は当初案の決定におきましては、５月14日に当時の
感染状況等を踏まえ参列者最小の16人、国立戦没者
墓苑で行うこととしたところですけれども、その決定
に先立ちまして、案をつくるに際しては、主催者の県
議会ですとか、共催者である遺族連合会、平和祈念財
団、沖縄協会からも意見を頂戴した上で案は作成した
ところです。そしてその後ガイドラインの見直しがあ
り、そして緊急事態宣言の解除があったことから５月
28日に見直し、ガイドラインの範囲内でより多くの
御遺族の関係者の方々に参加をしていただく方向で見
直したいということで調整に入りまして、６月８日に
規模を最終案である198人、そして式典広場に戻すこ
ととしておりまして、このあたりのやり取りにつきま
しては、県議会等との調整もしながら進めてきたとこ
ろでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　今、県議会とも調整したとありま
したけれども、県議会はどこと調整をされたんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時45分休憩
　　　午後５時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県議会事
務局のほうと調整をしたほか、平和祈念財団等との調
整を行っております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　その場合、主催の県議会っていう
のは議会事務局であって、我々議員や会派やそういう
のは全く関係ないっていう理解でよろしいんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　議長が来
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賓として御挨拶を頂くこともございまして、議会事務
局を通して、議長と調整をさせていただいたところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　じゃ、今後主催が議会のものは全
て議長とのみ調整をして会派には説明もなく、一転二
転しても何もなく行う予定ですか。全てのイベント含
めてですけど。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　例年の開
催に当たりましては、議会事務局を通して調整はさせ
ていただいておりまして、例えば例年でしたらバスを
出して御移動いただいたりというところもあるかと思
いますけれども、こういった調整も全て議会事務局を
通してさせていただいているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私が申し上げたいのは、少なくと
も各派の代表者には何か説明があったり、経緯があっ
たり　　　　実は会派長に聞いたら一切説明がなかったと
いうことでした。もしかしたら与党にあったのかは分
かりません。私分かりませんけれども、少なくともそ
ういったことをマスコミ、新聞で知り、また知事が市
民団体から要請を受け、勉強不足だったっていうこと
も含め、どういう経緯で変わったかはやはり重要だと
思うんですね。先ほど聞いたのは、ある決裁権限を持っ
ている委任された人たちが決定をした。それがあるこ
とで変わる。これは知事の命かどうか分かりません。
要は申し上げたいことは、先ほど決裁権者に基づいて
責任部署が決裁を取って、実際に実行しますよね、予
算の決裁取りながら。それが　　　　言葉悪いですけど、
ころころ変わるっていうの、おかしいんですけれども、
変わること自体が私は悪いとは言いませんよ。ただ変
わる手続をしっかり我々議会にも説明してもらわない
とと僕は思ってるんです。今後、議長と議会の関係は
どうあるべきか、私はまた新しい議長にも期待したい
んですが、ぜひそういったものは最低限会派のほうに
は一言説明するというようなこともぜひ検討していた
だきたいと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時47分休憩
　　　午後５時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　続いてウですけど、平和の火の管
理について伺います。
　今平和の火というのはどこが管理をして、どのよう

な状況になっているのかを御回答お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　平和の礎
が置かれている広場の中央には平和の火がともされて
おりまして、その平和の火は普段は参観者への安全上
の配慮により、常時点火することが困難であることか
ら、県において点火基準を設定し運用しているところ
です。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私も広島市の平和の灯をちょっ
と調べてみたら、もう365日ともしているらしいです
ね。アメリカのアーリントン墓地でしたか、墓地。私
も以前行ったことあるんですけど、そこも絶えずとも
してるっていうふうに聞いてます。
　今日、今回この質問したのは、私の支援者である方
から平和の火がついてない日が大半だってことを聞い
たときに　　　　私もすみません、不勉強だったんで、や
はり永遠にともし続ける、先ほど安全上の管理ってい
うふうにおっしゃいましたけど、広島ではできてるわ
けですね、中身がどうかは私は分かりません。今後、
やはり平和を訴え続けるのであれば、その平和の火の
管理の仕方というものも検討いただく必要があるので
はないかと思って質問してるんですが、お考えはどう
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　現在の運
用では、慰霊の日や広島・長崎の原爆の日、終戦記念
日の８月15日等に点火をするような形になっている
ところですけれども、議員の今の御意見もございまし
たので、管理を委託している財団のほうとも意見交換
をしてみたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ぜひその辺も検討いただきたい
と思います。
　それでは、(3)に移ります。新型コロナウイルス感
染症対策に関して。
　ア、新型コロナウイルス対策本部会議と専門会議の
メンバー、役割、開催回数、議事録等について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　新型コロナウイル
ス感染症対策本部等のメンバーについてお答えいたし
ます。
　沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部会議につ
いては、知事を対策本部長としまして、副知事、政策
調整監、各部等の長、会計管理者、企業局長、病院事
業局長、教育長及び警察本部長の合計19名で構成さ

－197－



れております。新型コロナウイルス感染症対策の総合
的な推進に関しまして、全庁体制で取り組むものでご
ざいまして、これまで34回開催し、その開催ごとに
議事概要を作成しまして、県のホームページにおいて
公表しているところです。また新型コロナウイルス感
染症の専門家会議につきましては、呼吸器内科、感染
症科、ウイルス学、救急医療、医師会及び公衆衛生の
専門家の計12名を構成員としまして、県における対
策を企画立案する際に必要となる科学的かつ専門的な
知見を得ることを目的として設定しているものでござ
います。これまでに８回開催しまして、その開催ごと
に、議事概要を作成し、県のホームページにおいて公
表しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　今後、これから経済対策をする中
で、対策本部の中に経済的な関係者は入ってないとい
う理解でいいんですよね。これは今後どのようになる
のか、またはもう県の部局長だけでやるのか、もちろ
ん、医学的な見地を専門家会議でいろんな知見をもら
う中で、あとは経済対策どうするかっていうときに県
の中だけでやるのか、この辺は今後どのように考えて
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時52分休憩
　　　午後５時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　今、議員御指摘のその新型コロナウイルスにかかる
経済対策に係る部分については、５月28日付で新型
コロナウイルス感染症の影響等に係る緊急経済対策本
部というものを設置しております。メンバーですけれ
ども　　　　メンバーといいますか構成員ですけれども、
まず知事を本部長としまして、副知事及び政策調整監
を副部長、本部員を各部局長等として構成しておりま
す。所掌事務としましては、経済対策及び実施方針の
決定に関することですとか、関係機関との情報収集で
すとか、連絡調整、広報ということで、第１回の対策
本部会議を開いた際に経済対策の基本方針というもの
を定めております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　今、経済対策本部本部長は全て知
事と聞きました。感染症対策もですね。最終的な決定
権っていうのはどっちにあるんですか、経済対策はも
う経済が最終的に決定をして、感染症対策は感染症対

策のことだけをやるっていう理解でいいんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　感染症対策と経済
対策とは両輪で動かなければならないものというふう
に考えておりますので、知事の陣頭指揮の下に、両方
の会議が有効に、有機的につながるものと考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　次のイは少し飛ばして、ウのほう
に行きたいんですけれども、先ほど議事録じゃなくて、
議事概要っておっしゃってました。マスコミからも議
事録を残すべきではないかっていう意見もあったよう
です。私も思うんですけれども、この三十何回開催し
た対策本部の会議の中で、どのような議論が出て、専
門家会議も含めてどのような結論に至るかの経緯って
いうのは、私大事だと思うんですね。これから２年、
３年たったときに誰がどう決定したかっていうのは残
しておかないと次のときに検証できないと思うんです
よ。ですから、概要で残すのも構いませんが　　　　議事
録を公開するかしないかはいろんな扱いあるにして
も、しっかり議事録は残しながら次のステップに進ん
でいかないと私は何かが足りないような気がします。
　それと知事、私何度も知事にいろんな話をしました。
例えば医者と患者の関係でいうと、医者は患者の状態
を聞いてどういう薬を使うか決めます。例えば経済界
でいうと経済界と　　　　もし知事が仮に医者としたら、
経済界にもいろんな業種があります。今元気な業種、
もう大変重症な業種、そういう中で知事が直接話をし
て、この経済界の状態を把握をして対策を打つ。です
から私が前回申し上げたのは観光関連のトップが来た
ときに、知事、副知事お会いしませんでした。文化観
光スポーツ部長がお会いしたことを申し上げましたけ
れども、文化観光スポーツ部長が会うことが悪いこと
じゃないんですが、知事はよくおっしゃいます。いや、
部長から報告聞いてますと。それはいいです、それは
構わないんですけれども、大事なことは直接トップの
方が会って話をする。そして患者の状況　　　　患者って
言い方大変失礼ですけど、各経済の実態をいろんなこ
とを把握をして、じゃ何をどうしよう、対策を幾ら積
んでどうしようかっていうのをしっかり僕は行うべき
だと思います。ただ、今回補正予算1000億っておっ
しゃいました、観光関係に使ったのは6.5億ですよ。
５億と今回の1.5億。要はおきなわ彩発見、これでい
いのかどうかですね。私は１兆2000億の経済効果が
あるといいました。１％でも120億ですよ。私は今、
正直言って８月以降のＧｏＴｏキャンペーンが本当に
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順調に行くか、この沖縄の感染がどうなるか分からな
い中では、県内需要の喚起というのも先ほど花城議員
からありました、バスを使ったバスツアーでもいい
です。そういうのも含めて、観光施設も含めてやはり
対策を打たないと。ホテルに宿泊しました、じゃ今度
は民宿も対象にしますということだけではなくて、観
光産業に携わってる多くの方々の声ぜひ聞いてくださ
い。知事、今からでも遅くありませんから、ぜひそう
いったことを副知事も含めて、もし何かあれば。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　西銘議員
の御質問ですけれども、私も、もちろん観光業界の方々
と何回かお会いしました。それも含めて知事、副知
事それぞれの立場で、観光業界の方々からの要請です
とか、あるいは意見交換も含めて何回かお会いして実
情を聞いてそれを施策に反映をするというような形で
進めさせていただいております。
　それともう一点ですけれども、その予算的なことは
観光振興に関することでございますけれども、もちろ
んＧｏＴｏキャンペーンということで８月から国の政
策がいよいよ始まるわけですけれども、その前に沖縄
県でもできることを進めていこうということで、御承
知のように第１弾、おきなわ彩発見プロジェクト、そ
の際は５億円ということで予算を計上させていただい
て執行してまいりました。今回第２弾で１億5000万
ということで、何とかＧｏＴｏキャンペーンにつなげ
ていくと同時に併せてプロモーションもこれは航空業
界、それから地方空港　　　　全国の　　　　等々と協力しま
して、プロモーション等実施してそのＧｏＴｏキャン
ペーンにつなげていこうという取組もやっております
ので、どうか御理解を賜りたいというふうに思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　理解を賜るのは私じゃなくて観
光産業の方々としっかり話をしてください。声を聞い
てください。この対策で十分かどうかも含めて、これ
はぜひもう一度部長には強く要請しておきたいと思い
ます。
　続いて、３番、トークキャラバン及び万国津梁会議
について。
　(1)、開催実績、支払い実績等について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県におきましては、基
地負担の現状や普天間飛行場返還問題・辺野古新基地
建設問題及び日米地位協定の問題について、広く周知
を図り、問題解決に向けた国民的議論の機運醸成を目
的として、昨年６月に東京でキックオフシンポジウム

を、８月に名古屋市で、９月に大阪市で、11月に札
幌市でそれぞれトークキャラバンを行い、そのいずれ
にも知事が参加し、講演を行ったところであります。
最終的な支払い実績の総額は1028万195円となりま
した。開催地ごとの内訳は、東京が257万501円、名
古屋が238万6226円、大阪が112万5466円、札幌が
220万3856円となっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　万国津梁会議は……
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　万国津梁
会議の開催実績等についてお答え申し上げます。
　令和元年度の万国津梁会議は米軍基地問題に関しま
す会議を４回、児童虐待に関する会議を２回、ＳＤＧ
ｓに関する会議を３回、加えてＳＤＧｓ普及推進のた
めの県民円卓会議を１回、計10回開催をいたしまし
た。また、万国津梁会議の会議運営等の委託業務の実
施に要した経費は、精算の結果、契約額約2407万円
に対して、約2015万円となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　今この２つの会議、キャラバン
についてはもう精算済みっていう理解でよろしいです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　そのとおりでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　そのとお
りでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　トークキャラバンについて
ちょっと確認したいんですけど、私も費用明細見させ
てもらいました。開催地ごとに出してますよね。例え
ば受託者の人件費とか、直接経費っていうのが出てな
いんですよ。万国津梁会議は人件費とこの内訳も出て
るんですけど、こういう形でのトークキャラバンにつ
いては明細は出せますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　開催地ごとの内訳は提
出することは可能でございます。
○西銘　啓史郎君　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時１分休憩
　　　午後６時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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○知事公室長（金城　賢君）　議員御質問のとおり、
開催地ごとの明細はございます。
○西銘　啓史郎君　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時２分休憩
　　　午後６時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　開催地ごとの人件費の
額でございますけれども……
○西銘　啓史郎君　トータルでいいです。
○知事公室長（金城　賢君）　トータルで、382万
2609円でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　何が申し上げたいかというと、こ
れもともと開催は５回でしたよね、東京、名古屋、大阪、
札幌、福岡。実際４回ですよね。当初の予算が1043
万で支払いが1028万。本来は５分の４に僕はなるべ
きだと思うんです。これはほぼ満額じゃないですか。
そこはちゃんとチェックしてますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時３分休憩
　　　午後６時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　内容につきましては、
適正にチェックを行っているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　これはもう一度監査が入るかも
しれません。
　次、万国津梁会議ですけれども……
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時４分休憩
　　　午後６時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　これも代表質問でもありました
けれども、児童虐待のこの万国津梁会議２回目、私も
出席しました。当時大城部長と名渡山統括監、それか
ら島袋調整監もいらっしゃったと思いますけれども、
あの現場見て、本当にこの受託者が何もしてないこと
に気づきました。受付とお茶だけ。進行は委員長がやっ
て、あと答弁を子ども生活福祉部がやっていました。
何を申し上げたいかというと、これだけの対価を払う
会議ではなかったと私は強く断言できます。現場見た
人間からして。
　これもいろんなことがありましたんで、もう今から

あまり深くは言いませんけれども、申し上げたいこと
は新年度　　　　もうちょっと、次の質問行くんで、新
年度の万国津梁会議も５部門で行われるようですが、
２万7000円から8400円に変わったこと、これもまた
どこかできっちり確認をしたいと思います。
　それと……
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時５分休憩
　　　午後６時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　梨の木ピースアカデミー　　　　Ｎ
ＰＡですね　　　　のこのオープン記念イベント（パネル
を掲示）　ここに知事が載ってます。ここに主催者が
います。ＮＰＡ共同代表、内海さんっていう方は知事、
面識あるんですか、羽田ゆみ子さん、お二人は面識あ
るんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私は、お二人とは面識あり
ません。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　今日の文化スポーツ部長の答弁
で……
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時６分休憩
　　　午後６時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　啓史郎君　ＮＰＡには、秘書課に案内が届い
たと。李何さんだっけ、ごめんなさい、名前が出てこ
ないんですけれども、それはどのような方法で来たか
お答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　メールで
来たと認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　誰宛てにメールで来たんでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　秘書課の
担当職員でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ということは、李泳采さんと、秘
書課の担当は懇意にしてるんでしょうか。窓口は誰の
紹介なんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
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○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　もともと
懇意だったかどうかというのはこの場でちょっと確認
取れません。
○西銘　啓史郎君　ちょっとマイクが聞こえないん
で、すみません。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　もともと
懇意だったかどうかというのは確認取れておりませ
ん。
○西銘　啓史郎君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時７分休憩
　　　午後６時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　知事秘書のほうにメー
ルが来まして、それを内容確認した上で所管課のほう
につないだということでございます。
○西銘　啓史郎君　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時８分休憩
　　　午後６時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　普通こういう依頼っていうのは、
正式に特別秘書に来るんですか。本来であれば、この
主催者と知事が全く関係ないとした場合ですよ、面識
もないっておっしゃいましたよね、お二人。その主催
者からでもなくて、コーディネーターから秘書に来
るっていうことはどういうことだと考えられますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時９分休憩
　　　午後６時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　李泳采氏
と知事はお知り合いだというふうに認識をしておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　午前中話題になった件ですけれ
ども、これ６月26日のある方のフェイスブックなん
ですけれども（パネルを掲示）　今週から金城リンダ
名義でオンライン沖縄講座を始めることになりまし
たって出ているんですね。要は徳森りまさんが、金城
リンダでオンライン講座を始めることになりましたっ
てことをアップしてるんですよ。
　それともう一つ、本当に先ほど部長がこのＮＰＡっ

ていうのは韓国との交流って言いましたけど、この３
か月間のオリエンテーション、コース案内10項目あ
るんですが、これ見てますよね。普通調べませんか、
依頼が来たときに、どんな団体でどういう人がメン
バーでって、私は絶対調べると思います。この前の会
食のときに知事が、会食のときに、いやメンバーは知
りませんでしたということと似てるんですよ。知らな
いわけはないですよ。この中のコースも３番目に知ら
なかった沖縄っていうことで、徳森りまさん、今金城
リンダさんかもしれませんけど、講師として入ってる
んです。そして、もっと言いましょう。この梨の木ピー
スアカデミーの本体、もともと梨の木舎っていうのは
出版会社です。そこが水道橋であめにてぃＣＡＦＥっ
ていうのをやってます。そこの代表の共催の羽田ゆみ
子さんですか、御挨拶の中でこういうことを書いてま
す。ちょっと省略しますけど、梨の木舎が出版を通し
てやってきたことは、「日本のアジアへの進出の歴史
を知るということと、女性差別的な日本の社会を変え
たいということです。戦争は差別を飲み込んでいきま
す。辺野古の海を埋め、軍備拡張路線をひた走る安倍
政権を止めましょう。」ということを書いてるんです
ね。
　僕はもう一回質問します。総務部長か知事公室長か、
政務と公務の違いを教えてください。端的に説明して
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時11分休憩
　　　午後６時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　公務、政務の区分とい
いますか御質問でございますけれども、公務または政
務に関して、明確な定義はないと考えておりますけれ
ども、公務とは知事として行う県の事務を指すものと
考えております。県が主催する行事への出席はもとよ
り、民間団体が主催する行事であっても、その内容や
目的が県の行政施策に密接に関係するものであり、知
事が県の立場等を表明するものである場合には公務に
当たるものと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　もう一つ言いましょうね。この梨
の木舎のある対談に、猿田佐世さんが出ています。覚
えてますよね、ＮＤの猿田さん。新外交イニシアチブ
ですよ。いいですか、猿田さんが出てきます。そして、
個人名はちょっとあまり出せないんですけど、先ほど
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ちょっと出ました、この大学教授、この大学教授は翁
長知事が国連の人権理事会で枠をもらって発言したＮ
ＧＯの代表です。何を申し上げたいかっていうと、そ
ういう要素が強い方々の、しかもこれ有料のあれです
よ、9000円で。それに知事が公務としてＰＲに出る
ことが本当に公務なのか、これ政務ならいいですよ、
政治家として出るなら何にも言いません。部下も使わ
ずに。公務としてこれ堂々と沖縄県として、これ本当
に主催じゃないけど応援してるようなメッセージです
よ、見た方は。これが本当に普通なんでしょうか。部
長、先ほど公務決裁したと言いましたけど、決裁を取
るより僕は申し訳ないけど、大変つらい立場になった
んじゃないかと思います。何でもかんでも文化観光ス
ポーツ部に振られて、ぜひちょっと一言あれば……
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　いろいろな方々が活動して
いればいろいろな形でその接点はあろうかと思います
が、そもそも、そもそも私は、恵泉女学園大学の李泳
采氏から、このオープニングイベントで最初はソウル
市の教育庁教育監である、チョ・ヒヨン氏との対談と
いう形で依頼がありました。しかし、もろもろ調整し
たんだけれども、どうもその内容とか対談の詰めがで
きないということになり、では、この市民交流など観
光交流促進の観点から、このイベントで挨拶をさせて
いただいて当日Ｚｏｏｍでオンラインでの対応という
ふうな運びになったんですね。ですから、それは先方
の趣旨としては、梨の木ピースアカデミーには日本や
東アジアの国際関係、特に沖縄や韓国との交流に関心
を持っている参加者が多く予定されていること、日本、
沖縄、韓国間をはじめ東アジアの市民交流、学生交流、
観光交流の活性化を応援する内容で、ソウル市の教育
庁教育監と知事にトークイベントの参加をお願いした
いという内容で来たんです。ですからまず、最初は私
の秘書を通して来たんですが、これは正式に秘書課に
通してそれで受けるかどうかはもうちゃんと判断して
くださいということで、ほとんどそういうふうにやっ

ています。
　それで、これは政務だ、これは公務だというふうな
こともきちんと振り分けないと全てごちゃ混ぜにやる
わけにはいきませんので、公務と政務の区別を必ずつ
けるようにしています。特に昨年夏以降の日韓情勢の
影響で、韓国の観光客が減少したことを受け、私が
10月に訪韓した経緯があることから、観光振興課が
所管課となり、観光交流を中心とした地域間、市民間
の交流の促進を目的としてオンラインで参加した。つ
まりそれが目的で、公務としてこのイベントのオープ
ニングで挨拶をし、教育監の話を聞いて一言、二言、
御挨拶をさせていただいたということです。
　ですから、私は純然たる公務としてその内容を所管
課にお任せしましたし、私はそういう意味では市民間
交流、学生交流、観光交流という形の公務に即した任
務であったというふうに理解をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　このアカデミーはそういうもの
じゃありません。よく内容見てください。
　それと知事、前回のときも最初はプライベートだか
ら何の問題もないというのが、野党の追及もあって謝
罪しましたよね、今後気をつけますと。私もあのとき
申し上げました、李下に冠を正さず、やめてください
と、今回も一緒ですよ知事。疑われてもしようがない
ですよ、全部ひもとくと。そこをぜひ、これは今後の
話は時間ないんであれですけど、そういうふうになら
ないようにしっかり各部局も頑張ってほしいと思いま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明10日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時17分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　 長 赤　嶺　　　昇

会議録署名議員 新　垣　光　栄

会議録署名議員 大　城　憲　幸
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議　　事　　日　　程　第５号
令和２年７月10日（金曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　乙第１号議案から乙第14号議案まで（質疑）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　乙第１号議案から乙第14号議案まで

乙第１号議案　沖縄県職員等の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職

員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例
乙第３号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
乙第７号議案　工事請負契約について
乙第８号議案　訴えの提起について
乙第９号議案　交通事故に関する和解等について
乙第10号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第11号議案　弁護士報酬請求事件の和解について
乙第12号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
乙第13号議案　沖縄県収用委員会委員の任命について
乙第14号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について

日程追加　在沖米軍に対する新型コロナウイルス感染防止対策を求める意見書
日程追加　在沖米軍に対する新型コロナウイルス感染防止対策を求める決議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
出　席　議　員（48名） 

議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君

10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君

令和２年
第　 ４　 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第５号）

令和２年７月10日（金曜日）午前10時開議
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21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君

35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君	
47　番　　照　屋　守　之　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
説明のため出席した者の職、氏名

知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　富　川　盛　武　君　
副 知 事　　謝　花　喜一郎　君　
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　金　城　　　賢　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君　
企　画　部　長　　宮　城　　　力　君
環　境　部　長　　松　田　　　了　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長　　

名渡山　晶　子　さん　

保健医療部長　　大　城　玲　子　さん
農林水産部長　　長　嶺　　　豊　君
商工労働部長　　嘉　数　　　登　君
文 化 観 光
スポーツ部長　　

渡久地　一　浩　君　

土木建築部長　　上　原　国　定　君
企　業　局　長　　棚　原　憲　実　君
病院事業局長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　伊　川　秀　樹　君
知 事 公 室
秘書防災統括監　　

平　敷　達　也　君

総 務 部
財 政 統 括 監　　

平　田　正　志　君　

教 育 長　　金　城　弘　昌　君
警 察 本 部 長　　宮　沢　忠　孝　君
労 働 委 員 会
事 務 局 長　　

山　城　貴　子　さん　

人 事 委 員 会
事 務 局 長　　

大　城　直　人　君　

代表監査委員　　當　間　秀　史　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事 務 局 長　　勝　連　盛　博　君　
次 長　　知　念　弘　光　君
議 事 課 長　　平　良　　　潤　君
副　参　事　兼
課　長　補　佐　　

佐久田　　　隆　君

主　　　　　査　　宮　城　　　亮　君
主　　　　　査　　親富祖　　　満　君
政務調査課長　　上　原　貴　志　君
副　　参　　事　　中　村　　　守　君
主　　　　　幹　　城　間　　　旬　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、乙第１号議案から乙第14号議案まで
を議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　仲村家治君。

　　　〔仲村家治君登壇〕
○仲村　家治君　議場の皆様、おはようございます。
　沖縄・自民党会派の仲村家治でございます。
　まず最初に、各地の豪雨災害によります人的被害を
はじめ、河川の氾濫、土砂災害などにより多くの被害
が出ております。お亡くなりになられた方々に対して
お悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様を
はじめ、避難生活を余儀なくされていらっしゃる皆様
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に対して心よりお見舞いを申し上げます。ニュースの
映像を見て、一番の心配は避難所の３密対策。どのよ
うにしているのかが大変気になっております。この点
は県も沖縄の災害時の避難の在り方に対して対策を講
じてほしいと考えております。
　このたびの選挙で、那覇市・南部離島区で２度目の
挑戦で初当選をしました仲村家治でございます。改め
てよろしくお願いをいたします。後援会、地域の皆様、
知人、友人に支えられ、県民の負託を受けたことを重
く受け止め、沖縄県民のために汗を流す所存でありま
す。
　私の父、仲村正治は、1976年から２期県議を務め
ており、父の遺志を継いで議会活動に励んでまいりま
す。皆様の御指導と御鞭撻をよろしくお願いをいたし
ます。
　最初の質問ですので、この４年間の目標などを述べ
させていただきます。
　私は、政権与党の自民党の一員として新型コロナウ
イルス感染拡大による沖縄県経済の疲弊を一日でも早
く回復させるために、予算や制度などの確立などに努
めてまいります。
　２点目に、次期沖縄振興計画の策定は、自民党の沖
縄振興調査会そして美ら島議員連盟が中心になり、作
業を進めてまいります。皆様御承知だと思いますが、
私たち自民党、すなわち自民党県連は、中川県連会長
を中心に県民との橋渡しをして汗をかいてまいりま
す。自民党の一員として、私も粉骨砕身頑張ってまい
ります。そのほかには、青年部で行いました子育て働
き方トークライブでも取り上げた子育て環境の改善、
子供の貧困問題解決、保育、介護、福祉の充実、交通
渋滞等通学の在り方、若者や女性活躍の推進、離島地
域の振興・発展、そして最後に沖縄県那覇空港用地等
地主会の要請の跡地利用の法整備等に取り組んでまい
ります。
　私仲村家治は、清潔な政治活動を基本理念とし、山
積する諸課題に誠実に向き合い、解決に向けて全力で
実行する所存でございます。
　それでは、質問通告書に従いまして一般質問をいた
します。
　１、新型コロナウイルス感染拡大による沖縄県の影
響について。
　(1)、沖縄県における経済への影響と回復対策につ
いて。
　(2)、次の波への感染症拡大防止の対策、ＴＡＣＯ
の強化、医療体制の強化、ＰＣＲ検査の強化等の県の
方針について。

　(3)、南部周辺離島の観光等と医療体制の対策はど
のようになっているか。特に久米島町について詳しく
答弁してください。
　２、沖縄県におけるマリンスポーツ、マリンレジャー
の現状について。
　(1)、最新の沖縄県観光統計実態調査から見た現状
について。
　(2)、海の安全を担保する県条例等の整備状況につ
いて。
　(3)、平成29年第１回定例会（平成29年２月24日）
で上原正次議員の質問中(5)、海洋県・沖縄の観光産
業分野において、海水浴場の安心・安全、水辺の事故
ゼロに取り組む、マリンレジャーライフガード従事者
の地位の向上と支援に取り組んでいただきたいの答弁
と進捗状況についてお伺いします。
　(4)、玉城知事の公約、観光振興の中での、マリン
レジャーライフガード従事者の地位向上と支援につい
ての進捗状況についてお伺いいたします。
　大きな３、６月19日に自民党県連青年部が、山本
朋広防衛副大臣と面談し、米軍普天間飛行場の名護市
辺野古移設が完了するまでの間、同飛行場を別の既存
基地へ仮移設し、前倒しで閉鎖するよう要請しました。
この要請行動に対して県の考え方をお答えください。
　４、我が党の代表質問との関連について、３の移設
の関連について質問させていただきます。
　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　仲村家治議員の御質問にお答えいたします。
　仲村議員、初当選おめでとうございます。粉骨砕身、
共に頑張ってまいりましょう。
　沖縄県におけるマリンスポーツ、マリンレジャーの
現状についての御質問の中の２の(3)及び２の(4)、ラ
イフガード従事者の地位向上と支援についての進捗状
況についてお答えいたします。２の(3)と２の(4)は関
連しますので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　観光客に安全・安心なマリンレジャーを楽しんでい
ただくためには、ビーチ等での事故防止や救助活動を
担うライフガードの役割が重要であると認識しており
ます。沖縄県ではこれまで、ライフガード従事者を対
象とした安全管理講習会への講師派遣等を行い、その
技術向上に努めているところです。
　沖縄県としましては、ウイズ・コロナの状況の中、
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安全・安心な沖縄観光に貢献するライフガードの情報
発信を行うなど、ライフガード従事者の地位向上等に
取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、新型コロナウイ
ルス感染拡大による沖縄県の影響について、(1)、経
済への影響と回復対策についてお答えいたします。
　新型コロナウイルスの県経済への影響については、
５月の入域観光客数が前年比で約95％減と大幅に減
少し、主要ホテルの客室稼働率は10％を下回ってお
ります。加えて、県民や事業者の活動自粛等により、
飲食業、小売業など多岐にわたる業種で多大な影響を
受けており、沖縄経済はかつて経験したことがない深
刻な事態になっていると考えております。これまで、
県内事業者の事業継続と雇用を維持する取組を行って
まいりましたが、今後は、落ち込んだ経済活動を段階
的に回復させていくため第２の波に備えた防疫体制を
構築するとともに、沖縄県の経済対策基本方針に基づ
き、県内の消費喚起や域内の経済循環を図る取組等を
切れ目なく実施してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　新型コロ
ナウイルス感染拡大による沖縄県の影響についての御
質問のうち(2)、ＴＡＣＯの強化についてお答えいた
します。
　県では、「旅行者の安全・安心に関するアクション
プラン沖縄Tour	Style	With	コロナ」に基づき、新
型コロナウイルス感染防止のための水際対策として、
６月19日に那覇空港内に旅行者専用相談センター沖
縄ＴＡＣＯを設置いたしました。今後は、その運用状
況等を検証するとともに、県内外の新型コロナウイル
ス感染症の感染状況を踏まえ、適宜、見直しを図って
まいります。
　続きまして、同じく(3)、南部周辺離島及び久米島
町の観光対策についてお答えいたします。
　県では、県外の旅行博等への出展や、雑誌・インター
ネット等を活用した情報発信、旅行社等の招聘を実施
し、離島への誘客に取り組んでおります。南部周辺離
島は、県外での認知度が十分ではないという課題があ
るため、引き続き各地域の魅力の発信に努めていきた
いと考えております。また久米島町については、地元

の最新情報を直接発信するため、観光協会への委託に
より一人旅の女性等をターゲットに、癒しの島をテー
マとした独自のプロモーション等を展開しているとこ
ろです。引き続き観光協会をはじめとする各関係機関
と連携し、久米島ならではのよさを生かした観光の促
進に努めていきたいと考えております。
　続きまして２、沖縄県におけるマリンスポーツ、マ
リンレジャーの現状についてのうち(1)、マリンスポー
ツ等の現状についてお答えいたします。
　国内観光客を対象とした平成30年度沖縄県観光統
計実態調査によれば、ダイビングを体験した観光客数
は約49万人、観光客数に占める割合は約７％で、海
水浴・マリンレジャーを体験した観光客数は約193万
人、観光客数に占める割合は約28％となっておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナウ
イルス感染拡大による沖縄県の影響についての御質問
の中の(2)、ＰＣＲ検査及び医療体制の強化について
お答えいたします。
　新型コロナウイルスの検査体制につきましては、今
後、医師会や県立病院等と連携し、県内100か所以上
の検体採取を行うための医療機関を検査協力医療機関
として契約し、唾液検体によるＰＣＲ検査や抗原検査
の実施体制を拡充します。医療提供体制につきまして
は、第２波に備え、ピーク時の入院患者を200名と推
計したところであり、推計値に基づく病床数を確保す
る計画を７月末までに策定することとしております。
　同じく１の(3)のうち、南部周辺離島及び久米島町
の医療体制についてお答えいたします。
　本島周辺の入院医療施設のない離島で感染者が発生
した場合、島内での感染拡大を防ぐため、感染症指定
医療機関のある沖縄本島へ移送を行うこととしており
ます。
　県としましては、各圏域ごとの状況を踏まえた病床
確保計画を７月末までに策定することとしており、公
立久米島病院の位置づけにつきましても、この中で検
討することとしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　宮沢忠孝君登壇〕
○警察本部長（宮沢忠孝君）　２、沖縄県におけるマ
リンスポーツ、マリンレジャーの現状についての御質
問のうち(2)、海の安全を担保する県条例等の整備状
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況についてお答えいたします。
　平成５年10月に沖縄県水難事故の防止及び遊泳者
等の安全確保等に関する条例が制定され、平成６年４
月から施行されています。
　同条例においては、海水浴場開設者、プレジャーボー
ト提供業者、潜水業者等は公安委員会に対して届出を
しなければならないとともに、水難事故の防止、人命
救助のため各種措置を取り、または取るよう努めるこ
ととされています。例えば、海水浴場開設者は、遊泳
区域の表示、救命用具の備付け、水難救助員の配置等
の措置を取るよう努めることとされています。
　なお、同条例については、現在改正に向けて検討を
行っているところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　３、自民党県連青年部
の要請行動に対する県の考えについて(1)、自民党県
連青年部の要請についてお答えいたします。
　去る６月19日、自民党県連青年部が山本朋広防衛
副大臣と面談し、普天間飛行場の名護市辺野古移設が
完了するまでの間、同飛行場を別の既存基地へ仮移設
し、前倒しで閉鎖するよう要請したことは報道を通じ
て承知しております。普天間飛行場の危険性の除去に
ついては喫緊の課題であり、県としては、これまで普
天間飛行場負担軽減推進会議及び同作業部会におい
て、オスプレイ12機程度の県外拠点配備や、同飛行
場所属機の長期ローテーション配備などの具体的な取
組を求めたところです。
　今後も政府に対し、同飛行場の速やかな運用停止を
含む一日も早い危険性の除去を強く求めてまいりま
す。
　４、我が党の代表質問との関連について(2)、普天
間飛行場の危険性の除去についてお答えいたします。
　普天間飛行場の辺野古移設への民意は、一連の選挙
や県民投票で繰り返し示されてきました。また、辺野
古新基地建設については、防衛省から統合計画に示さ
れている提供手続の完了までに要する期間が約12年
になることが公表され、辺野古移設では、普天間飛行
場の一日も早い危険性の除去にはつながらないという
ことが明確になりました。
　同飛行場の速やかな運用停止を含む一日も早い危険
性の除去は喫緊の課題であり、日米両政府において
は、国際情勢の変化を踏まえ、辺野古が唯一の解決策
という固定観念にとらわれずに、同飛行場の県外・国
外移設について再検討していただきたいと考えており

ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　答弁ありがとうございました。
　それでは、２のマリンスポーツ、マリンレジャーの
現状について再質問させていただきます。
　知事のほうから答弁がありましたけれども、いろん
な講習とかをやっているというお話なんですけれど
も、これは平成29年の上原議員に対する答弁と全く
同じ答弁でした。知事が当選して２年、そして平成
29年から約３年、４年前の話なんですけれども、実
際に具体的に何の講習をしてどういうことをやってき
たか、部長のほうから答弁をお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　今御質問された以降ということで、まず平成30年
度に観光人材育成確保促進事業というもので、これは
申請された事業者に対しまして研修会というものを
行っております。計５回実施しておりまして、主な内
容といたしましては水難救助及びリスクマネジメント
研修ですとか、水難救助のスキルアップ研修、マリン
レジャー事故対策訓練、そして平成31年度につきま
しては、合計８回研修を実施しております。主な内容
といたしましては、水難救助講習、そして水上バイク
レスキュー訓練などを行っているところでございま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　これは事業者を対象にということ
なんですけれども、実際に現場にいるライフセーバー
の人たちとか、救難を担当する方々直接やったのか。
それともどういう形で、またどなたが講師としてその
ような講習会をやったかをお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時23分休憩
　　　午前10時23分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　一般社団法人沖縄県ライフセービング協会の代表理
事を務められております音野様が、直接ダイバーに対
して講習を行ったというふうに認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　今、沖縄ライフセービングの音野さ
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んの話が出ましたけれども、沖縄ライフセービングの
協会の皆様の普段の活動状況をお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時24分休憩
　　　午前10時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　まず１つは、当然沖縄ライフセービング協会におけ
る活動ということもございますけれども、職業として
のライフガードの確立ですとかあるいはライフセー
バーの人口の拡大といったような活動にも取り組んで
いらっしゃるものと認識をしているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　沖縄県のビーチをはじめ、観光客ま
たは県民の皆様が安心して海水浴ができるように監視
員が日々活躍しているんですけれども、沖縄には３つ
のタイプがありまして、まず民間リゾートホテルが
管理しているビーチ、そして市町村が管理している　　　
　指定管理制度でやっていますけれどもそういうビー
チ、あとは本当に自然のままの海岸、この３つがあり
ます。実際にこの３つの管理、自然の海岸はほとんど
管理されていませんので、この間１か月以上前にコロ
ナでビーチが閉鎖されて県民、観光客が既存の海水浴
場に行けなかった。そうしてライフセービングガード
の皆さんがパトロールをしたと。そうすると管理され
ていない自然のビーチで、県民の皆様が海水浴をして
いるのを目の当たりにして、万が一事故があったらど
うするんだろうという不安をおっしゃっていました。
自然のビーチの管理、それはどのような体制になって
いるかお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　お答えいたします。
　先ほど御紹介申し上げた、水上安全条例におきまし
て海水浴場の開設者は届出をしなければいけないとい
う規定があるということをお答え申し上げたわけでご
ざいますが、条例の中で海水浴場とは、遊泳する者の
利便に資するための更衣室、トイレ、シャワー施設等
のいわゆる利便施設であるとか、水難事故防止のため
の安全設備等が設けられている特定の海域及び接続す
る海浜ということで規定をされてございます。
　議員御指摘されましたそういった設備がないような
自然の海岸というものにつきましては、条例の対象に
なっていないということで届出の義務がないというこ

とでございますが、ただ御指摘のとおりそういったも
のについても、住民の方が海水浴場ということで遊泳
をされるということがございますので、そういうもの
については、本来、市町村が開設者となって必要な施
設設備等を設けることが適当であるというふうに考え
ておりますので、そういった方向での指導を行ってい
るところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　水上安全条例の中で結局は管理で
きていないというのが私の考えです。今、沖縄県全域
の海岸線の安心・安全をどのように守っていくか。な
ぜ私がこの点に触れるかというと沖縄県は365日、マ
リンスポーツが可能な水温を保っております。東京オ
リンピックでは、サーフィンが正式種目となりました
し、また年々沖縄でサーフィン人口も増えているとい
うことであります。そうすると管理できていないとい
うか、市町村がやっているとおっしゃいますけれども
実際は不可能だと思っております。安心・安全のマリ
ンスポーツ、レジャーをトータル的に確立するために
は、いろいろ調べている中で沖縄に一番合っているの
は、ハワイ型のライフガードの制度が適しているので
はないかということなんです。通告というか質問の
コミュニケーションできていないのでこれが回答でき
るかわからないんですけれども、ハワイのライフガー
ド制度について、もし答弁できるようでしたらお願い
いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　詳細については、今この場で持ち合わせてございま
せんけれども、ただハワイでは、ビーチの安全を守る
ためにライフガードが大変重要な役割を担っていると
いうふうにはお聞きしているところでございます。詳
細についてもまた勉強しながら、いろいろと検討、勉
強させていただきたいというふうに思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　では、９月の定例会でもう一度質問
しますので、それまでに勉強しておいてください。
　それでは、県水難事故防止条例の中で資格要件が認
定されていると思うんですけれども、その認定者はど
なたか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　今、議員御指摘の点で
ございますが、恐らく海域レジャー提供業者のうち、
安全対策が優良であるものについて指定をするそうい
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う制度のことかと思いますが、これについては公安委
員会がそういった一定の水準の安全対策を講じている
ものについて、安全対策優良海域レジャー提供業者と
いうことで指定するという、そういった制度になって
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　これも調べたんですけれども、他
府県、特に千葉とか神奈川は日赤とライフセービング
協会がその任を受けておりまして、沖縄県も沖縄のラ
イフセーバーの協会にこの監視資格をぜひ与えていた
だきたい。なぜかというと、彼らは日々、ライセンス
を国際的な資格を得ているのはこのライフセービング
協会、日本のですね。ですから沖縄の協会もそれに準
じてライセンスを持っている大変有意義な団体ですの
で、ぜひとも指定していただきたいなと思いますけれ
どもどうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　水上安全条例につきま
しては、ただいま県警の中で様々な機関・団体の御意
見を聞きながら改正に向けた検討を始めているところ
でございます。したがいまして、議員御指摘のただい
まの件につきましても関係機関・団体の話をよく聞い
て、適切に対応してまいりたいというふうに考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　それではよろしくお願いいたしま
す。
　続きまして、知事に御質問させていただきます。
　実は、ハワイのライフガード協会は公務員なんです
ね。ですからこの体制を私はぜひ沖縄県でも確立して
ほしいなと思っております。ただこの沖縄型のライフ
ガードの在り方というのは、大変調査研究も必要だと
思うんですけれども、実はハワイのライフガード協会
の元会長さんは日系の方で、ラルフ後藤さんとおっ
しゃるんです。沖縄のライフセービング協会の皆様と
大変懇意にして、意見交換等をよくやられているとい
う話があります。例えばハワイは沖縄県の県人会もあ
ります。また知事も日系の方がなさっていますので、
知事がハワイの皆さんとライフガードについてぜひ意
見交換をして、また現場のライフセービング協会の皆
様とも調整をして、できたらハワイとのパートナー
シップを結びたいというお話があります。その提案
に対してどのような考えを持っておりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　沖縄県民はいわゆる無料で
遊泳できるビーチ、私たちはイチャンダビーチと言っ

ておりましたけれども、そういう自然環境の中で海に
親しむということが一般的でずっと続いてきておりま
す。しかし近年は、ハブクラゲの出現あるいはシュノー
ケリングなどの安全性向上の課題などなど、これから
の持続可能性のあるマリンスポーツの姿を考えると、
やはりこのライフガード制度についてはしっかりと取
り組んでいく必要があるというのは議員の御認識と一
致するところであります。
　ですから県としてもそのようなことについても、
しっかり目配り、気配りをしながら取り組んでいきた
いというように考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　ぜひ、ハワイのライフガードとの
パートナーシップの締結に向けて御努力をよろしくお
願いします。
　続きまして、コロナウイルス感染拡大による沖縄県
への影響について再質問させていただきます。
　まず沖縄は患者がしばらくいなかったんですけれど
も、立て続けに患者が出てきました。本土へ旅行に行っ
たとか、帰ってきて、そして那覇空港をスルーして石
垣に帰っております。那覇空港のＴＡＣＯの話とかあ
りますけれども、なぜスルーされたのか、その辺の見
識をお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　先ほども答弁をさせていただきましたけれども、沖
縄県では６月19日から那覇空港内にＴＡＣＯを設置
して、水際対策ということで努めているところでござ
います。ただその仕組みと申しますのがサーモグラ
フィーで発熱が検知された方に対しまして、看護師の
問診によってＰＣＲ検査につなげていくといったよう
なやり方ということでございます。そこで発熱が検
知されなかった方につきましては、旅行者の方であれ
ばそのまま那覇空港から旅程に行かれてしまうという
ようなことも含めて、その前かあるいは旅行の途中で
感染された方がいらっしゃったのかなというふうに推
測しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　結局、思っている以上の効果がな
かったということですよね、スルーされたということ
は。もっと強固なシステムをつくっていただきたい。
離島に保菌者が渡ってそこが感染した場合に、久米島
とか南部離島の周辺はほとんど医療機関がないに等し
いわけです。重篤になったら、緊急搬送するというこ
となんですけれども、この緊急搬送はどなたがやるん
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でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　本島周辺の医療施
設のない離島につきましては、本島に搬送する体制を
今整えておりまして直接的には管轄の保健所が中心に
なりまして、また県の総括情報部のほうでコーディ
ネーターを置いて調整を行っておりますので、そう
いった形で搬送してまいるということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　ヘリで那覇に来るんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　おのおのの島々に
応じて状況はあるとは思いますけれども、航空搬送、
それから航路による搬送も選択肢に含めて今調整して
いるところです。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　続きまして、久米島町に関しての
お話なんですけれども、久米島町は私が先月訪問した
ときに、ホテルもほとんどクローズしてレンタカー屋
さんもほとんどクローズしている状況で、これ以上耐
え切れないというお話をしていたんです。キャンペー
ンを始めようということで具体的な話は伏せておきま
すけれども、その企画をした場合にある程度の人が来
ると。そうするとその中で発症者が出ると、ほとんど
もう医療機関がないので、移送をする話があるんです
けれども、ただ感染をして陽性でも大した発症はして
いない方がいらっしゃるんです。その方たちの対策と
してホテルの一部を借り上げておくという対策も必要
じゃないかということがあったんですけれども、その
考え方に対してどのように県としては対応いたします
か。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　感染の疑いのある
場合には、やはり検査が必要になりまして、それも含
めて検査の結果によっては入院措置が必要になります
ので基本的には搬送してということになりますが、久
米島公立病院においてその体制が取れるかどうかにつ
いても近日中に調整する必要があるとは考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　仲村家治君。
○仲村　家治君　そのためにはＰＣＲ検査を徹底し
て、要はかかっていないですよということで渡ってい
ただいたほうが、安心・安全であるのかなと思ってい
ます。この辺はまた我が会派の別の議員が質問すると
思いますので、今回のコロナの質問は終わります。
　次３の、我が党の県連の青年部が６月19日に辺野

古の移設が長引くのでその間、仮移設、移転をしてほ
しいと防衛省に要請したんですけれども、実際沖縄県
は辺野古に基地は造らせないということで今常におっ
しゃっています。じゃこの普天間、宜野湾市民の皆様
　　　　ただ普天間飛行場を返してくれと。これは日米政
府が合意した案ですよね。それに対してノーと言って、
じゃこの日米が……
　終わりましたね。ということでまた引き続きこの辺
野古の問題については、質問させてください。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　まず、質問に入る前に本当に、九州、
日本全国のこの豪雨、本当に信じられない被害、そし
て　　　　、本当にもうただただびっくりするばかりでご
ざいます。そういった意味で私たち沖縄県からも大い
なる支援、このようないろんな御協力できたらなと思
います。本当にお悔やみを申し上げ、一般質問に入
らせていただきたいと思います。
　まず初めに、基地行政についてなんですが、一日も
早い危険性の除去に向けた県の取組とその実現に向け
て伺います。何度も聞いておりますが、具体的なのを
一度も聞いたことないんです。公室長も替わりました
ので改めてお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　普天間飛行場の速やか
な運用停止を含む一日も早い危険性の除去は喫緊の課
題であり、辺野古移設とは関わりなく一日も早く実現
されるべきものと考えております。
　このため、県としましては、今後も宜野湾市と連携
し、普天間飛行場負担軽減推進会議及び同作業部会を
通じ、同飛行場の県外・国外の移設、早期閉鎖・返還
及び速やかな運用停止を含む危険性の除去を引き続き
政府に強く求めてまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　県としては、作業部会並びに宜野湾
市と連携して国に求める。相変わらずずっともう何百
回も聞いておりますので、ほかに策はないのかなとい
うことで。
　そこでじゃ、確認いたします。
　一日も早い危険性除去に向けた県の取組とその実現
に向けてなんですが、普天間飛行場の閉鎖・返還の原
点は、世界一危険と言われている状態から市民の命と
財産を守り、過重負担な基地の整理縮小のためにＳＡ
ＣＯ合意で取り組まれていると理解しておりますが、
間違いありませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。

－212－



○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　1996年12月のＳＡＣＯ合意以降、その後様々な紆
余曲折を経て、例えば軍民共用でありますとか15年
使用期限と、それからＬ字案と。最終的には現行のＶ
字型案という形で政府においては辺野古新基地建設の
作業を進めているところだというふうに理解しており
ます。
○又吉　清義君　ちょっと休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時47分休憩
　　　午前10時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　普天間飛行場の一日も
早い危険性の除去であるというふうに考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　何で一日も早い除去をするんです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　普天間飛行場、人口約
10万人の宜野湾市に所在しておりまして、その周囲
には小中学校が15、高校が４校、そして大学が１と。
人口密集地にあって、基地から派生する航空機騒音、
それから先日も泡消化剤漏出事故等ございましたけれ
ども、そういった形で県民の、宜野湾市民の過重な基
地負担になっているということから、危険性の除去も
含めて求めているというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　端的に言えば危険性の除去という
のが一番の原点ですよね。やはりその点はしっかり皆
さん　　　　だから普天間飛行場は閉鎖・返還があると。
やはり皆さんに理解してもらわないと。だから一日も
早くなんですよ、皆さん。一日も遅くではないという
のをやはり理解してもらいたいなと。皆さんの今の取
組、どうもちょっと今からただしていくんですが、理
解できない分野が多々いっぱいあるもんですから。
　次に、ＳＡＣＯ合意は撤去可能なものであると明記
されておりますが、撤去可能な施設から埋立てを強く
求めたのはアメリカ合衆国か、日本か、沖縄かどちら
かお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時49分休憩
　　　午前10時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　ＳＡＣＯ合意でもって

海上ヘリポート案とされたものが、その後の稲嶺知
事の時期における軍民共用、あるいは15年使用期限、
そういったところを経まして、先ほど申し上げたとこ
ろのＬ字案、さらに平成18年５月にはＶ字型案とい
う形で日米両政府において決定をされたというふうに
考えております。
○又吉　清義君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時50分休憩
　　　午前10時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　御質問の埋立てにつき
ましては、稲嶺知事において、軍民共用を使用期限
15年という中において埋立てを求めたというふうに
理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから、埋立てを求めたのは県で
すよね。
　次、またＶ字型案を求めたのは、アメリカか、日本
か、沖縄か、どちらですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　Ｖ字型案につきまして
は、日米両政府の協議により決定をされたというふう
に理解をしております。
○又吉　清義君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時53分休憩
　　　午前10時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　日米間双方の協議に
よって決定をされたというふうに理解しております。
○又吉　清義君　だから、なぜ協議されたんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時54分休憩
　　　午前10時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　又吉清義君。
○又吉　清義君　では、なぜこれが協議をされました
かということです。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時54分休憩
　　　午前10時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　名護市、宜野座村のほ
うから住宅上空地を飛ばない形でのという要望もあり
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まして、そうしたことも踏まえまして、日米間でＶ字
型案という形のものが決定をされたというふうに理解
しております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから、民間上空を飛ばないため
に地域からこのような要望があったと。皆さん、昨日
私、知事公室長の答弁を聞いていると、このＳＡＣＯ
合意、当初は撤去可能な施設である、これが埋立てに
なった、そしてＶ字になった。だからＳＡＣＯ合意は
破棄するものだと言うもんだから、あえて聞いている
わけですよ。そうすると知事公室長、あなたの昨日ま
での答弁は間違いじゃないですか。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時56分休憩
　　　午前10時57分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　軍民共用案を公約に掲げて当選した稲嶺元知事は、
平成11年に辺野古沿岸域を移設候補地として決定し、
当時の岸本名護市長も７つの基本条件付で受入れを表
明し、政府は軍民共用案等に係る閣議決定をしており
ます。
　平成17年10月に日米両政府が合意したＬ字型案に
は名護市も反対し、政府がＶ字型案を示し、平成18
年４月に国と名護市においてＶ字型案を、同じく平成
18年４月に当時の名護市長、宜野座村長と額賀防衛
長官との間で基本合意書への署名がなされ、同年５月
１日の再編実施のための日米ロードマップにおいて日
米両政府がＶ字型案に合意をしたというふうに理解を
しております。
○又吉　清義君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時58分休憩
　　　午前10時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　平成18年５月の在日米軍の兵力構成見直し等に関
する政府の取組についての閣議決定において、さきの
平成11年になされました撤去可能海上ヘリポート基
本案、軍民共用案のいずれも廃止をしたというふうに
理解をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　平成11年に廃止されましたか。
2015年に２プラス２で合意協議されて、承認されま
せんでしたか。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時59分休憩
　　　午前11時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○又吉　清義君　公室長、普天間飛行場の閉鎖・返還
問題というのは、先ほど原点でありましたように一日
も早い危険性の除去なんですよ。それがあるからＳＡ
ＣＯ合意でこういった経緯をたどり、日米でちゃんと
了解をして進められているわけですよ。ですから、そ
れを私たちは早めに実現してもらいたい。私は宜野湾
市民として。公室長はこの滑走路の真下とか行ったこ
とがないから、どんなに大変かがわからないと思いま
す。知事もまだほとんど行ったことがないと、これは
前回もそういうふうに聞いております。
　ですからその中で、この県民の命を守るための危険
性除去に向け、一日も早くできる方法を取るのが県の
姿勢であると私は解釈しておりますが、これは間違い
ないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員御指摘のとおり、
県民の生命財産を守るというのは行政の最も重要な責
務であろうというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　では、次に移らせていただきます。
　そうすると、この県が今取り組んでいる手法、そし
て国に訴えていることについては、いつまでに実現可
能ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県といたしましては、
一日も早い危険性の除去を、普天間飛行場の県外・国
外移設を日米両政府に求めることで、早期に実現をし
ていきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから、これは何回も聞いており
ます。もう今回で９年分ぐらい聞いてます、私は。で
すから聞いているんです。いつまでにできるんですか
と聞いているんですよ。知事公室長も新しく替わりま
した。そういうめども全くないんですか、県は。ただ
これ言うだけですかと。皆さん、それをいつまでに実
現しようとして取り組んでますかということです。
　もう一度お答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員御案内のとおり、普天
間飛行場は一日も早い運用停止、閉鎖・返還を求めて
政府に対して我々は対話による解決をずっと求め続け
ております。政府が対話の姿勢を示していただければ、
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私たちは現実的な議論を踏まえて、一日も早い、その
スタートラインに一緒に立ちたいということを願って
おりますが、そのためには司法による解決ではなく、
対話による解決が一番であるということを求めていま
すので、一日も早い解決は一日も早い対話の場所をつ
くることにつながるということを御認識いただければ
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　知事、ありがとうございます。対話
が出てきましたので、後で対話について聞きますので
よろしくお願いします。
　知事は、国がキャンプ・シュワブへの具体的な埋立
工程を示した時点で、12年は長いと反論し始めまし
たが、県自身の危険性除去に向けた取組は、何年で可
能なのか。対話、対話だけで終わるんですか。この
12年が長いという根拠は何ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時５分休憩
　　　午前11時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　今現在、国において進められている辺野古新基地Ｖ
字型案でございますけれども、これにつきましては政
府において昨年12月に、12年かかるということが示
されておりまして、県といたしましては、この12年
という期間についてはむしろ県外あるいは国外に移設
を求めることのほうがより負担軽減と、普天間飛行場
の危険性の除去を求めていくという上では、やはり県
外・国外を求めていったほうがより県民の基地負担の
軽減につながるというふうに考えているところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　何も公室長、否定しませんよ。皆さ
ん、それ言い始めて、平成８年から20年も過ぎました。
ですから、私はいつできるんですかと聞いているんで
すよ。皆様が求めているこれはいつ実現されるんです
かと聞いているんです。改めて、いつ実現されるんで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　辺野古新基地建設につ
きましては、軟弱地盤の発生によりまして財政的ある
いは技術的にも、さらに期間もかかるという意味合い
で、県といたしましては自然環境の保全上の課題もご
ざいますので、こういったことからしますと、完成は
困難だろうというふうに考えております。繰り返しに

なりますけれども、むしろこの辺野古新基地建設を進
めるということではなくて、県と国との対話によって
県外・国外移設の模索をしていくと、検討していくと
いうことのほうが最も基地負担の軽減を図る上で適切
な方策であろうというふうに考えているところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　今、対話と出てきましたが、皆さん、
今日の辺野古埋立ての工程まで、期間で、皆さんの対
話による時間、裁判、訴訟、何日間工事をストップい
たしましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時７分休憩
　　　午前11時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　この対話あるいは訴訟
等によって実際何日工事が止まったかという質問でご
ざいますけれども、具体的に今何日と申し上げるのは
少し資料持ち合わせておりませんので、お答えするこ
とは困難でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　具体的に言いますと、皆さん、訴訟
に明け暮れた期間、対話を持った期間を足すと１年と
６か月ですよ。18か月、皆さん。これが皆さんの言
う対話を求める姿勢なんですか。皆さんは裁判、訴訟
にしか明け暮れてないですよ。そしてこれもことごと
く全て負ける。裁判費用だけで２億円近くもいく。人
件費も入れると２億円、もう約４億以上の県の大切な
財源が失われているわけですよ。これが対話を求める
姿勢なんですか。訴訟する前に皆さんが出向いていく
べきでしょう。何回出向いていきましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　県といたしましては、辺野古新基地建設につきまし
ては、米軍基地が沖縄県に過度に集中しているという
現状、それから世界的にも貴重な自然環境に重大な影
響を及ぼすものであること、それから最も大事なとこ
ろですけれども、沖縄県民が辺野古新基地建設に反対
の民意を示していること。それから先ほど申し上げま
したけれども、辺野古移設では普天間飛行場の一日も
早い危険性の除去にはつながらないということから、
辺野古新基地建設への反対を表明いたしまして、訴訟
等により対応しているという状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　だからおかしいと思いませんか。辺
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野古新基地建設では一日も早い危険性除去にはつなが
らない。ですから聞いているんです、私は。一日も早
くつなげる方法は何ですかと。ずっと聞いていますよ、
９年間。それを教えてください。もう一度御答弁くだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　先ほども申し上げましたけれども、軟弱地盤等の発
生によって12年かかると政府が申し上げているとこ
ろでございまして、そういった中において一日も早い
危険性の除去というのを実現する方策として、やはり
県外・国外移設を日米両政府において検討した上で実
現をするということが最も早い危険性の除去につなが
るものであるというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　考え、すばらしいですね。否定しま
せんよ。ですから、これいつできるんですかと。考え
は誰でもできますよ、私でもできますよ。具体的にい
つできるんですかと聞いているんですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　まず、いつできるんです
かという御質問ですけれども、この軟弱地盤の存在が
明らかになって以来、我々はもう軟弱地盤の問題は撤
回の要因の一つにも挙げておりましたし、政府は当初
それを認めておりませんでしたが、先ほど来話があり
ますように政府もそれを認めております。工事費も工
期12年、そして工事費も9300億かかるということも
政府が認めていると。そういった財政的にも技術的に
も困難だということについて国内においても国会議員
からも疑問が示されていると。そういった今こそやは
りもう一度立ち止まって、万国津梁会議でも様々な提
言も出されております。基地の集中よりも分散が必要
だというような話もあります。県としては万国津梁会
議からの提言も政府に対してしっかりお伝えして、本
当に今辺野古で工事を進めるほうがいいのか。それと
も万国津梁会議の提言であるように、国内・国外、例
えば国内の自衛隊基地への配備などもあります。そう
いったものについても県はどのようにするかというこ
とについてもただいま検討している最中ではございま
すが、まずは提言を政府にお示しして、政府自身にも
この提言の内容を検討いただいた上で県としてしっか
りまず政府との対話によりまして、一日も早い危険性
の除去につなげる。そういったことを今後スタートさ
せていきたいと思っています。政府が対話に乗ってい
ただけるのであれば、国内への移転、それから国外へ
の移転、そういったものがはるかに辺野古の埋立て、

12年かかると政府も認めているものよりはできるの
ではないかというふうに考えているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　非常に私理解できないんですが、本
当に今、副知事がはるかに早いという割には皆さん一
度も県外求めたことないですよ。馬毛島に視察へ行っ
て、馬毛島もどうするか、いまだに皆さん考えもない
ですよ。あるんだったら私納得しますよ。一度も政府
に求めたこともない、県外に行ってお願いしますと
言ったことありますか。それも一度もない皆さんがよ
くそんなこと言えますね。これじゃだめですよ。です
から実行可能な方法で進めてくださいと。一日も早く、
やはり危険な状態を回避する。そしてその中で時間が
かかろうがどうしようがお互いまた県外・国外を求め
る、２段構えでもいいですから早めにやろうじゃあり
ませんか、皆さん。宜野湾市民は大変ですよ。それば
かりじゃないですよ。軟弱地盤が出てきました。だか
らこそ言いたいんですよ。本当に対話を求めるんであ
れば、埋立ての在り方、一日も早くやるためにＶ字案
がいいのか、見直してどうするべきか、これも皆さん
協議すべきでしょう。こんな協議案も全くないですよ、
皆さん。ただ軟弱地盤、軟弱地盤だけでいたずらに時
間を引き延ばすだけ。一体全体宜野湾市民、10万市
民はどうするんですか。皆さん、これが本当の対話じゃ
ないですか。
　改めて伺いますけど、皆さんは一日も早く危険性除
去する、そして県民の命を守るためにそれをやる、私
は責務があると思いますが、あるんですか、ないんで
すか、知事。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　まず、県外・国外をしっ
かり求めるべきではないかというふうな話も含めて、
そして責任があるかないか、これはしっかり県として
対応しなければならないことだと思っております。
　先ほど来申し上げておりますけれども、万国津梁会
議の提言、これで国際情勢などの話も具体的に出てお
ります。我が国の安全保障の在り方などについても出
ております。米軍の基地の在り方、それから中国の情
勢などについても具体的に出ております。そういった
ことも我々はしっかり政府にお示しをした上で、その
際にはやはり工事を続けながらということではなく
て、まずは工事を一旦中止して、中断した上でしっか
りと話に乗っていただく。そういったものを、例えば
平成30年の11月に１か月間の集中協議ということが
ありました。そういったことも含めて再度、政府に対
して求める必要があるだろうと思っています。そのた
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めに今、様々な整理をしているところですので、県と
してこの部分については万国津梁会議の提言の対応の
方法を今進めているところですので、それを基に政府
としっかり対応してまいりたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　今、副知事のお話、正直言って全
く理解できません。何で工事を止めるんですか。工事
の在り方がどうあるべきか。県のほうもスピーディー
にこれをどう判断するべきか。皆さん自身がサンゴの
特別採捕を判断できないと言っているくらいなんだか
ら。できないならどこかに委託したらいいですよ、正
直言って。これ自体、工事を止めているでしょう。も
う、本当に止めている、私からすると嫌がらせかと言
いたいですよ。行政たるものが、出された書類の判断
ができない。これでいいんですか、皆さん。私は全く
信じられないですよ。本当に一日も早く危険性の除去
を考えるんであれば、どうあるべきかというのは一日
も早く判断すべきであって、皆さんは限りなく時間を
かける。この姿勢、間違いじゃないですかと私はあえ
て皆さんにお伝えしておきます。先ほど副知事がと
んでもないことをおっしゃいましたが、万国津梁会議
で本当に世界情勢、中国のことまで話し合われている
んですか。私はその議事録、一度も見たことないです
よ。どのようなことが話し合われましたか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　申し上げます。
　近年、米国の中国に対する軍事的優勢が失われ、沖
縄の軍事的脆弱性が認識される中で海兵隊を含めた米
軍の戦略見直しが進んでいるというような記述等がご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　いや、これじゃなくて、中国情勢は
どうなっているんですかということを一切話し合われ
ていないんですか。南西諸島、南沙諸島。中国の基地
がどのぐらいできたか副知事、御存じですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　この南沙諸島の話とかと
いうことも関連はしますけれども、ここのほうで述べ
られておりますのは、中国の軍事情勢が20年前とは
違っているということを述べております。20年前は
例えばミサイルが届かなかった部分が、今は届くよう
になっているというような中で、今集中している沖縄
の米軍基地がかえって危ないのではないかというよう
な分析などがなされていると、そういった意味で申し
上げたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。

○又吉　清義君　副知事、何もミサイルだけじゃない
ですよ。尖閣諸島なんか基地も何もないですよ。危な
いですよ。
　じゃ今、基地問題は最後に伺いますが、皆さん、馬
毛島視察、正直言って、平成28年９月　　　　平成28年
でしたか、27年だったかな。翁長前知事はそこを視
察いたしました。その後も私、馬毛島についてどうす
るんですかとお尋ねいたしました。
　じゃ一体全体、今日現在、馬毛島についてどのよう
に取り組むお考えかお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時19分休憩
　　　午前11時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）	お答えいたします。
　馬毛島の地元の西之表市におきましては、馬毛島の
利活用について市民間で様々な意見があるということ
で、市民の分断は決してあってはならないものという
ふうに考えています。
　県といたしましては、沖縄の基地負担軽減を図るた
め、県外・国外へのより一層の訓練移転が必要と考え
ており、自衛隊馬毛島基地の整備状況や利用計画など
も含め、引き続き情報収集に努めてまいりたいという
ふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　公室長、馬毛島の情報、全く知らな
いんですか。地主はまず何名いらっしゃるか、工事は
どのように、何が済んでいるか、御存じないんですか、
本当に。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時21分休憩
　　　午前11時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　自衛隊における整備状
況等を一応確認はしておりますけれども、ちょっと手
元に資料がございませんで、詳細お答えすることは困
難でございます。
○又吉　清義君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時21分休憩
　　　午前11時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　現在、硫黄島、東京都で行われている訓練につきま
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して、2011年６月の日米合意で硫黄島の代替地とし
て馬毛島が明記をされておりまして、それを踏まえま
して、現在土地の購入等を行ってます。馬毛島につ
きましては、普天間飛行場の約２倍、米空母艦載機の
離着陸訓練用地としての活用、それから場外の離着陸
場として1200平米の許可等があると。それから南北
4000メートル、東西2100メートルの状況の土地だと
いうふうに理解をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　皆さん、既に平成27年から28年頃
は、県として出かけていったんですよ。もう少し詳し
く情報調べたらいいですよ。地権者は何名いるのか、
それから馬毛島から一番近い民間住宅地域は何キロ離
れているか、馬毛島には何名の方が住んでいるか、お
分かりですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時25分休憩
　　　午前11時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　まずは、馬毛島の用地の取得は終わっていると認識
しております。そして種子島の西、約12キロメートル、
屋久島の北東、約40キロメートルにあるということ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　すみません、まだ何名の方が住んで
いるのか、地権者が何名か……
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時26分休憩
　　　午前11時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　地権者は、正確な数字は
あれなんですけど、もう用地の取得は終わってます。
少数の方が用地地主であったと。その方との交渉がほ
とんど終わったということで理解しております。
○又吉　清義君　何名の方が住んでいるんですか。
○副知事（謝花喜一郎君）　今、正確な数字は持ち合
わせてございませんけれども、そこに当時私が行った
ときには、そこの事務所の職員が二、三名おりました
けれども、主に鹿児島のほうから通っているというよ
うなものもございました。
○又吉　清義君　要するに、住んでいるんですか、住
んでいないんですか。それを聞いているんです、私
は。何名の方が住んでいるんですかと聞いているんで

すよ。
　簡潔にお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時27分休憩
　　　午前11時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　平成17年の国勢調査の
結果でございますけれども、日本版スペースシャトル
　　　　失礼いたしました。ダストンエアポート株式会社
の従業員15人が住民として登録をされているという
ことでございますけれども、実際には人は住んではい
ないというふうに理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　何もどうのこうの言いませんけど
皆さん、知事をはじめもう少し真剣に取り組んでもら
えませんか。私からすると皆さん、ただ行っておけば
いいなと。馬毛島の情報収集もやらないで、３年前か
ら馬毛島に公務で行っている方がその程度の資料もな
いというのは、私からすると恥ずかしいことですよ。
何しに行ったんですか。社会見学じゃないんですよ。
正直言って。もう少し真剣に考えてもらえませんか、
公室長。どんなです。宜野湾市民は本当に大変なんで
すよ。一度でいいから、上大謝名地域、新城地域、滑
走路の真下に１時間ぐらい立ってみてください。でき
ませんか、知事公室長。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　しっかりと情報収集に
努めてまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　もう時間ないから本当にもったい
なくて　　　　皆さんの姿勢がもう十分うかがえますよ。
情けないとしか私思えませんよ。
　次飛ばして、尖閣問題について質問いたします。
　現在頻繁に起きている中国公船による追尾問題につ
いて、県はどのように把握をしているか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時29分休憩
　　　午前11時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　今年５月に中国公船が尖閣諸島周辺の領海内に侵入
し、本県漁船を追尾する事態が発生したことについて、
県は政府に対し、中国公船による県内漁船追尾の再発
防止と、操業の安全確保を求める要請を行っておりま
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す。
　また、昨年は外務大臣、防衛大臣及び沖縄担当大臣
に対して同諸島周辺の領海排他的経済水域における安
全確保等について要望しております。
　県としては、今後も国の関係機関と連携を図るとと
もに、尖閣諸島の周辺の状況について、引き続き正確
な情報収集に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　離島の漁船が、中国公船に追尾さ
れるというのはどのような状態なのか御存じでしょう
か。御説明ください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時31分休憩
　　　午前11時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○又吉　清義君　皆さん、追尾についてもっと真剣に
考えてくださいよ。現場にいる人は大変なんですよ、
皆さん。
　では、中国公船がなぜこのように頻繁にこの追尾を
行うのか、なぜやるのか、県はどのように理解してい
るか、御説明ください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時33分休憩
　　　午前11時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　まず、尖閣は我が国の固有の領土であり、そこには
領土問題はないというふうに認識しておりますけれど
も、中国はこの尖閣の東京都における国有化の問題に
端を発して、領有権の問題を持ち出しております。自
国の領土だということを主張するために、それ以降、
尖閣の排他的経済水域、また最近では領海内に侵入し
てきているというふうに認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　知事、今、副知事がおっしゃるよう
に非常に危機的状態なんですよ。中国側は公船を長時
間にわたり、領海内に派遣することで自国が主張する
領有権の既成事実化を図る狙いがあると、ちゃんと沖
縄タイムス７月４日版に載ってましたよ。
　ですから皆さん、中国は尖閣をどこの領土として認
識しているか、皆さん御存じでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　中国は自国の領土だとい
うことで、今議員からもございましたけれども、やは

りこの自分たちの実効支配、そういったものを印象づ
けるといいましょうか、そういったことを勝ち取るた
めに今ずっとこの間、領海侵入などを繰り返している
というふうに理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　ですから知事、よく聞いてくださ
い。こんな恐ろしいことが起こっているんですよ。知
事はそれに関しては何の協議もしませんで、知事、い
いですか。日本共産党の志位和夫委員長は、2010年
10月４日、国会内で記者会見し、尖閣諸島問題、日
本の領有は歴史的にも国際法上も正当であり、日本政
府は堂々とその大義を主張すべきと見解を発表してお
ります。さすが志位委員長ですよ、日本のものだと。
　知事、志位委員長と一緒に中国に出向いて、日本の
ものですよ、あんた方こんなのやるなと言ってきたら
どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　この問題は、議員御指摘
のようにまさしく領土問題、我が国主権の問題に関わ
ることだと思っております。そういったことから、県
としても我が国政府に対しまして、しっかりと自国の
主権であることを主張していただきたいということを
強く要望しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　中国には国へ要望だけするなんて
そんな甘いものじゃないですよ、皆さん。そう思って
いるんですか。ですから堂々と自分の国だと言って、
追尾もするんですよ。
　知事、どう思うんですか。知事は全くアクション起
こさないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　副知事からも答弁をさせて
いただいておりますが、尖閣諸島をめぐる問題につい
ては、政府の取組として漁業の安全確保など、外国公
船に関しては、国際法上及び国内法に基づき海上保安
庁において対応していただいております。また、領
海・領空とその周辺海空域における安全確保とそのた
めの周辺海域における警戒監視活動は、防衛省におい
て行っていただいております。
　沖縄県としては、これまでも我が国の漁船の安全操
業の確保に向けた体制の強化でありますとか、違法操
業を行う外国漁船に対する取締りの徹底については、
随時繰り返し国に要請をするなど尖閣をめぐる問題を
重要視してきたところでもあります。ですから、その
ような状況を踏まえて我々としては尖閣諸島が我が国
の固有の領土であるという認識をしっかり持ち、これ
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まで築いた関係を生かして、文化、経済などの交流で
その安全を確保していきたいということも併せて考え
ているところであります。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　知事、こんな弱腰では駄目なんです
よ。正直、はっきり言います。中国にしっかり物を言う。
文化交流しっかり続けてください、これやるなと私は
言いません。大いにやってください。なぜ、日本政府
だけにしか言わないのか。中国に言わないと、これ結
末が恐ろしいんです。よろしいですか。領土紛争にお
いては、相手国による占領の事実と知りながら、これ
に抗議なる反対の意思表示をしなかった場合には、相
手国の領有を黙認したとみなされているという法理も
国際裁判上の判例などを通じて確立してきていると。
大変なことになりますよ、知事。それでいいんですか
と私は聞いているんですよ。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　おっしゃるとおりだと思
います。そのため我が国では、海上保安庁を中心にそ
の対応を、中国海警局のこの船舶に対して警戒を継続
しておりますし、日本政府も中国に強く抗議を行って
いると。これは極めて領土問題、主権の問題ですので、
日本政府から毅然とした対応を政府としてやっていた
だく。これが今、重要だと思っています。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　いやいや、これ副知事のは私からは
弱腰にしか見えませんよ。何で知事はやらないんです
か。ウチナーンチュのことはウチナーンチュが決める
と皆さん、選挙のときはよくおっしゃる方々が、この
程度もできないんですか。おかしいと思いませんか。
何で自ら県民の命を守る、離島の方々を守る、その行
動を起こさないんですか。そんなに怖いんですか。お
答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　先ほども副知事から答弁ございましたけれども、尖
閣諸島問題については我が国の領土に関わる問題であ
りますので、担当大臣が来沖のたびに尖閣諸島が歴史
的にも国際法上も日本の領土であることなどを要望し
ているところでございます。加えて、島根県竹島、北
海道・北方領土ございますけれども、両道県に確認を
いたしましたけれども、島根県からは領土問題は政府
の問題であり、直接韓国政府に対して抗議を行ったこ
とはないという回答を得ております。北海道において
も、領土という国の主権に関わる外交上の問題であり、
返還要求は国が主体となって推進すべきであるとして

おり、領土問題に関し、ロシア政府に抗議を行ったこ
とはないとのことでございました。
　沖縄県としては、尖閣諸島に関する日本政府の見解
を支持するものであります。尖閣諸島をめぐる問題に
つきましては、平和的な外交を通じて、一日も早い解
決が図られるよう日本、中国の両政府に全力を尽くし
てもらいたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　知事公室長、この答弁、おかしくな
いか。外交上は国の問題、辺野古問題、何て言ってい
る、皆さん。あんな大事な外交問題、皆さん、根本か
ら国を批判して間違っているとやっている皆さんが何
を言うんですか。そして何で他道県と調子合わせない
といけないんですか。他道県と調子合わせるんでした
ら皆さん、県民所得、何で沖縄県いつも最下位なんで
すか。同じようにしてくださいよ。都合悪ければこう
いう言い方ですか、皆さん。これじゃ駄目なんですよ。
自らやってください。
　そして、いいですか。2013年４月26日、中国外務
省は核心的利益として南沙諸島、台湾、尖閣、沖縄は
中国の核心的利益に属すると発表した。この核心的利
益って何ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時41分休憩
　　　午前11時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　中国外務省の　　　　ちょっ
と読めませんけれども、副報道局長は26日の記者会
見で、沖縄県の尖閣諸島について、中国の領土主権に
関する問題であり、当然中国の核心的利益に属すると
述べており、中国は尖閣諸島を妥協の余地のない国益
を意味する核心的利益と公式的に位置づけたというふ
うに報道がございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時44分休憩
　　　午前11時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　先ほどお答えしました
とおり、中国にとって妥協の余地のない国益を意味す
るというふうに理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉清義君。
○又吉　清義君　大変ですよ。沖縄も私たちのものだ
ということですよ。私たちのもの。これが核心的利益
ですよ。ですから皆さん、このように南沙諸島、台湾、
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尖閣、次沖縄と、これが核心的利益、自分たちのもの
だということで、これがひしひしと一刻一刻迫ってい
る。世界情勢を見ると、こういうことを　　　　昨日はチ
ベットも奪われました。そして今日の香港、始まりま
した。そして明日の台湾、次は台湾を取ると。次は、
あさっては沖縄と、これが差し迫っているということ
ですよ。皆さん、そういうのをしっかり理解して本当
に沖縄県民を守るんでしたら、知事、しっかり声を上
げて抗議ぐらいしてくださいよ。20年後この沖縄県、
中国になっているんですか。お答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　又吉議員、時間です。
　今、時間切れた後でも……
　いやいや、残時間は総残時間ですので、質問時間は
切れていました。
○又吉　清義君　御答弁、大変ありがとうございまし
た。
○議長（赤嶺　昇君）　質問総残時間、それから質問
時間がありますので、議員各位には自分の質問時間の
中で質問しないと答弁は入れられませんので、くれぐ
れも御注意を願いたいと思っております。
　休憩いたします。
　　　午前11時46分休憩
　　　午前11時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　又吉清義君から申出のあった件につきましては、議
長において後刻記録を調査の上、適切な措置を講ずる
ことにいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
　　　〔島尻忠明君登壇〕
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時48分休憩
　　　午前11時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島尻　忠明君　皆さん、こんにちは。
　浦添市区選出の新人議員、会派沖縄・自民党の島尻
忠明でございます。
　８年ぶりに浦添市では自由民主党の席を回復させて
いただきました。立候補を決断したときの初心を忘れ
ることなく、議員、議会活動に努めてまいります。
　それでは、通告に従い一般質問を行います。
　1996年12月にＳＡＣＯ最終報告で那覇軍港を浦添
埠頭に移設するとし、移設先となる浦添埠頭地区西海
岸は、牧港補給基地、通称キャンプ・キンザーと一体
となった開発を目指すことで、浦添市のみならず沖縄
県の先導的かつ、先進的な機能を備えた唯一絶対的可
能性を備えた真っ白なキャンバスとなると考えており

ます。平成８年の移設合意から23年、2025年または
それ以降に返還が決まったキャンプ・キンザー返還の
2013年４月の統合計画から７年余が経過いたしまし
た。今求められているのは、100回の議論を重ねるよ
りも本格的な西海岸開発の一歩となる一つの結果であ
ると思います。
　１、米軍那覇港湾施設(那覇軍港)の浦添移設につい
て。
　(1)、昨年10月24日の知事、那覇市長、浦添市長の
三者会談後の会見の場で、会談内容の概要が三者会談
における確認事項として３項目が発表されました。３
項目の内容をお伺いいたします。
　(2)、三者会談で設置が合意された浦添ふ頭地区調
整検討会議において、この間、何を検討してきている
のか。さらに、軍港移設についてはどのような具体的
検討が行われているのか伺います。
　(3)、知事は既に移設容認を表明しているが、浦添
埠頭地区への軍港移設の最大の課題は何だと考えるの
か。さらに、速やかに軍港移設を進めるには何が必要
だと考えるのか伺います。
　２、浦添埠頭地区・西海岸開発について。
　(1)、2003年３月に策定された現在の那覇港港湾計
画書において、浦添埠頭地区はどのように位置づけら
れているのか伺います。
　(2)、1997年策定の国際都市形成基本計画において、
浦添埠頭地区は、国際物流機能の強化を図るべく国際
ハブ港湾として位置づけられ、現在に至っているもの
と理解をしておりますが、現在まで何ら進展をしてい
ない。その原因は何だと考えるのか。さらに、国際ハ
ブ港湾の成立要件について伺います。
　(3)、浦添市は、西海岸開発とキャンプ・キンザー
跡地について、県土の再編も含め一体的開発による市
益の最大化、さらには県全体の振興を図るべきとの考
え方に立った計画推進を考えているが、県知事として
の見解を伺います。
　３、港湾政策に関連して。
　(1)、2018年７月31日、国は港湾の中長期政策をＰ
ＯＲＴ2030として18年ぶりに見直す発表をいたしま
した。見直すに至った我が国の港湾の現状と背景につ
いて、皆さんはどのように分析し評価しているのか伺
います。
　(2)、ＰＯＲＴ2030で示される中長期政策の方向性
の具体的内容について伺います。さらに、８本柱のう
ち、県知事として浦添埠頭地区にはどのような項目が
該当すると考えるのか、その理由も含めて伺います。
　(3)、船会社と荷主を対象に2017年度から実施して
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いる那覇港輸出貨物増大促進事業について、現在まで
支出した予算額に対する年度ごとの額と割合、事業効
果をどのように評価しているのか。さらに、その財源
について伺います。
　(4)、現在、那覇港と中城湾港の機能分担はどう
なっているのか。さらに、港湾の中長期政策ＰＯＲＴ
2030を受け、今後どのような分担の在り方を考えて
いるのか伺います。
　(5)、県は臨空・臨港型産業の核となる国際物流を
第３のリーディング産業に位置づけた取組をしており
ますが、今年５月19日付の新聞で那覇空港の取扱貨
物について那覇国際貨物17％減、19年度10万トン３
年連続減の報道がありました。那覇港における臨空・
臨港型産業の今後についてどのように考えているのか
伺います。
　(6)、報道によると、沖縄発の貨物量を増大させる
計画として、空港に隣接した用地に再生医療の企業を
誘致してバイオマス関連企業を集積、医療機器などの
付加価値の高い製品の輸出につなげる考えを示してい
るが、隣接した用地に那覇軍港の跡地利用を考えてい
るのか伺います。
　(7)、隣接した用地に那覇軍港跡地利用は考えてい
ないとした場合の理由と、隣接した用地とは具体的に
どの場所を考えているのか伺います。
　４、建築行政について。
　(1)、市街化調整区域内での建築行為に対し、地方
自治法第252条の17の２「都道府県は、都道府県知事
の権限に属する事務の一部を、市町村が処理すること
とすることができる。」としております。そこで、浦
添市の開発行為の業務に関する一切の権限について権
限移譲を求める要請はあったか。さらに、権限移譲す
る意義とその効果、権限移譲する時期について伺いま
す。
　次に、今年３月県が策定した沖縄21世紀ビジョン
基本計画等総点検報告書の沖縄21世紀ビジョン基本
計画の成果と課題のうち、将来像実現の原動力となる
人づくりにおいて、人材の育成は資源に乏しい本県が
発展していく上で最も重要な柱である。我が国におい
て、少子高齢化が進み、人口減少社会となる中で、本
県は出生率及び14歳以下の年少人口割合が全国一高
く、数少ない人口増加県である。人口が増加し、若い
人材が比較的多いことは本県の強みの一つであり、人
材育成は潤いと活力をもたらす沖縄らしい優しい社会
の構築と、日本と世界のかけ橋となる強くしなやかな
自立型経済の構築という２つの基軸を支える基礎であ
るとしております。

　そこで５、教育行政・人材育成事業について伺いま
す。
　(1)、本県においては、就学前教育から産業人材、
生涯学習に至るまで様々な施策を展開をしてきており
ますが、この間実施してきた主な施策の内容と直近５
年間の上記関連予算の推移と課題を伺います。
　(2)、これら施策の展開により、小中学生の学力や、
高校及び大学等進学率は着実に伸びているものと考え
ておりますが、具体的に学力及び進学率がどれだけ向
上してきているのか、具体的に学力及び進学率につい
て直近５年間の推移と課題を伺います。
　(3)、産業人材につきましては、具体的にどのよう
な分野において取り組んでいるのか伺います。
　(4)、沖縄県が人材育成を継続していくための問題、
課題について伺います。
　(5)、就学前教育から産業人材、生涯教育に至るま
で様々な施策を展開するに当たっての活用している財
源の内容について伺います。
　(6)、人材育成に必要な財源確保に必要なものと、
そのためになすべき課題は何だと考えるのか伺いま
す。
　最後に、我が党の代表質問との関連について伺いま
す。
　我が党の島袋大議員が代表質問いたしました、３の
県内産業の振興についての(2)についてお伺いいたし
ます。
　御答弁のほどよろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後０時０分休憩
　　　午後０時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島尻　忠明君　それでは、我が党の代表質問をいた
しました島袋大議員の質問の中の３の県内産業の振興
についての項目の中の(2)、県内の第２次産業の割合
は全国平均に比べ大幅に低く、特に製造業全国平均の
４分の１程度と言われる。復帰50年近く経過しなが
ら、製造業の立地が進まない背景や要因は何かお伺い
いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　ただいまの島尻忠明君の質問
及び質疑に対する答弁は、時間の都合もありますので
午後に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午後０時２分休憩
　　　午後１時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長から発言の申出がありますので、これを
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許可します。
　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　本日、９時15分に在沖
海兵隊からコロナ陽性患者確認に関する連絡がござい
ましたので、御報告いたします。
　１、キャンプ・ハンセンにおいて、新たに複数名の
感染者が確認された。２、現在健康体制レベルも含め
てどのように対応するか検討中である。３、国防総省
からのガイダンスによると、全ての軍人関係者が日本
に来る場合は国を離れる前に14日間の外出規制措置
が本国で取られ、また日本に来てからも14日間の移
動制限措置に置かれる。４、感染者の人数については、
国防総省からの指示でお伝えすることはできない。
　これに対しまして、沖縄県からは人数の公表に加え
より詳細な情報の公表について強く申入れを行ったと
ころでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　午前の島尻忠明君の質問及び
質疑に対する答弁を願います。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　島尻忠明議員の御質問にお
答えいたします。
　島尻議員、初当選おめでとうございます。奮励努力、
お互いに頑張ってまいりましょう。
　米軍那覇港湾施設、那覇軍港の浦添移設についての
御質問の中の１の(3)、那覇港湾移設の課題等につい
てお答えいたします。
　那覇港湾施設の移設をめぐっては、移設協議会にお
いて那覇港管理組合から報告のあった評価結果と、浦
添市から報告のあった評価結果が異なっております。
このため、昨年開かれた移設協議会において、浦添ふ
頭地区調整検討会議を設置し、事務的、技術的な検討
を行い、港湾計画の方向性を速やかに導き出すことな
どが確認されたところであります。移設協議会におい
ては、これまでも民港の港湾計画との整合性を図りつ
つ、那覇港湾施設の円滑な移設が進められるよう調整
を行うことが繰り返し確認されてきたところでありま
す。
　沖縄県としては、まずは民港の港湾計画の方向性を
導き出すことを優先すべきと考えており、浦添ふ頭地
区調整検討会議において、しっかりと議論を行う必要
があると考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。

○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、米軍那覇港湾施設
の浦添移設についての(1)、三者面談における３項目
の内容についてお答えいたします。
　昨年10月の三者面談において、１、那覇市から浦
添市に至る那覇港湾区域、ウオーターフロント地区は、
将来にわたる県経済の振興、さらなる発展に大きく寄
与する重要地域である。２、那覇空港第２滑走路供用
開始を見据え、本県がアジア地域における重要な地位
を確立すべく、那覇港湾区域全体を包括的・一体的に
整備し、那覇空港アーバンリゾート型総合産業の拠点
形成を急ぐべきである。３、ＳＡＣＯ合意に基づく在
沖米軍施設の整理縮小を進めるため、那覇港湾施設の
浦添移設及び浦添市西海岸開発を速やかに推進するの
３項目について確認しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時25分休憩
　　　午後１時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　先ほどの答弁で、那覇
港湾区域全体を包括的・一体的に整備し、臨空・臨港
と申し上げるべきところを那覇空港と間違ってお答え
しました。おわびをして修正をいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、米軍那覇港湾施
設（那覇軍港）の浦添移設についての御質問のうち(2)、
浦添ふ頭地区調整検討会議についてお答えいたしま
す。
　浦添ふ頭地区調整検討会議は、浦添埠頭地区に関す
る事務的、技術的な検討を進め、港湾計画の方向性を
導き出すために、各構成団体間の連絡調整、検討を円
滑に行うことを目的に設置されております。検討会議
はこれまでに６回開催されており、現在、民港の形状
案作成に当たっての考え方について意見交換を行って
いるところであります。那覇港湾施設の代替施設の位
置・形状については、那覇港湾施設移設に関する協議
会において検討がなされるものと考えております。
　次に２、浦添埠頭地区・西海岸開発についての御質
問のうち(1)、那覇港港湾計画における浦添埠頭地区
の位置づけについてお答えいたします。
　平成15年３月に改訂された那覇港港湾計画におい
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て、浦添埠頭地区は、国際物流関連産業を戦略的に展
開する国際流通港湾機能ゾーン、内貿ユニットロード
貨物を中心に取り扱う物流機能ゾーン、港湾関連ゾー
ン、マリーナ、人工ビーチ、交流拠点機能を導入した
コースタルリゾートゾーン、人と自然が共生する良好
な港湾環境の形成を図る海域環境ゾーン及び背後地と
一体となった地域の振興を図る都市機能ゾーンが位置
づけられております。
　次に２の(2)、国際ハブ港湾が進展していない要因
と成立要件についてお答えいたします。
　国際都市形成基本計画では、那覇港はアジアと本土
を結ぶ物流拠点として位置づけられておりましたが、
その後改訂された那覇港港湾計画では、国際流通港湾
を目指し、中国を発着する北米・欧州航路の貨物を対
象としたトランシップの取扱いを目標としておりま
す。しかしながら、当時、想定していなかった中国の
急激な港湾整備の進展等により、その目標を達成して
いない状況にあります。今後、国際流通港湾として発
展するためには、地理的優位性を生かした東アジアの
主要港と連携した中継拠点港として、臨空・臨港型産
業等の充実を図る必要があると考えております。
　次に２の(3)、西海岸開発とキャンプ・キンザー跡
地の一体的開発についてお答えいたします。
　浦添埠頭地区については、現在、浦添ふ頭地区調整
検討会議において、港湾計画の方向性を導き出すため
の検討を進めており、県・那覇市・浦添市の産業戦略
についても意見交換を行っているところであります。
西海岸開発とキャンプ・キンザー跡地との一体的開発
については、今後、検討会議において検討していきた
いと考えております。
　次に３、港湾政策についての御質問のうち(1)、国
の港湾の中長期政策の分析と評価についてお答えいた
します。
　国土交通省は、平成30年７月に港湾の中長期政策
ＰＯＲＴ2030を定めております。その内容は、新興
市場の拡大や外国人旅行客の増加、人口減少を背景と
した労働力不足などを踏まえて、将来の港湾政策の基
本的理念及び方向性・施策の内容等を取りまとめたも
のと認識しております。本県の港湾では、東アジアの
中心に位置する地理的優位性等を踏まえて、国際交流・
物流拠点の形成に必要な港湾機能の強化等を進めてお
り、このことは、国の中長期政策の方向性と合致する
ものと考えております。
　次に３の(2)、ＰＯＲＴ2030で示す中長期政策の方
向性と浦添埠頭地区に該当する項目についてお答えい
たします。

　ＰＯＲＴ2030では、グローバルバリューチェーン
を支える海上輸送網の構築、持続可能で新たな価値を
創造する国内物流体系の構築、列島のクルーズアイラ
ンド化、ブランド価値を生む空間形成、新たな資源エ
ネルギーの受入れ・供給等の拠点形成、港湾・物流活
動のグリーン化、情報通信技術を活用した港湾のス
マート化・強靱化、港湾建設・維持管理技術の変革と
海外展開が示されております。浦添埠頭地区について
は、多様な機能の調和が取れた港湾空間の形成を図る
ためＰＯＲＴ2030を踏まえながら検討を行っていく
ものと考えております。
　次に３の(3)、那覇港輸出貨物増大促進事業につい
てお答えいたします。
　那覇港管理組合では、船社や荷主を対象に那覇港
輸出貨物増大促進事業に取り組んでおります。平成
29年度からの総支出額は4554万8000円であり、平
成29年度は2484万5000円で総支出額の約６割、平
成30年度は1030万2000円で約２割、令和元年度は
1040万1000円で約２割となっております。財源につ
いては、沖縄振興特別推進交付金が2161万3000円、
那覇港管理組合特別会計が2393万5000円となってお
ります。事業の実施により、中古車等の輸出貨物の増
大、多様な航路の拡充やリードタイム短縮等につな
がっており、輸出貨物の増大に寄与しているとのこと
であります。
　次に３の(4)、那覇港と中城湾港の機能分担につい
てお答えいたします。
　沖縄21世紀ビジョン基本計画において、那覇港は、
国際流通港湾として位置づけ、臨空・臨港型産業の集
積による国際物流拠点の形成を図ることとしておりま
す。また、中城湾港新港地区は、産業支援港湾として
位置づけ、沖縄本島東海岸地域の活性化を図ることと
しております。
　県としては、国の中長期政策も踏まえて、両港湾の
有機的な役割分担や相互振興が図られるよう、引き続
き検討していきたいと考えております。
　次に３の(5)、那覇港における臨空・臨港型産業に
ついてお答えいたします。
　沖縄21世紀ビジョン基本計画では、那覇空港及び
那覇港を基軸とした臨空・臨港型産業の振興を位置づ
けております。那覇港については、那覇港管理組合を
中心に、港湾計画の改訂に向け検討を進めているとこ
ろであり、その中で、地域振興のための臨空・臨港型
産業集積拠点の展開も含めて検討を行っております。
　県としては、今後とも臨空・臨港型産業の集積に向
け取り組んでまいります。
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　次に４、建築行政についての(1)、浦添市の開発行
政に係る権限移譲の意義、効果等についてお答えいた
します。
　都市計画法に基づく開発許可事務について、県から
市町村への権限移譲の意義としては、地域住民の意向
を反映した主体的な意思決定と地域の特色を生かした
まちづくりが可能となることや事務処理の迅速化が図
られることなどがあります。浦添市から権限移譲を求
める要請はこれまでにありませんが、県としては、市
町村に対し、毎年、権限移譲に係る説明会を行ってい
るところであり、市町村から要請があれば、速やかに
権限移譲に係る協議を行っていきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　３、港湾政策につい
ての御質問の中の(6)と(7)、那覇空港周辺への産業集
積についてお答えいたします。３(6)と３の(7)は関連
しますので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　県では、アジア経済戦略構想において、国際競争力
のある物流拠点の形成を重点戦略として位置づけてお
り、那覇空港及びその周辺地域への臨空型産業の集積
促進に取り組んでおります。那覇空港周辺への産業
集積に関し、平成29年度のアジア経済戦略構想推進・
検証委員会から、細胞培養加工施設を核とした再生医
療拠点の整備に係る知事への提言がありました。
　現在、県では、那覇空港に近接する豊見城市内にお
いて、当該施設の整備に向け取り組んでいるところで
あります。
　次に５、教育行政・人材育成事業についての御質問
の中の(3)、産業人材育成の具体的な分野についてお
答えいたします。
　県では、産業振興を担う人材の育成に当たり、国内
外の社会経済情勢の変化に柔軟に対応し、本県経済を
持続的・安定的な成長に導く、先見性に富んだ人材の
育成に取り組んでおります。重点的な分野として、ま
ずは、リーディング産業を担う人材の育成に関し、観
光・リゾート産業や情報通信関連産業、次に、地域産
業を担う人材の育成に関し、ものづくり産業や農林水
産業などを、さらには、新産業の創出や産業のグロー
バル化を担う人材など、沖縄振興特別推進交付金等の
財源を活用し、多様な産業人材の育成に取り組んでお
ります。
　県としましては、引き続き各分野の付加価値と生産
性向上に資する幅広い産業人材の育成を推進してまい

ります。
　次に６、我が党の代表質問との関連についての御質
問の中の(3)、臨港型産業の企業誘致や人材育成につ
いてお答えいたします。
　沖縄県では、輸出貨物量増加及び物流コストの低減
等を図るため、県内の建設機械などの工業製品や、中
古自動車等を資源とした輸出実証を実施し、輸出ビジ
ネスモデルの構築に取り組んでおります。平成28年
度から29年度にかけて取り組んだ中古自動車の輸出
については、事業実施前の平成27年の約400万円か
ら、事業終了後の平成30年には約７億円と大幅な増
加となっております。
　県としましては、那覇港を国際流通港湾として位置
づけ、臨空・臨港型産業の集積を図ることとしており、
国際物流拠点産業集積地域那覇地区の再編整備や、隣
接する那覇軍港の国有地部分を将来の拡張用地として
検討した上で関係機関と調整を行い、臨空・臨港型産
業の誘致に取り組んでまいりたいと考えております。
　人材育成に関しては、物流アドバイザーによるセミ
ナーや相談会等の開催、沖縄県工業技術センターによ
る技術講習会等の開催及び県外本社への派遣研修に対
する助成等を実施しております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　５、教育行政・人材育成
事業についての(1)及び(4)、人材育成の主な施策、予
算推移、課題について。５の(1)と(4)は関連しますの
で、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　本県の持続的な発展に向けては、教育分野をはじめ、
産業、福祉、医療、学術、文化等の各分野において多
様な人材の育成が必要不可欠であり、沖縄21世紀ビ
ジョン基本計画に基づき様々な施策を推進しておりま
す。主な施策としましては、幼児教育支援、学力向上
や進学力向上の教育分野の取組のほか、グローバル産
業人材や高度情報通信産業人材、福祉介護人材の育成
に関する事業などが実施されております。過去５年間
の人材育成に係る主な事業の予算推移については、平
成28年度44億2700万円、29年度43億8300万円、30
年度33億5800万円、令和元年度40億2300万円、２
年度39億2300万円となっております。人材育成に係
る課題については、沖縄21世紀ビジョン基本計画等
総点検報告書において、福祉保健分野の人材確保・育
成の取組の強化、学校教育と社会教育の総合的・横断
的な取組等の推進などが重要性を増した課題として上
げられております。また、今後の人材育成に当たって
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は、ウイズ・コロナからアフター・コロナの社会に向
けて様々な課題が生じるものと認識しております。
　同じく５の(5)と(6)、人材育成に関する施策の財源
内訳と財源確保に係る課題について。５の(5)と５の
(6)は関連しますので、恐縮ですが一括してお答えい
たします。
　令和２年度の人材育成に係る主な施策の予算総額
は、39億2300万円で、その財源は、国庫支出金が23
億9400万円、一般財源等が15億2900万円となって
おります。今後の人材育成等の取組に関し、今年５月
に取りまとめられた全国知事会の提言において、新型
コロナウイルスとの共存を目指したデジタル化による
社会変革の実現に向け、取組を加速する必要があると
しております。また、地方自治体の財政状況が厳しい
ことから、国の財政支援が必要としております。
　県としましては、全国知事会を通じ、国に支援を要
望してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　５、教育行政・人材育成事
業についての御質問の中の(2)、小中学校の学力と高
校及び大学進学率についてお答えします。
　全国学力・学習状況調査において、小学校では、全
科目とも全国平均正答率を上回っており、中学校は全
国との差は着実に縮小するなど、小中学校の学力は全
国水準にあるものと認識しております。平成31年度
の高等学校等進学率は、97.3％となっており、過去
５か年で0.9ポイント増で改善傾向にあります。また、
平成31年度の大学等進学率は、39.6％となっており、
過去５か年、増減はあるものの緩やかな上昇傾向にあ
ります。課題といたしましては、中学校の学力向上と
大学等進学に向けたキャリア教育の充実が挙げられま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　御答弁いただきましたので再質問
をさせていただきます。
　まず最初に、１の(1)について再質問をいたします。
　先ほど、知事のほうからも答弁を頂きましたが、こ
の三者会談の後に、移設協議会が行われております。
その内容について御答弁をいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時46分休憩
　　　午後１時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　第26回移設協議会の概要でございますけれども、
令和元年11月26日に開かれた第26回移設協議会にお
いては、県から10月24日に行われた三者面談につい
て説明を行うとともに、那覇港管理組合から浦添ふ頭
地区調整検討会議の設置等調整状況が報告をされてお
ります。その上で、浦添ふ頭地区調整検討会議におい
て、事務的、技術的な検討を進め、港湾計画の方向性
を速やかに導き出すこと及び代替施設の配置に係る技
術的な検討を防衛省及び国交省で実施し、早期に実施
計画の結論が得られるよう地元の関係機関を支援して
いくことなどが確認をされております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　その場で調整検討会議が設置をさ
れました。この会議でいろんな問題提起をされている
と思いますが、その内容につきましても我々浦添市は
オープンな形で県民にしっかりと目に見えるような形
で公開をしてほしいということを常々申し上げており
ますが、その件についてはいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時49分休憩
　　　午後１時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　浦添ふ頭地区調整検討会議は、浦添埠頭地区に関す
る事務的、技術的な検討を行い、港湾計画の方向性を
導き出す目的で会議をしております。これまでに６回
開催しておりますが、会議終了後に議事概要を公表し
まして、しっかりと一般市民に向けても発信している
というところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時50分休憩
　　　午後１時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　会議終了後、議事概要をホームページで公表しまし
て、内容をオープンにしてるということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　この調整会議には市民の皆さんも
一緒に中に入って協議内容を傍聴することはできます
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時51分休憩
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　　　午後１時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　浦添ふ頭地区調整検討会議は、沖縄県土木建築部港
湾課、那覇市都市みらい部都市計画課、浦添市西海岸
開発局西海岸開発課、那覇港管理組合計画課で構成し
ております。浦添市の課長級の職員も参加しておりま
すし、会議終了後にホームページで議事概要を公表す
るという形でオープンにしておりますので、市民の声
というのは市役所を通して吸い上げられていると。ま
た、そういった公表された内容に応じて、質問等があ
れば市役所を経由して届くのであろうというふうに考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　我々のこの西海岸開発地域、いろん
な意味で市民の関心も大変高いものですから、できれ
ばオープンな透明性のある県民にも開かれた会議で行
われるよう要望をいたします。
　次に、浦添埠頭地区の港湾計画の方向性を導くため
のスケジュールはどのようになっているかお伺いいた
します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時52分休憩
　　　午後１時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　今現在、事務的、技術的な検討を行っている浦添ふ
頭地区調整検討会議を開催しておりますけれども、そ
の後、随時構成団体調整会議を開きます。その構成団
体調整会議におきまして、年度内に民港の形状につい
ての考え方についてまとめていきたいというふうに考
えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　調整検討会議には、那覇軍港の代替
施設の議論はなされておりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時54分休憩
　　　午後１時55分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　浦添ふ頭地区調整検討会議におきましては、民港の
形状案についての考え方を議論しているところでござ
いまして、その後、那覇港湾施設代替施設の位置形状

については先ほど申しました那覇港湾施設移設に関す
る協議会において検討がなされるものだと考えており
ます。しかしながら、移設につきましては民港の港湾
計画と整合を図りつつ進めていくということが確認さ
れておりますので、那覇港におきますこの浦添ふ頭地
区調整検討会議で検討しております民港の形状案を踏
まえながら位置決定がなされるというふうに考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　部長、私は軍港の配置抜きにして
は、これまで同様幾ら民港の理想論を絵に描いたとし
ても結局軍港が右だ左だとなると　　　　これは大変皆様
方が今の検討会議にしっかりと頑張っていただいてい
るのはよく分かりますが、厳しいものがあると思いま
す。この件につきましては、やっぱり代替施設の問題
ですので、知事公室長から答弁をいただきたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　昨年11月に開かれた第
26回移設協議会においては、第25回移設協議会以降
の報告がされ、那覇港管理組合からは浦添埠頭地区の
技術的な検討に当たり、民港部分の浦添埠頭地区施設
配置案を組合側が複数作成した上で、防衛省において
代替施設の配置を作成していただく必要があることが
確認をされております。その上で、第26回移設協議
会では、浦添ふ頭地区調整検討会議において事務的、
技術的な検討をスケジュール感を持って行い、港湾計
画の方向性を速やかに導き出すことなどが確認をされ
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　この位置が決まらなければ私はこ
の那覇港の港湾改定も厳しいものがあると思います
が、この件についてはいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　島尻議員のお考えは、民
港の位置が決まってもまた軍港のほうで左右されるの
ではないか、だから先に軍港のほうを検討すべきでは
ないかというお話がございました。ただ、先ほど来答
弁がございますように、浦添ふ頭地区調整検討会議、
これは浦添市から強い御要望をいただいて、その上で
の会議でございます。その中で、先ほど来答弁がある
ような形でまずは民港を定めると、その後にというよ
うな形になっておりますので、その方向で進めること
が大事だと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
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○島尻　忠明君　確かに代替施設とまた民港との整
合性を図るという意味では、そういう取組を今させて
いただいておりますが、冒頭三者会談の合意事項も確
認をさせていただきましたので、この民港の時代に合
わせた素案ができましたら一刻も早くその三者が合意
をして、この事業がしっかりと進められるようにお互
い議論して進めていきたいと思いますが、この件につ
いてはいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　この件につきましては、
せんだって防衛局にも確認をしておりますけれども、
国としては民港の港湾計画との整合性を図りつつ、こ
れと並行して代替施設の配置に係る技術的な検討を防
衛局及び国交省で実施、早期に港湾計画の結論が得ら
れるよう地元の関係機関を支援していく考えであると
いうふうに確認をしております。引き続き県におきま
しても早期の実現が図られるよう努めてまいりたいと
いうふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　どの時点で防衛省と米軍との調整
はするのか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時０分休憩
　　　午後２時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　先ほども申し上げまし
たけれども、移設協議会においてはこれまでも民港の
港湾計画との整合性を図りつつ、那覇港湾施設の円滑
な推進が進められるよう調整を行うことが確認をされ
てきたところでございます。
　県としては、まずは民港の港湾計画の方向性を導き
出すことを優先すべきと考えており、浦添ふ頭地区調
整検討会議においてしっかりと議論を行う必要がある
ものというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　この調整検討会議でしっかりと民
港部分が議論もされ、そこで軍港の位置等も含めたそ
の成果、最終的にはどこで決定をいたしますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時１分休憩
　　　午後２時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　最終的な決定につきま

しては、那覇港湾施設移設に関する協議会において決
定をされるものというふうに理解をしております。
○島尻　忠明君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時１分休憩
　　　午後２時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　那覇港湾施設移設に関
する協議会でございます。
○島尻　忠明君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時２分休憩
　　　午後２時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　構成員が防衛省、内閣
府、国交省、あと沖縄県、那覇市、浦添市、那覇港管
理組合となっておりまして、会議につきましては東京
において行われているということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　それでは、最終的にこの移設協議会
で決まったことに対しては県も那覇も浦添市も一緒に
共同歩調を取って、前に進めるということで理解して
よろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　そのように理解をして
よろしいかと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時３分休憩
　　　午後２時３分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島尻　忠明君　次、４の建築行政につきましてでご
ざいますが、浦添市のほうでもいろいろと皆さんと調
整をしているというふうに聞いております。
　この開発行為に対する権限移譲、浦添市のほうも
しっかりとそのように進めていくという方向で調整を
しております。この権限移譲されるに当たって、財政
措置はどのようになっているか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時４分休憩
　　　午後２時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　市町村への権限移譲に当
たりましては、移譲後の件数に応じた件数割りの交付
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金、それから新たな事務を移譲するに当たり、事務処
理体制を整備するための準備交付金、それと一連の行
為をパッケージとして移譲した初年度に限って100万
円交付するパッケージ移譲交付金のこの３種類がござ
います。これらを組み合わせて移譲を促進していくと
いう取組を行っているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　島尻忠明君。
○島尻　忠明君　浦添市議会でも議員からこのよう
に権限移譲についていろんな質問をさせていただいて
おりますので、スムーズに権限移譲ができるようにぜ
ひよろしくお願いいたします。
　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時５分休憩
　　　午後２時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島尻　忠明君　教育行政の中で、教育長、生涯学習
の役割について答弁をお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　当然のことながら、生涯学習の役割と、県民一人一
人が生涯を通じてライフスタイルに応じていつでもど
こでも誰でも学習できるという生涯学習社会の実現が
大変必要だと思っております。
　県のほうとしましては、生涯学習振興推進センター
を設置いたしまして取組を強化しているところでござ
います。
　以上でございます。
○島尻　忠明君　どうもありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時７分休憩
　　　午後２時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○座波　　一君　今回も私は建設的な議論を先に
やっていきたいと思っております。
　よろしくお願いいたします。
　新たな振興計画の策定に向けた新沖縄発展戦略の提
言から、県土の均衡ある発展は、県経済の自立型発展
の振興政策と一体であり、沖縄本島の西高東低の是正
と東海岸地域や南部地域の振興政策は、新たな県経済
のステップアップの重要な地域振興策であると考えら
れ、次期振興計画を見据えた県土の均衡ある発展に関
する考え方を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。

○企画部長（宮城　力君）　県土の均衡ある発展に向
けては、東海岸においてもう一つの南北に伸びる経済
の背骨を形成し、強固な経済基盤を構築することが重
要と考えております。今年３月に、新沖縄発展戦略有
識者チームが取りまとめた新たな振興計画の提言にお
いては、大型ＭＩＣＥ施設等を核とした東海岸地域の
活性化など、東海岸サンライズベルトの発展戦略が提
言されております。
　県では、新沖縄発展戦略の提言を踏まえるとともに、
今年度中に、東海岸サンライズベルト構想を取りまと
め、県土の均衡ある発展に向けた同地域の活性化に資
する新たな振興計画につなげてまいりたいと考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　いろいろ構想はあるかと思います
が、私はこの件につきましては、やはり今ある沖縄県
の広域都市計画の見直し抜きでは計画は成り立たない
と考えております。48年目にしてやっと去年、広域
都市計画の見直しの議論がされて大幅緩和の方向に来
たわけですが、それとの関係を私は聞いております。
土地利用計画の見直しとの関係性をもう一度お願いし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時10分休憩
　　　午後２時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　昨年度、那覇広域都市計画区域における区域区分の
検討を行いました。市町村の意向を踏まえますと、区
域区分の維持は必要としつつ、短期的には市街化調整
区域における県独自の規制緩和や計画的な市街化区域
編入を行うことを確認したところであります。また中
長期的には、県土の均衡ある発展や、持続可能な社会
の構築に向けて中南部都市圏を一体の都市として都市
計画区域の再編も視野に入れるということや、開発と
保全のバランスを保ちながら県と市町村が一体となっ
て取組を進めるということを確認したところでござい
ます。
　こういったことを踏まえまして、次期振興計画にも
検討も進めていきたいというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　私は、ただ都市広域計画の見直しだ
けに限った話だけではなくて、沖縄全体の発展のため
の議論をしています。その中で例えば内閣府が沖縄
県に製造業をどのように定着させるかという調査に入
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るようです、今年度から。そうなりますと、今現在の
取組で果たしてこの臨空・臨港型の国際物流拠点構想
に経済圏構想が本当にマッチングできるような器が、
パイがあるかということにもなるわけですよ。ですか
ら、大胆な土地利用の見直しの中で自立型経済という
ものを見据えていかないといけないと思っております
が、知事その辺の考え方はどうなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　土地利用については、先ほ
ど来、企画部長、土木建築部長が答えているとおりで
ありますが、やはりこれからは自立型経済を目指すた
めには、県土の均衡ある発展はもちろん、北部地域、
離島地域においての圏域の持続可能な開発が重要で
す。ですから我々は次期振計の中には、ＳＤＧｓ、持
続可能な開発をしっかりと骨子案に埋め込んでいっ
て、それぞれの地域に合った均衡あるバランスの取れ
た計画をしっかり実行していきたいというように構想
しております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　均衡ある発展のための都市計画だ
けでは駄目なんですね。物流特区等の拡充など、ある
いはそれに伴う物流道路の整備、それも見据えた計画
でなければまさにもう絵に描いた餅にしかすぎなく
なってきます。そのような企画部と実務的な計画との
整合性のある計画が必要なんです。そこをお答えくだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時13分休憩
　　　午後２時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　物流特区に関する御質問だというふうに理解してお
ります。実は、せんだって国際物流拠点産業集積地域
の区域の見直しに関して、南城市、南風原町、八重瀬
町のほうから要請を頂いております。今企業誘致をす
るに当たって、実は沖縄本島、産業用地が非常に不足
しているという状況もございますので、我々としては、
国際物流拠点産業集積地域の区域の見直しによる東海
岸の振興につきましては、新たな沖縄振興施策の検討
を進める中で県土の均衡ある発展も念頭に置きつつ、
企業のニーズですとか関係自治体における取組、それ
から沖縄振興税制全体の議論も踏まえまして、関係自
治体や経済団体等関係機関と連携して検討を進めてい
きたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。

○座波　　一君　次に行きます。
　自民党県連は、普天間飛行場の辺野古移設を容認し、
沖縄の米軍基地の負担軽減を進めながら跡地利用を強
力に進めることで自立経済を構築し、福祉と子育て及
び教育の向上を図り、沖縄の諸問題の解決に取り組む
方針で今回の県議選挙に挑んできた結果、議席を大幅
に増やしました。その結果を受け止めて改めて知事及
び副知事の感想を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　では、私のほうからお答え
させていただきます。
　今座波議員からありましたとおり、米軍基地の負担
軽減、自立型経済の構築、福祉と子育て、教育の向上、
沖縄の諸問題の解決に取り組むという方向性は私ども
と軌を一にするものであるというふうに感じておりま
す。
　今回の県議会議員選挙においては、各選挙区の候補
者が新型コロナウイルスへの対策など、地域が抱える
様々な課題を踏まえた政策を掲げて立候補し、当選さ
れたものと認識しております。もちろん地域には地域
の課題があり、それを真摯に訴えて当選された方々が
そろっていらっしゃると思いますが、この結果につい
ては、県政与党の立場の当選者が過半数を維持できた
ことは、県民の皆様に私の県政運営についても一定の
評価をいただいたものであり、なおかつまた普天間基
地の辺野古移設には反対という民意もさらに明らかに
なったであろうというように受け止めております。
○座波　　一君　副知事ないですか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　自民党が議席を伸ばした
ということでの評価というよりも、私としましてはこ
れから残り２年となる沖縄振興についてぜひ力を頂け
ればと思います。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　私がここで申し上げたいのは、この
結果を受けて今でも民意が辺野古反対にありというそ
れを変えない。私確認したいんですが、この民意の変
化が多少ともあるのではないか。あるいは容認という、
私どもが公約に掲げたそれがある一定程度受け入れら
れたのが事実なんです。
　そこで聞きますが、容認という存在を、民意の存在
を認めますか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私は、県民には多様な御意
見があるであろうということを認識しております。
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○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　知事が容認という言葉を認めると
いうのは、私は大変歓迎いたします。これが今後の対
話の始まりだと思います。対話の道が見えてくると思
います。非常にこれは、これまでに容認というのを拒
否してきたような経緯がありますから、なぜか。
　これは去る県民投票でも我々は非常にもめにもめま
した、自民党内でも。私は容認という言葉、容認とい
う選択肢を入れないと様々な沖縄の複雑な感情を表す
ことができない。ですから容認が必要であると真っ向
から反対しました。そのときに、かたくなに容認を拒
んだんですね。そういう結果が例の県民投票となった
わけです。そういう中で、３択案が　　　　どちらでもな
いを加えた３択案でやった結果、数字的には決して皆
さん方が満足いくような数字じゃないにしても、しか
し結果としては反対というふうに数字が出たんですけ
れども、そこに容認という選択肢を加えるということ
ができたとしたら、結果は変わっていたと思いません
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時19分休憩
　　　午後２時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　座波議員の質問にお答え
いたします。
　容認と言われたら変わっていたのではないかという
御質問なんですが、これにつきましては、最終的には
どちらでもないという言葉が入りました。いわゆる提
案者の気持ちとしてはっきりさせたいというようなこ
とがあったものだと思います。
　今の座波議員の御質問ですが、これがどうなったか
ということについては、私はまだ詳しくは分析してご
ざいません。ただやはり、我々としてはその提案者か
らの提案の中で、本当に県議会もぎりぎり議論いただ
いてどちらでもないというものを入れていただいて、
41市町村で投票ができたということに意義があった
と思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　ただ容認というのが、知事が存在は
その意思を認めるということは、これからのこの問題
の指摘にかなり影響が出てくると思っておりますので
よろしくお願いいたします。
　次に、赤嶺議長が誕生したわけですけれども、知事
は、その意味を真摯に受け止めるべきだと私は思って
おりますが、それにつきましてはどう思っております

か。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議長誕生については、祝福
を申し上げますが、どなたが議長になられても公平公
正な議会運営に徹するということを伺っております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　あえて変な質問かもしれませんが、
私は、実は赤嶺議長の誕生は　　　　議長のコメントを見
て思ったんです。議会を正常化したいと。その意味に
何があったかというと、これまでの建白書の問題、２
年で沖縄の政治家の思考が止まっていたのではない
か。あるいはオール沖縄という大きな縛りで、余りに
も闊達な議論ができない議会になってはいなかったか
というそういったものに私は賛同するんです。本人を
目の前にして言えませんが、私は賛同しておりますの
でよろしくお願いいたします。
　次に、万国津梁会議の件ですが、万国津梁会議の委
託事業について昨年議会から激しい追及を受け、マス
コミからも問題点を指摘され、多くの県民から説明責
任を求められる中、住民訴訟も起こりました。知事は
改めてこの委託事業のどこに問題があったと認識して
いるか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　令和元年度の万国津梁会議設置等支援業務委託につ
きましては、住民監査結果におきまして一部の監査委
員から、会議運営にかかる全体日程の不透明性や一部
テーマの未調整等、委託事業の計画性に疑問が残ると
の指摘を受けたところでございます。一方で監査委員
３名全員が、委託契約に係る会計処理において、契約
は一連の手続を適正に行っていること、違法・不当な
契約締結であるとは言えないとしたことは、これまで
の県の説明が受け入れられたものと認識をしておりま
す。県議会での指摘や住民監査請求の結果を真摯に受
け止め見直すべきところを見直し、業務を遂行してま
いります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　監査のほうでも、合議不調という形
で決して白黒がついたわけではないんですけれども、
私たちはこの問題はまだまだ問題含みだと見ているわ
けです。この実態を我々なりにつかんだわけです。知
事の政策ブレーンに近い人物は、万国津梁会議の委託
費の多さには驚いたと証言しています。そしてその場
で委託費はあの程度であれば、その10分の１程度だ
というぐらいの証言をする者もいるわけです。さらに
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また、沖縄が一部のこういった政治ブレーンの食い物
にされているという、そういう状況に危機感を持つと
いうような忠告さえあったわけです。そういうことを
我々は感じて、突き止めているわけです。そもそもこ
の問題は、知事の会食問題から始まり、契約の公平性、
委託業務の必要性、委託内容、委託金額、委員報酬の
妥当性などまだ疑惑は晴れていないわけです。この問
題は決して職員の不正や認識不足で発生したわけじゃ
ない。これは知事が、知事自身の周りで起こした問題
だと認識していますがいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　これは知
事御自身の発言におきまして、今後とも自らの襟を正
し、県民の疑惑や不信を招くことのないよう客観的か
つ公正な県政運営を心がけ、公務に対する信頼を確保
してまいりたいというふうに知事御自身が答弁されて
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　襟を正すべきだったわけですが、残
念ながらまた新たな問題が出てきたわけです。昨日ま
での質疑で表面化したとおり、この万国津梁会議疑惑
問題で疑惑の渦中にある人物が講師を務める有料オン
ライン講座の開設イベントに知事が出たわけです。こ
のときの祝辞、これは何を祝った祝辞だったんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時26分休憩
　　　午後２時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　御質問の
ありました今回の梨の木関連の件につきましては、知
事は公務として無料のサイトで御挨拶をさせていただ
いたということでございまして、適切に業務を遂行し
たというふうに認識をしているところでございます。
○座波　　一君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時28分休憩
　　　午後２時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　まさに今議員がおっしゃっておられました、新型コ
ロナの影響で世界中の交流が制限される中、市民によ
る取組が広がり、日々が平和的につながることで世界
規模での連携が深まることを期待するということと、
観光を通じた市民交流と平和構築についてお話をさせ

ていただきたいといったようなこと、あるいは沖縄は
日本有数の観光・リゾート地で、韓国からも多くの方
に来訪していただいており、学生生徒間の交流も始
まっているので、今後ともそういった交流を深めてい
きたいといったようなことで、御挨拶をさせていただ
いたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　しかしながら、これは公務として
やって沖縄県庁内で一つの営利団体の有料オンライン
講座のイベントに参加しているということは、県民も
誤解しかねませんよ、これは。一つの企業、一つの団
体を支援する。これは便益の供与に該当しますよ。全
ての企業にそういうものを呼ばれたらどうしますか。
そういうものを公務としてやったということについて
は、これはちょっといかがなものかなということでこ
のような指摘になるわけですが、これはこれ。
　あとその団体がいかに政治的に偏っているか。その
公正、昨日も一般質問でありましたが非常に反政府、
反米、反基地というあるいは琉球独立ですね。そうい
うものを掲げたメンバーがこの団体を運営していると
いうところの話ですので、政治のあるいは県知事とし
ての公平性という観点からいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　その団体
の思想とか政治的なものといったようなことについて
は、いろんな立場でもってその見方は分かれるところ
でございますので、私のほうからは答弁は差し控えさ
せていただきますけれども……
○座波　　一君　じゃ、知事から……
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　いずれに
いたしましても、その団体を応援するためということ
ではございませんで、あくまでもオープニングイベン
トに参加して、先ほどから申し上げておりますとおり、
沖縄の観光、韓国との交流そういったものの促進につ
いての御挨拶をさせていただくというあくまでも公務
として御挨拶をするために、参加をさせていただいた
ということを改めて申し上げたいと思います。
○座波　　一君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時31分休憩
　　　午後２時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　私のほうで答弁させてい
ただきます。
　梨の木ピースアカデミーが政治的なサイトではない
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かというような話がございました。先ほど部長もお答
えしていましたが、政治的というのは個人のバックグ
ラウンド、そして思想信条などが関わっておりまして、
その判断は個々により尺度が異なるものと考えており
ます。広告塔などの話も昨日来ありましたが、知事は
講座への参加を誘導したりですとか、知事が参加して
いる間、主催者から視聴者への勧誘はなかったことか
ら、広告塔になったという考えはございません。
　それからピースアカデミーは様々な政治的な課題も
出しておりますが、一方でジェンダーの問題ですとか、
ウイズ・コロナ時代のライフスタイルをテーマとした
ものも提供しております。そういったことで、一概に
我々としては今回の公務で行ったことが問題があった
ということには当たらないものではないかと考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　この問題も、知事が日頃からそうい
う公務と政務あるいは公私混合するような行動をする
から、こういうような問題になってくるかと思います。
さらにまた渦中の人物を知らないと、金城リンダさん
を知らないと言いましたが、本当に知らないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　知事は知
らないということで答弁をさせていただいておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　これは、金城リンダを名乗ってい
らっしゃるのは、りま、リンダ、徳森、金城というハ
ンドルネームでネット上で登場しています。
　これは知事御存じでしょう。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私は、梨の木ピースアカデ
ミーのページを詳しくチェックしたわけではありませ
んが、後になって徳森さんと金城さんが同一人物であ
るということを確認いたしました。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　そこで慌てて２つの動画が消えた
わけです。知事のメッセージとそしてまた徳森さんが
ガールズトークと名を打ってこのセミナーの宣伝をし
ている。そういったものが２つ消えた。これはなぜな
んですか。県が消したんじゃなくて、消した人がいる
としても、これは非常に不思議なことなんですよ。
　なぜですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　恐縮です
けれども、動画削除の件については全く把握をしてご

ざいません。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　いずれにしましても、この問題は非
常にまたこれも問題含みだということで、後の議会に
出てくると思っております。
　続きまして３、首里城火災の原因究明が進まない中、
県内外から多くの支援金が集まり、政府も再建に向け
全面支援の方針を打ち出しております。原因不明と曖
昧な責任所在は後味の悪さを残しております。首里城
再建に向け、県独自において防火体制、火災発見通報
体制、初期消火体制及び延焼防火体制の検証は行った
のか伺います。また、県独自による火災原因の究明を
行ったか。あるいは行う予定があるのかを伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　県では、第三者委員会として首里城火災に係る再発
防止検討委員会を去る３月18日に設置しており、首
里城火災に関する沖縄県警察の捜査結果及び那覇市消
防局の発表を踏まえ、管理状況等の事実関係を確認・
整理し、正殿等が全焼に至った要因等の分析、原因究
明を行うこととしております。同委員会は９月頃に中
間報告を行い、今年度末に最終報告書をまとめる予定
としております。
　県は、同委員会の報告を踏まえ、首里城復旧・復興
の計画等へ反映させるよう、再発防止策を策定するこ
ととしております。
　以上でございます。
○座波　　一君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時37分休憩
　　　午後２時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　座波　一君。
○座波　　一君　やっぱりこの事後検証は大事だと
言われていますので、ぜひとも検証をして県民に示し
てほしいと思っております。
　そして定例会見で知事が施設管理者として、県の責
任を強く感じており、指定管理者の指導の在り方と管
理体制を見直すとコメントしておりますが、知事はこ
の責任を感じているというのであれば、どのような責
任というものを示してそれを取るんですか。あるいは
管理者、指定管理者に責任があるというふうな方向で
考えているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　今現在、事実関係を確認、整理して要因の分析、原
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因究明を行っております。県は施設管理者としての、
指定管理者は指定管理者としての責任がもちろんござ
いますが、そういった整理をしっかりとした上で明ら
かにしていきたいということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　しっかり検証して、責任、原因も究
明しながらやっていきたいということですので、分か
りました。しかしながら８日に財団の理事長は４期目
に再任されていますね。そういう意味では何らそうい
う問題は起こらなかったんですか。再任するに当たり。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　今回の問題については、私も理事の一員として管理
者として責任を重く受け止めてございます。そして併
せて財団に対しましては、しっかりと県が行っている
第三者検討委員会、これについて今先ほど来、事実確
認、原因究明そういったものをやっているところです
けれども、その後には再発防止策、これを示したいと
思っていると。それをしっかり財団としても受け止め
てもらいたいというような発言をいたしました。その
中において、理事長のほうからも財団として指定管理
者として責任を重く感じているという中で、自ら様々
な見直し体制を行っているというような説明が理事会
において説明がございました。そういったものも含め
て、県そして財団、一体となって二度とこのような火
災を起こさない。そしてこの首里城火災において、県
民に対して大変申し訳なかったと思っているというよ
うな話もございました。しっかりとした管理体制を再
構築したいというふうに考えているというような説明
などがございました。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　県が復興を一生懸命やっているか
ら、それでよしとするというようなことは一切ありま
せんから。やはり検証は付き物、責任も付き物ですよ。
そうじゃないと本当の意味での再建はあり得ないと、
今でもその根強い意見はありますから。ぜひとも答弁
にあるとおり県独自の検証を示してほしいと思ってお
ります。
　次、４、日米合意に基づく普天間飛行場代替施設建
設のための国の辺野古埋立事業に対し、沖縄県は政治
的な思惑により公平公正であるべき行政事務を著しく
遅延させています。この行為は、法治国家の地方自治
体としてあってはならず、国地方係争処理委員会で沖
縄県の審査超過を違法と断定しております。このよう
に法で定められた諸手続を、時の執権者の思惑によっ
て遅延させることが許されることなのか、知事の見識

を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　今回の国地方係争処理委員会での審査の対象となり
ましたのは、農林水産大臣の是正の指示でございます。
当該是正の指示は、法令に基づき知事に与えられたサ
ンゴ特別採捕許可の事務の権限を、知事が行使する前
に具体的に許可しなさいと大臣が命ずるもので、知事
の判断権限を奪うことになりかねず、問題があること
などを指摘し県の正当性を主張してまいりました。
　このような国の関与は、地方の自主性及び自律性を
尊重するため必要最小限度でなければならないとする
地方自治法の趣旨に鑑み、問題があるものと考えてお
ります。委員会の判断は結果としてこのような国の関
与を容認するものとなっており、誠に残念であるとい
うふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　政治と行政は、似ていますけれども
違いますよ。
　知事、このような違法な行政手続でもう勝てる見込
みはないわけです。裁判で争い続けるということは、
普天間の危険性除去どころか県民に不利益しか残さな
いんですよ。むしろ知事、県が行政を抱き込んで行政
遅延行為で国と争うことをやめて、政治家として米軍
の新たな新基地に反対として正面から政治問題として
争ったほうが県民も納得するんじゃないですか、分か
りやすくて。いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私の立場を申し上げますと、
私は辺野古の新基地建設反対を訴えて知事の責務を任
せられたわけですから、そのことにはしっかりと邁進
していく所存であります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　だからそれは政治家としての信念
ですよね。それが今行政にひずみが出ているというこ
とです。それ自覚していませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　知事は知事としての政治的なスタンスで考えており
ますが、一方で知事は行政の長でございます。行政の
執行に当たりましては、行政として関係法令に基づい
て適切に業務を行うということが求められていると考
えております。そういった形で我々執行部は、辺野古
の問題についても対応しているというふうに考えてお
ります。
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○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　今のこの行政の運営方法、決して正
常じゃないというのはもう明らかですので、その結果
が県民にどのような影響を与えるか。今後の振興計画
にも、それはもうバーター案じゃないけど影響します
よ。そういうことを考えながら、県政の長として考え
ていく。そこに先ほど容認という言葉を認めながら、
対話を進めるというのが今後の玉城知事のあるべき姿
だと思いますよ。いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　144万県民の皆様にはいろ
いろなお考えがあると思います。反対の立場の方、容
認の立場の方、あまり関心がない方。しかし、全ての
県民のために私はしっかりと公としての責務を果たし
ていきたいということで、いろいろな立場の方々の考
えをしっかりと認めつつ、その中から最良の方策を考
え、それを実行できるよう真摯に県政運営に邁進して
いきたいという思いで臨んでおります。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　かたくなな反対だけでは済まない
ということですよ。ですから、対話というものを知事
が大事にするならばそれをいかに進めるか、対話をど
う進めるかというのが示されていないということで
す。
　最後に５……
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時47分休憩
　　　午後２時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○座波　　一君　県民の命と暮らしを守るために、新
型コロナウイルス対策は極めて優先すべきものである
が、知事は勝てる見込みのない訴訟をまだ続けるつも
りなのか。２度目の訪米を検討するなど、パフォーマ
ンスに時間と経費を費やせるいとまはない。第２波、
第３波の対策に向け危機管理体制と観光や経済の復興
を最優先し、辺野古反対のために費やす予算を見直し、
沖縄復興のためのオール沖縄を呼びかけるべきではな
いか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　辺野古問題の対応につ
きましては、県は米軍基地が沖縄に集中し過重な負担
となっていること、これまでの一連の選挙や県民投票
によって辺野古埋立てに反対する圧倒的多数の民意が
示されたこと、軟弱地盤の存在が判明し、普天間飛行
場の一日も早い危険性の除去につながらないことが明

確となったことなどから、同飛行場の辺野古移設に反
対をしているところでございます。
　県としては、沖縄の過重な基地負担の軽減を図り、
県民投票で示された民意に応えるためにも、辺野古新
基地建設問題の解決に向けた取組は必要なものである
というふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　このオール沖縄でコロナ対策に取
り組めというそういう気持ちなんです、ただ。
　１つの提案ですが、一人でも多くの県民が部長から
提起がありました接触確認アプリ、これをぜひ広めた
ほうがいいんじゃないかと思いますよ。本当にこれは
各自が意識して全体でコロナを防ごうという動きにな
りますので、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　その点については、大賛成
でございます。できる限り早期に、できれば県民の皆
さんに詳しくその方法や内容なども伝えていき、そし
て県外の方々にも伝えていただいて沖縄に来られる方
にも、沖縄から出かける方にも、沖縄で生活する方に
もそのアプリを入れていただいて、常に把握ができる
ように県としても一生懸命進めていきたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　座波　一君。
○座波　　一君　ぜひとも、次からも前向きで、建設
的な議論もできるように頑張りますが、知事もそうい
うある意味では対話に向けた提案をぜひともお願いい
たします。
　ありがとうございました。
○新垣　　新君　議長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時50分休憩
　　　午後２時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　仲里全孝君。
　　　〔仲里全孝君登壇〕
○仲里　全孝君　皆さん、こんにちは。
　新人、国頭郡区選出、沖縄・自民党会派の仲里です。
　ヤンバルをもっと強く、ヤンバルと県民へ安心・安
全のある暮らしを届けたい。そのために、北部基幹病
院の早期実現をはじめ、山積する課題の解決に全力で
取り組んでいく所存でございます。
　その思いから、今回６項目の一般質問を通告しまし
た。皆さんの御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い申
し上げ、一般質問を行います。
　まず初めに１番、コロナ関連予算について。
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　質問に先立ち、新型コロナウイルス感染症によりお
亡くなりになられた方々に対しまして、心より御冥福
をお祈り申し上げます。
　第１波が終息しつつある中、都道府県をまたぐ移動
自粛が解除され、観光立県である沖縄では徐々に観光
客の数が増えていくことが予想されます。第２波、第
３波を見据え、引き続き感染防止対策を実施すると同
時に、経済回復に向けた対策を講じていくことが重要
だと考えております。
　コロナによって人々の価値観、行動が大きく変わ
り、コロナ前の社会に戻ることは難しく、新しい価値
観の中どう生きていくかが大切であります。コロナと
ともにある社会をどう構築するか、新しい沖縄の姿を
描くことが必要だと感じております。また、コロナの
影響による経済不況は、リーマン・ショック時をも上
回ると言われており、本格的な経済の回復の道のりは
長く、あらゆる事業者が厳しい経営環境にさらされて
います。県内においても倒産件数は増加し、観光客数
も落ち込み、観光業、ホテル、飲食店、お土産店、バス・
タクシー業など、甚大な影響を受けています。このよ
うな中、県の予算においては、３月の１次補正、５月
の２次補正で、計630億のコロナウイルス感染対策予
算が組まれ、６月下旬には、内閣府から、新型コロナ
ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として、沖縄
県・市町村へ約300億の交付が発表されました。この
ように支援が進んでいるものの、経済回復に重点を置
いたさらなる支援が必要だと考えておりますが、県の
見解をお伺いします。
　２、沖縄県アジア戦略構想推進計画について。
　沖縄の地理的優位性を生かしたアジア戦略は、沖縄
の経済発展を支える重要な戦略と認識しております。
政府においても、沖縄振興は国家戦略としての沖縄振
興策と位置づけており、その中でアジア戦略は重要な
役割を担っています。取組が進む一方で、県民所得の
向上、雇用対策、島嶼経済の不利性の克服については、
まだ課題が残っているところでございます。コロナウ
イルスの影響により社会情勢が大きく変わってしまい
ましたが、着実に取組を進めていくことが将来の沖縄
にとって重要だと考えます。重点戦略の一つである世
界水準の観光・リゾート地の実現につきまして、第５
次沖縄県観光振興基本計画の中で令和３年度（平成
33年度）に向けた目標値が示されているが、これま
での達成状況を伺いたい。
　また、今後については、アフター・コロナの中、ど
う取組を進めていくかの中期的計画と、今後コロナが
終息し社会が正常に戻ることを見据えての長期的計画

が必要になってくると考えるが、どういう計画の下、
取組を推進していく予定か、県の見解を伺いたい。
　また、アジアを見据えたグローバル人材育成の推進
について、人材育成は長期的な視点で沖縄県の経済発
展を支える重要な施策だと考えます。企業や教育現場
における取組の状況、成果を伺いたい。人材育成の取
組の推進に当たり、県が目標として設定している指標
についても考えを伺いたい。
　３、農林水産業の振興について。
　島嶼県である沖縄は、遠隔地であることによる流通
上の不利性があることから、農林水産物流通条件不利
性解消事業による支援が重要な役割を果たしていま
す。本事業は令和３年度で期限切れとなりますが、事
業の継続・拡充、さらには制度の恒久化が必要である
と考えます。県の考え方を伺いたい。
　また、先ほど質問した沖縄県アジア戦略構想推進計
画の中で、農林畜産業が産業成長戦略の一つとして位
置づけられています。アジアへの農林畜産物輸出拡大
におけるこれまでの実績、おきなわブランドの確立に
当たっての取組、成果について伺いたい。
　さらに、台風等の災害や気候変動の状況下において
も高品質な作物を安定的に市場へ供給していくため、
災害に強い高機能型栽培施設の導入推進事業や、農業
用ハウス強靱化対策事業による支援は重要である。事
業の継続・拡充について県の考え方を伺いたい。
　４、交通関係について。
　(1)、国道58号、329号の渋滞の解消について。
　北部地域における国道58号、329号の渋滞は、通勤・
通学等、住民生活の中で深刻な問題となっています。
また、観光振興に当たっても解決すべき課題となって
います。車線の増設、公共交通機関の充実化や時差通
勤の推奨など課題解決に当たっての対応が必要だと考
えます。21世紀ビジョンに基づき、沖縄県総合交通
体系基本計画にて県の道路交通に対する方針が示され
ていますが、北部地域における国道58号、329号の
渋滞問題に対する県の見解を伺いたい。
　(2)、県道104号線の整備促進について。
　北部地域における地域高規格道路の整備、交通ネッ
トワーク確立のための道路整備は、住民の福祉の向上
や防災対策、産業振興を図る上で根幹をなすもので、
活力ある地域社会を構築するために重要な考えとなっ
ております。
　県道104号線の改修は、県内有数の観光拠点である
恩納村、宜野座村、金武町を結ぶ主要幹線道路として
地域振興に重要な役割を果たしていますが、線形の急
カーブが多く安全な通行に支障があり、また、一部に
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おいて歩道がないため安全な生活道路として不便を感
じているところです。平成17年度から平成23年度ま
でに恩納村安富祖地区から金武町向けに約800メート
ルの区間で整備が完了していますが、その後の整備に
つきましては、キャンプ・ハンセン軍用地の立入調査
の関係で約10年間工事が止まっています。今後、ど
のような整備事業を推進していくか、どのように沖縄
防衛局やキャンプ・ハンセンと協議していくか、県の
考えを伺いたい。一日でも早く整備に着手いただける
よう御検討お願いします。
　また、県道104号線は、恩納村側の国道58号と金
武町側の国道329号を結ぶが、高速道路（沖縄自動車
道）のインターチェンジへのアクセスがよくないため、
観光振興や地域振興のためのスマートインターチェン
ジを設置することが望ましいと考えています。スマー
トインターチェンジの設置について、県の考え方を伺
いたい。
　５、北部基幹病院の整備について。
　医療体制の確保は、住民の命を守る根幹をなすもの
で、北部の医療格差解消に向けて議論されてきました。
県立北部病院と北部地区医師会病院を統合する北部基
幹病院の設立は、一刻の猶予も許されないと考えてお
ります。病院整備に当たっては、県及び北部12市町
村が一体となり取り組んでいくこととなっており、こ
の２月に、北部市町村会が基本的枠組みに関する合意
書に合意する方針を決定しました。ここからは、ちゅ
うちょなく整備に向けて早期に動いていく必要があり
ます。２月の合意後における基本構想・基本計画の策
定のスケジュール見通し、いつの開業を目指すのか、
県の見解を伺いたい。
　６、駐留軍用地跡地利用について。
　平成23年に返還されたギンバル訓練場跡地利用に
ついて、21世紀ビジョンに掲げる駐留軍用地跡地の
計画的な整備に基づき、県においては金武湾港海岸
（ギンバル地区）海岸環境整備事業を進めてこられま
した。金武町においてもこれまで跡地利用計画を進め
ており、リハビリ・医療関係施設、スポーツ施設が整
備され、民間ホテルの誘致も計画されています。周辺
環境整備も進んでいることから、当海岸は人工ビーチ
として需要が見込まれており、一刻も早い整備が望ま
れます。整備事業の進捗状況、工事完了年月の予定を
伺いたい。
　７、我が党の代表質問との関連について。
　中川京貴議員の代表質問の中で、１、知事の政治姿
勢について(4)、知事は県政運営に取り組む上で、辺
野古新基地建設問題について、辺野古に新基地は造ら

せないという公約の実現に向けて取り組むとしてい
る。一方、米軍基地整理縮小について、ＳＡＣＯ合意
そのものも進めるとしている。矛盾しないか伺いたい。
　また、普天間飛行場に関するＳＡＣＯ最終報告の中
で、「普天間飛行場の運用及び活動は、最大限可能な
限り、海上施設に移転する。」、「海上施設は、沖縄本
島の東海岸沖に建設するものとし、」とされている。
　知事は、ＳＡＣＯ合意そのものを進めるという姿勢
の下、沖縄本島東海岸沖に建設することに合意という
理解でよいか伺いたい。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時８分休憩
　　　午後３時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　仲里全孝議員の御質問にお
答えいたします。
　仲里議員におかれましては、当選おめでとうござい
ます。切磋琢磨してお互いに頑張ってまいりましょう。
　農林水産業の振興についての御質問の中の３の(1)、
農林水産物流通条件不利性解消事業の継続等について
お答えいたします。
　沖縄県では、平成24年度より一括交付金を活用し、
農林水産物の県外出荷に際して、直近他県までの輸送
費相当分を補助する農林水産物流通条件不利性解消事
業を実施しております。令和元年度の補助実績は約
26億2000万円で、県外出荷量が平成25年度の約５万
トンから約６万2000トンへ増加する等、農林漁業者
の経営安定化に寄与しているものと考えております。
令和４年度以降については、これまでの事業実績・事
業効果等を踏まえて取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、コロナ関連予算
についての御質問の中の(1)、経済回復に重点を置い
たさらなる支援についてお答えいたします。
　県ではこれまで、県内事業者の事業継続や県民生活
を守るため、３度にわたる補正予算により、中小企業
の資金繰り支援、売上げが減少した飲食業及び小売業
等への支援金や休業要請への協力金支給等の経済対策
を実施してきました。また、今般の６月補正により、
これまでの支援策に加え、新たにホテル業やバス・タ
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クシー業等への支援を行うこととしております。今後
は、落ち込んだ経済活動を段階的に回復させていくた
め、第２の波に備えた防疫体制を構築するとともに、
沖縄県の経済対策基本方針に基づき、経済振興策を着
実に実行してまいります。
　次に２、沖縄県アジア戦略構想推進計画についての
御質問の中の(1)、企業における取組状況や成果、設
定している指標についてお答えいたします。
　県では、県内企業の海外展開等を促進するため、国
内外の企業等に職員を派遣し、ＯＪＴ研修を実施する
企業に対して支援を行うなど、国際的な視野を持った
グローバル人材の育成に取り組んでおります。アジア
経済戦略構想推進計画における同取組の成果指標につ
いては、高度産業人材の海外等派遣人数を指標として
設定しており、令和３年度までの目標値320人に対し、
令和元年度末時点で延べ333人を派遣しております。
　県としては、本県の産業振興を図る上で、県内企業
の国際化は重要であると考えていることから、引き続
きグローバル人材の育成を推進してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　２、沖縄
県アジア戦略構想推進計画についての(1)、第５次沖
縄県観光振興基本計画の目標値達成状況についてお答
えいたします。
　県では、第５次沖縄県観光振興基本計画の中で、令
和３年度の数値目標として入域観光客数を1200万人、
観光収入を１兆1000億円としております。平成30年
度の入域観光客数は、約1000万人で目標値に対して
83.3％の達成率です。令和元年度は、約947万人で目
標値に対して78.9％の達成率となっております。平
成30年度の観光収入は約7340億円で、目標値に対し
て66.7％の達成率となっております。令和元年度は
精査を行っているところであります。
　続きまして(1)、新型コロナウイルス感染症の影響
を踏まえた今後の計画について。
　県では、今年度において、沖縄観光の中期計画であ
る沖縄観光推進ロードマップとその上位計画であり、
長期計画となる第６次沖縄県観光振興基本計画の策定
に取り組むこととしております。新型コロナウイルス
感染症の拡大により観光産業は世界的に多大な影響を
受けており、観光産業の回復に向けては、ウイズ・コ
ロナを前提とした感染防止対策の着実な実施が必要と
されております。このため、次期基本計画等の策定に
ついては、これまで参画してきた観光関連団体に加え

て、医療界からも感染防止対策の専門的知見をいただ
くとともに、情報通信技術を積極的に取り入れること
により、安全・安心の島沖縄を構築し、世界から選ば
れる観光地の形成を目指すこととしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　２、沖縄県アジア戦略構想
推進計画についての御質問の中の(1)、教育現場にお
ける取組の状況と成果等についてお答えします。
　県教育委員会では、国際性と個性を涵養する人材育
成を図るため、積極的に海外留学事業等を行ってお
ります。実績としましては、平成24年度に長期留学
事業を立ち上げ、これまで海外に派遣した高校生602
名のうち、66名をアジアへ派遣しております。また、
短期研修事業では、これまで海外に派遣した高校生
1688名のうち、659名をアジアへ派遣しております。
留学後の進路としましては、上海財経大学等の海外大
学や、大阪大学、慶応大学、上智大学等のスーパー・
グローバル大学へ進学した者もおります。成果指標に
ついては、アジアを含めた海外留学・交流派遣数とし
ており、令和３年度の目標値2944人に対し、令和元
年度は2556人の実績であります。今後とも、国際社
会に対応したグローバル人材の育成に努めてまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　３、農林水産業の振
興についての御質問の中の(1)、県産農林水産物の輸
出実績とおきなわブランド確立の取組等についてお答
えします。
　県産農林水産物の輸出実績については、平成31年
の沖縄からの農林水産物・食品の輸出額が平成22年
の15億8300万円から、約２倍となる33億2700万円
となっております。また、おきなわブランドの確立に
ついては、栽培施設の整備や新技術の開発・普及等の
取組により、戦略品目の拠点産地数が平成23年度の
94産地から、平成30年度には120産地に増加するな
ど、消費者や市場に信頼される産地の育成が図られて
いるところであります。
　県としましては、引き続き沖縄21世紀ビジョン基
本計画に基づき、農林水産業の振興に努めてまいりま
す。
　同じく３の(1)、災害に強い高機能型栽培施設の導
入推進事業等の継続・拡充についてお答えします。
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　本県の園芸作物の振興を図るためには、自然災害や
気候変動に左右されず、定時・定量・定品質の出荷に
対応できる産地の形成が重要であります。このため、
平成24年度より一括交付金等を活用し、災害に強い
栽培施設と施設内環境制御設備を一体的に整備する災
害に強い高機能型栽培施設の導入推進事業に取り組ん
でいるところであります。
　県としましては、国の事業の活用や市町村等の要望
を把握の上、引き続き予算の確保に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　４、交通関係につい
ての御質問のうち(1)、北部地域における国道58号、
国道329号の渋滞対策についてお答えいたします。
　北部地域における国道58号、国道329号について
は、沖縄地方渋滞対策推進協議会において、主要渋滞
箇所として世富慶交差点など９か所が特定されており
ます。これまで、国が恩納バイパスの整備を進めてお
り、恩納交差点が特定解除されたところであります。
また、県において、城１丁目交差点と白銀橋東交差点
について、渋滞ボトルネック対策の検討を行っている
ところであります。
　次に４の(2)、県道104号線の整備推進とスマート
インターチェンジの設置についてお答えいたします。
　県道104号線については、安富祖から喜瀬武原まで
の区間を平成17年度から事業着手し、安富祖入り口
から約800メートル区間を完了しております。残る
ゴルフ場入り口付近から喜瀬武原の区間については、
キャンプ・ハンセンの一部返還協議が進展していない
ことから事業が中断しておりますが、引き続き関係機
関と調整を図り、事業再開に向け取り組んでいきたい
と考えております。県道104号線沿いへのスマートイ
ンターチェンジの設置については、平成31年３月に
開通した金武バイパスによる交通状況の変化を踏まえ
て検討していきたいと考えております。
　次に６、駐留軍用地跡地利用についての(1)、ギン
バル地区港湾海岸環境整備事業の進捗状況についてお
答えいたします。
　金武湾港海岸ギンバル地区における港湾海岸環境整
備事業の進捗率は、令和元年度末の事業費ベースで約
55％となっております。昨年度までに護岸、突堤の
工事を完成させ、現在、養浜工事に着手しており、早
期完成に向け、金武町と連携しながら鋭意取り組んで
いるところであります。
　以上でございます。

○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　５、北部基幹病院
の整備についての(1)、整備スケジュールについてお
答えいたします。
　北部基幹病院の整備スケジュールにつきましては、
基本合意書案の合意形成後に策定する基本構想におい
て整理することとしておりますが、通常の病院整備に
は、基本構想及び基本計画の策定、基本設計、実施設
計及び建築工事に合わせて６年ほど要するものと考え
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　７、我が党の代表質問
との関連についての(2)、辺野古新基地建設の反対に
ついてお答えいたします。
　県は、米軍基地が沖縄に集中し過重な負担になって
いること、県知事選挙など一連の選挙や県民投票に
よって辺野古埋立てに反対する圧倒的多数の民意が示
されたこと、辺野古・大浦湾の貴重な自然環境を保全
し、次世代に引き継ぐべきことから、普天間飛行場の
辺野古移設に反対しているところです。また、軟弱地
盤が判明し、統合計画に示されている提供手続の完
了までに要する期間が約12年になることが公表され、
辺野古移設では、同飛行場の一日も早い危険性の除去
にはつながらないことが明確になりました。
　県としましては、同飛行場の県外・国外への移設、
早期閉鎖・返還及び速やかな運用停止を含む危険性の
除去を引き続き政府に強く求めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　議長、休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時25分休憩
　　　午後３時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲里　全孝君　５番の北部基幹病院の整備に関し
て、再質問します。
　知事の合意書に締結はいつなのか、お伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　できるだけ早く時間を調整
させていただいて統合案のための協議会を開き、そこ
で統合のための最終確認をして以降、整備協議会など
これから後の話合いを進めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
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○仲里　全孝君　最終確認というふうに答弁聞いて
いるんですけれども、これ合意書の最終確認のどう
いった項目なのか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　これまで協議をして確認を
してきたことを、最終的に確認をするんですが、その
統合書案についてゴーサインを出すということの確認
であります。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　これまで北部12市町村を含む協議
会、何回やったのか。そして、何回　　　　協議会の内容
ですね　　　　訂正されたのか、再決議されるのかお伺い
します。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　基本合意書案に関
する基本的な枠組みに関しまして、協議会を６回開催
いたしました。
○議長（赤嶺　昇君）　仲里全孝君。
○仲里　全孝君　北部基幹病院に関して、整備、それ
から管理、全てに対して知事の考え方は、北部12市
町村に一切負担をかけないというこれまでの答弁でし
たんですけれども、これに変わりはないか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　北部基幹病院に関
しまして、北部市町村につきましては、一部事務組合
と県との間で一部事務組合を設置して主宰という形に
なろうかと思いますけれども、その整備費用等につき
ましては市町村の一般財源に影響を与えない形で進め
ていくということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時34分休憩
　　　午後３時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　運営面につきまし
ては、一部事務組合への負担金は地方交付税の相当額
としまして、不足する場合は県が負担するというのが
合意案の内容になっております。
○仲里　全孝君　部長、どうもありがとうございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時34分休憩
　　　午後３時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　20分間休憩いたします。
　　　午後３時35分休憩
　　　午後４時45分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○島袋　　大君　議長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時45分休憩
　　　午後４時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　大浜一郎君。
　　　〔大浜一郎君登壇〕
○大浜　一郎君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時46分休憩
　　　午後４時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○大浜　一郎君　ケーラネーラ　クヨーム　ナーラ。
　沖縄・自民党の大浜一郎でございます。
　２期目においても、離島の振興なくして沖縄の振興
はないとの強い思いで、この県議会の場で議論させて
いただきます。どうかよろしくお願いを申し上げます。
　１、知事の政治姿勢についてお伺いします。
　(1)、次期沖振計へ向けた知事の基本的政策骨子に
ついて。
　ア、現行沖縄振興特別措置法の制度評価と次期沖振
計へ向けた必要な制度設計について。
　イ、次期沖振計における離島振興の重点政策課題の
提起について。
　令和３年３月までの時限立法である、同法の新たな
立法措置に向け、過疎地域の持続的な課題解決に向け
た政策対話について伺います。
　(2)、過疎地域自立促進特別措置法に向けた政策対
話について。
　中国海警局船舶による５月８日、９日の尖閣沖領
海内での与那国漁協の漁船追尾、６月21日の尖閣沖、
接続水域内での八重山漁協漁船を４時間にわたり追尾
する事件が起こりました。
　(3)、尖閣諸島における諸問題について。
　ア、中国公船による与那国町漁協漁船、八重山漁協
漁船追尾事案についての知事の認識について。
　イ、尖閣諸島の字名を登野城尖閣への変更及び中国
自然資源省が尖閣周辺海底に名称を付与した事案への
知事の認識について。
　(4)、新型コロナ水際対策強化策について。
　ア、新石垣空港へのＴＡＣＯ設置の対処方針につい
て。
　２、八重山地域の課題について。
　(1)、医療体制について。
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　ア、新型コロナ対策における県と地域自治体及び関
係機関との連携システム強化策について。
　イ、新型コロナ対策における県立八重山病院におけ
る医療物資、医療器材等の充実配備について。
　ウ、急患搬送暫定ヘリポート設置完了時期の確認及
び夜間運用における対策の進捗について。
　(2)、農水産物等輸送費について。
　ア、新型コロナの影響による新石垣空港発着県外航
空便欠航、石垣―那覇間航空便減便により航空貨物臨
時便で対応した石垣―那覇間経由県外出荷に伴う農林
水産物等輸送費の県の対応について。
　イ、農林水産物流通条件不利性解消事業における本
島と離島間の輸送コストの軽減へ向けた新たな制度設
計の必要性について。
　(3)、地域未来投資促進法を活用した地域経済活性
化へ向けた取組の進捗について。
　ア、石垣島におけるゴルフ場を含むリゾート施設建
設へ向けた進捗状況及び対処方針について。
　(4)、近年の集中豪雨多発に向けた道路等雨水排水
設備の更新及び河川氾濫が多発する石垣市白保轟川治
水対策への対応について伺います。
　(5)、国営石垣島地区関連事業の進捗及び令和３年
度に向けた取組と事業遂行を円滑にするための新たな
取組についてお伺いします。
　３、我が党の代表質問との関連について。
　中川京貴議員の代表質問、知事の政治姿勢の(11)に
関連して、７月４日の報道によると、７月２日から３
日にかけて、尖閣諸島、魚釣島へ中国海警局２隻が
30時間にわたり、領海を侵犯し、領海内において操
業していた与那国の漁船に接近するなどを繰り返し
た。７月６日の報道によれば、７月４日から５日もこ
の２隻は漁場を変更した漁船を追尾し、大正島へ移動
し、過去最長の39時間以上の領海侵犯を続けたとの
ことです。沖縄県行政区内における極めて乱暴な行為
であるにもかかわらず、中国は日本にとやかく言う権
利はないと公言をしました。この事件はあえて言えば
中国による侵略行為に等しいものです。
　この事件に至っては、沖縄県知事として断固として
抗議すべき事案であることから、知事の賢明な御所見
をお伺いします。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　大浜一郎議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)の

ア、沖縄振興制度の評価と今後必要な制度についてお
答えいたします。
　沖縄県では、沖縄振興の各種施策や特別措置につい
て検証を行い、今年３月に総点検報告書を取りまとめ
たところです。同報告書においては一括交付金は、地
方自治体の主体性が最大限に発揮できる制度で、引き
続き戦略的活用が必要としています。沖縄関係税制は、
民間主導の自立型経済の構築を支える制度として重要
な役割を果たしてきたものの、沖縄振興を一層推進す
る制度となるよう、拡充等が必要とされています。高
率補助制度は、駐留軍用地跡地の利活用など、沖縄の
特殊事情に基因する社会資本の整備を計画的に進めて
いくために必要としています。
　沖縄県では、これらの検証結果や新沖縄発展戦略等
を踏まえ、新たな沖縄振興の在り方について総合的に
検討してまいりますが、私からも国に対してしっかり
説明をしてまいりたいと思います。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)のイ、次期沖縄振興計画における離島振興
の重点政策課題についてお答えいたします。
　県はこれまで、離島住民が住み慣れた島で安心して
暮らし続けることができるよう、交通・生活コストの
低減や産業振興に係る各種施策を展開してきたところ
であり、離島と本島間の移動などに関する県民満足度
の向上など一定の成果があったものと認識しておりま
す。一方、沖縄21世紀ビジョン基本計画等総点検報
告書において、離島振興に係る重要性を増した課題と
して、離島を支える人材の確保、育成などが挙げられ
ており、また人口減少対策と地域の存続など新たに生
じた課題も示されたところです。
　県としましては、総点検報告書で示された課題を検
証しつつ、新たな沖縄振興計画においても引き続き離
島振興を県政の最重要課題に位置づけ、それぞれの
島々がその潜在力を十分に発揮し、希望と活力あふれ
る豊かな地域社会を実現することを目標に、さらなる
振興に取り組んでまいります。
　同じく１の(2)、新たな過疎対策法の制定に向けた
県の対応についてお答えいたします。
　いわゆる過疎法は、これまでも議員立法により制定
されてきた時限的特別措置法であります。現行法は、
令和３年３月31日に期限を迎えることから、国にお
いて新たな過疎法の制定に向けた検討が進められてお
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ります。本年３月に自民党から公表された新法の素案
に基づき試算したところ、現行の過疎市町村18団体
のうち、多くの団体が新法の適用から外れる可能性が
あります。本県の過疎市町村は、他県に比べても財政
基盤が脆弱なところが多いため、過疎対策事業債など
財政上極めて有利な制度が活用できるよう、今後も新
法の適用が必要であると考えております。
　県では、昨年度から県内過疎市町村と協議を重ね要
請活動を行っておりますが、現行の過疎市町村が継続
して指定されるよう、引き続き国に働きかけてまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問の中の(3)ア、中国公船による漁船
追尾事案についてお答えいたします。
　尖閣周辺海域は戦前より沖縄県の漁業者が利用して
いる漁場であり、今回のような事態は断じてあっては
ならないものと考えております。県はこれまでに、国
に対して要請を重ねてきており、去る５月25日にも、
中国公船による本県漁船への追尾・威嚇行為などの再
発防止の徹底が図られるよう中国政府に対して強く働
きかけることを農林水産省、外務省、国土交通省に対
し、要請を行ってきたところであります。
　県としましては、引き続き本県周辺海域における漁
業者の安全確保について、国に対し強く求めてまいり
ます。
　次に２、八重山地域の課題についての御質問の中の
(2)のア、減便による県産農林水産物輸送費への県の
対応についてお答えします。
　新型コロナウイルス感染症に伴う航空便減便の影響
に対処するため、県は、去る４月30日に航空会社に
対し貨物輸送の確保について要請するとともに、出荷
団体及び貨物代理店と意見交換を重ねてまいりまし
た。この意見交換を踏まえて、臨時便の就航や機材の
大型化が図られるよう５月１日から６月30日の期間、
那覇発県外便のみならず宮古、石垣発那覇便について
も農林水産物流通条件不利性解消事業の補助単価の特
例を設け、支援を行ったところであります。特例措置
による事業費は現在集計中でありますが、臨時便及び
機材の大型化を含めて約300便程度が特例措置を活用
して対象品目の輸送を行っております。現在、航空便
は復便基調ではありますが、今回の補正予算に計上し
ている航空物流機能回復事業により臨時便就航を支援
し、県産生鮮品の円滑な航空輸送体制の確保を図って

まいりたいと考えております。
　同じく２の(2)のイ、離島から本島までの輸送費補
助についてお答えします。
　県では、一括交付金を活用し、農林水産物の県外出
荷に際して、直近他県までの輸送費の相当分を補助す
る農林水産物流通条件不利性解消事業を実施しており
ます。本事業においては離島から本島を経由して県外
出荷される場合は、離島・本島間の輸送費についても
補助対象としております。また、離島４市町において
は、一括交付金等を活用し、本島向けに出荷される水
産物等に対する輸送費補助をそれぞれの実情に合わせ
て主体的に実施しております。
　県としましては、その実績などを総合的に勘案しな
がら、市町村と役割分担をしつつ、相互に連携して農
林水産業の振興に取り組んでまいります。今後の事業
の在り方については、これまでの事業実績・事業効果
等を踏まえて取り組んでまいります。
　次に２の(5)、国営石垣島地区関連事業の進捗及び
令和３年度に向けた取組についてお答えします。
　国営石垣島地区関連事業については、令和２年度
までの採択ベースで、区画整理30.4％、畑かん施設
21.2％となっております。令和３年度は、県営伊野
田中地区ほか３地区の新規採択を予定しております。
また、国営関連事業の進捗を図るべく、令和２年度は、
対前年比51％増の約13億300万円を措置しており、
令和３年度の予算についても引き続き所要額確保に向
け取り組んでまいります。
　県としましては、引き続き石垣市等の関係機関及び
地域の代表者と連携を密にし、地元の合意形成を図り
ながら、事業効果の早期発現に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(3)のイ、尖閣諸島の字名変更等に対する認
識についてお答えいたします。
　石垣市では、尖閣諸島に係る字名を登野城尖閣に変
更する議案が同市議会において６月22日に可決され、
10月１日から施行されると聞いております。市町村
の区域内における字名の変更は、市町村の自治事務で
あり、今回の事案についても、石垣市の事務として行
われたものと承知しております。また、中国政府が尖
閣諸島周辺と見られる東シナ海の海底地形に名称をつ
けたことに対し、菅官房長官が中国側に抗議したこと
については報道にて承知しております。いずれにしま
しても、尖閣諸島につきましては、我が国固有の領土
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であるというのが日本政府の公式見解であり、県とし
ても同様に考えております。
　２、八重山地域の課題について(1)のウ、暫定ヘリ
ポート設置完了時期等についてお答えいたします。
　沖縄県は八重山地域における急患搬送時間の短縮を
図るため、石垣市等関係機関と協議の上、県立八重山
病院の南側隣接地に暫定ヘリポートを整備することと
しており、去る７月８日に工事契約を行いました。工
事期間については４か月弱を見込んでおり、11月上
旬頃の供用開始を目指して取り組んでいるところで
す。また、夜間の運用についても、石垣市をはじめと
する関係機関に説明しており、可搬型の照明の整備に
より対応することとしております。
　３、我が党の代表質問との関連について(1)、尖閣
諸島をめぐる状況の認識についてお答えをいたしま
す。
　尖閣諸島におきましては、中国公船が５月９日から
翌10日及び７月２日から５日にかけて、領海侵入を
繰り返していることに加えて、領海内で漁船を追尾す
る事態が発生しております。県は、５月の追尾事案を
受け、中国公船の行為は不測の事態を招くおそれがあ
り、断じてあってはならないものと考えられることか
ら、漁業関係者とともに政府に対し、中国公船による
県内漁船追尾の再発防止と操業の安全確保を求める要
請を行ったところです。
　県としましては、尖閣諸島をめぐる問題につきまし
ては我が国の領土、主権に関わる問題であることか
ら、平和的な外交を通じて一日も早く解決が図られる
よう、日本、中国両政府に全力を尽くしてもらいたい
と考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、知事
の政治姿勢についての(4)のア、新石垣空港へのＴＡ
ＣＯ設置についてお答えいたします。
　県では、「旅行者の安全・安心に関するアクション
プラン沖縄Tour	Style	With	コロナ」に基づき、新
型コロナウイルス感染防止のための水際対策として、
６月19日に那覇空港内に旅行者専用相談センター沖
縄ＴＡＣＯを設置しました。離島についても水際対策
は重要であり、特に、宮古空港・石垣空港をはじめと
する県外からの直行便を有する離島空港へのＴＡＣＯ
の設置は、早急に進める必要があると認識しておりま
す。現在、地元自治体や県出先機関と意見交換を進め
ており、各離島における医療提供体制等に応じた取組

を進めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、八重山地域の
課題についての御質問の中の(1)のア、新型コロナ対
策における関係機関との連携強化策についてお答えい
たします。
　県では、第２波の流行に備え、応援体制の強化や業
務の外部委託の実施等により保健所の体制強化に取り
組むこととしております。新型コロナウイルス対策本
部における地方本部につきましては、保健所が運営を
担うこととなっていることから、これらの取組を踏ま
え、地方本部の機能強化を図ることができるものと考
えております。地方本部機能の強化に当たっては、地
元自治体や地区医師会との連携を図り、情報共有や意
見交換がしっかりと行えるよう取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　答弁に入ります前
に、一言御礼申し上げます。
　県内で新型コロナウイルス感染症が確認されて以
降、県立病院では、国内外の多くの企業・団体、県民
の皆様からマスクや消毒薬等の医療用物資や、食料品、
医薬品等を多数頂きました。感染のリスクにさらされ
ながら、精神的にも肉体的にも極めて厳しい状況に置
かれた現場のスタッフにとって、このような温かい御
支援、御声援は大きな励みになりました。多くの皆様
の温かい御支援、御声援に対し、病院事業の管理者と
してこの場をお借りし、厚く御礼申し上げます。引き
続き院内での感染防止対策を徹底し、全職員一丸と
なって、安心・安全な医療を提供できるよう努めてま
いります。
　それでは、２、八重山地域の課題についての御質問
の中の(1)のイ、新型コロナ対策に係る県立八重山病
院の医療物資等についての御質問にお答えします。
　県立八重山病院のマスクやガウン等の医療物資につ
いては、令和２年７月３日現在、医療用高性能マスク
Ｎ95は3600枚、フェースシールドは１万個、アイソ
レーションガウンは１万3500着等、平常時より多く
の在庫を確保しております。医療機器については、Ｐ
ＣＲ装置、エックス線撮影装置、血液浄化装置、人工
呼吸器等を速やかに整備してまいります。
　以上でございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　２、八重山地域の課
題についての御質問の中の(3)のア、地域未来投資促
進法を活用したリゾート施設建設計画の進捗状況と対
処方針についてお答えいたします。
　地域未来投資促進法は、地域の特性を活用した事業
の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化し
ようとする地方公共団体の取組を支援するものです。
これまで課題となっていた、基本計画策定時の土地利
用調整に係る疑義について、県と石垣市の連名で国に
意見照会を行ったところ、国からは、基本計画の策定
時点で、土地利用調整が終了していることを求めるも
のではないとの回答を得ており、現在、同市や関係部
署と申請に向けた準備を進めているところでありま
す。
　県としましては、当該基本計画が、地域の産業振興
につながる計画的かつ効果的な取組であることを踏ま
え、国の基本計画同意に向けて適切に対応してまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　２、八重山地域の課
題についての御質問のうち(4)、道路排水施設の整備
及び石垣市轟川の治水対策についてお答えいたしま
す。
　近年、八重山地域で台風や豪雨により、道路の冠水
が発生しております。現在、県では、冠水対策事業に
より国道390号白保地区で浸透池の整備を実施してお
り、他の冠水箇所についても地元３市町と連携を図
り、対策を検討していきたいと考えております。また、
準用河川である石垣市白保の轟川は、石垣市が主体と
なって治水対策に取り組むこととなっており、県とし
ては、技術的な支援等を行っていきたいと考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　知事の政治姿勢について、知事の
ほうから現行法の制度については非常に評価があると
いうお言葉を頂きました。次期沖縄ビジョンについて
識者と言われる方々がいろいろな意見を発するのは御
自由でありますけれども、ただ知事の政策ブレーンと
言われる識者からは、高率補助が自治をゆがめていく
のが現行法の問題とか、一括交付金も導入当初の意義
を失っているとか、沖振法はもう廃止すべきだと。ま

た、国からも基本的に単純な延長は疑問であるという
ような意見もあります。県は沖縄だけに適用されてい
るあらゆる一括交付金を含む特別措置が終えんした場
合　　　　なくなった場合、どういうふうな風景になるか
一度でもシミュレーションしたことがありますか。ぜ
ひこれお聞きしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　これまで沖縄県において
は、沖縄振興開発計画、それから沖縄振興計画、沖縄
21世紀ビジョン基本計画等々でもろもろの施策を推
進してまいりましたが、それを推進するための沖縄振
興制度、これがあったために強い推進力を高められた
というふうに認識しております。
　例えば道路事業で申しますと、仮に補助率が全国並
みになった場合、これまで県が負担していた同じ額で
事業を実施すると、道路事業の場合は約４分の１に減
少するということになります。これは道路事業だけで
はなくて高率補助制度が適用される全ての分野におい
て、これまでの負担で実施できる量が大きく減少する
と県内の社会経済情勢に大きな影響を与えるものとい
うふうに認識しております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　ですので、これこそＥＢＰＭなんで
すよ。やはり物事を考えるときにＥＢＰＭで物を考え
ないとこういう訳の分からない発言をする人が出てく
るんです。いずれにしろ、これからの沖縄づくりには
政治家としての知事の揺るぎない政策の背骨、そして
政策対話にかかっているというふうに思います。ぜひ
ちょっと知事から直接お聞きしたい。政策の背骨論を
ぜひお聞かせをいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　大浜議員の御質問にお答え
いたします。
　御承知のように、新たな振興計画は企画部の現振興
計画の点検報告書と私が見ております新沖縄発展戦略
の融合を図ることになっております。その新発展戦略
の報告書の３ページに、新たな振興計画は2030年を
目途とする沖縄21世紀ビジョンの維持及び沖縄振興
特別措置法の改定を前提としなければならないという
ところでしっかりと盛り込んでおります。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　ところで、今まさに次年度の予算も
含めて、国と建設的な話合いの深みが必要な時期だと
思います。これは副知事が担当されてると思いますけ
ど、今どうですか、この話合いの深みの度合いは。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
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○企画部長（宮城　力君）　現行の沖縄振興諸制度に
ついて、今県では市町村、それから関係団体等のアン
ケート調査を実施して、新たな制度の提言に向けて取
りまとめているところです。一方、国にあっては、今
現行の制度について検証を進めており、夏以降に結果
を取りまとめるということになっております。その結
果を踏まえて新たな制度提言を国に求めていきたいと
いうふうに考えているところでございます。ちなみに、
国の検証に当たっては、県のほうから関連するデータ
の提供や資料の作成等、連携して取り組んでいるとこ
ろでございます。
○大浜　一郎君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時20分休憩
　　　午後５時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○企画部長（宮城　力君）　もろもろの制度について、
国と意見交換を交わしながら調整を進めているところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　よく分かりました。
　最近東京といろいろお話しすることがありまして、
どうですかって聞いたら、ちょっと随分薄いというよ
うな声が聞こえてきたんでとても心配してました。ど
うか、密度の濃い環境整備をお願いしたいと思います。
　離島振興については、本島と度合いの格差が存在す
ると思っています。医療、物流、定住条件、インフラ
整備、産業分野においても明確にどういう制度が必要
か、そしてその方向性はどうなのかっていうのを逆に
県から提言していかないといけないと思います。これ、
６月30日に自民党政務調査会からもこれからの沖縄
の在り方の提言が出ました。ぜひ、その辺のところに
も触れられているように、離島振興に対するあまりに
もふわっとしたものではなくて、特にもう少しこの辺
に力を入れていきたいというような政策を知事からお
聞きしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　県では、沖縄21世紀ビジョ
ンにおいて、離島振興を県政の重要課題の一つと位置
づけて、離島の条件不利性に起因する様々な課題を克
服する、そして離島の新たな可能性を発揮できるよう
離島振興に取り組んでいるところです。これまで生活
環境基盤の整備、それから離島の交通コストの低減事
業を行ってまいりました。県民意識調査を実施してい
るんですが、初めて離島版の県民意識調査を実施しま
した。その中で、特にこの交通の移動がしやすくなっ

たということで満足度が非常に高まったというふうに
認識しております。来る新たな振興計画にあっても、
これら定住条件の整備というのが、まず第一というふ
うに考えておりまして、これまで実施してきた制度、
これをまた存続するという方向性を持って今考えてい
るところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　ありがとうございます。
　でもこれ知事、知事から語っていただきたかったな。
離島の振興が一丁目一番地ならやはり知事がしゃべら
ないと説得力ないですよ。ぜひ次、お願いしたいと思
います。
　尖閣諸島の問題についてお伺いします。
　令和２年度における昨日までの尖閣諸島への中国海
警の接続水域入域、領海侵犯の状況について、全般的
に教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　今年１月から、７月現在まででございますけれども、
領海侵入が延べ日数で16日、延べ隻数で52隻でござ
います。それから、接続水域入域につきましては、１
月から７月までで延べ日数で178日、延べ隻数で628
となっております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　知事には尖閣への領海侵犯等々、動
向についてはすぐに報告する体制は今は確立されてい
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　海上保安庁より、逐次報告が来るようになっており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
　休憩いたします。
　　　午後５時25分休憩
　　　午後５時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　失礼しました。
　海保から連絡があるものについては、全て三役に報
告をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　５月８日の与那国の漁船の追尾に
与那国村議会は５月11日に、石垣市議会は５月17日
に、政府と県に再発防止を求める意見書を両議会とも
全会一致で可決をしております。政府は事件が起きた
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らすぐに中国に抗議を申し上げましたが、知事は５月
15日に、事件へのコメントを自発的ではなくて記者
に質問されて答えたという報道にちょっと驚きまし
た。どうして事件発生後、即時にコメントができない
んですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時26分休憩
　　　午後５時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　５月12日に記者会見がありまして、そのときに併
せてコメントも発出をしたというふうに考えておりま
す。
○大浜　一郎君　休憩してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時27分休憩
　　　午後５時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　５月12日に定例の記者会見がございましたので、
それに併せまして知事コメントを　　　　記者会見を行う
とともにコメントも併せて発出をしたということでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　尖閣においては、知事は常々県民に
寄り添った立場に立って力強いメッセージを発しない
から、離島住民にしてみれば知事は離島軽視だと感じ
てしまうわけですよ。与那国の漁協長からは、どうし
て、知事は尖閣のことに関していつも力強いメッセー
ジを発してくれないのかと、このままでは、最悪中国
に漁船を拿捕された場合はまた見て見ぬふりをするの
かという声が届いております。知事はその思いにどう
答えますか。断固として県民を守り切るとどうして言
えないんですか。おかしいじゃないですか。どうです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　尖閣諸島につきまして
は、我が国固有の領土であるというのが日本政府の公
式見解であり、沖縄県としても同様に考えております。
　沖縄県としては、これまでも我が国の漁船の安全操
業の確保に向けた体制の強化や、違法操業を行う外国
漁船に対する取締りの徹底について、繰り返し国に要
請をしてきたところでございます。日本政府において、
尖閣諸島周辺海域をめぐる状況により、宮古・八重山
地域の住民に不安を与えることのないよう、同諸島周

辺の領海、排他的経済水域における安全確保について、
引き続き政府に求めてまいりたいというふうに考えて
おります。
○大浜　一郎君　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時29分休憩
　　　午後５時29分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　再度聞きます。
　知事はこの件に関して、メッセージを発する気はな
いんですか。再度お聞きします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　この件に限らず、これまで
も県は尖閣諸島が日本固有の領土であることを国際社
会に示すこと、我が国の漁船の安全操業の確保に向け
た体制の強化及び違法操業を行う外国漁船に対する取
締りの徹底について、繰り返し国に要請を行っており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　知事は５月29日に中国海警の領海
侵犯について、ツイートしておりますね、後で削除し
てますが。どのような内容だったから削除されたんで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時30分休憩
　　　午後５時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今手元にそのツイートの内
容がありませんので、細かいことは言えませんが、恐
らく尖閣の状況について述べたものであったろうとい
うふうに思慮します。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　私が教えましょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時31分休憩
　　　午後５時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　では、手元にそのコピーが
ありますので、紹介します。
　まず、これツイッターで、中国が沖縄県を侵略し、
沖縄県民の生命財産を脅かしていることは、どう思わ
れますかというツイートがありました。それについて、
まず、中国が沖縄県を侵略している事実はありません。
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尖閣の状況については、海上保安庁が我が国の領土・
領海を守るため、鋭意対応していますと答えています。
そして、中国空母が沖縄―宮古間を通過してる現実は
どう思われますかということに、沖縄本島と宮古島の
間は排他的経済水域です。主権国は日本です。その海
域で、他の国の艦船が国旗を掲げて通行する権利は国
際法で認められています。全ての国の船舶は領海にお
いて、無害通航権を有します。主権を脅かす行為でな
い限りにおいて通行は認められているということです
というツイートです。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　はい、知事当たってます。これ削除
する必要はないですよ。しかし、知事は解説者になっ
ちゃいけないですよ。沖縄県の知事ですから。政治家
としてきっちり言わなきゃいけないと思いますよ。解
説するのはほかの人に任せておいてください。なぜこ
れを消す必要があるのかなと僕は思う。消さないでい
いですよ。知事は知事なりのコメントしっかり県民に
寄り添ってやればいいんですよ。おかしいと思いませ
んか。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時34分休憩
　　　午後５時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○大浜　一郎君　答弁結構です。
　今回の領海侵犯とか、追尾について最も重要な問題
点は何か、知事の認識をちょっとお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時35分休憩
　　　午後５時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　日本政府は尖閣諸島が我が国固有の領土であること
は歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現
に我が国はこれを有効に支配しており、尖閣諸島をめ
ぐり解決すべき領有権の問題は存在しないとの立場を
取っております。
　沖縄県としては、尖閣諸島に対する日本政府の見解
を支持するものであります。尖閣諸島をめぐる問題に
つきましては、平和的な外交を通じて一日も早い解決
が図られるよう、日本・中国両政府に対し、全力を尽
くしてもらいたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　間違ってますよ。

　今回の問題は、尖閣諸島において、中国の領海にお
ける中国の法律を執行することを公言したことです。
日本の漁船を違法操業だと決めつけて、日本の領土は、
沖縄の行政区内で、日本の施政権を否定していること
が一番問題なんですよ。そういうことが分からんのか。
何を言ってるんだ本当に。そういうことだって理解が
できますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時36分休憩
　　　午後５時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　その件に関して、今政府が
どのようなコメントをしたのかということを少し確か
めてみたのですが、手元に寄せることができましたの
で、沖縄県としては、尖閣諸島が日本の固有の領土で
あるという認識をしっかり持ち、同諸島周辺海域にお
いては、不測の事態が発生することはあってはならな
いと考えています。国と国との平和的な外交、対話を
通じて、不測の事態の回避にしっかり努めていただく
ことが重要だと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　質問変えます。
　ＴＡＣＯの設置ですけど、宮古、石垣の設置が見送
られたと。今議会においてもいまだに明確な設置の方
向性は示されていない。石垣市は６日から独自に水際
対策を始めましたが、残念なことに８日に感染者が１
名発生をしてしまった。これも知事が離島は後回しで
いいと判断した結果だと僕は言ってもいいんですよ。
もうこれは離島軽視どころじゃない、離島を侮辱して
おりますよ。これ同時設置にならなかった本来の理由、
今回の感染者発生に対する水際対策の責任者として知
事は明確に説明する必要があると思いますよ。どうで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　御承知のように６月19日から那覇空港には、旅行
者専用相談センターが設置をされております。何分初
めてのことでございましたので、このセンターの機能
がうまくいくかどうかということを、運営をしながら
検証していくという必要がございましたので、それを
やってきたところ、２週間程度たちましてようやく何
とか軌道に乗ったかなというところでございます。実
は先週から石垣、宮古含めて現地に赴いて関係機関と
連絡を取っております。今特に重要なポイントと考え
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ておりますのが、発熱した旅行者をいかに最終的にＰ
ＣＲ検査につなげていけるか、そういう体制をつくれ
るかということでございます。その運営を担っていた
だく機関との調整をまさに進めているところでござい
まして、これが決まればいつ頃できるということが見
えてくると思います。早急にＴＡＣＯの設置、機能を
早めに宮古、石垣につくるよう今進めているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　もう石垣はやってますよ。ＰＣＲ検
査も石垣にあるやつを使っていますよ、今。
　条例についてお伺いしますけど、石垣市は５月８日
に対策条例を県内で初めて制定しました。沖縄県も今
つくってますけど、随分時間をかけた分、石垣市が
制定した条例よりどのようなところが優れているか
ちょっと教えていただきたいんですよね。時間かけて
条例つくってるわけですから、どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回、追加提案を
予定しております条例案につきましては、一番大きな
ポイントとしましては、国の対策本部が立ち上がらな
い場合であっても、県の状況を踏まえて対策本部を立
ち上げて実施方針にのっとった実施ができるというと
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時43分休憩
　　　午後５時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　石垣市でつくられ
た条例は非常に即時に対応されたすばらしいものだと
思います。
　県としましては、県全体の状況を見据えまして、本
県が他県からはなかなか応援いただけないような島嶼
県であるということも踏まえまして、県の判断によっ
て本部が立ち上げられて体制を取れるようにというこ
とを条文に設けたところが、県全体としての取組とし
て市町村の条例との違いであるかというふうに考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　大浜一郎君。
○大浜　一郎君　ちょっとよく分からないですけれ
ど。
　医療体制の強化についてお伺いします。
　４月上旬の八重山地域におけるコロナ対策は、県と
地元自治体の連携は皆無でした。その現場で私も地元
の次呂久議員とともに対応しましたから承知していま
す。４月に石垣市のコロナ感染者が数名出たときに石

垣市は直ちに独自で野球場の施設内に相談外来をつ
くったりして、対策を講じました。離島は各島々でい
ろんなことを自助努力で対応してきた。しかしながら
問題なのは、今日も電話がありましたけど、昨日の地
元の対策会議でもいまだに地域の保健所が持ち得る感
染者情報を地元自治体、関係者に迅速に共有すること
ができないんですよ。対策も曖昧だから困っていると
いう電話があった。今は非常時だという意識を持って、
縦割り行政を廃止して感染拡大防止に向けて県と地域
の連携強化を本当に強化していかなきゃいけないと思
いますよ。どうですか、その辺のところは。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　昨日、地方対策本
部から第５回目の地方対策本部会議を開催したという
ふうに報告を受けております。その中で、地方対策本
部は県の関係機関で構成するということになっており
ますが、八重山地域においては、市町村もそれから医
師会も参加していただいて、昨日は非常に具体的な議
論がなされたというふうに聞いております。
　県としましても、八重山保健所を中心に八重山保健
所の体制も強化しながら、しっかりと連携が取れるよ
うに取り組んでまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　地方の対策本部も我々の対
策本部としっかり連携していけるように、私からもそ
のような指示を強く出しておきたいと思います。
○大浜　一郎君　よろしくお願いします。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　沖縄・自民党会派の新垣淑豊でござ
います。
　日本全国的に大雨による被害が拡大しています。被
災された地域の皆様の生活が早期に回復することを御
祈念し、またお亡くなりになった方へのお悔やみを申
し上げます。
　コロナウイルスなどの感染症と今回のような大雨や
洪水、土砂災害などの複合災害に対して避難所を設置
するという課題は、ここ沖縄県においてもこれから台
風シーズンを迎えるに当たって、災害対応、防災とい
う観点で県民の命を守るためにも今の時点でしっかり
考えておかなければならないことだと思います。この
議会を御覧になっている方々も最後は自分の身は自分
で守るということも念頭に、普段から防災・減災につ
いて御家族でのお話しを持っていただければと思って
おります。
　さて私、那覇市・南部離島区、特に首里地域の皆様
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より背中を押していただきました。地元である首里地
域にとって言葉では言い表せないほど悲しい出来事で
ある昨年の10月31日の火災発生から８か月以上がた
ちました。
　再建についての進捗状況をお伺いさせていただきま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　首里城の復元は、国の首里城復元に向けた基本的な
方針により国が責任を持って取り組むこととなってお
ります。国の首里城正殿等の復元に向けた工程表では、
正殿の本体工事を令和４年に着工し、令和８年に完成
することとなっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　首里城復旧・復興推進本部の初会合
が先月６月15日に開かれ、本年度中に公開予定の首
里城復興基本計画の策定に向けてスケジュールが話し
合われたという報道でございました。その中で寄附
金の使途についても話をされたようですが、現時点で
の総額と使途についてお伺いをいたします。そして、
国との話合い、今どういう状況なのかということにつ
いてお伺いをさせていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　寄附金の使途については、現在城郭内の正殿をはじ
めとする施設等の復元に充当できるよう国と意見交換
を行っているところでございます。具体的な議論は今
のところまだ結論が出ておりませんので、今後その城
郭内のどういったところに充当するかということにつ
いて、国の作業と連動してしっかりと調整していきた
いというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございました。
　報道では瓦というようなお話しもありましたけれど
も、昨日我が会派の呉屋議員からの御質問にもありま
した瓦の職人の育成の件も含めて、しっかりとこの沖
縄県でどのようなことができるのかということについ
てはお考えを頂きたいというふうに思っております。
　一点確認をさせていただきたいことがございまし
て、その会議の中で再発防止検討委員会で９月頃には
原因究明に関する中間報告を予定しているということ
がありましたが、この原因について、今沖縄県警も那
覇市消防も特定できていないというふうに公表されて
おります。県の現状認識もそのような状況でよいのか
確認します。

○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時51分休憩
　　　午後５時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　首里城の火災に関する沖縄県警察の捜査結果及び那
覇市消防局の発表によりますと、原因の特定ができて
いない状況でございます。そういったことを踏まえま
して、県としては第三者委員会であります首里城火災
に係る再発防止検討委員会を去る３月18日に設置し
ておりまして、その中で管理状況等の事実確認、事実
関係を確認整理し、全焼に至った要因等の分析、原因
究明をしっかり行っていくというふうに考えておりま
す。その委員会におきまして、９月頃に中間報告を行
い、今年度末に最終報告書をまとめる予定としており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ということは、責任の所在をはっき
りさせるのは、これは沖縄県の役割ということでよろ
しいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　繰り返しになりますけれども、沖縄県警察及び那覇
市消防局によりまして、原因の特定に至っていないと
いうことでございます。しかしながら、再発防止の観
点からしっかりと検証していく必要があるということ
でございますので、その全焼に至った要因等の分析、
原因究明をしっかりと行っていきたいと考えていると
ころでございます。
○新垣　淑豊君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時53分休憩
　　　午後５時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○土木建築部長（上原国定君）　まさに今第三者委員
会におきましてその要因等の分析、原因究明を行うこ
ととしておりますので、その委員会の報告を待ってそ
ういったことを考えていきたいということでございま
す。
○新垣　淑豊君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時54分休憩
　　　午後５時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
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　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　まずはこの再発防止検討
委員会につきましては、県が設置した第三者委員会で
ございます。独立性を保つということでやってござい
ます。
　先ほど来、上原部長が答弁させていただいておりま
すように、この全焼に至った要因を整理分析しまして、
防火対策に関連する様々な整理を今していただいてお
ります。この委員の中には弁護士の方、法律分野の方
お二人入っておりますので、法的な整理、そして事実
関係の整理、そういったものも含めて県のほうに報告
をしていただくと、そういうような対応を今考えてい
るところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございました。
　県が第三者委員会を設置したということで理解しま
した。
　次ですけれども、せんだっての代表質問でも数人が
取り上げていましたけれども、11月２日、３日と組
踊上演300周年イベントが催される予定となっており
ましたが、この火災によりイベント関連の機材が焼失
してしまったと聞いています。その罹災による事業者
の被害金額についてお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。　
　組踊上演300周年記念事業については、同実行委員
会が主催をしまして、記念イベントにつきましては事
業者と委託契約を締結しております。首里城の火災に
よりまして、当該受託事業者から再委託を受けた下請
事業者における機材等の消失による損害につきまして
は、報道等によりますと約3500万円と承知をしてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　この事案について、知事は新聞記事
で知りましたというお話しをされていましたが、この
案件について県に対して当事者の方々からの御相談は
ありましたでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　ございま
した。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　この事業者さんたち、機材の焼失で次の収入も得る
ことができない。このままでは事業を畳まざるを得な
くなるかもしれない。そんな人たちも出てくるかもし

れませんが、代表質問答弁の中でも現状では法的な
ハードルが高いというふうにありました。それで、な
ぜできないのか。そしてどのような法的なハードルが
あるのかということを教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　この首里
城火災につきましては、発注者である実行委員会それ
から受託事業者、もちろん下請事業者ですけれども、
いずれにも現時点では責任はないということになって
おりますので、そういった観点からなかなか補償とか
といったような形でのものは厳しいというところを申
し上げた次第でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　責任の所在がはっきりしないから、
どこも補償できないという認識でよろしいでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時58分休憩
　　　午後５時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　そういう
認識でよろしいかと思いますけれども、ただこの件に
関しましては、前も申し上げましたけれども、かなり
そういった意味ではハードルは高いのですけれども、
総合的な観点で被害額もかなり多額に上るということ
で、そういった観点からいろいろな形で何とか検討を
進めていけないかということで今話合いを進めている
ところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　先ほどの答弁の中で、責任の所在を
はっきりさせるのは県の役割だということが分かりま
した。責任の所在が分からないから補償されないとい
うことが分かりましたので、これはぜひやっていただ
きたいというふうに思います。
　これはまさに先ほど話しましたように、商売、自分
たちの生活がかかっているわけですよ。なのでこれは
知事、誰も取り残さないという意味で、ぜひ知事から
も指示を出していただきたいと思いますがいかがで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私もこの間新聞によって知
りましたというのは、いまだにやはり補償されていな
いということ。つまりそこには責任が所在しないので
対象にならないということを、新聞でそういう状況に
あるということを知ったということです。ですが、や

－250－



はりこういう方々にしっかりと仕事をしていただくた
めには、それ以外でどういうふうな支援ができるのか
ということをぜひ検討していただきたいということ
を、私のほうから指示も出しております。難しいかど
うかは抜きにしても、例えばある方はそこに本番用の
衣装をそのまま預けてそれが火災で燃えてしまった。
しかしそれは保険の対象にはならないということの実
害とか、それをどこに話していいのか分からないとい
うふうなことも実は私がその後話を聞かせていただい
た内容にもあります。ですから、見えないところでそ
ういう実際に被害に遭っていらっしゃる方がいるので
あれば、何らかの形でサポートできないかということ
も含めて検討してみたいということで指示を出した次
第です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　まさにそういった方々が実際にい
らっしゃるんですが、実はこの案件に関してどこに相
談していいのか分からないというようなお話しがござ
いました。ぜひ、この案件をどなたに相談したらいい
のか、どの担当課に相談したらいいのかというのを
ちょっと教えていただけませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時２分休憩
　　　午後６時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　この件に
関しましては、契約書上に基づきまして、うちのほう
で整理をさせていただくことが必要かと考えておりま
すので、文化観光スポーツ部ということでよろしいか
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　今日、このために傍聴にいらしている方もいるので、
ぜひ文化観光スポーツ部に御相談お願いいたします。
　次の質問に移ります。
　過疎対策についてということで、昨日も下地康教議
員、そして先ほど大浜一郎議員も質問されておりまし
たけれども、2021年３月末に過疎地域自立促進特別
措置法、いわゆる過疎法が期限を迎えますが、私の選
挙区の那覇市・南部離島区においても過疎法適用団体
があります。その現状と沖縄県における影響について
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　いわゆる過疎法は、議員
立法でございます。そのため、自民党の過疎対策特別

委員会等において、新法の理念や過疎地域の指定要件、
支援措置の内容等について検討が行われ、本年３月の
自民党の今後の過疎対策の方向性についての素案、そ
れにおいて、今後、新たな過疎対策法の制定に向けて
取り組んでいくことが示されたところです。自民党の
素案に基づき試算したところ、今、県内過疎市町村
18団体ございますが、多くの団体がその適用から外
れる可能性があります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　この件で、多くの団体が外れるとい
う答えが返ってきておりますけれども、多分、実際数
を言ったら大変なんだろうなということが予想されま
すので、その過疎法が適用団体にならないといったと
きの課題というもの、問題というものは何があるんで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　過疎は市町村単位で指定
を受けることになります。過疎市町村に指定をされま
すと、その市町村が行う事業で過疎債というものの発
行が認められます。この過疎債は充当率、いわゆる必
要額の100％を充当することができて、借金ではある
んですが、後年度の元利償還金の70％、これが地方
交付税で措置されるという極めて有利な制度になって
おります。加えて10年来、これまではいわゆるハー
ドにしか使えなかったんですけれども、近年はソフト
事業にも充てることができます。例えば診療所の運営
費であるとか、離島で過疎地域でまれなイベントに充
てられるとか、そういう柔軟な対応ができることに
なっておりまして、過疎市町村から外れるとこの起債
ができなくなるという事情に陥ります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　これに対して、沖縄県でも過疎地域
振興協議会というものがあって、座間味村の宮里村長
がそこの会長になっているようですが、せんだっても
要請でいろんな国会議員の方々を御訪問されたようで
す。これに対して、過疎法の適用継続ということにつ
いて知事としてはどのような行動をなさっているんで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今般の過疎法の見直しに
よって影響を受けるのが県内では過疎市町村18団体
あります。それの大部分の市町村が影響を受けるとい
うことですから、いわゆる財政基盤が脆弱な過疎市町
村にとっては、先ほど部長から答弁がありましたが、
過疎債などの有利な制度が使えなくなるというのは非
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常に大きな問題だと思っております。ですから、その
財政状況や不利性などを考慮していただいて、私から
は国にしっかりと訴えていきたいと思います。とにか
く現在の人口が増えているがゆえに過疎から外れてし
まうというような状況があっては、市町村もたないと
思いますので、その現状をしっかりと訴えて何とか引
き続き対応が続けられるような行動を政府のほうへも
取っていきたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　過疎地域、小規模離島というのは結
構そういったところに含まれているところが多いと思
います。これはとても非常に厳しい状況ですよね。次
の更新のスケジュール、いつまでにこの要請をしっか
りとしないといけないのか。それに向けてどういうこ
とをするのかということについて教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　来年の３月で法期限を迎
えますので、多分今年の10月、11月ぐらいまでには
その方向性が決定されると思っています。まず、今議
会が終わった後７月の後半に、過疎協議会と知事とで
要請等に行きたいというふうに今考えているところで
す。また、10月頃にも要請ができないかどうか今検
討しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　これ後ほど振興計画の件でも出て
くると思いますけれども、スケジュール感、しっかり
とつくっていただきたいなというふうに思っていま
す。小規模離島の方々、多くが過疎地域であるという
ふうに思います。その離島の産業振興についてちょっ
とお伺いしたいんですけれども、離島フェアあります
ね。離島フェア、ちなみに今年はどういう状況になっ
ているんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　たしか６月の後半に主催
者である離島振興協議会、これは18離島市町村が構
成員となりますけれども、この離島フェアの開催いか
んについて総会を開いたんですが、県内の感染状況の
影響がまだはっきりしないということで、結論には至
らずに８月の上旬までをめどに決定する方針になった
というふうに聞いております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　せんだって産業まつりの件が上がったかと思いま
す。産業まつりも分散開催をする。オンライン開催を
するということも上がっておりました。我々本島に住
む者として、またいろんな方々、地域の方々も今本島

に住んでいる方々も多くいらっしゃると思います。こ
の離島フェアを楽しみにしている人も本当に多いはず
なんですね。なので先ほど言ったような開催の仕方と
いうのもぜひ検討していただきたいと思うんですけれ
ども、この点いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　離島振興協議会と検討を
進めていきたいと思います。年に一度の離島フェアは
離島の皆様をはじめ、本島在住の皆さんも非常に楽し
みにしている大きなフェスティバルですので、どのよ
うな開催方法ができるか、これは一義的には離島振興
協議会の判断によるところにもなるんですが、県とし
てもどのような方法で開催ができるかどうか、一緒に
なって考えていきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　ぜひこの離島の振興ということについて、しっかり
と考えていただきたいということを申し上げたいと思
います。
　さて、次進みます。
　沖縄振興特別措置法についてお伺いします。
　私、この議会終了後にコロナウイルスの状況を見な
がら、内閣府の沖縄部局にちょっと意見交換をしに行
きたいと思っておりますので、そのつもりで答弁して
いただきたいと思います。
　まず、２月議会に提案されている知事提案説明要旨
において、「国と連携を図りながら新たな沖縄振興の
あり方について検討する」とあります。2022年３月
末に沖縄振興特別措置法の期限を迎えますが、現行の
沖縄振興策から次の沖縄振興策に移行するには同法の
延長が必要であると私は考えます。２月議会では企画
部長から振興法の継続が必要との答弁もあったが、国
との間でどのような検討がなされているのか教えてく
ださい。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　県では、沖縄振興の各種
施策や特別措置について検証を行い、本年３月に総点
検報告書を取りまとめ、今後も同法に基づく特別措置
が必要との方向性を示したところです。また、国にお
いては点検作業を実施しておりまして、県はデータの
提供や資料の作成などの協力を行っているところで
す。
　県としましては、引き続き新たな沖縄振興の在り方
などを総合的に検討するとともに、市町村と連携し国
との調整等を進めていきたいというふうに考えており
ます。
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○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　総点検をします。点検作業は国が行うということで
したが、現在、国も県もコロナウイルス対応で非常に
苦慮しているかと思いますが、この点についてちゃん
と順調に進んでいるのか。また、市町村や経済団体か
らの意見聴取など、現在の進行度合いはちゃんと進ん
でいるのかということをお伺いさせていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　市町村の皆様、それから
関係団体の皆様にはアンケート調査を実施しまして、
必要と思われる制度等について要望をお伺いしたとこ
ろです。市町村からは一括交付金制度、それから高率
補助制度、これにおいては全ての市町村から存続が必
要だという回答を頂いたところです。その他もろもろ
の制度についても今制度の精査を進めているところで
ございます。まず、８月には新たな振興の必要性につ
いてを説明しに行ければというふうに考えております
が、それよりも今取りまとめた制度を精査した上で、
秋頃をめどに制度提言の中間報告、これを国に対して
行っていきたいというふうに考えているところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　今後、国と県との役割分担というのはどういう形に
なっていくのかというのを教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄振興制度については、
沖縄振興特別措置法、これに基づくことになりますの
で、法律事項については国に行っていただく。県にあっ
てはその制度の有効性である等々について、あるいは
効果的である、必要性がある等々、国に対して求めて
いくということになろうかと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　今、国と県というお話しがありまし
たけれども、国のいわゆる行政の担当部局だけではな
くて、これは多分政治も非常に関わってくるかと思い
ます。かつて自民党の国会議員との意見交換の中で、
現在沖縄県に対する風当たりが非常に厳しいというふ
うに思っています。コロナウイルスの感染拡大の問題
前ですけれども、沖縄県はもう他府県が羨むぐらい経
済的にも伸びていると。人口も増えている。他の地域
の人からは我が町は衰退しているのに沖縄振興しない
といけないのかというふうに思われ、この法案の延長
が必要なのかというふうに考えられている節がありま
す。次の沖振法の延長というのは本当に簡単にはいか

ないんじゃないかというような肌感覚がありますけれ
ども、その辺についてどうお考えなのかお聞かせくだ
さい。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時15分休憩
　　　午後６時15分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　確かに格差が縮まってき
た分野はありますけれども、依然として格差があると
ころも残されているところでございます。沖縄振興特
別措置法等の昭和47年来の法の目的等を確認いたし
ますと、基礎条件の改善をというところが自立的発展
に資するとか若干変遷したところはあるんですが、沖
縄の置かれた特殊諸事情に鑑み、事業を推進する特別
な措置を講ずるという部分は、根幹的なところは変
わってございません。沖縄の置かれた特殊事情、歴史
的事情等々、これが存在する限りは今後とも沖縄振興
のための法律が必要ではないのかというふうに考えて
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　私も同様に考えておりますが、先ほ
ど言ったように、国、いわゆる国会の方々とも話をし
ないといけないわけですよね。
　そこで、政権与党である自民党・公明党、もちろん
我々県連、公明党さん県本部も含めて、そこにもしっ
かりと説明等調整しないといけないと思いますけれど
も、このあたりどのような時期に考えているのか教え
てください。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　沖縄振興制度の必要性に
ついては各界等に広く説明していきたいというふうに
考えているところでございます。
○新垣　淑豊君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時18分休憩
　　　午後６時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○企画部長（宮城　力君）　制度の面で申し上げます
と、まず議会が終わった後に、市町村、経済団体の皆
さんと意見交換をすることにしております。その前に
この本議会が終わる頃に説明をしたいというふうに考
えております。特別委員会の中で行うのか、あるいは
外で議員の皆様お集まりになっていただいて説明する
か、この手法については今後御相談させていただきた
いと思います。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時19分休憩
　　　午後６時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○企画部長（宮城　力君）　まずは、県議会の皆様、
それから市町村、関係団体の経済団体の皆様、その意
見交換が終わった後にちょっと整理して必要性等を説
明できればというふうに考えておりますが、時期とし
ては８月頃を考えているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　８月頃ですね。多分実質的にいろん
な根回し等々考えると、正直１年切っていると思うん
ですよ。なので早め早めの行動というのが非常にあり
がたいなというふうに思いますので、その点しっかり
やっていただきたいなと思います。
　あとせんだって、國場幸之助衆議院議員のブログを
見ていると、今年の骨太の方針、経済財政運営と改革
の基本方針2020の原案というのが上がっていました。
そこにこれまで沖縄記述がなかったのをどうにか巻き
返したというようなお話しがありましたが、　　　　　　
　　　　　　　　　　　　それでもやっぱりあるのとない
のは全然違うと思いますけれども、この文言があるこ
とないことについての意味ということと、感想をぜひ
謝花副知事からお聞かせいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　我々骨太の方針の情報を取りましたところ、今回コ
ロナ・シフトでやるということで、例年70ページ余
りある骨太の方針が、半分以下、三十数ページになっ
ているということ。それを企画部のほうにおいて確認
しましたところ、沖縄県に関する記述が一切なかった
と。骨太の方針については例年５月ぐらいから県は動
いて国、国会議員などに働きかけて国家戦略として沖
縄振興をやっていただきたい、そういったもろもろＯ
ＩＳＴの話ですとか鉄軌道の話、様々な記述をやって
いただいたところでございました。ただ、コロナ・シ
フトという中におきましても１行もないということに
ついては、次年度の沖縄振興予算それがどのようにな
るか大変極めて心配になりました。そういったことも
ございまして、知事を先頭にそれぞれいろいろ動きま
して、　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄県の記述を
何とか入れていただいた。これの背景には内閣府沖縄
担当部局のほうにもいろいろ御尽力いただいたという
ふうな報告も来ております。
　いろんな方々の力で　　　　　　　　　　　　　入れてい
ただいたことは本当によかったと思っております。

○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　すみません。
　そこで、この骨太の方針に掲載される意味というも
のを教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　失礼いたしました。
　骨太の方針は次年度の我が国の予算について、その
方針に書かれたものをベースに予算編成がなされると
いうことでございます。そういった中で沖縄振興の記
述がなされたということは、沖縄振興を次年度も国に
おいてしっかりやっていただけるということで極めて
大きな意義だと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　自民党の沖縄振興調査会も内閣府
の沖縄担当部局と頑張っていただいて、多分これは復
活したんだと思いますけれども、今のお話しも踏まえ
て、知事、この件についてどうお考えなのか教えてく
ださい。知事の見解を教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　その意義については先ほど
謝花副知事から答弁をさせていただいたとおりです
が、骨太の方針に今回、コロナ・シフトということで
従来なら七十数ページあるその素案が三十数ページに
なったということだけでも、政府がいかに本当にコロ
ナにシフトしてそれ以外の部分を　　　　ある意味で言う
とコロナ優先で進めようと、編成していこうというこ
とだったことに、　　　　　　　　　　　　　　沖縄の振興
は国家的な戦略であると書いていただいたということ
は非常に大きいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　確かにおっしゃるように、非常に大きいことだと思
います。これをしっかりとした手がかり、足がかりに
して、沖縄県がこの振興策、取っていただければとい
うふうに思っております。
　その中で、現在の振興計画には一括交付金の創設と
か、あと跡地法ですね。この要件緩和等条件整備など
で一括交付金の活用で返還跡地の先行取得とか、こう
いったものの制度設計があったかと思います。次の戦
略の中でどのような税制、国家戦略特区制度などを考
えているのかということを教えていただきたいと思い
ます。今現在で結構です。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　特区制度については、現
行の制度でいいのか、あるいは拡充が必要なのか、こ
れは経済界の皆様の御意見も頂戴しながら整理する必
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要があると考えておりまして、今まだ検討中というと
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　分かりました。先ほど言ったよう
に、８月にはという話もありましたので、ぜひそれま
でにしっかりとしたものを作成していただきたい。い
ろんなところからの御意見を頂いてほしいなと思いま
す。
　振興策これで終わりまして、次、コロナウイルスの
流行拡大に対して、沖縄県のこれまでの対応と県が考
える今後の沖縄観光の方向性についてお伺いをさせて
いただきます。
　コロナ対策会議や県三役会議において、県内の移動、
自粛要請などを含め決定事項の公表がなされておりま
すけれども、この根拠となる基準はどのようなもので、
どのように定めていたのかということについてお伺い
いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県が行った渡航自
粛などの協力要請につきましては、県内の感染状況の
ほか、県外の感染状況、それから県内の医療提供体制
の実情を踏まえまして、専門家会議の御意見も頂戴し
ながら、それを参考に沖縄県新型コロナウイルス感染
症対策本部において議論を経て、総合的に判断してま
いりました。また、今後の流行に備えまして、県内の
医療提供体制、それから感染状況に応じた警戒レベル
設定をしたところでございまして、これらの使用を含
めて総合的に判断することとしております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　分かりました。各会議によってちゃ
んと検討されているということでありますけれども、
その後沖縄県観光危機管理実行計画には感染症の対策
も記載されていました。コロナウイルス対策において
沖縄県として今回の感染症対応の検証と今後の対応策
の検討を並行していかなければならないと考えます
が、これまでの検証はどのように行われているのかと
いうことについてお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　県では、同実行計画に基づきまして、観光危機管理
に関します会議を開催して、沖縄観光コンベンション
ビューローと情報共有及び対策について協議を行いま
すとともに、観光関連事業者へ注意喚起等の文書を発
出いたしました。その後、感染症の全国的な拡大に伴
いまして、知事を本部長といたします沖縄県新型コロ

ナウイルス感染症対策本部会議が設置されましたこと
から、この会議での議論を踏まえた形で、観光危機管
理対策を行ってきました。
　県では、水際対策の強化のため、６月17日に知事
が旅行者の安全・安心アクションプランを発表し、
19日には、那覇空港内に旅行者専用相談センター沖
縄ＴＡＣＯを設置するなど、感染症に関する観光危機
管理対策に現在取り組んでいるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　検証については今どのように進ん
でいるのか、もう一回ちょっと教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　観光危機
の実行計画につきましては、既存の計画がない場合に
は、この実行計画で行うということになっております
けれども、今回の場合先ほど申しましたとおり、途中
から感染症の全国的な拡大に伴いまして、知事を本部
長とします新型コロナウイルス感染症対策本部会議
が設置されたということでそちらに　　　　初動体制は
ビューローと一緒になって実行計画に基づいてやりま
した。それ以降、県の対策本部会議に円滑に移行して
いけたかなと、その後は観光分野の一つのパーツとし
てうまく機能していけたのではないかというふうに考
えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　会議においてちゃんと検証もなさ
れているという認識でよろしいでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　ビュー
ロー等の会議、これは１月から４月までの間、14回
の会議を開催しておりますけれども、その中で情報共
有を図りますとか、次のものに向けた対策とかをその
場で話し合ったところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　すみません。時間もないので次行き
ます。
　沖縄県における海外からの観光客の人数は、総観
光客人数1016万人中293万人と約３割弱となります。
残念ながら外国人観光客の発着の拠点となる那覇空港
国際線ターミナルは休業状態です。国際路線を担う航
空会社だけでなく、国内ターミナルを含めテナントの
皆様からも運営が非常に厳しいというような声を耳に
しますが、沖縄県として国内客及び今後の外国人観光
客に向けた方向性というのはどのように考えているの
かというのを教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
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○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　県では、
まずは安全・安心な観光の受入体制の強化をというこ
とでございまして、誘客の再開に当たりまして、先ほ
ども言いましたけれども、沖縄Tour	Style	With	コ
ロナというのを策定いたしまして、その受入対策を
しっかり講じた上で、渡航自粛要請の全面解除後、航
空会社等と連携をいたしましたプロモーションを開始
しております。そして今後、国のほうで予定されてお
りますＧｏＴｏキャンペーンに合わせまして、積極的
なプロモーションを展開し、需要の取り込みを図って
いきたいというふうに考えております。また、海外誘
客につきましては、感染拡大が終息しつつある市場か
ら順次、旅行会社それから航空会社と連携をいたしま
してプロモーションを展開して、国の入国制限措置緩
和後のインバウンド受入れ再開を図っていきたいとい
うふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　那覇空港に今就航している国内・国際線就航のエア
ライン、この事業者との意見交換というのも今後必要
になってくると思うんですけれども、この意見交換
はこれまでどのようにされてきたのかということを
ちょっと教えていただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　エアライ
ンと単独でということより、沖縄観光コンベンション
ビューローの中に観光事業者を集めた団体がございま
すので、それを通じて航空ラインもそうですし、観光
のこれからの状況とかということも含めて意見交換は
定期的にさせていただいているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ちょっと私が聞いた中では、今那
覇空港で就航しているエアラインに対しての、例えば
何も今発着もない状況、要はお金を生まない状況、そ
ういった中で事務所も置いている。しかしそこで、そ
んな中で実は県がそういったところへの対応というの
がちょっと何もないんじゃないかという話があるんで
す。そういうことも含めて先ほどの質問をさせていた
だきたいんですけれども、実はそういったことについ
てはどう対応されているんですか。要は発着状況のな
いエアラインに対して何か県としてしっかりと対応を
されているのかということについて。あれば教えてく
ださい。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　なかなか
個々の事業者に対して直接的に何か支援というところ

は正直難しいところがございます。先ほど申し上げま
したように、航空会社に対する側面的な支援と言いま
すか、一緒になって例えば岡山の再開に向けた共同で
プロモーション行いますとか、小松でもそうでござい
ましたけれども、そういった形での側面的な形で広告
ですとか一緒になったプロモーションという形で支援
をさせていただければというふうに思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　そういった支援になっているとは
いえ、やはり今しっかりとそういったところにも対応
してあげなければ、ちゃんと支援をしてあげなければ、
例えばこういった沖縄で何かあったときに、沖縄の観
光状況が落ち込んだときに次来ないよという話もある
んです。そういった声というのは実際に上がってい
ますか。航空会社ですよ、航空会社自体に。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　議員が
おっしゃったことと直接的な関係があるか分かりませ
んけれども、いろいろな声は伺っておりまして、総じ
て新型コロナの影響で厳しいといったような声は届い
てございます。それはお聞きしながら、一つ一つどう
いう対応ができるかというのを県としても考えさせて
いただいているところではございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　沖縄県がどういった方向性で今後
の国内、国外観光客を寄せていくかと考えたときに、
そういった声にちゃんと真摯な対応、耳を傾けていか
なければならないというふうに私は思います。本当に
個々の事業者ということでそれぞれに対応するのは大
変かもしれませんけれども、やはり実際に沖縄県がな
かなか声を聞いてくれないんだというようなお話しが
私の下にも入ってきています。ぜひ皆様も観光事業は
基幹産業とおっしゃっているわけですから、その件に
ついて取組をしていただきたいと思いますが、最後に
感想だけお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　実は６月29日に全国知事会
から政府に対してＧｏＴｏキャンペーンの実効性ある
取組に向けた緊急提言がなされております。細かいこ
とは省きますが、感染予防と社会経済活動の再開の両
立が不可欠であるということ。それから雇用の維持と
事業の継続を最優先に取り組むとともに観光、飲食業
やイベント、エンターテインメント業などの需要喚起、
国と地方が一体となって国内需要喚起に取り組んでい
くということが示されております。その中にはＧｏＴ
ｏトラベル、ＧｏＴｏイート、それからＧｏＴｏイベ
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ント、ＧｏＴｏ商店街などなどありまして、こういう
方向性を打ち出していきながらより魅力ある沖縄の観
光を、安全・安心にしっかりとつなげていきたい。そ
のことを積極的にＰＲしていけたらと思います。
○新垣　淑豊君　御答弁ありがとうございました。
○島袋　　大君　議長、休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時36分休憩
　　　午後６時37分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長から発言の申出がありますので、これ
を許可します。
　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　新型コロナウイル
ス感染症患者の発生について御報告いたします。
　令和２年７月10日、県において23名の行政検査を
実施した結果、新たに新型コロナウイルス感染症患者
の発生はありませんでしたが、医療機関が実施した保
険診療による検査において１名の新規患者の発生の届
出がございましたので、お知らせします。
　この方は30代男性で、埼玉県在住でございます。
７月９日に埼玉県から来沖され、本日発熱により受診、
同医療機関での保険診療による検査によって陽性が確
認されております。接触者等につきまして、それから
行動歴等につきましては、現在保健所において調査中
でございます。
　以上、報告でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時39分休憩
　　　午後６時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、申し上げます。
　副知事謝花喜一郎君から申出のあった件につきまし
ては、議長において後刻記録を調査の上、適切な措置
を講ずることにいたします。
　仲田弘毅君。
　　　〔仲田弘毅君登壇〕
○仲田　弘毅君　うるま市選挙区、会派沖縄・自民党
の仲田でございます。
　今議会で議員各位の御推挙により副議長の大役を担
うことになりました。赤嶺議長共々、よりスムーズな
議会運営を目指して頑張ってまいります。
　どうぞよろしくお願いいたします。
　また、全国各地において記録的な豪雨で被災されま
した皆さんに、心からお悔やみとお見舞いを申し上げ、

一日も早い復旧・復興を願っております。
　それでは、通告に従い所見を述べながら一般質問を
行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、次期沖縄振興計画について。
　私たち沖縄県は、1972年５月15日の本土復帰から
48年が経過し、国においては沖縄の特殊事情に鑑み、
国の責務として沖縄振興に取り組んできております。
あらゆる特別措置により、県の総合的、計画的な振興
を図り、自立的発展を目指して、国と県が信頼関係の
下に相互努力を重ねてきたと考えております。改正沖
縄振興特別措置法の期限が2021年度末に迫っている
中、次期振計に向けてしっかりと対応しなければなり
ません。
　そこで質問を行います。
　ア、沖縄振興計画も残り２年を切っております。県
当局における次期振興計画の検討状況についてお聞か
せください。
　イ、８年前、仲井眞県政の沖振法改正における政府
とのやり取りを見守ってきた者として、今のスピード
感で間に合うのか、一抹の不安を持っております。こ
れまでの総括・反省点等の評価と今後10年、どの分
野に力を入れるべきと考えるか伺いたい。
　ウ、次期沖振法について、政府と具体的な交渉はど
の程度行われているか。また、国政与党国会議員への
説明や要請をいつ頃想定しているかお聞きしたい。
　エ、議会において何度も質問されておりますが、万
国津梁会議委員のお一人が持論として、沖縄の自主性
は沖振法による高率補助や税の優遇措置により阻害さ
れていると述べておりますが、知事、この高率補助は
まだまだ必要か、また必要ではないのか、考えをお聞
かせください。
　(2)、コロナ会議録について。
　2011年に施行されました公文書管理法において、
政策決定に至る前の会議や、打合せの内容を記した文
書の作成が国などに義務づけられており、地方自治体
にも努力義務として位置づけられているにもかかわら
ず、県には同様の規程がないとの指摘があります。世
界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症は私た
ちがかつて経験したことのない未曽有の危機であり、
会議録の作成は終息後、次の世代においてもほかのあ
らゆる感染症対策会議に必要不可欠であることは言う
までもありません。
　そこでお聞きします。
　ア、去る６月17日、沖縄タイムスに「沖縄県、コ
ロナ会議録を作成せず」との記事がありました。新型
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コロナ会議の幹部会議、対策本部会議、専門家会議に
ついて議事録があるのかないのか、個別に御説明をお
願いします。
　イ、未曽有の危機と言われる新型コロナ問題は、後
世において検証されなければなりません。その感染症
について、当局がどう議論を行い、最終決定に至った
か議事録を残す必要があります。知事はその記事を受
けて記者会見で公文書作成をルール化すると述べてお
りますが、具体的に検討状況をお聞かせください。
　ウ、公文書化については管理と保存は規定があって
も、どのようなときに議事録を作成するのか、曖昧と
の指摘もあり、見解を伺いたい。
　エ、今後のコロナ会議の対応策について、お聞かせ
ください。
　２、豚熱事後処理について。
　今年１月、34年ぶりに本島中部で豚熱が発生し、
養豚農家を震撼させ、経営面で多大な損失をもたらし
ました。県内での感染は１月８日から３月12日まで
に、うるま市と沖縄市を中心に確認され、１万2881
頭の豚が殺処分されております。県内一部地域に封じ
込め、ある程度落ち着きを見せていることに安堵をし
ております。しかし、我が国では未発生のアフリカ豚
熱が近隣諸国で感染拡大した事例もあり、本県の最重
要課題である、県外・国外からのウイルス侵入防止や、
感染対策をしっかりと構築しなければなりません。
　そこでお聞きします。
　(1)、多大な被害を受けた豚熱感染の収束状況につ
いて伺いたい。
　豚熱による被害総額についてお聞きしたい。
　養豚業者に対する補塡・支援について伺いたい。
　ワクチン接種の状況はどうなっているかお聞きした
い。
　本県の固有種であるアグー豚の保存・隔離の問題が
クローズアップされましたが、その後の経過はどう
なっているか伺いたい。
　３、新型コロナ禍と歯科医療について。
　今般、新型コロナ県内初感染者の確認以来、県民の
健康と命を預かる、守るという強い使命感で頑張って
きた医療従事者、そして関係者の皆さんに心からお礼
と感謝を申し上げたいと思います。県において、コロ
ナ禍による経済的な逼迫は２月に観光関連産業をはじ
め、多くの企業が減収となり、公立学校の休校後に航
空国際線が全便運休となった３月には、より減収幅が
拡大しました。また、政府が緊急事態を宣言し、県が
来県自粛を呼びかけた４月からは、さらに売上げが落
ち込んできたというのが実情であります。医療業界も

前年比の事業収益が厳しい状況だと報告されており、
補助助成の要望がありますが、残念ながら緊急事態宣
言に伴う休業補償の対象にはなっていないとのことで
あります。
　そこで伺います。
　(1)、去る６月11日、国会で承認されました第２次
補正予算の中で新型コロナ感染症対応従事者慰労金交
付事業や医療機関・薬局等における感染拡大防止等の
支援が対策として盛り込まれました。内容についてお
聞かせください。
　(2)、コロナ感染対策リスクが非常に高いと言われ
る歯科医療従事者についてはいかがでしょうか、お聞
かせください。
　(3)、沖縄県口腔保健医療センターの設立経緯と事
業内容をお聞かせください。
　(4)、前年度と比較して、コロナ禍による９割の診
療減で維持費が最も厳しくなっているとの報告があり
ますが、県の見解を伺います。
　(5)、沖縄歯科衛生士学校の遠隔授業推進への支援
策について、県の考え方をお聞かせください。
　４、教育問題について。
　(1)、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、長期休
校に追い込まれた学校現場や各保護者家庭においても
大きな混乱がありました。休校期間中の教育指導と授
業の遅れに対する補習が必要とされる中、高校入試の
出題範囲変更や、大学入試延期等の要請が関係者から
出されております。大学進学に向け、受験生を送り出
す県教育委員会として、共通一次テストいわゆる大学
入試センター試験について考え方をお聞かせくださ
い。
　(2)、新型コロナ禍の影響を受け、戦後初となる甲
子園大会の中止、また高体連、中体連の全国大会も中
止になりました。部活動の停止期間が長引いたにもか
かわらずこれまで頑張ってきた子供たちの成果を発揮
できる機会があるのか、県における児童生徒のスポー
ツ大会等の実施状況についてお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　仲田弘毅議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢について１の(1)のエ、沖縄振興特
別制度の必要性についてお答えいたします。
　沖縄振興に関する各種制度について、多様な意見が
あることは承知しております。沖縄振興特別措置法に
基づく高率補助制度をはじめとする各種特別措置は、
沖縄が抱える特殊事情から生じる政策課題に対応する
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ためのものであることから、これらの政策課題が解消
されるまでの間は継続される必要があるものと考えて
おります。次の振興計画においても沖縄県のあらゆる
政策課題の解消発展に向けて理解と協力を求めてまい
りたいと思います。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)のア、新たな振興計画についてお答えいた
します。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき実
施してきた各種施策や沖縄振興特別措置法等に規定す
る各種制度について、成果や課題等を検証するため本
年３月に総点検報告書を取りまとめたところでありま
す。各種施策の検証に当たっては、新たな振興計画を
見据え、重要性を増した課題、新たに生じた課題の抽
出を行ったところです。新たな振興計画については、
総点検の結果や新沖縄発展戦略を踏まえるとともに、
ＳＤＧｓを反映させ、本年中に新たな振興計画の骨子
案を取りまとめ、市町村や経済団体等から広く御意見
を伺い、国と連携を図りながら策定してまいりたいと
考えております。
　同じく１の(1)のイ、沖縄振興特別措置法の評価と
今後についてお答えいたします。
　今年３月に取りまとめた総点検報告書において、一
括交付金は、地方自治体の主体性が最大限に発揮でき、
既存の制度でできなかった地域の実情に応じたきめ細
かな事業が実施できる制度で、引き続き戦略的活用が
必要としています。沖縄関係税制は、民間主導の自立
型経済の構築を支える制度として重要な役割を果たし
てきたものの、沖縄振興を一層推進する制度となるよ
う、拡充等が必要としています。高率補助制度は、駐
留軍用地跡地の利活用など、本県の特殊事情に基因す
る社会資本の整備を計画的に進めていくために必要と
しております。今後は、これらの検証結果や新沖縄発
展戦略等を踏まえ、新たな沖縄振興の在り方について
総合的に検討してまいります。
　同じく１の(1)のウ、国との新たな沖縄振興の在り
方の調整等についてお答えいたします。
　現在、国は、現行の沖縄振興計画に基づく各種取組
について検証作業を実施しており、県はデータの提供
や資料の作成などの協力を行っております。また、県
は、新たな沖縄振興の在り方について、７月下旬から
圏域ごとに市町村長との意見交換を実施し、その結果

を踏まえて、８月以降に県関係国会議員をはじめ関係
要路へその必要性等を説明し、御理解と御協力を求め
てまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、知事の政治姿
勢についての御質問の中の(2)のア、エ、新型コロナ
ウイルス感染症対策本部等の議事録と今後の対応につ
いてお答えいたします。１の(2)のアと１の(2)のエは
関連いたしますので、一括してお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症対策の実施に当たって
は、沖縄県新型インフルエンザ等対策行動計画におい
て、その記録を作成し、保存し、公表するとされてい
ることから、これに基づき、沖縄県新型コロナウイル
ス感染症対策本部及び同専門家会議については、これ
までの開催ごとに、議事概要を作成し、県のホームペー
ジにて公表しているところです。対策の実施について
は、県民生活に影響する重要な事項であることから、
引き続き県民に分かりやすい内容となるよう工夫して
まいります。なお、新型コロナウイルス感染症対策に
関する幹部での調整会議では、感染症の発生状況の報
告や、本部会議の日程調整等を行っており、事務調整
の場であることから、特に記録は取っていないところ
でございます。
　次に３、新型コロナ禍と歯科医療についての御質問
の中の(1)、医療従事者や医療機関等に対する支援に
ついてお答えいたします。
　慰労金交付事業は、医療機関の医療従事者や職員に
対し、感染リスクと厳しい環境の下で、強い使命感を
持って業務に従事していることに対し慰労金を給付す
るものであります。感染症指定医療機関等、県から役
割を設定された医療機関に勤務し患者と接する医療従
事者や職員に対しては、最大20万円、その他の病院、
診療所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対
しては、５万円を給付する内容となっております。ま
た、感染拡大防止等の支援事業については、地域にお
いて必要な医療を提供する役割を担っている医療機
関、歯科医院、薬局等における感染拡大防止等の取組
を支援するため、新型コロナウイルス感染症の疑い患
者とその他の患者が混在しない動線の確保や、予約診
療の拡大等、感染拡大防止対策等に要する費用の補助
を行うものであります。
　同じく３の(2)、歯科医療従事者に対する支援につ
いてお答えいたします。
　慰労金交付事業の対象については、感染症指定医療
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機関や協力病院、その他の病院、診療所、訪問看護ス
テーション、助産所等に勤務する医療従事者や職員等
となっており、歯科診療所に勤務する医療従事者や職
員についても対象となります。
　同じく３の(5)、沖縄歯科衛生士学校における遠隔
授業についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、各学
校では令和２年４月から５月の間、休校措置が行われ
ました。休校期間中、多くの学校では学習時間確保の
ため遠隔授業が取り入れられ、沖縄歯科衛生士学校に
おいても、５月11日から６月５日までの間、遠隔授
業が実施されたとのことであります。同校の遠隔授業
の実施状況について情報収集し、意見交換などを検討
したいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(2)のイ及びウ、議事録作成の指針等について
お答えします。１(2)のイと１(2)のウは関連しますの
で、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　沖縄県では、現行の文書管理規程に基づき、政策決
定のための起案文書の作成等を行っているところです
が、決定に至る過程の記録の作成に関する規定を設け
ておりませんでした。そのため、知事や副知事が構成
員となって、県の施策に関する意思決定を行うことを
目的として設置した会議については、マスコミ等への
公開または非公開にかかわらず、意思決定に至る議論
の内容が分かるように議事概要を作成し、会議終了後、
原則として１か月以内にホームページ等で公表するこ
とを内容とする指針を定め、通知したところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　２、豚熱事後処理に
ついての御質問の中の(1)、豚熱の収束状況について
お答えします。
　今年、県内で発生した豚熱は、７例10農場で防疫
措置を実施しました。多くの関係機関・団体の協力の
下、４月14日をもって全ての移動制限が解除されま
した。現在においても豚熱等家畜伝染病侵入防止につ
いて、生産者への周知・指導を行うとともに、被害を
受けた農家の経営再開に向けた取組を進めているとこ
ろであります。
　同じく２の(2)、２の(3)、豚熱の被害総額と農家へ
の支援についてお答えいたします。２の(2)と２の(3)

は関連しますので、恐縮ですが一括してお答えします。
　今回の豚熱において、防疫措置を行った10農場に
つきましては、農家と県との算定調整を終え、６月末
現在、４農場が国に手当金の交付申請を行っており、
残り６農場につきましては、国と交付申請に向けた調
整を行っているところです。さらに、移動制限、搬出
制限を受けた68農場に対しては豚熱に係る手当金等
評価チームを設置し、助成金の算定に必要なヒアリン
グを行っているところです。
　同じく２の(4)、豚熱ワクチン接種状況についてお
答えします。
　豚熱の初回ワクチン接種については、令和２年３月
６日より開始し、５月21日までに、本島全ての養豚
農家169戸、約17万2000頭の豚への接種が完了して
おります。現在、新たに生まれた子豚へのワクチン接
種を実施しているところであります。なお、接種困難
なイノシシ等については、注射器以外の接種方法によ
り実施していくこととしております。
　同じく２の(5)、アグー純粋種の保全についてお答
えします。
　国内唯一の固有種であるアグー豚は、生産者をはじ
め多くの関係者の御努力により、大切に受け継がれ、
現在では県内に約980頭のアグー純粋種が飼養されて
います。県では、豚熱発生やアフリカ豚熱の侵入リス
クを踏まえ、今年３月にアグー純粋種25頭を久米島
へ移動し、保全対策を実施したところであります。今
後のアグー純粋種の保全計画については、久米島での
飼養管理手法や管理運営等の課題を検証しつつ、２次
避難の在り方について養豚関係者等の意見も聴取しな
がら検討していきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時６分休憩
　　　午後７時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　失礼しました。
　ただいま豚熱ワクチン接種状況についての答弁で、
本島全ての養豚農家169とお答えしましたが、正確に
は196戸でございます。おわびを申し上げまして、訂
正をしたいと思います。失礼いたしました。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　３、新型
コロナ禍と歯科医療についての御質問の中の(3)、口
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腔保健医療センターの設立経緯と事業内容についてお
答えいたします。
　口腔保健医療センターは、障害の特性等により一般
の診療が困難な心身障害者への歯科治療等を目的とし
て、昭和50年９月に一般社団法人沖縄県歯科医師会
が開設した診療所であります。事業内容としましては、
障害者等を対象とした口腔健康管理・指導、摂食嚥下
指導、全身麻酔による歯科治療等が行われております。
　同じく３の(4)、口腔保健医療センターの運営状況
についてお答えします。
　県では、障害者等の歯科診療において中心的な役割
を担う口腔保健医療センターに対し、運営費や地域協
力歯科医の養成に要する経費への補助等を行っている
ところです。今般の新型コロナウイルスの影響による
収入減につきましては、県内歯科医療全体に及ぶもの
であることから、今後関係部局と意見交換をしてまい
りたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　４、教育問題についての御
質問の中の(1)、大学入学共通テストについてお答え
します。
　大学入試センター試験に替わる大学入学共通テスト
は、知識・技能のみならず、思考力・判断力・表現力
などをより一層重視して、多面的・総合的に評価する
目的で今年度より実施されます。予定されていた記述
式問題等の導入は見送られ、従来どおりのマークシー
ト方式となっております。なお、実施日につきまして
は、当初予定していた令和３年１月16日及び17日に
加え、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う学業の
遅れ等に対応できるよう、１月30日及び31日も設定
されております。各学校においても学習の遅れに対応
するため、効率的・効果的な指導に努めるとともに、
特に受験生については、補習授業や個別指導等を行う
など、進学に影響が出ないよう取り組んでいるところ
であります。
　県教育委員会としましては、今後ともあらゆる機会
を通して、学校へ情報提供を図るなど、受験生が不利
益を被らないよう努めてまいります。
　同じく４の(2)、児童生徒のスポーツ大会等につい
てお答えします。
　児童生徒の全国規模のスポーツ大会等については、
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中止等
が決定しております。現在、県内では、児童生徒が
成果を発揮できる機会を確保するため、県高野連が

2020沖縄県高等学校野球夏季大会を開催しておりま
す。また、県高体連は、沖縄県高等学校総合体育大会
を、県中体連では、各地区大会の開催を予定しており
ます。また、沖縄県スポーツ少年団では、10競技大
会中、１競技が中止、９競技が８月以降に実施される
予定と聞いております。各団体においては、感染拡大
のリスクを可能な限り低減した上で、大会運営を行う
こととなっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
　休憩いたします。
　　　午後７時13分休憩
　　　午後７時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○仲田　弘毅君　御答弁ありがとうございました。
　時間が６分しかありませんので、若干の質問をさせ
ていただきます。
　まずは豚熱の支援についてでありますが、長嶺部長、
いろいろ御苦労さんでございます。
　まずは、部長の基本的な御意見として、今回、被災
された農家から早期の支援をお願いされているわけで
すけれども、県として、国との交渉もいろいろあると
思うんですが、どういうふうなスタンスで対応してい
きたいと。部長のお気持ちで構いませんので、よろし
くお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　先ほど防疫措置につ
いては、終了したということで答弁いたしました。こ
れからは、今回被害を受けました農家の皆さん、それ
から直接殺処分は受けていなくても搬出制限によって
経営にかなりのダメージを受けた生産者の皆さん、そ
れをまず優先的に手当金それから助成金の交付の対応
を強化して早めていきたいと考えております。そうい
うことで、経営再開をできるだけ速やかにできるよう
な対応をしていきたいと考えております。併せて同時
に防疫体制もしっかり対応していきたいと考えており
ます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　今回、この中部を中心に私たちのう
るま市、沖縄市がその発生源になったわけですけれど
も、その豚を殺処分された農家は精神的なものだけで
はなくて、財政的、経営的なダメージも大きく受けて
いるわけです。その中でもう廃業をしたいという方々
がいらっしゃるというお話を聞くと大変心が痛むわけ
ですが、実際この殺処分された豚とそれ以外の豚、つ
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まり移動制限等がかかって搬出できない、出荷ができ
なかった豚との違いがあると思うんです。殺処分は
どういった対応をする。それから、移動・搬出ができ
なかった豚に関してはどういった対応をすると。これ、
農林水産部としてはどういう判断でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　まず、殺処分を受けました10農家につきましては、
この殺処分は一つの防疫措置でございますので、国の
財源、10分の10で法律に基づいて手当てができるこ
とになっております。それから、搬出ができなくて長
期間豚が滞留したり、その豚を長期間養うために餌代
が余計にかかったりというコスト面での影響がござい
ます。これにつきましても法律に基づきますが、国、
県それぞれ２分の１ずつ負担をして支援をしていくと
いう仕組みになっております。そういうことで今チー
ムを立ち上げ７班を編成しまして、鋭意生産者とヒア
リングを進めていっているというところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　この殺処分に関しては、国が10分
の10、それからそうでない移動・搬出等で損失を受
けた分に関しては、県が２分の１、国が２分の１とい
うふうに理解してよろしいでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　そのとおりでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　部長、今回の豚熱に係る手当金等評
価チームが設置されたということなんですが、何名体
制で、そして今現在、助成金算定に必要なヒアリング
が行われているということなんですけれども、大体い
つ頃までには終わって、国との交渉も順調にいけるか
どうかの判断、お聞きしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　まず、支援の対応に
ついては、１月30日からスタートをしておりますが、
当初は防疫措置をしながらの対応で、６名で対応をし
ておりました。４月14日の全面移動制限解除に向け
て19名に増員をして、それぞれ農家さんと面談する
形で行っております。途中コロナの関係で面談ができ
ない時期もありましたけれども、そういう形で今取り
組んでいるという状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　農林水産部としてはしっかり対応
してるというふうに判断できると思いますが、実はＪ

Ａの方々との意見交換会をやってみますと、ＪＡさん
も金融の支援策、それから飼料運送費、それから管理
費等支援をするというふうな情報があったわけです。
県当局としてはそういうふうな国の支援策と別のＪＡ
さんに代わるものとまでは言いませんが、そういった
県としての対応も考えていらっしゃいますでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　ＪＡでは農家支援と
いうことで、一つの災害として位置づけて支援を強化
していると聞いております。県の手当金、助成金以外
でも例えば公庫が貸付けをしております。農林漁業
セーフティネット資金、これは今般豚熱の発生に伴っ
て対応していただいている分もあって、実際６件ほど
の経営者の方々がこの資金を利用しているとの情報も
得ております。この資金につきましては、県も利子助
成をしまして、実質５年間、スタート５年間、無利子
の状況で支援をしていくということでこれは市町村も
連携して行いますが、利子補給も今回取らせていただ
いております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　次、ワクチンについてお聞きしたい
んですが、先ほど部長からの報告では、196戸農場の
17万頭余りの、本島内の全ての豚の接種が終わった
というわけですが、この期間、接種を始めたのが何月
何日で、全て終わったのが何日、その期間とそこにか
かる経費、予算はどの程度になりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時22分休憩
　　　午後７時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　まずワクチンの接種
については、３月６日に北部のほうからスタートしま
して、最終、中部が終わったのが５月21日でござい
ます。これに要した費用については、まだきちっと集
計はしておりませんので、この場でお答えはちょっと
できない状況です。大変恐縮ですけどお願いいたしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　その豚に関するワクチン接種、１頭
当たり幾らの手数料になりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　手数料は１頭当たり
160円でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
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○仲田　弘毅君　単純計算でいきますと１頭当たり
160円掛ける17万頭ですから、大体2700万くらいに
なるというふうに計算できるわけですが、その接種１
回目は農家負担はなかったということですけれども、
そうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　初回の接種につきま
しては、免除をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　これは収束して農業規模、養豚規模
が大きければ大きいほど農家の負担というのは大きい
わけですが、これ初回は農家負担はゼロということで
すけれども、２回目からはどうなりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　初回につきましては、
豚熱の収束という一つの防疫措置も含めた対応という
ことで免除ということにしておりますが、２回目以降
からは160円を徴収していくと。ただし、我が沖縄県
につきましては、ほかの県と異なりまして手数料の水
準としましては約半分、２分の１という数字ではあり
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　農家の皆さんからは２回目以降も
ある程度支援をしていただきたいという御意見もあり
ますので、よろしくお願いしたいと思います。
　部長、去る５月11日に神奈川県でイノシシの豚熱
が感染したという報道があって、これ沖縄県、私たち
うるま市から以北は野生のイノシシが存在するわけで
す。そのことの対策についてはどうなっております
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　他府県では、直近　　　　
６月にも関東では野生のイノシシからＣＳＦ、豚熱が
確認をされております。沖縄県につきましては、野生
のイノシシについては、環境部の協力を得まして、捕
獲したもの、それから死亡が見つかったものの豚熱の
検査をしております。現在までにそういった感染した
という豚は確認をされておりません。あとそういった
野生動物と接触が起きないように飼養衛生管理基準を
遵守、それから柵とか防鳥ネットそういう整備につい
ても支援をしていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　ありがとうございます。
　野生のイノシシ、ワクチンをどうするかということ
もありますけれども、野生のイノシシもあるいは飼育
されているイノシシもぜひしっかりと対応していただ

きたいと思います。
　教育長、万一　　　　これは再質問なんですが、今子供
たちのスポーツ大会、御答弁によりますと高体連、高
野連、中体連も含めて大会を催していくということな
んですが、今３密が叫ばれている中で、応援団に対し
てはどういうふうな対応を考えていらっしゃいますで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　先ほども御答弁させていた
だきましたけど、各連盟のほうで、ガイドラインを作
成いたしまして、選手をはじめとする、安全・安心を
最優先で、またいわゆるコロナの感染防止対策をしっ
かりするということで、その事前の対策、またその大
会のときの対策等々きめ細やかに規定をして、大会運
営を図っていくというふうなところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　教育長、将来のある子供たちの高校
総体、いわゆるインターハイ、この大会というのは子
供たちから言わせれば、特に３年生の子供たちから言
わせれば将来に向けて、大学進学、スポーツ進学をす
る場合においては、これは成績によっては大学推薦の
大きな対象になってきますよ。そういった意味合いで
も、この大会ぜひ最後の花を飾らせて、沖縄の将来を
担っていく子供たちのために頑張っていただきたい。
これは要望であります。答弁は要りません。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　休憩いたします。
　　　午後７時30分休憩
　　　午後７時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、報告いたします。
　先ほど島袋大君外６人から、議員提出議案第１号
「在沖米軍に対する新型コロナウイルス感染防止対策
を求める意見書」及び議員提出議案第２号「在沖米軍
に対する新型コロナウイルス感染防止対策を求める決
議」の提出がありました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　この際、お諮りいたします。
　議員提出議案第１号「在沖米軍に対する新型コロナ
ウイルス感染防止対策を求める意見書」及び議員提出
議案第２号「在沖米軍に対する新型コロナウイルス感
染防止対策を求める決議」を日程に追加し、議題とい
たしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
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　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第１号及び議員提出議案第２
号を日程に追加し、議題とすることに決定いたしまし
た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　この際、議員提出議案第１号
　在沖米軍に対する新型コロナウイルス感染防止対策
を求める意見書及び議員提出議案第２号　在沖米軍に
対する新型コロナウイルス感染防止対策を求める決議
を一括議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　島袋　大君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔議員提出議案第１号及び第２号　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔島袋　大君登壇〕
○島袋　　大君　ただいま議題となりました議員提
出議案第１号及び同第２号の２件につきまして、本日
開催されました各派代表者会により協議した結果、議
員提出議案として提出することに意見の一致を見まし
たので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げ
ます。
　提案理由は、在沖米軍に対する新型コロナウイルス
感染防止対策を求めることについて関係要路に要請す
るためであります。
　それでは議員提出議案第１号を朗読いたします。
　　　〔	在沖米軍に対する新型コロナウイルス感染防

止対策を求める意見書朗読〕
　次に、決議につきましては、内容が意見書と同じで
ありますので宛先だけを申し上げます。
　　　〔	在沖米軍に対する新型コロナウイルス感染防

止対策を求める決議の宛先朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。

○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第１号
及び第２号については、会議規則第37条第３項の規
定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、両案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　これより議員提出議案第１号
「在沖米軍に対する新型コロナウイルス感染防止対策
を求める意見書」及び議員提出議案第２号「在沖米軍
に対する新型コロナウイルス感染防止対策を求める決
議」の２件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第１号及び議員提出議案第２
号は、原案のとおり可決されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程はこ
れで全部終了いたしました。
　次会は、７月13日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後８時２分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　 長 赤　嶺　　　昇

会議録署名議員 新　垣　光　栄

会議録署名議員 大　城　憲　幸
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令和２年７月13日

令 和 ２ 年
第 ４ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ６ 号）

令和２年７月13日

令 和 ２ 年
第 ４ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ６ 号）



議　　事　　日　　程　第６号
令和２年７月13日（月曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　乙第１号議案から乙第14号議案まで（質疑）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　乙第１号議案から乙第14号議案まで

乙第１号議案　沖縄県職員等の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職

員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例
乙第３号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
乙第７号議案　工事請負契約について
乙第８号議案　訴えの提起について
乙第９号議案　交通事故に関する和解等について
乙第10号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第11号議案　弁護士報酬請求事件の和解について
乙第12号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
乙第13号議案　沖縄県収用委員会委員の任命について
乙第14号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出　席　議　員（48名） 
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君

12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
25　番　　山　里　将　雄　君

令和２年
第　 ４　 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第６号）

令和２年７月13日（月曜日）午前10時１分開議
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26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君

37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君	
47　番　　照　屋　守　之　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
説明のため出席した者の職、氏名

知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　富　川　盛　武　君　
副 知 事　　謝　花　喜一郎　君　
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君
知 事 公 室 長　　金　城　　　賢　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君　
企　画　部　長　　宮　城　　　力　君
環　境　部　長　　松　田　　　了　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長　　

名渡山　晶　子　さん　

保健医療部長　　大　城　玲　子　さん
農林水産部長　　長　嶺　　　豊　君
商工労働部長　　嘉　数　　　登　君
文 化 観 光
スポーツ部長　　

渡久地　一　浩　君　

土木建築部長　　上　原　国　定　君
企　業　局　長　　棚　原　憲　実　君
病院事業局長　　我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者　　伊　川　秀　樹　君
知 事 公 室
秘書防災統括監　　

平　敷　達　也　君

総 務 部
財 政 統 括 監　　

平　田　正　志　君　

教 育 長　　金　城　弘　昌　君
警 察 本 部 長　　宮　沢　忠　孝　君
労 働 委 員 会
事 務 局 長　　

山　城　貴　子　さん　

人 事 委 員 会
事 務 局 長　　

大　城　直　人　君
　

代表監査委員　　當　間　秀　史　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事 務 局 長　　勝　連　盛　博　君　
次 長　　知　念　弘　光　君
議 事 課 長　　平　良　　　潤　君
副　参　事　兼
課　長　補　佐　　

佐久田　　　隆　君

主　　　　　査　　宮　城　　　亮　君
主　　　　　査　　親富祖　　　満　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きます。
　日程に入ります前に報告いたします。
　７月10日、知事からお手元に配付いたしました議
案４件の提出がありました。
　また、６月24日から７月７日までに受理いたしま
した陳情57件は、お手元に配付の陳情文書表のとお
りそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔陳情文書表　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長から発言の申出が
ありますので、これを許可します。
　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　おはようございます。
　７月11日土曜日に、米軍関係の新型コロナウイル
ス感染症に関する動きがありましたので御報告をいた
します。
　７月２日以降、米軍関係者の感染が急増し基地内で
のクラスター感染が懸念される中、11日土曜日に多
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数、61人の感染者が確認されたとの報告がありまし
た。報告内容に衝撃を受けるとともに、これまでの米
軍の感染防止対策に対し強い疑念を抱かざるを得ず、
極めて遺憾であります。このような状況を受け、知事
から四軍調整官に対し、また謝花副知事から外務省特
命全権大使及び沖縄防衛局長に対し強く要請を行いま
した。
　要請の内容としましては、１、感染者数などについ
て速やかな公表を行うこと、クラスターが発生してい
る普天間飛行場とキャンプ・ハンセンを閉鎖し、感染
拡大防止の徹底を図ること、３、基地内における警戒
レベルを最高レベルまで引き上げること、それぞれの
基地司令官の権限で、違反した者は本国へ送還するこ
と、４、米本国等からの沖縄への移動を中止するこ
と、５、北谷町の民間ホテルで実施している移動制限
措置については、基地内で実施すること、６、基地内
の医療体制、検査体制に関する情報提供を行うこと、
具体的には、米側の公衆衛生当局海兵隊政務外交部、
沖縄県の基地対策課と地域保健課による会議の場を設
置し、意見交換等を行えるようにすること、７、ＵＤ
Ｐ　　　　ローテーション配備などで沖縄に入ってくる軍
人等の人数の情報提供を行うことなどであり、これま
での要請よりも強く申入れを行ったところでございま
す。
　これに対し、四軍調整官からは感染者数の公表につ
いて県が公表することは妨げない、普天間基地とキャ
ンプ・ハンセンについては既にロックダウンを行って
いる、我々の医療スタッフと県の担当者で会議を持つ
ことは可能であるなどの回答がありました。
　県としては、県民の安全・安心と健康を最大限に重
視し、米軍関係者と接触のある県民のＰＣＲ検査への
誘導に努めるとともに、感染拡大に備えて中部地域に
軽症者及び無症状者の療養のための施設を確保してま
いります。
　また今週15日水曜日に、基地関係市町村で構成さ
れる軍転協とともに国へ要請を行うことなども含めて
関係市町村とも連携を密に取り、米軍に対しさらなる
情報開示と感染防止対策の徹底を強く求めてまいりた
いと考えております。
　以上でございます。
○中川　京貴君　議長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時５分休憩
　　　午前10時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一

般質問を行い、乙第１号議案から乙第14号議案まで
を議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　照屋守之君。
○照屋　守之君　おはようございます。
　質問の前に申し上げたいことがあります。
　私は、今の米軍クラスター発生への県の対応に疑問
を持っております。基地で働く沖縄県民はどうするん
でしょうか。今のように軍転協とか、あるいは知事会
とかの県の対応はどのようにするか、非常に大きな問
題があると思えてなりません。
　万国津梁会議に係る会食問題の癒着、公金不正支出
疑惑は、徳森りまさんらの参考人招致が実現せず、真
相究明がなされていない現状で、今度は玉城知事が、
徳森りまこと金城リンダさんが講師を務める団体の
オープニングイベントに県知事の公務として参加した
ことが明らかになったわけであります。玉城知事は、
この団体の主催する有料講座サイトへ誘導するため、
広告塔の役割を果たしたと思っております。ところ
が、議会でこの件が取り上げられると玉城知事の公務
の動画は削除されております。このままでは玉城知事
は県知事の権限を使って、特定の個人、団体へ利益誘
導をしていると言われかねません。誰が証拠隠滅のた
めに削除をしたのか分からなくなっているわけであり
ます。
　私は、最近玉城知事の県政運営や課題解決の取組に
疑問を感じ、玉城知事では県民の期待に応えることは
難しいのではないかと考えるようになっております。
特に県政の最高責任者として決断ができない、決断が
遅い。お膳立てをしないと決断しない。これでは県政
の課題は解決できないと考えております。決断は、課
題解決や緊急事態でタイムリーに行うことで、効果や
意味があるわけであります。玉城知事は、それができ
ていないと考えております。
　以上を申し上げ、質問に入りますが、議長のお許し
をいただいて追加質問から先に行いたいと思います。
　議長、休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時12分休憩
　　　午前10時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　本県の米軍基地関係、基地内でのコ
ロナウイルス感染の集団発生については、質問通告後
に報道がなされた看過できない重大な問題であります
ので、議長と執行部には連絡を済ませており、先例を
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踏まえて質問を行います。
　米軍クラスター発生について。
　知事は県民が不安にならないよう迅速に行動し、
しっかりと情報収集したいというが、迅速に行動とは
何か伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時13分休憩
　　　午前10時13分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　県民の生命を最優先に
考えて行動することだというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　基地で働く沖縄県民のことをどう
いうふうに思っているんでしょうか。それと知事は米
軍の感染者数は公表できないとしながら、マスコミか
ら求められると四軍調整官に連絡をして公表してもよ
いというふうな回答を得たようであります。なぜ知事
は事前に調整官へ連絡をして、こういうふうな対応を
しなかったのか。県の対応は非常にずさんだと思って
おります。説明してください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど知事公室長から、７
月11日土曜日に米軍関係の新型コロナウイルス感染
症に関する動きがあったという一連の報告をさせてい
ただきましたが、その中にも私からは四軍調整官に対
して先週土曜日午後７時でしたが、電話で会談をして
先ほど公室長が要請をした内容についてお話をさせて
いただきました。当然私は、県民の安全・安心、健康
を最優先に考え、米軍関係者と接触のある県民のＰＣ
Ｒ検査への誘導に努めるということ、その一つとして
当然普天間基地、キャンプ・ハンセンで勤務に従事し
ていた基地従業員のＰＣＲ検査についても優先して行
うよう保健医療部に指示を出していること。さらに感
染拡大に備えて、中部地域に軽症者及び無症状者の療
養のための施設を確保するなど、私の思いとしては、
既にもう第２波が発生しているという強い危機感を
持って対応していきたいという指示を出している次第
であります。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　公表はできないという前に、知事が
しっかり米軍と交渉して感染者の数を公表する。沖縄
県民も働いているんですよ。なぜ後手に回るんですか。
マスコミから追及されないとそういうことをやれない
んですか。おかしいですよ。
　次に順番を入れ替えて、４番の玉城県政の取組から

行います。
　首里城火災は取り下げます。
　万国津梁会議について。
　玉城知事、私は今年度の万国津梁会議の設置はない
だろうと考えておりました。ところが前年度と同じで
もなく、大幅に変更して設置することに驚いておりま
す。
　そもそも万国津梁会議とは何でしょうか。玉城知事
の公約の目玉ですが、万国津梁会議を設置すれば基地
問題や、普天間・辺野古問題が解決するのでしょうか。
万国津梁会議に普天間・辺野古問題を解決する権限が
与えられているのでしょうか。玉城知事は自分の考え
はなくて、万国津梁会議の提言を受けないと普天間・
辺野古問題の解決に向けて行動ができないということ
ですか。
　国会議員の経験もあり、多くの県民が期待をしてお
ります。法律行政の視点では、万国津梁会議は有識者
の意見を聴取し、当該意見を県の行政上の意思決定に
参考にすることを主たる目的として要綱に基づき開催
される会合であるとされております。この万国津梁会
議は、本来は玉城デニー後援会やあるいは知事を支援
する組織が、県行政の外でやるべきことであると考え
ております。委員会でもなく会議ですから。沖縄県の
行政は、地方自治法第138条の４第３項の規定による、
法律または条例に基づき設置される附属機関によって
沖縄県振興審議会などを設置をしているわけでありま
す。万国津梁会議は、附属機関ではありません。国に
対する影響力もないと思います。
　さて次に、契約前夜に県知事と受託者が会食をした
事実が県議会や県民に衝撃を与えております。
　議長、休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時17分休憩
　　　午前10時17分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　これがその疑惑の会食であります。
（パネルを掲示）　この会食は、何と受託者の徳森り
まさんが玉城知事の特別秘書に連絡をして、玉城知事
が会食に参加したとのことでさらに衝撃を受けたわけ
であります。癒着の最たるものです。この方が受託者
です。この方から連絡が行って、知事はこの会食に参
加をしたということであります。玉城知事はメンバー
も確認せず、私的な集まりとして会食に参加したとの
ことでありました。公私混同も甚だしいのではありま
せんか。契約の前夜ですよ。知事の会食のメンバーは
受託者、県職員、万国津梁会議のメンバーであり、不
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思議なことに玉城知事は万国津梁会議との関係を否定
をし、会食会場さえ明らかにしませんでした。玉城知
事の公約である万国津梁会議は癒着の会食からスター
トしたと言えると私は考えております。玉城県政や万
国津梁会議の信頼を取り戻すべく、県議会で徳森りま
さんらの参考人招致を委員会で求めておりますが、ま
だ実現しておりません。癒着疑惑を解決するためにも
新たな県議会でも参考人招致を求めていくことは当然
であります。このことは、与野党が一致できると考え
ております。このような中で、梨の木ピースアカデミー
に徳森りまさん、金城リンダ名で関わっていることが
明らかになり、そのオープンセレモニーで玉城知事が
公務として動画でメッセージを発信した事実が明らか
になりました。これは、万国津梁会議の会食問題、癒
着疑惑と全く同じ構図に思えてならないわけでありま
す。玉城知事は、県民より特定の人や団体の利益を優
先しているのではと思わざるを得ません。
　そこで伺います。
　万国津梁会議について、昨年の取組と今年度の取組
及び違いについて伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　令和元年度の万国津梁会議は、米軍基地問題、児童
虐待及びＳＤＧｓの３つのテーマについてそれぞれ有
識者に議論をしていただき、知事に提言または中間報
告を行いました。令和２年度は、米軍基地問題とＳＤ
Ｇｓの会議を引き続き実施し、また昨年度の沖縄県振
興審議会の意見として上げられました重要性を増した
課題、新たに生じた課題の中から選定した３つのテー
マ、「多様な人材の育成」、「稼ぐ力」及び「海外ネッ
トワーク」の会議を立ち上げて議論していく予定でご
ざいます。また令和元年度の予算執行につきましては、
一部テーマが未定の中、会議の円滑化、効率化のため
会議運営等業務を一括して委託をしておりましたけれ
ども、令和２年度におきましては、年度当初までに５
つのテーマが定まりましたことから、予算については
各テーマの所管課において執行することとしておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　今年度、大幅に変更したのは昨年の
取組は間違っていた。この理解でよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　繰り返し
の部分もございますけれども、前年度は一部テーマが

未定でございましたので、それぞれの部局ではなく一
括して文化観光スポーツ部で業務を受けることとなり
ました。一方で、テーマそのものは３つの部のそれぞ
れの専門的知見が求められるものでございましたの
で、横断的に動ける体制を迅速につくる必要があると
いうことで、円滑化、効率化という観点から業務委託
をすることが合理的であるということで、そうなった
ものでございます。
　一方、今年度につきましては、前年度と状況も異な
りまして、既に５つのテーマが決まっていて、それぞ
れの担当部局ごとにそれぞれの部局における状況等を
踏まえまして対応することとなっております。ちなみ
に前年度の委託業務につきましては、住民監査結果に
おきまして監査委員３名全員が委託の必要性は効率
性、業務負担の軽減の観点から判断されるものでござ
いまして、契約は一連の手続を適正に行っているとい
うことを確認、違法・不当な契約締結であるとは言え
ないとの意見がなされているところでございます。
○照屋　守之君　議長、休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時22分休憩
　　　午前10時22分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　前年度の
契約につきましては、契約書第14条第２項に基づく
検査の下、仕様書に定めるところによりまして、県の
検査職員が受託業者の立会いの下、業務完了報告書委
託業務経費主要明細書及び成果物の審査を行っており
ます。また委託業務の経理状況を確認するため、領収
書、金融機関の振込伝票、職員の業務日誌等、受託業
者の支出を証憑する書類等の確認を行うなど、適正な
精算処理を行ったところ業務を終了しているところで
ございまして、適正な処理が行われたものと認識して
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　間違っていなかったということで
すよね。でも、間違ってもいないのになぜ同じ万国津
梁会議で、これだけ異なるんですか。違うんですか、
去年と今年は。これ、県の行政としてそれはあり得ま
すか。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　前年度は、
この万国津梁会議そのものが初めてということでござ
いまして、いろいろ模索する中やりまして、その中で
テーマがまたさらに追加されるという可能性もござい
ましたので、ここは一括して文化観光スポーツ部で受
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けるべきだということ。ただ一方で横断的な取組が必
要でございましたので、部局の専門的知見を横断的に
束ねる必要もあるということで、業務委託ということ
が合理的であったというふうに認識しております。一
方で今年度は、既に５つのテーマが決まっていますの
で、そこはあらかじめそれぞれの部局に割り振ってそ
れぞれの部局の立場、状況に応じて執行してもらうこ
とが合理的だということで、そこが前年度と今年度の
違いであるというふうに認識をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　初めての取組。これ、万国津梁会議
は知事公約ですよ。分かっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　承知をし
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　我々県議会はチェック機関として、
今の県の対応、県民に説明できませんよ。県の万国津
梁会議は、先ほどから言っておりますように、癒着疑
惑や公金不正支出疑惑が持たれているんですよ。県の
執行部にその自覚はありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　疑惑とい
うこととは特に関係ないと認識をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　何を言っているんですか。参考人
招致しても徳森りまさんは議会にも出てこないんです
よ。疑惑を解明するために、我々やっているんですよ。
何で皆様方はそれ分からないんですか。法律や条例に
問題がなければ、今年度も同様にすべきではありませ
んか。いかがですか、法律、条例の観点から。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　繰り返し
になりますけれども、昨年度は昨年度で適正な処理が
なされたと思っております。また今年度は今年度の状
況に応じて適正に業務を行っていくとそういう認識で
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　昨年は、法律や県条例等の決まり事
に反する委員報酬や契約であったということですね。
いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　そうでは
ございません。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　その根拠は何ですか。

　それでは、委員報酬の２万7000円と8400円の根拠
を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　まず、前
年度の万国津梁会議の委員謝金の考え方について申し
上げたいと思います。
　前年度におきましては、万国津梁会議で各分野の有
識者が県政における重要課題の解決促進に向け、それ
ぞれの専門分野について調査研究を行い、それらを踏
まえた効果的な議論を行うこととされ、また意見の表
明にとどまらず調査研究内容の発表も期待されるとい
うことで、知事が特に命ずる事項について調査研究を
し、知事に進言することを職務とする沖縄県政策参与
の謝礼金額に準じた日額２万7000円を全てのテーマ
において統一して設定をさせていただきました。
　一方、令和２年度でございますけれども、年度当初
までに５つのテーマが定まりましたので、委員の謝礼
金についても関係部局と議論をし検討した結果、予算
についてはテーマ所管課へ分任をすることとし、テー
マ所管課において各テーマにおきます個別事情も勘案
して設定することとした次第でございます。
　なお、昨年度の謝礼金につきましては、万国津梁会
議の住民監査結果におきまして、監査委員３名全員が
万国津梁会議の委員報酬は職責を考慮して設定された
ものであると意見をされましたことから、妥当な金額
であったというふうに考えているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　私が聞いているのは、委員報酬２万
7000円と8400円の法的、条例的その根拠を示してく
ださいということです。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　２万7000
円につきましては、先ほど申し上げたところでござい
ますけれども、今年度はそれぞれの部局ごとに、それ
ぞれのテーマの個別事情等も勘案して設定しておりま
す。ちなみに令和２年度の海外ネットワークという
新しいテーマでございます。県系人を基軸といたしま
したネットワークづくりというのは、沖縄県特有の先
進的な取組でございまして、国内外、県系人の活動状
況やネットワークの活用状況等、会議のための情報収
集、資料作成などに関しましては、県で対応が可能と
なっております。よって、その委員につきましては、
通常の会合の委員の職責と同様に専門的な知見に基づ
いた意見、提案を行っていただくことを予定しており
ますので、そういった観点から会合の構成員に対する
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謝礼金、日額8400円と設定いたしました。いずれに
いたしましても、職責に応じたそれぞれの金額設定と
いうことで認識をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　8400円というのは、平成18年３月
31日の総務部長通知によるものじゃありませんか。
同時にまた参与２万7000円に準ずるということです
けれども、この参与に準ずるという県の決まりがある
んですか。出してください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時31分休憩
　　　午前10時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　政策参与
の給与が２万7000円ということでございます。それ
に準じた額ということで御理解賜りたいと思います。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時32分休憩
　　　午前10時32分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　おっしゃ
るとおり、参与という特別職の報酬ということで規定
をされているところでございます。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時32分休憩
　　　午前10時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　それは、その政策参与の職責と同等の職責をこの万
国津梁会議の委員謝金、前年度の場合は先ほども言い
ましたけれども、調査研究内容の発表も期待されると
いったようなことから、それは政策参与の職責と同等
であるということでその額に準じて報酬として設定さ
れたということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時33分休憩
　　　午前10時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　これは、
あくまでも準じて設定されたということでございまし
て、明記をされているというものではございません。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。

○照屋　守之君　規則に明記されていない委員報酬
を設定した。これは、地方自治法第138条の４第３項
に規定される、附属機関はその法律の下で県条例や県
規則がつくられているということです。
　万国津梁会議は、法律が定める附属機関ではありま
せんから、この法律や県条例、規則の適用はできない
んですよ。そうでしょう。いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　おっしゃ
るとおりでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　おっしゃるとおりでございますと
は、違法行為を認めているんですか執行部は。違法行
為を認めているんですよ、２万7000円。規則に全部
あるんですよ、これ。参与の２万7000円も沖縄振興
審議会委員の報酬も9300円、全部ある。そこの中に
万国津梁会議委員は入っていない。ですからこの地方
自治法とか規則に違反しているんですよ。それを認め
ていながら、こういうことをやっていく。おかしいん
じゃないですか。
　それとこの万国津梁会議委員は、報酬は何が適当か
というと、先ほどからありますように18年の総務部
長が提示した会合の8400円、これが法的、条例的な
根拠なんですよ。違いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　この万国
津梁会議委員の報酬の額を決めるに当たりましては、
あくまでも前年度と今年度の職責の差に基づいて定め
ることが適正、合理的であると考えておりまして、そ
のために前年度と今年度の職責の差を先ほど申し上
げ、２万7000円と8400円に設定したというところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　今年度と前年度の違いじゃないで
すよ。皆様方が仕事するのは、法律や条例や規則やそ
れにのっとってどうかという視点でしょう。今まで全
部8400円ですよ。基地問題も含めて、委員の報酬は。
ですからこれ、違法行為です。違法行為で昨年も２万
7000円の委員報酬を設定をした。そうなるとどうな
りますか。今年も違法、去年も違法だった。去年の契
約そのもの自体も違法だったということになるわけで
すよ。とんでもない話じゃないですか。
　議長、これは、ぜひ県議会に特別委員会を設置して、
その今の議論の違いを審議しましょうよ。原因究明し
ましょうよ。これ、今基本的な委員の報酬が法律では
認められない２万7000円に設定をして、一方では総
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務部長通達で8400円って決まっているのに３倍以上
の委員報酬を設定をして、その委員に支払うわけで
しょう。それを基に積算をして契約をするわけでしょ
う。じゃまた違法行為じゃないですか。
　併せて先ほど言いましたように、徳森りまさんの参
考人招致も必要だということになれば、県議会で特別
委員会を設置して真相究明をする必要があるんじゃな
いですか。議長、取り計らいをお願いします。いかが
ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時37分休憩
　　　午前10時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　ただいま照屋守之君から申出がありました件につき
ましては、議長において対応を検討してまいりますの
で御了承願います。
○照屋　守之君　次に、万国津梁会議……
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時39分休憩
　　　午前10時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○照屋　守之君　万国津梁会議の進め方の確認です。
これを私は自分でつくってきたんですけれども、（パ
ネルを掲示）　これは、今まで万国津梁会議は、従来
はこの会議委託なし、県職員が担当して経費をかけ
てやるという従来のやり方でした。今年は、これま
でのような形に戻すということですか。前回は会議
委託1000万も1400万も委託しましたね。今回はこの
1000万円の部分は抜きにして、県職員が対応する。
従来のやり方に戻すということですね。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　このあた
りの委託するか、直接執行するかということは、今年
度は５つのテーマそれぞれで担当部局に振っておりま
すので、それぞれの担当部局ごとに執行体制は異なる
ということでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　先ほど、今の質問の前の
質問のやり取りの中でちょっと違いがあると思います
が、照屋議員は報酬というような発言をしております。
ところが万国津梁会議で委員に支払いしているのは、
報償費でございます。
　議員御指摘のように、報酬であれば条例、規則で定
めないといけないということはございますが、報償費
は謝礼でございますので、そういった条例、規則で定
めなければならないというようなことではないという

ことで県は整理しているところでございます。
○照屋　守之君　議長、休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時41分休憩
　　　午前10時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　照屋守之君。
○照屋　守之君　副知事がおっしゃるように、そうい
うことですか。じゃ平成18年３月31日総務部長から
各部局長に通達したこの基準についての通知、全部説
明してください。全部説明してください、これを。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時42分休憩
　　　午前10時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　ちょっと通知を読み上げ
る形でお答えしたいと思います。
　まず18年３月31日付で各部長に総務部長から、「審
議会等の構成員に対する謝礼金支払基準について（通
知）」としております。「「審議会等（「附属機関」
及び「会合」）の構成員に対する謝礼金の支払い基準
については、平成18年４月１日より下記のとおりと
しますので、取扱いに遺漏のないよう周知願います。」、
１としまして、その前の平成８年の通知は廃止する
と。２としまして、「「付属機関」の構成員に対する
謝礼金は、「沖縄県特別職に属する非常勤職員の報酬
及び費用弁償に関する規則」に基づく「報酬」として
支払うこととする。」、「「会合」の構成員に対する謝
礼金は、「報償費」として支払うこととする。」４と
しまして、「「会合」の構成員に対する謝礼金の日額
は「8,400円」とし、平成18年４月１日から適用する。」
５としまして、「４の基準によりがたい場合は、財政
課長に協議して定めるものとする。」と。さらに「※
審議会等の区分については、沖縄県付属機関等の設置
及び運営に関する基本方針に基づき、法律又は条例に
基づき設置される合議制の「付属機関」とし、これに
該当しないものについては「会合」として整理された
ところである。」というふうに通知が出されておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　今総務部長が説明したとおりです
よ。会合の構成員に対する謝礼金を報償費として支払
う。謝礼金の日額は、8400円。２万7000円じゃない
ですよ。何言っているんですか。ですから、今、執行
部は異論もあるようですから、ぜひこれは特別委員会
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でしっかり審査しましょうよ。この法律とか条例。そ
れを望んでいるみたいですから、やりましょうね。特
別委員会の設置をお願いします。
　どこまで行っていましたか私、これは。
　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時44分休憩
　　　午前10時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　前年度は、
３つのテーマ以外にもまた新たにテーマが加わるとい
う可能性もございましたので、効率的に業務執行をし
ていくという観点で統一的に文化観光スポーツ部が取
り、受託をし、そしてそれを民間に委託をして執行す
るという形にしましたけれども、今年度は当初から５
つのテーマが決まっておりまして、それぞれの担当部
局で執行するということで、それぞれのテーマの個別
の状況等に応じてその辺の執行体制も決まっていると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　去年、2400万、今年もしこの会議
委託がなくて、県職員が担当することになれば、この
昨年の1000万、人件費分。これは大変な問題ですよ。
県職員ができるのに、外部委託をして1000万払った。
これは大問題ですよ。本来県は全部全てこういう方式
でやったんじゃないですか。沖縄県振興審議会もそう
でしょう。県の職員が段取りしているんでしょう。違
いますか部長。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　振興審議会については、
昨年度２回開催いたしまして、その開催については職
員のほうで対応したところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　そうですよ。ですから、今、昨年の
2400万についてはこの1000万分、余分に払っている
ことになる。これどういうことですか。受託者には有
益ですよ。県にとっては不利益ですよ。不利益を被っ
ているんですよ。これはどういうことか分かりますか。
背任行為ですよ。払わなくていいお金を、県の職員で
対応できるものを県から受託者に1000万払って。こ
れ背任行為じゃないですか、いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　前年度は、
決まっていないテーマがまだあったということでそれ
も含めて一括して文化観光スポーツ部がその業務を

担ったと。一方で、新たに加わるテーマも含めてそれ
ぞれ専門的な知見が求められることでございましたの
で、そこは横断的に動ける体制を迅速につくる必要が
あったということで、委託をして業務を執行したと。
それは合理的だというふうに考えております。そのこ
とに関しまして、住民監査結果におきましても監査委
員３名全員が委託の必要性というのは、効率性、業務
負担の軽減の観点から判断されるものであって、契約
は一連の手続を適正に行っていることを確認、違法・
不当な契約締結であるとは言えないという意見がなさ
れているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　議長、これも特別委員会ものです
よ。本当に県に対して1000万の損失を与えるかどう
か。背任行為に当たるかどうか。これもぜひ特別委員
会でお願いしますね。
　次に、玉城知事はなぜ徳森りまこと、金城リンダさ
んが講師になっている梨の木ピースアカデミーのオー
プンイベントに公務として参加したか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　このイベ
ントにつきましては、コーディネーターの恵泉女学園
大学教授の李泳采氏から秘書課に依頼があったもので
ございます。先方の趣旨として、梨の木ピースアカデ
ミーには、日本や東アジアの国際関係、特に沖縄や韓
国との交流に関心を持っている参加者が多く予定され
ておりますことから、日本、沖縄、韓国間をはじめ東
アジアの市民交流、学生交流、観光交流の活性化を応
援する内容で、ソウル市の教育庁教育監と知事にトー
クイベントへの参加をお願いしたいとのことでござい
ました。
　沖縄県といたしましては、そのオープニングイベン
トが韓国との地域間交流につながるような内容である
と考えまして、他の観光交流イベントと同様に、県の
観光交流施策を推進する一環として無料のオープニン
グイベントに知事が参加したものでございます。公務
として参加したものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　梨の木ピースアカデミーの、団体の
目的、組織、役員、活動実績、活動予定及び講師、説
明をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　梨の木
ピースアカデミー、こちらで知り得ている情報でござ
いますけれども、ソウルにあります複数の市民団体と
日本の市民団体によります合同交流の成果に基づいて
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始まった取組であり、現在オンラインとオフラインを
組み合わせた市民講座を実施しているというふうに承
知をしております。
　共同代表といたしまして、内海愛子氏、大阪経済法
科大学特任教授、それから羽田ゆみ子氏、これは梨の
木舎でございます。コーディネーターが李泳采氏とい
うところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時50分休憩
　　　午前10時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　梨の木
ピースアカデミーそのものは始まったばかりでござい
まして、これから活動をいろいろと展開していくだろ
うと認識しているところでございます。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時50分休憩
　　　午前10時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　その母体
の話ですけれども、梨の木ピースアカデミーを主催し
ている梨の木舎は出版社でございまして、韓国語教室
などを通して地域の人々や世界の人々をつなぐ活動を
行っているというふうに聞いておりまして、梨の木舎
そのものが出版した書籍のテーマは、現代史、朝鮮半
島、憲法、差別、女性学、健康等多岐にわたると承知
しております。
　今後の活動予定とかの詳細については、今のところ
承知はしておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時51分休憩
　　　午前10時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　これはサ
イトから拾い上げておりますけれども、いろいろと多
岐にわたっておりまして、かなりの数に上りますこと
から、ちょっと答弁はこちらでは差し控えさせていた
だきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時52分休憩
　　　午前10時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　この講座
では、いろいろなテーマを扱っております。ジェンダー
問題ですとか、ウイズ・コロナ時代のライフスタイル
をテーマにしたものですとか、もろもろ多岐にわたる
テーマを講座としているというふうに認識をしており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時53分休憩
　　　午前10時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　講師の名
前を少し読み上げさせていただきます。
　和田春樹さんという方、東京大学の名誉教授でござ
います。それから、内海愛子さん、先ほど申し上げま
した大阪経済法科大学の特任教授でございます。それ
から烏山淳さん、琉球大学教授、それから高田健さん、
それから坂本洋子さん、それから山岡幹郎様等々、い
ろいろでございます。かなり多岐にわたっております。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時55分休憩
　　　午前10時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　照屋守之君。
○照屋　守之君　それでは、梨の木ピースアカデミー
のコース１から６、日本とアジアから、金城リンダさ
んも入っております沖縄イメージ、この説明をお願い
できませんか。コース１から６。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時58分休憩
　　　午前10時58分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　今、私の
手元にございますのはコース３の第１回から第５回、
第１回で金城リンダさんが講師になっています。「沖
縄イメージ「あなたにとっての沖縄」とは？」、それ
から第２回目でやはり金城リンダさん。「１コマで学
べる！琉球・沖縄ヒストリー旅」、第３回「世界の紛
争と沖縄戦」、金城リンダさん。第５回、「今さら聞け
ない！なにが問題？沖縄と米軍基地」というような内
容になっております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　この講座は有料ですね。金額と定
員、説明してください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　受講料が
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9000円となっております。
○照屋　守之君　定員は。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時59分休憩
　　　午前10時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　定員は50
名となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　執行部から金城リンダさんが講師、
明確に答弁していただいた。それを受講は有料でとい
う。これ６つのコースで9000円掛ける50名の６コー
スで270万になるんです。
　知事はこの公の立場で、公務で広告塔になっている
んですね。この有料サイトにアクセスをさせるために
やっている。これは、金城リンダさんやあるいは特定
の団体の利益につながる。そういうことですよね、い
かがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時０分休憩
　　　午前11時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　知事が参
加したのはオープニングイベントでこれは無料でござ
います。ということもございますし、このイベントは
日韓両国、沖縄を含む東アジアの教育交流、市民交流、
観光交流の活性化を目的といたしまして、韓国側の来
賓といたしましてはソウル市の教育監チョ・ヒヨンさ
んが参加して基調講演を行っているところでございま
す。
　知事が当該イベントに公務として参加した理由とい
うのは、そういった趣旨に賛同してあくまでも公務と
して参加したということでございまして、この有料講
座に関して知事のほうから誘導してそこに勧誘すると
いったようなことは一切ございませんでしたし、知事
が参加している間、主催者から視聴者への勧誘等は全
くございませんでした。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、知事はそうは考えていな
くても主催者はそう思っているんです。金城リンダさ
んたちはそう思っているんですよ。無料サイトから有
料サイトに誘導する。与党議員の皆様方が選挙で知事
応援お願いするでしょう。あれ知事の顔で票を集める
という、そういうことですよ。全く一緒ですよ。広告
塔ですよ。それに加担しているんですよ。普通そうじゃ

ないですか。ですから、そういうことも含めて、なぜ
知事の動画が消去されたんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　これに関
しては、県のほうで主催した動画でもございませんの
で、そこに関しては関知をしているところではござい
ません。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　主催者は何と言っておりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　主催者と
いうのは、ピースアカデミーのことかと思いますけれ
ども、そこに関してはこちらからは尋ねたことはござ
いません。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　県議会の最中に、動画が消える。あ
り得ないことですね。主催者は県議会のことを知りま
せんよ。県議会でこの問題があるというのは知らない
ですよ。これ県が指示して消去させたんでしょう。い
かがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　そういう
事実はございません。
○議長（赤嶺　昇君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　そう言わざるを得ないんでしょう
ね。活動実態もない団体の営利活動に知事が庁舎内で
応援動画に出演、県庁初のことじゃありませんか。全
く万国津梁会議のこの会食問題と一緒じゃないです
か。活動実態のない団体が受注をして、2400万です
よ。今は活動のない団体に実績もないのに知事が加担
をして、270万のその活動費、それを集めるために加
担しているんでしょう。全くおかしいんじゃないです
か。地公法や公平性、政治倫理上の大問題じゃないで
すか。そういう認識ありますか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　先ほど来
申し上げておりますとおり、知事は公務として参加を
したものであり、その行為は全く間違っていないと認
識をしております。
○照屋　守之君　時間ないでしょうもう。終わり、３
分間おまけ。
○議長（赤嶺　昇君）　終わりでございます。
○照屋　守之君　終わりですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時４分休憩
　　　午前11時５分再開
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○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　上原　章君。
　　　〔上原　章君登壇〕
○上原　　章君　おはようございます。
　公明党会派の上原章でございます。
　九州を中心とした記録的豪雨は、84河川、100か
所以上で氾濫が確認され、19の県で１万3000棟以上
の住宅が浸水や土砂崩れによる倒壊などの被害を受
け、令和２年７月豪雨と命名されました。多くの貴い
命が失われ、被災地では今なお警戒態勢が続いており
ます。犠牲になられた方の御冥福を心よりお祈り申し
上げ、一日も早い復旧・復興を御祈念申し上げます。
　本県においても台風をはじめ、大雨等による自然災
害に対する取組は最重要課題であり、発生してからで
は遅く、災害時における事例や日常生活の中で警告が
鳴らされる課題に真摯に向き合い、不断の対策をきめ
細かく講じることが命を守る防災・減災につながると
考えます。
　県においては、災害に対する備え、対策は全庁挙げ
て万全を期す、離島を含め各市町村からの災害対策の
要望、県民からの訴え、声を一つも聞き漏らさない、
より丁寧な対応をしていくことを改めて全職員に徹
底、確認をお願い申し上げたいと思います。
　それでは、通告に基づき質問を行います。
　１、新型コロナウイルス感染症対策についてお尋ね
します。
　県内では69日ぶりに新たな感染者が確認され、米
軍基地内でも感染者が相次いで確認されています。先
ほども御報告がございましたが、県内の米軍基地で
11日までに60人を超える感染者が確認され、うち38
人が普天間飛行場で確認されたとのこと。基地内でク
ラスター、集団感染が発生していると見られていま
す。そして６月と７月に、県内中部で大規模なバーベ
キューパーティーが開かれ、米軍関係者や日本人も参
加していた。イベントに参加していた米軍関係者らは
隔離されているとの情報もあります。耳を疑うような
報告です。このことは質問通告後に報道がなされた看
過できない問題でありますので、議長と執行部には連
絡を済ませており、先例を踏まえて質問を行いたいと
思います。
　(1)、実態と情報開示はどうなっているか。感染者
の行動歴や濃厚接触者情報、その対応を伺います。
　(2)、基地内の医療体制や基地内従業員及び出入り
業者の検査体制はどうなっているか。
　(3)、県内への影響、対策を伺います。
　第２、第３波が懸念され、県内に県外・国外から絶

対に感染侵入を許さない。知事には感染対策に対する
断固たる強い姿勢、リーダーシップ、迅速な行動が求
められています。特に離島を含め各市町村、経済界等
から徹底した水際対策に万全を尽くしてもらいたいと
の声が数多く寄せられています。歴史上経験したこと
のない地球的規模の健康危機、国難とも言われる難局
と直面し、今、国民・県民の命と暮らしを守る強い政
治、責任ある政治が求められています。第１波を経験
し、全ての県民が徹底した水際対策、効果的対策を知
事に求めております。
　そこで質問です。
　(1)、空港、港湾でのサーモグラフィー設置状況及
び期限について伺います。
　(2)、空港、港湾でのＰＣＲ検査ができないか伺い
ます。
　(3)、東京都の感染拡大が懸念されているが、離島
を含め県内空港での東京直行便等に対する水際対策は
どうなっているか。
　(4)、沖縄県公共交通安全・安心確保支援事業の内
容と効果を伺います。
　(5)、国は経営難などで事業主から休業手当が支払
われない場合、労働者本人からの直接申請に応じる新
たな給付制度の創設を打ち出しています。周知と手続
等への支援体制が必要と考えるが、内容と県の対応を
伺います。
　(6)、うちなーんちゅ応援プロジェクトの取組効果
を伺います。
　(7)、おきなわ彩発見キャンペーン事業の取組効果
を伺います。
　(8)、認可外保育施設研修事業がコロナの影響で開
催時期が決まっていないとのこと。オンライン等工夫
して対応できないか伺います。
　次に、県内畜産業における血統不一致問題について。
　(1)、影響と課題、対策を伺います。
　(2)、信頼回復のために全頭検査が求められている
が、県は予算を組んで対応すべきと考えるがどうか。
　(3)、購買者からの賠償請求について、県の支援は
どうか。
　次に、特別支援学校について。
　(1)、島尻特別支援学校の幼稚部における本年度定
員数及び申込数を伺います。
　(2)、幼稚部に入学できなかった児童の対応を伺い
ます。
　(3)、那覇みらい支援学校に幼稚部を設置する考え
はないか伺います。
　次に、公営住宅の運営・管理について。
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　(1)、共益費の滞納対策はどうなっているか、改善
しているか。
　(2)、空き室の実情に合わせ自治会への共益費に代
わる支援補助が必要と思うが、対応を伺います。
　(3)、緊急時の停電対応による発電機設置について、
購入補助はどうなっているか。
　次に、南風原町字宮城、宮平、大名の境に架かる前
田橋付近の国場川が増水し再三土手が崩れ危険な状況
です。早急な対策が必要と考えるが取組を伺います。
　我が会派の代表質問との関連で、首里城再建と地域
復興についてお尋ねします。
　(1)、知事は首里杜構想を見直すとありましたが、
策定について有識者検討委員会の設置及び復興基本計
画との兼ね合いはどうなるのか。
　(2)、周辺整備の課題及び通り会や周辺の売店、店
舗等への支援について伺います。
　(3)、火災により損失したイベント業者への支援に
ついて。
　知事が会長を務める実行委員会が契約した元請業
者から組踊上演300周年の式典と、公演の制作を請け
負った７つの業者が苦境に立たされています。火災の
責任が明確にならない中で、多額の損失を被り苦しん
でいる末端の業者を救済することができないか伺いま
す。
　以上、質問を終わりますが、答弁によりましては再
質問をさせていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　上原章議員の御質問にお答
えいたします。
　新型コロナウイルス感染症対策についての御質問の
中の１の(6)、うちなーんちゅ応援プロジェクトの取
組効果についてお答えいたします。
　沖縄県では、新型コロナウイルス感染症拡大による
外出自粛等により、経済的な影響が大きい飲食業・小
売業をはじめ、特措法に基づく休業要請に応じた中小
企業者等を対象に、経済的な痛みに寄り添い、事業継
続を後押しするための県独自の給付事業として、うち
なーんちゅ応援プロジェクトを４月末から開始したと
ころであります。このプロジェクトは、使途を限定せ
ず、スピード感を持って、いち早く事業者へ支援金を
お届けすることとしており、事業継続の一助として、
幅広く活用していただけるものと考えております。
　沖縄県としては、今後、対象業種を広げ、安全・安
心な島づくり応援プロジェクト等による支援を行うと
ともに、引き続き新型コロナウイルス感染症対応資金

等の県の融資制度、国等の各種支援策の活用促進につ
いて関係機関と連携を図りながら、中小企業者等への
事業継続支援に取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長等から答弁
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
○政策調整監（島袋芳敬君）　６、我が党の代表質問
との関連についての御質問のうち(1)、新・首里杜構
想の策定についてお答えいたします。
　首里城復興基本方針では、首里城周辺地域が琉球文
化を体現できる場となるよう取り組むこととしてお
り、県では策定から36年が経過する首里杜構想につ
いて、首里城復興基本方針の考え方や社会環境の変化
に対応するため、首里城復興基本計画の策定に合わせ
て見直していきます。
　首里城復興基本計画の策定に当たっては、歴史、文
化、地域振興、都市計画などの分野に精通した方々で
構成する有識者懇談会を設置し、新・首里杜構想の方
向性などについて御意見を頂き、国、那覇市の意見も
踏まえ、来年３月をめどに取りまとめていきたいと考
えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず、追加質問の
ございました米軍基地での60人を超す新型コロナウ
イルス感染拡大についての御質問の中の(1)、感染者
の情報についてお答えいたします。
　基地内における新型コロナ感染症に関する情報共有
は、2013年に交わした日米合同委員会の覚書に基づ
き、海軍病院と保健医療部の間で情報交換を行ってお
ります。
　県としましては、県民への感染防止対策上、必要な
情報は引き続き求めているところです。特に日本人基
地従業員との接触状況や、基地外での行動歴について
は情報を入手しており、保健所において濃厚接触者の
検査や商業施設の調査を行っております。しかしなが
ら、今回の急激な増加に当たりましては、これらの情
報がいまだ少ないことから必要な情報の提供を求める
とともに、米軍関係者と接触のある県民のＰＣＲ検査
を積極的に実施してまいります。
　同じく(2)、基地従業員等の検査についてお答えい
たします。
　県では、患者と接触した可能性のある基地従業員や、
接触歴が明らかでない場合でも保健所へ相談し、検査
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を行っております。また、現在、基地従業員が検査を
受けやすくするため、中部地区における検体採取セン
ターの立ち上げ及び中部地区で検体採取が可能な医療
機関との契約を急いでいるところです。
　同じく(3)、県内への影響と対策についてお答えい
たします。
　普天間基地、キャンプ・ハンセンでの急激な感染者
増加を受け、基地従業員や飲食店など、県民への感染
リスクが高まっていると認識しております。県では、
昨日県立中部病院を中心に、北谷町の協力を得て、７
月12日10時から16時に北谷町役場前にて、米兵と接
触した可能性のある飲食店などで働く従業員などを対
象にＰＣＲ検査を実施しました。合計で130名が検査
を受けましたが、結果は14日に判明し、個人へ通知
するとともに陽性者は感染症法に基づき、入院等の措
置が取られることになります。また、米軍関係者と接
触した方で症状が認められる方はコールセンターへ相
談し、早めに医療機関を受診するよう呼びかけている
ところでございます。併せて検査協力医療機関におけ
る検査体制の強化、検体採取センターの設置を早急に
実施してまいります。
　御質問の１、新型コロナウイルス感染症対策につい
ての御質問の中の(2)、空港、港湾でのＰＣＲ検査に
ついてお答えいたします。
　第２波に備え感染症の水際対策は重要であると認識
しております。現在、空港や港においては、サーモグ
ラフィーや非接触型体温計による検温が行われており
ますが、発熱を感知された方については、症状や接触
歴、行動歴等を確認し、必要に応じてＰＣＲ検査等に
つなげる仕組みを構築することが重要であると考えて
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、新型コロナウイルス
感染症対策についての(1)及び(3)のうち、那覇空港に
おける水際対策とサーモグラフィー設置状況等につい
て。１の(1)と１の(3)は関連しますので、恐縮ですが
一括してお答えいたします。
　現在、那覇空港では、沖縄県が、国内線の到着口２
か所と出発口保安検査場前３か所にサーモグラフィー
を設置し、体温確認を行っており、発熱が感知された
場合は、旅行者専用相談センターＴＡＣＯにおいて、
看護師による問診等を踏まえ、指定医療機関等でのＰ
ＣＲ検査につなげることとしております。また、サー
モグラフィー設置については、今年の10月末まで予

算措置しておりますが、今後の新型コロナウイルスの
感染状況等を踏まえ、必要に応じて運用を延長してま
いります。
　同じく１の(4)、沖縄県公共交通安全・安心確保支
援事業についてお答えいたします。
　公共交通は、県民及び観光客の移動手段としての役
割を果たす重要な公共インフラであり、県民の日常生
活、経済活動を維持するためには、公共交通機関にお
ける適切な感染防止対策が不可欠であると考えており
ます。このため、県は、沖縄県公共交通安全・安心確
保支援事業において、路線バス約20社に約4200万円、
法人タクシー約150社に約１億5000万円、離島航路
事業者16社に680万円及び離島空路事業者１社に700
万円の奨励金を支給することとしております。
　県としましては、本奨励金を有効に活用していただ
くことにより、公共交通機関における持続的な感染防
止対策の定着を目指したいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　１、新型コロナウイ
ルス感染症対策についての御質問のうち(1)、離島空
港、港湾における水際対策等についてお答えいたしま
す。
　県管理空港では、定期便が就航する新石垣空港、宮
古空港、久米島空港、与那国空港、南大東空港、北大
東空港、下地島空港にサーモグラフィーを設置してお
ります。サーモグラフィーの設置期間については、新
型コロナウイルス感染症対策の状況を踏まえて判断し
たいと考えております。なお、離島港湾では、サーモ
グラフィーではなく、非接触型体温計による乗客の体
温測定を実施しております。
　次に１の(3)、離島空港における県外空港直行便の
水際対策についてお答えいたします。
　新石垣空港、宮古空港、下地島空港に就航する県外
直行便については、全ての出発空港において、乗客に
対して搭乗前に検温が行われております。また、定期
便が就航する県管理空港においては、到着口にサーモ
グラフィーを設置し、入域者に対する検温を行ってお
ります。発熱が確認された方については、搭乗自粛や
連絡先等の提供依頼が行われております。なお、連絡
先等を提供いただいた方については、健康観察を行う
ため関係部局へ引き継いでおります。
　次に４、公営住宅の運営・管理についての御質問の
うち(1)、県営住宅の共益費の滞納対策についてお答
えいたします。
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　県営住宅の共益費については、団地自治会から協力
依頼を受けて、指定管理者を通して臨戸訪問による納
付指導等を実施しております。県営住宅の共益費は、
入居者が共通して使用する集会所をはじめ、共同水栓、
共用部分の照明器具等の管理などに要する費用である
ため、団地自治会が電力会社等と契約しており、全国
的にも団地自治会が徴収し、支払っている状況であり
ます。このため、共益費の徴収状況に関して県は把握
しておりませんが、今後とも自治会と連携を図り、共
益費の滞納対策を支援してまいります。
　次に４の(2)、県営住宅の共益費への支援について
お答えいたします。
　県営住宅においては、建て替えに伴う取り壊しや建
て替え団地入居者の移転先を確保するため、政策的に
空き家を確保しております。そのため県では、令和元
年度の対象の31団地に対し、政策空き家の確保に伴
う共益費の減少分の９割の支援を行っております。今
後とも継続して支援できるよう、予算の確保に努めて
まいります。
　次に４の(3)、県営住宅への発電機設置に対する補
助についてお答えいたします。
　県営住宅においては、緊急時に使用する発電機を新
たに設置するスペースの確保、使用頻度及び維持管理
費等の観点から、発電機を常時設置することは困難と
考えております。
　県としては、停電時に断水が発生しないよう、指定
管理者の委託事業者が給水ポンプの稼働に必要となる
リース発電機を確保することとしております。
　次に５、国場川増水による土手崩れへの対策につい
ての(1)、国場川前田橋付近の護岸整備の取組につい
てお答えいたします。
　国場川前田橋付近の土羽護岸については、令和元年
５月、同年６月及び令和２年５月の大雨により護岸の
洗掘が発生しております。県では護岸が洗掘を受ける
たびに、応急対策を実施しており、現在、さらなる対
策として、河道狭隘部の河積確保の検討や土留め等の
対策工事に着手しております。
　県としては、引き続き地域住民の安全・安心を図る
ため、増水時被害の軽減に向けて取り組んでまいりま
す。
　６、我が党の代表質問との関連についての御質問の
うち(2)、周辺整備の課題及び対応についてお答えい
たします。
　首里城周辺地域の活性化に向けては、北城郭等での
プロジェクションマッピング上映や中城御殿跡地での
破損瓦を利活用した、ものづくり体験等のイベントの

ほか、石畳や玉陵などを周遊するコース等の情報発信
を行っていきたいと考えております。
　県としては、引き続き国や那覇市、関係機関等と連
携して、首里城の再建及び周辺地域の活性化に取り組
んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、新型コロナウイ
ルス感染症対策についての御質問の中の(5)、新たな
給付制度の内容と県の対応についてお答えいたしま
す。
　国においては、新型コロナウイルス感染症等の影響
により休業させられた労働者のうち、休業中の賃金を
受けることができなかった者に対して新型コロナウイ
ルス感染症対応休業支援金・給付金を支給することと
しております。同制度は、労働者の申請により、月額
33万円を上限に、休業前賃金の80％を休業実績に応
じて支給する制度となっており、パート・アルバイト
等も対象となっております。
　県では、沖縄労働局と連携し、制度周知や情報提供
を行うなど、新たな給付制度の活用促進を図ってまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　１、新型
コロナウイルス感染症対策についての(7)、おきなわ
彩発見キャンペーン事業についてお答えいたします。
　本事業は、新型コロナウイルス感染症拡大により落
ち込んだ旅行需要の早期回復を図るため、旅行商品代
金に対して県が補助を行い、県民向けの県内旅行需要
を喚起することを目的として実施しております。第
１弾は６月５日から事業を開始しており、予算の約
93％を支出し、好調な売行きとなっております。第
２弾におきましては、補助対象を6000円未満の旅行
商品に広げることにより、民宿・民泊等の宿泊施設に
ついて幅広く支援することとしております。
　続きまして６、我が党の代表質問との関連について
の(3)、火災により被害を受けたイベント業者への支
援についてお答えいたします。
　首里城の火災による機材等への損害については、発
注者である実行委員会、受託事業者、下請事業者のい
ずれにも責任はないことから、直接補償を行うことは
難しいと考えておりますが、どのような対応が可能か、
関係部局とも相談してまいりたいと考えております。
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　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、新型
コロナウイルス感染症対策についての御質問の中の
(8)、認可外保育施設研修事業の実施についてお答え
いたします。
　県では、認可外保育施設の入所児童の処遇及び保育
の質の向上を図るため、認可外保育施設に対し、研修
の実施及び安全対策や教材等の購入経費の一部を補助
する認可外保育施設研修事業を実施しております。今
年度の研修につきましては、５月に実施する予定で進
めておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大
に伴い、やむなく延期することとしたところです。現
在、県では、オンライン研修等の実施を検討している
ところであり、速やかな実施に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　２、県内畜産業にお
ける血統不一致問題についての御質問の中の(1)、血
統不一致の影響と対策についてお答えします。
　久米島町における血統不一致は、肉用牛の産地とし
ての信頼を損なう事案であり、当該家畜人工授精師に
対し、家畜改良増殖法に基づく４回の立入検査を行う
など、実態解明に取り組んでいるところであります。
また、今年４月21日から実働する全家畜人工授精師
295名を対象に、立入検査を実施しているところであ
り、６月末までに269名の検査を終了したところであ
ります。
　県としましては、３月に設置した沖縄県家畜人工授
精適正化会議において再発防止対策を検討するととも
に、家畜市場の開設者であるＪＡおきなわと連携し、
購買者との意見交換を行うなど、県産和牛子牛の信頼
回復の取組を進めているところであります。
　同じく２の(2)と２の(3)、血統不一致の県の対応に
ついてお答えします。２の(2)と２の(3)は関連します
ので、恐縮でございますが一括してお答えします。
　久米島町における血統不一致事案については、同一
家畜人工授精師による多数の事例が判明しておりま
す。このため、当該家畜人工授精師に係る実態を解明
するためのＤＮＡ検査を優先的に行っているところで
あります。今回の血統不一致事案は、農家の経営に及
ぼす影響も大きいことから、生産者や関係団体からの
情報収集に努め、必要な対応を検討してまいります。
　県としましては、引き続き生産者の不安の解消、購

買者の信頼回復に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　３、特別支援学校について
の御質問の中の(1)及び(2)、島尻特別支援学校幼稚部
の入学定員等についてお答えします。３の(1)と３の
(2)は関連いたしますので、恐縮ですが一括してお答
えいたします。
　幼児期においては、障害のある子供とない子供が地
域の中で共に成長することが大切であると考えており
ます。特別支援学校幼稚部は、市町村の幼稚園等で支
援が困難な幼児の教育を行うとともに、保護者の養育
支援やセンター的機能として市町村の幼稚園等におけ
る教育を支援する役割を担っております。島尻特別支
援学校幼稚部の定員は、５人となっており、令和２
年度の志願者数は11人でした。入学選考においては、
知的障害の程度を把握するための発達検査や保護者の
保育参加の可否などを総合的に判断し決定しておりま
す。幼稚部に入学できなかった幼児に対しては、定期
的な保護者との教育相談等を行うとともに、在籍して
いる幼稚園等へ幼稚部の教諭が訪問するなど支援を
行っているところであります。
　県教育委員会としましては、今後とも市町村、関係
部局と連携し、障害のある幼児の教育の充実に努めて
まいります。
　同じく(3)、那覇みらい支援学校の幼稚部について
お答えします。
　那覇みらい支援学校の設置については、保護者代表
や学識経験者を含めた学校設置基本方針検討委員会の
意見などを踏まえて、基本方針を決定しております。
その中で、幼稚部につきましては、那覇市内の幼稚園
等の受入体制が整備されていることなどから、那覇・
南部地区の特別支援学校における小・中・高等部の過
密解消を優先したところであります。
　県教育委員会としましては、引き続き那覇みらい支
援学校の開校に取り組み、教育環境の充実に努めてま
いります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　御答弁ありがとうございました。
　幾つか再質問をさせていただきたいと思います。
　まず追加質問について、基地内の感染拡大、本当に
この報道は、多くの県民が衝撃を受けたと思います。
知事においては全力で今取り組んでいる感染対策と同
時に、本当に基地の中で何が起きているのか、また関
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わる関係者の皆さん、安心させていただけるように
しっかり総力を挙げていただきたいんです。まず基地
内での感染について、合同会議を早急に持つ必要があ
ると思うんですが、具体的にいつ、どういった構成で
会議をしていく予定ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　まず、構成でございますけれども、具体的には米側
の公衆衛生当局、それから海兵隊の政務外交部、沖縄
県におきましては、基地対策課と地域保健課、こういっ
た構成メンバーでもって検討会議を設置したいという
ことで、できるだけ早期に設置ができるように調整を
行ってまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　この感染者、もしくは濃厚接触者
等々の行動の追跡調査、そういったものはアメリカ側
に任せるしかないんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　基地内の感染者に
つきましては、県が関わることは難しいかと思ってお
ります。ただし、その行動歴で基地外での行動が明ら
かになり情報が得られれば、県として保健所を中心に
積極的疫学調査ができるものと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　今回のコロナ、これは見えない、あ
る意味では共通の敵なんですよ。そういう意味では、
沖縄県そしてアメリカ側、国も含めて総力を挙げてこ
の対策に取り組まなければいけないと思うんですが、
先ほど北谷町でもＰＣＲ検査をしていると。本当に必
要とする、もしくは気になる方々が積極的にそういっ
た検査を受けなくちゃいけないと思うんですが、この
検査の自己負担分というのはあるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これは行政検査と
して実施しておりますので、無料でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　先ほど、大きなパーティーに日本人
も参加していたと、そういう報道もありますが、そう
いったものも含めて早急に調査をして対策を練らない
といけないと思うんです。その辺の周知はどういう
ふうにしておりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先週、知事が記者
会見した際にも、そのようなパーティーが行われたと
いうことを懸念していると。その中で感染が広がらな
いように県民の方でも不安に思われる方については、

積極的に検査を受けるように、それから相談をするよ
うにという呼びかけを行っております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　先ほど確認したように、自己負担も
かからない。具体的にじゃどちらにこういう方々は問
合わせをして、検査を受ける形になりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　知事からの発表の
際にもお伝えしたんですけれども、コールセンターの
番号を何回も繰り返し申し上げております。また、広
くかかりつけの医院等にも受診していただくようにも
お伝えしていますので、いろんな方向から拾っていき
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　あと我々県内の水際対策なんです
が、これまで各議員が質問しておりました。もう本当
に水際対策で県外から、国外から入ってくるのをどう
防ぐかが最重要だと思うんですよね。第１波のときに
も、当初外から入ってくる報道がどんどん日に日に増
えて、市中感染もなかなか止め切れないことがありま
した。
　69日ぶりに感染者が出てしまって、最初のこの一
人、二人とほとんど県外の方が沖縄に来てそういった
感染が確認されたと。那覇空港等通っていると思うん
ですけど全くスルーされていると。こういった現状、
知事はどう考えていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　空港等でサーモグ
ラフィーによって熱を感知してということで検査につ
なげるという仕組みは取っておりますけれども、その
際に発熱がない場合には、どうしてもそこを通り過ぎ
てしまいます。その間の健康観察については非常に
重要だと思っております。ですので、例えば接触者ア
プリの活用など積極的に進めていきたいと考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　接触者アプリ、本当にこれもうす
ごくいい内容等が今出ていると聞いております。可能
な限り沖縄にいらっしゃる方々にはそういった御協力
いただいて、早い段階で感染者が確認できるように、
そして対応ができるようにしていただきたいんです
が、私はＰＣＲ検査も今の日本の法律ではなかなか難
しい。それはもう重々理解してますけれど、観光立県
沖縄という、これから様々な形で国内外からお客さん
が来る中で、沖縄はしっかりした水際対策をしている
と、安心だと。このＰＣＲ検査もなかなか自覚症状が
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ない方についてキャッチできないという声もあります
けれども、私は空港でＰＣＲ検査をすることを条例を
つくってでもやるべきだと思うんですが、また唾液等
でも今検査ができるということになっております。こ
の辺いかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現在のところ、唾
液という検体採取で検査できるのが、症状が出た後と
いうことですので、無症状者になかなか適用できない
というデメリットはあります。ただし、ＰＣＲ検査は
やはり必要だと思いますので、どのように広げていく
かというところで今体制を強化しているところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　37.5度を超える方についても、今
旅行者専用相談センターを設置し、　　　　私も現地を見
てきました。一生懸命皆さんやっていました。しかし、
これはあくまでも熱があっても、その方がタクシーに
乗ろうが、バスに乗ろうが、これを止めることができ
ないんですね、今の法律では。そういう意味では、そ
の方にＰＣＲ検査に行っていただけるのが一番いいん
でしょうけれども、私は空港内にそういった　　　　整っ
ていれば数十分で確認もできるわけです。唾液も今
言った自覚症状がある方からまずやれば、市内に出て
も、ある意味ではここで止めることができるわけです
から、ぜひ御検討いただきたいと思います。いかがで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　医師の措置である
とか、課題は多々ございますけれども、検討してまい
りたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　知事、国はこのＰＣＲセンターを、
羽田、成田、関空の３空港に設置するということを発
表していました。今後、国際空港、ハブ空港を目指す
沖縄においても、那覇空港にぜひそういうＰＣＲセン
ターを国に求める必要があると思うんですがいかがで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　おっしゃるとおり、陸路で
はなく空路、海路からしか移動ができない沖縄にとっ
ては、その水際対策が非常に重要だと思います。折を
見て、様々な形で国に対するそのような要請も行って
まいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　今の沖縄の状況、そして彩発見キャ

ンペーン、また今後ＧｏＴｏキャンペーン、いろんな
形で進む中で万全を期したいと思います。
　あと、東京直行便、久米島空港も７月中旬からス
タートすると聞いているんですが、その辺の対策はど
うなっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　那覇空港
については、旅行者の方を安全・安心に受け入れるた
めにということで、旅行者専用相談センターＴＡＣＯ
を設置しているところでございますけれども、特に直
行便が就航する予定になっております宮古・石垣、あ
るいは久米島等の空港についてもそういった受入体制
の強化というのは重要であるというふうに考えており
まして、何らかの形でそういった対策については配慮
していかないといけないと考えておりまして、検討を
進めているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　久米島町が県に相談したいという
話も聞いています。関係市町村との連携は取れていま
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　今、鋭意
相談をさせていただいているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　宮古・八重山もまた久米島も含め
て、そういうＴＡＣＯの設置というのは具体的な時期
とか決まっていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　スピード
感を持って対応しておりますけれども、まだ今の段階
でいつからというふうな時期を申し上げるところでは
ございません。迅速にそれが進むように今努力をして
いるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　あと、休業手当がもらえない方々、
県内に相当いらっしゃると私は思っております。経営
的に本当厳しい中で、中小・小規模企業。あるタクシー
会社の運転手さんからも話がありました。会社のほう
でそういう休業手当がなかなか出せない、私たちはこ
の月々の給料が本当に今ない。どこに相談すればいい
かということで、今回国は直接この方々が申請できる
給付金をスタートさせたわけです。10日からスター
トしております。労働局としっかり連携を取って、県
内のそういった方々に届くような形が非常に私は大事
だと思います。手続の仕組みもしっかり県が市町村と
連携取ってやるべきだと思うんですが、いかがですか。
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○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　議員おっしゃるように、大変厳しい状況にあるのか
なというふうに考えておりまして、これ７月３日現在
で、今の支援金に対する相談が県のほうにも３件ほど
寄せられております。どういった内容かと言いますと、
会社が休業手当を払ってくれないですとか、休業手当
がパートに限っては半分になっているというような相
談が寄せられております。休業しているにもかかわら
ず会社のほうからそういった対応がなされていないと
いうのは、数多くあると思いますので、沖縄労働局と
連携しまして、その手続がスムーズに進むよう、取り
組んでまいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　よろしくお願いします。
　あと、うちなーんちゅ応援プロジェクト、第３次補
正で約40億、皆さん組んでおられます。具体的に３
つのこの20万、10万、３つの応援プロジェクト、執
行率をちょっと教えてください、件数と。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時54分休憩
　　　午前11時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　まず緊急支援金、これ飲食店に対するものですけ
れども、受付が6237件、支出処理済みが5554件、
95.7％、それから休業協力金、こちらのほうが9477
件受付をしまして、支出処理手続が済んでいるもの
が8057件、88.2％、それから支援金、小売業を対象
としたものですけれども、受付が3846件、こちらの
ほうは支出が3003件、86.9％で、これらの支援金、
協力金を併せますと、１万9560件、うち支出が１万
6614件ですので、これは７月10日時点で90.3％の処
理済みということになっております。
○議長（赤嶺　昇君）　上原　章君。
○上原　　章君　申請して対象とならなかった主な
理由、教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時56分休憩
　　　午前11時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　いろんな事例がござ
いますけれども、まず重複申請があったというような
こともございますし、それから事例としてそもそもそ

の給付金の対象となっていない、今回理髪店等のサー
ビス業が小売業として申請されてきた。これはもう経
営が大変厳しいので、そういった状況になったのかな
というふうには受け止めております。それから休業に
係る協力金については、休業要請対象施設じゃない施
設の事業者が協力金のほうに申請がなされてきたとい
うようなこともございます。
　あと、度々質問にもありますけれども、業種・業態
の判断基準日として本年４月１日現在の飲食店の営業
許可証があるかどうかというところを求めておりま
す。これ営業許可証の期限が切れていましたりですと
か、そもそも名義変更がなされていない、それから営
業許可証がないといったようなケースがございまし
た。ただこれは、何とかして救えないかということで、
例えば４月１日以前に所管の保健所のほうに申請の手
続を済ませていれば、コロナウイルスで保健所等も大
変手続が混乱しているかと思いまして、そういった申
請がなされていれば給付要件を満たすものとして取り
扱うといったようなことで、要件緩和をしてなるべく
間口を広くして支援できるように対応しているところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総残時間が全て切れてしまい
ました。
○上原　　章君　うそ。ああそうだ。ごめん、気づか
なかった。しまった。
　また、委員会等でやりたいと思います。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時58分休憩
　　　午後１時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　午前に引き続き質問及び質疑を行います。
　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　無所属の会、大城憲幸です。
　今日は３点、農林水産振興、農林水産行政について
通告をしてございますので、通告に従いまして、一般
質問を行います。
　１、農林水産行政について。
　(1)、久米島における血統矛盾牛問題について。
　ア、これまでの経過と取組状況を伺います。
　これは先ほども議論ありましたので、同じ答弁にな
ると思いますが、簡潔に答弁をよろしくお願いいたし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　久米島町における、血統不一致事案につきましては、
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今年２月に沖縄県家畜改良協会からの報告を受けまし
て、同一家畜人工授精師による多数の事案が判明して
いることから、家畜改良増殖法に基づく４回の立入検
査等を行っております。また、今年４月21日から実
働する全家畜人工授精師295名を対象に、立入検査を
実施しているところであり、６月末までに269名の検
査を終了したところであります。
　県としましては、３月に設置した沖縄県家畜人工授
精適正化会議において、再発防止等を検討するととも
に、家畜市場の開設者であるＪＡおきなわと連携し、
購買者との意見交換を行うなど、県産和牛子牛の信頼
回復の取組を進めているところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　今言った対策会議、ちょっと聞き取
れなかったんだけど、いつ設置して、どういうメンバー
で、どんな議論してるのか再度お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えいたします。
　まず、家畜人工授精適正化会議については、沖縄県、
それからＪＡ沖縄中央会、そしてＪＡおきなわ、沖縄
県農業共済組合、沖縄県家畜改良協会、そして沖縄県
家畜人工授精師協会、県畜産振興公社含めての構成と
なっております。７団体でございます。この関係者集
まって、最終的な目標は再発防止をどう取っていく
か、どう実行していくかということですけれども、そ
の過程の中でやはり今回の久米島事案の徹底した事実
確認、それから家畜人工授精師の適正化ということを
目的として、現在関係機関集まって協議をしていると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　ここで言いたいのは、今７団体、関
係者が集まって再発防止は当然です。協議してます
よっていうことなんですけれども、遡ってみると去年
の６月に起こって、そして11月からはいろいろ多発
して、ちょっとおかしいぞっていうことで、部長のと
ころには今年の２月に入りましたよっていうことでは
あるんですけれども、やっぱりちょっと時間がかかり
過ぎるというのが私の印象です。
　次に進みます。
　イ、課題と今後の対応についてお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　まず今回の血統不一致事案、これ久米島で起こって
おりますが、まず課題として、先ほども御指摘ありま
したけれども、本事案の実態解明をやはり早急にやっ

ていくというのが一つです。それから生産者の不安、
それから経営への影響をどう軽減していくかという一
つの課題です。それから購買者への信頼回復等も課題
があります。併せて再発防止対策の強化が重要だと考
えております。県では、これに対応するために先ほど
の適正化会議を開催をしておりますが、やはりその中
でも今回の久米島の事案をまず優先的にＤＮＡ検査も
行って、まずそれをやっていって、次の再発防止につ
なげていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　いろいろ枝葉というか、課題がどん
どん広がっているなっていうのが私の印象ではあるん
ですけど、今部長からあるように、まずは久米島から
始まった。久米島を何とか正常な状態に戻さないとい
けないという意味では、今様々な視点に立ったＤＮＡ
検査がされているんですけれども、私の中ではとにか
く今最優先すべきは、久米島の中にいる無登録状態の
牛、それをどう再登録するのかというところだと思う
んです。その辺に向けた取組っていうのはどうなって
いるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　議員おっしゃるとお
り、血統不一致が判明した牛につきましては、登録が
無効という取扱いになります。無登録の牛として取り
扱われた場合は、どうしても市場価値が下がってしま
うということで、やはり農家の不利益につながってい
くということで、我々も懸念しているところでありま
す。そういうことで、再登録に向けて登録業務を担っ
ております沖縄県家畜改良協会とも連携しながら、速
やかな対応を進めていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　先ほど部長が挙げた購買者との信
頼回復もしかり、そして今この再登録するという部分
でもしかり、やっぱり今我々はこの牛のどの種がどの
牛についてるのかっていうその血統を基に牛の流通取
引がされてるわけですけれども、そこを明確にしない
といけないということで、ＪＡさんも検査をする、島
の中でも検査をするというところです。今言った、ま
ず農家が無登録状態の牛を競りに出せない。そういう
中でまた７月の競りも迫ってきてるわけですけれど
も、そういう意味では、今内外から言われているのは、
この問題があったであろう授精師が種つけをした牛、
それが県外に出ている、それが500頭以上いると言わ
れてます。それのＤＮＡ検査をしっかりやるというの
が産地としての責任じゃないかと。外に出てるものを
まずは沖縄県の責任で、久米島産地の責任でしっかり
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やって初めて次に進めるんじゃないかっていう議論が
あります。これに対して、今どういう方針でどう取り
組んでるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時39分休憩
　　　午後１時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えいたします。
　先ほども、久米島の今回関わった人工授精師が関
わっている牛について、優先的に検査をしていくとい
うことで答弁いたしましたけれども、この中には県内
に現在いる牛も含めて県外の牛も含めて対応していく
ということで、順次検査をしていって、その事実関係
をしっかり押さえて厳正な対処をしていきたいと考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　地元の久米島の生産者の団体なん
かも、とにかく検査をやらないといけないということ
で、県にも何か支援をお願いする。あるいは、町にも
支援をお願いする。ただ、それがなかなか見えてこな
いもんだから、もう自己負担でもやらないといけな
いっていうことで、先にもう検査を進めているところ
です。この検査料の支援っていうのは私はどうしても
必要だと思ってます。それから、検査するっていうこ
とは、矛盾が出てくる牛がまた出てくる可能性がある。
その牛に対する補償も農家個人が負担しないといけな
いっていうような状況の中で、先ほど部長は課題とし
て、生産者の負担の軽減を何とか支援したいっていう
話でしたけれども、具体的にそれが見えてこないんで
すけれども、どう考えているんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　まず、我々は家畜改
良増殖法に基づいて検査を実施しておりますが、それ
ぞれの検査結果に基づいて、一つ一つの事案を確認し
ていくという作業もしております。
　検査に対する費用ということでありますが、今回久
米島において、同一の授精師が数多くそういう不一致
事案を出してるという当該事案の発生の経過を踏まえ
ると、すぐ公費的な負担という対応でいいのかってい
うところも我々慎重な対応が必要だと考えておりま
す。ただ、御指摘のとおり、この事案はいわゆる生産
者への影響も大きいと考えております。ですから、い
ろんな生産振興の立場でどのような支援が必要かにつ
いては、今まさにいろいろ検討を進めているところで
ありまして、例えば直接的にこういうことができるか

どうか少し慎重は期しますが、いろんな形での支援を
検討していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　検討検討が長過ぎると思います。冒
頭言ったように時間かかり過ぎる。お互い皆さんの税
金使わせてもらってますから、当然慎重にやらないと
いけないのは間違いありませんけれども、県外の方が
買った牛が、返ってきましたよね、２頭。これ生きた
牛を久米島に送り返すっていうこと自体、やっぱり県
に対する産地に対する購買者の不満の表れだと思うん
ですよ。こんなのお互いの信頼関係があれば、いやそ
ちらで何とか整理してくださいねでできる話を、生き
た牛をわざわざ20万も30万もかけて沖縄まで、久米
島まで返すっていうのは、やはりこんな対応でいいん
ですかっていうような、不満の表れだと私思いますよ。
この賠償っていうのはどれくらい農家に来てるんです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　今２頭ですか久米島
のほうに購買者から返還されたという事案もあること
は承知をしておりますが、その賠償額については、何
回もこういう当事者間での話もありますので、県から
具体的な説明は控えさせていただきたいなと思ってお
ります。御理解のほどよろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　細かいのは別にしても数百万単位
になりますよ賠償が。そういうようなものが、やはり
今時間がかかり過ぎる。そしてこの人工授精師を管理
監督するのは県の責任ですから、そういう意味ではや
はり先ほどあった委員会の中に、ＪＡさんも入ってま
すよ、様々な関係者が入ってるのは上等。ただ、その
中で県がやっぱりリーダーシップを取って、ＪＡなり、
生産者団体をリードしていかないといけない。その
皆さんとの信頼関係っていうのは非常に大事だと思う
んですが、どうもやはりその辺が見えてこない、取組
が。やはりそれについては、加速する必要があるし、
財政措置も含めて検討ではなくて、早急に措置する必
要があると思うんですけれども、部長お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　会議の中でもいろい
ろ議論はしておりますが、早急なこの事案の収束に向
けて、関係７団体、連携して取り組んでいきたいと考
えております。予算措置をということでありますけれ
ども、やはりここは今回の事案を一つ一つ確認しなが
らやっていかないといけない部分もございますので、
慎重も期しながら、どのような対策を取れるか可能な
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限り、スピード感を持って対応していくということで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　デニー知事、一言お願いします。
　人工授精師の資格っていうのは知事名で交付するん
ですよね。そういう意味で　　　　今この久米島の農家さ
ん、この前も若い農家さんが何名かいらしてましたけ
れども、本当に涙流しながら、真面目に毎日牛の世話
をして、人工授精師にお願いして、種つけしてもらっ
て、売ったら何百万も賠償請求が来たというような中
で、今後どう経営していくんだっていうことで本当に
大変な思いをしてます。久米島町としてももう今サト
ウキビと同じくらいの生産になっていて、非常に和
牛っていうのは今までこの沖縄の農業を引っ張ってき
た種目でもありますから、若い皆さんも本当にたくさ
ん出てきた矢先にこの今回の事故というか、事が起
こってしまったわけですよね。さっきも言ったように、
県知事名で免許証を交付して、管理監督するのは県の
仕事でもありますから、そういう意味では賠償もＤＮ
Ａ鑑定も全て農家の責任ですよだけでは、私は済まな
いと思ってます。やっぱり県の責任としてしっかりと
した財政措置も必要だし、そして先ほど来議論してる
ようにもっとスピード感を持って取り組まないといけ
ないと思うんですけれども、知事から農家を励ます意
味でも一言いただければありがたい。
　お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今回の事案については、非
常にたくさんの方々に不安と信頼関係の欠如をもたら
してしまっているということについて、非常に憂慮す
る次第でありますが、再発防止対策をしっかりと講じ
た上で、引き続き生産者の不安の解消、購買者の信頼
の回復に努めてまいりたいと思います。
○大城　憲幸君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時47分休憩
　　　午後１時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　ぜひ久米島ともやっぱりもっと連
携すべきだと思います。久米島町も今和牛に対して
は、一括交付金使って、素牛の導入を何十万補助して
るんですけれども、そういうようなものを流用して、
この緊急事態に備える予算に充てるっていうのも手だ
と思うんですよね。今本当に久米島の産地としての名
前、あるいは沖縄和牛としての名前が、今後どうなる

のかっていう瀬戸際だと思うし、検査をすればするほ
どまた多く矛盾牛が出てくる可能性もあるもんですか
ら、それを全て農家の自己責任ですよではやっぱり
ちょっともたないんじゃないかって思ってますので、
取組の強化をお願いします。
　次は豚に進みます。
　(2)、豚熱発生とその後の対応について。
　ア、発生農場をはじめ搬出や移動が制限された区域
の農家への補償や支援状況についてお願いいたしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　今回、豚熱において、防疫措置を行った10農場に
つきましては、農家と県との算定調整については終え
ております。そのため６月末現在では、４農場が国に
手当金の申請を済ませております。残り６農場につき
ましては、最終的な申請に向けて国ともその額の内容
とか含めて今確認をしてもらっているところでありま
して、それが済み次第交付申請の手続に入っていける
と考えております。さらに、殺処分を受けた農家では
なくて、豚そのものの移動制限があったところにつき
ましては、対象が68農場ありまして、現在豚熱に係
る手当金等評価チームを設置しまして、助成金の算定
に必要なヒアリングを行っているところであります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　１点確認。この手当金等評価チーム
については、前に14名という話をしていたと思うん
ですが、先週末の仲田さんの御質問に対しては19名っ
て聞こえたんですけれども、その評価チームの体制に
ついては強化しているんですか。お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　まず、評価チームについては、殺処分が行われた防
疫措置をやってる時期に６名で相談に当たっておりま
した。その後、防疫措置も少しずつ進めていく中で、
算定業務も強化しなければいけないということで、途
中で増強をしております。それが14名　　　　正確な数
字はちょっとあれですけど、途中で一旦増強しており
ます。今回、４月14日に全面的な制限が解除された
ときに抜けて、改めて19名に増強して算定業務を強
化したというところでございます、経過としては。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　もともとこれ早ければ３か月で国
は出しますよって言ったものが報道でもありました。
ちょうど半年たったけれども、まだ１件も出てないと。
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私もこれまでもほかの県の事例を見ても時間かかりま
すよと。特に沖縄の場合はアグーっていう特殊な豚も
いるし、時間かかるんじゃないですかっていうことを
再三言ってきたつもりですけれども、やっぱり半年
たってもまだ交付されてないわけですね。現時点で申
請してる４農場、これがいつ補償が下りるのか、そし
て国と調整してる６農場、それのめどがいつたつのか。
あるいはそして、今めどがたってない68農場、それ
をいつぐらいまでにはやろうと思っているのか。その
辺、現時点で答えられる範囲でお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　代表質問の中でも、
６月末現在ということで、数字を整理してお答えして
おりますが、先週国からの情報もありまして、１農家
については、交付決定までできていると。あと６農場、
交付申請、交付申請の調整、事前調整をしていた１農
家が正式な申請まで今たどり着いているという状況で
ございます。あと、68農場については、やはりこの
事務の一番の課題としてはやはり、額の算定そのもの
です。制限受けた際、適期の豚が出荷できずに価値が
落ちた分、それから制限期間中に要した餌代とかそう
いったものを一つ一つ、個々の農家で異なってくると
思いますけれども、それを一つ一つ証拠書類も確認し
ながら、積み上げていくという作業に時間を要してる
ところがあります。そういうところをスピードアップ
していくしかないと思っておりますが、今７班の体制
で対応しているということで、今後進捗も見ながら、
増強していくなり、そういったところも対応していき
たいなと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　大変な作業なのは理解しますけれ
ども、想像されたことですよね、先ほど言ったよう
に。だからもう農家さんはもう経営始めたとしても収
入を得るまでに１年かかると言われてます。その始め
る前段で半年もかかってしまったら、本当にもう経営
できない。個人の農家はもうこの機会にもう企業の枠
に入っていくしかない。あるいは中には今回の件で、
もうやめてしまうっていう声が聞こえてくるわけです
よ。やっぱりこれはもう一回、人の体制も含めてしっ
かり強化してやってあげないといけないと思います
よ。よろしくお願いします。
　イ、豚熱発生時の殺処分含め、その後の対応に当たっ
た職員、関係者団体や企業への対応についてお願いし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。

　今回の豚熱発生で豚熱の殺処分、それから農場消毒
等の防疫措置作業については、24時間体制で行われ
ております。協力した機関も186機関・団体の協力、
支援がありました。県では、防疫作業後の職員のメン
タルケアとして、防疫措置に当たった職員に対しまし
て、アンケートを実施して個別の相談を行うなどの対
応を行っているところです。また、協力をいただいて
おります関係機関、協力団体についても、アンケート
と面談等でのヒアリングを行って、今後の防疫対応へ
の検証に活用していきたいと考えております。今回、
防疫措置に御協力をいただいた自衛隊、それから防疫
協定団体等に対しては、６月16日に沖縄県知事から
感謝状を贈呈し、感謝の意を表したところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　今あるように本当にたくさんの皆
さんの協力をいただいて何とか収束にこぎ着けたとい
うことで新聞にも載ってました。６月18日に14団体
に表彰状を授与しましたというのはいいことだと思い
ます。ただ、やっぱり実際に表彰状だけでは、経営が
成り立ちませんっていう声もあるわけですよ。食肉セ
ンター、本島内に２か所の食肉センターがありますけ
れども、そこは、豚熱発生時に部長名でお願いをして、
協力してもらったんじゃないですか、その辺どうなっ
てますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時56分休憩
　　　午後１時56分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　ただいま議員からあ
りましたように、今回移動制限、それから搬出制限を
受けた農場では、長期間豚の出荷が制限をされました。
このため、かなり規格外の滞留豚が多く発生をしてお
ります。その間、防疫措置は続いておりまして、今回
この滞留豚に対処するために、まず生産者から多くの
要望がありまして、国と協議の上、ＰＣＲ検査も行っ
て陰性を確認した上で、防疫措置期間中に、食肉セン
ターへ受け入れてもらえるようにというお願いをし
たところです。さらに、４月14日の制限解除後には、
制限解除されたために、多くの規格外豚が集中して出
荷された経緯がありまして、食肉センターでは、経営
的な負担になったということの御説明を受けていると
ころであります。経緯としてはその状況です。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　だから今言うように、通常であれば
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100キロぐらいの豚を流れ作業で作業してるのを、こ
の移動制限区域から150キロも200キロもあるような
特別な豚が来た。それを屠畜するのにもう人手も通常
よりもかかるし、ほかの豚とは当然分けて、土曜とか
に屠畜をしないといけない。そこで、何百万、何千万
のマイナスが企業は出るわけですよね。そこは手当て
してあげないといけないんじゃないんですかというこ
とです。お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　まず、豚熱の発生に
伴って、直接的に影響を受けた養豚農家等への支援と
しては、制度としてありますけれども、その間接的と
いいますか、今回食肉流通加工施設がこういった影響
を受けております。我々としては、やはり豚のいわゆ
る出荷先、受入れ先っていうのは本島内２か所だけで
す。そこの経営についてもしっかり対応しないといけ
ないと思っておりますので、その施設の合理化であり、
近代化を含めて、今回の件についてもどのような支援
ができるか検討をしているところです。今回のケース
は、特に沖縄特有といいますか、本島以外に出荷でき
ないという事情、他府県では広域に出荷できる可能性
もあって、負担軽減はできると思いますけれども、そ
こに豚が集中して、密度の高い沖縄の特性も相まって
食肉センターへの影響が大きかったと考えておりま
す。
　今、知事会ではこういった各県で抱えた豚熱対応で、
どんな課題があったのか、あるいは特別な支援策とし
て提言できないかということも豚熱の対応プロジェク
トチームというのが編成されまして、そこでも議論し
ております。我が県からはこのような今回の状況も踏
まえて、特別支援を行ってもらえないかということで、
提言を今しているところです。産地の再生支援に向け
て養豚農家は当然のこと、こういった流通あるいは飼
料関係者の事業者に対する支援も、制度の中でしっか
り対応していただきたいという、そういうこともお願
いしながら必要な対策を検討しているところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　沖縄の特殊事情で、国の仕組みがな
いっていうのは分かりますけれども、ただこれはもう
部長名でお願いをして、それにしっかり応えてくれた。
そこに対する信頼関係もあるし、今後の部分もありま
すから、それを国にお願いするのは当然ですけれども、
ない場合は国が出さなくても県独自でもこれ手当てし
ないといけないと思いますので、よろしくお願いしま
す。

　次に進みます。
　再発防止策及び養豚生産基盤の維持強化に向けた方
針について。
　短めに答弁お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時１分休憩
　　　午後２時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えいたします。
　先ほども少し述べましたけれども、まず県内の養豚
の特徴としまして、狭隘な範囲に多くの豚舎が密集し
ていること、それから市街地に伴う環境問題の発生と
いうことで、養豚を営んでいく上で課題がございます。
防疫面では、今回豚熱の発生については、現在ワクチ
ンにおいて対応しておりますが、アフリカ豚熱になり
ますとワクチンがないということもありますので、ア
ジア近隣諸国の発生を踏まえますと侵入リスクは高
まっているということで、防疫体制のさらなる強化が
必要であると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　今回１万2000頭の殺処分がありま
した。ただでさえ、養豚生産基盤については非常に厳
しい状況の中で今回の豚熱がありましたので、今後が
心配されます。国も今回のコロナ禍の教訓も含めて骨
太の方針の中にも、畜産農業生産基盤の維持拡大とい
う部分が入ってきましたので、やっぱり沖縄県の農政、
畜産行政としても、国と連携しながら、これ強化しな
いといけないと思っているんですよ。その辺頑張って
いただきたい。
　最後に、富川副知事、今議論したように、豚熱の
対応についてもやっぱり私に言わせればマンパワーが
もっともっと必要だと思ってます、現場に対応するた
めに。２番目に議論したように、国の仕組みがない沖
縄県独自　　　　独自というか独特の被害の大きさも見え
てきました。だから、県独自で予算を組まないといけ
ないところもあります。３番目に議論したように、やっ
ぱり今もう一度沖縄の食文化を支えている沖縄の畜産
業、それを支えるために、もう一回仕組みを考えない
といけない時期に来てるかもしれません。それも含め
て、畜産現場、農業現場について、富川副知事から所
見をいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　大城憲幸議員の御質問にお
答えいたします。
　私自身もこのＣＳＦの現場に何度か足を運びまし
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て、大変な状況だというのは認識してるつもりでござ
います。部長からありましたように、いろんな対策を
しておりますが、まだ行き届いてない点もあるという
ふうに認識しました。今後、その点も含めまして、ま
だ十分な補償が行き届いてない農家もあるということ
がございますので、そこは再度精査をして、そこまで
行き届くような要請を行っていきたいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　よろしくお願いします。
　３番目に進みます。
　(3)、中央卸売市場の活性化について。
　ア、先月以来新たな市場法の下、県の市場条例もス
タートしたが、取組状況についてまずお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　県では、卸売市場法
が改正されたことに伴い、沖縄県中央卸売市場条例の
改正を行ったところであります。併せて、同条例施行
規則が５月25日に公布され、これらを踏まえて、国
へ中央卸売市場の認定申請を行い、６月17日付で中
央卸売市場としての認定を受けております。改正条例
では、令和２年６月21日から施行され、規制緩和さ
れた事項等の条例の内容について、市場関係者等へ説
明会それから資料配付等を行って周知をしているとこ
ろです。
　県では、改正条例に基づく市場運営について、市場
関係事業者と意見交換を行いながら、引き続き市場活
性化に取り組んでいきたいと考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　この条例を制定するときに議会か
ら附帯決議がつきました。施設の空き状況がどうなっ
てるのか、その附帯決議についてどのように取り組ん
でるのかお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　条例改正に伴う附帯
決議につきましては、今回、条例改正に伴って各種の
規制緩和が行われておりますが、やはりその中でも、
沖縄の特徴である、売買参加者の機能強化というとこ
ろもしっかり踏まえて取り組んでいくようにという趣
旨の内容だったと考えております。我々３月　　　　議会
終わりまして、３月27日に売買参加者と私も直接代
表者の方々と意見交換を行いました。その中でもやは
り多くの売買参加者が行っている取引が市場の機能、
いわゆる集荷された品目を分荷していくという機能を
やはり仲卸に劣らず持っているということも説明を受

けました。
○大城　憲幸君　部長、簡潔にね。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　具体的には、市場内
での施設の利用を促進してくれという要望もありまし
たので、それについても個別具体的に要望を出しても
らって、一つ一つの個別事例ですので、それに一つ一
つ対処していきましょうということで、売買参加者の
関係者とはお話をしたところでございます。
○大城　憲幸君　施設の空き状況聞いたんだけど。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時８分休憩
　　　午後２時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　今、関連事業者売場、そこにはまず１階には店舗が
２店舗ほど空いておりまして、そのほかに２階事務所
施設についても複数箇所が現在利用されずに空いてい
るという状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　部長自ら意見交換したっていうの
は評価をいたします。それで、もうこの機会にやっぱ
りしっかりこれ　　　　私聞くともう10年も前から同じ
ような議論をしてるということも聞きます、先輩方か
ら。特に今施設については、２階の施設はもう共同青
果が入ってあるいは、管理事務所が入ってるだけで、
あとはもう小さいのがちょこちょこあるだけで、本当
にもうトータルすると300坪、400坪空いてるわけで
すね、元の銀行の敷地とか。こういうところは今、事
務所って言いますけれども、やっぱりうまく活用した
い、もっとスペースがほしいって言ってる皆さんはい
るわけですから、やっぱり知恵を絞る、あるいはあん
まりお金はかけないででもリフトぐらいつけて、２階
のスペースを使ってもらう。そういうような案が出て
きていいと思うし、そういうのはこの機会に積極的に
取り組んでほしいと思うんですけれども、よろしくお
願いします。
　答弁お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　空き施設の有効活用
については、２階が事務所ということで一定の基準も
あるかとは思いますけれども、まず売買参加者からの
ニーズをしっかり押さえて、ここなら利用できるので
はないかなというところ、本当にきめ細かに対応すべ
きかなと思っております。そういった形で利用できる
施設については、管理事務所が中心となって市場の利
害関係者の皆さんとも意見を調整するなどその部分も
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取り組んでいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　いいも悪いもいろんな長い歴史が
あるし、今まで市場を支えてきていただいた皆さんの
頑張りがあって今があるっていうのは間違いありませ
ん。ただやっぱり、卸さんがいて、仲卸がいて売買参
加者がいる。そういう組織体系の中で、どうもやはり
一番の活性化っていう意味では、少し今振り返ってみ
ると、さっきも言った10年も同じ議論してるじゃな
いかなと見えるところがあるもんですから、この条例
改正の機会に議会からも意見がついてる機会にぜひと
も前に進めていただきたい。
　要望をいたします。
　次の質問です。
　イ、昨年度実施した、市場機能の在り方に関する調
査事項の概要と取組について答弁お願いしますが、恐
縮ですが長くならないようにお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　県では、昨年度、中
央卸売市場の機能強化に関しまして、中央卸売市場機
能のあり方に関する調査事業を実施したところでござ
います。その結果、市場における品質それから衛生管
理の高度化、あと場内の物流動線の改善など必要な施
設が整理されたほか、民間資金活用による市場整備の
課題などが今回の調査で取りまとめられたところで
す。今年度につきましては、この調査結果を中央卸売
市場経営展望推進会議で共有もしておりまして、市場
強化に関する施設改修計画の策定にも取り組んでいく
予定でございます。
○大城　憲幸君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時12分休憩
　　　午後２時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　去年、2000万かけて調査報告が出
来上がりました。引き続き調査するということですけ
れども、ちょっと今のイメージからすると具体的に次
のステップには進まないのかなというイメージを持っ
ております。私の中では、この調査報告から見ると、
最低限の小動物が入らない、最低限の衛生基準を満た
す。そういう最低限のものでも40億かかりますよと。
少しそれでは足りないから改修で進めましょうとなる
と、90億くらいかかりますよと。今の機能を維持し
ながら全面建て替えになると約200億かかりますよっ
ていうのが今回の調査報告で出ています。私は前から

ずっと言ってるように、これから100億、200億かけ
て公共施設を造って、20年、30年県民が維持するの
かっていうとやはり課題が大きいと思うんですよね。
そういう意味でこの報告書を見ても、私はやっぱり民
間の力を借りるべきではないかなと、民間の力を借り
るしかないんじゃないかなと思ってますし、この報告
書の中にも、あの立地、あのすばらしい立地の中での
約10万平米あるわけですから、県有地が。これは可
能性としては非常にありますよっていうことを言って
るわけですね。そういう意味では農林水産部としては、
先ほどの調査というのは具体的に次のステップ、具体
的なＰＦＩ、民間の資金調達をした部分に進むという
ことではないんですか。ちょっとその辺、先ほどの調
査が皆さんのイメージではどういう調査なのかお願い
します。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　まず、沖縄県中央卸
売市場の課題として、衛生管理、品質管理への対応、
それからコンテナ物流への対応、そして先ほど議員か
らありましたように、今後いろんな今の流れに対応し
た施設の整備というところもＰＦＩを活用した部分に
ついてもこの調査の中では触れられております。この
調査時点では想定していなかった、新型コロナウイル
スへの対応も今回は一つの課題として入ってくるだろ
うと思っております。ＰＦＩについては、様々な手法
はあるかと思いますけれども、やはり利用者の利便、
それから実際そこを運営する具体的な事業者、いわゆ
るＰＦＩを引き受ける事業者というところのそれぞれ
のメリットも含めて検討していく必要があると思いま
すけれども、要はどういった市場をつくり上げていく
のかというのが大きい前提となってきますので、ここ
はしっかり押さえなければいけないと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　この報告書にもあるように、ＰＦＩ
導入をするんであればこういう手順を踏みなさいよっ
ていうのもあるじゃないですか。そして、そこに危惧
される点もあるわけですよ。だから今聞いてるのはそ
このステップに進むんですかということです。具体的
に報告書出ました。令和２年はどういう調査をしなが
らこのＰＦＩについてはどういう場でしっかり予算も
組んで、検討していくんですかっていうのを再度お願
いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　今回の調査結果も踏
まえて、３つの案も出ておりますが、その一つとして、
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ＰＦＩを活用した施設整備というのがあります。これ
も含めて、ただし、当面の間その施設を対応していく
ことも同時に考えなければいけませんので、そういっ
たものを先ほども申し上げましたけれども、中央卸売
市場で設置しております、展望会議の中でも議論を進
めていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　時間ないから、副知事お願いしま
す。
　富川副知事、この新たな振興計画に向けた提言も読
ませていただきました。今の市場、この中でも指摘さ
れてますけれども、平成15年に180億取扱いあった
のが150億まで減りました。そしてそのまま、何もし
なければ花卉・青果入れても130億くらいまで減るよ
というような需要予測もある。富川副知事が書いてい
るように、我々はこれからアジアのダイナミズムを取
り込みながら、沖縄の経済をつくっていかないといけ
ないわけです。そういう意味でも私あの場所っていう
のは本当に最高の場所だし、これで指摘してるように
10年先を見越した臨空、港湾都市のイメージを具体
化すべき、アジアの中心に位置しているっていう可能
性も非常にあるし、そして、このアジア市場に展開す
る新たな産業の集積っていう意味でもまさに食文化を
象徴するような施設になるし、そしてこの観光のとこ
ろでも指摘してるようにやっぱり民間の活動を誘導、
誘発することが重要である。そういうようなものも含
めて、私はあの３万坪の県有地をどう生かすかってい
うのは非常にポイントだし、今のままではもう尻すぼ
みにしかなりませんので、ぜひこの民間の力も活用し
て、次のステップに進めてほしいと思うんですけれど
も、最後に副知事の所見をお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　大城議員の御質問にお答え
をいたします。
　既に御指摘のありますように、報告書の中で民間活
力導入、ＰＦＩとＴＰＰ等々詳細に書かれております。
具体的な事例も載っておりますし、そういう方法をも
うちょっと吟味したいと。それから御承知のように、
これからの農産も含めて、大事な要素はコロナ後の安
全・安心ということで畜産においてもこういう市場に
おいてもそういう要素が来ると思いますので、この報
告書を基にさらに今言った要素も含めて、それから今
言った安全・安心等々の要素もありますので、それも
吟味しながら進めていきたいと思います。
　以上でございます。
○大城　憲幸君　ありがとうございます。

○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
　　　〔玉城健一郎君登壇〕
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時19分休憩
　　　午後２時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○玉城　健一郎君　皆さん、こんにちは。
　議席番号３番、てぃーだネット、玉城健一郎です。
　本日初めての県議会ということで、新垣清涼県議の
後継として私は今回、宜野湾市から議場へ送り出して
いただきました。ぜひとも皆様、これからの御指導、
御鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げます。
　それでは、質問に移らせていただきます。
　基地行政について。
　普天間飛行場からの泡消化剤流出事故に係るＰＦＯ
Ｓ等調査について、事故の詳細とこれまでの対応を伺
う。
　普天間飛行場の閉鎖・返還について。
　政府の発表によると、辺野古新基地建設が完成する
まで予算は約１兆円、12年以上かかると言われてい
る。軟弱地盤が見つかっている中、いつ完成するか見
通しは立っていない。昨年の辺野古の是非が問われた
県民投票では、反対が約70％を占め今回の県議会議
員選挙では、辺野古反対の議員が過半数を占めるなど
県民の辺野古反対の民意はずっと変わっていない。普
天間の返還が代替地の完成、滑走路の提供がなければ
返還されないとされているが、このままでは普天間飛
行場の危険性に宜野湾市民、県民はこれから12年以
上さらされることになります。本当に危険性の除去を
最優先に考えるのであれば、普天間飛行場の運用停止、
閉鎖・返還は最初にやるべき。普天間の唯一の解決策
は辺野古だという。仲井眞元知事の言葉を借りれば、
まさに思考停止の状態と言えます。普天間飛行場も含
め、沖縄の基地は当時米軍占領下にある中造られ、復
帰の際に願った核抜き本土並みの県民の願いすら無視
され続けている。これまで県民の反対を無視し、基地
を造り、基地を返還するから新たな土地を提供しなさ
いというのはあまりにも道理としておかしいと考えま
す。普天間飛行場の問題、早期閉鎖・返還について沖
縄県としてどのように取り組んでいくのか伺います。
　北谷浄水場におけるＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ汚染への対
応について。
　北谷浄水場の取水場である、比謝川、大工廻川、嘉
手納井戸群でのＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの数値を伺います。
　新型コロナウイルスへの対応について。
　学校現場への対応について。これまでの対応も伺い
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ます。
　そして保育現場への対応については、これまで議員
の質疑においてされていますので割愛させていただき
ます。
　そして、沖縄県雇用継続助成金事業についても会派
長からの代表質問があった中で、これが答えられてい
ますので割愛させていただきます。
　在沖米軍・軍属・家族への新型コロナへの対応につ
いて。
　在沖米軍・軍属・家族が新型コロナになったときな
ど、米軍基地内の新型コロナ感染状況把握はどのよう
にやっているのか。感染状況、対策、行動履歴などを
情報共有させる体制構築が必要ではないか、当局の考
えを伺います。
　中高生バス通学無料化についても、会派長の代表質
問において答えられていますので割愛させていただき
ます。
　沖縄の保育環境の整備について。
　保育環境の整備、ＡＩ、ＲＰＡの導入について伺い
ます。
　ＬＧＢＴ宣言について。
　先日の宜野湾市議会において、男女平等多様性を尊
重する社会をつくる条例が11対12の反対多数で否決
されました。障害を持っている方、外国人、男女だけ
ではなく性自認といった多様性を尊重する、ヘイトス
ピーチを認めない今の時代を反映した条例なだけに、
非常に残念だと考えています。多様性を認め合える社
会をつくっていくために、沖縄県のさらなる発信が必
要であると考えますが、そのような中、ＬＧＢＴ宣言
とはどのような内容なのか、また進捗を伺います。
　犬・猫殺処分ゼロへの取組について。
　県の取組における現状と課題、今後の取組について
伺います。
　我が会派の代表質問との関連について。
　瑞慶覧功会派長からの質問である、ヘイトスピーチ
に対する見解について。関連質問を行います。
　去る東京都知事選挙にて、ある候補者が選挙運動と
名を借りてヘイトスピーチを行っていたことが報道に
ありました。公職選挙法の抜け穴と言論の自由の誤っ
た認識での行為であり、決して許されることではない
と考えます。先日、我が会派の代表質問に対して条例
制定についても検討研究していくということでした。
ヘイトスピーチは現在も県内で起こっています。条例
制定するにしろ、今しばらく時間がかかることを鑑み
れば、いま一度沖縄県知事として強いメッセージ、ヘ
イトスピーチ撲滅宣言などを出してはいかがでしょう

か。
　改めて知事からの強いメッセージを求めます。
　残りの質問について、再質問は指定席でさせていた
だきます。
　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　玉城健一郎議員の質問にお
答えいたします。
　その前に初当選、おめでとうございます。勇往邁進、
堂々と頑張ってください。　
　それでは、玉城健一郎議員の基地行政についてに関
する質問の、普天間飛行場の閉鎖・返還についてお答
えいたします。
　普天間飛行場の速やかな運用停止を含む一日も早い
危険性の除去は喫緊の課題です。県はこれまで、普天
間飛行場負担軽減推進会議及び同作業部会や、私と安
倍総理、菅官房長官との面談においてもそのように求
めてまいりました。
　県としましては、今後も引き続き同飛行場の早期閉
鎖・返還及び速やかな運用停止を含む一日も早い危険
性の除去を政府に対し強く求めてまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　１、基地行政についての
御質問の中の(1)、泡消火剤流出事故に係るＰＦＯＳ
等調査についてお答えします。
　本年４月10日16時45分頃、普天間飛行場の格納庫
で消火システムが作動し約23万リットルの泡消火剤
が放出され、約14万リットルが基地の外へ流出する
事故が発生しました。県は事故翌日の４月11日から、
流出先の河川などで水質調査を行うとともに、４月
21日以降、基地内でも水質及び土壌の調査を行った
ところです。また、今回の事故発生に対する抗議文
を４月14日に外務省特命全権大使及び沖縄防衛局へ、
４月17日には第３海兵隊遠征軍司令官及び在沖米国
総領事に発出しております。今後、水質及び土壌の調
査結果を踏まえ米軍及び国に対し対策の実施を求めて
まいります。
　続きまして７、犬・猫殺処分ゼロへの取組について
お答えします。
　県では、平成26年度に沖縄県動物愛護管理推進計
画を策定し、引取り数の削減、返還数及び譲渡数の向
上に取り組んだ結果、犬・猫殺処分数の平成30年度
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実績は、898頭で暫定目標である1500頭以下を達成
しております。現時点での課題としては、野良猫の引
取りが多いこと、引き取った犬・猫の新たな飼い主に
なっていただける方が少ないことなどが挙げられ、メ
ディア等を活用した適正・終生飼養の啓発、譲渡用犬
猫の不妊去勢手術やワクチン接種の拡充、譲渡機会を
増やすための拠点施設の整備などに取り組んでいると
ころであります。今後は、今年４月末に改正された国
の基本指針を踏まえ、年内を目途に同推進計画を改定
するとともに、犬・猫殺処分ゼロに向けた取組のさら
なる強化を図ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　２、北谷浄水場における
ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ汚染への対応についてお答えしま
す。
　企業局では、北谷浄水場及び各水源のＰＦＯＳ等の
測定を行うとともに、ＰＦＯＳ等の吸着効果がある粒
状活性炭の定期的な入替えにより、低減化を図ってお
ります。また、さらなる低減化のため、より吸着効果
の高い粒状活性炭の選定や水源におけるＰＦＯＳ等の
低減を図る方策など様々な検討を行っております。こ
のほか、例年、水事情が良好な状況においては、中部
河川等からの取水を抑制し、ダム水を優先的に活用す
る取組を行っております。なお、本年４月に厚生労働
省が水質管理目標設定項目の暫定目標値としてＰＦＯ
Ｓ及びＰＦＯＡの合計値で１リットル当たり50ナノ
グラムと設定しました。北谷浄水場浄水のＰＦＯＳ等
の値は、令和元年度の平均で１リットル当たり23ナ
ノグラムと暫定目標値より低いレベルにあることか
ら、水道水の安全性は確保されていると考えておりま
すが、引き続きさらなる低減化に向けて取り組んでま
いります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　３、新型コロナウイルスへ
の対応についての御質問の中の(1)、学校現場への対
応についてお答えします。
　学校再開後の新型コロナウイルス感染症対策につい
ては、文部科学省から示された学校の衛生管理マニュ
アルに基づき、児童生徒に対する手洗いやマスクの着
用等の指導、教職員による健康観察、換気や消毒等を
行っております。今後は、警戒レベルに応じ、通常ど
おりの教育活動、分散登校、臨時休業を行うことにな

りますが、地域の流行状況も考慮し、学校の設置者で
ある教育委員会が衛生主管部局と相談した上で判断す
ることになっております。
　オンライン学習の環境整備については、小中学校及
び特別支援学校の義務教育段階においてＧＩＧＡス
クール構想に係る補助金を活用し、一人一台端末及び
モバイルルータを整備するとともに、高校及び特別支
援学校の高等部においては、新型コロナウイルス感染
症対応地方創生臨時交付金を活用し、モバイルルータ
の整備を行うこととしております。また、臨時休業時
には、家庭に端末やＷｉ－Ｆｉ環境がない児童生徒に
対し、学校で整備した端末等の貸出しを行うなど、子
供たちの学びの保障ができるよう、環境整備に取り組
んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　３、新型コロナウ
イルスへの対応についての御質問の中の(4)、在沖米
軍における新型コロナの対応についてお答えいたしま
す。
　県では、在日米軍と日本国の衛生当局間における情
報交換に係る日米合同委員会合意等に基づき、沖縄県
駐留米合衆国施設内感染症対応マニュアルを策定し、
海軍病院と平常時及び発生時の情報交換を行っている
ところであります。新型コロナウイルス感染症患者の
情報に関しては、患者確認後、原則として24時間以
内には県へ情報提供されることになっております。今
回、基地内での患者発生を受け、県としましては、衛
生当局に対し患者の居住地や県民との接触状況等の確
認を求めるとともに、基地内従業員等の県民に対して
迅速に検査につなげることとしております。
　なお、患者数の公表についてアメリカ国防省は安全
保障上、米軍の運用に影響を与えるおそれがあるとの
理由から、国の感染者総数のみを公表するとの統一基
準を示しておりますが、知事からの強い要求により衛
生当局間で得た情報について、県が公表することを妨
げない、たとえ公表しても報告は続けたいとの回答を
得て一昨日から公表しているところです。
　引き続き行動歴等の詳細な情報等の提供を求め、県
民への感染拡大の防止に全力で取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　５、沖縄
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の保育環境の整備について(1)、保育環境の整備につ
いてお答えいたします。
　県では、子育てしやすい環境を整備するため待機児
童の解消に取り組んでおります。待機児童を解消する
には、保育士不足、地域別・年齢別ニーズとのミスマッ
チが課題となっており、令和２年度から市町村が実施
する保育士確保に係る国庫補助事業の市町村負担分へ
の支援や、市町村の保育所入所事務の効率化を図るた
めのＡＩ等導入への支援など、新たな事業を含む待
機児童対策関連予算を22億円計上したところであり、
引き続き市町村と連携し取り組んでまいります。
　次に６、ＬＧＢＴ宣言についての(1)、ＬＧＢＴ宣
言についてお答えいたします。
　県では、第５次沖縄県男女共同参画計画の中で、社
会全体における男女共同参画の推進として人権尊重の
観点から性的マイノリティーの人々への配慮の必要性
について啓発することを掲げ、取り組んでおります。
昨年度は、誰もが生きやすい社会を目指したピンク
ドット沖縄2019の後援を行ったほか、人権啓発に関
する講演会において性の多様性について御講演いただ
いたところです。今年度は、男女共同参画社会に関す
る調査の中で、性の多様性についての項目を追加し県
民意識の把握に努め、全ての県民の尊厳を等しく守り、
互いに尊重し合う共生の社会づくりを推進してまいり
ます。
　次に８、我が会派の代表質問との関連についての
(1)、ヘイトスピーチの解消についてお答えいたしま
す。
　全ての人々の人権が尊重されることは、平和で豊か
な社会にとって重要であり、ヘイトスピーチなどの人
権を侵害する不当な差別的言動は、許されるものでは
ないと考えております。
　県としましては、国や他都道府県の取組状況につい
て情報収集を行い、市町村と連携を図りながら、不当
な差別的言動やヘイトスピーチの解消に向け、今後も
人権啓発活動に取り組むとともに条例の制定について
も研究検討してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　それでは、再質問をさせていただ
きます。
　北谷浄水場におけるＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの対応につ
いて質問させていただきます。
　環境省により50ナノグラムパーリッターの基準値
の暫定指針数が示されました。大工廻川、天願川から
は大幅に超える数値が検出されています。この汚染さ

れている水を県民の飲み水に使うのは問題がありま
す。県民に安心してこの水を使ってもらうためには、
汚染されている取水源からの取水を止めることが一番
の方法だと考えます。取水を止め、北部ダムから取る
ことはできないか、御答弁お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　お答えします。
　比謝川、長田川、嘉手納井戸群及び天願川は、北谷
浄水場の貴重な水源となっており、同水源から取水量
を確保することが安定的な給水につながると考えてお
ります。
　なお企業局では、例年水事情が良好な時期は中部河
川等からの取水を抑制し、ダム水を増量する対応を
行っておりますが、通年の取水停止は、ダムの貯水率
の状況等を踏まえると安定的な給水に支障が出ること
が予想されます。そのため、さらなるダム水からの取
水増量の可能性について関係機関と調整を行っている
ところです。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　今年の３月19日、沖縄北方委員
会において伊波洋一参議院議員は、国ダムの各省庁が
持っている水利権から融通することで、この水問題、
北部ダムのほうから水を引くという質疑をいたし、そ
して衛藤沖縄担当大臣より前向きな答弁が出されまし
た。国において様々な利害関係者がいる中で調整し、
非常に難しい課題をクリアしながらこの合意形成を
図ってきた。そしてその協議を進めていくという衛藤
大臣の力強い決意を表明していただきましたが、県企
業局として、今後これについてはどのように取り組ん
でいくのかお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　議員おっしゃるように、
伊波洋一議員の提案を受けまして衛藤沖縄大臣のほう
が前向きな発言をされております。
　企業局としましては、これを受けまして４月に内閣
府沖縄振興局、沖縄総合事務局、県土木建築部及び県
企業局で実務者間の協議を開始しております。企業局
では、国ダムからの増量の検討に当たり現在のダム水
の利用状況や、将来計画等の確認及び他の利水関係者
との意見交換会等の実施につきまして、６月11日に
沖縄総合事務局へ協力を依頼しました。
　企業局としては、今後も引き続きダム水の増量の可
能性について関係機関と協議を進めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　ありがとうございます。
　これ国のほうもかなり前向きに行いたいとおっ
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しゃっていまして、国ダムのほうも残量はちょっと計
算出したんですけれども、まだまだ残量が使われてい
ない部分もありますし、そこから融通してもらえれば
暫定的ですけれどもＰＦＯＳ、ＰＦＯＡが含まれてい
る大工廻川や嘉手納井戸群からの取水を止めることが
できますので、ぜひともこれを迅速に取り組んでいた
だきたい。また、今新型コロナの影響でなかなか集まっ
て会議が進まなかったってこともおっしゃっていまし
たけれども、いろいろ会議もありますから、特に県民
の命がかかっている水の問題ですので、ぜひ迅速に取
り組んでいただきたいと思います。またこれは９月議
会でも質疑させていただきます。よろしくお願いいた
します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時42分休憩
　　　午後２時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○玉城　健一郎君　それでは、在沖米軍・軍属・家族
への新型コロナの対応について質疑させていただきま
す。
　菅官房長官は、米軍からの感染行動歴の追跡などを
含め、必要な情報共有は行われているというふうに発
表して問題がないという認識を示しております。県は、
米軍人の陽性者の行動歴を把握しているのかどうか。
また、この菅官房長官の対応についてどうお考えか御
答弁お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県では、衛生当局
間で情報交換を行っておりまして、県内の海軍病院と
保健医療部で情報交換は行っているところではござい
ます。ただし、今回の急激な感染を受けて、なかなか
行動歴等について詳細なものがまだ伝わっておりませ
ん。そのようなことから、引き続き必要な情報を積極
的に開示していただいて対応に当たりたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　やはり県民の不安というものも、
かなり高まっている部分だと思います。ぜひとも、早
めにいただいて公表していくということを県として
行っていただきたい。
　韓国やオーストラリアでは、国が責任を持って米軍
の情報を国民に発表している中、日本政府の対応は地
方、特に沖縄県に任せっきりであり、また米軍への情
報開示に対し非常に及び腰だと感じております。沖縄
県での対応になりますと、先ほど朝お話がございまし
たが、クラーディ中将が交渉相手になる中、彼らの権

限を越えたことを求めても迅速に実現することが難し
い。合同委員会の覚書、在日米軍と日本国の衛生当局
間における情報交換について、その中で日本国とアメ
リカ政府に対して「特定の施設及び区域並びにその周
辺にわたる広範な防疫措置が必要になった場合には、
関係する施設及び区域を担当する在日米軍の病院又は
動物診療所の指揮官と、当該地域を管轄する日本国の
保健所長と相互に緊密に協力し、必要な措置をとるこ
とを確保する。」とされている。このような緊急事態
だからこそ、この日米間での情報共有というものが本
当に非常に必要になってくると思います。国民の命を
守るため、国において米軍の情報開示を求めていくよ
うアメリカ政府に対して積極的に働きかける必要があ
ると考えるが、県のお考えをお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　今回のコロナウイルス感染
症、基地の中での感染拡大については、非常に遺憾で
ありまた危機感を持っております。日本に来る前に２
週間アメリカで待機をし、日本に来て、沖縄に来てか
らも２週間待機を義務づけているというその信頼にも
もとるという状況が起きているのはこれは看過できな
いことであるというように思います。
　先ほど議員がおっしゃるとおり、やはり一義的には
国がしっかりアメリカに対してその情報の公開を求め
ていくということ、いわゆる日米合同委員会での協議
を求めていって、さらに県民に不安がないようしっか
りと情報提供をする、そのシステムをさらに強いしっ
かりしたものにしていくということを我々は求めてい
きたいと思います。例えば、アメリカ本国等から沖縄
への移動を中止することや、あるいは北谷の民間ホテ
ルで実施している移動制限措置については、基地内で
実施するよう求めているところではありますが、その
中で四軍調整官が自分の権限が及ばないということを
発言している部分もありますので、しっかり国に対し
て、アメリカ側にそのような状況を放置することがな
いよう求めていきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　ありがとうございます。
　本当に国民の命がかかっている問題でございますの
で、県だけに責任を押しつけるんではなくて、むしろ
国が積極的にこの問題について取り組んでいかなけれ
ばいけないと思います。また本県と同じように、米軍
基地を抱える渉外知事会というところがあります。そ
ちらでの対応というのはどうなっているのかというこ
とと、もう一つ、沖縄県だけの問題ではないので、渉
外知事会で知事がしっかりと先頭を切って、全国に呼
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びかけていく必要があると考えますがどのようにお考
えでしょうか。
　御答弁お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　おっしゃるように、全国知
事会、渉外知事会でもこれは国民的議論に付さなけれ
ばならないと思いますので、しっかり提案をしていき
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　ありがとうございます。
　それでは、米軍基地内での発生、感染拡大が広がっ
ている中、県当局にお伺いいたしますが、米軍基地内
の受入れキャパシティーを県として把握しているのか
どうか、御答弁お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　米軍基地内の海軍
病院の病床数については、様々な情報から通常の場合、
約80床と聞いております。緊急時の場合には、その
約２倍が用意されるというような情報を私どもとして
は入手しているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時48分休憩
　　　午後２時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これはコロナに関
してのものではなくて、平常時から80床程度と、約
80床と聞いております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　今、平常時で80で緊急時で160
ということで、このうちでどれだけ新型コロナに対応
しているのかどうかというのは、把握はされていない
ということですか。分かりました。
　では、今回基地内の病院で対応ができなくなった場
合どうなるのか、県内の指定病院や県立病院を使うこ
とになるのか、御答弁をお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほど議員からも
紹介のありました2013年に交わした日米合同委員会
の覚書に基づきまして、「周辺にわたる広範な防疫措
置が必要になった場合」ということで、米軍の病院と
それからそのある自治体の医療関係、保健衛生部門は
「協力し、必要な措置をとる」ということになってお
りまして、これは全国的に基地のあるところで交わさ
れた覚書でございます。
　そのようなことではございますが、基地内の状態に
つきましては、基地内において臨時の医療施設である

とか、療養施設等を設置する。それからほかの基地か
らの軍医の派遣、ほかの基地の病院への移送などいろ
いろな工夫があると思います。そういうところで可能
な限り、米軍の責任において基地の中で対応していた
だきたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　本当にそのとおりだと思います。
今回感染が広がっている中で、県民に対して不安に
なっていることと、県民の一番の懸念材料というの
は、これで基地の中でもっと広がった場合、私たち県
民が病院を使えなくなるんじゃないかとそのような懸
念をされていると思います。今回、沖縄県の対策本部
が作成した警戒レベルの指標によりますと、ピーク時
は425名というふうになっています。これは、県内の
指定医療機関を米軍が使うことを想定してつくられて
いるのかどうか、御答弁お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これは県内で感染
が起こった場合の、感染が拡大した場合の数字でござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　そうなってくると、今回の指標の
中には米軍のものが入っていなくて、今後、米軍の中
で感染が広がって県民の中でも広がっている場合、米
軍の受入れは当局としてはできないということになり
ますか、御答弁お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時51分休憩
　　　午後２時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　基本的には、基地
の中で責任を持って対応していただきたいと考えてい
るところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　分かりました。
　基本的には基地の中で行っていくということで、こ
の425名のほうには米軍基地の関係者というのは含ま
れていないということですね。今後対策本部の指針の
中で　　　　今回想定をしていなかったと思うんですよ、
60名も感染が広がっているというのは。県としても
多分国もそうなんですけれども、アメリカ軍の検疫体
制というのを信頼しながらつくっている中で、ここま
で広がるというのは恐らく想定されていなかったと思
います。今後、対策本部の指針の中で、米軍人や軍属
を含めて計画する必要があるのではないか、御答弁お
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願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時53分休憩
　　　午後２時53分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先日、設定しまし
た警戒レベルにつきましては全国的に推計の方法を厚
労省から示されておりまして、県の人口でありますと
かそれから人口の構成であるとか、そのようなことも
踏まえて計算がされているところでございます。です
ので、あくまでも県民の皆様の中で感染が広がった場
合の、最悪の場合の推計の感染者数として425名と。
うち、入院患者は200名、225名はホテル等でという
ことで計画を立てたものでございますので、基本的に
は米軍については基地の中で対応いただきたいという
ところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　本当に、基地のないところでは
こういう議論というのはほとんどしなくてもいいこと
だと思うんですよ。基地あるがゆえに、こういった外
部的な要因、私たちが把握できないところで感染が広
がっている、対策も取りにくいという状況があります
ので、ぜひ今回、基地内での感染が広がっている中、
県民の生活への影響が計り知れない状況になっていま
す。米軍にも沖縄県が示した対応だったりとか、感染
予防法など国内法を適用することが必要だと思います
が、これについて御答弁お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　日米地位協定においては、米軍に原則として国内法
の適用がないものとなっております。そのため沖縄県
では、平成29年９月に日米両政府へ日米地位協定の
第９条に関しまして、人、動物及び植物に対する検疫
並びに人の保健衛生に関して国内法を適用する旨を明
記することを求めているところでございます。
　引き続き、全国知事会や渉外知事会、各政党や日弁
連等、様々な団体と連携を深め日米地位協定の見直し
に向けた取組を強化してまいりたいというふうに考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　ありがとうございます。
　本当に県民の命がかかっていることですので、ぜひ
知事を先頭にしっかり地位協定を改定していく。この
地位協定は改定していくということを強く訴えていた
だきたいと思います。

　それでは今回報道で知りましたけれども、米軍の人
事異動で来た米軍人とその家族の基地内での施設、隔
離するための施設が足りないからといって基地外のホ
テルを貸し切り、隔離措置しているという報道があり
ます。そもそも日本は、出入国管理及び難民認定法で
米国からの入国を「特段の事情がない限り、上陸を拒
否する」とされている中、定期人事異動でしかも世界
一発症数の多いアメリカ本国からの異動、簡単に受け
られるものではないと考えます。米軍、この広大な米
軍基地がある中で、ましてや沖縄県や日本の検疫対策
が適用されていない中、米軍のコロナ対策の中で基地
内施設だけではなく、基地外の民間施設を使うことは
決して許されないと思います。現在は、感染していな
い方が入っているということですが、今後感染が広
がってくると、感染者の隔離施設として使用されかね
ない、そのような懸念を覚えております。基地外の民
間施設が使われていることに対して沖縄県の考えを伺
います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　御質問の関係で、米軍によると米軍関係者の感染者
につきましては、基地内で、基地の中で確実に実施を
されているというふうに確認をしているところでござ
います。
　市町村のホテルで隔離措置が実施されているという
ことにつきましては、11日に知事から四軍調整官に
対し、また謝花副知事から外務省特命全権大使及び沖
縄防衛局長に対し、北谷町の民間ホテルで実施してい
る移動制限措置については、基地内で実施することと
いうことを強く申入れを行ったところでございます。
　県としては、今後とも感染者の隔離措置については
米軍基地内において確実に実施される必要があるもの
というふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　ありがとうございます。
　本当にそのとおりだと思います。今、周辺ホテルへ
の風評被害というものが懸念されています。基地外の
ホテルを米軍が使うことによって、検疫体制というも
のはどうなっているのか、もし知っていたら御答弁お
願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時59分休憩
　　　午後２時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
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○保健医療部長（大城玲子さん）　基地外における検
疫体制、基地を通して入ってくる方々の検疫体制につ
いてという御質問だと思いますが、これについては詳
細は私どもとしては把握しておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　やはり県民が不安になっている
中で、県としてしっかり米軍に対してどういった対応
を取っているのか。ホテルの中で対応しているのかと
いうのをしっかりと情報収集して、またこれを県民に
対して広く教えていく必要があると思うんですよ。そ
うじゃないとこの周辺のホテルとかで風評被害、この
地域に行くのは怖いというふうになってしまうんです
ね。そういったものを防ぐためにもぜひ県としてしっ
かり情報を取りながら開示していくことを要請いたし
ます。
　また今回、感染が広がっている中で、当初米軍のほ
うから人数の報告というものを止められている状況が
あって、今回知事の強い要請によって人数の公表まで
は米軍のほうからもオーケーが出たということなんで
すけれども、今後の行動歴だったり県民の不安を取り
除くためには、米軍の行動歴、そういった詳細という
ものも県民に広く知らせないといけないと思うんです
よ。それについて県の考えをお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これまでの衛生当
局との情報共有に関しましては、行動歴等についても
若干のものが入っておりました。ただし今回の急激な
感染拡大に伴いましては、例えば基地の外に出て行っ
た行動歴とかそういうところまではまだ情報が入って
きておりませんので、積極的な開示をお願いしていき
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城健一郎君。
○玉城　健一郎君　これについては、やはり県だけ
ではなく国に対しても要望しながら国から直接情報が
取れるような状況を、県からも要望していってくださ
い。それでは７月12日、先ほど冒頭のほうで説明が
ございましたが、北谷町の役場で新型コロナ感染症の
検査を実施したということで。これ急に金曜日に担当
職員が、県の職員が必死になって北谷町長のほうに直
訴する形で金曜日から日曜日にかけての検疫体制とい
うのがつくられたということで、これは本当にすごい
ことだと思います。頑張った担当職員に対して敬意を
表するとともに北谷町長の英断に対して感謝申し上げ
ます。
　今回このような検疫ＰＣＲ検査を行っていますが、
基地従業員や出入り業者など、感染者との接触のおそ

れのある方へのＰＣＲ検査を行っていただきたいので
すが、御答弁お願いいたします。すみません。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回、日曜日に検
査をしましたものは、北谷町を中心に集会が行われた
というような情報がＳＮＳ等でありましたので、非常
に危機感を覚えて中部病院の感染症の先生方を中心に
各病院から御協力をいただいて、また北谷町に場所の
協力をいただいてやっと実現できたところでございま
す。ただその後、米軍の従業員でありますとか飲食店
も関連しているところでありますとか、検査を受けた
いとの要望もたくさんございますので、これにつきま
しては早急に検討したいと思います。
○玉城　健一郎君　よろしくお願いします。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
　　　〔島袋恵祐君登壇〕
○島袋　恵祐君　こんにちは。
　日本共産党の島袋恵祐です。
　７期28年、県議を務めた嘉陽宗儀さんから議席を
バトンタッチしました。オール沖縄で玉城デニー県政
を支え、辺野古新基地建設を止めるまで決して諦めま
せん。県民の命と暮らし、尊厳を守るために全力で頑
張る決意です。
　よろしくお願いいたします。
　それでは、質問に入ります。
　１、米軍基地問題について。
　(1)、６月22日、米軍嘉手納基地の危険物取扱施設
で火災が発生しました。近隣には住宅地があり、一歩
間違えれば大惨事になりかねない許しがたい大事故で
す。県の嘉手納基地への立入調査の結果と見解を伺い
ます。
　午前８時50分頃、火災が発生をし、塩素ガスが放
出されました。第18航空団は午後２時過ぎに公式フェ
イスブックに塩素ガス放出を発表し、基地内の住民や
関係者に注意を呼びかけています。しかし、日本の報
道機関には塩素ガス放出のことを伝えたのは何と午後
６時過ぎで、火災発生から９時間経過した後でした。
　そこで伺います。
　(2)、火災により塩素ガスが放出されたにもかかわ
らず、当初は県による立入調査もできませんでした。
日米地位協定を抜本改定し、国内法適用を国に求める
べきです。県の見解を伺います。
　(3)、県民の命と人権を脅かす米軍嘉手納基地の撤
去を日米両政府に求めるべきです。県の見解を伺いま
す。
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　２、新型コロナウイルス問題について。
　新型コロナウイルスは、県民生活に大きな影響を与
えています。今年５月、沖縄県内学生への緊急支援を
求める学生有志の会は、沖縄県と県議会に緊急支援の
申入れを行いました。同会が行った緊急アンケートに
は、学費を稼ぐためにバイトなどをしていた学生がコ
ロナ禍で収入が減り、学費を納めるどころか、生活さ
えも厳しい状況に追い込まれているなど窮状の声が寄
せられています。将来の沖縄を担う若者が、新型コロ
ナウイルスの影響で学業を諦めてしまうことがないよ
うに、県として独自の学生への支援策が必要ではあり
ませんか。県の見解を伺います。
　３、子供の貧困解消について。
　(1)、玉城県政が今年10月からスタートさせる高校
生バス通学無料化制度に学生たちは大きな期待を寄せ
ています。対象人数とバス通学者に占める割合、支援
方法について伺います。
　(2)、全ての中高生にバス通学無料化を実現すべき
です。見解を伺います。
　４、公共交通について。
　(1)、屋根が設置されていないバス停は、特に夏場
は利用者が熱中症になる危険があります。屋根付バス
停の設置が急がれます。設置状況と、今後の計画を伺
います。
　(2)、沖縄北インターチェンジの渋滞解消は、長年
の課題となっています。出入口付近の整備や、新イン
ターチェンジ建設が必要ではないでしょうか。県の見
解を伺います。
　５、泡瀬干潟のラムサール条約湿地登録について。
　泡瀬干潟にはトカゲハゼやクビレミドロなど、絶滅
危惧種に指定されている生き物が174種以上もすみ、
さらには10種以上も新種が発見された生物多様性の
宝庫です。子や孫に泡瀬干潟の貴重な自然を残す、政
治の責任も問われているのではないでしょうか。
　以下、質問いたします。
　(1)、今年２月27日、県は沖縄市に対して泡瀬鳥獣
保護区及び泡瀬特別保護地区指定計画書（県案）につ
いて事前意見照会を行っています。沖縄市からの回答
の概要を伺います。
　(2)、沖縄市の回答について、沖縄県として今後ど
のように対応するのかを伺います。
　(3)、2021年度のラムサール条約締約国会議にて、
泡瀬干潟のラムサール条約湿地登録を目指すべきで
す。県の見解を伺います。
　(4)、泡瀬干潟のサンゴ再生事業について進捗状況
を伺います。

○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　島袋恵祐議員の御質問にお
答えいたします。
　その前に、嘉陽宗儀議員からのバトンを受けて、こ
れからもしっかりと新進気鋭の気持ちで頑張ってくだ
さい。
　それでは、米軍基地問題についての御質問の中の１
の(2)、日米地位協定の改定についてお答えいたしま
す。
　米軍人・軍属等による事件・事故や航空機騒音、Ｐ
ＦＯＳ等の環境問題など、米軍基地に起因する相次ぐ
事件・事故は、県民生活に様々な影響を与えています。
コロナウイルス感染拡大の問題もあらわになっていま
す。このような米軍基地から派生する諸問題を解決す
るためには、米側に裁量を委ねる形となる運用の改善
や補足協定の見直しだけでは不十分です。国内法の適
用など日米地位協定の抜本的な見直しが必要であると
考えております。そのため、沖縄県では、平成29年
９月に日米両政府へ日米地位協定の見直しに関する要
請を行ったところでありますが、引き続き全国知事会
や渉外知事会、各政党や日弁連等、様々な団体と連携
を深めて、日米地位協定の見直しに向けた取組を強化
してまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　１、米軍基地問題につい
ての中の(1)、嘉手納基地内の火災への対応について
お答えいたします。
　県では、火災発生当日の６月22日に、嘉手納町及
び沖縄市への聞き取りを行い、住民から煙や塩素ガス
による苦情や健康被害の訴えがないことを確認してお
ります。また、６月30日に火災現場を確認し、米軍
から、機器測定の結果に基づき塩素ガスによる基地周
辺への影響はないとの説明を受けるとともに、米軍に
対し今回のような基地内での火災であっても、在日米
軍に係る事件・事故発生時における通報手続に基づき、
速やかな通報や情報提供を行うよう求めたところであ
ります。
　県としては、沖縄防衛局を通じて、次亜塩素酸カル
シウム等の保管状況、米軍が実施した大気や水質の調
査結果等を入手した上で、環境調査の実施について検
討してまいりたいと考えております。
　次に５、泡瀬干潟のラムサール条約登録について(1)
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及び(2)、泡瀬鳥獣保護区指定計画案に対する沖縄市
の回答及び県の対応についてお答えします。５の(1)
と５の(2)は関連しますので、一括してお答えします。
　令和２年２月27日付で県が沖縄市に対し事前意見
照会を行った結果、沖縄市から、埋立地、橋梁、航路
を鳥獣保護区から除外すること、比屋根湿地を除く
特別保護地区の予定区域を再考すること、設定期間
を10年程度にすること等の回答がありました。現在、
これらの意見に対する県の考えを取りまとめていると
ころであり、引き続き沖縄市と協議を進め、泡瀬干潟
の鳥獣保護区の早期指定に向け取り組んでまいりま
す。
　同じく(3)、ラムサール条約登録への県の見解につ
いてお答えします。
　ラムサール条約への登録は、鳥獣保護区の指定など、
法律により保全が図られること、湿地の重要性の国際
基準を満たすこと、地元自治体などから賛意が得られ
ることという３つの要件を満たす必要があります。泡
瀬干潟は、国によりラムサール条約湿地潜在候補地に
選定されており、湿地の重要性の国際基準を満たして
いることから、ラムサール条約への登録を目指し、泡
瀬干潟の鳥獣保護区の早期指定に向け取り組んでまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、米軍基地問題につ
いての(3)、嘉手納飛行場に関する県の見解について
お答えいたします。
　嘉手納飛行場をめぐっては、昼夜を問わない訓練や
エンジン調整、外来機の度重なる飛来やパラシュート
降下訓練の実施に加え、同飛行場の再編工事に伴い、
住宅地域に近いパパループが一時使用されるなど、Ｓ
ＡＣＯ最終報告の趣旨である負担軽減と逆行する状況
であると言わざるを得ません。また、同飛行場では、
米軍再編に伴う一部訓練移転が実施されております
が、目に見える形での負担軽減が十分に現れていると
は言えないと考えております。
　県としては、今後ともあらゆる機会を通じ、周辺住
民の負担軽減が図られるよう、三連協とも連携し、日
米両政府に対して、粘り強く働きかけていきたいと考
えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹州君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　２、新型コロナウイルス

問題についての(1)、県による学生への支援について
お答えいたします。
　県は、今年５月に新型コロナウイルス感染症禍での
学生たちへの緊急支援を求める要請を受けたところで
ございます。県においては、国による経済的に困窮す
る学生への緊急給付金について、県内の専門学校を通
して学生に周知するとともに、今年度から始まった高
等教育の修学支援新制度により、低所得世帯や家計が
急変した世帯の専門学校生を対象に、授業料減免及び
奨学金支給の支援を行っております。さらに、電話や
ＳＮＳ等を中心とした学生相談窓口を今月中に設置
し、経済的な悩みや学生生活を送る上での不安を解消
できるよう支援をしていくこととしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　３、子供の貧困解消につい
ての御質問の中の(1)、中高生バス通学無料化につい
てお答えします。
　バス通学無料化については、これまでのひとり親家
庭高校生等通学サポート実証事業の対象者に加え、住
民税所得割非課税世帯の高校生へも支援を拡充するこ
ととしております。対象人数としましては約5700人
を見込んでおり、バス通学者に占める割合は、約４割
になると見込んでおります。支援の方法については、
自宅から学校までの区間のバス利用が無料となる専用
のＯＫＩＣＡまたは利用券の交付を予定しておりま
す。
　同じく(2)、中高生バス通学無料化の対象者につい
てお答えします。
　バス通学無料化については、貧困対策としての観点
からも、今年度は、これまでの独り親家庭の対象者に
加え、住民税所得割非課税世帯の高校生への支援を着
実に実行したいと考えております。さらなる対象者の
拡充については、持続可能な支援の在り方を踏まえ、
検討していきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　４、公共交通についての
(1)、屋根付バス停の設置についてお答えいたします。
　バス停上屋は、利用者の利便性向上のため、基本的
にはバス事業者により設置されるものであります。ま
た、県においても、道路整備時等に地域の実情に応じ、
道路附属物として県管理道路に上屋を整備してまいり
ました。さらに、平成26年度からは、バス利用者の
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乗降が多い、那覇バスターミナルからコザまでの基幹
区間において、沖縄県バス協会が設置する19か所の
上屋新設に対し補助を行っております。これに加えて、
県がバス協会に対して交付している運輸振興助成金を
活用した設置も可能となっているところであり、現在、
県内の全バス停のうち、約２割に上屋が設置されてお
ります。今年度は、基幹区間において計４か所の設置
を予定しているところであり、今後とも関係機関と連
携し、公共交通の利便性向上に努めてまいりたいと考
えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　４、公共交通につい
ての御質問のうち(2)、沖縄北インターチェンジの渋
滞対策についてお答えいたします。
　沖縄北インタ－チェンジの接続交差点については、
国やＮＥＸＣＯ西日本等により、周辺道路の左折帯の
設置及び直進２車線化等の渋滞対策に取り組んでいる
ところであります。また、新たなインターチェンジと
して検討を進めている池武当インターチェンジについ
ては、県において予備設計を実施しており、関係機関
と連携して、早期の事業化に向けて取り組んでいきた
いと考えております。
　次に５、泡瀬干潟のラムサール条約登録についての
御質問のうち(4)、泡瀬干潟のサンゴ再生についてお
答えいたします。
　泡瀬干潟の周辺海域では、海水温の上昇や寒波等の
自然的要因により、サンゴが白化し減少傾向にありま
す。県では、平成28年度に策定したサンゴ再生事業
計画に基づき、昨年度までに約7700個のサンゴの植
付けとモニタリングを実施し、サンゴの再生に取り組
んでいるところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　それでは再質問させていただきま
す。
　大問１の、嘉手納基地危険物取扱施設の火災につい
てです。
　嘉手納基地は隣接する嘉手納弾薬庫からナパーム弾
やクラスター爆弾など大量破壊兵器が持ち込まれ、戦
闘攻撃機等による射爆訓練にも使用されている極東ア
ジア最大の空軍基地です。火災のあった危険物取扱施
設は実爆弾を搭載するエリアも近くにあり、化学薬品
なども保管されていると言われています。一歩間違え
れば県民が大惨事に巻き込まれる可能性のある火災事

故です。危険物取扱施設にどのような危険物がどれだ
け貯蔵されていたのか、そして管理体制はどのように
なっていたのか。県民に明らかにすべきと思います。
米軍から具体的な回答があったのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時23分休憩
　　　午後３時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　お答えします。
　県は、危険物取扱施設で保管されていたものにつき
まして、次亜塩素酸カルシウムが主であったというふ
うに６月30日の立入りの際に報告を受けております。
それ以外のいわゆる有害物質等が保管されていたか否
かについて、７月３日付で沖縄防衛局を通しまして、
米軍側に改めて問合わせをしているところです。現時
点で沖縄防衛局から回答はまだございません。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　どのような危険物がどれだけ貯蔵
されていたのか、そして管理体制はどのようになって
いたのか。県民が不安に思っていることに米軍は真摯
に答えていません。引き続き原因究明のために県の皆
さん、頑張ってほしいと思います。
　日米地位協定の３条１項には基地の管理権は米側に
あって、米軍の許可がない限り基地内への立入りがで
きません。今回は県のほうから米側に申請して、立入
りすることはできた。それはあくまで米側の好意的配
慮によるものである。主権国家としてこんな屈辱はな
いのではないでしょうか。
　日米地位協定は1960年締結以来、一度も改定され
ていません。米軍の度重なる事件・事故に際して、基
地内への立入調査などの裁量権が米側にあり、県民の
人権と尊厳が踏みにじられ続けてきました。
　そこで伺いますが、沖縄県は、これまで二度にわた
り、他国地位協定調査を行っています。他国では今回
の火災事故のようなケースが起きた場合、どのような
対応になっているのかお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　議員御指摘のとおり今回の火災のような場合、日本
側の、施設・区域内の立入りについては、日米地位
協定上米側に裁量が委ねられている形になっておりま
す。結果として、県が立入調査の必要性を認める場合
であっても、立入りが保障されないという状況にござ
います。
　県が実施した他国地位協定調査では、受入国側の米
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軍への立入りに関連する基地の管理権について他国の
状況を確認しております。その結果、ドイツではボン
補足協定の署名議定書に地方自治体の立入権が明記さ
れ、イタリアではモデル実務取決めにイタリア軍司令
官による米軍基地の自由な立入りが可能と明記される
など、ヨーロッパ４か国では受入国側の立入権が何ら
かの形で確保されていることが現地調査等で確認でき
ました。
　このことから、日本の状況はヨーロッパの状況と大
きく異なっているものというふうに認識をしておりま
す。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　他国においては、自国の国内法が米
駐留軍に対して適用されているのに、日本では適用さ
れていない。まるでアメリカの従属国家と言わざるを
得ません。今、基地内で新型コロナの集団感染が発生
している問題でも、日米地位協定により国内法が適用
されていないことが問題になっています。県民の生命
と財産を守る立場から、日米地位協定は抜本改定し、
国内法の適用を強く求めるべきだと思います。再度、
見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　沖縄県が平成29年９月に日米両政府が行った日米
地位協定の見直しに関する要請では、緊急の場合、事
前通告なしに即座に立入りを可能にすることや、国内
法の適用などを求めております。
　県といたしましては、引き続き全国知事会や渉外知
事会などと連携を深め、日米地位協定の見直しに向け
た取組を強化してまいりたいというふうに考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　最初の答弁に知事からも決意があ
りました。心強く思っております。
　基地の隣に県民が生活をしている住宅地がこの沖縄
にはあります。アメリカの基地にはこのような状況は
ありません。アジア最大と言われる米軍嘉手納基地は
普天間基地と同様、撤去するべきだと強く申し上げて
次の質問に入りたいと思います。
　続きまして、新型コロナウイルス問題についてです。
　新型コロナ禍で学校が休校になり、学生たちは学習
の遅れによって進学などに影響が出ないか不安との声
が多く寄せられています。県内学生への緊急支援を求
める学生有志の会が実施したアンケートには、「オン
ライン学習を積極的に取り入れてほしい」、「パソコン

やタブレットを支給してほしい」との声があります。
その声に応えるべきだと考えますが、県の見解を伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　議員おっしゃるとおり、オンライン学習の環境整備
については重要でありまして、今回、国の補正予算を
活用しまして、小中学校それと特別支援学校について
はＧＩＧＡスクール構想に基づいて一人一台端末を整
備することになっています。また、高校につきまして
はいわゆる沖縄県の教育情報推進計画に基づいて、段
階的に進めるというふうになっています。特に議員御
質問の臨時休業時ですけれど、学校を休業した場合で
も学校のほうに整備した端末等貸出しを行うなどとい
うことで、子供たちの学びの保障ができるように、環
境整備に取り組んでいきたいというふうに考えていま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　県立高校でも今後、タブレットの一
人一台の整備を検討していることが確認できました。
一日も早く実現するために、ぜひ県には頑張ってもら
いたいと思います。
　続いてですが、たとえパソコンやタブレットを持っ
ていても、インターネットの通信容量の制限で利用が
できなくなり、通信容量を追加したくてもお金がない
などの問題があります。学生有志の会のアンケートに
は「子供を学校に行かすだけでも生活が精いっぱい。
インターネット環境がない世帯は勉強・学習に置いて
行かれてしまう」との声が寄せられています。
　そこで伺いますが、まずは県教育委員会として各家
庭の実態調査を行い、インターネットの通信環境の支
援を行うべきではないでしょうか。教育委員会の見解
を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　オンラインの学習環境にお
いて、特に今、議員御指摘の通信環境の件、やはり県
教育委員会でも懸念いたしましたので、実態調査を行
わせていただきました。
　それで、今回の６月補正予算において、モバイルルー
タの整備を予算要求しているところでございます。ま
た特にオンライン学習の通信費につきましては、国の
ほうから１人当たり年額１万円の支援が今回示されて
おりますので、それをしっかり御家庭のほうに情報を
提供していって、そういうふうにもし仮に休業になっ
た場合には、その取扱いをやっていきたいと思ってい
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ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　ぜひ、引き続き頑張ってください。
　次に、学生有志の会の大学生の要請に対し、県は相
談窓口の設置をするとのことでした。そのことは一歩
前進だと思いますけれども、具体的な支援策は不十分
だと私は思います。確かに大学等の教育は国が責任を
持つべきだということは分かりますけれども、国の支
援策では十分に足りていないのが現状です。
　兵庫県は、県立大学に通う学生を対象に大学の授業
料を年収400万以下の世帯は全額免除、500万以下の
世帯は半額免除になるよう、国の修学支援新制度に上
乗せするという形で県独自の支援を行っています。
　学生有志の会が行ったアンケートには、「アルバイ
トができなくて収入がゼロ。一人暮らしで生活もでき
ない。10万円の給付だけでは全然足りない」、「母親
の収入がゼロになったため、バイトの給料を学費や生
活費に充てるしかない。助けてほしい」そういった悲
痛な声が寄せられているんです。
　そこで伺いますが、新型コロナ禍の中で社会的影響
を真っ先に受けるのは、学生のような弱い立場の人た
ちです。政治の責任が問われています。沖縄県として
独自の支援策を検討するべきではないでしょうか。改
めて県の見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　先ほども述べましたけれ
ども、まず要請を受けまして、国に対しまして経済的
に困窮する学生への緊急給付金、あるいはそれの制度
の弾力的な運用とか　　　　かなり使いにくいというよう
な声も聞いております。そういったところも踏まえて
要請をしているところでございます。
　また、今年度からの修学支援新制度などにつきまし
ても、きちっと周知を図っていく。さらに学生相談窓
口、それは今月中に設置しまして、こちらについては
私ども所管しているのは専門学校、各種学校などです
が、大学生、短大生も含めまして、幅広く相談を受け
入れるような形での運営を考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　救いの手を差し伸べてほしいと学
生たちは求めています。
　最後に知事に伺いますが、知事はこれまでも子供の
貧困解消に全力で取り組む、誰一人取り残さない社会
実現にと言ってきました。学生たちは、私たちの声を
知事にも直接聞いてほしいと訴えていました。

　知事どうでしょうか。学生たちの声を聞く機会を設
けてもらえないでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　どのような環境にあっても
全ての子供たちや学生さんたちが安心して勉強でき
る、その体制づくり、支援の在り方については様々な
方策をしっかり講じていきたいと思います。併せて、
そのような多種多様な意見を持っている若い皆さんと
の意見交換の場も、ぜひ設けていきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　知事、ありがとうございます。ぜひ、
設けていただけるよう検討していただきたいと思いま
す。
　次の質問に行きます。
　中高生バス通学無料化についてです。
　先ほど支援方法について答弁がありました。ＯＫＩ
ＣＡの定期券などを対象世帯に配布をする。教育委員
会の目的お伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　先ほど御答弁させていただきましたけれども、特に
今年度は貧困対策という観点もございますけれども、
特にやはり家庭の経済環境にかかわらず、子供たちが
安心して学業に励むことができる教育環境を整備する
ことが重要だというふうに考えておりまして、そうい
う観点から今回10月からですが、しっかり事業を進
めていきたいなというふうに考えています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　ありがとうございます。
　生活困窮されている方を対象にということなので、
一時的にも負担が出ないようにということを教育委員
会としては考えているか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　本答弁でも答弁させていただきましたけれども、特
にやはり自宅から学校までの区間ございます。そこの
バスの利用の場合に　　　　いわゆる無料となるＯＫＩＣ
Ａ、もしくはＯＫＩＣＡが利用できない例えば離島で
すとか、北部の場合は利用券、これも無料に利用でき
るように無料券の交付を予定しているところでござい
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　償還払いではなく、一時的にも負担
を負わせないようにする現物給付のような今回の仕組
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み、すばらしいと思います。当局の取組、大変評価で
きると思います。
　ところで今回の無料化、非課税世帯対象ですけれど
も、知事の公約でもある全世帯へのバス通学無料化に
予算はどのぐらいかかるか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　全員を対象にした、全世帯を対象にした場合という
ことで、ちょっとバス利用の流入者数が現時点では推
計が困難でございます。使用開始後の対象者ですとか、
バス利用の状況などを確認した上で、特にやはり持続
可能な支援の在り方が必要でございますので、それを
踏まえて今後検討したいと考えています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　県は高校生の通学方法調査も行っ
ていると思いますが、保護者が送迎している割合はど
のくらいか、バス通学との比較もお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　教育委員会のほうでは、令
和元年度でございますけど、通学実態調査を実施い
たしました。それによりますと、保護者の送迎によ
り通学している生徒は、登校時で41.5％、帰宅時で
24.1％、また、バス通学により通学している生徒は、
登校時で14.8％、帰宅時で20.9％というふうになっ
ております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　保護者の送迎が全体に占めている
割合は、朝は４割を超え、バス通学よりも多い実態が
分かりました。バス通学無料化が実現すれば、沖縄の
交通渋滞の緩和策としても期待ができます。一括交付
金の活用など、財源の確保についてもぜひ検討してい
ただきたいと思います。
　次の質問に行きたいと思います。
　続きまして、泡瀬干潟について伺います。
　泡瀬干潟のラムサール条約湿地登録についてです
が、先ほどの答弁では県は沖縄市に対して、ラムサー
ル湿地登録のために、鳥獣保護区や特別鳥獣保護区の
位置図を示し、それへの賛否の意見照会をしましたが、
沖縄市の回答は難色を示しているとのことでした。
　泡瀬干潟の埋立工事については、これまで２次にわ
たり公金支出差止訴訟を闘った経過があります。１次
訴訟は原告である泡瀬干潟を守る会に結集する住民側
が勝訴し、全ての工事がストップしました。そして、
沖縄市は当初の計画の１区、２区のうち陸地側の２区

区域の埋立ては困難と諦め、沖合の１区区域のみで新
しい埋立事業を策定し、それが県、国の承認が得られ、
１区区域のみの事業が始まりました。住民側は２次訴
訟を提訴しましたが、残念ながら、最高裁が原告の上
告を棄却し、１区区域の埋立てが確定し、事業が進展
しています。このような経過で２区区域の埋立中止は
決着がついています。
　そこで伺いますが、なぜ沖縄市は既に埋立中止の決
着がついている２区区域について特別鳥獣保護区にす
ることに難色を示しているのでしょうか。沖縄市の理
由と、それに対する県環境部の見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　沖縄市から人工島と振興
地区及び県総合運動公園の機能連携を図る観点等を考
慮すると、将来的な開発計画の可能性を排除できない
ため、再考いただきたいとの意見をいただいておりま
す。
　県としては、当該特別保護地区に指定を予定してい
る地区につきましては、非常に重要な干潟であるとい
うふうに認識をしておりまして、特別保護地区に指定
することについて改めて沖縄市と調整を図ってまいり
たいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　ありがとうございます。
　将来的な開発計画があるということで沖縄市は難色
を示す回答をしている。しかし、先ほど述べたように
２区工事区域においては沖縄市が2007年に一部が米
軍基地提供区域に該当する、クビレミドロなどの絶滅
危惧種が多く生息している、大半が干潟にかかるなど
の理由で工事を断念した場所です。一度断念した場所
を将来的な開発計画を理由に難色を示すのは私は理解
できません。
　そこで伺いますが、県が特別鳥獣保護区の候補地に
指定をした理由を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　特別保護地区予定地は、
海岸線沿いで水深が浅いことから、干潮時には多くの
鳥類の餌場として利用されておりまして、シギ、チド
リ類の分布状況調査によると多くの分布が確認されて
いる場所でございます。また、泡瀬干潟はクビレミド
ロ、トカゲハゼの生息やムナグロの全生息数の１％以
上の生息などが確認されていることから、国により日
本の重要湿地500及びラムサール条約湿地候補地に選
定されております。このようなことから、特別保護地
区に選定したいと考えているものでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
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○島袋　恵祐君　ありがとうございます。
　私も先日、泡瀬干潟に行ってきました。大人になっ
てからはなかなか行く機会がなかったんですけれど
も、泡瀬干潟でよく遊んでいた子供時代を思い出しま
した。多くの生き物がすみ、貴重な自然を残さないと
いけない、守っていかなければいけないと改めて思い
を強くしているところです。
　部長に改めてお伺いいたしますが、来年のラムサー
ル湿地条約登録に向けて、鳥獣保護区、特別鳥獣保護
区を認めるように再度沖縄市に求めるべきだと思いま
すが、見解をお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
○環境部長（松田　了君）　県としましては、特別保
護区指定の理由等を沖縄市に丁寧に説明しまして、沖
縄市の理解が得られるよう取り組んでまいりたいと考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　ぜひ頑張ってくださいますようお
願いをいたします。
　先ほど飛ばしましたが、４番の公共交通についての
バス停上屋設置について、先ほど答弁いただきました。
今年は４か所、設置を予定していると言ってますけれ
ども、その場所、もし分かりましたら教えていただけ
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時44分休憩
　　　午後３時44分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　一括交付金で整備を補助
する箇所が４か所ございます。
　上之屋の上り、それからプラザハウス前の上り、こ
の２か所でございます。あとの２か所は道路事業にな
ります。企画部で把握しているのはこの２か所でござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　島袋恵祐君。
○島袋　恵祐君　ありがとうございます。
　基本はバス事業者が設置をするというお話がありま
したけれども、ぜひ県と事業者、関係者が連携して協
議をする場をしっかり設けてもらいたいと、これ要望
して終わりたいと思います。
　では、再質問終わりたいと思います。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時45分休憩
　　　午後４時５分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長から発言の申出がありますのでこれを
許可します。
　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　新型コロナウイル
ス感染症に関して、米軍関係の情報がございますので
報告いたします。
　本日13日、米軍関係の保健医療当局である海軍病
院から米軍基地内における患者情報の連絡がありまし
た。普天間基地において新たに32名の患者が確認さ
れました。昨日までは７月７日以降の人数を合計して
おりましたが、本日から本年３月から７月２日までに
確認された患者を含め、米軍基地内新型コロナウイル
ス感染者数全体を示すことといたしました。よって、
これまでに確認された患者数の合計は、98人となり
ます。
　今後の感染拡大防止のため、引き続き必要な情報の
開示を求めてまいります。
　それから県内の新規感染者については、本日はゼロ
でございました。
　報告は以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩前に引き続き質問及び質
疑を行います。
　翁長雄治君。
　　　〔翁長雄治君登壇〕
○翁長　雄治君　ハイサイ　グスーヨー　チューウ
ガナビラ。
　会派てぃーだネットの翁長雄治でございます。
　質問の前に所感を述べさせていただきたいと思いま
す。
　私は今回、那覇市・南部離島区より初当選をいたし
ました。また本議会では最年少の33歳となっており
ます。見た目はもうちょっと上に見えるかと思うんで
すけれども、ぜひ皆様よろしくお願いします。まだま
だ勉強不足のところ、また礼儀知らずな部分もあり、
先輩方といろいろあるかと思いますけれども。よろし
くお願いします。
　先輩の皆様そして当局の皆様におかれましても、こ
れから４年間厳しく御指導、御鞭撻をよろしくお願い
申し上げます。
　私が初めて県議会に足を踏み入れたのは、小学校に
入学する前、６歳の頃でした。1992年に父が初当選
してから、仕事に忙しい父と過ごせるのは県議会の居
室だけでした。県議会で夏休みの宿題をすると、兄弟
で籠もって父と共に過ごせる時間が私の本当に思い出
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で、そこで私も父と同じ仕事ができるということに、
今非常にどきどきしているのと誇りを持って取り組み
たいと思います。
　小さな頃から父翁長雄志というよりは、私の場合、
本当に政治家翁長雄志に憧れてきましたので、その父
が体力、気力、情熱全てをかけていたこの場所で私も
一生懸命これから取り組んでまいります。
　沖縄のこれまでの50年の総括、そしてこれから考
えられる沖縄の50年の展望をしっかり持ち、未来の、
将来のウチナーンチュが誇りを持てるそんな沖縄を先
輩方とつくり上げてまいりたいと思いますので、よろ
しくお願いします。
　それでは、一般質問に入ってまいります。
　１、新型コロナウイルス対策について。
　今回の議会でもたくさん質問が出てまいりました
が、本県に限らず世界中でその猛威を振るい、私たち
の生活そのものが根本から変化をしなくてはならない
ほどの影響を与えた今回の新型コロナウイルス、本県
だけでどうにか解決できる問題ではございません。特
に本県におきましては、人の出入りが多い。その中で
しっかりとした体制を取らなければ、この問題を終息
させていくことはなかなかできないと思います。また
ワクチン等の開発が完了するまではまだ時間がかかっ
ていくことも考えて、コロナがある世界の中で私たち
が日常を取り戻していかなくてはなりません。
　そこで、以下３点質問いたします。
　(1)、那覇空港における水際対策について。
　(2)、対策会議の体制について。
　(3)、学校現場におけるオンライン授業の取組につ
いて。
　２、座間味村浄水場建設の現状について。
　昨日の琉球新報でも報道がありました。村の未来を
つくる上でとても重要な事業です。しかしながら新聞
報道にもあるように、村内で意見が大きく分かれてお
ります。私も何度か現場のほうを視察させていただい
ておりますが、そこで村の意見、村民の意見、双方聞
いてまいりました。ともに座間味村の将来を見据えて
大切な村を守るために全力であることが伝わってきま
す。
　今、阿真ビーチ隣接案、そして高月山Ｃ案という２
つありますけれども、両方にメリット・デメリットが
あります。非常に難しい判断があると思いますが、こ
の一般質問で論点が少し整理できればなと考えており
ます。
　まずは新しい議員も多くいらっしゃいますので、浄
水場の現状について伺いたいと思います。

　３、第５次新沖縄振興計画について。
　現状の沖縄振興計画もそろそろ終わりが見えてまい
りました。本県が本土復帰後、本土並みに発展、成長
するために大きな役割を果たしてきたものでありま
す。しかしながら沖縄が自律的な経済を持ち、安定し
た運営をしていくためにもうしばらく時間がかかると
私は思っています。13期の沖縄県議会でも新沖縄振
興・公共交通ネットワーク特別委員会が設置をされる
こととなり、議会と行政が一体となって沖縄の次の時
代をつくるために共に力を合わせなくてはなりませ
ん。本県の見解を伺います。
　４、Ｊ１対応サッカー場の建設について。
　本県には、ＦＣ琉球、琉球ゴールデンキングス、琉
球アスティーダなど多くのプロスポーツチームがあ
り、また国内外のプロ、アマ問わず多くのスポーツ
チームがキャンプに訪れるなど、スポーツアイランド
としての位置づけが大きくなってきております。また
ＦＣ琉球が昨年Ｊ２に昇格するなど、県民の意識は高
くなってきていると感じています。その中で、知事の
公約でもあり、また県民が待望しているＪ１対応サッ
カー場の建設がまだなかなか前に進んでいない現状が
あります。ＦＣ琉球のＪ２昇格の際にも、一つの条件
になっていたと記憶していますが、これからＪ１を目
指す上で必須になるこのサッカー場の建設の現状につ
いて伺います。
　５、こども医療費無償化について。
　本県の喫緊の課題でもある子供の貧困問題につい
て、その中でも医療費の無償化は多くの保護者から待
望されております。現状として、各市町村間で大きな
差があるのが現状です。一方では安心して通院できて、
一方では保護者の収入によって医療を受けられたり受
けられなかったりしているのは、子供の貧困解決にお
いて大きな課題であると思います。
　現状と課題について伺います。
　残り時間につきましては、答弁を聞きながら再質問
の要望を行いたいと思います。当局の皆様、よろしく
お願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　翁長雄治議員の御質問にお
答えいたします。
　33歳、初当選おめでとうございます。不撓不屈の
思いで頑張ってください。
　沖縄振興計画についての御質問の中の３の(1)、新
たな振興計画についてお答えいたします。
　沖縄県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づ
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き実施してまいりました各種施策や沖縄振興特別措置
法等に規定する各種制度について、その成果や課題等
を検証するため、本年３月に総点検報告書を取りまと
めたところであります。各種施策の検証に当たっては、
新たな振興計画を見据え、重要性を増した課題、新た
に生じた課題の抽出を行ったところです。
　新たな振興計画については、総点検の結果や新沖縄
発展戦略を踏まえるとともに、ＳＤＧｓを反映させ、
本年中に新たな振興計画の骨子案を取りまとめ、市町
村や経済団体等から広く御意見を伺い、国と連携を図
りながら策定してまいりたいと考えています。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　１、新型コロナウイルス
対策についての(1)、那覇空港における水際対策につ
いてお答えいたします。
　現在那覇空港では、沖縄県が国内線到着口及び出発
口保安検査場前のそれぞれでサーモグラフィーによる
体温確認を行い、発熱が感知された場合は、旅行者専
用相談センターＴＡＣＯにおいて、看護師による問診
等を踏まえ、指定医療機関等でのＰＣＲ検査につなげ
ることとしております。
　県としましては、今後も県内外の新型コロナウイル
スの感染状況を踏まえ適切に対応してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナウ
イルス対策についての御質問の中の(2)、対策会議の
体制についてお答えいたします。
　沖縄県新型コロナウイルス対策本部は、本県におけ
る新型コロナウイルス感染症対策の総合的な事務をつ
かさどることを目的として設置しております。対策本
部会議の体制は、知事を対策本部長とし副知事、政策
調整監、各部等の長、会計管理者、企業局長、病院事
業局長、教育長及び県警本部長の計19名で構成され
ており、全庁を挙げて対策に取り組んでおります。ま
た、対策本部の下に総括情報部を設置し、対策本部会
議の運営のほか、感染症患者の入院調整や医療物資の
受入れ、提供などを実施しているところであります。
　次に５、こども医療費無償化についての(1)、こど
も医療費助成制度についてお答えいたします。
　こども医療費助成制度につきましては、通院対象年
齢の中学卒業までの拡大を視野に入れながら市町村と

協議を行っているところであります。
　県としましては、引き続き市町村との協議を進め令
和２年度中には内容及び実施時期を含め、その方向性
を示していきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　１、新型コロナウイルス対
策についての御質問の中の(3)、オンライン授業の取
組についてお答えいたします。
　市町村のオンライン学習のための環境整備について
は、ＧＩＧＡスクール構想に係る補助金交付申請希望
調査を県で取りまとめ文部科学省に提出したところで
あります。今後、交付申請業務の支援や、一人一台端
末等について早急に整備ができるよう情報提供などに
努め、市町村を支援してまいります。学校再開後は第
２波に備え、小中学校及び県立学校の職員を対象とし
た職員研修を行い、オンライン学習のための教材等を
作成することを促すとともに、県立総合教育センター
において、授業の参考動画を作成するなどの支援を
行っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　２、座間味浄水場建設の
現状についてお答えします。
　座間味島の高台地域は、自然公園法の特別地域であ
ることから、景観や造成面積、併せて整備費用、工期
等を総合的に検討し、当初、阿真キャンプ場内を浄水
場の建設予定地としておりました。しかしながら、津
波被害を受けない高台への変更を求める住民からの要
望を受け、企業局としては、昨年度、高台３か所につ
いて再調査を行い、高台候補地のうち既存浄水場用地
拡張案及び当初予定地の阿真キャンプ場内案の２案に
絞ったところです。その結果について、本年６月に住
民説明会を開催し、２案の長所、短所について説明し
ました。
　企業局としましては、浄水場建設に早急に着手でき
るよう村と連携して取り組んでまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　４、Ｊ１
対応サッカー場建設の現状についての(1)、Ｊ１規格
スタジアム整備の現状についてお答えいたします。
　Ｊ１規格スタジアムの整備については、これまでに
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基本計画の策定や整備手法等に関する調査などを行っ
ており、令和元年度は、民間事業者のスタジアム整備
費の負担可能性等のサウンディング調査のほか、有識
者による財源・事業方式等の検討を実施したところで
あります。今年度は、事業方式や財源、スケジュール
等について過年度の調査検討を踏まえ、今後の進め方
を整理・検討するほか、都市計画法、都市公園法の制
限への対応協議、スタジアム整備を契機とした公園全
体の開発可能性等について検討することとしておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　ありがとうございました。
　時間がぎりぎりになるかもしれないので、要望等を
先にしておきます。
　まず、沖縄振興計画については本当に私たちも今説
明されているスケジュール感、非常にこれタイトだな
というのはとても感じるところです。議会のほうでも
いろいろありましたけれども、この48名みんなで考
えていこうということで特別委員会も設置することが
できました。県のほうがこれで来年の何月までとか非
常に厳しいスケジュール感でやりますので、議会とと
もにこれからいろんな議会で、そして平場でも意見が
たくさん出るかと思いますので、ぜひそのあたりを酌
んでスピード感を持って取り組んでいただきたいと思
います。
　子供の医療費についてなんですけれども、本当に医
療費がただだからということで、住所ごと変わってい
く保護者も多くいらっしゃるんです。僕の中学校の同
級生とかでも、もうどこどこの市町村に移動していっ
たというのが、これは子供の医療費があっちのほうが
いいからということで出ていくことが非常に多いんで
す。ただみんな気持ちとしては、生まれ育った地域で
育てたいという気持ちもありつつ、夫婦共々何の関係
もない、ゆかりもない土地に行ったりとかするんです
ね。ですので地域によってこの医療費のばらつきがあ
るというのは、市町村とこれから連携していくという
ことでありますけれども、ぜひ沖縄の子供たちの医療
費ですので、生命財産を守るものですので、県が率先
してリーダーシップを持ってやっていただきたいと思
います。よろしくお願いします。
　最初に、コロナの問題から行きたいと思います。
　先ほどざっとしたフローチャートを教えていただい
たんですけれども、発熱しました、それから病院と連
携するまでのフローチャートを示していただいてよろ
しいでしょうか。

○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　コロナウイルスの
対応としましてですけれども、まず健康に不安がある
場合……
○翁長　雄治君　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時25分休憩
　　　午後４時26分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　那覇空港
でのＴＡＣＯの御質問というふうに承りました。
　ＴＡＣＯにおきましては、現在看護師２名、事務職
員１名の体制で那覇空港における発熱者への対応です
とか、滞在先で発熱等のある旅行者の方からの相談対
応などを行っているところでございます。
　那覇空港におきましては、発熱が感知されました旅
行者について、まずは看護師による問診を実施させて
いただきまして、必要に応じて保健所、指定医療機関
等でのＰＣＲ検査につなげているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　問診を例えばどこでやるのかとか、
そういったことがなかなか　　　　議会の皆さんで一回視
察に行った人は理解できると思うんですけれども、ど
ういうふうに病院まで行くのかというのが分からない
と思うんですよ。例えば車の中に隔離していくとか、
そういった隔離場所とかの詳しいところを教えていた
だきたいのですが、よろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　現在那覇
空港内にワンボックスカーを止めてございますけれど
も、それがコロナ感染対策仕様のワンボックスカーで
ございまして、その中に一旦入っていただきまして、
そこで看護師による問診を行っていただくということ
になっております。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　ワンボックスカーは、何台あるんで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　今のとこ
ろ２台となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　僕が現場を見に行ったのは少し前
になるんですけれども、ＴＡＣＯが発足してそれから
一、二週間ぐらいのことでございます。あのときが例
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年の３割程度の運航ということだったんです。これか
ら非常に観光客が増えていくんですけれども、足りな
くないかと、車にしても現場の体制にしても。その点
の認識をお伺いしたいです。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　おっしゃ
るとおり、このＴＡＣＯにつきましては６月19日ま
さに渡航自粛が解除された後に合わせまして設けられ
ました。まさにそこから旅行者の数が徐々にではあり
ますけれども、増えてきている現状にございます。おっ
しゃるとおり県内外の感染者の数、拡大等に注視しな
がらそれに合わせた形で運営の改善ですとか、体制の
見直しも図っていく必要もあろうかというふうに考え
ているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　そもそも今、発熱者が出ました、問
診しました。それから保健所、もしくは那覇市内の病
院とかと連携をしていくということなんですけれど
も、その辺の連携がうまくできているというふうに県
は認識しているのかどうか伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　実際に看
護師が問診した方の数というのが、今五、六名という
数でございます。そこに問診した結果ＰＣＲ検査まで
至ったという事例はまだございませんので、ちゃんと
した形でのオペレーションというのは、まだ完全には
なされてはおりません。そういった形で徐々に現場で
の体験を積みながら、改めて体制強化にもつなげて、
検証結果を踏まえながら体制の強化等にもつなげてい
きたいというふうに思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　これから夏休み、そしてＧｏＴｏ
キャンペーンなどがあってどんどん増えてくる可能性
は十二分にあるんです。今隔離する場所がなくて、車
の中で隔離をしてそれから病院へ直行していくという
ような形、保健所に行く形になっているかと思うんで
すけれども、これから第２波、第３波これからまた新
しい感染症なども出てきている中で、那覇空港の中の
体制を少し考えていかなきゃいけないんじゃないかな
と。私は、今この羽田とかのように那覇空港の中にＰ
ＣＲ検査等々も含めてですけれども、病院を設置した
らどうかというふうに考えているんですけれども、そ
のあたり見解を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　大きな空港の中に
は診療所があるところもあると思います。那覇空港に

は今のところ県内向けにはございませんけれども、そ
の必要性については研究する必要があると思います。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　ありがとうございます。
　ちょっと幾つかほかにも準備したんですけれども、
少し時間もあれなので最後に１点なんですけれども、
専門家会議が対策会議の諮問会議としてあるかと思う
んですけれども、そこの役割とそしてメンバーのほう
をお伺いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後４時31分休憩
　　　午後４時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　新型コロナウイル
スに関しまして、専門家会議を立ち上げてございます。
これには、感染症の専門医であるとか救急医療の専門
医、公衆衛生の専門の方々などなどに入っていただき
まして、新型コロナウイルスの感染状況などの分析、
それから今どういう状況にあるのかというような指標
的な御意見を頂戴するために設置してございます。そ
れらの御意見を踏まえまして、県の本部の対策に生か
していくという趣旨で設置されているものでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　要は、今は感染症が広がらないよう
にというような専門家会議という認識になっているん
ですけれども、よろしいですか。
　これから先、ワクチンや特効薬の開発等になかなか
時間がまだまだかかると言われている中で知事もよく
おっしゃいますけれども、ウイズ・コロナの世界だと、
コロナとともに私たちの生活をやっていかないといけ
ない。その中には経済もあるし、私たちの普通の一般
の生活もあるし子供たちの教育、そして保育の現場の
問題がある。今当然初期の頃は、広がらないようにと
いうようなものでよかったかもしれないんですけれど
も、これから先のためにそういった各界の専門家を招
集した形での、しっかり県が諮問会議として設置する
必要があるかと思いますけれどもいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現在の新型コロナ
ウイルス対策本部会議は、感染症対策を主に全庁体制
で議論する場となっております。それとは別に新型コ
ロナウイルス対策に関する経済対策本部というものも
立ち上げておりまして、経済対策と感染症対策を両輪
で対策する必要があるということで、知事の指揮の下
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に動いているという状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　分かりました。これも少しずつ私も
訴えていきたいと思いますので、よろしくお願いしま
す。
　少し質問変えていきます。
　Ｊ１対応サッカー場なんですけれども、今のスケ
ジュールで行くと当初予定の供用開始ができるのかど
うかお伺いしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　御指摘の
件については、鋭意、元年度はサンプリング調査をす
る、あるいは有識者による財源事業方式等の検討を実
施したところで、その年度年度で着実に進めてはおり
ますけれども、なかなか当初のスケジュールどおりに
いくかどうかというのは厳しい状況かと認識しており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　一番大きな要因というのは、何に
なるというふうに認識されているか見解を伺えますで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　これだけ
の規模のスポーツ施設でございます。やはり何と言
いましても財源をどう工面するかということもござい
ますし、あるいはいろいろ土地利用上の規制、都市計
画法あるいは都市公園法の網がかぶってございますの
で、それの規制をどういった形でクリアできるかと
いったようなところも課題となっているところでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　先ほど出ていた都市計画法と都市
公園法なんですけれども、都市公園法はまず県の条例
ですよね。都市計画法はＪ１サッカー場を造ってほし
いと願っている那覇市の問題なので、これはともに
やっていけば必ず解決できる問題だと思いますので、
お願いします。確かに、180億円ですよね事業費は。
それぐらいの規模となると、なかなか厳しい部分もあ
ろうかと思うんですけれども、民間の力も活用しなが
らあの辺、先ほども答弁にあったように周辺全体の公
園整備の在り方、また近くのウオーターフロントの在
り方など民間の力も借りながら、民間の資本も入れな
がらぜひそこの問題は解決していただきたいなと思い
ます。
　今使っているホームスタジアムは、ＪリーグのＪ２
用としての許可レベルにあるのかどうか伺いたいと思

います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　現在のＪ
２スタジアムも、これも一部機能は満たしていないの
ですけれども例外的に認めていただいているという状
況にございます。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　万が一このまま進まない場合、Ｊ２
のライセンスが剝奪されるようなことがないのか伺い
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　ＦＣ琉球
につきましては、令和元年、昨年度の９月に例外規定
の適用によりまして2020シーズンのＪ１クラブライ
センスを取得しているところでございます。この例外
規定と申しますのは、最長８年間認められております。
その猶予期間のカウントの開始というのがチームが実
際にＪ１に昇格したシーズンからとなっております。
　お尋ねのこの猶予期間に仮にスタジアムを整備でき
ない場合ということでございますけれども、それはＪ
リーグの判断にもよりますけれども、例外的に上位
リーグでプレーしている場合は、翌シーズンから、例
えばホームスタジアムのグレードに合わせたリーグへ
降格といったような可能性もあるものと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　チームの実力で上がれない、もしく
は降格するというのは県民にしてもファンにしてもサ
ポーターにしても納得できると思うんですけれども、
県が整備できなかったからとか周りがサポートできな
かったからというのは、なかなかそこがうまくいかな
いというのは、非常に納得がいくものではないと思い
ます。経済効果というものは多分琉銀とかがやってい
るかと思うんですけれども、その辺り今資料等あるで
しょうか。スタジアムを造ることによって得られる経
済効果。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　平成29年
度に、基本計画を定めておりますけれども、その際出
しました経済波及効果で申しますと、収支試算の基本
係数これは中位に値する試算でございます。それの数
値を基に推計を行っておりまして、経済効果が約45
億円、雇用効果が約630名になることが推計されてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　とても大きな数字だなと思います。
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確かに大きな金額をかけてやる事業ですけれども、そ
れだけ県民に還元できる施設でもあるというふうに考
えておりますのでよろしくお願いします。なかなか答
弁しづらいと思うんですけれども、いつぐらいまでに
この計画を改めて、例えば令和５年なのか６年なの
か。来年、再来年、Ｊ１に昇格しないとも限らないわ
けですよ。早めにこれは対応していきながら　　　　Ｊ１
に昇格したから今から頑張るんだでは遅いと思うんで
すね。そのあたりの計画を今示せるかどうか伺いたい
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　先ほど、
Ｊ１クラブライセンスの取得から下位リーグへの降格
する可能性のことも答弁させていただきましたけれど
も、県としてはそのような事態を招くことがないよう
に頑張っていきたいと思います。御承知のとおりサッ
カー競技というのは、全国的にも人気が高くて、本県
のスポーツツーリズムを推進する上でも非常に重要な
コンテンツの一つでございます。先ほど申し上げまし
た財源の確保ですとか、計画地の法規制などいろいろ
課題はございますけれども、県としましては、早期整
備に向け全力で取り組んでまいりたいというふうに考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　そうですね、今、練り直していると
ころだと思うのですぐにいつまでとはなかなか言えな
いかと思うんですけれども、一番大切なことは、県が
不退転の気持ちを持ってこの事業に取り組んでいくと
いうことだと思います。ぜひ知事から、知事の公約で
もありますので、必ず造るぞというのを、今日ここに
ＦＣ琉球のサポーターの方もいらしてますし、ネット
で見ている方も大勢いらっしゃいます。ぜひ知事の必
ず造るんだぞという決意を述べていただきたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　Ｊ１規格スタジアムの整備
については、先ほど来部長から答弁をさせていただい
ておりますとおり、その可能性それから民間資本も活
用した形での様々な整備の方法、方式などについても
検討を進めています。ぜひ、私としてはＦＣ琉球に期
待を込めつつ、子供たちの未来にも希望が描けるよう
なそういう計画として仕上げていけたらというように
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　ありがとうございます。みんな今、
勇気づけられたと思います。

　私もスポーツ出身でここまで来ています。大学も体
育大学の体育学部武道学科を出てきました。沖縄でこ
れから様々なスポーツのアジア大会を誘致したいと
か、今キャンプはたくさん来ています。これから国際
大会などもやることによって、本土からもそしてアジ
アの中でも海の中にぽつんとある島かもしれないです
けれども、そこにいる子供たちに大きな夢を与えてい
く事業になるかと思いますので、ぜひ知事これは力強
く前に進めていただきますよう、よろしくお願いしま
す。
　最後に、座間味浄水場のところなんですけれども、
これ端的にでもいいんですけれども、高月山Ｃ案と現
行の最初出てきた阿真キャンプ場隣接案の双方のメ
リット・デメリットを教えていただいていいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　今の御質問にお答えいた
します。
　それぞれの長所、短所についてですが、まず既存浄
水場用地拡張案というのは、いわゆる高台と言われて
いるところです。まず長所についてですが、高台候補
地の中で造成面積が最小であること、津波浸水想定区
域外であること。
　阿真キャンプ場内、これはいわゆるビーチの近くと
いうところですね。阿真キャンプ場内の長所としては、
用地造成が不要である、建設費が抑えられ工期も短く
なること、エネルギー効率が最もよく動力費が抑えら
れること、利便性のよい施設配置が可能になることな
どとなっています。
　一方、短所につきましては、既存浄水場用地拡張案
については工事の施工性が悪いこと、建設費用が多額
となり工期も長くなること、エネルギー効率が最も悪
く動力費がかさむこと、運転管理及び維持管理におい
て不利となることなどとなっています。
　阿真キャンプ場内案についての短所としましては、
津波浸水想定区域内であること、阿真キャンプ場、阿
真ビーチに隣接しており、景観へ配慮が必要であるこ
となどとなっています。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　普通に言うと浄水場は高台に造る
というのが、今国の方針になっているかと思うんです
けれども、それでもやっぱり高月山Ｃ案で駄目なデメ
リットもあるよというところで、今企業局がしきりに
村民のほうに説明しているのは、水質の悪化だという
ふうに伺っています。水質についてお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　座間味島の水道水質につ
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きましては、水源水質の悪化や既存浄水場の老朽化に
伴う水道水質への影響が懸念され、早急な対応が必要
となっています。これまで臭気等、幾つかの項目にお
いて水質基準値を超える事例はありますが、直ちに健
康に影響があるものは現在ではありません。しかしな
がら、既存浄水場の運用継続により水質基準値を継続
的に超過することが見込まれ、人の健康を害するおそ
れがある場合には、座間味村においてその原因影響等
を踏まえて総合的に判断し、給水停止や飲用制限等な
どの対応が必要になることも想定されます。
　そのため抜本的な水道水質の改善を図るためには、
できるだけ早急に新たな浄水場を建設し、対応するこ
とが重要であると考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　私も説明いただきました。トリハロ
メタンという物質が出るというふうに伺っていますけ
れども、トリハロメタンの発生要因について教えても
らっていいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　水道原水における有機物
等が増えてきますと、それに伴い塩素を増加しないと
いけない、消毒のためにですね。その化学反応によっ
てトリハロメタンは発生すると言われています。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　ほかには特にはないという認識な
んですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　トリハロメタン以外で最
近ですと、いわゆる臭気、臭いですね。これは直ちに
健康に影響はもちろんありませんけれども、やっぱり
飲用水としてはちょっと気になる部分があります。臭
気がちょっと引っかかったりすることが多くなってき
ています。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　分かりました。トリハロメタンの有
毒性についての見解をお願いしたいんですけれども。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　これは、議員の皆様は覚
えていらっしゃると思うんですが、大分前に日本全国
で問題になりました、水道水をお湯で沸かしてから飲
みなさいとか、一時期非常に関心があった物質です。
これにつきましては、一部発がん性とかの指摘はござ
いましたけれども、それについて非常に長期間飲み続
けた　　　　大変濃度が濃いものを　　　　長期間飲み続けて
体に異常が起きるという物質ですので、今直ちにどう

いうことが起きるということではないので、心配は要
らないと考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　その中で今お話があったみたいに、
例えば家庭においては加熱をするとかあろうかと思う
んですけれども、浄水場の中でできることっていうの
もあるんでしょうか。浄水場の中でできる方法、対処
の方法。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　今、通常行われている凝
集沈殿法という方法では、取り除くことはできません。
そのため活性炭ですとか、マクロ化とかそういうこと
を行って処理している状況です。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　今の現状でも、もちろん老朽化が激
しいので早急にやらなきゃいけないことは間違いない
けれども、村のほうが今少しずつ対処のほうはしては
いるというところですよね。村のほうが活性炭等を活
用してやっているという認識でいいんですよね。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　先ほど御説明しましたよ
うに、老朽化が進んでいて完全な処理が難しくなって
きているということで、今後企業局が計画している膜
処理方法とか、そういうものに変える必要はあるかな
と思っています。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　先ほど話があったみたいに、これは
水源のほうの非常に大きな課題でもあるということな
んですけれども、このダムの水質改善なくして浄水場
のみを変えてこれは可能なのかどうかというところを
少しお伺いしたいんです。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　理想的には、やはり水源
の改善というのは必要だと思うんですけれども、非常
にコンパクトな島ですので限られた水源を利活用して
いくことは必要だと思います。もちろん並行してで
きることがないかを検討してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　ではもう先に県管理にして、　　　　
おっしゃるようにあれだけ小さな村だと財源の問題も
あったりとか、人手の問題もあったりするので、先に
県管理にして県のほうがそういった様々なことをやっ
ていくというのはできないのかどうかお伺いしたいと
思います。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　今、議員がおっしゃった
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ように、各離島で人もいない、予算規模も小さいとい
うことでそういう趣旨で広域化を進めてきました。そ
れについても企業局がやるにしても、効率的に運営し
ていかないといけないということで、どの浄水場も離
島の浄水場をマクロ化方式という方式、同じ基準の方
式をやってどこの島でも運用できるように技術的にも
簡単なように考えているところです。座間味島につき
ましては、例えば今の施設を改良したり、そういうこ
とでの改善はちょっと難しいと思いますので、企業局
のほうで新しい浄水場を建築して、新しい方式により
処理をしていきたいと考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　今の予定では、いつが広域化スター
トでいつから安全な水の　　　　両方ですね、水のスター
トになるのかどうか伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　当初は　　　　すみません。
28年から事業を始めていまして、平成33年までに広
域化を終える予定でしたけれども、それがそれぞれい
ろんな離島の事情によって延びている状況です。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　例えば今海淡の施設も使うという
のもあるかと思うんですけれども、座間味村に限った
話ですよ。いつから、この水が今のものか。水質を変
えていくことができるのかどうか伺いたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　座間味島においては、今
現在も海淡施設は１基動かしていまして、水の供給を
しているところですがそれだけでは足りないというこ
とで、今座間味村が運営している浄水場を使っている
んですが、その分を早急に企業局で新たなものを造っ
て、企業局が運営することによって安全な水を供給で
きるかなと考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　早めに企業局が変えていくという
ことが大事だと思うんですけれども、これいつまでに
　　　　まあもちろんいろいろとあるかと思うんですけれ
ども、いつまでに決定をしていくのかというのはある
んでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　今現在、座間味村におい
て住民説明会の住民からの意見やアンケート調査、そ
して我々の提供した長所、短所いろんな資料を含めて
検討しています。企業局は技術的な助言をしています。
今座間味村、我々も含めて検討している状況なのでい

つとはちょっと言いにくいんですが、場所が決まりま
したら、場所によって違うんですが、１年半から三、
四年という状況です。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　最終的には誰が決定するんでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　先ほど言いました長所、
短所があります。住民生活に非常に影響があることが
ありますので、場所の決定については座間味村におい
てやっていただくことが望ましいと考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　当初からその予定ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　我々が当初建設実現性を
調査して、提案したときには阿真キャンプ場内案を提
案しました。座間味村もその場所だったらいいだろう
ということで、その方向で動いていましたので誰が決
定というわけではないんですけれども、我々が提案し
ました。座間味村も了解して進んでいたんですが、先
ほど答弁しましたように住民から高台を望む声があり
ましたので、最終的には企業局としては２案に絞って
座間味村に提案したところです。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　一長一短、両方とももちろんある
んですよ。村が決定を下すというのは、非常にこれ負
担になるんじゃないかなと思っています。村長にして
も村民にしても、両方話を聞いて、これまでの流れか
らいくと場所については企業局が決めるというのが両
方の認識でした。ということがこれまでそのような話
だったと思うんですけれども、その辺の見解をお願い
します。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　企業局としては、浄水場
という非常に重要な施設ですので、地元の意見を最大
限尊重したいと考えておりますので、当初から企業局
が決めるということは一切考えておりません。座間味
村と相談しながら決める姿勢を貫いてきていて、いつ
の間にか２案になって、いろんな意見が分かれた中
で、じゃどこが決めるんだというお話が出ましたけれ
ども、それについては、先ほどから申し上げているよ
うに住民生活に非常に密着した災害防災の件も絡むよ
うな内容ですので、座間味村のほうでそういうものを
最大限配慮した上で、決定していただきたいと考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
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○翁長　雄治君　１点、ちょっと阿真ビーチのところ
で確認し忘れていたんですけれども、阿真ビーチでは
造成がないということなんですけれども……造成がな
い、山の造成がない。阿真チジのほうに調整池を造成、
造るというのはどうなんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　阿真キャンプ場内に浄水
場を造った場合に、調整池という浄水が終わった水を
貯めておくところ、そこを阿真チジというところに造
る予定です。ただ調整池ですので、造成面積は非常に
ちっちゃい。浄水場を造るようなものと比べて非常に
ちっちゃくて済みますので、それについては環境への
影響は非常に少ないかなと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　高月Ｃ案のところに造成するもの
と比べて、どれぐらい違うんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
○企業局長（棚原憲実君）　すみません、今ちょっと
面積的な資料は持っていませんが、住民説明会でもそ
のような質問がありまして、規模はもう本当に問題に
ならないぐらい。タンクを設置するだけですので、施
設規模は阿真チジに調整池を造る場合は、非常にちっ
ちゃくなるということです。ちょっと今面積は持って
おりません。
○議長（赤嶺　昇君）　翁長雄治君。
○翁長　雄治君　分かりました。いずれにしても、こ
れから長い期間、村民の生活を守る浄水場になります
ので、今生まれた子供たちが大人になって、おじい
ちゃん、おばあちゃんになっても安心して使える、そ
して納得がいくものをぜひ造っていただきたいと思い
ます。
　以上です。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　皆さん、こんにちは。
　会派おきなわ、新垣光栄です。
　県民の負託に応えられるよう、また一生懸命頑張っ
ていきますので、よろしくお願いいたします。
　一般質問に入る前に、追加質問をさせていただきま
す。
　在沖米軍基地における新型コロナウイルス患者が急
増し、基地内のクラスターが懸念されているこの事件
に関し、通告後発生した看過できない問題であります。
議長と執行部には連絡を済ませておりますので、先例
を踏まえ質問をさせていただきます。
　それでは、基地従業員及び家族を守るための感染症

対策・検査体制はどのようになっているか、伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　全駐留軍労働組合
沖縄地区支部からの情報によりますと、７月11日に
司令官より基地内従業員へ入室制限が発令され、消防
など一部の従業員を除きまして在宅勤務や自宅待機等
の措置が取られており、出勤する従業員を半分にする
などの制限が取られているというふうに聞いておりま
す。基地従業員に対する検査につきましては、県では
患者と接触した可能性のある方や、接触歴が明らかで
ない方であっても保健所への相談があった場合は検査
を実施しているところでございます。
　また、現在基地従業員が検査を受けやすくするため
に、中部地区における検体採取センターの立ち上げ、
それから中部地区で検体採取が可能な医療機関との契
約を急いでいるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　それでは、今ＰＣＲ検査を行う場合
は、行政検査で行うということで理解してよろしいで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　行政検査で行う場
合と医療機関を受診しまして、そこで保険診療により
行う場合とがございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　私は、この米軍基地から発生した問
題に関して、基地従業員を守らないといけないという
のが大前提だと思っています。
　そこで、基地従業員の専用窓口を県のほうで設けて
はどうかと思っておりますけれども、見解をお伺いし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回の米軍基地内
での急激な感染拡大を踏まえまして、基地従業員が検
査を受けやすくするためにということで対策は取って
おりますが、どういった対応が必要かということも含
めまして、今先ほどの全駐留軍労働組合沖縄地区支部
とも連携を取りながら今検討しているところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　もし、さらにこの米軍基地内で重
篤な患者が急増した場合、米軍側から受入支援要請が
あった場合、米軍側との協議、受入体制の協議等はど
のようになっているかお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現在、海軍病院か
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らの情報によりますと、現在の基地内における感染者
の状態につきましては、無症状者、それから軽症者と
いうような報告を受けております。
　県としましては、海軍病院で重症者が発生した場合
にも原則として、海軍病院及び基地内で対応していた
だく必要があると考えております。
　今後、現在知事から申し入れております海軍病院と
沖縄県等との協議の場を活用しまして、具体的な対応
等について協議を進めたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　覚書とか協定というのはないんで
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　2013年に日米合同
委員会によりまして、覚書が交わされております。そ
の中では、地域で広範に感染が拡大した場合には、米
軍基地内の病院とそれから自治体の保健公衆衛生部門
とが協力して取り組むというような内容の協定になっ
ておりまして、それに基づきまして対応が必要になる
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　今の答弁で、受け入れないといけな
いということで理解しているんですけれども、もし、
沖縄の受入体制が、沖縄の県民が増えた場合はそれは
米軍のほうも受け入れる体制になっているのか。双方
向のこういう覚書になっているのかお伺いいたしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　覚書自体には双方
が協力してという内容になっているというところでご
ざいます。
　具体的な記載はございませんけれども、両方が協力
してという内容でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　それでは、私もコロナウイルス対策
ということで、今回、質問させていただく項目に入れ
ていますので、その中でこのような今東京都で発生し
ているクラスター含めて、沖縄はまだ落ち着いている。
患者がいないという状況の中で、沖縄行きの各空港に
おいて検温、そして抗体検査、抗原検査は30分程度
で分かるということですので、抗体検査の実施を求め
て、沖縄のほうに来ていただくということはできない
んでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時３分休憩
　　　午後５時４分再開

○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　感染、第２波に備
えて水際対策は非常に重要であるとは思います。しか
しながら、我が国の法律では、例えば、外国から来た
ときに検疫をするような体制にはなっておりません
で、そこまで強制することはもちろんできません。で
すので、協力を求めるという形でどのような方法が効
果的にできるかということを考える必要があると思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　このように今県外だけでなく、海外
からも入国規制の緩和第２段として、新型コロナウイ
ルスの状況が落ち着いた国からの入国に向けて協議が
始まっていますけれども、沖縄県もアジアの玄関口で
あれば、こういった検査体制が充実して、そして国と
の規制、法律等の問題等もクリアしていくことが今後
の沖縄県のさらなるアジアの発展戦略につながってい
くのではないかと思っております。その中で問題点と
いうのはどのように認識しているのかお伺いいたしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時５分休憩
　　　午後５時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　国外からの入国に
つきましては、国の検疫体制でしっかりやっていただ
く必要があると考えます。ただ、国内の場合において
は、県内でもサーモグラフィーなどを設置して今対応
しているところでございますが、検疫制度と比べて義
務を課すようなことはなかなか難しいところでござい
ますけれども、しっかりと協力を求めて対応する必要
があると思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひ、しっかり対策を取っていただ
きたいと思います。
　そして、この中でアフター・コロナを見据えた県民
の暮らしと経済を守る次期振計の中に、新たな振興計
画に向けた提言の中にも沖縄県の振興計画の中で沖縄
県の経済を回復するために、中長期的な施策が必要と
述べております。その次期振計に向けたアフター・コ
ロナを見据えた政策はどのような政策がありますで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時７分休憩
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　　　午後５時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新たな振興計画にあって
はウイズ・コロナからアフター・コロナに向けた将来
を見通す中で、総点検の結果や新沖縄発展戦略を踏ま
えるとともに、新しい生活様式へのコロナ・シフトや
コロナ・チェンジに対応した各種施策が必要になって
くるかと思います。
　具体的には新しい生活様式への対応として、社会的
な環境の整備であったり、新たな暮らしのスタイルの
確立等々が必要になってくると思います。それで３
密対策を実行したより快適な空間の創設であったり、
キャッシュレス化、あるいはもろもろのＩＴ化、そう
いうところの施策展開が図られていくものというふう
に今考えています。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひアフター・コロナを見据えた政
策をしっかりやっていただきたいと思います、次期振
計の中で。
　その振計について大枠の２、次期振興計画において
沖縄発展戦略の位置づけとして、中南部都市における
ゾーニングの見直しがうたわれています。この中で県
土の方向性が示され、中南部都市圏の一体的な計画、
サンライズベルト構想の発展戦略が盛り込まれている
ことに大変感謝をいたします。そしてまた知事は、サ
ンライズベルト構想を踏まえた中南部圏域全体のマス
タープランを作成すると回答しています。それは大変
すばらしいことで、今後の沖縄県の発展に寄与するも
のだと思っております。シンガポールもコンセプトプ
ランの下でマスタープランがつくられ、今まで沖縄に
このような計画はなかったということで、人口100万
を有する中南部都市圏にどのような絵が描かれて、何
を目指していくかということで、これを実現していく
ために災害対策やアフター・コロナも見据えた中南部
の都市圏全体のマスタープランをしっかりと次期沖縄
振興計画に位置づけ、世界水準の観光・リゾート都市
を目指して関係部局が一体となって頑張っていただけ
るようお願いをするとともに、まず東海岸のサンライ
ズベルト構想戦略について、県のお考えをお伺いいた
します。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　県土の均衡ある発展に向
けては、東海岸において、もう一つの南北に伸びる経
済の背骨を形成し、強固な経済基盤を構築する必要が
あると考えております。今年の３月に、新沖縄発展戦

略有識者チームが取りまとめた新たな振興計画の提言
書において、大型ＭＩＣＥ施設等を核とした東海岸地
域の活性化など、東海岸サンライズベルトの発展戦略
が提言されております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ありがとうございます。
　次期振計にもサンライズベルト構想をしっかり位置
づけてほしいと思います。
　次に、その位置づけの中で、私は関係部局がしっか
り取り組むことによって実現すると思っておりますの
で、世界水準を目指した東海岸を含む中南部都市圏の
全体マスタープランを次期振計に位置づける必要があ
るのではないかと思っておりますけれども、どのよう
にお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新沖縄発展戦略において
は、中南部圏域について圏域を一体の都市圏として捉
え、国際的にも特色のある高度な都市機能を有する
100万都市圏の形成が期待されるとしております。さ
らに、大規模な駐留軍用地の跡地開発を県土構造の再
編の好機とした県全体の発展可能性について提言され
ています。現在、新たな振興計画の策定に取り組んで
いるところであり、今後、中南部都市圏駐留軍用地跡
地利用広域構想や、先ほど申し上げた東海岸サンライ
ズベルト構想も踏まえた中南部都市圏全体のマスター
プランの在り方について検討していきたいと考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひマスタープランを作成してい
ただいて、取り組んでいただきたいと思います。あり
がとうございます。
　東海岸地域を含んだ中南部都市圏全体のマスタープ
ランをぜひお願いいたします。それと私たち土木のほ
うで、副知事、知事が先頭になって土建部長に一生懸
命頑張っていただいて那覇広域の区域区分の協議会を
各市町村、自分たちのまちづくりのためにとても頑
張っていこうという気概が見えます。
　そこで、県の指導力、連携が大変重要だと思ってい
ますので、中城村・北中城村でも職員が一体となって
一生懸命に郷土のまちづくりのために頑張っておりま
すので、知事、引き続き県の指導力を発揮していただ
きたいと思っておりますけれども、どのようにお考え
でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　昨年度、区域区分の検討協議会で議論をしてまいり
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ました。区域区分の維持を必要としつつも、市街化調
整区域における県独自の規制緩和や計画的な市街化区
域編入を行うことを確認したところでございます。ま
た、北中城村・中城村においては、都市計画区域の中
部広域への編入を標榜する強い意見がございますけれ
ども、いずれにしましても協働のまちづくりの展望が
明確に示された上で、区域区分を廃止した場合の無秩
序な市街化防止の対策や計画的なまちづくりの実現方
策を確認しながら、県と両村において継続的に検討す
ることとしております。引き続きしっかりと協議をし
ながら良好なまちづくりの実現ができるように取り組
んでいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ありがとうございます。
　それも県が主導的な立場でやってきた成果だと思っ
ておりますので、よろしくお願いします。
　(2)、大型ＭＩＣＥ施設を核とした公共交通システ
ムの現状について。
　大型ＭＩＣＥ施設と地域拠点を結ぶ円滑な公共交通
システムの構築について、県の考えをお願いいたしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　新沖縄発展戦略において
は、東海岸地域の円滑な交通ネットワーク形成の観点
から、道路の整備・拡充等と合わせて大型ＭＩＣＥ施
設を生かし、東海岸地域一帯にビジネス・リゾートを
展開するためには、大型ＭＩＣＥ施設と地域拠点を結
ぶ円滑な交通システムの構築を検討する必要があると
提言されております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　この中で次期　　　　このＭＩＣＥも
今、次期振計の中にどのように位置づけをしていくか
というのは各部局の連携、取組が重要になっていくと
思います。そのＭＩＣＥ施設をどのように振計の中に
今県は位置づけていますでしょうか、お伺いいたしま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時16分休憩
　　　午後５時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　現在、新たな沖縄振興計
画の策定に向けて取り組んでいるところでありまし
て、その中において大型ＭＩＣＥ施設と地域拠点を結
ぶ円滑な公共交通システムの構築についても今年度中
に取りまとめられる東海岸サンライズベルト構想等を

踏まえ検討していくことになります。必要に応じて関
係部局等と連携し、幅広く検討してまいりますが、そ
の際にはどのような公共交通システムの構築が望まし
いのか、市町村の合意形成等が必要になるものと考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　私たちは東海岸地域において、この
ＭＩＣＥが本当にこれからの中心になる施設だと思っ
ておりますので、よろしくお願いします。
　そこで大型ＭＩＣＥについて、大型ＭＩＣＥ施設の
事業概要と今回の取組についてお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　県におきましては、ＭＩＣＥ施設の整備を含みます
マリンタウンＭＩＣＥエリアの形成に向けた検討を進
めておりまして、令和２年６月に、官民連携導入可能
性調査の結果を公表したところでございます。
　今年度は、当該調査において整理をいたしました官
民連携の様々な事業手法等に評価を加えまして、民間
事業者との対話や地元住民の意向、あるいは新型コロ
ナウイルス感染症の影響によりますＭＩＣＥの動向も
踏まえつつ、新たな基本計画の策定に向けて取組を進
めてまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　それでは(2)ですね。このＭＩＣＥ
が誘致された場合、大型ＭＩＣＥの大型イベントの開
催時に周辺道路が交通渋滞すると思うんですよ。その
渋滞の中で最大どのような交通量を考慮して周辺の交
通渋滞を考えているか、もしお示しできれば数字でお
願いしたいんですけれども。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時19分休憩
　　　午後５時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　例えば、
大型イベント開催時ということで想定したものでござ
いますけれども、その交通量につきまして、平成28
年度の調査におきましてでございますけれども、来場
者数２万人規模のコンサートに県内外からシャトルバ
スや自家用車等の交通手段を利用して来場することを
想定しますと、その発生集中交通量は１日当たり約
１万500台と推計をしているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　休憩お願いします。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時20分休憩
　　　午後５時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○新垣　光栄君　今、答弁で１万500台ということ
だったんですけれども、夕方から開催する２万人規模
のコンサート、短期間に４万人が集中することになる
んです。そうした場合、お客さんとしてコンサートに
来る交通渋滞、日頃からあの辺は西原方面が混んでい
るんですよ。その時間帯が合わさったときに、交通渋
滞の影響を県のほうは想定しているのかどうか、答弁
お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時21分休憩
　　　午後５時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　その辺の
時間的なところも考慮した上での交通量というのは、
恐縮ですが算定してございません。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひＭＩＣＥでのイベントだけの
交通量ではなくて、今現在、住民の足として活用して
いる交通、道路の交通渋滞の部分まで換算して計画を
立てていただきたいと思います。
　そこで、2020年供用開始に至る　　　　本来だったら
もうできているんですよ、ＭＩＣＥ　　　　道路整備工程
計画が今現在どのようになっているか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　大型ＭＩＣＥ施設が立地予定の中城湾港西原与那原
地区周辺の道路整備につきましては、国において国道
329号南風原バイパス及び与那原バイパスの整備が進
められております。これまでに南風原バイパスについ
ては、平成31年３月に全線での暫定供用を開始して
いるとともに、与那原バイパスについては、令和３年
度に全線での暫定供用を予定しているとのことであり
ます。また、県では県道浦添西原線の小那覇から翁長
までの整備を進めており、一部暫定を含めて2020年
度中頃の供用を目指して取り組んでいるところでござ
います。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　今回ＭＩＣＥ施設が間に合ってい
たら、まだまだ供用開始されていないんです。だから、
今回次のＭＩＣＥ計画の中でしっかり道路網の整備、

社会基盤整備を考えながらＭＩＣＥの誘致と一緒に考
えながら進めていくことが今後重要になると思います
ので、今回の変更は(4)、大型ＭＩＣＥ施設供用開始
時点での道路の供用について、今どのように考えてい
るか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　大型ＭＩＣＥ施設が立地する予定の周辺道路整備に
つきまして、大型ＭＩＣＥ施設を所管する関係部局や
その他関係機関とも連携しながら、その大型ＭＩＣＥ
施設立地の時点までに早期供用に向けて取り組んでい
きたいと考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　そうですね。早期に取り組むことに
よってＭＩＣＥ計画と道路整備計画の整合性が取れる
と思っておりますので、その整合性について今県とし
てはどのようにお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　議員おっ
しゃるとおり非常に重要な点であるというふうに認識
をしております。ＭＩＣＥ施設の整備を含みます全体
的な工程につきましては、基本計画を検討する中で整
理をすることとしておりまして、道路整備を所管する
関係部局とも連携しながら継続的に取り組んでいきた
いというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　この道路整備と加えて私はモノ
レールも重要な要素だと思っておりますので、大枠の
４、モノレール調査についてお伺いいたします。
　現在の利用客についてお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　沖縄都市モノレールの浦添延長事業の平成23年度
における特許取得時の需要予測は、令和12年度で１
日当たりの乗客数が４万5649人の予測でありました
が、好調な乗客数の伸びにより平成31年度の中長期
輸送力増強検討会議において１日当たり７万5000人
に見直しを行ったところであります。また、浦添区間
開業後の令和元年10月の平均乗客数は、６万2388人
となっております。一方、新型コロナウイルス感染症
の影響により４月及び５月の乗客数は約２万3000人
となっておりますが、緊急事態宣言解除後の６月には、
１日当たり約３万3000人となり回復の兆しがあると
ころでございます。
　失礼いたしました。
　４月及び５月の乗客数は約２万3000人ではなく
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２万300人でございます。
　失礼いたしました。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　コロナで大変利用客が落ち込んで
いると思うんですが、今現在、このゆいレールの落ち
込んだ状況の中でゆいレールの経営状況に関してはど
のようになっているのでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　今現在の沖縄都市モノレールの経営状況につきまし
ては、令和元年度の決算が行われておりまして、決算
におきまして、営業収益は過去最高を更新し、損益は
４年連続単年度黒字を計上しているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　過去最高ということなんですけれ
ども、これは去年までですよね。今年度の見通しはど
のようにお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時27分休憩
　　　午後５時27分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　令和２年度の経営状況についてでございますが、令
和２年度は３月以降新型コロナウイルス感染症の影響
に伴う乗客数の減少により運輸収入が減少しておりま
す。緊急事態宣言解除後は少しずつ回復基調が見られ
るものの業績予想の見通しが立たない状況でございま
す。令和２年度は厳しい状況が見込まれているという
ところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　この厳しい状況の中でも、公共交通
の役割はやはり大切だと思っております。そして、そ
の中でぜひ職員の皆さんはじめ関係者の皆さん頑張っ
ていただきたいと思います。その後押しも県のほうで
しっかりやっていただきたい。そのしっかりやってい
く中で、私は大型ＭＩＣＥ施設とまちづくりに関する
モノレールの役割は大変大きいものがあると思ってお
ります。その役割について、県の認識をお伺いいたし
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　モノレールなどの公共交
通システムは大型ＭＩＣＥ施設の存在と相まって、都
市ブランド力の向上や地域全体のにぎわいの創出につ

ながる可能性があるものと考えております。
　ただし、大型ＭＩＣＥ施設に係る交通需要への対応
については、これまでの調査においておおむね現況の
路線バスで対応可能であるとの結果が得られたところ
でありまして、慎重に幅広く検討を進める必要がある
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　今はＭＩＣＥをつくった場合、路線
バスで対応可能ということだったと思うんですけれど
も、もう一度その認識で大丈夫でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時30分休憩
　　　午後５時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　平成29年当時になるんで
すが、大型ＭＩＣＥ施設に係る年間の参加者、これが
開業12年目で101万人と試算されておりました。これ
を１日平均に換算すると2800人で、当時の文化観光
スポーツ部から示された公共交通の分担率、これ５％
で見た場合、１日当たりの利用者は両方向で280人程
度と試算されるということで、公共交通にあってはバ
スであっても対応は可能であるということを確認した
ところです。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　それでは、文化部長お願いいたしま
す。
　今はこのＭＩＣＥができたときにバス利用者は280
人と想定していると、想定の５％ということで、これ
こういうふうな数字を出されると、バスで５％、２万
人来ても1000人ぐらいのバス利用しかないというこ
とになると、さらにこの周辺は交通渋滞の原因になる
と思うんです。私はそのためにも絶対にモノレールや
ＬＲＴのような定時定速運行できる公共的な交通機関
が必要だと思っているんですけれども、本当にこの
５％で想定しているのかお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　数値につ
いては当時のものでございますので、それも含めて検
討するといたしまして、このモノレール、ＭＩＣＥ施
設の整備を含むマリンタウン、ＭＩＣＥエリアを形成
していく上でのモノレール等の公共交通が充実すると
いうことはいずれにしても利便性が高まるということ
だと思います。エリアの魅力向上に大きく寄与するも
のと考えておりますので、その辺り関係部局とも相談
しながら検討を進めてまいりたいと思います。
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○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひ再検討していただいて、しっか
りとした交通形態をつくっていただきたい。そうじゃ
ないと、あの周辺、相当な交通渋滞が起こると思って
おりますのでよろしくお願いします。それで先ほども
言ったように、時間もかかるということですよ。ＭＩ
ＣＥと同時に公共交通網がしっかりして、地域基盤が
しっかりしてないと地域住民の方に迷惑がかかるし、
ＭＩＣＥが来ても迷惑施設にしかなり得ないと思って
いますので、しっかりやっていただきたいと思います。
　そして、この中で西原町はＭＩＣＥを誘致してモノ
レールを延伸させようという思いで様々な企画を厳し
い財政の中でやっております。
　その西原町がまとめたモノレールの延伸計画、まち
づくりについて県がどのように認識しているのか伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　平成30年11月に西原町ま
ちづくり推進協議会から、県に対しまして東海岸への
モノレール延伸について要請がなされております。県
では平成30年度にモノレールを延伸した場合につい
ての調査を実施しておりまして、当該調査の結果、採
算性等に課題があることが確認されたところです。た
だし、一方で先ほど申し上げたとおり、新たな公共交
通システムの導入はまちづくりとも密接に関連してお
りまして、マリンタウンのＭＩＣＥエリアの形成と相
まって、地域全体のにぎわい創出につながる可能性も
あると考えております。需要確保等の観点からも地元
市町村においてまちづくりについて検討を行っていた
だくことが重要であると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　先ほどもモノレールの導入当時か
ら徐々に徐々に利用客が増えてまちづくりがしっかり
していく中で、６万人規模の利用客になっているわけ
ですから、今現在の町の指数で判断するんではなくて、
先を見越した将来どういう町になるんだということを
見越した調査が私は必要ではないかと思っております
ので、今後の延伸計画の調査をしっかりやっていただ
きたい。その調査の実施について県はどのように考え
ておりますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　先ほども申し上げたとお
り、県では平成30年度にモノレールを延伸した場合
の効果や課題等について検討を行ったところです。
　この結果、延伸等によって移動時間は短縮され、公
共交通全体の利用者は増加するものの、採算性に課題

があることが確認されました。今後は市町村との共同
による公共交通充実に向けた取組の中で、まちづくり
計画等も踏まえながら、各地域の公共交通の在り方に
ついて様々なシステムも含め、幅広く検討を行ってい
くこととしております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　現状が違ってきているわけですか
ら、そして西原町もしっかりまちづくりの提案をして、
また与那原町もそういうまちづくりの提案をしていま
すので、ぜひ再調査をしていただくのと、その調査費
がなければ土木のほうで引き取ってもらって、総合交
通体系調査費の要請等を行ってはどうかと思っている
んですけれども、どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　総合都市交通体系調
査、国の補助ではございますけれども、熟度が高まり
ますればそういった調査費も活用しながら企画部と連
携しながらやっていくことも検討しなければならない
のかなと考えているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひそこが重要だと思っています
ので、しっかり各部連携していただいて市町村とも連
携していただいて、県が主導的な立場でしっかり取り
組んでいただきたいと思います。
　そして、大枠の５番です。道路の雑草対策について。
　去る２月の会派おきなわの代表質問でも取り上げさ
せていただいたんですけれども、あまりにも雑草が多
いということで、亜熱帯だからということではなくて、
シンガポールや台湾は同じような気候の中でちゃんと
道路の除草が行われていると。なぜ沖縄ができないの
かということで質問をさせていただきました。その中
で、しっかり県が性能規定方式に基づいてやっていく
という答弁を頂きましたけれども、その答弁でどのよ
うな進展があったかお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　除草管理の性能規定
方式の導入についてでございますが、亜熱帯気候の沖
縄県では、雑草の成長速度が早く、効果的・効率的な
維持管理が課題となっております。そのため沖縄県沿
道景観向上技術ガイドラインに基づき雑草対策に取り
組んでおり、宮古・八重山地域で昨年度から実施して
いる包括維持管理業務の検証を行うとともに、関係団
体等との意見交換を踏まえ、性能規定方式の導入につ
いて検討を進めているところでございます。今後、試
験的な導入も含めて検討していきたいというふうに考
えております。
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○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひ、今年度で試験的な取組を行っ
ていただきたいと思います。雑草が伸び放題になって
から除草するのではなくて、公園管理と一緒ですよ。
一度除草したら伸びる前に刈って管理すれば雑草が生
えないと。管理も簡単だということで、ぜひ実施して
いただきたいと思います。
　そして、もう一つ、最後になると思いますけれども、
この沿道景観向上技術ガイドラインの活用状況につい
てお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　県では、平成29年３月に沖縄県沿道景観向上技術
ガイドラインを策定し、同ガイドライン等に基づき、
除草剤の使用や雑草の生育を抑える作用のある植物に
よる防草対策など、道路景観の向上に取り組んでおり
ます。今後とも、効果的・効率的な道路の維持管理に
取り組み、世界水準の観光地にふさわしい良好な沿道
景観の形成に努めていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　最後に、世界水準の景観というの
は、シンガポールのように、亡くなったリー・クアン
ユー元総理が力強い指導力でガーデンシティーをつ
くっています。知事、この指導力とリーダーシップを
ぜひ発揮していただきたいと思いますけれども、最後
に見解をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　沿道の景観向上については、
かねてから様々な御意見も頂いておりますので、着実
に沖縄らしい持続可能性のある沿道景観を構築してい
きたいと思います。
○新垣　光栄君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
　　　〔上里善清君登壇〕
○上里　善清君　休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時41分休憩
　　　午後５時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○上里　善清君　皆さん、お疲れさまです。
　中頭郡から選出されました、上里善清といいます。
新里米吉前県議会議長の後継で非常に重い責任を負う
ことになりました。皆さんの負託に応えられるよう、
一生懸命また頑張っていきたいと思いますので、皆さ
んの御指導、御鞭撻をひとつよろしくお願いします。
　まず、一般質問をする前に、今度の米軍関係のこと

で、追加質問を入れております。
　新型コロナウイルスの感染対策として、在沖米海兵
隊が北谷町内のホテルを借り上げた隔離措置について
県の見解と対応を問います。
　１点目は、基地従業員のＰＣＲ検査について、これ
１番目、全員これをやるのか、行政検査で無料で行う
のか。
　２番目、軍ごと、施設ごとにやるのか。
　３番目、検査体制、１日何人になるのか。
　４、いつからやるのか。
　５、必要なら、家族もやるのか。これ体調不良、持
病などを抱えた人たちも含めてです。
　あと、日米地位協定の問題について。
　１、入国審査、検疫について、米軍基地であっても
当然国内法を守らせるべきだと私は考えます。コロナ
との関係で、国の対応はどうなっているのかお伺いし
ます。
　２番目、これは沖縄だけの問題ではありません。全
国知事会で一致して政府に働きかけることが必要では
ないかと思います。これは知事にお尋ねします。
　コロナの感染情報の開示について。
　在韓米軍は公表しているというが、在日米軍はどう
か。
　２番目、今国が入国制限している国からも兵士は沖
縄に来ているか。
　３番目、民間ホテルで米軍の感染対策をするのをや
めてもらいたい。海兵隊の大量移動もやめさせる必要
があると思いますが、知事から直接大臣等には要請し
たのか。
　あと４番目、県民の命に関わる問題であり、感染情
報の開示、共有について速やかに日米合同委員会で協
議するよう要求してほしい。対応を伺います。
　一般質問に移ります。
　質問事項、憲法について。
　我が国は第二次大戦の教訓から平和憲法が制定さ
れ、おかげで75年間、他国との紛争もなく、平和を
謳歌し経済発展を成し遂げました。あの忌まわしい戦
争体験の教訓として憲法９条ができております。私は
今の改憲理論に９条を改正する必要は全くないと考え
ております。自民党は改憲に向け、2020年の運動方
針に改憲発議を盛り込みました。改憲案４項目めの中
で、憲法９条を改定し、自衛隊を明記する内容であり
ます。その背景には他国に対して集団的自衛権を行使
することが目的であり、専守防衛の範囲を超えるもの
となって、私は看過できません。玉城知事の見解をお
伺いします。
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　２番目、辺野古新基地について。
　米軍普天間基地は、第二次大戦終戦後に地権者の合
意なしに造られた基地であります。ハーグ陸戦条約の
第23条７項において、戦争の必要上やむを得ない理
由を除き財産の破壊、または押収してはならぬと規定
されており、国際法違反で造られた基地であります。
その基地に対して、県民にこれは必要であるから県内
に移設してくれというのは、私が考えると不条理であ
ります。今や基地は県経済発展の最大の阻害要因に
なっております。これは基地が返還されたところを見
ると明白であります。普天間基地を返還する代わりに
辺野古基地を提供しろというのは看過されるものでは
ありません。軟弱地盤の存在による工期の長期化、そ
れに伴う予算の増加等を勘案すると、国は建設を即時
中止すべきと考えるが玉城知事の見解をお伺いしま
す。
　３番目、ＭＩＣＥ施設について。
　沖縄県は観光立県を目指しており、昨年沖縄に入国
したインバウンド客を含め、1000万人を超えました。
各種イベント等の受入れをする大型施設は必要と考え
ます。西原町・与那原町にまたがるマリンタウン地区
に用地決定した経緯があり、地元住民は東海岸経済発
展の起爆剤につなげたいと非常に期待しております。
それが一括交付金が使用できなくて今、ＰＰＰ、民間
を活用しての計画に変わっておりますが、現在の状況
をお伺いします。
　４番目、小波津川整備について。
　(1)、西原町の小波津川は大雨のたび氾濫し、地域
住民を悩ませております。２級河川に指定された県事
業で進められていますが、工事の進み具合が遅いと感
じております。当初計画では平成15年　　　　これは着
工ですね　　　　から平成29年度に完成予定でありまし
た。現在の進捗状況と工事の遅れの理由について伺い
ます。
　５番目、道路行政について。
　(1)、県道那覇北中城線これは当初計画、平成19年
度から完成が平成31年度でありました。進捗状況と
工期遅れの理由についてお伺いします。
　(2)、県道浦添西原線これも当初計画19年、完成が
32年度でありました。この線の進捗状況と工期の遅
れの理由についてお伺いします。
　６、県公共事業について。
　地元企業育成のためにも県公共事業の地元企業への
優先発注が必要だと私は考えます。現在の県発注の公
共事業の比率をお伺いします。
　７番目、これちょっと訂正があります。次期振興計

画、文書の最後のほうですが、これは次期振計に直し
てください。万国津梁会議とされておりますが、間違
いです。
　次期沖縄振興計画について。
　(1)、沖縄振興特別措置法は戦後の沖縄再生に大き
く寄与した。おおむねハードの整備は整っております
が、県が目指している自立経済はまだまだ道半ばだと
思います。次期振計にどのようなことを議論して組み
込んでいくのかお伺いします。
　以上、御回答よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　上里善清議員の御質問にお
答えいたします。
　上里議員におかれましても、初当選おめでとうござ
います。
　新里米吉前議長から大きな信頼を持って議会に送っ
ていただいたということも伺っておりますが、心気充
実、頑張ってください。
　では御質問にお答えいたします。
　県公共事業についての御質問の中の６の(1)、公共
工事における県内企業の受注状況についてお答えいた
します。
　沖縄県土木建築部発注工事において、令和元年度は、
発注件数464件、約416億円のうち地元企業は459件、
約391億円を受注し、受注率は件数で98.9％、金額で
93.9％となっております。沖縄県発注工事において
は、県内企業への優先発注及び県産品の優先使用基本
方針に基づき、工事の規模や手持ち工事の状況等を勘
案した上で、可能な限り地元企業に配慮して指名等を
行っております。引き続き地元企業に配慮した発注を
行っていきたいと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、憲法
についての中の(1)、憲法改正に対する知事の見解に
ついてお答えいたします。
　憲法改正については、国民の間で様々な意見がある
ものと理解しております。去る大戦で悲惨な地上戦を
経験した沖縄県民は、命の大切さと平和の尊さを肌身
で感じており、世界の恒久平和は、県民が心から望ん
でいるものであります。憲法については、平和国家を
目指すという我が国の立場を訴える役割を果たしてき
たものと考えており、国民主権、基本的人権の尊重、
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平和主義の基本理念が尊重される形で十分な国民的議
論が必要であると考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　２、辺野古新基地建設
について(1)、辺野古新基地建設の中止についてお答
えいたします。
　本県は、戦後75年を経た現在もなお、国土面積の
約0.6％に、全国の約70.3％の米軍専用施設を抱えて
おり、過重な基地負担を強いられ続けております。ま
た、辺野古新基地建設に反対する民意は、これまでの
２度の知事選挙をはじめ、平成31年２月に行われた
県民投票、同年４月の衆議院議員補欠選挙と７月の参
議院議員選挙でも揺るぎない形で繰り返し示され、去
る６月７日の県議会議員選挙においても改めて反対の
民意が明確にされたものと考えております。
　県としては今後とも、県民投票等で示された民意に
応え、辺野古に新基地は造らせないとの知事公約の実
現に向け、全力で取り組んでまいります。
　８、在沖米海兵隊のホテル借り上げ・隔離措置につ
いて(1)、民間の宿泊施設を利用した隔離措置につい
てお答えいたします。
　米軍によると、日本国外から沖縄県内の基地への人
事異動が集中した結果、全ての来沖する者の14日間
の移動制限措置を基地内の施設で行うことが難しく
なったとして、民間の宿泊施設を利用して行っている
とのことです。そのため、県では、去る10日に謝花
副知事から、米海兵隊太平洋基地司令官に対し、原則、
基地内で実施すること、また、現在基地外の宿泊施設
で実施している措置については、宿泊者の管理徹底や
宿泊先従業員の感染防止対策を徹底することなどを求
めました。また、去る11日に米軍関係者の新型コロ
ナウイルスの感染者が多数確認されたことから、知事
からは在日米軍沖縄地域調整官に対し、謝花副知事か
らは外務省特命全権大使（沖縄担当）及び沖縄防衛局
長に対し、民間の宿泊施設で実施している移動制限措
置を基地内で実施するよう強く求めたところでござい
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　３、ＭＩ
ＣＥ施設についての(1)、ＭＩＣＥ施設整備に向けた
取組状況についてお答えいたします。
　県においては、ＭＩＣＥ施設の整備を含む、マリン

タウンＭＩＣＥエリアの形成に向けた検討を進めてお
り、令和２年６月に、官民連携導入可能性調査の結果
を公表したところであります。今年度は、当該調査に
おいて整理した官民連携の様々な事業手法等に評価を
加え、民間事業者との対話や、地元住民の意向、新型
コロナウイルス感染症の影響によるＭＩＣＥの動向も
踏まえつつ、新たな基本計画の策定に向けて取組を進
めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　４、小波津川整備に
ついての(1)、小波津川の河川整備についてお答えい
たします。
　小波津川については、整備延長約3.8キロメートル
のうち、河口部から西原町役場付近までの約1.7キロ
メートルが概成しており、令和元年度末時点の進捗
率は、整備延長ベースで約44.7％となっております。
事業推進に当たっては、用地取得が一部難航しており
ますが、引き続き西原町と連携し早期整備に努めてま
いります。
　次に５、道路行政についての御質問のうち(1)のア、
那覇北中城線の進捗状況等についてお答えいたしま
す。
　那覇北中城線は、沖縄本島中南部を縦断する主要地
方道であり、市営石嶺団地付近から上原交差点までの
約４キロメートル区間の整備を推進しております。進
捗率は、令和元年度末の事業費ベースで幸地・翁長
工区が約47％、翁長・上原工区が約71％、西原西地
区土地区画整理事業地内が約61％となっております。
事業推進に当たっては、取付道路等に関する関係者と
の調整に時間を要したことや用地買収が一部難航して
おりますが、地元の協力を得ながら、早期供用に向け
て取り組んでまいります。
　次に５の(2)のア、浦添西原線の進捗状況等につい
てお答えいたします。
　浦添西原線は、沖縄本島の東西軸を結ぶハシゴ道路
ネットワークを構築する道路であり、道路事業、街路
事業、土地区画整理事業により整備を推進しておりま
す。進捗率は、令和元年度末の事業費ベースで翁長・
嘉手苅工区が約30％、嘉手苅・小那覇工区が約86％、
西原西地区土地区画整理事業地内が約54％となって
おります。事業推進に当たっては、用地買収が一部難
航しておりますが、地元の協力を得ながら早期供用に
向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
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○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　７、次期沖縄振興計画策
定についてお答えいたします。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき実
施してきた各種施策や沖縄振興特別措置法等に規定す
る各種制度について、成果や課題等を検証するため本
年３月に総点検報告書を取りまとめたところです。各
種施策の検証に当たっては、新たな振興計画を見据え、
重要性を増した課題、新たに生じた課題の抽出を行っ
たところです。新たな振興計画については、総点検の
結果や新沖縄発展戦略を踏まえるとともに、ＳＤＧｓ
を反映させ、本年中に新たな振興計画の骨子案を取り
まとめ、市町村や経済団体等から広く御意見を伺い、
国と連携を図りながら策定してまいりたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　私の通告がちょっと悪かったみた
いです。
　新型コロナウイルスの件で、基地の問題で質問して
おりますが、その中に一個ずつちょっと聞きたいこと
がありまして、それでも議長構わないですか。
　まず、基地従業員のＰＣＲ検査について、ちょっと
お聞かせください。全員やるのか、これ行政検査で無
料でやるのか、その辺の内容をちょっと教えてくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　基地従業員に対す
る検査につきましては、今現在におきましても、患者
と接触した可能性のある方、それから接触歴が明らか
でない方も保健所へ相談があった場合には検査を実施
しております。ただ、まだ数は多くございませんので、
基地従業員の方が検査を受けやすくするために、中部
地区における検体採取センターを立ち上げ、それから
中部地区で検体採取が可能な医療機関との契約を今現
在急いでいるところでございます。そういった方法に
よりまして、行政検査でありますと、検査料について
は無料でございます。それから、医療機関を受診して
保険診療で、検査を受ける場合であっても保険は使い
ますけれども、個人負担の分は公費で見ることになり
ますので、その方にとっては費用の負担はございませ
ん。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　あと米軍施設にはいろいろな施設
がございますので、海兵隊施設、空軍施設ですね、嘉

手納基地の。陸軍施設も多分あると思いますが、軍ご
とに、施設ごとにやるのか、その辺をお聞かせくださ
い。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今、軍ごと、施設
ごとという考えではなくて、必要な方が検査を受けや
すくなるような体制を取っていきたいと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　総合的にやるっていうことですね、
一つの１か所のところで。
　あと、検査体制なんですけど、今１日何人くらい検
査できるのかその辺の予想値でもいいですから、聞か
せてください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今現在、県全体で、
検査体制としましては、１日480件でございます。こ
れは県内全体の数字でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　これは基地従業員は地元の人です
ので、そういうことになるとは思います。特にこの基
地従業員の方の検査は早くやったほうがいいと僕は思
いますよ、この感染拡大が急ピッチで進んでいますよ
ね、今日でも98名とかなりの数になっておりますの
で、これはとても心配になっております。早急にやる
日にちを早めていただきたいというふうに、これは要
望します。
　あと、５番目のこの従業員の家族、この辺について
の考え方をちょっと聞かせてください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　家族につきまして
も、その健康に不安がある方については当然でござい
まして、やはり不安があるというような方については、
積極的に御相談をいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　大変皆さん不安になっているはず
ですので、よろしくお願いします。
　あと、地位協定の問題で、この入国審査のときに検
疫ができないと。これも今大変問題だと僕は思うんで
すよ。軍隊、アメリカ軍は日本人を守ると、よき隣人
であると日頃から言っておりますよね、今ウチナーン
チュは命の危機にさらされております。よき隣人であ
ればこの日米地位協定は変えて、国内の検疫法を適用
するべきだと僕は思いますが、知事、この辺の考え方
はどうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。

－326－



○知事公室長（金城　賢君）　お答えをしたいと思い
ます。
　議員御指摘のとおり、日米地位協定においては、米
軍に原則として国内法の適用がないものとなっており
ます。そのため、沖縄県では、平成29年９月に日米
両国政府へ日米地位協定第９条に関しまして、人の保
健衛生に関して、国内法を適用することの要請を行っ
たところでございます。引き続き全国知事会や渉外知
事会、各政党や日弁連等、様々な団体と連携を深め、
日米地位協定の見直しに向けた取組を強化してまいり
たいというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　ぜひ玉城知事、全国知事会でこの辺
の提起をしていただきたいと私から要望いたします。
　あと、コロナの感染情報の開示について。
　在韓米軍は公表していると言っておりますね。在日
米軍はどうなっているかちょっとお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをします。
　在日米軍につきましては、米軍の運用上の観点から、
部隊別、基地別の感染者の数は公表しないという方針
となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　在韓米軍は公表しているわけです
よね。これ、地位協定の内容がちょっと違うかもしれ
ないですから、そうなるかもしれないですね。
　次行きます。
　今国で入国制限している国からも兵士はどんどんウ
チナーに入ってくるわけですよね、ローテーションは
半年ローテーションでしたか、紛争地域に半年くらい
いて、その後にまたローテーションで回ってくると。
今外国のほうがもうパンデミック状態ですよね。特に
この中東地域もあの辺もそうらしくて、とっても心配
です。この入国を制限している国からも兵士は沖縄に
来ているのか。この辺もし分かるんであれば御説明お
願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　今回の北谷町でのホテ
ルの対応につきましては、今申し上げたところの米本
国からのローテーション等に伴うものだというふうに
聞いております。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　３番目の　　　　３番目といいますか、
民間ホテルで対応をするということで、北谷町、今大
騒ぎになっております。私は広大な米軍基地の中に、

仮設住宅を造って、そこでやってほしいという考えが
あります。この辺、米軍に要請できるか、その辺ちょっ
とお答えしてください。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　去る11日の要請の中で、知事あるいは謝花副知事
から米軍四軍調整監及び外務省沖縄事務所長、それか
ら沖縄防衛局長に対して、北谷町の民間ホテルで実施
しているこの移動制限措置については、基地内で実施
をすることということで強く申入れを行っております
ので、そういった対処策の中で、今議員がおっしゃっ
たところのものも検討されるかどうかよく分かりませ
んけれども、確実にその基地内で対応していただくよ
うに強く求めてまいりたいというふうに思います。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　ぜひよろしくお願いいたします。こ
れは以上で終わります。
　あと、時間ありませんので、ＭＩＣＥ施設なんです
が、これ平成27年に現在の西原町マリンタウンにま
たがるところで、用地が決定したんですが、その後こ
の一括交付金が使えないということになりまして、今
の状況になっていると思うんですよ。この一括交付金
の使用っていうのは、もうできないものなのか、諦
めて民活でやろうということになったのか、この辺
ちょっとお答えできるんでしたら。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　議員おっ
しゃるとおり、この一括交付金の活用を検討しまして、
いろいろ政府との交渉も行ってまいったわけですけれ
ども、なかなか活用するというような形で進まなかっ
たということも含めて、あるいはまたＭＩＣＥをめぐ
る市況の変化というのも見られます。その一括交付
金の制度終期というのもございますので、それも考慮
しつつ新たな民間の活力も含めた財源というのも考慮
に入れながら、今検討を進めているというところでご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　当初の計画と、今の計画は少し変化
してると思うんですが、変わってる部分でいいですか
ら、ちょっとお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　おっしゃ
るとおり、現行の基本計画はＭＩＣＥ施設の整備のみ
をその内容としてございますけれども、一方で先ほど
言いましたように、新たなＭＩＣＥをめぐる外部環境
の変化も見られますことから、今後新たに検討する基
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本計画につきましては、前年度の調査も踏まえながら、
現行計画にＭＩＣＥ施設をはじめとして、ホテルです
とか、商業施設など、ＭＩＣＥ周辺の環境整備も含め
た官民連携による一体的な開発手法などを加えたもの
としているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　ＭＩＣＥ施設は、外国いろいろ見て
きたんですが、大体立派なホテルがぼんとあるんです
よ。その中に、ＭＩＣＥ施設があるというのが大体の
形です。今の計画のほうが私はむしろいいんじゃない
かというふうに感じますので、ぜひ実行できるように
よろしくお願いします。
　あと、小波津川なんですけど、用地取得が難航して
るということで、工事が遅れているみたいですが、こ
れも本当に大雨のたびに床上浸水の場合もあるし、大
変な状況なんですよ。それで、県の道路計画で浦添西
原線に少しでも水が流れるようにということで調整し
てもらったんですが、それでもちょっと間に合わない
状況になっているんです。前おっしゃってましたね、
南部の川のことで。県の職員に聞くと、この氾濫する
要因は下のほうが拡張できないから上があふれてしま
うという説明があったんですよ。
　ちょっとこの前説明したのと少し違うんで、これ御
説明できますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　河川の整備は下流から整備をしていくというのが基
本でございまして、土木事務所の説明もそのようにな
されたのかなと思いますけれども、小波津川におきま
しても、河口部から今西原町役場まで約1.7キロメー
トルが概成してるということで、国道の橋梁含めて国
道から下流側もほぼ出来上がった状態になっています
ので、昔に比べてかなり水害、浸水の状況は改善され
てるのかなというふうに理解しているところです。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　この工事については、地元住民から
ずっと言われておるんですよ。完成時期は一体いつ頃
になるんですか。完成時期について述べられるのなら

お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　下流から順次整備をしておりまして、今現在、整備
延長ベースで44.7％の進捗率になっております。今
後用地買収等も鋭意頑張ってまいりますが、いつ完成
するかという御質問にはちょっとお答えしづらいとこ
ろがございますので、よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　上里善清君。
○上里　善清君　時間がありませんので、どんどん行
きます。
　道路行政で那覇北中城線の進捗状況が悪くて、西原
町はそこで、西原西地区の区画整備事業も18年度か
らスタートさせたんですよ。その中で、県の事業がな
かなか前に進まないから町の計画も遅れてるんだと、
これ町議会でそういう答弁でした。県の進捗状況が遅
いために、この西地区の完成が遅れているという返答
ですので、ぜひこの道路の早期完成を目指していただ
きたいんですが、それちょっとお答えください。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　那覇北中城線、区間を区切って土地区画整理事業で
やる区間、道路事業でやる区間、分けて推進しており
ますので、どちらかが原因でその進捗が遅れるという
ことは考えにくいところです。しっかり連携しながら
完成目指して双方共に取り組んでいるところだという
ふうに理解しております。
○上里　善清君　次から時間を考えてやります。
　よろしくお願いします。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明14日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時21分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　 長 赤　嶺　　　昇

会議録署名議員 新　垣　光　栄

会議録署名議員 大　城　憲　幸
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議　　事　　日　　程　第７号
令和２年７月14日（火曜日）

午前10時開議
第１　選挙管理委員及び補充員の選挙
第２　一般質問
第３　乙第１号議案から乙第14号議案まで（質疑）
第４　乙第16号議案から乙第19号議案まで（知事説明、質疑）
第５　特別委員会設置の件（米軍基地関係特別委員会）
第６　特別委員会設置の件（子どもの未来応援特別委員会）
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乙第４号議案　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
乙第７号議案　工事請負契約について
乙第８号議案　訴えの提起について
乙第９号議案　交通事故に関する和解等について
乙第10号議案　車両損傷事故に関する和解等について
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乙第12号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
乙第13号議案　沖縄県収用委員会委員の任命について
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日程第５　特別委員会設置の件（米軍基地関係特別委員会）
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○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１　選挙管理委員及び補充員の選挙を行いま
す。
　お諮りいたします。
　選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第
２項の規定により指名推選によりたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定
いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　お諮りいたします。
　指名の方法につきましては、議長において指名する
ことにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、議長において指名することに決定いたしま
した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　まず、選挙管理委員を指名い
たします。
　選挙管理委員には
　　　高江洲義直君　　　武田　昌則君
　　　当山　尚幸君　　　平田　善則君
　以上の諸君を指名いたします。
　お諮りいたします。
　ただいま議長において指名いたしました諸君を選挙
管理委員の当選人と定めることに御異議ありません
か。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいま指名いたしました
　　　高江洲義直君　　　武田　昌則君
　　　当山　尚幸君　　　平田　善則君
　以上の諸君が選挙管理委員に当選されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　次に、選挙管理委員の補充員
を指名いたします。
　選挙管理委員の補充員には
　　　第１位　上原　義信君　　第２位　瀬良垣　馨君

　　　第３位　友利　聖子さん　第４位　村上　尚子さん
　以上の諸君を指名いたします。
　お諮りいたします。
　ただいま議長において指名いたしました諸君を選挙
管理委員の補充員の当選人と定めることに御異議あり
ませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいま指名いたしました　
　　　第１位　上原　義信君　　第２位　瀬良垣　馨君
　　　第３位　友利　聖子さん　第４位　村上　尚子さん
　以上の諸君が選挙管理委員の補充員に当選されまし
た。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時３分休憩
　　　午前10時５分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第２及び日程第３を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、乙第１号議案から乙第14号議案まで
を議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　質問の前に削除をお願いしたい
と思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時６分休憩
　　　午前10時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○比嘉　京子さん　おはようございます。
　沖縄・平和の比嘉京子でございます。
　先日からの米軍基地内のクラスター発生について私
が最初に頭に浮かんだのは、1960年代の風疹の蔓延
でした。それを昨日調べてみますと、1963年から４
年にかけて北ベトナムを爆撃するときに、沖縄から多
くの兵士が出ていきました。1963年から４年にかけ
てアメリカでは風疹障害児が２万人、生をうけていま
す。65年に沖縄県は408名の風疹障害児が生まれまし
た。このことを非常に想起しながら、米軍基地内の今
回のクラスターについての質疑をしたいと思います。
　まず初めに、米軍基地内のコロナ情報はどのような
ルートで入手をされているんでしょうか。

副　参　事　兼
課　長　補　佐　　

佐久田　　　隆　君
主　　　　　査　　宮　城　　　亮　君
主　　　　　査　　親富祖　　　満　君
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○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県では、在日米軍
と日本国の衛生当局間における情報交換に係る日米合
同委員会合意等に基づきまして、沖縄県駐留米合衆国
施設内感染症対応マニュアルを策定しまして、海軍病
院と平常時及び発生時の情報交換を行っているところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　今日まで米軍関係者による行動
履歴がなかなか入手できていないと思うんですが、そ
れはどのようにお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これまで１名とか、
比較的少数のときまでは行動履歴がある程度入ってま
いりました。しかしながら今回の急激な感染の拡大に
伴いまして、行動履歴についてはまだ十分追えていな
い状況でございまして情報は不十分だと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　私のほうに来た情報によります
と、これは米軍でも把握できていないのではないか。
それはなぜかというと、いわゆる軍の規律があって、
そしてそのルールに基づいて行動を取らなければ懲罰
の対象となる。ですから自分に不利益な情報を申告し
ないのではないか。だから当たり前のように情報は入
手できないのではないかという意見が寄せられており
ますけれども、それについてどうお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　米軍の状況につき
ましては、十分こちらとしても把握していないところ
ではございますが、これまでまだ少数のときにはある
程度行動履歴が出てまいりましたので、全く把握でき
ないという状況ではないとは考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　今、私が申し上げましたその状況
というものもぜひとも加味していただいて、それを上
回る対策を練らないといけないと。そのことを考えま
すと、やっぱり行動履歴が取れない以上は感染者を基
地内にしっかりと隔離すること、それから軍関係者と
接触のある業者、それから従業員、徹底してＰＣＲ検
査を受ける。これ以外に私は、県民に感染するルート
を阻止することはできないのではないかと考えますけ
れど、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　米軍基地関係の従
業員も含めて、基地内と交流がある事業者も含めまし

て県内の感染拡大にならないように、検査体制を強化
していく必要があると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　では、次に知事にお伺いしたいん
ですけれども、知事はこの基地内の感染拡大を受けて
政府にどのような要望といいますか、対応を求められ
ておられるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　去る11日に米軍関係者の新型コロナウイルスの感
染が多数確認されたことから、謝花副知事から外務省
特命全権大使沖縄担当及び沖縄防衛局長に対し感染者
数などの速やかな公表や基地内の医療体制、検査体制
に関する情報提供等を要請しております。また県では、
平成29年９月に日米両政府へ人、動物及び植物に対
する検疫並びに人の保健衛生に関して国内法を適用す
る旨を明記することなど、日米地位協定の見直しに関
する要請を行っております。さらに明日、15日には
官房長官や外務、防衛大臣等に対し知事が軍転協の会
長として、関係市町村とともに米本国等から沖縄への
米軍関係者の移動中止や、日米地位協定の見直し、そ
れから感染者の基地外における行動履歴等の十分な情
報提供などを要請することとしております。
　県といたしましては、引き続き全国知事会や渉外知
事会、各政党や日弁連等様々な団体と連携を深め、日
米地位協定の見直し等に向けた取組を強化してまいり
たいというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　やはり日米地位協定の国内法適
用、この部分だけでもいいですからぜひとも実現をお
願いしたいと思います。
　さて割愛をいたしましたので、１の(2)の教育のイ
のほうから伺いたいと思います。教育長にお伺いいた
します。
　小学生の不登校率が高くなっているとちまたでよく
言われています。しかも１年生に多いのではないかと。
そして登校渋りというような現象が起こっているので
はないかという意見がありますが、いかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　学校再開後に県教育委員会では、欠席状況調査をい
たしました。再開後の７日間で連続３日、または累計
５日欠席した児童は、小学校では766人で0.77％、中
学校では1142人で2.52％となっております。現段階
におきましては、小学１年生も含めて休校により欠席
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数が著しく増加したというふうには捉えておりません
が、欠席の状況を踏まえた対応は重要だというふうに
考えておりまして、学校においても管理職や学級担任、
また養護教諭等により、できるだけ早め、初期の段階
での欠席理由の把握に努めて、児童生徒個々の状況に
応じた組織的な支援を、不登校児童生徒への支援の手
引きというものを３月に策定いたしましたので、それ
を活用いたしまして、組織的な対応に取り組んでいる
ところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　私はこの質疑を出しまして、文科
省のホームページを開いてみました。都道府県別不登
校児童生徒数を見たんですが、小学校は沖縄県がワー
スト１位なんですよ。びっくりしました。これは、学
年別には出ていないんですけれども、かつて私は沖縄
の小学校１年生というのは、小１プロブレムが少ない
と。それはなぜかというと、小学校の敷地内にある公
立の幼稚園への就園率が高いと。そのおかげではない
かというふうに自負をしていたんですけれども、これ
を見て愕然としているところです。それは承知してお
られますか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　手元に学年ごとは持ってい
ませんけれども、平成30年の人数で1000人単位で
比べますと、小学校のほうが全国が7.0に対しまして
11.1ということで、全国より高い状況になっていま
す。そういうこともございまして、先ほども答弁させ
ていただきましたけれども、この不登校児童生徒への
支援の手引きということで、まずやはり不登校になる
前に、学校が魅力ある学校でないといけないというこ
とで、より行きやすいところを居場所としてつくりた
いということと、併せて特に１週間での取組が非常に
重要だということで、お休みの連絡があった初日から
担任が直接電話をするとか、養護教諭のほうで保護者
に聞き取りをすると。また学校全体で組織としてケー
ス会議を設けまして、早いうちでの対応をする取組を
進めていきたいということで、危機感を持って取組を
進めているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　中学校を見てみますと、ワース
ト３なんですよね。このことを考えますと、私対応策
の前に原因究明をぜひやってほしいと思います。なぜ
なのかと。やっぱりその背景を私たちが手だてを講じ
ないとそこがなかなか厳しいのではないかと。そのこ
とを考えますと、幼小の連携であるとか、保幼小の連

携も含めて幼児教育期に当たる考え方、対応策、ぜひ
ともしっかりと県内の原因を把握してほしいと思いま
す。
　次に行きますが、養護教諭の職務内容がコロナ禍に
おいて非常に増加しているとの訴えがあります。その
実態を把握しているのか。それについて加配をする考
えがあるのか伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　学校における新型コロナウイルス感染症対策につい
ては、全教職員による協働体制で取り組んでいるとこ
ろでございます。ただ養護教諭は、対策方法の検討や
教職員への周知等について感染症対策の大きな役割を
担っているところでございまして、養護教諭の負担増
を心配する声が上がっていることは把握をしていると
ころでございます。一方、養護教諭につきましては、
公立義務教育諸学校の法律等によりまして、定数の範
囲内で配置しているところで加配はちょっと厳しいと
ころでございます。
　教育委員会としましては、第２波に備えた学校にお
ける対策について現在取りまとめを行っているところ
でございまして、その中で養護教諭等、一部の職員の
業務が過重とならないよう、学校全体で感染症対策に
取り組む体制づくりを促してまいりたいと考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　この件に関しましては、また委員
会でやらせていただきますが、次に福祉に関してです。
　まずアとして、介護や保育現場は３密を避けること
が不可能です。現行の職員配置では対応できない状況
にあると考えられていますが、対策はあるんでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　保育所に
おける保育士の負担軽減の取組としましては、これは
コロナウイルス関連に限ったことではないのですけれ
ども、清掃や消毒であったり給食の配膳、布団の上げ
下ろしなどの保育に係る周辺業務を担う保育支援者の
配置という取組をやっているところでございます。
　今年度から新たにこの事業の市町村負担分を県のほ
うから支援をすることによって市町村の活用を促して
いるところでございます。
　また介護の現場につきましては、今議会において、
新型コロナウイルス感染症対策事業というものを補正
予算に計上させていただいておりまして、消毒等感染
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防止のために業務負担が増したところに対して非常勤
職員を雇う費用等に充てることができるということ
で、このような事業を活用して介護従事者そして保育
士等の負担軽減に取り組んでいきたいと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　保育現場は、保育士自体が不足で
す。ですから加配等が難しいということは考えられま
すよね。そうしますと、言ってみれば元来国が決めた
配置基準、例えば１歳児を一人で６名見るっていうそ
こら辺から無理が生じているわけですけれども、その
無理の上にさらに無理になっているわけです。子供た
ちは飛沫じゃなくてよだれなんですよね。そのことも
踏まえて、なかなか厳しい。
　これは私、その中で人を配置しないでどのように対
策が練れるのかということを現場に伺いましたら、ま
ず保育室の密度を下げるために就労している親たちに
最低限就労時間を、できるだけ早くお迎えする。言っ
てみれば希望としては９時・５時という交代制がない
ということもあるんですけれども、そこは無理だろう
と思われます。ですから、密を避けるためにできるだ
け親たちが、自分の就労時間のみに保育をお願いする
という体制を協力として求めていくこと以外ないのか
なと思いますがいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　感染拡大
の状況下においては、そのような例えば自宅保育が可
能な御家庭には、自宅で保育をしていただくよう御協
力を求めたり、あるいは今議員がおっしゃったような
可能な限り保育所の負担を減らすような御協力を呼び
かけたりというようなお願いもしたところでございま
す。そのような取組も含めまして、保育士の負担軽減
に取り組んでいきたいと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　イとして聴覚障害者の医療機関
での手話が通じないことへの不安について、手話遠隔
サービスの拡充ということが必要と考えますけれども
どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　新型コロ
ナウイルス感染症の影響によりまして、感染が疑われ
たり感染をしたことなどによって、聴覚障害者への手
話通訳者の同行が困難な状況が生じることとなってお
ります。そのため、県のほうでは、聴覚障害者が安心
して受診できるようにタブレット端末等を用いた遠隔
手話サービスの体制整備に向けて取り組んでいるとこ

ろでございまして、今議会にその補正予算も計上させ
ていただいたところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　やはり手話通訳をする人の同行
というところにも、感染のリスクがあるわけですよね。
ですからやっぱり遠隔でのサービス、今回スタートす
るということでよかったなと思います。
　次に(4)番目に、文化、芸能・芸術に関する質疑を
行います。
　まずアとして、芸能・芸術イベント等の中止件数、
損失額についての把握はされているんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　県に要請
のありました文化芸術団体等によりますと、芸能・舞
台芸術等では、２月から４月中旬までに中止が2285
件、損失額が約１億2500万円。ライブハウス・劇場
等では２月から５月までに中止が581件、損失額が約
１億2500万円。舞台関係事業者では、２月から６月
にかけまして約２億9700万円となっておりまして合
計で中止が2866件、損失額が５億4700万円となって
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　このように非常な状況に置かれ
ているわけです。廃業している方も出てきているよ
うに聞いておりますけれども、文化、芸能、芸術の存
続に向けて今後の対策をどうお考えでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　お答えい
たします。
　文化芸術は、人々が心豊かに生き、活力ある社会を
築いていく基盤として本県の発展に欠かせないもので
ございます。
　県では、ちばらな文化芸術プロジェクトといたしま
して、文化芸術に関わる方々が各種の支援策を活用し、
今後の文化芸術活動が継続できますように案内窓口を
５月に設置しております。また、６月補正予算におき
まして、沖縄の文化芸術が再び歩み出せるように新し
い生活様式に対応した取組や、ライブハウスや劇場等
の文化芸術施設の運営者が行う配信に係る取組を支援
する事業を計上したところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　大きな２番目として、北部地域の
医療体制についてお伺いしたいと思います。
　私は基本的に北部の２病院の統合は検討すべきと考
えています。病院の統合には、機能分担による統合、
経営系統合、全面的な統合が考えられますけれども、
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今提案されている統合は全面的な統合です。しかも民
間と県立という経営の根本から異なる２つの病院の統
合は、運営や経営に徹底した議論が必要ではないかと
考えています。
　(1)として、12市町村及び12市町村議会等が北部基
幹病院の早期の実現を求めて基本的枠組みに関する合
意書を提案しております。
　アとして、県と12市町村との主な合意内容、その
根拠について伺いたいと思います。また12市町村が
最後まで懸念をしていた点は何であったでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　基本合意書案の主
な内容につきましては、基幹病院の名称は「公立北部
医療センター」、設置主体は県及び北部12市町村が設
置する一部事務組合、経営単位は北部単独、経営形態
は県及び北部12市町村が設立する財団法人による指
定管理としております。また財政負担としましては、
北部基幹病院の整備費用に対する北部12市町村の負
担は市町村の一般財源に影響を与えないこと、それか
ら組合への負担金は地方交付税相当額とすること、財
団への財産の拠出は、財団設立時に限ることというの
が内容となっております。
　それから北部12市町村が合意を求めている根拠と
しましては、令和２年２月４日に北部市町村会が北部
基幹病院整備に関する意見書を可決したこと、６回に
わたる協議で意見交換を重ねまして合意書案が作成さ
れたこと、その他、北部市町村議会議長会などからの
基本的枠組みの説明において、理解を求めてきたとこ
ろでございます。市町村が懸念を示していた点としま
しては、市町村の財政負担の範囲でありますとか医療
機能の維持であるとか、県職員の派遣期間などであっ
たと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　12市町村のうち、当初から宜野
座村、金武町、恩納村は中部圏域の医療を利用してい
ると言われていますが、そこはどのように考慮されて
いるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　12市町村のうち宜
野座村、金武町、恩納村の利用率につきましては、平
成31年の国民健康保険加入者の年間受診状況のデー
タを分析しましたところ、宜野座村、金武町、恩納村
の３町村の入院日数の85.9％、それから外来件数の
85.8％が中部医療圏の医療機関を利用しているとい
う状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。

○比嘉　京子さん　この議論はちょっと置いておき
ますけれども、(2)の設置主体、運営主体、収支につ
いて伺います。
　まずはアの設置主体、運営主体について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　北部基幹病院の設
置主体は、県及び北部12市町村が設置する一部事務
組合となります。運営主体は、県及び北部12市町村
が設立する財団法人による指定管理と考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　では、再質問を行いますが、一部
事務組合と法人の構成メンバーは同じですよね。今、
おっしゃったとおりに。利益の相反は起こりませんか。
ガバナンスは効くんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ちょっと休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時30分休憩
　　　午前10時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　確かに一部事務組
合には、県と12市町村が加盟するということではご
ざいます。ただし財団法人には、県及び12市町村が
設立者として出資をいたしますが、そこには理事や評
議員などを派遣するという形にはなります。
　利益相反については、理事会等できちんと取決めを
行えば利益相反にならないということもございますの
で、利益相反が起こるとは考えておりません。
　ガバナンスは保たれると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　第三者を入れることも検討すべ
きではないかというふうに思います。
　次に、県立北部病院と医師会病院の負債の取扱いに
ついて伺います。
　すみません。答弁を簡潔にお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　北部地区医師会病
院は統合により解散となりますので、基本合意書案で
は、医師会病院が統合する日の前日に保有している資
産及び負債は、原則として基幹病院に引き継ぐという
ことになっております。また、県立北部病院の統合に
つきましては、統合する前日に保有している資産や負
債は、原則として基幹病院に引き継がないものとして
おりますが、今後協議会等で妥当であると判断した場
合には、引き継ぐことができるものとなっております。
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○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　両病院の固定負債は今幾らで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時33分休憩
　　　午前10時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　平成30年度決算額
における固定負債は、北部病院が約12億8000万円、
医師会病院が約30億5000万円でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　なぜ医師会病院の負債は引き受
けるけれど、県立病院は引き受けないというふうに今
決定しているんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時34分休憩
　　　午前10時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　基本合意書案では、
負債だけではなくて資産及び負債の取扱いについて規
定しております。病院事業局との調整の結果でござい
ますが、資産は他の県立病院でも引き続き使用するこ
とが可能であるために当該機器購入に伴う負債も含め
て、基幹病院には原則として引き継がないということ
で調整がついているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　いわゆる医師会病院は、収益をな
くすわけだから負債は引き取ろうと。県立北部も収益
をなくすわけですよね。資産については別としても負
債については、私は引き取るべきだと考えるんですが、
それについて県立病院の負債というのは、誰がどのよ
うに引き取るんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時35分休憩
　　　午前10時35分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県立北部病院の医
療機器等を引き続き他の県立病院で使用するというこ
とになりますので、他の県立病院は引き継がれる資産
について現金の支出を伴うことなく調達することが可
能となります。ということで、北部基幹病院に県立北
部病院の資産及び負債を原則として引き継がないとい
うことで調整がついているところでございます。

○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　負債については、これは事業局が
引き取るんでしょうか。総務部が引き取るんでしょう
か。それとも繰入額に込みで事業局が持っていくのか。
どういう考えになっているのでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
○病院事業局長（我那覇　仁君）　北部病院の固定資
産あるいは負債に関しては、特に負債に関しても全部
病院事業局で引き取るというふうなことになっており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　この議論はまた後ほどしたいと
思います。まだ可能性が残されているようですので、
協議会における話合いが残されているようなので議論
していきたいと思います。
　次に、公的資金を投入するからには指定管理で一般
公募をする考えが必要だと思いますが、これはどう
なっているんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今回の県及び北部
12市町村で北部基幹病院の運営を行うための団体と
して、財団法人を改めて設立することとしております。
　指定管理者の指定に当たりましては、当該財団法人
の設立趣旨に鑑みまして公募によらず当該財団が病院
の運営を行う必要があると考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　総務部にお聞きしたいと思いま
す。
　総務部の指定管理制度における公募についての考え
方を伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　指定管理者の募集につきましては、制度の趣旨、目
的に鑑みまして複数の施設の中から効用を最大限に発
揮しかつ経費の縮減が図られるものを選定することが
望ましいことから、原則として公募を行うことを運用
方針の中で定めているところでございます。
　対象につきまして、そういう形でやっているところ
ですが、県の施策の円滑な推進を図る上で、設置の目
的と密接に関連する目的で設置された団体、またはそ
れに準ずる団体に関連させることが適当と認められる
場合などは、公募の例外などとしているところでござ
います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　保健医療部にお聞きしたいんで
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すが、財団をつくる理由というのは何でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時39分休憩
　　　午前10時39分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県及び北部12市町
村で一部事務組合をつくって経営主体となりますけれ
ども、それを実際に民間のノウハウも入れながら県や
北部12市町村とも関与し、北部の医療体制をつくる
と、強化していくということに鑑みますと、財団法人
にするのが一番いい方法ではないかということで議論
が行われたと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　皆さんの議事録をやっと手に入
れました。発言者は黒塗りです。それを見ますと明ら
かです。
　県は公募を前提に考えていたんですけれど、財団を
つくって指定管理にする方法があるということで、そ
のほうが合理的という結論に達しました。こういうく
だりがあるんですね。あるところにその運用を任すた
めに財団というものが必要になったということが議事
録にあるんです。つまりこの手間は何かというと、一
部事務組合の12市町村と県の議会を開くだけでもか
なりの調整に、大変なことになるのではないかと私は
思っているんです。それをまた２つやるわけです。財
団をつくって理事会を開くという遠回りをやるわけで
す。やらざるを得ない理由があるんですね。
　そこで、これ皆さんが出した表です。（資料を掲示）　
いわゆる県立の経営形態は、迅速性、健全性、自由度、
これバツです。これは保健医療部がつくっています。
今つくろうとしているところはマルです。私は大きな
遠回りをするのではないかと思っているのですが、こ
の件についてどうお考えでしょうか。簡潔にお願いし
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　設置主体として、
県及び北部12市町村が関与するということは、県の
医療政策を進める上で非常に重要であるというふうに
考えております。その中において、財団法人に指定管
理をさせるということで日頃の運営に関しましては、
ある程度自由度を持って動けるというところがござい
ます。しかしながら、財団法人に県や市町村も出資者
として、また理事会や評議委員会にも関わるというこ
とで、県の医療政策も反映できるというふうに考えて
おります。

○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　次に、収支について質問をしたい
と思います。
　収支について現時点ではどのように見込んでいる
か、赤字が出た場合はどう対応する予定でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県が作成した開院
後10年間の収支シミュレーションにおきましては、
給与費を毎年２億円、研究研修費を毎年1000万円ず
つ増額させるなど職員に対する投資を実現した上で、
毎年度約10億円の剰余金が生じると見込んでいると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　これ皆さんが出した収支です。
（資料を掲示）　一番新しいと思います。それから見
ますとまず問題なのは、病床の単価です。今現在、県
立北部病院の病床は５万円いっていないと思うんで
す。医師会病院は幾らですか、分かればですが。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時43分休憩
　　　午前10時43分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　両病院の平成30年
度の入院単価につきましては、北部病院が４万9372
円、医師会病院が５万1991円となっております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　６年後に６万円になるという考
え方についていけないわけなんですよ。今２年に１％
ぐらいずつしかアップしていないんです。ですから６
年というと３％しかアップしないんです。現行でいけ
ばですよ。それなのに20％アップでスタートをして
いるわけです、これ。そもそもそこから非常にこれは
何と言いましょうか、楽観的な試算になっていると言
わざるを得ないんです。それについてですけれども、
もし赤字が出た場合の負担金について伺いたいんです
が、まず収支を見ていると、これで現行の頑張りをプ
ラスして５万5000円にいったとしましょう。そして
稼働率が95％あったとしましょう。それでももうこ
の時点で８億、９億円近いマイナスなんですよ。それ
がどこから10億の黒字が出るのか。そして10年後に
は17％アップですよ。こんな試算というのは、本当
に考えられない。今６万円台の病床単価というのは、
県立病院はどこにあるんでしょうか。６万円台の１床
当たりの単価。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
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○病院事業局長（我那覇　仁君）　先ほどの現在の北
部病院の一番新しいデータなんですけれども、令和元
年度の入院単価は４万9698円というふうになってい
ます。それから６万円以上の入院単価ということでご
ざいますが、基本的には南部医療センター、それから
中部病院というこの２つは、南部医療センターは７万
の後半から８万円くらいございます。中部にしても
７万円前後というふうになっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　南部医療センターは、こども病院
があるから1.5倍上がっているわけですよ。北部は高
齢化が進んでいくところですよ。重大な医療のニーズ
があるかどうかなんですよ。
　この議論はこれぐらいにしていきたいと思います
が、私は少なくともこのベースになっている考え方そ
のものに、非常に楽観性があるということを指摘した
いと思います。
　それから……。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時46分休憩
　　　午前10時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○比嘉　京子さん　赤字の補塡のやり方ですけれど
も、どこまでの赤字を認めるのかということは考えて
おられるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時47分休憩
　　　午前10時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　収支シミュレー
ションの中で、余剰金が出るということで今試算をし
ているところでございますが、基本的には赤字が出な
い体制をしっかりとチェックしながらやっていくとい
うことになろうかと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　そうありたいと本当に思ってい
ます。赤字が出た場合、例えばですよ。赤字が出た場
合これが放漫経営なのか不可抗力の赤字なのか。誰が
ジャッジをするんでしょうか。判断をするんでしょう
か。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　そういったことが
起こらないように、理事会それから評議委員会に県、

市町村から人員を送り込んでチェックするということ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　ですから、冒頭に戻りますけれど
も利益の相反があるんではないか、ガバナンスは効く
のかということを最初に聞いたわけなんですよね。そ
うすると、内々の人たちが指定をして内々の人たちが
ジャッジするわけですよ。そうすると第三者の目はな
いわけなんです。こういうことで県に負担が来るとい
うことは、今おっしゃるとおりを守らないといけない
と思います。
　最終的な経営責任はどなたが取るんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時48分休憩
　　　午前10時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　財団の理事会それ
から評議委員会については、県や市町村から人員を投
入するということはもちろんでございますが、それ以
外にも外部の方をもちろん入れないといけないと思っ
ておりますし、会計の専門家なども入れる必要がある
と考えております。ただその決算につきましては、指
定管理者でございますのでその設置主体である一部事
務組合において、その議会においてチェックが必要に
なろうかと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　経営形態を今ひとまず飛ばしま
して、人員確保について。経営に大きく影響いたしま
すので。
　県立病院から３年間派遣をする、またそれに要望が
あればもっとというお話がありますが、これは当事者
間の合意が必要だということになっているわけです
が、合意をする人数が予定人数に満たない場合の手だ
てというのは考えられているのでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　派遣条例等に基づ
いて派遣することになると思いますので、当然その職
員の同意が必要になります。しかしながら、２つを統
合して新たな病院ができるということで、魅力ある病
院になるということを私どもとしては、ちゃんと丁寧
に説明して御協力は得ていきたいとは思っておりま
す。ただそれと並行して採用についても、採用で確保
する分についても努力してまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　ウの保健医療部が考えている基
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幹病院の医師、看護師の確保をどのように計画してい
るか。主に医師についてお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　令和２年３月に作
成したシミュレーションでは、北部基幹病院で必要
となる医師数を107人、具体的な確保見込み数として
117人と考えております。
○比嘉　京子さん　どこから調達する……。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時51分休憩
　　　午前10時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず具体的な医師
の確保の方法としまして、両病院への勤務医師で北
部基幹病院へ転籍する医師がまず40名、定期採用枠
が15名、自治医大、琉大医学部地域枠医師から19名、
医師派遣推進事業によりまして22名、医学臨床検査
事業で６名、医師派遣補助事業で５名、県の職員派遣
を10名というふうに設定しております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　琉大の話合いは、琉大のどなたと
どこまで話ができているんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時52分休憩
　　　午前10時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　琉大病院の病院長
含め意見交換をしております。
○議長（赤嶺　昇君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　最後になりますけれども、経営
に関しては人的な確保、それからシミュレーション、
非常に曖昧な中で新しいものをつくったら魅力がある
から集まるのではないかというような担保の取り方で
は、私は非常に不確実だと思います。
　最後に、知事に提案をしたいと思います。
　これから６年間かけて基幹病院をつくるということ
ですけれども、６年間にできることってないんだろう
かと。今、他府県の事例を見ますと地域医療連携法人
というものを立ち上げて、その間に両方をすり合わせ
ていくという作業をその期間にやっていくというとこ
ろがあります。例えば山形県の米沢市、それから酒田
市、そういうところでは公立の病院と市立の病院の組
合せをこの法人を立ち上げてしていくということが考
えられておりますけれども、そういうことを参考にし
て考えていったらどうだろうかと思っていますが、知

事、最後にもし御感想が……。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　北部基幹病院の設立に向け
ては、予断を持ってお答えすることは非常に難しいの
ではありますが、今後整備協議会を立ち上げてそこで
様々な協議を行っていくと思います。
　私の懸念の一つは、議員おっしゃるとおり２つの性
格の異なる病院が統合するということですから、それ
がスムーズにいくためにはどのような状況を整えつつ
統合に向けて進んでいくべきかということは、当然こ
の整備協議会の中での議論に付してもよろしいのでは
ないかと思います。
○比嘉　京子さん　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　おはようございます。
　よろしくお願いします。
　米軍の基地内でのコロナ感染、クラスター感染がま
た増えているということで、それも併せて１番、新型
コロナウイルス感染対策について質問させていただき
ますので、よろしくお願いいたします。
　まず(1)番、県は警戒レベルの判断基準を示しまし
た。この基準の根拠についてまず伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県が設定しました
警戒レベル指標の根拠につきましては、厚生労働省に
おいて示されました、新たな患者推計の考え方に基づ
きまして、沖縄県における患者推計を行い、その患者
数に応じて段階ごとの指標を設定したものでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　そうすると昨日もありましたけれ
ども、この米軍のクラスター感染は、米軍人の感染者
の数は含めないで、これは運用していくんだというこ
とでした。もう一度その根拠をお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　これは県の人口を
基に推計したものでございまして、基本的に米軍基地
内で起こった感染については、基地内の責任において
感染拡大を防止することが必要であると考えておりま
す。
　ですので、基地の外の県民につきましては、もちろ
ん基地内で起こったクラスターの影響で県内に及ばな
いようにということの対策は必要ではございますが、
この推計につきましては県の人口を基に推計したとい
うところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
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○当山　勝利君　分かりました。
　ちなみにちょっと視点は変わるんですけれども、ク
ラスター感染が同時期にハンセンと普天間基地で、ほ
ぼ同時に発生したということは何か分かっていますで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　感染者の行動履歴
についてはまだ十分把握はされておりませんが、基地
を越えて交流等があったのではないかというふうに考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　７月10日の米国防省のメモランダ
ムということで、こういうのがありまして、これが事
実かどうなのか把握されているのかお伺いしたいんで
すけれども、コロナウイルスでクラスター感染があっ
たと。この原因は幾つかあるが、その中でも新規入隊
者による行動制限デーの違反並びにソーシャルディス
タンシング・ポリシー、特にビーチパーティーなどの
多人数で集会の禁止への不従順が原因であると考えら
れる云々と書かれている文書があります。
　その下のほうには禁止令が１項目から８項目まであ
るということなんですが、これは把握されて、そのよ
うに米軍のほうからも聞かされてますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　米軍のほうでは健
康保護レベルというのがあって、それによって行動基
準などが示されております。それによって対策が打た
れているというふうには考えておりますが、それが完
全に遵守されているかどうかというような懸念は、知
事からも疑念があるというような発言がありましたと
おり、あると考えております。
　それから基地外で県内の方々と一緒にパーティーな
どが行われたというようなこともＳＮＳ等で報じられ
ておりますので、そういうことも懸念しまして、県と
しましては、去る日曜日に仮設の検査場を設置して対
応したところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　分かりました。またこれはちょっと
後ほど。
　(2)番、第２段階以上で事業者に対し休業要請が行
われることが予想されます。この緊急事態宣言ですね。
この休業に対する補償について伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県としましては、新型コロナウイルス感染の警戒レ
ベルを、休業要請を検討する第２段階の流行警戒期へ

移行させないことが重要であると考えておりまして、
空港等での水際対策や国の新型コロナウイルス接触確
認アプリの周知徹底など、初期段階での感染拡大防止
対策を実施しております。休業に対する協力金につき
ましては、県内の経済状況、それから他県の実施状況、
本県の財政状況等を踏まえて検討してまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　いろいろ総合判断してやられると
いうことですけど、やっぱり休業を要請するというこ
とは、お仕事を休みなさいということになります。ひ
いては、いわゆる生活費が確保できないということで
すので、休業補償というのは絶対必要だと思いますが、
そこら辺はどのようにお考えですか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　休業要請に対応した
企業に対する支援金につきましては、これはあくまで
も協力金という立てつけで実施しておりまして、補償
金という立てつけでは実施しておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　協力金であれ何であれ、それを担保
するものがないと事業者の方困りますよねということ
で、そこら辺はどうされますかということです。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　他県においては、２
回目の休業要請をしたというような自治体も出ており
まして、そういった自治体での事例とかそういったも
のを見ながら検討してまいりたいというふうに考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　分かりました。
　第１波のときに、本当に２か月ぐらい休業された飲
食店の方々で、実際にはもう持ちこたえられなくて廃
業されたお店も幾つかあるのを私知っておりますの
で、第２波でこういった休業要請となると、本当に体
力があるかどうか沖縄県の事業者の中で、そこら辺は
きちんと整理していただきながら、しっかりと対応し
ていただきたいと思います。
　よろしくお願いします。
　(3)番、医療体制や医療用資器材の備蓄等について
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まずは本県におけ
る病床の確保数につきましては、第２波の流行に向け
まして、感染ピーク時の入院患者数の推計を行ってお
ります。それを各圏域ごとの状況に踏まえて、病床確
保計画というものを７月末までに策定することとして
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今作業を進めているところでございます。
　それから医療用資器材につきましては、国からの支
給、それから民間企業等からの寄附、それから県独自
で購入ということによりまして、現在、サージカルマ
スクでありますとかＮ95ガウン等についてはある程
度備蓄が進んでいるところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　第１波のときに、特に医療用資器材
が足りなくて大変だったというのは、もうつい先日の
ことですから分かると思いますので、しっかりそれは
対応できるように　　　　ただ、前回は中国から入ってこ
ないというのがあったので不足したということもあり
ましたので、そこら辺の状況はまた違ってくるかは何
とも言えませんけれども、備えられるものはきちんと
備えていただきたいと思います。
　よろしくお願いします。
　(4)番、県民がＰＣＲ検査を受けたくても受けにく
い状況が前回ありました。今後どのように対応するの
か伺います。また、抗原検査も判断に用いられるのか
伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　この間、行政検査
処理能力、当初の18名から480名まで拡大してきた
ところでございます。今後、さらに医師会や県立病院
等と連携しまして、県内100か所以上の検体採取を行
うための医療機関を検査協力医療機関として、今契約
を進めているところでございます。この間、検査の方
法につきましてもいろんな方法が出てきておりますの
で、それを工夫して使えるように体制を整えていきた
いと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　１点確認したいのは、このＰＣＲ検
査、前回は症状が出て発熱があって何日間かして、医
師が認めて保健所もオーケー出して、それで検査を受
けたという状況があったんです。
　今回はそのＰＣＲ検査を広げていくのか、広げるな
らどういうふうにしていくのかという判断基準なり指
針なりあるんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　例えば、濃厚接触
者につきましても、以前までは症状がある方をＰＣＲ
検査にということでございましたけれども、現在は濃
厚接触者であれば全員ＰＣＲ検査をしますというふう
に変わってきてございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　分かりました。

　先ほど来ありますのは、米軍人さんの感染経路が分
からないということであります。その中でまず、この
基地内で働いている従業員の方々、昨日統括監のほう
からコメントがありましたけれども、米軍でＰＣＲ検
査したのかしてないのか分からないと困るので、どう
いうふうに対応するのかということもきちんと整理し
ていかなきゃいけないということがあったんですが、
それについてちょっとコメント下さい。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　議員おっしゃるよ
うに、基地内において従業員を含めた検査が行われて
いるのか行われていないのか、それがそれぞれの部署
によって異なるのかも含めまして、県として把握がで
きないと対策が打てない状況でございますので、その
情報については細かく頂けるようにということで協議
してまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　それと昨日ですか、官房長官が米軍
の医療機関と地元の保健所との間で感染者の行動履歴
の追跡などを含め、必要な情報共有を行っているとい
うコメントがあったと。その中で、あした知事は東京
に行かれるということですので　　　　しかし、県の捉え
方はそうではないですよね。情報ちゃんともらってな
いというのは現実です。
　先ほども公室長のほうから答弁ありましたけれど
も、やはり県民の命と暮らしを守る知事の責任として、
あしたはしっかり日本政府からも米軍に対応していた
だきたいということをおっしゃっていただきたいんで
すが、知事、ぜひコメントお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　議員おっしゃるとおり、特
に米軍における大量の感染者が出てからというもの、
なかなかその情報の共有ができておりません。
　この感染者の行動履歴ですとか、あるいはどういっ
た部署で、どういう人たちが一緒に働いていたのかと
いうそういう情報を頂かないと、この基地従業員が接
触したか否かについても私たちは情報を得ることがで
きないわけですね。ですから、これは一義的には基地
を提供しているのは日本政府の責任であるということ
はまずしっかり申し上げたいと思います。そして、日
本政府の責任において、米軍についていろいろ県の
持っている懸念、それから国にやっていただくべき情
報の共有についてをしっかり求めていきたいというよ
うに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ありがとうございます。
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　それでは(5)番、新型コロナウイルスの特徴として、
感染している無症状者が多く存在することが分かって
おります。無症状感染者の対応について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　無症状感染者で
あっても、確定患者との濃厚接触者である場合にはＰ
ＣＲ検査を行っておりますので、そういった形で無症
状者を把握していきたいと思っておりまして、そう
いった場合でも陽性の場合には、まずは入院勧告をし
まして、陰性の場合であっても、引き続き14日間の
健康観察と行動自粛を要請することとしております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　分かりました。
　その無症状感染者の方々は、まずどこで治療をされ
るのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　無症状であっても、
まずは指定医療機関等において診療をして治療すると
いう形になりますが、患者が増えてきますと、その
分、指定医療機関等の病床を圧迫することになります
ので、今現在軽症者用のホテルをまた確保することに
努めておりまして、そういったところに利用を変えて
いくという形を取ろうと思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ホテル等を。今、第１段階だと思う
んですね。何人か感染していってますので。そうする
と、第１段階の場合は宿泊施設の準備に入るというこ
とになってますが、そこら辺は大丈夫でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　各地域で準備を進
めておりまして、特に今回の、米軍の感染を受けまし
て、中部地区を急ぎ立ち上げようということで今進め
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　なぜこういう質問したかというと、
ＧｏＴｏキャンペーンということで、いろいろ旅行を
推進するようなイベントも出てます、政府のほうから。
　そうすると、沖縄県に観光客も増えてくるというこ
とになれば、どうしてもホテルに宿泊するわけですか
ら、その夏休みであれ何であれ、そういう旅行者が増
えたときに、ホテルが確保しにくいということが起こ
らないようにという思いで、今質問しているわけです。
そこら辺大丈夫でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　中部地区を今、急
ぎ立ち上げることに作業を進めておりますが、ほかの

地域においても、ほかの圏域においても、候補を選定
して調整を進めているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ぜひよろしくお願いします。
　次に(6)番、学校の臨時休校の期間について伺いま
す。また、臨時休校中に遠隔授業を行うと思いますが、
その支援体制について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　まず、学校において感染者が発生した場合ですけど、
濃厚接触者の特定や消毒に要する５日間程度は、臨時
休業を措置するということで、これについては各市町
村教育委員会はじめ、先日通知をしたところでござい
ます。
　臨時休業及びその期間の判断につきましては、学校
設置者である県また市町村のほうが行うこととなって
おります。
　県教育委員会としましては、今回県のほうで警戒レ
ベルが設定されて、段階に応じた感染症対策につきま
しては、現在関係部署と協議をしているところでござ
います。
　遠隔授業につきましては、職員を対象とした研修を
行い教材等を作成することを促しており、また併せて
県立総合教育センターにおいて授業の参考動画を作成
するなどの支援を行っております。さらに、県立学校
におきましては、急速な学校のＩＣＴ化に対応するた
め、ＩＣＴ支援員それとＧＩＧＡスクールサポーター
を配置することとしているところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　学校の休校とか、地域の休校だっ
たらその地域の教育委員会で判断すればいいんですけ
ど、なかなか学校長だけで判断できないというところ
もありますし、県としても市町村と連携していただい
て、休校期間どうするかと。どういうふうにどこまで
休校にするかということ、それから先ほどの遠隔授業
の支援体制もぜひしっかりやっていただきたいと思い
ます。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時13分休憩
　　　午前11時14分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○当山　勝利君　２番の浦添西海岸及び那覇軍港の
浦添移設について伺います。
　(1)番、浦添西海岸を広大に埋め立て、それからか
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つ軍港が移設されることにより隣接地である牧港補給
基地、いわゆるキャンプ・キンザー跡地の価値を損な
うと思いますが、所見を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　まず、浦添埠頭地区につきましては、現在、浦添ふ
頭地区調整検討会議において、県、那覇市、浦添市の
産業戦略や那覇港における需要の分析等を踏まえつ
つ、浦添埠頭地区における民港の形状案の検討を進め
ているところでございます。牧港補給地区跡地につい
ても、今後、同検討会議の検討内容を踏まえて、浦添
市において、一体的な跡地利用が検討されるものとい
うふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　今回この質問をさせていただいて
ます。
　まず、上のパネル、写真を見ていただきたいと思い
ます。（パネルを掲示）　これ浦添の地形模型なんで
す。平坦なところがあって、それ以外のところはほぼ
斜面のある起伏の多い地形になっているのがこの浦添
なんですね。この平坦なところというのは、言わずと
知れたキャンプ・キンザーです。平坦なところをキャ
ンプ・キンザーに取られていると。この上の赤いとこ
ろにあるのが浦添市役所です。これだけ高台にあるん
です。こういうふうに本当に坂の多いところに私たち
浦添市民は住んでいるという状況があります。
　このキャンプ・キンザー返還が、24年以降、25年
以降ということで決まっているわけですけれども、こ
この利用価値を高めるということは、これだけ利用価
値の高いところですから、本当に浦添市にとっては重
要なことなんですよ。しかし、埋立てが行われる、先
ほど言った民港の部分であったり、それから国際交流
の部分であったり、リゾート地であったり、ましてや
軍港のところでほぼ1.9平方キロメートル埋め立てら
れるわけです、この目の前が。キャンプ・キンザーの
目の前が。
　そうすると、埋め立てられた跡地、背後地は、その
海が見えないような背後地になってしまうので、価値
が下がってしまうんではないかということがありま
す。それを含めた上で、その臨港を含め約1.9平方キ
ロメートル埋め立てるということで、それ相当に理由
が必要だと思いますが、それだけの自然が、イノーが
なくなるわけですよ。それについて見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　那覇港湾施設の浦添移
設につきましては、昨年10月24日の知事、那覇市長、

浦添市長の三者会談におきまして、まず１点目として、
那覇市から浦添市に至る那覇港湾区域は将来にわたる
県経済の振興、さらなる発展に大きく寄与する重要地
域であること、２として、那覇空港第２滑走路供用開
始を見据え、本県がアジア地域における重要な地位を
確立すべく那覇港湾区域全体を包括的、一体的に整備
し、臨空・臨港アーバンリゾート型総合産業の拠点形
成を急ぐべきであること、３といたしまして、ＳＡＣ
Ｏ合意に基づく在沖米軍施設・区域縮小を進めるため、
那覇港湾施設の浦添移設及び浦添西海岸開発を速やか
に推進をするということが確認をされております。
　これを受けまして、昨年開かれた移設協議会におい
て、浦添ふ頭地区調整検討会議を設置いたしまして、
事務的、技術的な検討を行い、港湾計画の方向性を速
やかに導き出すことが確認をされているところでござ
います。
　移設協議会においては、これまでも民港の港湾計画
との整合性を図りつつ、那覇港湾施設の円滑な移設が
進められるよう調整を行うことが繰り返し確認されて
きたところであり、県といたしましては、まずは民港
の港湾計画の方向性を導き出すことを優先すべきと考
えており、浦添ふ頭地区調整検討会議においてしっか
りと議論を行う必要があるものというふうに考えてお
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　そういう御答弁、今まで頂いている
わけですけれども、じゃまず物流ですね、民港を造る
わけですから物流。この物流のほうは、今伸びていま
すか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時19分休憩
　　　午前11時20分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　那覇港の貨物量の実績でございますが、平成25年
度が港湾の取扱貨物量としまして1021万2000トン、
平成30年度が1307万3000トンとなっております。
５年間で約286万1000トン増加しております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　そういう数字であるということは
ある程度わかっているんですが、これはまたいずれ議
論させていただきたいと思います。
　それと、浦添第一防波堤、民港を造ろうと思うとこ
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の沖に防波堤造るわけですよね。あと何メートル整備
が必要ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時21分休憩
　　　午前11時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　浦添の第一防波堤の
未整備区間がございまして、延長で2910メートルご
ざいます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　あそこは25メートル、20メートル
の水深があって、本当にそれだけの距離を整備すると
何千億円ぐらいかかると言われているところですよ
ね。それだけのお金がかかる、そして埋立てもする、
自然もなくすというのは、それ相当の理由が必要なん
ですよ。そこら辺はしっかり理由を明らかにしなけれ
ばいけないと思います。
　この物流量だったら、今ある那覇港のこの新港埠頭
地区をきちんと整備すれば対応できるんじゃないです
か。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　沖縄21世紀ビジョン基本計画では、那覇空港及び
那覇港を基軸とした臨空・臨港型産業の振興や西海岸
地域における観光・リゾート産業の振興を位置づけて
おります。那覇港管理組合では港湾計画の改訂に向け、
那覇港長期構想検討委員会を設置し、那覇港の将来の
在り方について検討を進めているところであります。
　当委員会において浦添埠頭地区は、地域振興や国際
物流拠点の形成を促進するための臨空・臨港型産業集
積拠点の展開など、物流機能を確保することが必要と
されております。併せて世界水準の観光・リゾート地
の形成に向け、コースタルリゾートゾーンの位置づけ
が必要とされているところでございます。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ですので、新港埠頭地区をもっと整
備すれば対応できるんじゃないかという回答にはなっ
てないと思いますが、これまたいずれ議論させていた
だきたいと思います。
　広大に埋め立てられるその港湾とかがあって、その
背後地にキャンプ・キンザーの都市計画が出てくるわ
けですよね。これ整合性取れますか。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。

　浦添埠頭地区につきましては、現在浦添ふ頭地区調
整検討会議において港湾計画の方向性を導き出すため
の検討を進めております。県、那覇市、浦添市の産業
戦略についても意見交換を行っているところでありま
す。西海岸開発とキャンプ・キンザー跡地との一体的
開発について、今後検討会議においても検討していき
たいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　あくまでも港湾から見たらそうか
もしれませんけれども、浦添市民にとって先ほど申し
上げたように、浦添市民が今住んでいるところは本当
に起伏の多いところなんです。唯一、残されたのは
キャンプ・キンザーのこの平坦な土地なんです。ここ
をいかに価値を高めるかというのが重要なんですよ。
返還も決まっている。そういう中であってどうすべき
か、その上でこの西海岸をどうすべきかと考えるわけ
です。今はもう西海岸から考えているからそうなって
いるんですよ。
　ちょっとここで提案させていただきたいのが、これ
は私が提案したいわけではなく、ある設計士さんから
頂いたアイデアですけれども、埋め立てる。要する
にこのキャンプ・キンザーの跡地利用をしっかりする
ため、価値を高めるためには全面を広大に埋め立てる
のではなく、人工ではありますけれども、ビーチを造っ
ていく。ここの距離が二、三キロメートルくらいです
か　　　　（パネルを掲示）　あるビーチになるそうです。
全てをビーチにすればですよ。こういう計画云々は別
として、ビーチにすれば３キロメートルぐらいになる。
そうなるとこれは沖縄県の観光に資するし、浦添市の
持続的な経済発展にもなるのではないかということな
んですね。そうすることによって整合性も取れる、そ
して整合性取れた上でこのキャンプ・キンザーの跡地
利用もしっかり価値が高められるということで、(2)
番ですね。この所見を伺いたいということで御答弁お
願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　ロングビーチを造成するということでの御提案では
ございますけれども、この浦添西海岸地区の位置づけ
についてお答えしたいと思いますが、沖縄21世紀ビ
ジョン基本計画において、糸満市から浦添市に至る西
海岸地域については、リゾート及び都市型ホテルや飲
食・ショッピング、コンベンション、マリーナ・人工
ビーチ等の施設の集積を生かしつつ諸外国や県内外と
の交流を促進する拠点と位置づけております。
　県としましては、沖縄21世紀ビジョン基本計画と
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整合を図りながら、浦添埠頭地区を含む那覇港港湾計
画の方向性が導き出せるよう、取り組んでいきたいと
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ですから、港湾から考えたらそうな
るんであって、まちづくりから考えるとそうじゃない
ですよね。
　今、価値を高めるとおっしゃったじゃないですか。
人工ビーチもおっしゃったじゃないですか。整合性が
全くないわけじゃないんですよ。これはまた今後議論
させていただきたいと思います。
　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時27分休憩
　　　午前11時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○当山　勝利君　次、移ります。
　平和祈念資料館について伺います。
　まず(1)番、老朽化に伴う改修工事とはしています
が、ちょっと現状を訴えさせていただきます。
　平和祈念資料館、1999年に竣工されて2000年４月
に開設されております。20年以上たっているわけで
すが、例えば、赤瓦屋根のしっくいがなくなっていた
り、切れたりしています。それから軒先瓦が塩害で、
瓦に鉄分が含まれているせいで割れている。それから
２台ある汚水ポンプの１台が故障し、もう１台が故障
すると汚水があふれ出る可能性がある。そして雨水ポ
ンプも２台ありますが、１台が故障、もう１台も古く、
故障すると機械室が浸水する可能性がある。それから
このパネルで示してます、この上、（パネルを掲示）　
中央監視装置は20年前の機器で、部品もなく、故障
すると修繕もできない可能性がある。そして、防災・
防犯の面で大きな問題が出てきます。それからパネル
の下、空調換気設備ですけれども、86台中24台が運
転不能。また動いているファンも古く、こういうふう
にさびついているわけですよ。古くて機能を果たして
いないものが多いし、またさびているからかびて、健
康被害もあるんではないかというように、これは一例
なんですけれども、まだまだあります。
　改修工事について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　議員御指
摘のとおり、平和祈念資料館20年が経過をしており
まして、設備や建物の老朽化、それから沿岸部にある
ということで塩害の影響もございまして、かなりの劣
化が進んでいる状況にあります。これまで順次、不具

合が生じた箇所について修繕工事を進めてきたところ
ですけれども、今後計画的にその辺りの取組を進めて
いくために、施設の安全性の確保と長寿命化というこ
とで、県のほうで更新計画を今、策定することとして
取り組んでいるところでございます。
　今後、その計画に基づいて計画的に修繕、補修を行
い、適切な施設管理に努めていきたいと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　待ったなしの状態なんですよ、今。
お金がないということでなかなか財政握っているほう
から許可をもらえないと、できないというのを聞いて
いますよ。そういう中で苦しい立場も分かります。だ
けど本当にいつダウンしてもおかしくないような状況
が続いているんですよ。実際に２年ぐらい前ですか、
２センチぐらい厚い窓が吹っ飛んで、落ちて割れてし
まったとかいう状況があって、そこは全部修繕したと。
危ないから。それは聞いています。だけどそれ以外に
隠れた部分で、本当にいっぱい修繕しなきゃいけない
場所があるというふうなことも聞いていますので、ぜ
ひ早急にやっていただきたい。
　もう一度、お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　平和祈念資料館は、沖縄
のこの悲惨なさきの大戦を次世代に継承するという極
めて重要な役割を果たしていると思います。そういっ
た施設がこういった老朽化、塩害による劣化が進んで
いるという事情がございますので、今御指摘がござい
ましたので、私といたしましても現場をまずは確認し
た上でしっかりと対応してまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ぜひよろしくお願いします。
　それから(2)番ですけれども、常設展示室の見直し
についてですが、20年間見直しもされていないとい
うところがあります。展示物においてはもう時代が流
れてしまって古いものもあるというような　　　　時系列
で並べてあるやつですね。ぷっつん切れているような
ものもあるし、そういうのも確認しております。です
ので、見直しが必要ではないかと思いますが、その必
要性について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　平和祈念
資料館の常設展示室は、５つの部屋から構成をされて
いるのですけれども、そのうち、証言の部屋につきま
しては、毎年毎年証言に関する証言文の公開を更新し
たり、映像等を収録するということで内容の充実には
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努めているところでございます。この部分につきまし
ては今年度も新たに戦争体験者の戦後にスポットを当
てた新たな証言を取りまして、また、多言語化するな
どの取組で順次更新を図っているところではございま
す。
　ただ、常設展示室の見直しにつきまして、議員御指
摘のお話もございましたが、これまでの来館者の御意
見等も集約をしながら、有識者による検討などを加え
まして、段階的に検討してみたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ぜひお願いします。
　県内の来館者数がもう最初設立した頃から見ると、
最初の年で11万人、４万3000人、２万7000人、今
もう最近は5000人とか7000人なんですよね。ずっと
同じものをやっているから、見たからもういいよとい
う感じなんですよね。ぜひ、そこら辺の改修等を　　　　
改修というか見直しもお願いします。
　それと、今の時代に合ったビジュアル的なものをや
れば、修学旅行生が来た場合にまずそれを見れば、沖
縄戦はこういうものだったんだというのを　　　　今の子
供たちというのは、どちらかというとビジュアル的な
ものを受け取りやすいので、そういうものをぜひ設置
していただきたいと思います。
　(3)番、平和の礎と祈念資料館の間に、トイレと休
憩所、あずまやがありますが、設置された経緯につい
て伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　その周辺
設備につきましては、平和の礎を建設しましたときに、
平和の礎が屋外施設であることから、トイレや休憩所
なども併せて整備したところでございまして、日差し
や急な雨をしのぐ場所として、礎を訪れる来観者の方
に活用されているものと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　それは平和祈念資料館が造られた
ときにはもう取り壊される予定のものだったはずなん
ですね。
　なぜ取り壊されなかったのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　資料館が
整備されたところではございますが、やはり礎が屋外
施設というところで、管理をしている側からしても定
期的にトイレットペーパーが使われていたり、補充を
していたりというところで活用がされている状況にご
ざいますので、それも含めてニーズがあるということ
で、そのまま活用しているところでございます。

○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　何か、平和の火の下に機械室があっ
て、そこが水没していて、トイレのほうが使えないん
じゃないかということも聞いておりますが、いかがで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　今年の５
月６日にポンプが故障して使用不可になったような事
実はございましたが、６月９日には速やかに復旧をし
ておりまして、現在通常どおり使用できる状態になっ
ているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　このトイレとあずまや、平和祈念
資料館ができたときに当時の大田知事が、これは国の
補助を頂いて造ったものだから、でもこれはお金を返
還してでも取り壊しますということを設計者と約束を
されたそうです。その後、稲嶺知事のときにも同じよ
うなことがあったんですが、ちょっとアクシデントが
あってそれができなくなって、結局ずっとそのまま置
いてあると。あずまやもトイレも平和祈念資料館にあ
るので、本来だったら取り壊すというもののはずだっ
たんですが、置いてあるんですいまだに。整合性取れ
ないですよということを聞かされているんですね。コ
メントお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　デザイン
コンセプトと一部違うのではないかというような声が
寄せられているというところも聞いているところでは
ございます。ただ、その場所が平和の広場から最も近
い位置にあるところでございまして、日差しや急な雨
をしのぐ場所として、現に利用されているというとこ
ろもございます。御高齢の参観者も多い中で、屋外ト
イレの活用もされているところでございますので、現
状では利便性を優先しているような状況というところ
でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　これ以上議論しても平行線だと思
います。分かりました。またこれは後日ということで
す。
　すみません。４番、我が会派の代表質問関連、やり
たかったんですけどちょっともう時間がありませんの
で取り下げさせていただきます。御準備いただきまし
たけど申し訳ありません。これで終わります。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
　　　〔喜友名智子さん登壇〕
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○喜友名　智子さん　皆様、こんにちは。
　てぃーだネットの喜友名智子です。
　質問に先立ちまして、九州・西日本の豪雨災害でお
亡くなりになった皆様にお悔やみを申し上げるととも
に、被災、避難されている皆様にお見舞い申し上げま
す。また、東京都大田区にて、約１週間１人で放置さ
れ、亡くなった３歳の女の子の命が本当に残念でなり
ません。沖縄でもこのようなことが起きないよう、独
り親はじめ、子育て中の親御さん、子供たちへの支援
が漏れなく行われるよう、政治も行政も一緒に取り組
んでいかなくてはいけないと改めて自らの役割の重要
性を感じております。
　さて、私は今回の県議選にて立憲民主党初の議席を
与えていただきました。女性が政治の場に増えてほし
い、独り親も共働き家庭も子育てできるような沖縄を
つくってほしい、離島振興や安心・安全な食と農の実
現など様々なことに取り組んでほしいと期待された結
果だと自覚をしております。皆様の御指導、御鞭撻の
ほど、どうぞよろしくお願いいたします。
　それでは、通告書に基づいて質問をいたします。
　まず１番目、保育園行政についてです。
　待機児童数ゼロの目標達成がなかなか見えません。
働きたい親御さんのため、また子供の社会性を育むた
めにも、質・量ともに、保育園の充実は引き続き重要
な課題です。
　そこでお伺いいたします。
　(1)、県内の待機児童問題について。
　ア、県内の待機児童数の推移はどうなっているか。
　イ、待機児童問題が解消されない理由は何か。
　ウ、保育士の待遇改善についての県の取組について
伺います。
　そして(2)、新型コロナで保育園の運営縮小や休園
が行われました。しかし、この間も運営費が払われて
いるにもかかわらず、保育士へ適切な給与、賃金が支
払われていなかった事例がございました。
　そこで伺います。
　保育園で感染拡大防止のために休業させた職員への
休業手当の支払いについて伺います。
　休業手当が適切に支払われていない事例について沖
縄県内での現状を伺います。
　次に、感染拡大防止のため休業した保育園職員への
適切な休業手当の支払いについて、県の見解と対応を
伺います。
　次に、新型コロナウイルス対策についてです。
　先週より、米軍基地内での新型コロナウイルスの集
団感染が明らかになりました。県民への感染拡大が懸

念されるほか、これまで県民一丸となって、努力して
きた感染拡大防止の取組の後、少しずつ経済活動を復
活させようとしている沖縄に打撃を与えつつありま
す。
　特に新型コロナの対応で疲弊した病院現場、これか
ら秋冬にかけて、季節型の感染症で病院の利用者が増
えると予想されています。コロナウイルス対策の設備
や人員確保ができるのか、強い懸念の声が届いており
ます。
　そこで伺います。
　今年６月24日に沖縄県医師会から県知事宛てに要
望が届いております。「新型コロナウイルス感染症対
策にかかる定期予防接種並びにインフルエンザ予防接
種についての要望について（お願い）」、このことに
ついて県の対応を伺います。
　３番目です。種子法、種苗法についてです。
　一昨年、主要農作物種子法が廃止され、さきの国会
で種苗法改正が議論されたものの継続審議となりまし
た。この廃止と改正は県内で農業に従事する方々ほか、
消費者である県民の食の安全にも大きな影響が予想さ
れています。
　そこでお尋ねいたします。
　種子法廃止後の沖縄県内での影響と県の対応につい
て伺います。
　次に、種苗法改正で予想される沖縄県内での影響と
県の対応について伺います。
　そして、沖縄県の種苗事業関連予算の推移について
お伺いいたします。
　次に(4)番目ですが、こちら食の安全については、
遺伝子組換え作物についてもお子さんをお持ちの親御
さん、特にお母さんたちからの懸念の声が多く寄せら
れております。遺伝子組換え作物について、何か県で
策定している規則などあるかお伺いいたします。
　次に４番目、離島航空路線についてです。
　離島にお住まいの皆様は、進学、就職などで島を離
れる方が多くいらっしゃいます。けれども住民票を島
から移してしまうと離島住民割引カードの対象外に
なってしまいます。特に過疎地域に指定されている離
島においては、航路、航空路が限られている中、離島
出身者の方が帰省するときなど交通コスト負担を少し
でも減らすことができないかという要望を伺いまし
た。
　そこでお尋ねいたします。
　(1)、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業につ
いて、利用状況はどうなっているでしょうか。
　そしてこの事業について、利用対象者を離島出身者
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まで拡充することへの県の見解について伺います。
　５番目と６番目、ＳＤＧｓの沖縄県の取組について
と会派の代表質問との関連についてはまとめてお尋ね
いたします。
　デニー知事の取組の中でも、ＳＤＧｓいわゆる持続
可能な開発目標についてはグローバルな視点を県政に
反映させるという意味で、今後もぜひ推進してほしい
ものです。私も去る県議選にて、ＳＤＧｓの推進を公
約に掲げました。高校生や大学生を中心に私たちと同
じ将来を見詰めている大人がいると前向きな反応が目
立ったことを覚えています。県政と次世代を担う若い
世代が将来の沖縄社会を考える共通のテーマとなる大
事な取組です。
　そこで伺います。
　(1)、ＳＤＧｓの推進体制及び取組の現状と今後の
展望についてお尋ねいたします。
　(2)、おきなわＳＤＧｓパートナー認定の状況はど
うなっているでしょうか。
　以上、残りは答弁をお聞きしまして、再質問にてお
尋ねいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　喜友名智子議員の御質問にお答えいたします。
　その前に、初当選おめでとうございます。議会にお
いても女性比率が高まっていくということは多くの県
民の皆さんも期待していることだと思います。ぜひ初
志貫徹、頑張ってください。
　それでは質問にお答えいたします。
　ＳＤＧｓ持続可能な開発目標の沖縄県の取組につい
ての御質問の中の５の(1)、ＳＤＧｓの推進体制及び
取組と今後の展望についてお答えいたします。
　沖縄県では、知事、副知事、政策調整監、全ての部
局長により構成される沖縄県ＳＤＧｓ推進本部を設置
し、令和元年11月に策定した沖縄県ＳＤＧｓ推進方
針に基づき、子供の貧困、平和、環境保全など、全庁
一丸となって様々な施策を推進しています。加えて、
ＳＤＧｓの普及啓発に意欲のある県職員を募集し、沖
縄県ＳＤＧｓマスターズとして登録した後、県民の皆
様の元に派遣をさせていただき、県のＳＤＧｓの取組
などを説明させていただく、そして一緒に取り組んで
いただくモチベーションを持っていただくような新た
な取組を始めてまいります。また、県とともに普及啓
発を行う団体等を募集し、おきなわＳＤＧｓパート
ナーとして登録するとともに、大学、市町村、企業、

団体など、様々なステークホルダー間の連携を促進す
るためのプラットフォームの構築に向けて取り組んで
まいります。
　今後の展望につきましては、本年12月までに、Ｓ
ＤＧｓの理念や成果指標を盛り込んだ、新たな振興計
画の骨子案を策定することとしています。ＳＤＧｓの
取組を全県的な展開につなげ、持続可能な沖縄の発展、
沖縄らしいＳＤＧｓの推進と、誰一人取り残さない社
会づくりを目指したいと考えています。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、保育
園行政についての中の(1)のアと(1)のイ、待機児童数
の推移と課題についてお答えいたします。１の(1)の
アと１の(1)のイは関連しますので、一括してお答え
いたします。
　本県における待機児童数は、令和２年４月１日時
点で1365人となっており、第一期黄金っ子応援プラ
ンの始期である、平成27年４月１日時点の2591人か
ら1226人の減となり、５年連続で減少しております。
待機児童を解消するには、保育士不足、地域別・年齢
別ニーズとのミスマッチが課題となっており、令和２
年度から、市町村が実施する保育士確保に係る国庫補
助事業の市町村負担分への支援や、市町村の保育所入
所事務の効率化を図るためのＡＩ等の導入への支援な
ど、新たな事業を含む、待機児童対策関連予算を22
億円計上したところであり、引き続き市町村と連携し、
取り組んでまいります。
　同じく１の(1)のウ、保育士の処遇改善についてお
答えいたします。
　保育士の処遇改善につきましては、国において、毎
年、公定価格の改定が行われ、平成24年度から令和
元年度まで、約14％の改善が図られたほか、平成29
年度から技能・経験に応じて月額5000円以上４万円
以下の処遇改善を実施しております。また、県独自の
施策として、保育士の正規雇用化や年休取得、休憩取
得及び産休取得の支援事業などを行っております。
　県としましては、引き続き国や市町村と連携し、保
育士の処遇改善に努めてまいります。
　同じく１の(2)のア、保育士等の給与の現状につい
てお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、保育所等にお
いては、臨時休園や登園自粛に伴う縮小保育を実施し
たところです。県において、当該期間中の給与や休暇
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の取扱いについて、市町村に調査をしたところ、欠勤
扱いや給与減額等に係る保育士等からの相談件数は、
10市町村で59件となっております。
　同じく１の(2)のイ、職員給与の適切な支払いにつ
いてお答えいたします。
　国においては、認可保育所等に対し、感染症防止対
策のため、保育の提供を縮小した場合においても、人
件費・事務費等の給付費を通常時と同水準で給付して
おります。また、休ませた職員についても通常どおり
賃金や賞与を支払うこと、正規・非正規等の雇用形態
のみで異なる対応を行わないことなどを併せて通知し
ております。
　県としましては、同通知を踏まえた給与及び休暇の
取扱いがなされるべきものと考えており、各市町村
へ、管内保育所等を適切に指導するよう通知するとと
もに、県においても引き続き実態把握と指導に努めて
まいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、新型コロナウ
イルス対策についての(1)、県医師会からの要望につ
いてお答えいたします。
　県医師会から沖縄県へ対し、定期予防接種の実施期
間を１年延長すること及びインフルエンザ予防接種に
対する公費助成の要望書が提出されております。
　県としましては、予防接種を行う医療機関において
は、必要な感染防止対策が取られていることから、適
正な年齢で予防接種を受けることが感染症対策のため
に重要であると考えております。そのため、市町村と
連携し小児及び高齢者の定期予防接種勧奨について積
極的に広報を行い、対象者への接種勧奨を行ってまい
ります。インフルエンザ予防接種につきましては、重
症化リスクの高い高齢者に対して公費による定期予防
接種の勧奨を引き続き行ってまいります。またインフ
ルエンザワクチンは、例年供給量が限られているため、
県民への補助につきましては、国や市町村とも意見交
換を行いたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　３、主要農作物種子
法（種子法）と種苗法改正についての御質問の中の(1)
ア、(1)イ、種子法廃止後の沖縄県内農業の影響と対
応についての御質問にお答えします。３の(1)アと３
の(1)イは関連いたしますので、恐縮ですが一括して

お答えします。
　国・都道府県が主導して、主要農作物である稲・麦・
大豆の優良な種子の生産・普及を進めるため、優良な
品種の決定や種子の生産・供給などを都道府県に義務
づけた主要農作物種子法が、平成30年４月１日をもっ
て廃止されました。県では、主要農作物種子法の廃止
に対応するため、平成30年４月に沖縄県主要農作物
種子生産取扱基本要綱などを定め、県内農業へ影響が
出ないように対応しているところです。
　県としましては、引き続き優良な種子生産体制に努
めてまいります。
　次に３の(2)のア、３の(2)のイ、種子法改正の影響
と県の対応についてお答えします。３の(2)アと３の
(2)イは関連しますので、恐縮ですが一括してお答え
します。
　種子法改正案では、登録品種の自家増殖については
育成者権者の許諾が必要となりますが、地域で守り育
てた在来種等の一般品種については、これまでどおり
自家増殖が可能となっております。県の育成品種につ
いては生産振興、普及を目的として開発を行っており、
自家増殖に係る許諾料徴収について検討しておりませ
ん。
　県としましては、優良種苗取扱要領等を基に、県育
成品種を適正に管理するとともに、種苗法改正に係る
情報収集を行い、生産現場に支障が生じぬよう適切に
対応してまいります。
　次に３の(3)、種苗供給に関連する予算の状況につ
いてお答えします。
　県では、サトウキビ、カンショ、パイナップル、水
稲について、優良種苗の供給や配布に係る事業を行っ
ております。平成24年度以降の種苗関連事業にかかっ
た予算総額は約９億円となっており、年平均１億円で
推移しております。
　県としましては、各品目の生産振興に向け、引き続
き優良種苗の供給や配布に係る事業を推進してまいり
ます。
　次に３の(4)、遺伝子組換え作物のガイドラインに
ついてお答えします。
　国内の遺伝子組換え作物については、国により、食
品や飼料としての安全性、生物多様性への影響等につ
いて審査されており、問題のないもののみ、輸入、流
通、栽培等が行われております。また、他県において
は、遺伝子組換え作物の栽培による一般作物との交雑
の防止を図るため、遺伝子組換え作物栽培のガイドラ
インを策定している事例もあります。
　県としましては、遺伝子組換え作物の開発や流通の
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動向等を注視しながら、ガイドライン等に関する情報
収集に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時59分休憩
　　　午前11時59分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
○農林水産部長（長嶺　豊君）　大変失礼いたしまし
た。
　御質問の種苗法改正の影響と県の対応についての答
弁の中で、種苗法改正案ではというところを種子法改
正案ではと読み上げてしまいました。正確には種苗法
でございますので、訂正をして、おわびを申し上げま
す。
　失礼申し上げました。
○議長（赤嶺　昇君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
○企画部長（宮城　力君）　４、離島の航空路線につ
いての(1)、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業
の利用状況についてお答えいたします。
　県では、離島住民の定住条件の整備を図るため、船
賃及び航空運賃を低減する事業を実施しております。
同事業の利用人数は、航空路で平成24年度の37万
5000人に対し、令和元年度は53万2000人、航路で
平成24年度の45万9000人に対し、令和元年度は62
万2000人となり、離島住民の利用が着実に広がった
ものと考えております。
　同じく４の(2)、対象者を離島出身者まで拡充する
ことについてお答えいたします。
　沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業は、離島住
民の定住条件の整備を図るため、原則としては離島在
住者に対する運賃の低減を行っております。ただし、
定住条件が特に厳しい小規模離島及び久米島の航空便
については、特例的に離島出身者を含めた交流人口に
対しても航空運賃の低減を行っております。対象者を
離島出身者まで拡充することについては、対象範囲を
どうするか等、それぞれの離島の状況に応じ、市町村
を中心に検討・実施されることが望ましいと考えてお
り、引き続き市町村等と意見交換してまいりたいと考
えております。
　次に５、ＳＤＧｓの沖縄県の取組についての(2)、
おきなわＳＤＧｓパートナーの状況についてお答えい
たします。
　おきなわＳＤＧｓパートナーにつきましては、ＳＤ

Ｇｓの普及啓発を促進する目的で、連携して取り組む
団体等を募集し、令和２年３月13日に琉球大学をは
じめとする、大学、企業等、61団体を登録したとこ
ろです。令和２年度における登録につきましては、募
集開始に向けて準備を行っているところです。
　県としましては、今後、おきなわＳＤＧｓパートナー
と連携しながら、持続可能な沖縄の発展と誰一人取り
残さない社会づくりに向けて取り組んでいきたいと考
えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　質問の途中ではありますが、
喜友名智子さんの再質問は時間の都合もありますの
で、午後に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午後０時３分休憩
　　　午後１時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き喜友名智子さんの再質問を行いま
す。
　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　ありがとうございます。
　答弁のほうありがとうございました。
　再質問のほうに移りたいと思います。
　まず１の(1)のイ、保育園のほうで、待機児童が解
消されない原因について再質問行います。
　待機児童が解消されない理由の一つとして、保育士
が不足しているという理由を挙げられておりました。
この点、今までの答弁で保育士さんの処遇改善策に
よって、賃金改善が少しずつなされているという現状
認識でおります。一方でそれにもかかわらず保育士が
不足している現状を見ますと、処遇改善以外の理由に
も目を向ける必要があるのではないでしょうか。この
辺り当局がどうお考えなのか、お聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　県のほう
で、数年前にハローワークとともに実施をしたアン
ケート調査の中では、離職をした理由として、今の処
遇改善の部分もあったんですけれども、例えば時間外
が多い、あるいは休みが取りづらい、あとは人間関係
であるとか、そういったような理由が挙げられていた
ところです。それで、県のほうでは、その辺りの勤務
条件の改善という部分にも取組が必要であろうという
ことで、県独自の取組として保育士の年休取得をしや
すいように代替職員を配置するための補助をするよう
な支援ですとか、あるいは休憩取得のための支援です
とか、あるいは産休を取りやすくするための支援と
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いった県の独自の取組を実施しているところでござい
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　ありがとうございます。
　今の答弁で、保育士さんたちの働きやすさ、働き方
について、県のほうでは支援を行っているというふう
に理解いたしました。そのほかに、保育士さんたちの
仕事において、ぜひ今後県のほうで注目していただき
たい点がございます。それは、保育士に求められる仕
事の質が変わってきているということです。これまで、
子供と直接触れ合う仕事が主だったところ、最近の保
育士さんは、事務的作業が増えている、それから専門
性が求められているということがあります。この専門
性は何かというと、乳幼児保育であったり、食育やア
レルギー食の対応または障害児教育や保護者の支援策
まで、専門性が保育士に求められているんですね。こ
ういったところに負担を感じて、本来は子供と触れ合
う仕事をしたかったにもかかわらずそのような時間が
少なくなってきてしまって、やりがいをなくしてやめ
てしまうという保育士さんの話を多く聞いておりま
す。もちろんこういった専門的な部分についても保育
士業務の大変重要な役割であるとは私も思うんですけ
れども、こういった理由で子供としっかり向き合う余
裕がないからと保育園を後にする保育士さんたちが多
いというのは、非常にもったいないことだと思うんで
す。今後はこういった業務の質の面から見た支援策も
必要かと思いますけれども、県で支援のほう何かでき
ないでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　今議員が
おっしゃいました専門性の部分でいうと、キャリア
アップのための研修事業というのを実施しておりまし
て、まさに今議員がおっしゃった障害児の部分、それ
と栄養、食育の部分ですとか、乳幼児保育の部分ある
いはマネジメントの部分といったいくつかの分野に分
かれた研修を実施しております。これを受けていただ
くことによって個人で抱え込んでいるそのスキルのた
めの課題とかっていうものの解決に役立てていただけ
たらなと思っております。あと、業務上の負担が大き
いということにつきましては、先ほどもちょっと触れ
たんですけれども、例えば布団の上げ下げや食事の配
膳といった周辺業務を支援するための支援員の配置で
あるとか、あとは保育そのものに手助けをするような
保育補助者の雇い上げのための支援を実施していま
す。事務作業という面でいいますと、例えば登園をし
てきた際のチェックですとか、そういった事務作業を

効率化するためのＩＣＴ化というものが進められてお
ります。今年度からはその国庫補助を使うに当たって
は、市町村負担の４分の３を県が補助をするというよ
うな支援を行っておりまして、議員がおっしゃいます
ように保育士の勤務環境の改善に向けた取組を後押し
していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　認可外保育園含めての処遇改
善に加えて、こういった業務の質の面でも引き続き支
援のほうお願いできればと思います。
　では、次の再質問のほうに移ります。
　３の(1)と(2)、種子法と種苗法について、再質問行
います。
　種子法が廃止された際に、県で要綱をつくって、公
共的な種苗事業の継続をしているということは大変評
価いたします。しかし、一方でこの種子法と種苗法だ
けではなくて、もう一つの法律、農業競争力強化支援
法とセットで考えなくてはいけない部分もあるかと思
いますけれども、この辺り県のほうでどうひもづけて
認識されていらっしゃるでしょうか。そもそもひもづ
けて認識しているのかどうかから教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　まず農業競争力強化支援法については、平成29年
５月に成立をしておりますが、その中で、種苗に関す
る事項が法律の８条第４項でうたわれております。そ
の内容としましては、「都道府県が有する種苗の生産
に関する知見の民間事業者への提供を促進すること。」
ということがうたわれております。
　県としましては、民間事業者からその知見を提供を
してほしいという依頼があった場合でも本県の農業振
興に寄与するものであるのか、それから生産者にとっ
ても有益なものであるのかというのを確認した上で、
対応する必要があると考えております。県の育成した
品種については、生産振興普及を目的として開発を
行ってきておりますので、農家の不利益とならないよ
うに対応していきたいということで考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　ありがとうございます。
　この農業競争力強化支援法との関係でいいますと、
この育成　　　　種や苗をつくった人、育成者権のために
この種と苗を使うときには農家が許諾料を払わないと
いけないという部分が大変問題だと認識しています。
先ほどの答弁ではこの許諾料については今は取ってい
ないと、種苗法が改正された後もこの運用を続けると
おっしゃっていたんですけれども、もし仮に許諾料が

－353－



民間のほうで上げられてきた場合だったり料金が上
がってきた場合、許諾料が上がって農家に負担がいく
という可能性はないでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　まず県で育成してい
る品目についてはサトウキビであったり、あとカン
ショであったり、パイナップルであったりいわゆる民
間企業が全国的につくっている品目ではありませんの
で、民間のほうでなかなか取り組めないものについて
は、県がしっかり確保していかなければいけないとい
うことで、生産振興費を必要な品目として、育種、そ
れから種苗の確保まで行っております。例えば、全国
的につくられている品目。野菜とか、そういうものの
登録品種についてはそれぞれの民間と生産者の契約で
もって種苗の確保がなされているということですね。
少なくとも県が今提供している主要な品目については
生産振興上、先ほど種苗確保のための事業も行ってお
りますので、その中でしっかり支援をしていくという
ことで考えております。生産者のほうで影響が出ない
ように、情報収集もしながらしっかり対応していきた
いと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　ありがとうございます。
　では、次３の(4)、遺伝子組換え作物栽培のガイド
ラインについての答弁なんですけれども、先ほどの答
弁お聞きしますと、平成31年３月18日に行われた経
済労働委員会の記録をそのまま読んでいるように聞こ
えたんですけれども、平成31年から進捗がないとい
う理解でいいですか。何か新しい動きがあれば教えて
ください。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　答弁の中でも情報収集等やっていくということでお
答えをしておりますが、国内での条例であったり、あ
とガイドラインの制定状況も今調査をしているところ
です。昨年４月には各都道府県に運用状況含めてアン
ケート調査を実施しておりまして、そういった結果を
取りまとめて、今後どのような形で対応できるかにつ
いてしっかり検討し、調整していきたいと考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　ありがとうございます。
　種子法、種苗法とそれから遺伝子組換えと少し毛色
の違う質問をさせていただきましたけれども、なぜこ
ういった質問をしているのかというと、県民にとって
の食と農業の安全、生産者が将来にわたって安心して

農業に取り組めること、とりわけ沖縄の在来種や固定
種について自家採種の権利を守られるということが非
常に大事ではないかという考えから質問をしておりま
す。ひいては沖縄の伝統野菜、それから沖縄の食のブ
ランドをつくることにもつながりますので、ぜひこう
いった種子種苗事業、それから遺伝子組換えについて
もしっかりと県のほうで把握をして、しかるべきガイ
ドラインをつくっていただくようにお願いいたしま
す。
　すみません。休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時33分休憩
　　　午後１時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○喜友名　智子さん　では再質問で、５番ＳＤＧｓ、
持続可能な開発目標についての再質問をいたします。
　この中で、万国津梁会議での委員の報酬について少
しお伺いしたいことがあります。昨年度は日当２万
7000円で、今年は8400円ということがございました。
これまでの答弁で、昨年度は調査も含めて依頼してい
たけれども今年は業務が変わるからという回答がござ
いました。この点、業務の内容が変わったとしても、
この8400円という日当が本当に専門家に対して支払
う日当として適切なのかどうか少し考えたいんですけ
れども、大学の例えば非常勤講師が１こま90分の授
業を持ったとして、幾らぐらいの単価になるのか御存
じでしょうか。情報持ち合わせておりますでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時35分休憩
　　　午後１時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（宮城　力君）　申し訳ありません。その
データについては持ち合わせておりません。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　すみません。大学の先生を務め
ていらっしゃった副知事にお答えいただきたいんです
けれども。
　議長、すみません。質問しているときには少し発言
を控えるように促していただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　富川副知事。
○副知事（富川盛武君）　非常勤講師の時給につき
ましては、私は常勤になって40年、随分昔のことで
ちょっと記憶にございません。
　申し訳ありません。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
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○喜友名　智子さん　申し訳ありません。非常勤の経
験がない副知事に失礼なことをお聞きしました。
　今、大学で博士号を取った方たちでもやはり仕事が
なかなか見つからない、せっかく博士課程までいった
にもかかわらず、その研究それから学問の知見が全く
金銭的に評価されないというのは、非常にこれは沖縄
でも私は問題だなと思っております。万国津梁会議
につきましても米軍基地については調査も含めるの
で、２万7000円だけれども、ほかのテーマについて
は8400円と。これは例えば、今大学の非常勤講師、
私周りに何名かいますので、相場を聞いてみますと、
90分の講義について約１万円ちょっとが相場である
という理解をしております。そうすると、会議が２時
間、３時間だとして、前後の時間含めると委員の先生
方恐らく半日は拘束されることになると思うんです
ね。それにもかかわらず、業務が変わったからといっ
て日当がやはり8400円に下げられるというのは、専
門家の知見に対して少し残念な金額設定ではないかな
と考えております。
　先ほどの　　　　すみません、失礼しました。　　　　ＳＤ
Ｇｓの質問の冒頭に申しましたように、このテーマ、
若い世代からも非常に注目度の高いとても大事なテー
マだと思うんです。新しいテーマであるがゆえにやは
り専門に研究、調査をされている専門家の知見という
のはやはり価値があるものだと思います。こういった
専門家への報償につきましては、県庁内でルールはあ
るかと思うんですけれども、ぜひ改めて適正な金額設
定を検討していただくようにお願い申し上げます。
　すみません。休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時40分休憩
　　　午後１時40分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（池田竹州君）　お答えします。
　今万国津梁会議の給料の基になっています8400円
というのは、総務部のほうから平成18年３月に審議
会等の構成員に対する謝礼金支払基準という通知が基
になってございます。この中で、平成８年にその前の
単価のものを廃止して、8400円という形でやられて
ますので、また各県の状況なども調べながらその水準
の妥当性については、判断していきたいと考えており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　ありがとうございます。
　実は、この件、私の周りでやはり大学を出た後も修

士、博士と必死になって勉強している同世代あるいは
若い世代からやはりこういう対応は非常に残念だとい
う声が本当に多いんです。沖縄の若い人たちがせっか
く学問をしているのですから、そういった知見はぜひ
行政の中で生かすと同時に、金銭的にもぜひ正当に評
価をしていただきたいと思います。
　すみません。休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時41分休憩
　　　午後１時41分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○喜友名　智子さん　次に、２番目の新型コロナウイ
ルス対策について再質問いたします。
　先ほどの答弁では小児と高齢者については引き続き
このインフルエンザ、公費で対応するということだっ
たんですけれども、妊婦さんについてはいかがでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時42分休憩
　　　午後１時42分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　インフルエンザの
定期予防接種につきまして、現在公費で負担すること
としておりますのが、65歳以上の高齢者それから60
歳以上65歳未満であって、心臓、腎臓などに基礎疾
患を持つ方というふうに対象とさせていただいている
ところです。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　すみません。これはじゃ小児も
入っていないということですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　そのとおりでござ
います。
○議長（赤嶺　昇君）　喜友名智子さん。
○喜友名　智子さん　私が質問のときに御紹介しま
した沖縄県医師会からの要望書なんですけれども、こ
の背景にある問題意識というのはこれから秋、冬の感
染症が広がってくるに当たって、病院のコロナ対策の
人員を確保するために、インフルエンザの予防をいち
早くやってほしいという意図で要請されていると思い
ます。ぜひ県のほうでも市町村と調整して、こういっ
た医師会の要望、すぐに対応していただくようにお願
いいたします。
　以上で終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長から発言の申出
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がありますので、これを許可します。
　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　本日の新型コロナ
ウイルス感染症の検査状況について報告いたします。
　県内において、149件の行政検査を実施した結果、
新規の患者は確認されませんでした。本日の検査、
149件の中には去る12日に北谷町役場にて実施した
検査、130件の結果も含まれており、全員の陰性が確
認されております。
　また、新型コロナウイルス感染症に関して、米軍関
係の情報がございますので報告いたします。
　昨日13日の夜、米軍関係の保健医療当局である海
軍病院から米軍基地内における患者情報の連絡があり
ました。嘉手納基地において、新たに１名の患者が確
認されております。米軍基地内全体で、これまでに確
認された患者数の合計は99名となります。また、基
地従業員について、２名の方の検査を実施いたしまし
たが、新規患者は確認されておりません。今後の感染
拡大の防止のため、引き続き必要な情報の開示を求め
てまいります。資料につきましては、後ほどタブレッ
トに送付させていただきます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
　　　〔西銘純恵さん登壇〕
○西銘　純恵さん　休憩お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後１時46分休憩
　　　午後１時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○西銘　純恵さん　こんにちは。
　日本共産党の西銘純恵です。
　一般質問を行います。
　新型コロナから県民の命を守り、暮らしと人権を守
ることについて。
　(1)、自粛による収入減、解雇や雇い止めによって、
生活が逼迫する人が急増しています。生活保護は憲法
25条に基づく権利であると考えるが、知事の認識を
伺う。申請をためらって命が脅かされることがあって
はならない。生活保護は権利という広報を行うことに
ついて。厚労省の４月７日付通知による保護の対応と
実施状況、保護決定の短縮化について。
　国保税の減額免除と傷病手当金についてテレビ広報
がなされているが、市町村の取組状況について。
　介護保険料の減額免除について、市町村の実施状況
について。

　コロナ禍によって、独り親世帯の生活困窮の声が寄
せられているが、実態はどうなっているか。独り親に
対する支援策を拡充することについて。
　感染防止を拡大するための条件整備として、国の
40人学級を少人数学級に改善することが緊急だと考
えるが、見解と対応を伺います。
　休校による学習時間の大幅削減は、家庭の所得差に
よる学習格差も指摘されている。学校現場では、コロ
ナ対策のための新たな負担を強いられながら、学習の
遅れを取り戻すために教職員は授業時数確保に苦慮し
ている。全国学力テストが中止されたが、県も中止す
べきです。
　辺野古新基地ストップ、普天間基地を即時運用停止、
閉鎖・撤去することについて。
　辺野古新基地建設は12年かかると政府は見直した
が、米下院軍事委員会の小委員会も懸念している活断
層や軟弱地盤によって、費用においても技術的にも工
事は不可能です。危険な普天間基地は政府が約束をし
た2019年の運用停止期間を既に徒過した。普天間基
地被害はひどくなっているが、爆音などの被害状況に
ついて。一刻も早く運用停止をさせることについて。
　絶滅危惧種のジュゴン保護は世界的な課題である。
国連は、今後数十年間で100万種の生物が絶滅するお
それがあり、抜本的な対策を取ることは未来のための
責任で、気候変動対策と生物多様性の維持は一体のも
のと警告をしています。ジュゴンの鳴音が辺野古海域
で確認されているが、工事を停止してジュゴンの保護
策を取ることは世界に対する日本政府の責任ではない
か。見解を問います。
　発がん性のある有害物資ＰＦＡＳに汚染されない、
安全な飲料水を確保するために。
　嘉手納米軍基地や普天間基地への立入調査はどう
なっているか。ＰＦＯＳやＰＦＯＡの使用履歴及び貯
蔵を公表させることについて。
　汚染源からの取水停止などの取組状況、またダムか
らの取水量を増やす取組について。
　米下院軍事委員会の可決した国防権限法は、有機
フッ素化合物に関する条項が盛り込まれたという報道
があるが、内容を問う。沖縄県では嘉手納基地から流
出したＰＦＯＳやＰＦＯＡが水道水として飲用され、
命と人権が侵害されていることを米国政府や議会に情
報発信して、使用禁止に向けるべきではないか。
　子供の貧困対策について。
　新型コロナ禍における課題と取組を問います。
　２回目の高校生調査結果を受けて、１回目と比較し
ての見解を伺います。また、県の取組の成果と今後の
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課題と施策を伺います。
　認可保育園から、中途退園児が出たときの収入減に
よる運営費の補塡を求める要望があるが、対応策を伺
う。小規模保育所から要望のある年度当初における定
員に満たないときの減収分の支援策を伺う。
　我が党、渡久地議員の代表質問に関連して。
　米軍基地における感染拡大について、感染者が増え
続け１日の感染者が７万人超えとなっているアメリカ
は、感染者330万人余、死亡者は13万4000人超えの
世界最多である。米軍普天間基地やキャンプ・ハンセ
ンなどで100人近い感染者が出て、今後どれだけ感染
が拡大するのか、県民の不安は計り知れない。米軍が
情報を開示しないまま、民間ホテルで隔離しているこ
とは容認できない。基地が集中している沖縄はアメリ
カ言いなりの日米地位協定によって主権を侵害され、
県民がコロナ感染の脅威にさらされていると言っても
過言ではない。
　以下、質問します。
　報道によると菅官房長官は、行動履歴は開示し共有
されていると言っているが、危機感がない。無責任で
はないか。感染者の行動履歴を県民に公表させるのは、
政府の責任ではないか。
　県内に米軍関係者は何人いるのか、感染率を調べる
ためにも、米軍は公表する義務があるのではないか。
また、基地外に居住しても住民登録の必要なし、どこ
に米軍が居住しているのか秘密にされているのは、許
されない。基地外居住の周辺住民のコロナ感染防止の
ためには実態掌握が不可欠である。政府の責任で基地
外居住を公表させるべきではないか。感染者がゼロに
なるまで、従業員の休業、訓練停止、運用停止、基地
閉鎖を継続させるべきであります。県民がコロナ感染
の危機にさらされている。
　安倍首相、外務・防衛大臣は検疫について国内法が
適用できるようにする緊急の日米地位協定改定を米国
政府と交渉しなければならないと思うが、知事の見解
を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　西銘純恵議員の御質問にお
答えいたします。
　辺野古新基地ストップ、普天間基地を即時運用停止、
閉鎖・撤去することについての御質問の中の２の(2)、
ジュゴンの鳴音の検出状況及び保護策についてお答え
いたします。
　沖縄防衛局が設置した環境監視等委員会において、
施行区域内のＫ－４地点で、令和２年２月及び３月に

合計42回のジュゴンの鳴音が検出されたと報告され
ております。そのため、沖縄県では、４月17日付文
書で工事を停止して事業による影響を再評価するよう
求めたところであります。しかしながら、沖縄防衛
局が事業による影響はないとして６月12日に工事を
再開したことから、沖縄県では、６月25日付文書で、
国際的な機関であるＩＵＣＮが南西諸島に特化して絶
滅危惧ⅠＡ類に指定したことを顧みることもなく、工
事を再開することは、国際的にも信用を失墜すること
であると指摘し、再度、工事を停止し、事業による影
響を再評価するよう強く求めたところであります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、新型
コロナから県民の命を守り、暮らしと人権を守ること
についての(3)、生活保護についての認識、広報等に
ついてお答えいたします。
　生活保護は、生存権を保障する憲法第25条の理念
に基づき実施されております。
　県としましては、生活保護制度が最後のセーフ
ティーネットとして十分に機能を果たすことが重要と
考えており、今後とも制度の周知や適正な実施に努め
てまいります。新型コロナウイルス感染症の対応に係
る国からの通知を受け、福祉事務所では一時的な収入
の減少により保護が必要となる場合に通勤用自動車の
保有を認めた取扱いを本年６月１日時点で８件行って
おります。保護の決定については、申請の日から14
日以内、または、調査等に日時を要する場合でも30
日以内に行わなければならないと法に規定されており
ます。県内の各福祉事務所において、14日以内に保
護の決定を行った件数の割合は令和元年度は48.3％
でございましたが、前年度より17.2％改善している
ところです。
　県としましては、今後とも保護が必要な方には可能
な限り速やかな決定に努めるよう助言・指導を行って
まいります。
　同じく１の(6)、介護保険料の減免の実施状況につ
いてお答えいたします。
　県内13保険者に確認したところ、７月１日時点に
おいて、11保険者で新型コロナウイルス感染症に伴
う介護保険料の減免申請受付が開始されております。
残りの２保険者についても、準備が整い次第、受付開
始予定となっております。
　県としましては、各保険者において適切な支援が実
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施されるよう、今後も状況把握に努めてまいります。
　同じく１の(7)、独り親世帯の生活困窮の実態と支
援についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症拡大による独り親世帯へ
の影響については、休業等による収入の減少、通学・
食事等の子供の養育等に関する不安などの声が関係団
体に寄せられていると聞いております。県においては、
独り親家庭に対しヘルパーを派遣し、家事・育児の支
援を行うほか、本定例会においてひとり親世帯臨時特
別給付金を６億800万円を補正予算として計上したと
ころです。さらに、県独自の取組として、雇用情勢の
悪化に対応するため、独り親世帯を対象とする経理事
務資格取得講座を、これまでの那覇地区に加え、中部
地区でも実施する予定としております。
　県としましては、これらの取組が広く活用されるよ
う周知・広報に努めるとともに、今後も市町村や関係
団体と連携しながら、独り親世帯の支援に取り組んで
まいります。
　次に４、子供の貧困対策についての(1)、新型コロ
ナ禍における課題と取組についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止による小中学
校等の臨時休業に伴い、子供の居場所や子ども食堂の
約７割が活動休止等の措置を取りました。子供の居場
所等には、経済的に厳しい世帯の子供たちが通ってお
り、休止等により食事に困難を来すことが懸念されま
した。このため、県では、沖縄子どもの未来県民会議
と連携し、子供の居場所等による子供たちへの食事支
援の活動や、子ども未来協力店として認定した地域の
飲食店が生活困窮家庭へ食事を届ける取組に対し、途
切れることなく支援を実施したところであります。
　次に５、認可保育園、小規模保育所への対応につい
ての中の(1)、中途退園や定員割れに対する支援につ
いてお答えいたします。
　保育に要する費用として保育所や小規模保育事業に
給付する施設型給付等は、当該施設を利用する子供の
実人員に応じて支弁されるものであり、中途退園児が
出た場合は日割りにより算定することとなっておりま
す。年度当初に定員割れが起きた場合、受け入れるた
めに雇用した保育士の人件費は施設が負担することと
なることから、県は、九州各県保健医療主管部長会議
を通して、年度当初からあらかじめ保育士を雇用でき
るよう、公定価格に新たな加算制度を設けることにつ
いて、国へ要望しているところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時１分休憩

　　　午後２時２分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　大変失礼
いたしました。
　４、子供の貧困対策についての(2)、高校生調査結
果の見解及び取組等についてお答えいたします。
　県では、令和元年度に２回目となる高校生調査を実
施しました。調査の結果、雇用・労働環境の改善が見
られたこと等により、困窮世帯の割合は24.6％とな
り、前回29.3％から4.7ポイント改善しております。
しかし、暮らし向きが苦しいと感じている世帯も多い
ことから、依然として、子育て家庭の生活実態は大変
厳しい状況にあると認識しております。一方で、学習
支援や通学支援などの取組によって、高校卒業後に進
学を希望する割合が増える等の成果が出ているもの
の、制度の認知度に課題があることが分かりました。
　県としましては、今後、高等教育の修学支援新制度
や無料塾など各支援制度の周知になお一層努めてまい
ります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、新型コロナか
ら県民の命を守り、暮らしと人権を守ることについて
の御質問の中の(5)、市町村国保の減免と傷病手当金
についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に
係る傷病手当金につきましては、全ての市町村におい
て、支給できるよう条例改正等により対応済みであり
ます。また、同感染症により収入が減少した被保険者
等に係る保険料の減免につきましては、10市町村が
規則の改正等により減免が可能となっており、残りの
市町村につきましても、規則改正等の手続を進めてい
るところであります。
　次に６、代表質問との関連についての(1)、米軍の
感染者情報についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染者数の公表について、アメ
リカ国防総省は、安全保障上、米軍の運用に影響を与
えるおそれがあるとの理由から、国の感染者総数のみ
を公表するとの統一基準を示しておりますが、知事か
らの強い要求により、衛生当局間で得た情報につい
て、県が公表することを妨げない、たとえ公表しても
報告は続けたいとの回答を得たところです。しかしな
がら、本来なら在日米軍自ら感染者情報を公表すべき
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であり、日本政府もそのことを米国に強く求めること
が必要と考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　１、新型コロナから県民の
命を守り、暮らしと人権を守ることについての御質問
の中の(8)、少人数学級についてお答えします。
　全国知事会等は、感染症の再拡大時における必要な
教育活動の継続及びオンライン学習ができる環境の充
実のため、少人数編制を可能とする学校教育環境の整
備について、令和２年７月３日に国に要望したところ
です。
　県教育委員会としましては、新型コロナウイルスの
感染状況や国の動向を注視してまいりたいと考えてお
ります。
　同じく(9)、全国学力・学習状況調査への対応につ
いてお答えします。
　今年度の全国学力・学習状況調査は、新型コロナウ
イルス感染症の影響により実施しないこととなりまし
たが、各県においてその調査問題を有効活用するよう
文部科学省から依頼がありました。本県におきまして
は、児童生徒の学習状況の把握と分析を行い、学習内
容を精査し、今後の授業改善に資するため、各学校に
当該調査問題の活用について依頼しております。実施
については、その判断を各市町村・各学校に委ねてお
り、このことについては、確認のため再度各学校へ周
知を行ったところであります。今後も、各市町村・各
学校と連携しながら、児童生徒の学力保障のため授業
改善に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　２、辺野古新基地ストッ
プ、普天間基地を即時運用停止、閉鎖・撤去すること
についての(1)の中の、普天間飛行場の航空機騒音の
実態についてお答えします。
　県では、平成９年度以降、市町村と連携して航空機
騒音の常時測定を実施しており、昨年度の測定結果速
報値では、普天間飛行場周辺15地点中２地点で航空
機騒音に係る環境基準を超過しております。また、沖
縄防衛局の昨年度の目視調査結果によりますと、普天
間飛行場の離着陸回数は１万6848回で一昨年度とほ
ぼ同様ですが、外来機によるものが1756回から2776
回と大幅に増加しております。このような状況は、生
活環境に大きな影響を与えているものと考えており、

昨年９月に米軍や国等に対し航空機騒音を軽減するよ
う要請を行ったところであります。
　次に３、有害物質ＰＦＡＳに汚染されない安全な飲
料水の確保についての(1)の中の、普天間基地への立
入調査及びＰＦＯＳ等の使用履歴の公表についてお答
えします。
　普天間飛行場周辺の湧水で高濃度のＰＦＯＳ等が確
認されたことから、平成31年２月に在沖米軍に対し
普天間飛行場への立入調査申請を行ったところです
が、これまで立入りは認められておりません。また、
昨年６月には在日米軍司令官に対し、嘉手納及び普天
間飛行場内でのＰＦＯＳ等含有製品の使用履歴を提供
するよう要請しておりますが、現在まで情報は得られ
ておりません。
　県では、改めて立入申請を行うとともに、引き続き
ＰＦＯＳ等の使用履歴について提供を求めてまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　２、辺野古新基地ストッ
プ、普天間基地を即時運用停止、閉鎖・撤去すること
についての(1)、普天間飛行場の運用停止についてお
答えいたします。
　普天間飛行場の速やかな運用停止を含む一日も早い
危険性の除去は喫緊の課題であり、辺野古移設とは関
わりなく実現されるべきものと考えております。県は
これまで、普天間飛行場負担軽減推進会議及び同作業
部会において、オスプレイ12機程度の県外拠点配備
や同飛行場所属機の長期ローテーション配備など、具
体的な取組を求めたところです。
　県としましては、宜野湾市と連携し、普天間飛行場
負担軽減推進会議及び同作業部会を通じ、今後も引き
続き同飛行場の早期閉鎖・返還及び速やかな運用停止
を含む一日も早い危険性の除去を政府に対し強く求め
てまいります。
　同じく３の(3)、米国防権限法案におけるＰＦＯＳ
等の関連条項等についてお答えいたします。
　今月１日に下院軍事委員会で可決された国防権限法
案については情報を確認中でありますが、報道による
と、有機フッ素化合物ＰＦＡＳを含む製品の段階的使
用廃止や汚染浄化の基準の強化などが盛り込まれたと
承知しております。ワシントン駐在は、普天間飛行場
でＰＦＯＳを含む泡消火剤漏出事故が発生した際など
に、米国連邦議会関係者等に対して、事故の概要や基
地周辺でＰＦＯＳ等が検出されている状況等の説明を
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行っております。今後も引き続きワシントン駐在を活
用し、米国関係者に対し、米軍基地内でのＰＦＯＳ等
の使用禁止等を求めてまいります。
　６、我が党の代表質問との関連についての(2)、県
内米軍関係者の人数把握等についてお答えいたしま
す。
　防衛省によりますと、平成25年３月末時点の沖縄
県内における米軍人等の施設・区域内外居住者人数
５万2092人のうち、基地外居住者数は１万6435人と
なっており、それ以降公表されておりません。基地外
居住者の詳細な情報は、行政施策の基礎であり、新型
コロナウイルス感染防止対策においても重要な情報で
あると考えております。
　県としては、米軍構成員及び軍属等の総数等や軍種
別、市町村別の内訳など詳細な情報などについて、軍
転協とも連携しながら、引き続き公表を求めてまいり
ます。
　同じく６の(3)、米軍基地の閉鎖についてお答えい
たします。
　去る11日に米軍関係者の新型コロナウイルスの感
染者が多数確認されました。このため知事から在日米
軍沖縄地域調整官に対し、謝花副知事から外務省特命
全権大使沖縄担当及び沖縄防衛局長に対し、クラス
ターが発生している普天間飛行場とキャンプ・ハンセ
ンを閉鎖し、感染拡大防止の徹底を図ることを要請し
ております。
　同じく６の(4)、日米地位協定の改定についてお答
えいたします。
　日米地位協定においては、米軍に原則として国内法
の適用がありません。そのため、沖縄県では、平成
29年９月に日米両政府へ「人、動物及び植物に対す
る検疫並びに人の保健衛生に関して、国内法を適用す
る旨を明記すること。」など、日米地位協定の見直し
に関する要請を行ったところであります。また明日知
事と関係市町村とで実施する予定の軍転協の国への要
請においても、日米地位協定の抜本的な見直しを要請
することとしております。引き続き全国知事会や渉外
知事会、各政党や日弁連等、様々な団体と連携を深め、
日米地位協定の見直しに向けた取組を強化してまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　企業局長。
　　　〔企業局長　棚原憲実君登壇〕
○企業局長（棚原憲実君）　３、有害物質ＰＦＡＳに
汚染されない、安全な飲料水の確保についての御質問
の中の(1)、嘉手納基地立入調査の状況についてお答

えします。
　企業局では、比謝川等のＰＦＯＳ等の水源汚染の
原因を究明し対策を検討するため、米軍に対し、平
成28年６月に１回目の立入調査の申請を行いました。
その後４年にわたって水源水質の改善が見られておら
ず、立入調査も実現しておりません。また、本年４
月、厚生労働省において水質管理目標設定項目として
ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの暫定目標値が設定されたこと
から、５月18日付で２回目の立入調査の申請書を沖
縄防衛局へ提出しました。その後、申請の進捗状況に
ついて、沖縄防衛局へ確認を行っておりますが、防衛
省と在日米軍とで調整中との回答でした。
　企業局としては、引き続き立入申請の進捗状況の確
認及び原因の究明に努めてまいります。
　同じく３の(2)、汚染源の取水停止とダム取水増量
についてお答えします。
　企業局では、ＰＦＯＳ等の低減を図るため、吸着効
果のある活性炭の入替えを行っているほか、例年、水
事情が良好な時期は中部河川等からの取水を抑制し、
ダム水を増量する対応を行っております。令和元年度
については、中部河川等からの取水を前年度の７割程
度まで抑制し、その結果、北谷浄水場浄水のＰＦＯＳ
及びＰＦＯＡの合計値は、平均で１リットル当たり
23ナノグラムと、暫定目標値50ナノグラムの半分以
下に低減されております。また、国管理ダム水の水道
水へのさらなる増量の検討について、内閣府沖縄振興
局、沖縄総合事務局及び県土木建築部と協議を行って
いるところであり、今後も引き続き目標値を遵守する
とともにさらなる低減化に努めてまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後２時18分休憩
　　　午後２時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　教育長にお尋ねします。
　全国学力テストについてですけれども、４月17日
に政府が全国学テは実施しないこととするという発表
をしました。その後の事務連絡があって、これを実施
するかのような内容になっているんじゃないかと各地
で混乱をもたらしていると思っています。今度はテス
トを実施しないことも含めて、各学校の判断に任せる
と通知をしたということですけれども、再度の通知に
ついて内容をお尋ねします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
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　答弁でもお答えしましたけど、全国学力学習状況テ
ストは全国的にはコロナの関係で実施しないというこ
とになりましたけれど、６月になりまして、文科省の
ほうから調査問題の活用をお願いしたいというふうな
依頼があったところでございます。
　教育委員会としましては、４月、５月とコロナで休
みがありましたので、子供たちの学びの確かめが必要
だなということで、当該問題の活用について依頼をし
たところでございます。その中で一応学校によってそ
の状況等がいろいろあるということで、その実施につ
いては各市町村、各学校に委ねてますということを文
書でも通知したところでございますが、ちょっとまだ
この辺について十分な理解が行き届かなかったようで
ございますので、今月になりまして、改めて当該実施
については各市町村、各学校に委ねておりますという
ことで、周知を行ったところでございます。各学校に
おかれましては、ぜひ児童生徒の学力の保障、学びの
確かめについて、どういった形でもいいですからお願
いしたいということで考えているところでございま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　この件は、各学校現場や県民の声
がたくさん上がって、教育庁にも要請があったと思い
ます。
　最近の論壇で今の学校の状況というのに触れてます
が、授業が始まる前に検温の確認やその他の対応で時
間が割かれて困るんですよと、学校現場ですね。それ
で教職員は、子供たちの心のケアや下校後の消毒作業
などで疲弊しているという声も出されています。子供
たちにとっては、学力テストというのはコロナ禍の上
に二重のストレスではないかということも言われてい
ます。
　もう一つは、ある中学校の校長が、学校現場は様々
な行事を中止して授業時数の確保に努めている、採点
作業も出てくるテストは現場の負担がとっても大きい
と、もっとほかにもたくさん声が出されております。
那覇市やほかの市町村で、この件について校長会開い
たりいろいろあったと思うんですけれども、どのよう
に受け止めていますか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　議員御指摘のとおり、新型
コロナで学校再開後、様々な取組というんですか、検
温であったりとか、消毒であったりということがござ
います。ただやはり一方で、子供たちの学びの確かめ
定着度は確認しないといけないのかなと思っていると

ころでございます。ぜひ学校においては学びの確かめ
をやっていただいて、その中で授業改善をしていただ
いて、教育課程の見直し等で授業時数の厳しい状況が
ありますので、そういった見直しを例えば補習授業で
あるとか、家庭学習でやるということもしながら、で
きる限り子供たちの学びを保障していただければなと
いうふうに思っているところでございます。ただ、や
はりこのテストについては各市町村、各学校にお任せ
しておりますので、そこはしっかり今回の通知で伝
わってるのかなと思っているところです。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　学テの中止っていうことがみん
なの声なんですよね。それで沖縄県教職員組合と教育
庁話合いをされて、合意されたことがあると思うんで
すが、その合意の内容について　　　　骨子ですね、お尋
ねします。多分この内容に沿って通知が再度出された
と思うんですけども、そうではないですか、具体的に
内容お尋ねします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　先般、今月になって通知したところでございますけ
ど、中身といたしましては、教職員組合からもござい
ましたけど、様々なお声もあったところでございます。
それで、この活用について、６月12日にＱ＆Ａを出
したところでございます。改めてその実施について
は、学校、地域の実情に応じて各市町村、各学校にて、
判断できる旨を再度御確認願いたいというふうな形で
通知をしたところでございます。併せて、児童生徒の
学習状況を踏まえた学びの保障に努めていただきたい
ということも追記させていただいたところでございま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　テストを実施しないということ
も任せると、それを各学校、市町村の判断に任せると
いうことでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　そのとおりでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　教育委員会、組合とやった合意
事項ですが、今言った実施しないということも学校に
任せると、もう一つはこの調査、今日から多分に問題
冊子が全国の各学校に届けられていく　　　　13日から
ということになってましたので、学校にはもう届いて
いると思うんですよね。これの活用については、校長
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や市町村に任せる、ウェブに入力しなくてもいいとい
う合意がされていますけれども、それも触れてますで
しょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　そのことについても、入力
も含めてやらなくてもいいということを通知している
ところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　この全国学テについては、実質
的にやっぱり現場の学校の先生方は今本当にコロナ対
策で疲弊している。それを学校の教職員の人数も増や
すことなく、教員に全ての子供たちが登校したときか
ら手を洗ったのか、コロナに感染していないか、学校
の教室の中では、まだ40人学級の状況でこの２メー
トル離れなさいっていう話が　　　　レストランや公共の
場や、いろんな県民や国民の生活の中では、そういう
３密を避けると言われながら、学校現場の教室の中で
はそうなっていないっていう今学校の苦しさがあるわ
けですよ。子供たちもストレスがあるわけですよ。だ
からこのテストについてあえて実施しないということ
を、学校の判断に任せるということが、きちんと伝わ
らないといけないと思います。この内容での通知はい
つ送られたんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　内容等を吟味した上で、今
週送らせていただきました。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　学校にその冊子が届いて、迅速に
教育庁が２度目の通知を送って、学校で実施しなくて
もいいということを含めて出されたっていうことであ
れば、それなりに学校現場も混乱なく対応できるかと
思います。
　次、少人数学級の実現についてお尋ねします。
　全国知事会が緊急提言を出しています。
　内容を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　令和２年７月２日で全国知事会長、全国市長会会長、
全国町村会会長名で「新しい時代の学びの環境整備に
向けた緊急提言」ということで、３項目　　　　主に３項
目で要請されていまして、１つ目が少人数編成を可能
とする教員の確保、２つ目がＧＩＧＡスクールサポー
ター等のＩＣＴ教育人材の配置充実、３つ目が更新費
用やランニングコスト等を含めたＩＣＴ環境整備に必
要な財政措置の拡充など、学校教育環境の整備を早急
に図ることが要望されているところでございます。

○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　少人数編成を可能とする教員の
確保、教員増っていうのは当然に求められているわけ
ですよね。やり取りの中で、少人数学級ということで、
児童生徒間の十分な距離を保つことができるような教
員の確保がぜひ必要だっていうことも知事会の中では
出されていると。感染が拡大した場合を考えて、感
染が出てきて学校の中でもっと厳しい状況になる、そ
ういうことも想定されるので、少人数学級が大事であ
るということが触れられているわけですよね、そうで
すよね。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　新型コロナウイルス感染症
の拡大防止の観点ということで、少人数編成の必要性
について要望が出されているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　学校現場で少人数学級、そして
教職員を確保すると、それが今コロナ禍の後の学校教
育を子供たちが本当に学べるような状況につくってい
く、大事なところがあるんじゃないかと思います。
　今の全国知事会の要請ですけれども、緊急提言。知
事にその決意を、少人数学級の決意を伺いたいと思い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　確かに７月３日に文部科学
大臣に要請をした「新しい時代の学びの環境整備に向
けた緊急提言」の中では、公立小中学校の普通教室の
平均面積は64平米、現在の40人学級では、感染症予
防のために、児童生徒間の十分な距離を確保すること
が困難であること、そして学校の臨時休業等の緊急時
においてもオンライン学習ができる環境を充実させる
ために、少人数によるきめ細やかな指導体制が必要で
あるということを提言しています。萩生田文部科学大
臣もこの要請に対してはしっかりと取り組んでいくと
前向きな姿勢を示したという報道も見ているところで
すが、現在この新型コロナウイルス感染症の出現に
よって、ウイズ・コロナの教育環境をどう整えていく
かということは、避けられない問題であろうと思いま
す。ですから、そのような感染拡大防止の観点から、
今回緊急提言を行った少人数編成により密を避けるこ
と、ＧＩＧＡスクールの導入に向けた少人数の指導体
制を確立していくために、教室や教員の確保といった
課題があることも承知しておりますが、今後、国の施
策の動きも注視しながら、しっかり取り組む方向でも
検討してまいりたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
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○西銘　純恵さん　次、米軍基地の感染の問題で検疫
体制について、96年の日米合同委員会で、米軍基地
の中は、検疫が取られているっていうことですが、内
容について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　平成８年の日米合同委員会合意の、「人、動物及び
植物の検疫に関する合意」の「Ａ.人の検疫」の（2）
では、「合衆国に提供された施設及び区域から日本国
に入国する合衆国の船舶又は航空機は、乗船者又は搭
乗者の国籍又は地域にかかわらず合衆国軍隊の実施す
る検疫手続の適用を受ける。」となっており、日本側
ではなく、米軍自身が検疫を行っているというふうに
理解しております。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　米軍がちゃんと　　　　今沖縄の米
軍基地の感染状況を見たら検疫をされているのかって
いう不信感があるわけですね。今、公室長述べたんで
すけれども、この合意書の中では、合衆国軍隊はその
基地ごとに検疫官を置くと、所轄の日本国の検疫所長
に名前をちゃんと通報するという形になっているんで
すが、これどうなっているか。そしてそこが今米軍基
地の中で、ローテーションで入ってくる米兵に対して
ちゃんと検疫がされているのかどうかっていうのはと
ても重要だと思っています。そして、もう一つは国内
法適用っていうことで、私は知事が、15日、あした
行かれるときにこれはもう喫緊の課題だと思いますの
で、日米地位協定改定については、この検疫問題だけ
でも国内法を適用せよとやってほしいんです。今実態
として、実際やられていないのではないかというとこ
ろはもっと厳しく見る必要があると思います。これ、
日本のほうがちゃんと検疫者そのものを掌握すること
になっているっていうことについてどうなっています
か。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員御質問の基地ごと
の実施状況等につきまして、検疫官も医官が沖縄県に
どれぐらいいるのかっていうことにつきましては、現
時点で把握をしておりませんので、引き続き保健医療
部とも調整、連携し確認に努めてまいりたいというふ
うに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　沖縄県民の中で百四十何名の感
染があると。米軍基地の中でも、数日間のうちに感染
者が100名近くに増えたっていうことで、本当に危機

的な状況にあると認識しているんですよ。でもそれを
打開するには、やっぱり基地の中のものをちゃんと情
報開示をされて、そしてそれが県民の中にも波及しな
いようにってみんなが思っている。最初の質問で出し
た中身をちゃんと実効性あるものに、国内法に沿って
やらない限りは結局は米軍がやってますっていうこと
で、菅官房長官も情報開示は共有されているというよ
うに政府が一方的に言ってる状況があると思いますの
で、厳しく改定を求めていただきたいと思います。最
後にもう一度知事の答弁お願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほど部長からも答弁があ
りましたとおり、明日上京いたしまして、軍転協の役
員の方々とそのような要請を行っていきたいと思いま
す。
　繰り返し申し上げますが、アメリカに対するこの基
地の提供の責任は一義的に、国が持っております。で
すから、そのために沖縄県にとって、どのようにすれ
ば県民の健康と命を守ることができるのかということ
をしっかりお伝えし、国においてもその点において米
側としっかり協力をしていただくよう強く要請したい
と思います。
○西銘　純恵さん　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
　　　〔瀬長美佐雄君登壇〕
○瀬長　美佐雄君　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　皆様、こんにちは。
　日本共産党、瀬長美佐雄です。
　誇りある豊かな沖縄、祖国復帰に託した先輩方の、
そして沖縄県民の悲願である、核も基地もない平和で
緑豊かな沖縄の実現のために頑張る決意であります。
　一般質問を行います。
　１、戦後75年目を迎え、恒久平和を築く取組につ
いて。
　コロナ禍にあり、規模を縮小したとはいえ、我が党
が知事に提案した広島市、長崎市、国連代表のメッセー
ジ参加がかない、その中で核兵器の廃絶、戦争の放棄、
恒久平和の確立という共通の目標実現を誓い合い、そ
の決意を世界に発信したことは、歴史的な平和のメッ
セージになったと確信します。
　(1)、６月23日慰霊の日、平和宣言に込めた知事の
思いについて伺います。
　(2)、コスタリカは、日本の憲法が施行した２年後、
1949年憲法を制定しました。その第12条に、常設の
組織としての軍隊はこれを禁止すると明記していま
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す。世界で２番目に平和憲法を持ち、軍隊を廃止した
ままで平和を維持しているコスタリカの積極的平和主
義の国づくりについて見解を伺います。2017年の国
連の世界幸福度報告書において、開発途上国の中でラ
ンキング１位のコスタリカは、エコツアー発祥の地、
自然エネルギー比率の高い環境立国であり、教育費や
医療費など無料で誰一人取り残さない教育立国として
も世界的に知られています。ＳＤＧｓを進める沖縄県
の参考になると思いますが、見解を伺います。
　２、日本共産党県議団は、沖縄コンベンションビュー
ローをはじめ観光関連団体、商工会や医療機関、福祉
施設や保育関係者や学童クラブ、農協などを訪ね、県
民生活の深刻な実態を実感いたしました。その調査活
動の中で出された意見や要望をまとめ、デニー知事に
４度にわたり要請してきました。コロナ禍における県
民の命と暮らしを守るための事業実施を求め、質問し
ます。
　(1)、コロナ感染の第１波への対応状況とその検証
の取組をどう進めているのか。第２波への備えをどの
ようにしているのか伺います。
　(2)、文化芸能関係者のイベント自粛・中止などに
伴う影響についての実態、文化は生活に不可欠な要素
として支援する必要がある。その認識と支援策を伺い
ます。
　(3)、一般会計補正予算（第１号から第４号まで）
約1000億円の支援が行われます。その対象の業種及
び件数、人数の見込みを伺います。
　(4)、給付金、うちなーんちゅ応援プロジェクト事
業の進捗状況を伺います。
　(5)、コロナの影響を受け経営が厳しい医療機関の
支援の拡充について。
　ア、コロナ感染者の治療に果たした県立病院の役割
について。
　イ、コロナの影響により減収した指定・協力病院等
への補塡の対応策、国への支援要請すべきと、足りな
ければ国へのさらなる支援要請すべきとも思うがどう
か。
　ウ、医療機関を守り、第２波に備える予算執行が求
められます。医療機関の経営実態とその対策を伺いま
す。
　３、観光業の現状と支援策について。
　(1)、入域観光客の推移と現状、今後の見込みと対
策を伺います。
　(2)、観光バスやレンタカー会社における解雇や倒
産件数、支援の状況を伺います。
　(3)、おきなわ彩発見キャンペーンの成果について。

（第１弾）
　(4)、民泊や民宿関係者の批判的な意見が寄せられ
ました。その意見を踏まえて改善されたのかどうか。
この事業における期待される効果についても伺いま
す。（第２弾）
　４、再生医療産業拠点構想に基づく豊見城市に計画
する細胞培養加工施設整備について、計画の位置づけ
や事業内容、将来期待される効果、取組の現状につい
て伺います。
　５、特定の人種や民族に対する攻撃であるヘイトス
ピーチは、人権を著しく侵害し、憲法の理念にも反す
るものです。ヘイトスピーチの根絶に向け、国連とし
ての戦略と行動計画を発表しています。ヘイトスピー
チ根絶に向けた県の見解及びその計画を伺います。
　６、来年10月に予定する５年に一度の世界のウチ
ナーンチュ大会は、世界中の沖縄県系人が楽しみに期
待して待ちわびていると思います。コロナ感染の世界
的広がりによる開催が懸念されますが、世界のウチ
ナーンチュ大会開催準備状況と世界のウチナーネット
ワーク構築の現状について伺います。
　７、先島への自衛隊配備計画は、地元住民の同意も
なく強行することは許せません。住民の生活を守る立
場で県として国に要請することを求め、以下質問しま
す。
　(1)、住民合意を踏まえない工事の強行を止めるべ
きではないか。
　(2)、ミサイル発射後のブースターの落下問題で政
府はイージス・アショア配備計画を断念した。先島配
備の地対艦ミサイルのブースター落下の危険性に住民
から不安と怒りの声が寄せられています。イージス・
アショア配備を断念したことと同様に、県も国に対し、
先島へのミサイル基地配備計画の配備そのものの中止
を求めるべきではないか。
　(3)、石垣市における自衛隊基地建設現場からと思
われる赤土流出で自然環境が悪化しています。県とし
てその事実確認と、赤土流出を防止するために事業者
を指導監督すべきではないか。工事現場の騒音につい
て、周辺地域に住む皆さん、農家からは昼休みの大事
な時間帯にも工事が行われ、休息を取る権利が侵害さ
れているとの訴えがあります。地域住民への配慮を求
めるべきではないか。
　(4)、宮古島市への自衛隊配備問題。
　宮古島駐屯地における弾薬庫と民家及び自衛隊宿舎
との距離を伺う。自衛隊が定める火災基準に違反して
いないか。千代田弾薬庫の撤去、保良弾薬庫の建設中
止を国に求めるべきである。県の見解を求める。
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　８、我が党の代表質問。
　渡久地修県議の質問４、慰霊の日の追悼式に寄せら
れた広島市長などからの平和のメッセージに関連する
質問。
　１点目は、被爆者の悲願である核兵器廃絶について。
核兵器禁止条約が国連で採択されて３年の間に、39
か国が条約に署名しています。あと11か国が署名し
批准すれば、この条約が効力を発揮します。日本政府
に対し核兵器禁止条約への署名を求め、被爆国の国際
的責務を果たすべきだと思います。知事の見解を伺い
ます。
　２点目は、中満泉国連事務次長がメッセージの中で、
新たな冷戦という状況と国際社会が台頭する一国至上
主義の波に危機感を表明しました。今こそ軍縮の取組
が必要であり、国家間の信頼を醸成し、対話と交渉に
よる国際関係を維持する決意を、沖縄戦で犠牲になら
れた方々の苦難を二度と繰り返さないためにも、国際
社会と国際平和と安全保障の維持に全力で取り組む決
意を述べていただきました。中満泉国連事務次官・軍
縮担当上級代表と連携し、北東アジア地域の平和構築、
緊張緩和などを目的とする国連機関との連携を図って
いく考えはないか、知事の見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　瀬長美佐雄議員の御質問に
お答えいたします。
　戦後75年目、恒久平和を築く取組についての御質
問の中の１の(1)、平和宣言についてお答えいたしま
す。
　沖縄全戦没者追悼式においては、史上まれに見る激
烈な戦火により犠牲になられた全ての御霊に哀悼の誠
をささげました。この戦争体験を次世代に継承してい
くことが、私たちの使命であることから、戦後75年
の節目である今年の平和宣言では、再び同じ過ちを繰
り返さない、繰り返させないため、沖縄戦の実相や教
訓を正しく次世代に伝え、広島・長崎と平和への願い
を共有するとともに、平和を希求する「沖縄のこころ・
チムグクル」を世界に発信するため、国連の非核・非
戦への取組に寄与することについて呼びかけました。
また、辺野古・大浦湾周辺の海をはじめとする沖縄の
自然体系は、ウチナーンチュのかけがえのない財産で
あることから、今を生きる我々世代が未来を見据え、
次世代に残していく責任の重要性を訴えたものであり
ます。戦争を風化させないための道のりを真摯に探り、
我が国が非核平和国家としての矜持、誇りを持ち、世
界の人々と手を取り合い、この島が平和交流の拠点と

なるべく国際平和の実現に貢献する役割を果たしてい
くために、全身全霊で取り組んでいくことを誓い、宣
言したものであります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、戦後
75年目、恒久平和を築く取組についての(2)、コスタ
リカにおける平和構築等についてお答えいたします。
　コスタリカは、1949年制定の憲法で常備軍を廃止
した平和を愛する国であり、また、過去３回にわたり
国連安全保障理事会において非常任理事国を務め、平
和、人権、環境、軍縮等の分野で存在感を発揮してい
る国であると認識しております。一方、世界では暴力
を伴う地域紛争等は後を絶たず、貧困、飢餓、差別、
人権の抑圧等、生命と人間の基本的権利を脅かす多く
の課題が存在しています。恒久平和の実現と、国連が
提唱するＳＤＧｓをはじめとした人間の安全保障の実
現に向けては、国際社会が一体となって取り組んでい
くことが重要であります。
　県としましては、ＳＤＧｓの推進により、新たな時
代に対応した持続可能な沖縄の発展と誰一人取り残さ
ない社会づくりに取り組んでまいりたいと考えており
ます。
　次に５、ヘイトスピーチの根絶についての(1)、ヘ
イトスピーチ根絶に向けた県の見解等についてお答え
いたします。
　全ての人々の人権が尊重されることは、平和で豊か
な社会にとって重要であり、ヘイトスピーチなどの人
権を侵害する不当な差別的言動は、許されるものでは
ないと考えております。
　県としましては、国や他都道府県の取組状況につい
て情報収集を行い、市町村と連携を図りながら、不当
な差別的言動やヘイトスピーチの解消に向け、今後も
人権啓発活動に取り組むとともに、条例の制定につい
ても研究・検討してまいります。
　次に８、我が党の代表質問との関連についての(1)、
核兵器禁止条約についてお答えいたします。
　さきの大戦により多くの貴い生命と貴重な文化遺産
が失われ、戦争の不条理と残酷さを身をもって体験し
た沖縄県としましては、平和の尊さを肌身で感じてい
ることから、平和を脅かす核兵器の廃絶に向けた議論
は重要であると考えております。沖縄県は、人類を破
滅に導く全ての核兵器の製造・実験等に反対し、あら
ゆる国の核実験に抗議するため、平成７年に非核・平
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和沖縄県宣言を行いました。また、核兵器を禁止し廃
絶する条約を結ぶことを全ての国に求めるヒバクシャ
国際署名に、沖縄県知事として署名しており、こうし
た取組による世論の広がりが核兵器禁止条約締結に向
けた大きな力につながるものと考えております。
　同じく８の(2)、平和の発信についてお答えいたし
ます。
　令和２年沖縄全戦没者追悼式において、悲惨な戦争
の惨禍を被った広島市、長崎市及び沖縄県と、国際平
和の維持に取り組む国際連合が、共に平和への強い思
いを世界に向けて発信したことは、次世代への大きな
メッセージにつながったと考えております。
　悲惨な地上戦を体験した沖縄県としましては、恒久
平和を願っており、平和の構築・維持に貢献した団体
等を顕彰する沖縄平和賞の取組などを通して、平和を
希求する沖縄の心を世界に発信していきたいと考えて
おります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、コロナ禍にお
ける県民の命と暮らし支援についての御質問の中の
(1)、第１波の対応状況と検証、第２波への備えにつ
いてお答えいたします。
　県では、４月上旬から感染者が急増した状況を踏ま
え、病床の拡大、宿泊療養施設の設置や検査体制の拡
充等を実施してまいりました。また、外出自粛等県民
が一丸となって取り組んだ結果、比較的落ち着いた状
況となっておりました。しかし、県内において69日
ぶりに新たな感染者が確認されたことや、東京をはじ
め全国的にも感染者が増加していること、そして何よ
りも、大きな脅威となっている米軍基地内の急激な感
染拡大を踏まえ、県民に感染が拡大しないよう強い警
戒感を持ち、万全の対策を講じる必要があります。こ
のため、県では、検体を採取する協力医療機関を増や
すことや検体採取センターの設置による検査体制の強
化、宿泊療養施設の設置による医療提供体制の拡充等、
一刻の猶予もないとの認識の下、急ピッチで取り組ん
でまいります。
　同じく２の(5)のイとウ、 感染症患者受け入れ病院
等への対応についてお答えいたします。２の(5)のイ
と２の(5)のウは関連しますので一括してお答えしま
す。
　県は、感染患者を受け入れた医療機関に対し、病床
確保による減収等に対する支援、院内感染防止対策へ
の支援、感染患者受入れに対する協力金などを含め、

総額約120億円を超える財政支援を行うこととしてお
ります。また、感染患者の受入れを行っていない医療
機関においても、患者の受診控えなどによる減収が生
じていることから、地域の診療所をはじめ歯科、薬局
など全ての医療機関等に対して、院内での感染拡大防
止等の取組に対する支援として約29億円の補正予算
を計上しており、患者が安心して受診できる医療提供
体制を整備することとしております。感染拡大により、
医療機関に対する支援に係る予算が不足することが見
込まれる場合は、さらなる予算の確保について、全国
知事会等を通じて国に要請していきたいと考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　２、コロ
ナ禍における県民の命と暮らし支援についての(2)、
文化芸術関係者への影響及び支援策についてお答えい
たします。
　県に要請のあった文化芸術団体等によると、２月か
ら６月までに中止2866件、損失額５億4700万円が報
告されており、県内の文化芸術関係者の厳しい実態が
浮き彫りになっていると認識しております。文化芸術
は、人々が心豊かに生き、活力ある社会を築いていく
基盤として本県の発展に欠かせないものであります。
県では、ちばらな文化芸術プロジェクトとして、文化
芸術関係者向けの各種支援策に係る案内窓口の設置や
新型コロナウイルス感染症対策を含め、コンテンツ配
信等による新しい生活様式に対応した取組への支援策
を講じたところであります。
　続きまして３の観光業の現状と支援策についての
(1)、観光客の現状と今後の見込み等についてお答え
いたします。
　沖縄県の入域観光客数は、令和元年に過去最高とな
る約1016万人を記録しましたが、新型コロナウイル
ス感染症拡大などの影響により、令和２年１月から５
月までの入域観光客数は、対前年同期比約226万人の
減、率にして約55％の減少となっております。今後
の見通しとしましては、外国客については、入国制限
措置が継続されていることから、厳しい状況が続くも
のと考えております。国内客については、渡航自粛要
請の全面解除後、航空会社等と連携したプロモーショ
ンを開始しており、今後予定されている国のＧｏＴｏ
キャンペーンに合わせ、旅行需要の取り込みを図って
まいります。
　続きまして３の(2)、観光バス、レンタカー会社の
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解雇、倒産件数、支援の状況についてお答えいたしま
す。
　沖縄労働局に確認したところ、業種ごとの実態につ
いては把握していないものの、令和２年６月26日ま
でに新型コロナウイルスの影響で解雇または解雇の見
込みがある者は全業種で626人と聞いております。ま
た、沖縄総合事務局に確認したところ、６月末時点
で、沖縄県内において新型コロナウイルスの影響を理
由に、事業の廃止届を提出した観光バス事業者は０件、
レンタカー事業者は１件と聞いております。
　県としましては、引き続き新型コロナウイルスによ
る影響を注視するとともに、今後、実施する安全・安
心な島づくり応援プロジェクトにおいて支援していく
こととしております。
　続きまして３の(3)、おきなわ彩発見キャンペーン
事業の成果についてお答えいたします。
　本事業は、新型コロナウイルス感染症拡大により落
ち込んだ旅行需要の早期回復を図るため、旅行商品代
金に対して県が補助を行い、県民向けの県内旅行需要
を喚起することを目的として実施しております。第
一弾は６月５日から事業を開始しており、予算の約
93％を支出し、好調な売行きとなっております。本
事業のアンケート調査によりますと、「県内の観光業
に貢献することができ、とてもうれしい」、「沖縄本島
以外の離島の魅力を再発見できた」等のうれしい声を
頂いております。
　続きまして(4)、おきなわ彩発見キャンペーン事業
第二弾に期待される効果についてお答えいたします。
　第一弾では、多様な宿泊施設における旅行商品が造
成されることを想定しておりましたが、販売開始後は
リゾートホテルに需要が集中し、民宿・民泊等の利用
が少ないという結果になっております。このため、第
二弾では、補助対象を6000円未満の旅行商品に広げ、
沖縄県内の1000施設以上の宿泊施設が登録されてい
るＯＴＡ（オンライン・トラベル・エージェント）２
社程度からの販売とすることにより、民宿・民泊等の
宿泊施設においても幅広く支援することとしておりま
す。
　続きまして６、世界のウチナーンチュ大会開催準備
状況等についての(1)、世界のウチナーンチュ大会開
催準備状況とウチナーネットワークの現状についてお
答えいたします。
　第７回大会については、今年４月に準備室を設置し、
実行委員会立ち上げ準備等を進めております。しかし
ながら、世界各地で新型コロナウイルスの感染者数が
増加しており、大会開催時期については、国内外の県

人会の意見等を踏まえ、慎重に検討する必要があると
考えております。ウチナーネットワークについては、
世界のウチナーンチュの日を通じ、県民と世界のウチ
ナーンチュの連帯感を醸成するための各種施策を実施
しております。また、これらの取組と連動した国内外
県人会や県内市町村における自主的な活動が増加して
おり、ネットワークの継承発展につながっております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　２、コロナ禍におけ
る県民の命と暮らし支援についての御質問の中の(3)、
補正予算約1000億円による支援の対象業種等につい
てお答えいたします。
　県では、事業者に対する支援として、飲食業、小売
業をはじめ、特措法に基づく休業要請に応じた中小企
業者等や、認可外保育施設を対象に約３万件、公共交
通事業者を対象に約180件、感染症指定医療機関等を
対象に21件、感染症拡大防止対策に取り組む中小事
業者等を対象に約３万1000件、これら法人及び個人
事業者約６万1000件を対象に支援金等の支給を実施、
または実施することとしております。個人に対する支
援としましては、介護事業者等従事者を対象に約４万
7000人、児童扶養手当受給者等を対象に約5000人、
医療従事者等を対象に約４万4000人のほか障害福祉
サービス事業所等の従事者や生活困窮者など、併せて
約12万4000人を対象に慰労金等の支給を実施、また
は実施することとしております。これらの支援金等の
合計額は、約265億円となっております。
　同じく２の(4)、うちなーんちゅ応援プロジェクト
の進捗状況についてお答えいたします。
　本年４月30日から開始したうちなーんちゅ応援プ
ロジェクトについては、７月10日時点の全体の申請
数は１万9560件となっており、そのうち１万6614件
が支出処理済みとなっております。
　県としては、引き続き速やかに支給できるよう取り
組んでまいります。
　次に４、再生医療産業拠点構想に基づく細胞培養加
工施設整備についての御質問の中の(1)、整備の概要
についてお答えいたします。
　沖縄21世紀ビジョン基本計画や沖縄県アジア経済
戦略構想推進計画において、細胞培養加工施設を含む
健康・医療分野は、今後成長が見込まれる分野として
位置づけられ、関連産業の集積を図ることとされてお
ります。また、平成29年度のアジア経済戦略構想推進・
検証委員会から、細胞培養加工施設を核とした再生医
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療拠点の整備に係る知事への提言がありました。当該
施設は医療機関等からの細胞培養の委託を専門的に扱
う施設であり、再生医療を柱とする健康・医療産業の
振興を図る上で重要な役割を担うことに加えて、当該
施設が呼び水となり、再生医療関連産業の集積が進む
ことが期待されております。このため、県では、当該
施設の整備に向け、豊見城市与根地区の市有地を候補
として調整を進めております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
○病院事業局長（我那覇　仁君）　２、コロナ禍にお
ける県民の命と暮らし支援についての御質問の中の
(5)ア、県立病院が果たした役割についての御質問に
お答えします。
　Ｎ95マスクやガウン等の医療物資が不足する状況
の中、県立病院は、感染症法に基づく指定医療機関と
して、初期の段階から幅広く患者を受入れ、流行期に
はＩＣＵ管理の必要な重症患者を受け入れる等、民間
協力病院との役割分担の下、病床確保、発熱外来の設
置、ＰＣＲ検査体制の強化等に取り組んでまいりまし
た。
　第２波が発生した場合、県立病院は、県が策定する
病床確保計画に基づき、必要な病床数を確保するとと
もに関係部局や保健所、市町村、医師会等と連携して、
感染拡大の防止に向けて万全の対策を講じてまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　７、先島への自衛隊配
備計画について(1)、先島への自衛隊配備についてお
答えいたします。
　自衛隊の島嶼配備については、我が国の安全保障や
地域の振興、住民生活への影響をめぐって、様々な意
見があるものと承知しております。県は、住民合意も
なく、地域に分断を持ち込むような自衛隊強行配備は
認められないものと考えており、現状は必ずしも十分
に住民合意が得られているとは言いがたい状況にあり
ます。
　県としては、政府に対して、地元の理解と協力が得
られるよう十分な情報開示を行うなど、より一層丁寧
に説明を行うとともに、配備スケジュールありきで物
事を進めることがないよう、引き続き求めてまいりま
す。
　同じく７の(2)、先島へ配備予定の地対艦誘導弾に

ついてお答えいたします。
　防衛省は、地対艦誘導弾から切り離されるブース
ターについて、発射地点や射撃方向から落下範囲をあ
らかじめ予測することが可能であり、有事における射
撃においては、市街地を避け、周辺の安全確保に努め
た上で危険が周囲に及ばないよう適切な措置を講ずる
と説明しておりますが、県としても、内容を十分に確
認する必要があると考えております。
　いずれにしましても、県としては、地元住民などに
不安を与えることがないよう、国において安全の確保
等に万全を期すとともに、十分な情報開示を行うなど、
より一層丁寧な説明が必要であると考えております。
　同じく７の(4)、宮古島駐屯地と保良地区における
火薬庫についてお答えいたします。
　沖縄防衛局によると、宮古島駐屯地の火薬庫から直
近家屋までの距離は約150メートル、保良鉱山地区は
約250メートルとのことであります。自衛隊が設置す
る火薬庫については、自衛隊法施行令により、経済産
業大臣の承認を得ることとなっております。
　県としましては、関係法令に基づき適正に審査・承
認が行われたものと考えております。しかしながら、
地元住民からは、火薬庫で火災等が発生した際の避難
方法や安全性を懸念する声もあるため、自衛隊におい
ては、消防、警察など関係機関と連携を図り避難方法
等を周知するなど、地元住民の不安を払拭する活動に
取り組むとともに、地元の理解と協力が得られるよう
より一層丁寧な説明が必要であると考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　７、先島への自衛隊配備
計画についての御質問の中の(3)、石垣市における赤
土流出と工事騒音についてお答えします。
　県は、平成31年３月以降、計５回、当該事業現場
に立入り、赤土等流出防止対策の状況を確認しており、
降雨時の監視も行っておりますが、赤土の流出は確認
されておりません。また、騒音規制法に基づく指導監
督権限を有する石垣市から沖縄防衛局に対し、市民生
活に最大限配慮し関係法令に基づき適切に対処するよ
う求めたとのことであります。これらを受け、沖縄防
衛局では、騒音の常時測定の結果を事業場の内外で確
認できるよう掲示していることに加え、一部の破砕機
を住居から遠い場所に設置する等の対策を講じ、騒音
の低減に努めていると聞いております。
　県としては、引き続き赤土対策が十分に講じられて
いるか確認するとともに、石垣市と連携して騒音に関
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する必要な指導等を行ってまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　答弁ありがとうございました。
　まず、戦後75年目の節目に、今回広島市長、長崎
市長、国連代表からのメッセージを頂きました。本当
に意義ある慰霊祭になったと思います。相互交流を図
るためにも、８月に行われます広島、長崎での平和記
念式典にデニー知事自ら参加される用意があるのか、
あるいはメッセージ発信になるのか取組状況を確認し
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　相互交流
に向けて現在のところ、先方と日程調整等を含めて調
整をさせていただいているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　今回の平和祈念式典が、今年中の
核兵器禁止条約の批准への飛躍になる、そういった記
念すべき大会になろうかと思いますので、ぜひ取組方
をよろしくお願いします。
　続きましては、沖縄県芸能関連協議会が実施した緊
急アンケート、先ほど１億2559万円もの被害がある
と。ちなみに専業の芸術家、技術スタッフへの打撃が
深刻だと、廃業も出始めている状況だということであ
ります。今回の予算で十分だと言えるのか、あるいは
今後も支援策を検討すべきだと考えているのか伺いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　議員おっ
しゃいましたように、県では、ちばらな芸術プロジェ
クトということで、今回の６月補正予算におきまして
支援をさせていただくこととしております。取りあえ
ずこの６月補正で、文化芸術関係者に対しまして支援
策を講じていく上で、どの程度それで芸術活動が前の
ように歩みを進めていけるのかということも後ほど意
見交換を踏まえまして、いろんな御意見を頂戴して、
今後の対応策もまた検討してまいりたいというふうに
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　関係者からの声として、一時的な
支援というよりも、この中長期的なビジョンに基づく
継続的な文化施策を確立してほしいという要求が出さ
れています。次期振興計画の中で、沖縄の多様で豊か
な文化芸術は沖縄アイデンティティーだと、観光産業
の重要なインフラでもあると、しっかり位置づけるべ
きだと私は思いますが、いかがでしょうか。

○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　今の議員
の御質問ですけれども、中期計画、いわゆるアクショ
ンプラン的なものを定める必要はないかといったよう
な御趣旨の御質問かと思いますけれども、この件につ
きましても沖縄県全体として、次期振興計画を今検討
しているところでございますので、またその中でもど
ういった位置づけができるのかといったようなことも
含めて検討する必要があると思っております。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　ぜひ沖縄の魅力の一端を担うと
いう要素が強いですので、よろしくお願いします。
　次の質問ですが、豊見城における細胞培養加工施設
の整備に関して質問します。
　再生医療産業の市場規模の予測調査では、現状の
20倍、10兆円を超える見込みのようであります。こ
の施設の実現を望んでいる事業者、あるいは予定地周
辺の地権者の期待の声も届いております。一括交付金
事業のタイムリミットが心配だという声もあります。
コロナ禍にあって、経済発展が期待される分野の事業
ではないかと考えます。これが頓挫することは大きな
損失になろうかと懸念するものであります。沖縄県と
して用地購入がかなうよう、豊見城市長とともに誠意
を持って豊見城市議会の同意が得られるような丁寧な
説明を続ける必要があると思いますが、どのように取
り組むか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　細胞培養施設を整備するに当たっての用地買収の件
だということですけど、まず経緯のほうをちょっと説
明させていただきますと、市議会での条例廃止案の否
決を受けまして整備スケジュールの見直しを行いまし
た。令和３年度内に施設を完成する必要があることか
ら、逆算しますと今年の７月中には建設用地の売買契
約を締結する必要があるというふうに考えておりま
す。そのことにつきましては、豊見城市のほうにも伝
えてありまして、今後の市の対応を待つとともに市の
ほうから要請があれば市民等への説明会も県としても
協力していきたいということでございます。７月１日
には豊見城市の米須整備地区の土地区画整理組合への
説明会、それから７月５日には豊見城市の与根自治会
役員への説明会がございましたし、豊見城市議会の議
員さんたちにも県の事業計画について説明を行ってま
いりました。可能な限り説明を尽くしまして、この７
月中に豊見城市議会の議決を得まして、豊見城市との
土地売買の協議を調え、令和４年度の施設の供用開始
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を目指して取り組んでいきたいというふうに考えてお
ります。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　よろしくお願いします。
　先島の自衛隊ミサイル配備問題についてですが、ミ
サイル発射後のブースターの落下問題で政府は決まっ
た場所に落とせる保証はないとイージス・アショア配
備計画を断念しています。先島配備の地対艦ミサイル
のブースター落下の危険性に住民から不安と怒りの声
が上がるのは当然だと思います。沖縄県として防衛省
に安全性について説明を求めるべきだと思いますが、
どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えいたします。
　議員から御指摘のありましたとおり、地域住民にお
いて懸念があることは県としても十分承知をしており
まして、沖縄防衛局に対してしっかりと内容の確認を
行っていきたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　防衛装備庁の火薬設置基準にお
いて危険度の高い第１群に区分されているという弾薬
庫が現実にあります。その消火要領の留意事項の(2)、
弾薬が爆発している場合、避難すべきだという距離が
定められていますが、それは600メートルだというこ
とで間違いないか確認です。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　議員御質問のとおり
600メートルというふうにされております。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　先ほど現状の駐屯地、150メート
ル、保良は250メートル。いざ何かあったときに、住
民が犠牲になりかねないというような場所に弾薬があ
ると、あるいはそこに設置しようという工事が始まる
と、それはもうとんでもないというのが現地の怒りで
あり、当然だと思います。この観点に立てば、千代田
地区の基地は文字どおり閉鎖すべきだし、保良地区の
弾薬庫の建設は断念せよと政府に求めるべきだと思い
ますがどうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　沖縄防衛局の説明によりますと、保良鉱山地区の火
薬庫は防衛装備庁ではなく陸上自衛隊が保有する火薬
庫であるため、防衛装備庁における火薬類の取扱いに
ついて、この通達の適用はないとのことであります。
また、保良鉱山地区の火薬庫は、火薬類取締法で規定

している保安距離を十分に確保しており、問題はない
という認識との説明でございました。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　それは国会でも議論になって、国
は何がどれだけ配備、貯蔵されているとか全く伝えな
い、それで安全だと言われても信用できない。先ほど
公室長は、何かあったときに消防、あるいは警察と連
携を取った取組が求められると。
　警察に伺いますが、そういう弾薬、県内にもありま
すが、そういった事態のときに事前に自衛隊のほうか
らマニュアルとか対処方について相談、あるいは連絡
等々されているのかどうか確認します。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　一般論として火薬庫が
火災等により危険な状態になった場合には、県警察は
その規模や状況に応じて住民の避難誘導等の必要な措
置を講じることになります。そういう意味で、自衛隊
とは必要な連絡体制を取るように努めているところで
ございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　努めるのは分かりましたが、現
実にそういった協議されているのかどうかの確認しま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　警察本部長。
○警察本部長（宮沢忠孝君）　火災等があった場合は、
自衛隊から通報がなされるということになってござい
ますので、あらかじめ連絡体制は取ってございます。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　どのような内容の危険物がある
かも分からずに、宮古でいえば150メートル、250メー
トルは既に600メートル以内で、行くことさえもまま
ならないという事態があるんだということは念頭に置
いて対処方お願いします。
　ちょっと休憩します。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時25分休憩
　　　午後３時25分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○瀬長　美佐雄君　ヘイトスピーチ条例の制定を求
める陳情が議会に提出されています。
　ちなみに関係者からＳＮＳで発信されている動画を
見せていただきました。外国人観光客に対する暴言、
県外からの学生の修学旅行の団体に対する沖縄県の平
和教育を批判し、生徒に不安感を与えるもので、とん
でもない動画でありました。沖縄県、県議会の周辺で
のこのような行為を見逃してきたことを陳情者は指摘
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しています。私もその指摘を受けて反省しなければと
思いました。
　条例制定についてですが、先ほど前向きな答弁もあ
りましたが、その条例制定に当たって留意点、あるい
は専門家の意見を聞くなど、どのようにしてこの条例
制定を準備していくのか伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　ヘイトス
ピーチに関する条例につきましては、他の都道府県で
先行して実施をされているところではございますが、
その上で実効性の確保に関しまして、憲法の規定する
表現の自由との問題ですとか、課題があるものと承知
しております。国のほうではただいま法務省や警察庁、
外務省、総務省、文科省など関係省庁とあと地方自治
体の幾つか、東京、大阪等も含めまして検討会を設け
られております。その検討会での議論等も参考としな
がら県の条例制定に際してはどのような課題があるの
かという部分についても整理をしていきたいと考えて
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　よろしくお願いします。
　安全・安心な島づくり応援プロジェクトについて、
その予算規模や事業の概要、スキームを伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後３時27分休憩
　　　午後３時28分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　安全・安
心な島づくり応援プロジェクトでございますけれど
も、これは補正予算額約32億円を想定しております。
支給対象者といたしまして、レンタカーですとか貸切
りバス、あるいは宿泊施設等の観光事業者も含めて幅
広く約３万1000件を予定しております。そういった
事業者に対しまして新型コロナウイルス感染症の拡大
防止対策を奨励することを主な目的といたしまして、
去年に比べて売上げが減少した事業者を対象に支給を
する　　　　その支給額といたしましては、一律10万円
ということで、これから実施をしてまいりたいという
ふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　ちなみに保健医療部所管の鍼灸・
マッサージの事業者について、当初は対象外だという
ことを知ってびっくりしましたが、今回のスキームで
は基本的に全体を支援するという中で、鍼灸・マッサー
ジ事業者もその対象になるということを確認したいと

思いますがいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　事業者と
して対象になります。
○瀬長　美佐雄君　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時29分休憩
　　　午後５時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、申し上げます。
　７月10日、島袋大君から申出がありました、いわ
ゆる我が党関連質問につきまして御報告いたします。
　議場における発言は基本的に全て通告制であり、我
が党関連の質問についても例外ではなく、先例であら
かじめ執行部に質問項目及び内容を通告することとさ
れております。その中において通告を基に執行部が答
弁を行い、相互の協力の下に円滑な議事運営が図られ
ているところであります。
　そこで、議長としましては、今回の我が党関連質問
の取扱いに関し、議会と執行部の間にそごが生じてお
り、一般質問に対する答弁に影響が出ておりますこと
から、今後議会運営委員会で御協議を願いたいと思い
ます。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　山里将雄君。
　　　〔山里将雄君登壇〕
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後５時11分休憩
　　　午後５時11分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○山里　将雄君　ハイサイ　グスーヨー。
　てぃーだネットの山里でございます。
　まずは、九州豪雨で被災された皆様に心よりお見舞
いを申し上げるとともに、亡くなられた方々の御冥福
をお祈り申し上げます。
　それでは、質問に入る前に少し所見を述べさせてい
ただきます。
　私はこのたび名護市区選出で、沖縄県議会議員に当
選させていただきました。沖縄県議会議員の平均年齢
を押し上げている新人でございます。長く、名護市役
所で行政の仕事をしてきましたが、行政とはまた違う
政治の立場で沖縄の諸課題に取り組んでいく決意を
し、今回の県議選立候補となりました。
　私は、名護市役所では稲嶺前市長の下、総務部長や
企画部長、そして副市長として海にも陸にも基地を造
らせないという信念を貫く前市長を支えてまいりまし
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た。辺野古の海にも陸にも基地を造らせない、これは
県議会議員としても変わることのない私の思いであり
ます。
　これまで、過去２回の県知事選挙、衆議院補欠選挙
や参議院選挙、そして昨年２月の県民投票で、沖縄県
民は辺野古ノーの民意を明確に示してきました。その
圧倒的民意を無視して建設を強行する国に怒りを禁じ
得ません。辺野古のある名護市選出の議員として、辺
野古新基地建設のことは避けて通れない問題でありま
す。
　私はナグンチュの誇りと尊厳にかけて、沖縄県議会
議員として辺野古新基地建設阻止に取り組んでまいり
ます。どうぞよろしくお願いします。
　それでは一般質問に入らせていただきます。
　今回取り上げた質問は、各議員の皆様の代表質問や
一般質問と重複するものが多くありますけれども、理
解を深める意味で答弁をよろしくお願いします。
　まず１、県立高等学校の再編について。
　県内では既に併設型の中高一貫校の整備が進められ
ており、学力向上に大きな成果を上げています。しか
し北部地域にはそれがまだなく、中高一貫校の設置を
望む声が多い状況にあります。
　そこで(1)、県立高校再編整備計画について。
　ア、高校再編計画の骨子を伺う。
　イ、現在の進捗状況を伺う。
　ウ、現計画期間は間もなく終了するが、新たな計画
策定の予定はあるか伺う。
　エ、北部地域に関する計画の進捗状況について伺う。
　(2)、中高一貫校の設置状況について。
　ア、県内の中高一貫校の現状を伺う。
　イ、中高一貫校の必要性について伺う。
　ウ、設置形態はどのようなものがあるか。
　エ、併設型と連携型の違いは。（それぞれの利点、
欠点は）
　(3)、北部地域における中高一貫校設置の取組状況
について伺う。
　次に、北部基幹病院についてでありますが、今年、
令和２年２月に北部12市町村が合意書（案）に合意
する方針を決定してから約５か月であります。２月、
３月頃の新型コロナウイルス感染拡大が深刻になり、
その対策が喫緊の課題となって、基本合意に向けての
作業になかなか取り組めなかったということは理解し
ます。しかし、北部圏域の医療環境の改善のため、一
刻も早く基幹病院を開院することは北部住民の切実な
願いであります。
　そこで２、北部基幹病院について。

　(1)、今年２月、北部基幹病院の基本的枠組みに関
する合意書（案）が合意されて以後の経緯について伺
う。
　(2)、北部地域病院整備推進会議からの要請、名護
市はじめ北部市町村議会の決議などが次々と行われて
おり、北部住民の基幹病院早期開院の願いは切実であ
ります。そのような状況に対する知事の見解を伺う。
　(3)、北部基幹病院の基本的枠組みに関する合意書
（案）について伺う。
　ここでは合意書案について、概要をお聞かせくださ
い。
　次に、辺野古新基地建設についてでありますが、３、
基地問題について。
　沖縄防衛局は工事関係者の新型コロナウイルスの感
染により約２か月止めていた工事を６月12日に再開
しました。県議会議員選挙から５日後というタイミン
グであります。防衛局や菅官房長官は県議選と工事再
開は関係ないと言いますが、県議選挙が終わるのを
待っていたとしか思えません。それにせんだって県が
コロナ感染拡大の対応に追われている４月21日に埋
立変更承認申請が提出されました。
　そこで(1)、県議会議員選挙直後の辺野古新基地建
設工事再開について見解を伺う。
　(2)、沖縄防衛局の軟弱地盤改良工事に伴う設計変
更申請書提出について見解を伺う。
　(3)、米連邦議会下院軍事委員会で辺野古基地建設
に懸念が示されたことについて。
　ア、県の見解を伺う。
　イ、これまで翁長知事や玉城知事の訪米活動が影響
したと思うか伺う。
　ウ、知事の訪米予定について伺う。
　(4)、地上配備型迎撃システム、イージス・アショ
ア配備計画停止に係る国の対応について見解を伺う。
　(4)でありますけれども、６月15日に河野防衛大臣
が秋田、山口県へのイージス・アショア配備計画停止
を表明しました。その是非についてここで論ずること
はしませんが、国の対応が沖縄の辺野古新基地建設に
対する対応とあまりにも違うと感じました。見解をお
聞かせください。
　４、新型コロナウイルス対策について。
　コロナウイルス対策については、与野党問わず大変
多くの議員の皆さんが危機感を持ち、多岐にわたる質
問をしていますが、私からも少し質問をさせていただ
きます。
　(1)、終息にはまだ時間を要し、感染拡大防止対策
も長期的視点が必要と思うがいかがか。
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　(3)、新型コロナ感染拡大の長期化により県財政へ
の影響が懸念されるが見解を伺う。
　７月５日の新聞に、全国の47都道府県のうち42都
道府県で、約１兆円の財政調整基金を、新型コロナウ
イルス感染症予防対策のために取り崩したとの報道が
ありました。沖縄県では2020年度の補正予算で約15
億5000万を取り崩したとありますが、新型コロナ感
染症対策による県財政の影響についてお聞かせくださ
い。
　(4)、県内在住外国人への支援策について伺う。
　５、我が会派の代表質問との関連について。
　國仲議員の質問２(2)のア、児童生徒、教職員への
心理的負担に関連して、特に教職員の負担について質
問します。
　代表質問への金城教育長の答弁では「教職員への
負担としては、長期の休業に伴う学習の遅れ、進学・
就職への対応、感染症対策への対応等が想定されま
す。」ということでありました。子供たちの精神的、
身体的健康ケア、衛生環境を維持するために教室やト
イレの消毒など、現場教職員の負担は相当重いものと
なっています。子供たちのケアはもちろんですけれど
も、現場教職員についても県でしっかりと対応する必
要があると思います。どのように考えていますか。お
聞かせください。
　以上、一般質問とします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　山里将雄議員の御質問にお
答えいたします。
　その前に、山里議員も初当選おめでとうございます。
至誠通天、共に頑張ってまいりましょう。
　基地問題についての御質問の中の３の(3)のアから
３の(3)のウ、国防権限法案に係る知事訪米の成果等
についてお答えいたします。３の(3)のアから３の(3)
のウまでは関連しますので、恐縮ですが一括してお答
えいたします。
　米連邦議会下院の軍事委員会即応力小委員会は、
2021年度国防権限法案に関する書面に、辺野古新基
地建設予定地地下の強度の検証結果などに関する報告
書の提出を国防総省に求めることを明記いたしまし
た。これは、昨年の訪米において、私が連邦議会議員
等へ求めていた内容を含んでおり、翁長前知事も含め
これまで行ってきた訪米活動の成果と受け止めており
ます。残念ながら今回は軍事委員会では採用されませ
んでしたが、政府が唯一の解決策とする辺野古新基地
建設計画に関し、米国議会において小委員会で懸念が

示されたことには大きな意義があると考えておりま
す。今後も国内外における世論の喚起に努めてまいり
ます。知事訪米につきましては、米国での新型コロナ
ウイルス感染症の状況を踏まえ、今後検討してまいり
たいと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
　　　〔教育長　金城弘昌君登壇〕
○教育長（金城弘昌君）　１、県立高等学校の再編に
ついての御質問の中の(1)のア、イ及びウ、編成整備
計画及び進捗状況等についてお答えします。１の(1)
のアから１の(1)ウまでは関連いたしますので、恐縮
ですが一括してお答えいたします。
　県立高等学校編成整備計画は、少子化等への対応や
多様な学習スタイルなどに十分対応できる教育環境の
充実を図り、生徒・保護者にとって魅力的な学校づく
りを推進することを目指して策定しております。現在、
同計画に位置づけられている14の実施計画のうち、
名護高校に理数科等大学進学に特化したフロンティア
科設置を含め４計画を実施したところであります。現
県立高等学校編成整備計画は、令和３年度までとなっ
ており、現在、次期計画等の策定に向けて、生徒や保
護者等に対してアンケート調査を実施しているところ
であります。
　同じく(1)のエ、北部地域の進捗状況についてお答
えします。
　現行の県立高等学校編成整備計画において、北部地
域のうち、名護高校への学科設置につきましては、フ
ロンティア科を平成27年に設置しております。本部
高校の北山高校への統合や辺土名高校の名護高校への
分校化については、町などが地域振興や高校の活性化
のため、短期海外留学や公営塾の設置、県外からの入
学者を増やすための取組などの支援を行っているとこ
ろであります。
　県教育委員会としましては、今後とも入学者の推移
等を注視しながら、学校や地域団体等と意見交換を
行っていきたいと考えております。
　同じく１の(2)のア及び(2)のイ、県内の中高一貫校
の現状等についてお答えします。１の(2)のアと１の
(2)のイは関連いたしますので、恐縮ですが一括して
お答えいたします。
　県教育委員会では、難関国立大学等への進学を目指
す生徒のニーズに応え、本県を牽引する高い志を持っ
たグローバルに活躍できる人材の育成が必要であるこ
とから、平成28年４月に開邦中学校及び球陽中学校
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を開校し、中高一貫教育を実施しております。
　県教育委員会としましては、両校の設置目的が達成
できるよう、引き続き取り組んでまいります。
　同じく１の(2)のウ及びエ、中高一貫校の設置形態
等についてお答えします。１の(2)のウと１の(2)のエ
は関連いたしますので、一括してお答えいたします。
　中高一貫教育校には、併設型、連携型、中等教育学
校の３つの設置形態があります。併設型は、同一の設
置者による中学校と高校を接続するものであります。
教室など教育環境の整備の必要性や通学区域の拡大に
伴う影響等が考えられますが、６年間の計画的・継続
的な教育指導を展開し、生徒の個性や創造性を伸ばす
ことができると考えております。連携型は、設置者の
異なる中学校と高校が連携を深めるものであります。
設置者が異なることから、中学生が連携する高校以外
へ進学する場合もありますが、教員・生徒間交流等に
より特色ある教育活動を行うことができると考えてお
ります。
　同じく１の(3)、北部地域における中高一貫校につ
いてお答えします。
　県教育委員会では、これまで北部地域の人材育成、
教育環境の整備等の観点から、中高一貫教育校の設置
について、北部市町村の教育委員会及び関係機関等と
の意見交換や、幅広く意見を伺うための懇話会を開催
してまいりました。中高一貫教育校については、中学
校に与える影響を懸念する意見もあったところであり
ますが、子供たちの選択肢が広がることについて、お
おむね賛成意見でありました。現在、関係校などと意
見交換を行い、課題の整理等に取り組んでいるところ
であり、引き続き北部地域への中高一貫教育校の設置
に向けて取り組んでまいります。
　次に５、我が会派の代表質問との関連についての御
質問の中の(1)、新型コロナウイルスの影響による教
職員の負担についてお答えします。
　県立学校職員の精神的・身体的な不安に関しては、
保健師等による相談窓口や各学校産業医において、職
員や管理職からの相談を受け付けております。さらに、
精神的な不安に関しては、必要に応じて精神科医や臨
床心理士へ相談できる体制を整えております。市町村
立学校職員の労働安全衛生管理に関しては、服務監督
者である市町村教育委員会が対策を実施しており、県
教育委員会では、対策の実施について助言を行うほ
か、県立学校における取組等の情報提供を行っており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。

　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　２、北部基幹病院
についての御質問の中の(1)、(2)、基本合意書案の経
緯、要請に対する見解についてお答えいたします。２
の(1)と２の(2)は関連しますので、恐縮ですが一括し
てお答えいたします。
　北部基幹病院の整備については、これまで、県、北
部12市町村、北部地区医師会病院及び県立北部病院
の関係者で約２年間かけて協議を行うとともに、その
間、令和元年９月に沖縄県医療審議会から意見聴取を
行い、北部基幹病院に適当な経営システムであること
も確認し、基本合意書案を取りまとめたところであり
ます。また、本年２月４日には、北部12市町村長に
おいて基本合意書案に合意する方針が示され、３月か
ら４月にかけては、北部12市町村の議会で早期整備
に関する意見書が可決、３月27日には県議会で北部
基幹病院の早期整備に関する決議が全会一致で可決、
さらに、沖縄県公務員医師会、北部地域基幹病院整備
推進会議等から北部基幹病院の早期整備を求める要請
を受けたところです。県内部におきましても、収支シ
ミュレーション等、確認しておくべき課題の検証を
行ってまいりました。
　県としては、これらを踏まえ、基幹病院の基本的枠
組みに関する協議会を早期に開催し、そこで最終的な
判断を行い、統合に向けた作業を進めていきたいと考
えております。
　同じく２の(3)、基本合意書案についてお答えいた
します。
　基本合意書案の主な内容は、基幹病院の名称は「公
立北部医療センター」、設置主体は県及び北部12市町
村が設置する一部事務組合、経営単位は北部単独、経
営形態は県及び北部12市町村等が設立する財団法人
による指定管理としております。また、財政負担とし
ては、北部医療センターの整備費用に対する北部12
市町村の負担は市町村の一般財源に影響を与えないこ
と、組合への負担金は地方交付税相当額とすること、
財団への財産の拠出は、財団設立時に限ることとして
おります。医療機能としては、急性期病床400床、回
復期病床48床及び感染症病床２床による450床並び
に両病院の診療科目を維持することを基本とし、北部
に所在する公立診療所は、原則として附属診療所とし
て位置づけるものとしております。職員の派遣につい
ては、県は開院時から３年間を限度として財団へ職員
を派遣し、なお必要があると認められる場合は派遣期
間を延長するものとしております。
　次に４、新型コロナウイルス対策についての御質問
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の中の(1)、長期的視点に立った感染拡大防止対策に
ついてお答えいたします。
　治療薬等が開発されていない現状において、今後し
ばらくは、新型コロナウイルス感染症と共生するウイ
ズ・コロナの社会を構築するための取組が重要であり
ます。このため、県では、７月２日に４月の感染拡大
期の対策等に関する検証結果や県の専門家会議の意見
等を踏まえ、第２波、第３波に備えた警戒レベル指標
を策定し、警戒レベルに応じた取組の実施例を示した
ところです。
　県としましては、当該警戒レベル指標等を踏まえ、
医療機関等と調整し、７月末を目途に患者推計に応じ
た検査体制の拡充や病床確保計画を策定するなど、万
全の対策を講じてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
○土木建築部長（上原国定君）　３、基地問題につい
ての御質問のうち(1)、普天間飛行場代替施設建設事
業の工事再開についてお答えいたします。
　沖縄防衛局は、普天間飛行場代替施設建設事業の埋
立工事現場において、作業員に新型コロナウイルスに
よる感染者が出たことなどから、４月17日から工事
を中止していたと新聞報道等により承知しておりま
す。沖縄防衛局が設置した環境監視等委員会におい
て、施行区域内のＫ－４地点で、令和２年２月及び３
月に合計42回のジュゴンの鳴音が検出されたと報告
されていることから、県では、工事を停止して、事業
によるジュゴンへの影響について再評価するよう行政
指導を行ったところであります。しかしながら、沖縄
防衛局は、沖縄県議会議員選挙直後の６月12日から
工事を再開しており、県の行政指導に従うことなくス
ケジュールありきで工事を再開したものと考えており
ます。
　次に３の(2)、設計概要変更承認申請書の提出につ
いてお答えいたします。
　県としては、平成30年８月31日付で行った承認取
消しの適法性に関する裁判所の判断がなされるまでの
間、埋立工事に係る作業を進めるべきではないと考え
ております。しかしながら、変更承認申請書が提出さ
れた以上、当該申請に対する審査を行う必要があるこ
とから、公有水面埋立法に基づき厳正に対応していく
こととしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕

○知事公室長（金城　賢君）　３、基地問題について
の(4)、イージス・アショア配備停止計画についてお
答えいたします。
　去る６月15日、河野防衛大臣は、イージス・アショ
アの秋田、山口両県への配備計画について、コスト、
期間を考えれば合理的ではないとして、配備計画の停
止を発表しました。一方で、辺野古新基地建設工事は、
海面下90メートルの深さまで軟弱地盤が存在し、国
内で前例のない地盤改良工事が必要で、提供手続の完
了までに約12年、総工費も約9300億円を要するとさ
れています。
　県としましては、政府に対して、相当なコストと期
間を要する辺野古新基地建設計画についても計画を断
念し、普天間飛行場の速やかな運用停止を含む一日も
早い危険性の除去を実現するため、県との真摯な対話
に応じることを強く求めてまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　総務部長。
　　　〔総務部長　池田竹洲君登壇〕
○総務部長（池田竹州君）　４、新型コロナウイルス
対策についての(3)、新型コロナウイルス感染拡大の
長期化による県財政への影響についてお答えします。
　新型コロナウイルス感染症は、世界経済に甚大な影
響をもたらしており、我が国経済においても国難と言
うべき厳しい状況に置かれていると認識しておりま
す。県内においても、入域観光客数の減少や個人消費
の落ち込みにより、平成24年度後半から拡大してい
た県内景気も後退局面に移ったものと考えられます。
このような状況下において、県税収入は各法人の業績
や個人所得の落ち込みにより減少に転じることが見込
まれる一方、経済対策のための様々な財政需要も見込
まれることから、今後の財政運営は厳しいものになる
と考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　渡久地一浩君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（渡久地一浩君）　４、新型
コロナウイルス対策についての(4)、県内在住外国人
への支援策についてお答えいたします。
　県では、公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財
団を通じて、生活に困窮する外国人を支援するため、
５月補正予算により在住外国人生活等支援事業を実施
しているところです。具体的には、国、県等が実施す
る各種支援制度の多言語での情報発信、給付金等の申
請サポート、生活相談等に対応しているところです。
　県としましては、引き続き誰一人取り残さない多文
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化共生社会の実現に向け、取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　それでは２次質問に移らせていた
だきます。
　質問は順番を入れ替えながら再質問とさせていただ
きます。
　まず、新型コロナウイルス対策について、それに関
連してでございますけれども、米軍基地内での感染拡
大、そういう状況が発生しましたので、その件につい
てお聞かせいただきたいと思います。12日から13日
にかけて普天間飛行場で32人、キャンプ・キンザー
で１人、嘉手納基地で１人、合計99人、これだけの
感染者が発生をしております。米軍側からの情報提供
が不十分で、米国からの移入例から沖縄の基地内で感
染が拡大したと思われます。その状況の中でいろんな
基地の被害というものが県内でこれまでも起こってき
たわけですけれども、これも大きな基地被害ではない
かと私は考えております。
　まずは、なぜそういうことになっているのか、その
原因は何なのか、そのことについてまずお答えをいた
だきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　米軍基地内におい
て感染が急激に拡大してきたことにつきましては、大
変脅威に感じているところでございます。現在、公表
して後、少しずつ行動歴なども情報提供が入ってきて
いるところでございます。そういったことも踏まえま
して、どういった感染経路であったのかというような
ことが明らかになっていくのではないかと考えている
ところです。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　部長、ちょっとお伺いしますけれど
も、今回この九十何名という感染者が発生したわけな
んですけど、それは米国内で感染して、そしてここに
入ってきたのか。あるいは基地の中で、沖縄で感染が
拡大したのか、それはどのように捉えていらっしゃい
ますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　米国からどのよう
な経路でこの感染した方々が入ってきたかという情報
がまだあまり入ってきておりませんので、米国におい
て発生した者が来たのか、それともこちらで感染が拡
大したのかというところの状況についてはよく分から
ないというところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。

○山里　将雄君　確かにそうなんですね。分からない
んですが、でも米国側は、日本に入国する際には米国
の責任でもって検疫をきちっと実施していると言って
います。それから基地内の感染症対策もしっかりと対
応しているということでございました。そうなると、
これだけの感染者が発生するというのはあり得ない話
でございます。その面ではその対応がきちっとできて
いないと私は思うんですがいかがでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先日、知事からも
答弁がありましたとおり、このような対策がきちんと
遵守されていたかどうかについて、遺憾に思うという
発言もございましたので、しっかり対策が取られてい
たのかどうかという検証も必要かと思われます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　それから、４日の独立記念日前後に
ビーチパーティーが行われていたと、そんなとんでも
ない情報がありますけれども、それに日本人も参加し
ていたのか、どういった人たちが参加していたのかお
分かりになりますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ＳＮＳ等で情報が
出ておりましたものを、県としましても承知している
ところでございまして、県内の基地外のところでパー
ティーが行われたというところでございました。かな
り密集した状況でパーティーが行われたというところ
に、県としましては非常に危機感を覚えまして、中部
病院の感染症の先生方が中心となって日曜日に検査を
　　　　仮設の検査でございましたけれども　　　　実施した
ところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　日本人ももちろん参加していたと、
新聞報道等にもありますけれども、そういう認識なん
ですね。この日本人に対して先ほどＰＣＲ検査も実施
したということでございますけれども、今後もきちっ
と対応していく、ＰＣＲ検査をしていくということで
理解してよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　そのような場所に
行って不安を覚える、健康に不安があるというような
ことであれば御相談いただきましてＰＣＲ検査につな
げていきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　今回の感染拡大を受けて、県立中部
病院と北谷町が12日に感染の可能性のある人を対象
に無料でＰＣＲ検査を実施したということがございま
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した。本当に迅速な対応で、敬意を表したいと思いま
す。
　改めてお聞きします。
　対象はどんな方でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　北谷町の飲食店等
で米軍の方々が一緒に飲食を行ったという状況の中
で、その飲食店の従業員でありますとか、そこに居合
わせたお客さんであるとかということで、不安を覚え
る方に対して、この検査の対象としておりました。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　時間ありませんのでちょっとまと
めてお聞きしますけれども、130人の検査なさったと
いうことでしたけれども、この130人というのは、もっ
とたくさんいたのを130人で打ち切ったのか、それと
も実際に130人の方が希望して来られたのか、それは
どうでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　当初は200人とい
う想定で、12日の10時から16時まで200人程度とい
うことで実施しております。そのときにいらした方が
130名というところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　結果は先ほど御報告がありました。
全員陰性だったということで安心をしたんですけれど
も。今後もこのような対応をしていただきたいという
ふうに思います。
　それから基地従業員への風評被害も広がっているこ
の現状の中で、今日新聞に基地従業員の検査場設置と
いう記事がございました。そういうことを県が行うと
いう記事がありました。迅速な対応だと感謝を申し上
げます。
　その内容について、少し説明いただけますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　基地従業員だけで
なく、県民の皆様、それぞれ健康に不安があるという
ような方々も検査を受けやすくするということから、
中部のほうに検体採取センターの設置を急いでいると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　対象としては基地従業員だけなの
でしょうか。その家族とか、そういったところまで含
まれますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　基地従業員だけと
いうことではなくて、感染拡大に備えて県民の方々、

皆さんでございます。基本的には検体採取センターも
もちろん立ち上げるんですけれど、県内の医療機関に
おいても検査ができる医療機関を増やしていくという
取組も一緒に行っておりますので、そういった形で検
査体制を強化していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　ありがとうございます。
　米軍はいろんな情報を出し渋るというようなことが
あります。そういうことがあってはならないという中
ではありますけれども、それを県がしっかりと対応し
ているということで評価をいたします。
　この件について最後に、いつ頃までにその体制が整
いますか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　今、鋭意努力して
いるところでございます。できるだけ早期に立ち上げ
たいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　そんな中でありますけれども、東京
の菅官房長官は米軍の情報提供は十分と言っておりま
す。沖縄側との認識があまりにも違うというふうに感
じております。官房長官は県との認識が食い違ってい
ることに、どうして食い違っているのか分からないと
のんきなことをおっしゃっていますけれども、この件
についてどうお思いですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　知事からの強い要
請によりまして、人数の公表についてできることにな
りました。その後、徐々に行動履歴等が本日あたりか
ら入ってきております。その行動履歴を精査しまして、
保健所のほうで積極的疫学調査を今しっかりとやると
いうところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　これも新聞に載っていた情報でご
ざいますけれども、山口・岩国基地、青森の三沢基地
でも感染が確認されたということがありました。沖縄
以外でも同じようなことが起きたということでありま
す。日本政府は沖縄に対する態度は本土とは違うよう
な気がしているんですけれども、本土でも同じような
ことが起こったということで政府の対応も違ってくる
んじゃないかなというふうに思います。
　山口県、青森県との連携も視野に入れて、国に米軍
に対し感染症対策の徹底と情報開示を求めていく、そ
ういうことはできないかお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをしたいと思い
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ます。
　沖縄県としましては、明日、知事が上京いたしまし
て官房長官、外務大臣、防衛大臣等に対して新型コロ
ナウイルスの対策について要請を行うこととしており
ます。
　議員御質問の山口県等との連携につきましては、渉
外知事会等ございますので、そういった枠組みの中で、
コロナウイルスの対策についての要望を国に行ってい
くことを検討してまいりたいというふうに考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　玉城知事、15日に上京、あした上
京ということですので、ぜひ政府に対してしっかりと
対応を求めてほしいというふうに思います。
　それではこの件は終わりにしまして、次、中高一貫
校について少しお聞きします。
　北部地域での中高一貫校については、先ほど北部の
教育委員会等々と調整を進めているということでござ
いますけれども、誰を対象に、どの程度の調整が行わ
れているのかお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　まず、昨年度でございますけれども、北部市町村教
育委員会、また関係高等学校等と意見交換会を行いま
して、さらに北部地区の中高一貫教育に関する懇話会
を開催させていただきました。その懇話会のほうで、
先ほど本答弁でも答弁させていただきましたが、中学
校に与える影響を懸念するというふうな意見もござい
ました。通学の関係とか進学の関係でそういう意見あ
りましたけれど、子供たちの選択肢が広がるというこ
とについておおむね賛成意見でありました。懇話会の
ほうでは、そういう様々な意見も踏まえて、既設校に
併設型の中高一貫教育校を導入するというふうな方向
性が示されたところでございます。それを踏まえて先
ほど答弁させていただきましたけれど、北部地域の中
高一貫教育校の設立に向けて取り組んでいるところで
ございまして、今年度でございますけれども、ちょっ
と新型コロナの関係で北部地域の意見交換がなかなか
できなかったところでございます。私どものほうとし
ましては、せんだってから北部市町村の教育長ですと
か、関係の高等学校長と意見交換会を今現在行ってい
るところでございます。特に中高、北部地域の中高一
貫校につきましては、学校の規模ですとか地域の中
学校や高等学校の影響などの課題がございますので、
しっかり意見交換を今年度行いまして課題の整理に現

在取り組んでいるところでございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　まだ答えられないとは思うんです
けれども、実際どうなんでしょう。いつ頃、北部のほ
うに中高一貫校ができるのか、その辺お答えできるの
であればお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　昨年度から懇話会等、また学校等話合いを進めてお
りまして、課題の整理も必要でございます。そういっ
た課題の整理をしっかりやった上でどういう設置形態
にするのかも含めて、できるだけ早めにスピード感を
持って対応していきたいというふうに考えておりま
す。またいつ頃ということは、課題の整理がもう少し
かかりそうな感じがしますので、それが見えてきまし
たら、その時期も大体見えてくるのかなと思っていま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　この中高一貫校というのは、さきの
基幹病院の開設、それにも関係することであります。
北部に医師や医療従事者がなかなか来ないという理由
の一つに、子弟の教育環境があると言われています。
県も北部基幹病院設置に伴う子育て環境の整備という
ことで中高一貫校の必要性をうたっているわけですか
ら、その意味でもできるだけ早く中高一貫校を北部に
つくってほしいというふうに思っています。住んでい
るところによって医療格差や教育の格差があってはな
らない、これは当たり前のことでございますので、ぜ
ひスピード感を持って中高一貫校の設置に向けて取り
組んでいただきたいというふうに思っています。
　次、基地問題について少しお伺いします。
　米国下院軍事委員会小委員会において辺野古新基地
建設に懸念が示されております。金城公室長は、米国
の軍事委員会で懸念が示されたことは成果であると答
弁をされました。私もそう思います。残念ながら軍事
委員会では採用されませんでしたが、今知事が訪米
し、直接米側に軟弱地盤の問題を伝えることは重要だ
と思っています。新型コロナウイルスの感染拡大とい
う面はございますけれども、訪米が無理ならばワシン
トン事務所を活用して何らかのアクションを起こせな
いか、知事、この辺のお考えをお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　先ほども答弁をさせていた
だきましたが、現在のアメリカ及び沖縄におけるコロ
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ナウイルスの感染症の状況を見ながら、これからいつ
頃訪米ができるのかについて様々な情報を収集してい
きたいと思いますが、ワシントン駐在員は現在、アメ
リカ本国との情報交換を行いながら適宜そのアメリカ
の状況を調査しております。ですから、世界の動き、
アジアの動き、様々な動きを見ながらその訪米の計画
を立て、しっかり実のある訪米になるように取り組ん
でいきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　山里将雄君。
○山里　将雄君　緊急で米軍基地内の感染拡大につ
いての質問を入れましたので、予定していた質問がほ
とんどできなかったという状況でございます。今回質
問できなかった分につきましては、また次回に確認を
させていただきたいと思います。
　どうもありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時１分休憩
　　　午後６時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城武光君。
○玉城　武光君　日本共産党の玉城武光です。
　あと二人、私含めてありますから、またしばらくの
御協力よろしくお願いします。
　辺野古の新基地建設についてお伺いします。
　新基地建設に伴う辺野古沖のサンゴ移植をめぐる総
務省の第三者機関、国地方係争処理委員会は江藤拓農
林水産相が行った是正指示について、違法ではないと
の判断を下しております。係争処理委員会の判断は地
方自治の精神をないがしろにするだけではなく、軟弱
地盤の地盤改良工事やサンゴ移植の生存率を無視した
不当極まりない決定であります。農林水産大臣が行っ
た是正指示について国地方係争処理委員会が違法でな
いとの判断に対する知事の見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えいたします。
　県といたしましては、今回の農林水産大臣の是正指
示は、法令に基づき知事に与えられたサンゴ特別採捕
許可事務の権限を、知事が行使する前に具体的に許可
しなさいと大臣が命ずるもので、知事の判断権限を奪
うことになりかねず、問題があることなどを指摘し県
の正当性を主張してまいりました。このような国の関
与は地方の自主性及び自立性を尊重するため、国の関
与は必要最小限でなければならないとする地方自治法
の趣旨に鑑み許されないものであります。今回の委員
会の判断は、結果としてこのような国の関与を容認す
るものであり、誠に残念であります。

　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　部長からは、地方自治の自主性、自
立性を尊重するため、国の関与は必要最小限でなけれ
ばならないとする地方自治の趣旨であるということを
説明されました。国地方係争処理委員会の是正指示は
知事の権限を奪うことになりかねません。知事は関与
取消訴訟を行うべきだと思いますが、知事の見解を伺
います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　国地方係争処理委員会の結論につきましては、６月
22日に県に通知が到達したところであります。現在
その内容を精査しているところでありますので、今後
その結果を踏まえて関与取消訴訟の提起も含めて対応
を検討してまいりたいと考えております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　内容を精査して提訴するという方
向での検討という答弁でありましたので、辺野古の新
基地建設反対は圧倒的に県民の総意でありますから、
それに沿って知事はひとつ決断をしていただきたいと
思います。
　次に、ジュゴンのことについてお伺いします。
　県は６月25日、辺野古新基地建設海域付近で絶滅
危惧種のジュゴンの鳴音が繰り返し確認されているこ
とから、工事の停止を求める３度目の行政指導文書を
沖縄防衛局に出したとの報道がありますが、行政指導
文書に対する沖縄防衛局の回答と対応はどうだったの
かその事実関係を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　沖縄防衛局が設置しております環境監視等委員会に
おいて、施行区域内のＫ－４地点で、令和２年２月及
び３月に合計42回のジュゴンの鳴音が検出されたと
報告されていることから、県では、４月17日及び６
月25日付文書で、工事を停止して、事業によるジュ
ゴンへの影響について再評価するよう行政指導を行っ
たところであります。しかしながら沖縄防衛局は、そ
の後も工事を継続していることから、引き続き工事を
停止し、鳴音の検出されたジュゴンを最大限保護する
よう求めていくこととしております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　このジュゴンの監視委員会はその
ことを議題にも上げず専門家の意見も聞かないで判断
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をしております。その防衛局が監視をし、鳴音が記録
されていたと回答しているのにもかかわらず、ジュゴ
ンの姿が確認されていないことは問題であります。そ
の再評価の必要があると思いますが、県の見解を伺い
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時９分休憩
　　　午後６時９分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　これまでも事業によるジュゴンへの影響について再
評価をするよう行政指導を行ってきたところでありま
すが、沖縄防衛局はその後も工事を継続していること
から、再度引き続き工事を停止し、鳴音の確認された
ジュゴンを最大限保護するよう今後も求めていきたい
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　次に、農林水産業の振興についてお
伺いいたします。
　新型コロナウイルスの感染拡大による農漁業への影
響について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えいたします。
　本県の農林水産業においては、新型コロナウイルス
感染症の発生に伴い、イベント等の自粛等による花卉
類の取扱量の減少、それから観光客や外食需要の減少
による肉用牛や子牛価格及び水産物価格の下落、そし
て航空便の減便等による農林水産物の滞留などの影響
が生じております。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　いろんな影響についての概略的な
説明がありましたけれども、具体的にどれくらいの影
響額、それと支援策についてを伺いたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　令和２年３月から５月における農林水産業の主に具
体的な影響といたしましては、県中央卸売市場におけ
る切り花の取扱量が前年の同時期と比較いたしまし
て、約26％の減少をしております。それから、肉用
牛の１キロ当たりの枝肉の価格につきましても、約
28％の減でございます。あと水産関係では、泊魚市
場におきます水産物の取扱金額が約22％の減という
ことで、様々な分野で影響が生じております。
　対策といたしましては、まず影響の一つに学校の休

業ということで学校給食の牛乳への影響もありまし
て、予備費を活用した価格差の補塡、それから輸送手
段の確保対策、そして肉用牛農家の出荷遅延に伴う生
産費への支援、そして花卉農家につきましては、次期
作に向けた支援等、既決予算それから補正予算を活用
して各種支援対策を実施しているところでございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　いろいろな出荷額の減少というこ
とが説明されましたけれども、今必要なのは農業者、
漁業者に収入減少に伴う直接支援が求められているん
ですが、その直接支援についてどのように考えてい
らっしゃいますか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えいたします。
　まず、既存の制度の中では収入補塡制度、それから
各種の野菜等では価格安定制度等による事業継続支援
がなされているところであります。さらに今回の６月
補正予算においては、農林漁業者を含む感染防止対策
に取り組む中小企業及び個人事業主等に対しまして、
１事業者当たり一律10万円の奨励金という形で給付
する安全・安心な島づくり応援プロジェクトが創出さ
れておりまして、その支援対策でも農林漁業者の経営
安定につながっていくのではないかなと考えておりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　今部長から奨励金という形で直接
支援するという答弁がございました。ありがとうござ
います。
　次に移ります。
　新型コロナウイルス感染拡大によって食料自給の重
要さを再認識させられました。感染拡大を防ぐために
各国が実施した移動規制によって物流が寸断され、そ
れによって食料の生産と供給が減り、消費者は買い急
ぎに走りました。農産物輸出国が輸出規制を行う中、
価格が高騰しました。また、気候変動による干ばつや
バッタの大量発生の被害なども重なり、深刻な食料危
機が懸念されると言われております。
　そこで伺いますが、沖縄県の食料自給率向上の取組
を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えいたします。
　県では、令和３年度の食料自給率の目標値をカロ
リーベースで45％と設定し、各種施策に取り組んで
いるところであります。食料自給率の向上につきまし
ては、生産量の拡大が必要であることから、県としま
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しては、引き続き経営感覚に優れた担い手や多様な新
規就農者の育成・確保、それから自然災害や気象変動
に対応した耐候性ハウス等の整備、また農業用水源の
確保やかんがい施設等の生産基盤整備などの各種施策
に取り組むことにより、食料自給率の向上に努めてま
いりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　沖縄県は平成24年度の食料自給率
が29％から平成28年度で36％、自給率を７ポイント
押し上げておりますが、その要因は何でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時16分休憩
　　　午後６時16分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えいたします。
　先ほど前年度でカロリーベースで36％ということ
で、生産額ベースでは57％ということで比較して上
昇しておりますが、まず大きな要因はサトウキビ、そ
れから肉用牛の生産の増加であります。ちなみにそ
の年は21年ぶりに1000億円台を超えた年でございま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　次に、漁業関係のほうを質問いたし
ます。
　新型コロナウイルスの感染拡大で魚介類の出荷も取
扱金額も減少するなどの影響が家族漁業者を直撃して
います。漁村の地域経済を守るためには、減収に苦し
む沿岸漁業者を対象にした所得補償対策が急がれると
思いますがどのように考えていらっしゃいますか。
　お伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
中小企業者等を支援するための経費として、安全・安
心な島づくり応援プロジェクト事業を６月補正予算に
計上したところであり、本事業は漁業者も支援の対象
となっております。また、国の補正予算による持続化
給付金や経営継続補助金、漁業共済制度を活用した救
済措置等の活用についても漁業関係者へ周知している
ところであります。引き続き、漁業関係者の支援につ
いて取り組んでまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　全国沿岸漁民連絡協議会の調査に
よれば、この３月から４月、全国各地の生産地市場で
は出荷量が急減、値崩れを起こしていると言われてお

りますが、沖縄県の生産地市場での出荷数量と取扱金
額の推移をお伺いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時19分休憩
　　　午後６時19分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えいたします。
　まず泊魚市場におきます、３月から５月の水揚げ量
につきましては、約1565トン、昨年の同月と比較い
たしますと、約587トン、率にしまして27.3％の減と
なっております。それから取扱金額につきましては、
合計が約９億6700万円でありますが、昨年の同月と
比較いたしますと、約３億7000万円、22.7％の減と
なっている状況でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　出荷数量。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時21分休憩
　　　午後６時21分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　ちょっと数字間違っ
ておりました。率にしまして、金額のほう27.7％の
減でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　私、資料をもらいましたけれども、
取扱金額がマイナス27.7％、水揚げ量がマイナス
27.3％、これぐらいの減少があるんです。保険制度
で漁業共済制度というのがあるんですが、この沿岸漁
業者にはこの共済制度の未加入が多いんですよ。です
から漁村の地域経済を守るためにも減収に苦しむ全て
の沿岸漁業者を対象にした所得への直接支援を検討し
てほしいと思うんですがいかがですか。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　県ではこれまでも新
型コロナウイルス感染症の影響を受けた漁業者への支
援について、県漁連と連携しながら関係者へも周知し
てきたところでございます。
　先ほども答弁申し上げましたけれども、６月補正で
直接的な支援として、安全・安心な島づくり応援プロ
ジェクト事業を実施しております。こういった支援も
含めて支援の周知も図るとともに、これからどういっ
た支援が可能かについても引き続きまた情報収集しな
がら検討に取り組んでいきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
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○玉城　武光君　ありがとうございました。
　次に、種子法とそれから種を守る県条例も制定すべ
きだということに質問をいたします。
　政府は2018年、主要食料の種の供給に国が責任を
持ち、よい物を安く農家に提供することを定めた種子
法を廃止しております。それと同時に成立した農業競
争力強化支援法で、国や県の農業試験場が開発した米
の種と情報を民間企業に提供しなさいという規定をし
ております。種苗法改定案は継続審議となりましたけ
ど、種苗法が改定されれば栽培した作物の種を取って
再び再生する自家採種が制限され、農家は登録されて
いる種は購入するのが原則になります。農家の自家増
殖を原則禁止する種苗法改定法案に反対を表明して、
沖縄のゴーヤーなどの種を守る県条例を制定すべきで
はないですか。見解を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　種苗法改正案では、登録品種の自家増殖については
育成者権者の許諾が必要となりますが、地域で守り育
てた在来種等の一般品種については、これまでどおり
自家増殖が可能であります。県の育成品種については
生産振興、普及を目的として開発を行っており、自家
増殖に係る許諾料徴収について検討しておりません。
また、県では、ゴーヤー等の園芸品目については優良
種苗取扱要領、稲・麦・大豆の優良な種子について
は、沖縄県主要農作物種子生産取扱基本要綱などを定
め、優良な種子生産体制を維持しているところであり
ます。
　県としましては、引き続き情報収集を行い、生産現
場に支障が生じないよう適切に対応してまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　部長、この種苗法というのは、原則
自家採取を制限されているんです、原則。県は沖縄の
ものは大丈夫だと今は言っているんですが、それは原
則禁止ですから、沖縄の種を守る、種を守る県条例の
制定を検討すべきだと私は思います。
　次に移ります。
　ちばりよ～！わった～農林水産業応援プロジェクト
事業の概要を伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　では、まず私から概要を説
明したいと思います。
　新型コロナウイルスの感染拡大に伴うイベントの自
粛ですとか外食産業の営業の自粛等により、農林水産
物の需要が低下しております。このため、沖縄県では

今回の補正予算において、ちばりよ～！わった～農林
水産業応援プロジェクト事業として、約３億2000万
円を計上したところです。具体的には、子ども食堂等
への県産果実の提供や学校給食への畜産物や水産物の
提供、公共施設等での飾花・展示を実施し、食育・花
育を通じた県産農林水産物の消費喚起に取り組むこと
としております。
　沖縄県としましては、引き続き関係機関と連携し、
県産農林水産物の消費拡大に取り組んでまいります。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　このちばりよ～！わった～農林水
産業応援プロジェクトの概要説明ですが、これは新型
コロナウイルス感染症の拡大に伴い需要が低迷してい
るという県産農林水産物を継続的かつ多面的な消費喚
起を促し、地産地消の推進を図るということの答弁で
したけれども、そこで再質問をしますけど、この事業
の中の委託事業1125万1000円と補助金事業３億577
万円についての具体的な内容をお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えいたします。
　まず当該事業の委託事業につきましては、パイナッ
プル、それからマンゴーを県が買い取りまして、県内
の約200か所の子ども食堂等を対象として提供する内
容となっており、公募による委託者を選定してまいり
たいと考えております。また、学校給食への提供につ
きましては、カット加工された県産和牛、それからマ
グロ類等について県内学校給食センターへ納品しまし
て、取組主体である沖縄県畜産振興公社、それから沖
縄県漁業協同組合連合会等が補助金を食品納入業者へ
支出する仕組みとなっております。それから、花卉類
につきましては、県内の公共施設等へ約100か所を対
象に飾花、それから展示を行いまして、県、市町村等
で構成される沖縄県花き園芸協会を実施主体といたし
まして、補助金を交付する内容となっております。県
では引き続き関係機関と連携いたしまして、食育それ
から地産地消の推進等により、消費の拡大に取り組ん
でまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　地産地消の推進が図られるという
答弁でして、いろいろな事業をして消費拡大と地産地
消に努めるということの事業ですから、この委託事業
と補助事業、ぜひ強力に推進をしていただきたいと思
います。
　次に、農漁業の後継者支援、人材育成等の現状と課
題について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
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○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　農漁業者の担い手育成の主な課題といたしまして
は、まず経営に必要な技術・知識の習得、それから初
期投資に係る資金等の確保等があります。県では農漁
業者の担い手育成確保のため、一括交付金等を活用し、
農業では、沖縄県新規就農一貫支援事業により就農相
談体制の強化及び農業施設等の整備支援を行っており
ます。また、水産業については、未来のマリンパワー
確保・育成一貫支援事業によりインターンシップ漁業
体験や漁具の整備支援等を行っております。
　県としましては、引き続き市町村及び関係機関と連
携して、農漁業者の担い手育成に取り組んでまいりま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　こういう後継者、担い手への支援は
やっているんですが、現実的な問題として後継者不足
と今言われているんです。その後継者支援の担い手育
成で、農業関係で何名育成をしたのか、後継者が増え
たのか。それから漁業関係でどれぐらいの後継者が支
援をされたのかということを直近の５年間ぐらいでい
いですから、ちょっと教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えをいたします。
　まず、農漁業後継者の支援に関する取組の成果です
けれども、農業においてはこれ平成24年から令和元
年までの集計になりますけれども、８年間で2542名
の新規就農者の育成確保に取り組んでまいりました。
これは１年平均いたしますと、毎年317名の新規就農
者があったことになります。それから、水産業におい
ては平成27年度から令和元年度までの５年間の数字
でお答えいたしますと、延べ247名の新規就農者に対
して漁具の購入等の支援を行ってまいりました。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　次に、水産業の関係を質問いたしま
す。
　水産業の競争力強化を図る浜の活力再生広域プラン
策定の現状と課題について伺います。
○議長（赤嶺　昇君）　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　県内では、昨年度までに３件の浜の活力再生広域プ
ランが水産庁長官の承認を得ており、各地域において
プランに基づいた水産関連施設の整備、漁船の導入等
に取り組んでおります。水産庁長官の承認を得るに
は、具体的な取組計画や成果目標を定める必要があり
ます。

　県としましては、プラン策定を希望する地域の一員
として委員会に参画し、プラン策定の推進に取り組ん
でまいります。
　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　現状を聞いたんですが、策定が３地
域、それから、どのような課題があるんですか。私が
聞いたところでは、３地域との広域を設定されている
んですが、その３地域のこのプランに入っていないと
ころは、これからも入れるのかどうかということなん
ですがどうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時35分休憩
　　　午後６時36分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えいたします。
　まず先に３地域で策定をしておりますが、こういっ
た既に策定した地域と組んでといいますか、一緒に
なってその目標に沿って事業を行うことは可能だと考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　今プランを策定するところに後か
らでも入るというのは可能だということを答弁されま
した。広域浜プランの策定する、広域でするという趣
旨は何でしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時37分休憩
　　　午後６時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（長嶺　豊君）　まず、浜の活力再生
広域プランにつきましては、広域の漁村が連携するこ
とによって浜の機能再生、それから中核的な担い手を
育成するために定めるものでございます。そういう中
で都道府県、それから市町村、漁協等の関係者が一堂
に参画して広域的に競争力のある漁業担い手を育成す
るということでその浜プランを定める意義があると考
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　私、皆さんのほうからこの趣旨につ
いての資料をもらいました。そこにはこの構造改革に
取り組むためのプラン、それから漁船漁業構造改革広
域プランを策定すると。そういうことで再生機能や市
場水産管理施設の集約化、漁船の更新、改修等を推進
するとの趣旨がありますから、その趣旨に沿って沖縄
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県も推進をしていただきたいと要望いたします。
　次に、雇用の問題について伺います。
　新型コロナ禍の経済と雇用などへの影響と課題につ
いてなんですが、収入が減り、消費が落ち込み、倒産
も増加、公表された家計や賃金、景気などの統計資料
は新型コロナウイルス感染症の影響で冷え込む日本経
済の姿を改めて示しております。安倍政権の不十分で
遅過ぎるコロナ対策では深刻な事態を打開できないこ
とは明らかになっています。県民の事業と生活を維持
し、将来を先取りした経済の礎を築く取組についてお
伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　去る５月28日に策定しました新型コロナウイルス
感染症対策に係る沖縄県の経済対策基本方針に基づ
き、県民の事業と生活を維持する取組としまして、県
内旅行を促進する県民向け宿泊支援のためのおきなわ
彩発見キャンペーン、県産品の消費拡大のためのがん
ばろう沖縄総合プロモーション事業、国の雇用調整助
成金と連動した事業主向けの沖縄県雇用継続助成金事
業等を実施、または実施することとしております。ま
た、将来を先取りした経済の礎を築く取組としまして、
県内事業者のデジタル化の促進を図る沖縄型ＥＣスキ
ル普及・連携支援事業や小規模事業者等ＩＴ導入支援
事業等を実施、または実施することとしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　いろいろな事業の説明がございま
したけど、６月27日付の琉球新報に、沖縄県は国が
事業主に支給する雇用調整助成金について、国から受
給した事業主に県が上乗せをして助成するという報道
がされておりますが、その沖縄県雇用継続助成金事業
についての概要をお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、事業主の負担を軽減し雇用の維持を図るこ
とを目的に、国から雇用調整助成金の支給を受けた事
業主を対象に、休業手当の一定割合を上乗せ助成する
沖縄県雇用継続助成金事業を実施することとしており
ます。県の上乗せ助成は、令和２年１月24日から９
月30日までの期間の休業を対象に、大企業・中小企
業など企業の規模を問わず、国から雇用調整助成金の
支給を受けた事業主に対して行うこととしておりま
す。申請手続については、記載事項や添付書類を少な
くしまして、迅速な支給を図ってまいりたいというふ
うに考えております。

○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　この雇用調整助成金の上乗せ助成
金は５億3225万円の予算となっておるんですが、こ
の雇用継続助成金を受ける事業者の数と事業活動の縮
小を余儀なくされた事業者があるんですか。それを把
握されているんだったら教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時44分休憩
　　　午後６時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　玉城武光君。
○玉城　武光君　事業継続を受ける事業者の数は答
弁をされましたね、先ほど。事業の活動を縮小せざる
を得なくなった事業者があるんですか。あるというこ
とを分かっておればちょっと教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　まず県の事業で上乗せ助成をしようとしている対象
企業数については5000件を見込んでおります。対象
人数については２万6000人というふうに見込んでお
りますけれども、これは国のほうにおいて雇用調整助
成金ということで申請が上がっている件数、そういっ
たものをベースに県としての上乗せ助成金の金額、あ
るいは件数を積算しているというところでございま
す。したがいまして、議員がおっしゃっていた事業活
動という部分については、国のほうに申請が上がって
いる件数という、そういった事業活動を縮小せざるを
得ないというような企業だというふうに理解しており
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　これ、琉球新報の６月27日付にこ
ういう記事が載っているんですが、この支援の仕方も
大企業・小規模とかいろいろ違うんですよね。ここ
ちょっと説明してもらえませんか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　まずパターンが２つございまして、緊急対応期間　　
　　これ４月１日から９月30日までというふうになっ
ておりまして　　　　その中においても解雇を行った場合
と実際に解雇を行わない場合、またおのおの大企業と
中小企業・小規模事業者に対する助成率が違っており
ます。代表的な例としまして、緊急対応期間に解雇を
行わなかった場合の大企業、中小企業への負担割合に
ついて御説明いたしますと、中小企業・小規模事業者
に対しては国が10分の10助成することとなっており
ます。それから、大企業については国は４分の３、残
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りの４分の１については県のほうで上乗せ助成しまし
て、この雇用の維持にかかる事業主の負担を軽減した
いというふうに考えております。
　もう１点、もう一つのパターンとしましては、緊急
対応期間以外の特例期間というのがありまして　　　　こ
れ１月24日から３月31日でございまして　　　　これは
中小企業・小規模事業者に関しましては国が３分の２、
それから県が６分の１、それから企業が６分の１とい
うような負担割合になってございます。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　沖縄県の雇用政策課の課長は、この
助成金の上乗せは企業の負担を軽減し雇用の維持につ
ながるという制度の趣旨を言っているんですが、その
間、失業者がどのぐらい出たんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　直近の完全失業率と
いうことを追っかけていきますと、４月、５月の完全
失業率が3.4％、その前の３月がたしか2.7％くらい
だったのかなというふうに記憶　　　　今正確な数字を
持っておりませんけれども、何が申し上げたいかと言
いますと、この雇用調整助成金を活用することによっ
て企業が解雇をせずに雇用を維持したということで捉
えております。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　今非常にこの雇用の関係とか、失業
の問題がいろいろと出ているんですが、ぜひ失業者が
出ないような県の支援策等、これ国もしっかりとやる
べきだと思います。沖縄県、いろいろと独自の支援策
をやっておりますが、うちなーんちゅ応援プロジェク
トでも沖縄県独自の支援策でやっている。そういう補
正予算が全国的にもトップクラスということが言われ
ておりますから、引き続き頑張っていただきたいとい
うことを要望して終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後６時51分休憩
　　　午後６時52分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　申し訳ありません。
　先ほど私、完全失業率の数値について、４月、５
月3.4％と申し上げました。それからその前の３月を
2.7％とお答えしましたが、2.7％ではなくて2.9％が
正確な数字になります。訂正しておわびを申し上げま
す。
○玉城　武光君　ありがとうございました。

○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長から発言の申出
がありますので、これを許可します。
　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　在沖米軍基地内に
おける新型コロナウイルス感染症発生状況につきまし
て、13時現在の報告を先ほどいたしたところでござ
います。
　先ほどは嘉手納基地で１名と報告させていただきま
したが、先ほど海軍病院のほうから追加で嘉手納基地
であと１名という報告がございましたので、今日の新
規感染者は、嘉手納基地で２名ということになりまし
て、これまでの合計としまして100名ということにな
ります。資料につきましては、後ほどタブレットのほ
うに送らせていただきたいと思います。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
　　　〔仲宗根　悟君登壇〕
○仲宗根　悟君　グスーヨー　ハイサイ　こんばん
は。
　各選挙区から激戦を勝ち抜いてこられた48名の皆
さん、おめでとうございます。
　若手、33歳が最年少というようなお話ですが、若手、
中堅、そしてベテランと世の中は３つに区分されるん
ですけれども、一体全体、ワンネー　マーンカイウガ
ヤーと。どの位置になるだろうというふうに気になる
ところでありますけれども、４年間どうぞ、マジュン　
マジュン　ウミハマティ　イケヤーンディウムトーイ
ビーグトゥ　よろしくお願いします。
　毎回、定例会のたびに玉城満という議員のユンタク、
いろんな小ばなしがありましたけれども、聞けないの
が非常に残念で寂しい思いがします。アリガ　カワイ　
ワンガ　ハマティンダナヤーと思いましたが、チャー
ンナランサー。それで、４年間で一生懸命彼の小ばな
しでも勉強してきますので、若手ではないんだろうけ
れども、中堅と若手の間、まだまだベテランまでいか
んと思いますけれども、中堅・ベテランの域になって
いるねと言われるような仲宗根悟になりたいと思いま
すので、よろしくお願いします。
　それでは、一般質問を行いたいと思います。
　沖縄・平和、仲宗根悟です。よろしくお願いします。
　１番目に、知事の政治姿勢についてお聞きをしたい
と思います。
　戦後75年の節目を迎えた今年の沖縄全戦没者追悼
式での平和宣言に寄せた知事の思いを伺います。
　この辺まで来るともう大体、質問、テーマもかぶっ
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てくるんですが、どうぞよろしくお願いします。
　松井一實広島市長、田上富久長崎市長、中満泉国連
事務次長・軍縮担当上級代表が寄せたメッセージには、
戦争の惨禍を経験し、二度と繰り返してはならない不
戦の誓い、今後取るべき道しるべを示した内容であっ
たというふうに思っています。県の見解を伺いたいと
思います。
　(3)番目は、アメリカ下院軍事委員会の即応力小委
員会の件でありますけれども、その小委員会が辺野古
新基地建設の軟弱地盤、活断層などを指摘し報告の提
出を義務づけた国防権限法案を可決いたしました。米
議会が辺野古新基地建設工事計画に明確に懸念を認め
たことは大きい。知事はどのように受け止めているの
か伺いたいと思います。
　２番目は、基地問題についてであります。
　嘉手納飛行場及び普天間飛行場の爆音被害、夜間、
深夜、早朝を問わず周辺住民の生活を無視した飛行訓
練が繰り返されています。県は被害実態を把握してい
るでしょうか。平穏で静かな生活環境を取り戻す取組
について伺いたいと思います。
　日米合同委員会で合意された在日米軍の航空機騒音
規制措置、実に実効性が伴わない、そういうものでは
ないでしょうかと。見直しを求めるべきだと考えます。
県の見解を伺います。
　３番目は、新型コロナ感染症対策についてですが、
これまでの取組と今後予想される第２波、３波に対す
る考え方及び備えについて伺いたいと思います。
　経済対策について基本的な考え方、取組について伺
います。
　感染拡大防止策を取りながら冷え込んだ経済を立て
直していかなければなりません。その取組について伺
いたいと思います。
　経済活動と感染防止策を講じながら両方を走らせる
方法、どのように見出しているのか伺いたいと思いま
す。
　最後に、我が会派の代表質問との関連についてであ
りますけれども、仲村未央議員の平和行政の推進につ
いての首里城地下の32軍壕です。
　公開を前提とした保存、整備が求められると、首里
城再建と一体のものとして取り組む必要があるという
ことで、首里城再建と一体で取り組むべきだと私たち
も考えておりますけれども、国との調整はどのように
進んでいるのか、行っているのかについてお伺いをし
たいと思います。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。

　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　仲宗根悟議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(2)、
追悼式で寄せられたメッセージへの見解についてお答
えいたします。
　戦後75年の節目となる追悼式に特別に招待した松
井広島市長、田上長崎市長のメッセージから、人類が
二度と黒い雨や鉄の暴風を経験することがないよう、
心に平和の火をともし、守り続けるとの決意を新たに
いたしました。また、中満国際連合事務次長兼軍縮担
当上級代表のメッセージからは、国際社会が一丸と
なって国際平和と安全保障に取り組む重要性を改めて
認識をしたところであります。
　沖縄県としましては、平和を希求する沖縄の心、チ
ムグクルを世界に発信し、広島、長崎、国際連合など
の関係機関と協調していくとともに、核兵器の廃絶、
戦争の放棄、恒久平和の確立のため総力を挙げて邁進
していく決意であります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　１、知事
の政治姿勢についての中の(1)、平和宣言についてお
答えいたします。
　沖縄全戦没者追悼式においては、史上まれに見る激
烈な戦火により犠牲になられた全ての御霊に哀悼の誠
をささげました。この戦争体験を次世代に継承してい
くことが私たちの使命であることから、戦後75年の
節目である今年の平和宣言では、再び同じ過ちを繰り
返さない、繰り返させないため、沖縄戦の実相や教訓
を正しく次世代に伝え、広島、長崎と平和への願いを
共有するとともに、平和を希求する沖縄の心を世界に
発信するため、国連の非核・非戦への取組に寄与する
ことについて呼びかけました。また、辺野古・大浦湾
周辺の海をはじめとする沖縄の自然体系は、ウチナー
ンチュのかけがえのない財産であることから、今を生
きる我々世代が未来を見据え、次世代に残していく責
任の重要性を訴えました。戦争を風化させないための
道のりを真摯に探り、我が国が非核平和国家としての
矜持を持ち、世界の人々と手を取り合い、この島が平
和交流の拠点となるべく国際平和の実現に貢献する役
割を果たしていくために、全身全霊で取り組んでいく
ことを誓い、宣言したものであります。
　次に４、我が会派の代表質問との関連についての中
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の(1)、第32軍司令部壕についてお答えいたします。
　県は、首里城復興基本方針において、首里城復旧・
復興の今後の展開に向けた具体的な方針を定めてお
り、その中で、第32軍司令部壕などの首里城周辺の
戦争遺跡を保存、継承し、平和発信等に向けた環境整
備に取り組むこととしております。第32軍司令部壕
の保存・公開や平和発信の在り方等についての検討は、
工学系の技術の視点や、沖縄県史等の学術の視点など
様々な御意見を伺う必要があると考えていることか
ら、県としましては、新たな設置委員会を設置し、首
里城復興に係る有識者会議等とも連携して取り組んで
まいりたいと考えております。
　同じく４の(2)、国との関わりについてお答えいた
します。
　第32軍司令部壕については、平成初期に、県と那
覇市において実施した試掘調査以降、県が保存・管理
を行っているところです。
　県としましては、今後、専門家等による新たな検討
委員会を設置し、第32軍司令部壕の保存・公開や平
和発信の在り方等について検討を進める中で、国と調
整してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時４分休憩
　　　午後７時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　名渡山晶子さん登壇〕
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　申し訳ご
ざいません、答弁の中で言い違いをしてしまったよう
でございます。
　４の(1)、第32軍司令部壕についての中で新たな検
討委員会を設置しというところを新たな設置委員会を
設置しと読んでしまったようでございます。大変失礼
いたしました。
　おわびして訂正いたします。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　金城　賢君登壇〕
○知事公室長（金城　賢君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(3)、国防権限法案への受け止めについてお
答えいたします。
　米連邦議会下院の軍事委員会即応力小委員会は、
2021年度国防権限法案に関する書面に、辺野古新基
地予定地地下の強度の検証結果などに関する報告書の
提出を国防総省に求めることを明記しました。残念な
がら今回は軍事委員会では採用されませんでしたが、

政府が唯一の解決策とする辺野古新基地建設計画に関
し、小委員会で懸念が示されたことは成果であると考
えております。
　県としましては、引き続きワシントン駐在員を活用
した情報発信と、県系米国民と連携して米国における
問題提起に取り組むなど、国内外における世論喚起に
努めてまいります。
　２、基地問題についての(2)、航空機騒音規制措置
の見直しについてお答えいたします。
　航空機騒音規制措置では、場周経路における一定の
高度以下の飛行や22時から翌朝６時までの間の飛行
などが規制されておりますが、その多くができる限り
など、米軍の裁量に委ねられた内容となっておりま
す。県は、これまであらゆる機会を通じ、同規制措置
の厳格な運用について日米両政府に対し要請してきた
ところであり、昨年９月にも河野防衛大臣に対し要請
を行ったところであります。
　県としては、引き続き軍転協や全国知事会、渉外知
事会等とも連携しながら、騒音をはじめとした周辺住
民の負担軽減が図られるよう、同規制措置について、
効果の検証と見直しを求めていきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　環境部長。
　　　〔環境部長　松田　了君登壇〕
○環境部長（松田　了君）　２、基地問題についての
御質問の中の(1)、嘉手納・普天間両飛行場における
航空機騒音の実態と取組についてお答えします。
　県では、平成９年度以降、市町村と連携して航空機
騒音の常時測定を実施しており、昨年度の測定結果速
報値では、嘉手納飛行場周辺21地点中６地点で、普
天間飛行場周辺15地点中２地点で航空機騒音に係る
環境基準値を超過しております。また、沖縄防衛局の
昨年度の目視調査結果によりますと、普天間飛行場の
離着陸回数は１万6848回で一昨年度とほぼ同様です
が、外来機によるものが1756回から2776回と大幅に
増加しております。このような状況は、生活環境に大
きな影響を与えているものと考えており、昨年９月に
米軍や国等に対し航空機騒音を軽減するよう要請を
行ったところであります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　３、新型コロナ感
染症対策についての御質問の中の(1)、これまでの取
組と第２波、第３波に備えた対策についてお答えいた
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します。
　県では、４月上旬から感染者が急増した状況を踏ま
え、病床の拡大、宿泊療養施設の設置や検査体制の拡
充等を実施してまいりました。また、外出自粛等県民
が一丸となって取り組んだ結果、比較的落ち着いた状
況となっておりました。しかし、県内において69日
ぶりに新たな感染者が確認されたことや、東京をはじ
め全国的にも感染者が増加していること、そして何よ
りも、大きな脅威となっている米軍基地内の急激な感
染拡大を踏まえ、県民に感染が拡大しないよう強い警
戒感を持ち、万全の対策を講じる必要があります。こ
のため県では、検体を採取する協力医療機関を増やす
ことや検体採取センターの設置による検査体制の強
化、宿泊療養施設の設置による医療提供体制の拡充等、
一刻の猶予もないとの認識の下、急ピッチで取り組ん
でまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　３、新型コロナ感染
症対策についての御質問の中の(2)及び(3)、経済対策
の基本的な考え方と取組についてお答えいたします。
３の(2)と３の(3)は関連しますので、恐縮ではござい
ますが一括してお答えいたします。
　県では、新型コロナウイルス感染症拡大に対応する
経済対策を切れ目なく実施するため、５月28日に新
型コロナウイルス感染症対策に係る沖縄県の経済対策
基本方針を策定しました。同方針に基づき、これまで
の第１次から第４次の補正予算により、約1000億円
の新型コロナウイルス感染症対策関連予算を確保し、
水際対策の強化や県内事業者の事業継続及び県民生活
の維持に必要な諸事業を実施または実施することとし
ております。今後は、落ち込んだ経済活動を段階的に
回復させていくため、医療提供体制や検査体制のさら
なる拡充を図り、第２の波に備えた防疫体制を構築す
るとともに、沖縄県の経済対策基本方針に基づき、経
済振興策を着実に実行してまいります。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　お願いします。　
　まず代表質問との関連で、32軍壕の件からお願い
したいんですけれども、今部長の答弁からしますと、
県管理ですので、専門委員会を立ち上げながら進めて
いくと。32軍壕といいますとやっぱり、戦争遺跡の
形であるわけですから、少なからず、国はしっかりと
やるべきだというように私たち自身も思うんですよ。

今その国に告げる段階ではないのかどうか、専門委員
会を走らせながらスケジュールを組んで国との調整を
進めていくのか、しっかりとこういう立場で32軍壕
を整備していきますというようなことはしっかりと国
に告げるべきじゃないのかなとそれから作業を走らせ
ても構わないのかなと思うんですが、その辺はいかが
でしょうか。
　そしてまた、首里城の復興と相まっているものです
から、しっかりと両方並行して進めるべきではないの
かなというように思うんですが、その辺いかがでしょ
うか。
　政策調整監でも結構ですよ。首里城の委員会でもお
話しされていると言ってますので。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　現在、答
弁もさせていただいたところですけれども、検討委員
会の分野ですとか、論点、会議のスケジュール等含め
て議論をしているところです。その首里城関係の有
識者会議とも、その中で、今までも議論いただいてい
るところですけれども、その検討委員会を立ち上げな
がら論点を整理しながら御意見も伺いながらやってい
きたいというふうに考えているところです。
　国とのお話につきましても、その方向性を見ていく
中でどのように国に対してお話をしていくかというと
ころも含めて御意見を伺いながら調整をしていきたい
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　国との関わり、国に告げるというよ
うな部分についてはその検討委員会の中でやってから
というようなお話しなんでしょうか。これもう戦争遺
跡ですからね。どうなんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　まず検討
委員会においては、これまでの収集したデータ、平成
９年に策定されました計画ですとか、あるいは平成
24年以降に経年劣化のデータを取っておりますので、
そのデータ等も含めて、そういうようなこれまでの資
料を含めた方向性等を幅広い視点で多角的に議論をい
ただくことにしております。その中で、一定の方向性
を見ながら国と調整していきたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　分かりました。じゃ、よろしく頑
張っていただきたいというふうに思います。
　戦没者追悼式での件なんですけれども、これ恒久平
和を希求する知事の思いが、発せられたというふうに
思います。そしてまた、松井広島市長そして田上長崎
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市長、中満国連事務次長・軍縮担当上級代表の平和を
願うそれぞれのメッセージには戦後75年の節目に格
式高い追悼式になったのかなというふうに非常に誇ら
しく思いました。今後とも広島、長崎とは連携をして
いきたいというようなお話しなんですけれども、広
島、長崎そして沖縄、この平和のトライアングルって
いうんでしょうか、それで平和の推進、発信のための
取組ですとか、現在進行している事業があれば　　　　私
も勉強不足でその辺のところまだ知りませんが、あり
ましたらまた紹介していただきたいと思います。この
３か所の取組、一つになっての取組っていうんでしょ
うか、発信すべきだというふうに思うんですね。いか
がでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午後７時18分休憩
　　　午後７時18分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（名渡山晶子さん）　広島、長
崎とは平和公園内の平和の火等で広島の火、長崎の火
等を分けていただいて、阿嘉島の火と合祀をするなど、
同じ悲惨な戦争の体験をしたというところで、これま
でも交流をしてきたところですけれども、そのほか、
今後広島、長崎両県との交流につきましては、どのよ
うな交流ができるかについてはまた検討していきたい
と考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　平和のトライアングルと命名しま
したので、その取組、３か所でもぜひ進めていただき
たいというふうに思います。
　そしてまた、追悼式で関わっていただきました子ど
も生活福祉部の皆さんはじめ、県職員の皆さん大変御
苦労さまでありました。お疲れさまでした。
　次に、このアメリカ軍事委員会の即応力小委員会、
辺野古新基地建設の軟弱地盤、活断層を指摘したこの
国連権限法案の件ですけれども、公室長おっしゃった
ように、軍事委員会では取り上げていただけませんで
したけれども、米国においても何らかの情勢の変化が
起こっているというところは確かだというふうに思っ
てるんですね。この辺のところ、この変化についてど
のように受け止めていらっしゃるかどうか、改めてお
聞きしたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　国が唯一の解決策として進めてきた辺野古新基地建
設計画につきましては、国会議員等から様々な意見が

出されているところでございます。加えて今回、米下
院軍事委員会の即応力小委員会から辺野古大浦湾にお
ける軟弱地盤や活断層に関し、地震の可能性や地盤の
不安定などへの懸念が指摘をされたということでござ
います。
　県といたしましては、政府が9300億円なおかつ期
間も12年かかるということについて、地盤工学の専
門家などからも技術的、財政的にも完成に懸念を示し
ているという状況もございますので、引き続き国に対
し、辺野古新基地建設の中止検討の対応を強く求めて
いきたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　この情勢の変化が今アメリカで起
こっているのは確かなんだということなんです。これ
は知事も訪米で連邦議員へ求めていた内容であると。
そしてワシントン事務所が米国議員等の信頼関係を構
築しフォローアップを続けてきた結果だというような
お話を頂きました。重ねて我が国の国会議員ですとか、
あるいは私たちも含めて与党県議団が11月に行きま
したけれども、昨年のですね。そして市民団体、訪米
の積み重ねやその県系の米国人、あるいはこの米国の
労働組合、そして米国の退役軍人等、情報発信も共通
な私たちは成果だというふうに思っているんですね。
それがいろいろ変化をもたらしたのではないのかなと
いうふうに思っているんです。私たち自身もいろんな
議員の方、そして補佐官を訪ねて行きましたが、もち
ろん軍事委員を務める議員を中心に行かせていただき
ました。しっかりと２月の県民投票の結果の件ですと
か、あるいは地盤に問題を抱える工事は今長期化をし、
そして安全保障　　　　その間にいろいろ安全保障を取り
巻く世界情勢も変化するのかよく分からないんじゃな
いでしょうかと。そして完成してアメリカに引き渡さ
れても軟弱地盤の上に建つ基地はこれから相当な改善
やあるいは改修が繰り返されて膨大な予算がつぎ込ま
れるんじゃないでしょうか。ですから検証を求めてほ
しいということを各議員の皆さんにもお伝えをいたし
ました。特にペロシ議長補佐官、リシュ上院外交委員
長補佐官、ヒロノ上院議員補佐官などは熱心に聞いて
いただいて質問を繰り返すなどしてしっかりと上司に
伝えてくれるというような約束までしていただきまし
た。改めて情報発信の大切さを感じましたし、そして、
またワシントン事務所の重要さも非常に感じました。
ワシントン事務所を活用した情報発信をさらに充実し
てしっかりと訴え続けるのがいいだろうと、そしてま
た世論喚起や機運情勢にもさらに取組を強化していけ
ればというふうに感じました。どうでしょうか、今の
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お話聞いて、知事。
○議長（赤嶺　昇君）　玉城知事。
○知事（玉城デニー君）　私も議員の今のお話しを聞
きながらペンを走らせていると、やはり同じように重
層的な関わりによって、沖縄のこれまでの歴史と今と、
そして将来を我々がどういうふうに思い、描いていこ
うとしているのかということがたくさんの方々の協力
によってつながっているということがはっきりしてき
ていると思います。それが、今回の軍事小委員会での
辺野古に新しく造る基地の検証を明確にせよという表
現にまで表れてきたということがその重層的な取組と
たくさんの方々、労働組合、ベテランズフォーピース、
リタイアされた方々、それから有識者、県議団、市民
団体、国会議員団、さらには選挙や県民投票という沖
縄県の県民の意思そのものがはっきりと示されている
ということが、一つ一つのつながりになって、この世
論を喚起し、多くの方々の理解を得て、アメリカでも
着実にその輪が広がっている、思いは浸透していると
思います。だからこそ、丁寧に着実にこれからもしっ
かりとその絆をつなげていくということに私たちも誠
心誠意取り組んでいき、本当の沖縄の将来、日本の将
来、世界の将来が核のない、戦争のないそういう協力
し合える世界につながっていくための一助になれれば
これほどうれしいことはないなと思います。これから
もしっかりそのことをチムニイシティ、肝に据えて、
しっかり取り組んでいきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　さらに取組を強化して頑張ってい
きましょう。よろしくお願いします。
　そして、私たちさらに次に出てくるテーマの基地の
ありよう、被害の実態、一体全体アメリカ本国の国務
省や国防省、どういった認識があるのかというような
お話しをさせていただきました。逐一沖縄の現状を、
訓練の在り方ですとか沖縄で起こっていること、情報
として入っているんだというようなお話しを聞きまし
たけれども、ぜひとも基地周辺で苦しんでいる、毎日
爆音にさいなまれている、健康被害も起きていると、
起こっているという状況から、ぜひ改善を本国からも
指令していただきたいというようなお話しを申し上げ
ました。騒音、どうしてその協定が今形骸化している
かというような内容を、私恥ずかしいんですが県議に
なって初めてこの航空機騒音規制に関する日米合同委
員会　　　　これ平成８年に合意されているようなんです
が、見させていただきましたら非常に愕然といたしま
した。どうしてかというと、結構区切って書いてある
んですが、最後の末尾にはできる限り人口密度の高い

地域の上空の飛行を避けるとか、あるいはバーナーは
できる限り早く停止をするとか、こういった文言なん
ですよ。できる限り、できる限りというようなことで、
日米地位協定を改定でもしないことには、これはもう
ここで訓練するアメリカ軍の裁量に委ねられているよ
うな内容でしかないということからしますと、実に情
けない合意を締結したんだろうなと。ウリ東京ンジル
セーガハジヤクトゥ　沖縄のこの嘉手納や普天間のこ
と全然分からない方々がつくってないかなと思うぐら
い非常に恥ずかしい思いがするような内容で、本当に
主権国家かなという思いがするんですが、この平成８
年に合意された内容、副知事、謝花さんどう思います
か。
○議長（赤嶺　昇君）　謝花副知事。
○副知事（謝花喜一郎君）　ただいま議員が御指摘の
ように、この航空機騒音規制措置もそうなんですが、
日米合意の中で、できる限りとか、運用上とか、そう
いった表現がございます。そういったことがいわゆる
騒音被害等、いろいろ爆音訴訟なども住民が起こして
おりますが、解決されないというような要因になって
いると思います。その一番の背景はやはりこの日米地
位協定にあると思います。第３条において、いわゆる
訓練等とか、排他的管理権などがある中で、そして我
が国の例えば航空法などの適用がない。そういった状
況においては様々な我が国における規制が米軍には適
用しないと。そういったことが結局は規制措置を取っ
たとしても、できる限りとか、そういった文言で結局
米側の運用が最優先にされている。それがまた沖縄県
民の基地被害につながっていると、そういう構造があ
ると思います。ですから、日米地位協定の抜本的な見
直し、これを行うことが何よりも重要だというふうに
考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　過去４年間、軍特に所属しながら
いろんな事件・事故があって、関係要路に要請抗議に
行きましたけれども、国の姿勢といいましょうか、周
辺住民の騒音軽減は重要な課題であると認識はしてい
るんだというような言い方をします。ところが、米軍
に対して、米軍区域の円滑かつ安定的使用の確保は我
が国の防衛にとって極めて重要だとの言い方をしてま
す。航空機騒音措置等の遵守を求めるなど航空機の運
用に当たっては周辺住民への影響を最小限に努めるよ
う努力をすると、これの繰り返しなんですよ。周辺住
民はたまったものではない。これで片づけられて、こ
ういった騒音措置の合意の下でしか暮らせないのか。
そこで嘉手納町はしっかりとじゃ自分たち自ら協定を
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結びましょうよ、突きつけましょうよといったのが、
この嘉手納町の使用規定、もうここまで基地はあるん
で、本当は撤去してもらいたい。ところが基地がある
んで、最低限これだけは守ってくださいよというのが
周辺に暮らす住民たちの切実なる願いなんですよね。
そこにはしっかり踏み込んで使用禁止ですとか、禁止
することですとか、あるいは厳守をしてくれというこ
の切実な思いが、周辺住民には今なおあると。まだま
だ解決はされていないということで、その裁判が起
こったりいろいろ静かな夜を返してちょうだいよ、平
穏無事な私たちの暮らしをしっかりと法律が守るべき
でしょう。裁判所どうにかしてくれよ。すがる思いで
すよね。これもしっかりと国への要請、県もしっかり
した姿勢で毅然と臨んでもらいたいというのが私たち
嘉手納基地あるいは普天間基地周辺に暮らす、そして
毎日基地被害の恐怖にさいなまれている、余儀なくさ
れている県民の願いだと思いだというふうに思います
ので、ぜひとも頑張っていただきたいと思いますが、
最後にどうぞございましたら。
○議長（赤嶺　昇君）　知事公室長。
○知事公室長（金城　賢君）　お答えをいたします。
　嘉手納町及び三連協につきまして、平成18年より
離発着回数の制限や深夜、早朝の飛行禁止など航空機
の具体的な運用等を規定する嘉手納飛行場の使用協定
の締結を求めているところでございます。
　県といたしましては、平成29年９月に行った日米
地位協定の見直しの中で、日米合同委員会による個々
の施設及び区域に関する協定の締結に際し、関係自治
体の意向を尊重する旨を規定するよう求めているとこ
ろでございます。
　県としましては、引き続き嘉手納町、三連協や軍転
協とも連携しながら基地使用協定の締結に向けて働き
かけていきたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○仲宗根　悟君　ありがとうございます。
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって通告による一般
質問及び議案に対する質疑は終わりました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております乙第１号議案から乙
第14号議案までについては、お手元に配付してあり
ます議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に
付託いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔議案付託表　巻末に掲載〕
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　乙第16号議案から

乙第19号議案までを議題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔知事追加提出議案　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　議員の皆様、お疲れさまで
ございます。
　それでは、令和２年第４回沖縄県議会（定例会）に
追加提出いたしました議案について、その概要及び提
案の理由を御説明申し上げます。
　追加提出いたしました議案は、条例議案１件及び同
意議案３件の合計４件であります。
　まず初めに、乙第16号議案「沖縄県新型コロナウ
イルス感染症等対策に関する条例」は、新型コロナウ
イルス感染症等から県民の生命及び健康を保護し、並
びに新型コロナウイルス感染症等が県民生活及び県民
経済に及ぼす影響が最小となるようにし、もって安全・
安心の島沖縄を実現するため、新型コロナウイルス感
染症等の急速な蔓延のおそれがある場合の措置等を定
める必要があることから新規に条例を定めるものであ
ります。
　次に、乙第17号議案から乙第19号議案までの沖縄
県監査委員の選任については、委員４人の任期満了に
伴い、その後任を選任するため同意を求めるものであ
ります。
　議員のうちから選任すべき委員について、県議会議
長から御推薦をいただきましたので、識見を有する者
のうちから選任すべき委員とともに、同意議案として
提出するものであります。
　以上、追加提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申
し上げます。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。イッペーニ
フェーデービル。
　よろしくお願いします。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております議案のうち、乙第
17号議案から乙第19号議案までについては総務企画
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委員会に、乙第16号議案については文教厚生委員会
にそれぞれ付託いたします。
　休憩いたします。
　　　午後７時37分休憩
　　　午後７時38分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第５　特別委員会設置の件を議題といたしま
す。
  本件につきましては、昨日の議会運営委員会におい
て、軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問
題の調査及び対策の樹立を付議するため特別委員会を
設置することとし、その名称を米軍基地関係特別委員
会とし、14人の委員をもって構成するとの意見の一
致を見ております。
　よって、お諮りいたします。
  軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題
の調査及び対策の樹立を付議するため、14人の委員
をもって構成する米軍基地関係特別委員会を設置する
ことにいたしたいと思います。
  これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　次に、お諮りいたします。
  ただいま設置されました米軍基地関係特別委員会の
委員の選任につきましては、委員会条例第５条第１項
の規定によりお手元に配付の名簿のとおり指名いたし
たいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、米軍基地関係特別委員会の委員は、お手元
に配付の名簿のとおり選任することに決定いたしまし
た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔米軍基地関係特別委員名簿　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　次に、お諮りいたします。
　ただいま米軍基地関係特別委員会が設置されました
ので、現在総務企画委員会に付託されている同特別委
員会に付託すべき陳情４件については、同特別委員会
に付託替えする必要があります。
　この際、陳情第21号、第67号、第102号及び第
111号の付託の件を日程に追加し議題といたしたいと
思います。

　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、この際、陳情４件の付託の件を日程に追加
し議題とすることに決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　陳情第21号、第67号、第102
号及び第111号の付託の件を議題といたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情４件につきましては、米軍基地関係
特別委員会に付託の上、審査することにいたしたいと
思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情４件につきましては、米軍
基地関係特別委員会に付託の上、審査することに決定
いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第６　特別委員会設置の
件を議題といたします。
　本件につきましては、昨日の議会運営委員会におい
て、子供の貧困問題及び教育無償化並びにこれらに関
連する諸問題の調査及び対策の樹立を付議するため特
別委員会を設置することとし、その名称を子どもの未
来応援特別委員会とし、13人の委員をもって構成す
るとの意見の一致を見ております。
　よって、お諮りいたします。
　子供の貧困問題及び教育無償化並びにこれらに関
連する諸問題の調査及び対策の樹立を付議するため、
13人の委員をもって構成する子どもの未来応援特別
委員会を設置することにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　次に、お諮りいたします。
　ただいま設置されました子どもの未来応援特別委員
会の委員の選任につきましては、委員会条例第５条第
１項の規定によりお手元に配付の名簿のとおり指名い
たしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、子どもの未来応援特別委員会の委員は、お
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手元に配付の名簿のとおり選任することに決定いたし
ました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔子どもの未来応援特別委員名簿　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　次に、お諮りいたします。
　ただいま子どもの未来応援特別委員会が設置されま
したので、現在文教厚生委員会に付託されている同特
別委員会に付託すべき陳情１件については、同特別委
員会に付託替えする必要があります。
　この際、陳情第79号の付託の件を日程に追加し議
題といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、この際、陳情１件の付託の件を日程に追加
し議題とすることに決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　陳情第79号の付託の件を議題
といたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情１件につきましては、子どもの未来
応援特別委員会に付託の上、審査することにいたした
いと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情１件につきましては、子ど
もの未来応援特別委員会に付託の上、審査することに
決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第７　特別委員会設置の
件を議題といたします。
  本件につきましては、昨日の議会運営委員会におい
て、県経済の振興・発展及び鉄軌道を含む公共交通ネッ
トワークの整備拡充並びにこれらに関連する諸問題の
調査及び対策の樹立を付議するため特別委員会を設置
することとし、その名称を新沖縄振興・公共交通ネッ
トワーク特別委員会とし、13人の委員をもって構成
するとの意見の一致を見ております。
　よって、お諮りいたします。
  県経済の振興・発展及び鉄軌道を含む公共交通ネッ
トワークの整備拡充並びにこれらに関連する諸問題の
調査及び対策の樹立を付議するため、13人の委員を
もって構成する新沖縄振興・公共交通ネットワーク特
別委員会を設置することにいたしたいと思います。

　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　次に、お諮りいたします。
　ただいま設置されました新沖縄振興・公共交通ネッ
トワーク特別委員会の委員の選任につきましては、委
員会条例第５条第１項の規定によりお手元に配付の名
簿のとおり指名いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委
員会の委員は、お手元に配付の名簿のとおり選任する
ことに決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔 新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員

名簿　巻末に掲載〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○議長（赤嶺　昇君）　次に、お諮りいたします。
　ただいま新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委
員会が設置されましたので、現在総務企画委員会、経
済労働委員会及び文教厚生委員会にそれぞれ付託され
ている同特別委員会に付託すべき陳情19件について
は、同特別委員会に付託替えする必要があります。
　この際、陳情第38号、第38の２中、記の１及び
２、第44号、第44号の２、第45号、第49号、第52
号、第53号、第54号中、記の１、５、６、９、11、
13、15、16及び20、第56号、第56号の２中、記の８、
第57号から第59号まで、第84号、第106号中、記の１、
２及び４、第112号、第113号及び第125号の付託の
件を日程に追加し議題といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、この際、陳情19件の付託の件を日程に追
加し議題とすることに決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　陳情第38号、第38の２中、
記の１及び２、第44号、第44号の２、第45号、第
49号、第52号、第53号、第54号中、記の１、５、６、９、
11、13、15、16及び20、第56号、第56号の２中、
記の８、第57号から第59号まで、第84号、第106号中、
記の１、２及び４、第112号、第113号及び第125号
の付託の件を議題といたします。
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　お諮りいたします。
　ただいまの陳情19件につきましては、新沖縄振興・
公共交通ネットワーク特別委員会に付託の上審査する
ことにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情19件につきましては、新
沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会に付託の
上、審査することに決定いたしました。
　休憩いたします。
　　　午後７時48分休憩
　　　午後７時49分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、御報告申し上げます。
　昨日、照屋守之君から要望のありました特別委員会
設置の件につきましては、議長としては、問題となっ
ている事項について、まずは所管する常任委員会にお
いて問題点を明らかにした上で、その設置の必要性を
御検討いただき、議員各位において御判断願いたいと

思います。
　休憩いたします。
　　　午後７時50分休憩
　　　午後７時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　この際、お諮りいたします。
　委員会審査及び議案整理のため、明７月15日から
27日までの13日間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、明７月15日から27日までの13日間休会と
することに決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、７月28日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後７時50分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　 長 赤　嶺　　　昇

会議録署名議員 新　垣　光　栄

会議録署名議員 大　城　憲　幸
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令和２年７月28日

令 和 ２ 年
第 ４ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ８ 号）

令和２年７月28日

令 和 ２ 年
第 ４ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ８ 号）



議　　事　　日　　程　第８号
令和２年７月28日（火曜日）

午前10時開議
第１　乙第１号議案から乙第３号議案まで及び乙第６号議案（総務企画委員長報告）
第２　乙第４号議案（経済労働委員長報告）
第３　乙第５号議案及び乙第16号議案（文教厚生委員長報告）
第４　乙第７号議案、乙第12号議案から乙第14号議案まで及び乙第17号議案（総務企画委員長報告）
第５　乙第18号議案及び乙第19号議案（総務企画委員長報告）
第６　乙第10号議案（経済労働委員長報告）
第７　乙第９号議案（文教厚生委員長報告）
第８　乙第８号議案及び乙第11号議案（土木環境委員長報告）
第９　新たな過疎対策法「過疎地域持続的発展支援特別措置法（仮称）」に関する意見書
　　　　又吉　清義君　　島尻　忠明君
　　　　仲村　家治君　　花城　大輔君
　　　　仲田　弘毅君　　当山　勝利君
　　　　仲宗根　悟君　　西銘　純恵さん　提出　議員提出議案第３号
　　　　渡久地　修君　　國仲　昌二君
　　　　山里　将雄君　　平良　昭一君
　　　　當間　盛夫君　　金城　　勉君
第10　尖閣諸島周辺海域での中国公船による漁船追尾等に関する意見書
　　　　又吉　清義君　　島尻　忠明君
　　　　仲村　家治君　　花城　大輔君
　　　　仲田　弘毅君　　当山　勝利君
　　　　仲宗根　悟君　　西銘　純恵さん　提出　議員提出議案第４号
　　　　渡久地　修君　　國仲　昌二君
　　　　山里　将雄君　　平良　昭一君
　　　　當間　盛夫君　　金城　　勉君
第11　�陳情第22号、第25号、第27号、第28号、第32号から第34号まで、第36号、第40号、第43号、第44号、

第46号から第48号まで、第96号、第98号及び第123号（文教厚生委員長報告）
第12　陳情第62号及び第70号（土木環境委員長報告）
第13　閉会中の継続審査の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　乙第１号議案から乙第３号議案まで及び乙第６号議案
乙第１号議案　沖縄県職員等の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職

員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例
乙第３号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例

令和２年
第　 ４　 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第８号）

令和２年７月28日（火曜日）午前10時２分開議
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日程第２　乙第４号議案
乙第４号議案　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

日程第３　乙第５号議案及び乙第16号議案
乙第５号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
乙第16号議案　沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例

日程第４　乙第７号議案、乙第12号議案から乙第14号議案まで及び乙第17号議案
乙第７号議案　工事請負契約について
乙第12号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
乙第13号議案　沖縄県収用委員会委員の任命について
乙第14号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について
乙第17号議案　沖縄県監査委員の選任について

日程第５　乙第18号議案及び乙第19号議案
乙第18号議案　沖縄県監査委員の選任について
乙第19号議案　沖縄県監査委員の選任について

日程第６　乙第10号議案
乙第10号議案　車両損傷事故に関する和解等について

日程第７　乙第９号議案
乙第９号議案　交通事故に関する和解等について

日程第８　乙第８号議案及び乙第11号議案
乙第８号議案　訴えの提起について
乙第11号議案　弁護士報酬請求事件の和解について

日程第９　新たな過疎対策法「過疎地域持続的発展支援特別措置法（仮称）」に関する意見書
日程第10　尖閣諸島周辺海域での中国公船による漁船追尾等に関する意見書
日程第11　�陳情第22号、第25号、第27号、第28号、第32号から第34号まで、第36号、第40号、第43号、第44号、

第46号から第48号まで、第96号、第98号及び第123号
陳情第22号　北部地域基幹病院整備に関する陳情
陳情第25号　北部地域基幹病院整備に関する陳情
陳情第27号　北部地域基幹病院整備に関する陳情
陳情第28号　北部地域基幹病院整備に関する陳情
陳情第32号　北部地域基幹病院整備に関する陳情
陳情第33号　北部地域基幹病院整備に関する陳情
陳情第34号　北部地域基幹病院整備に関する陳情
陳情第36号　北部地域基幹病院整備に関する陳情
陳情第40号　北部地域基幹病院整備に関する陳情
陳情第43号　北部地域基幹病院整備に関する陳情
陳情第44号　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の強化に関する陳情
陳情第46号　北部地域基幹病院整備に関する陳情
陳情第47号　新型コロナウイルスのＰＣＲ検査におけるドライブスルー方式の導入に関する陳情
陳情第48号　北部地域基幹病院整備に関する陳情
陳情第96号　新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって影響を受けた医療機関に対する支援を

求める陳情
陳情第98号　北部地域基幹病院整備に関する陳情
陳情第123号　新型コロナウイルス禍における聴覚障害者への支援に関する陳情

日程第12　陳情第62号及び第70号
陳情第62号　観光立村・座間味島に計画されている浄水場建設について、安全な場所への変更を求

める陳情
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陳情第70号　観光立村・座間味島に計画されている浄水場建設について、安全な場所への変更を求
める陳情

日程第13　閉会中の継続審査の件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出　席　議　員（47名） 
議　長　　赤　嶺　　　昇　君
副議長　　仲　田　弘　毅　君
１　番　　新　垣　光　栄　君
２　番　　翁　長　雄　治　君
３　番　　玉　城　健一郎　君
４　番　　島　袋　恵　祐　君
５　番　　上　里　善　清　君
６　番　　大　城　憲　幸　君
７　番　　上　原　　　章　君
８　番　　小　渡　良太郎　君
９　番　　新　垣　淑　豊　君
10　番　　島　尻　忠　明　君
11　番　　仲　里　全　孝　君
12　番　　平　良　昭　一　君
13　番　　喜友名　智　子　さん
14　番　　國　仲　昌　二　君
15　番　　瀬　長　美佐雄　君
16　番　　次呂久　成　崇　君
17　番　　当　山　勝　利　君
18　番　　當　間　盛　夫　君
19　番　　金　城　　　勉　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君

25　番　　山　里　将　雄　君
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　仲　村　未　央　さん
29　番　　照　屋　大　河　君
30　番　　仲宗根　　　悟　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
36　番　　又　吉　清　義　君
37　番　　山　内　末　子　さん
38　番　　瑞慶覧　　　功　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　崎　山　嗣　幸　君
43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君
46　番　　中　川　京　貴　君�
47　番　　照　屋　守　之　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
欠　席　議　員（１名） 

20　番　　新　垣　　　新　君 �

事 務 局 長　　勝　連　盛　博　君　
次 　 長　　知　念　弘　光　君
議 事 課 長　　平　良　　　潤　君
副　参　事　兼
課　長　補　佐　

　佐久田　　　隆　君

主　　　　　査　　宮　城　　　亮　君
主　　　　　査　　親富祖　　　満　君

政務調査課長　　上　原　貴　志　君
副　　参　　事　　中　村　　　守　君
主　　　　　幹　　下　地　広　道　君
主　　　　　幹　　城　間　　　旬　君
主　　　　　幹　　比　嘉　　　猛　君
主　　　　　幹　　嘉　陽　　　孝　君

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　７月14日の会議において設置されました米軍基地

関係特別委員会、子どもの未来応援特別委員会及び新
沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会の委員長
から、同日の委員会において米軍基地関係特別委員長
に照屋守之君、同副委員長に照屋大河君、子どもの未
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来応援特別委員長に西銘純恵さん、同副委員長に仲宗
根悟君、新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員
長に中川京貴君、同副委員長に大浜一郎君をそれぞれ
互選したとの報告がありました。　
　次に、昨日、又吉清義君外13人から、議員提出議
案第３号「新たな過疎対策法「過疎地域持続的発展支
援特別措置法（仮称）」に関する意見書」及び議員提
出議案第４号「尖閣諸島周辺海域での中国公船による
漁船追尾等に関する意見書」の提出がありました。�
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　乙第１号議案から
乙第３号議案まで及び乙第６号議案を議題といたしま
す。
○島袋　　大君　議長。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時４分休憩
　　　午前10時７分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました乙第１号議案から乙第３号議案まで及び乙第
６号議案の条例議案４件について、以下、委員会にお
ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長及び警察本部警務
部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず乙第１号議案「沖縄県職員等の服務の宣誓に関
する条例の一部を改正する条例」は、地方公務員法及
び地方自治法の一部改正により、特別職の非常勤職員
の一部が一般職である会計年度任用職員に移行したこ
とに伴い、地方公務員法第31条の規定に基づき行う
服務の宣誓について、それぞれの会計年度任用職員制
度の任用手続を踏まえた方法により行うことができる
よう規定を整備する必要があるため条例を改正するも
のであるとの説明がありました。
　本案に関し、対象職員の範囲及び人数、宣誓書の内

容及び職員の自覚を促す取組などについて質疑があり
ました。
　次に、乙第２号議案「東日本大震災及び東日本大震
災以外の特定大規模災害等に対処するための沖縄県職
員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正す
る条例」は、新型コロナウイルス感染症から県民の生
命及び健康を保護するために、緊急に行われた措置に
係る作業に従事した職員に対し特殊勤務手当を支給す
る必要があるため条例を改正するものであるとの説明
がありました。
　本案に関し、新型コロナウイルス感染症拡大に対応
する職員体制の現状はどうなっているかとの質疑があ
りました。
　これに対し、感染症対策については、所管である保
健医療部のみでは対応できないため、既存の業務に支
障が出ないように工夫しながら他部局の職員も動員し
ている。また、外部委託や期間を定めた任用職員の活
用等により職員の負担が過重にならないよう努めてい
るとの答弁がありました。
　次に、市町村においても同様な対応が必要と思われ
るが、県としてどのように促していくのかとの質疑が
ありました。
　これに対し、糸満市及び豊見城市が条例改正済みで
あるが、他の市町村については、企画部市町村課を通
して県の取組に関する情報等を随時提供しており、各
市町村とも感染症に対応する職員が出てくる状況を見
ながら、必要に応じて条例改正していくものと考えて
いるとの答弁がありました。
　そのほか、支給対象の範囲及び具体的な支給額、保
健所の体制強化への取組などについて質疑がありまし
た。
　次に、乙第３号議案「沖縄県税条例の一部を改正す
る条例」は、地方税法の一部が改正されたことに伴い、
軽量な葉巻たばこに係る県たばこ税の課税方式の見直
し、自動車税の特例措置に係る適用期限の延長、個人
県民税の所得割に係る控除について、独り親控除を適
用する等の必要があるため条例を改正するものである
との説明がありました。
　本案に関し、個人県民税に係る改正の目的と税収へ
の影響額はどれくらいか、また、控除が受けられなく
なる年収500万円以上の世帯数を把握しているかとの
質疑がありました。
　これに対し、今回の改正は、全ての独り親家庭に対
して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無や
男女それぞれの独り親家庭間の不公平を解消するため
所得控除の見直しを行うものであり、約200万円の減
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収を見込んでいる。また、個人県民税の課税及び徴
収事務は市町村に委任しているため、対象となる年
収500万円以上の世帯数を把握することは困難である
が、改正経緯も確認しながらどのような対応が取れる
のか確認したいとの答弁がありました。
　そのほか、輸入たばこや加熱式たばこへの課税方法、
市町村へのたばこ税の歳入方法などについて質疑があ
りました。
　次に、乙第６号議案「沖縄県警察職員の定員に関す
る条例の一部を改正する条例」は、観光客数の増加等
を背景に遺失物等の取扱いに係る業務が増大している
ことから、これに的確に対応するため、沖縄県警察に
おける警察官以外の職員の定員を改める必要があるた
め条例を改正するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、那覇空港における拾得物に係る豊見城
警察署との協議状況はどうなっているかとの質疑があ
りました。
　これに対し、令和元年度中に豊見城警察署が取り
扱った拾得物の件数のうち、那覇空港警備派出所での
受理が約93％を占めるなどかなり負担となっていた
ため、那覇空港ビルディング株式会社と豊見城警察署
との間で、空港ビル内で拾得物を一定期間保管するた
めの委託協定の締結に向けて最終的な調整を行ってい
るところであるとの答弁がありました。
　そのほか、拾得物のその後の処理状況、一般職員の
定義及び今後の増員予定の有無、警察官と一般職員の
条例上の取扱いの差異などについて質疑がありまし
た。
　採決の結果、乙第１号議案から乙第３号議案まで及
び乙第６号議案の条例議案４件については、全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしま
した。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第１号議案から乙第３号議案まで及び乙
第６号議案の４件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案４件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。

　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第１号議案から乙第３号議案まで及び乙
第６号議案は、原案のとおり可決されました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　乙第４号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　ただいま議題と
なりました乙第４号議案の条例議案１件について、以
下、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し
上げます。
　委員会におきましては、商工労働部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第４号議案「沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び
管理に関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄Ｉ
Ｔ津梁パーク施設内にアジアＩＴビジネスセンターを
整備することに伴い、公の施設として沖縄ＩＴ津梁
パーク施設に加えるとともに、使用料の徴収根拠を定
めるものであるとの説明がありました。
　本案に関し、沖縄ＩＴ津梁パーク施設では、県が整
備する施設と民間が整備する施設があるが、役割分担
はどうなっているのかとの質疑がありました。
　これに対し、入居企業は、県が整備した公の施設に
一旦入居し、３年ほどかけてビル１棟の規模になるよ
う事業拡大を図った上で、民間ディベロッパーが整備
する企業集積施設に移転する流れになっているとの答
弁がありました。
　そのほか、入居企業の税制優遇の状況、当該地域に
おける情報通信関連産業の立地目標値の達成状況、企
業が集積するメリットの有無、企業誘致に係る新型コ
ロナウイルス感染症の影響などについて質疑がありま
した。
　採決の結果、乙第４号議案の条例議案１件について
は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと
決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
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○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第４号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第４号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　乙第５号議案及び
乙第16号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長末松文信君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕
○文教厚生委員長（末松文信君）　ただいま議題とな
りました乙第５号議案及び乙第16号議案の条例議案
２件について、以下、委員会における審査の経過及び
結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、保健医療部長及び病院事業
局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第５号議案「沖縄県病院事業の設置等に関
する条例の一部を改正する条例」は、沖縄県立北部病
院附属古宇利診療所及び沖縄県立八重山病院附属伊原
間診療所について、各地域の医療環境の改善に伴い長
期にわたり診療を休止しているが、今後も診療を行わ
ないことから、公の施設としての診療所を廃止する必
要があるため条例を改正するものであるとの説明があ
りました。
　本案に関し、古宇利診療所が休止になった理由は何
かとの質疑がありました。
　これに対し、古宇利診療所の患者数の推移は、平成
元年度が4198人で１日当たり14.3人、平成10年度が
2154人で１日当たり8.8人、平成18年度が１日当た
り4.9人と大分減少傾向が続いていたこと、また、架
橋ができたことで近隣の医療機関が利用できる環境が

整ったことや、患者に対して送迎サービスを提供して
いるようなところもあり、医療環境の改善が図られた
ことなどから、平成19年４月に診療所を休止したと
の答弁がありました。
　そのほか、今帰仁村から譲渡の要望が出た時期など
について質疑がありました。
　次に、乙第16号議案「沖縄県新型コロナウイルス
感染症等対策に関する条例」は、新型コロナウイルス
感染症等から県民の生命及び健康を保護するととも
に、県民生活及び県民経済に及ぼす影響が最小となる
ようにし、もって安心・安全の島沖縄を実現するため、
新型コロナウイルス感染症等の急速な蔓延のおそれが
ある場合の措置等を定める必要があるため条例を制定
するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、条例第７条及び第８条で行政側の責
務、県民及び事業者の責務はあるが、観光客等に対し
ての責務を定めていない理由は何かとの質疑がありま
した。
　これに対し、本条例に来訪者に対しての責務を定め
るかどうか議論した経緯はあるが、来訪者への責務を
規定することよりも、県の責務として来訪者に対して
は実施対策の中で取り組んでいくことが適当であろう
と判断し、このような条例にしたところであるとの答
弁がありました。
　そのほか、条例制定が石垣市より遅れた理由、対策
本部の役割、条例第８条の３の項目を設けた理由、第
９条に規定する財政措置の内容、水際対策の重要性、
連携協力に米軍を追加することの必要性、米軍人の行
動履歴についての情報開示の必要性などについて質疑
がありました。
　採決の結果、乙第５号議案及び乙第16号議案の条
例議案２件については、全会一致をもって原案のとお
り可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第５号議案及び乙第16号議案の２件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
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御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第５号議案及び乙第16号議案は、原案
のとおり可決されました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　乙第７号議案、乙
第12号議案から乙第14号議案まで及び乙第17号議案
を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました乙第７号議案、乙第12号議案から乙第14号
議案まで及び乙第17号議案の５件について、以下、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ
ます。
　委員会におきましては、総務部長及び企画部長の出
席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第７号議案「工事請負契約について」は、
大東地区情報通信基盤整備工事の請負契約の締結につ
いて、地方自治法第96条第１項の規定に基づき議会
の議決を求めるものである。
　主な内容は、契約の方法は随意契約、契約金額は
44億3630万円、契約の相手方は西日本電信電話株式
会社沖縄支店であるとの説明がありました。
　本案に関し、今回、距離の短い南北大東間からでは
なく、北大東沖縄本島間の海底光ケーブルを先に整備
する理由は何かとの質疑がありました。
　これに対し、先に南北大東間を接続すると、南大東
と沖縄本島間に通信障害が発生した場合に南北大東の
両方とも通信不能となるが、北大東と沖縄本島を接続
すれば、同様な場合であっても南北大東間にある既存
の無線通信を利用して相互補完機能を果たすことがで
きるからであるとの答弁がありました。
　そのほか、本事業の財源内訳、南大東の海底光ケー
ブル整備から北大東の整備までの経過、民間整備と県
整備の違い、整備後の保守運用及び管理先、既存の無
線中継設備の取扱いなどについて質疑がありました。
　次に、乙第12号議案「沖縄県人事委員会委員の選
任について」は、人事委員会委員１人が令和２年７月

31日に任期満了するので、その後任を選任するため、
地方公務員法第９条の２第２項の規定により議会の同
意を求めるものであるとの説明がありました。
　本案に関し、今回提案された委員の再任理由及び幅
広い人事についての考え方、他自治体委員との兼職の
是非、再任回数の制限の有無などについて質疑があり
ました。
　次に、乙第13号議案「沖縄県収用委員会委員の任
命について」は、収用委員会委員２人が令和２年７月
21日に任期満了するので、その後任を任命するため、
土地収用法第52条第３項の規定により議会の同意を
求めるものであるとの説明がありました。
　次に、乙第14号議案「沖縄県公安委員会委員の任
命について」は、公安委員会委員１人が令和２年７月
21日に任期満了するので、その後任を任命するため、
警察法第39条第１項の規定により議会の同意を求め
るものであるとの説明がありました。
　次に、乙第17号議案「沖縄県監査委員の選任につ
いて」は、監査委員４人のうち識見を有する委員２人
が任期満了することに伴い、その後任を選任するため、
地方自治法第196条第１項の規定により議会の同意を
求めるものであるとの説明がありました。
　採決の結果、乙第７号議案の議決議案については、
全会一致をもって可決すべきものと決定いたしまし
た。
　また、乙第12号議案から乙第14号議案まで及び乙
第17号議案の同意議案４件については、全会一致を
もって同意すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午前10時30分休憩
　　　午前10時30分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより乙第７号議案、乙第12号議案から乙第14
号議案まで及び乙第17号議案の採決に入ります。
　議題のうち、まず乙第７号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議
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ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第７号議案は、委員長の報告のとおり可
決されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　次に、乙第12号議案から乙第
14号議案まで及び乙第17号議案の４件を一括して採
決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案４件は、委員長の報告のとおり同意
することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
��よって、乙第12号議案から乙第14号議案まで及び
乙第17号議案は、委員長の報告のとおり同意するこ
とに決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第５　乙第18号議案及び
乙第19号議案を議題といたします。
　休憩いたします。
　　　午前10時31分休憩
　　　午前10時31分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました乙第18号議案及び乙第19号議案の同意議案
２件について、以下、委員会における審査の経過及び
結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第18号議案及び乙第19号議案「沖縄県監査委員
の選任について」は、監査委員４人のうち議員選出の
委員２人が令和２年６月24日に任期満了したことに
伴い、その後任を選任するため、地方自治法第196条
第１項の規定により議会の同意を求めるものであると
の説明がありました。
　採決の結果、乙第18号議案及び乙第19号議案の同
意議案２件については、全会一致をもって同意すべき

ものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第18号議案及び乙第19号議案の２件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、委員長の報告のとおり同意
することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第18号議案及び乙第19号議案は、委員
長の報告のとおり同意することに決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時34分休憩
　　　午前10時34分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　日程第６　乙第10号議案を議題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　ただいま議題と
なりました乙第10号議案の議決議案１件について、
以下、委員会における審査の経過及び結果を御報告申
し上げます。
　委員会におきましては、農林水産部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第10号議案「車両損傷事故に関する和解等につ
いて」は、車両損傷事故について和解をし、損害賠償
額を定めるため、地方自治法第96条第１項の規定に
より議会の議決を求めるものである。
　事件の内容は、令和２年２月６日、いちゅい具志川
じんぶん館駐車場において、豚熱の防疫措置を行うた
め県が設置した消毒ポイント誘導看板が駐車していた
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車両に接触し、当該車両の左後部座席ドア付近の車体
を損傷させたものである。損害賠償額は、７万6527
円であるとの説明がありました。
　採決の結果、乙第10号議案は、全会一致をもって
可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第10号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議
ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第10号議案は、委員長の報告のとおり
可決されました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第７　乙第９号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長末松文信君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕
○文教厚生委員長（末松文信君）　ただいま議題とな
りました乙第９号議案の議決議案１件について、以下、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ
ます。
　委員会におきましては、保健医療部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第９号議案「交通事故に関する和解等について」
は、職員が公用車運転中に起こした交通事故に関し、
相手方との交通事故に関する和解及び損害賠償の額に
ついて、地方自治法第96条第１項の規定により議会
の議決を求めるものである。
　事故の概要は、職員が運転する公用車が、前方を走
行していた相手方の車両後部に衝突したものである。

損害賠償金は、331万245円であるとの説明がありま
した。
　本案に関し、保健医療部管轄で年間どれくらい交通
事故があるのか、また、再発防止に向けどのように取
り組んでいるのかとの質疑がありました。
　これに対し、県内５か所の保健所の過去４年間の
事故件数が12件で、その内訳は平成28年度がゼロ件、
29年度が４件、30年度が２件、令和元年度が６件と
なっている。また、再発防止の取組としては、所長か
らの注意喚起及び総務班長からの指導を行っているほ
か、当該職員のみではなく、全職員を集めてあらゆる
機会を通じて再発防止に向け、具体的事例を挙げなが
ら教育をしているとの答弁がありました。
　そのほか、公用車事故に係る賠償金の支払い元など
について質疑がありました。
　採決の結果、乙第９号議案は、全会一致をもって可
決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第９号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議
ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
��よって、乙第９号議案は、委員長の報告のとおり可
決されました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第８　乙第８号議案及び
乙第11号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長瑞慶覧　功君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔土木環境委員長　瑞慶覧　功君登壇〕
○土木環境委員長（瑞慶覧　功君）　ただいま議題と
なりました乙第８号議案及び乙第11号議案の議決議
案２件について、以下、委員会における審査の経過及
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び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第８号議案「訴えの提起について」は、県
営住宅に入居する長期家賃滞納者等に対し、建物の明
渡しと滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起するた
め、地方自治法第96条第１項の規定に基づき議会の
議決を求めるものであるとの説明がありました。
　本案に関し、これまで議決した訴えの提起のうち、
実際に訴訟に発展した件数はどれくらいかとの質疑が
ありました。
　これに対し、平成26年度から平成30年度までの５
年間で議決を得た579件のうち、提訴に至ったのは
72件、約12％であるとの答弁がありました。
　そのほか、高額所得者の認定要件、宮古・八重山地
区における専門相談員の配置状況などについて質疑が
ありました。
　次に、乙第11号議案「弁護士報酬請求事件の和解
について」は、識名トンネル工事契約に関する住民訴
訟における弁護士報酬に関し、原告が県の支払いを求
めて提訴した弁護士報酬請求事件について、那覇地方
裁判所から和解の提案があり、この提案を受け入れ、
原告と和解をするため、地方自治法第96条第１項の
規定に基づき議会の議決を求めるものである。
　主な和解の内容は、県は原告らに対し、本件解決金
として750万円を支払う義務があることを認める、原
告らと県の間には、本件に関し、本和解条項に定める
もののほか、何ら債権債務がないことを相互に確認す
るものであるとの説明がありました。
　本案に関し、今回の和解と元職員に対して請求して
いる賠償との関係などについて質疑がありました。
　採決の結果、乙第８号議案及び乙第11号議案の議
決議案２件については、全会一致をもって可決すべき
ものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第８号議案及び乙第11号議案の２件を

一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第８号議案及び乙第11号議案は、委員
長の報告のとおり可決されました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　この際、日程第９　議員提出
議案第３号　新たな過疎対策法「過疎地域持続的発展
支援特別措置法（仮称）」に関する意見書及び日程第
10　議員提出議案第４号　尖閣諸島周辺海域での中
国公船による漁船追尾等に関する意見書を一括議題と
いたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　又吉清義君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔議員提出議案第３号及び第４号　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔又吉清義君登壇〕
○又吉　清義君　ただいま議題となりました議員提
出議案第３号につきましては、総務企画委員会の委員
等により協議した結果、議員提出議案として提出する
ことに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して
提案理由を御説明申し上げます。
　提案理由は、新たな過疎対策法「過疎地域持続的発
展支援特別措置法（仮称）」について関係要路に要請
するためであります。
　次に、議員提出議案第３号を朗読いたします。
　　　〔�新たな過疎対策法「過疎地域持続的発展支援

特別措置法（仮称）」に関する意見書朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
　続きまして、尖閣諸島周辺海域での中国公船による
漁船追尾等に関する意見書について説明いたします。
　ただいま議題となりました議員提出議案第４号につ
きましては、総務企画委員会の委員等により協議した
結果、議員提出議案として提出することに意見の一致
を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明
申し上げます。
　提案理由は、尖閣諸島周辺海域での中国公船による
漁船追尾等について関係要路に要請するためでありま
す。
　次に、議員提出議案第４号を朗読いたします。
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　　　〔�尖閣諸島周辺海域での中国公船による漁船追
尾等に関する意見書朗読〕　

　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第３号
及び第４号については、会議規則第37条第３項の規
定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、両案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　これより議員提出議案第３号　
新たな過疎対策法「過疎地域持続的発展支援特別措置
法（仮称）」に関する意見書及び議員提出議案第４号
「尖閣諸島周辺海域での中国公船による漁船追尾等に
関する意見書」の２件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
��よって、議員提出議案第３号及び第４号は、原案の
とおり可決されました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第11　陳情17件を議題
といたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長末松文信君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔文教厚生委員長　末松文信君登壇〕
○文教厚生委員長（末松文信君）　ただいま議題とな
りました陳情17件につきましては、慎重に審査いた
しました結果、審査報告書のとおり処理すべきものと
決定いたしました。

　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情17件
を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情17件は、委員長の報告の
とおり決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第12　陳情２件を議題と
いたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長瑞慶覧　功君。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔土木環境委員長　瑞慶覧　功君登壇〕
○土木環境委員長（瑞慶覧　功君）　ただいま議題と
なりました陳情２件につきましては、慎重に審査いた
しました結果、審査報告書のとおり処理すべきものと
決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情２件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情２件は、委員長の報告のと
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おり決定いたしました。
　　　　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　日程第13　閉会中の継続審査
の件を議題といたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〔閉会中継続審査及び調査申出書　巻末に掲載〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　各常任委員長、議会運営委員
長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定に
よりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中
の継続審査の申出があります。
　お諮りいたします。
　各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審
査に付することに決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位に
は長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長と
して心から感謝申し上げます。
　なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど
文書をもって報告いたします。
　以上をもって本日の会議を閉じます。
　これをもって令和２年第４回沖縄県議会（定例会）
を閉会いたします。
　　　午前11時０分閉会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。
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